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序章 

 

経済のグローバル化が進むなか、国境を越えて人々の人権を危険に晒す企業活動を

国際法はいかにして実効的に規制し、影響を受ける人々を人権侵害から保護・救済す

ることができるだろうか。 

本研究は、グローバリゼーションを背景に、グローバル展開する企業が越境して事

業活動を行う結果、人々の人権を侵害するという極めて現代的な課題に対し1、国際社

会と国際法がいかなる対応をしてきたのか、現在の国際法及びソフトロー秩序の到達

点は、果たして国境を越える人権侵害によって影響を受ける人々の人権を実効的に保

障するものといえるのかを分析する。そのうえで、企業の越境的活動がもたらす人権

侵害によって影響を受ける人々の人権を実効的に保護するための国際法の発展方向を

考察し、今後の課題と展望を明らかにすることを目的とする2。 

2000年代に入り、グローバリゼーションの負の側面への対応が喫緊の課題として認

識されて以降、ビジネスと人権に関する国際法の発展は真剣に模索されてきた。 

2011 年には、ソフトロー規範である国連「ビジネスと人権に関する指導原則 :『保

護、尊重及び救済』枠組実施のために」3 （以下「ビジネスと人権に関する指導原則」

又は「指導原則」という)が採択された。 

本研究では、指導原則の意義と効果を、企業活動によって人権に影響を受ける人々

の視点に立って検討したうえで、越境的な企業行動によって発生する人権侵害の実効

 
1 グローバリゼーションの定義は諸説あるが、本研究では、冷戦崩壊後の経済的グローバル化に着目し、

スティグリッツの定義に従い、「自由貿易の障壁を取り払い世界各国の経済をより緊密に統合すること」

と定義する。ジョセフ・ E・スティグリッツ（鈴木主税訳）『世界を不幸にしたグローバリゼーションの

正体』（徳間書店、2002 年）27 頁。第 1 章で改めて詳述する。 

2 本研究の主な検討対象は国際法の一分野である国際人権法であるが、国際人権法は国際法の一部である

こと、一般国際法に関する支配的な見解や言説が、国際人権法の解釈や発展に大きく影響を与えているこ

と、ビジネスと人権に関する国際条約の構想が、これまでの国際人権法の枠にとどまらないことを考慮

し、国際法の課題と発展、と問題設定して議論を進める。一般国際法と国際人権法の関係については第 2

章に詳述する。国際法上のソフトローの定義については、法的拘束力を有する国際法であるハードローと

異なり、国際法上の法的拘束力を持たず、国際法の形式的法源に該当しない文書として整理する(岩沢雄

司『国際法』44、45 頁（東京大学出版会、2020 年）。第 1 章で、国際法と対比してソフトローについて詳

述する。 
3 Human Rights Council, Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations  

“Protect Respect and Remedy” Framework, in the “Report of the Special Representative of the Secretary-General on 

 the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises, John Ruggie, A/HRC/17/31,  

Annex, 21 March 2011 (hereinafter, referred to as “Guiding Principles”).  
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性ある解決のために、より根本的には何が求められているかを検討し、被害防止と救

済のための国際法の発展の方向性を具体的に明らかにする。同時に、現に進行してい

るビジネスと人権に関する国際法の動態的発展過程を分析し、被害者及び当事者の視

点から課題と展望を明らかにする4。 

 

第 1 節 問題の所在 

1   問題の背景 

冷戦崩壊後、経済のグローバル化が進むなか、企業による国境を越えた事業活動

が、領域外の国、特に開発途上国の人々の人権に負の影響を与えるケースが増加し

た。多国籍企業等の企業が豊富な天然資源と安い人件費を求めて開発途上国に進出し

5、自ら、または海外現地子会社や現地取引先を通じて、現地の人々の人権や環境に深

刻な影響を及ぼしたのである6。受入国の事業の現場では、土地の権利を奪い、環境を

破壊する資源開発、先住民の権利侵害、反対する住民への強権的弾圧、鉱山産業にお

ける児童労働・強制労働、労働法の整備が十分でないアジア諸国等のサプライチェー

ンの末端での労働問題等が報告された7。これらは、世界人権宣言、国際人権諸条約

等、国際的に確立された人権基準に対する侵害に該当しうる事象と言える8。 

 

4 本研究では被害者と並列して、人権侵害の影響を受ける可能性があるが、人権侵害を受けるに至ってい

ない個人や集団を「当事者」と呼ぶ。企業の活動のバリューチェーンに関連し、その人権が危機にさらさ

れる可能性のある人々であり、調達先工場の従業員や開発事業地の周辺住民、多国籍企業の操業地におけ

る住民、とりわけ先住民が想定される典型的な当事者である。被害者と当事者を総称し、ライツホルダー

（Rights Holder）とも呼ぶ。ライツホルダーとは、ビジネスと人権の文脈で、人権の保護、尊重を享受す

べ人権享有主体である。） 
5マンフレッド・B・スティーガー著(櫻井公人他訳) 『新版 グローバリゼーション』（岩波書店、2010

年） 10-17 頁。開発途上国、先進国についても様々な定義があるが、さしあたり、OECD (Organisation for 

Economic Co-operation and Development(hereinafter, referred to as the “OECD”) 加盟国を先進国、が公表する政

府開発援助(Official  Development Assistance, referred to as the ODA)受け取り国を途上国として議論を進め

る。最新の ODA 受け取り国リストは以下のとおりである。OECD, “DAC List of ODA Recipients”,  available 

at <https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-

standards/DAC_List_ODA_Recipients2018to2020_flows_En.pdf>  last accessed on 30 January 2023.本研究の文脈

では、多国籍企業の送り出し国の多くが先進国であり、受入国の多くが途上国であることが重要となる。 
6 スティグリッツ『前掲書』（注 1） 、サスキア・サッセン（伊藤茂訳）『グローバル資本主義と〈放逐〉

の論理 ―不可視化されゆく人々と空間』 （明石書店、2017 年） 、ナオミ・クライン（松島聖子訳）『ブ

ランドなんかいらない―搾取で巨大化する大企業の非情』 （大月書店、2009 年）。 
7 Lise Smit, et al., Study on due diligence requirements through the supply chain: Final Report (Brussels: European  

Commission, 2020). pp. 214-218 (2020), (hereinafter, referred to as “European Commission Final Report (2020)”). 

多国籍企業について明確な定義はなく、OECD によれば「2 以上の国 において設立される会社又はその 

他の事業体から成り，様々な方法で活動を調整できるよ うに結び付いている。これらの事業体の 1 又は 2 

以上のものは，他の事業体の活動に対し て重要な影響力を行使し得るが、企業内における事業体の自治 

の程度は、多国籍企業毎に 大きく異なり得る」(OECD 多国籍企業行動指)(2011 年版日本語仮訳）I 4)。 
8 「世界人権宣言」（Universal Declaration of Human Rights, proclaimed by the United Nations General Assembly 

https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC_List_ODA_Recipients2018to2020_flows_En.pdf
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC_List_ODA_Recipients2018to2020_flows_En.pdf
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しかし、グローバル展開する企業の人権侵害から影響を受ける人々の人権を守るた

めに、実効的に人権侵害を防止・是正・救済する方向での国際法の発展は阻まれてき

た9。 

多くの人権条約において、国家は「領域内にあり、かつ、その管轄の下にあるすべ

ての個人」(自由権規約 2 条)に対する条約上の義務を負うと理解されており、国家は越

境する企業による人権侵害の被害を受けた領域外の個人に対する人権条約上の義務を

負うことも、司法管轄権を行使して被害者を救済する義務を負うこともない、と理解

されてきた10。 

また、非国家主体である企業は国家と同等の国際法主体とみなされないため、企業

が国際人権法上の義務を負うことも想定されてこなかった11。 

このため、多国籍企業に国際人権法上の義務を課し、アカウンタビリティを確保し

 

Resolution 217AIII (1948) と国際人権諸条約については、第 2 章に詳述する。国連で採択された主要な人権

諸条約のうち、本研究では主に、「市民的及び政治的権利に関する国際規約」（以下「自由権規約」とい

う）(International Civil and Political Rights, adopted 16 December 1966,entered into force 23 March 1976 

(hereinafter, referred to as, “ICCPR”)、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」（以下「社会権規

約」という）(International Covenant of Economic, Social and Cultural Rights, adopted 16 December 1966, entered 

into force January 3  1976, UNTS 3 (hereinafter, referred to as, “ICESCR”)、「あらゆる形態の人種差別の撤廃に

関する国際条約」（以下「人種差別撤廃条約」という）(International Convention on the Elimination of All 

Forms of Racial Discrimination, adopted 7 March 1966, entered into force  January 4 1969, 660 UNTS 195 

(hereinafter, referred to as, “CERD”)、「女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」（以下「女性

差別撤廃条約」という）(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, adopted 

18 November 1979, entered into force 3 September 1981,1249UNTS 13 (hereinafter, referred to as, “CEDAW”)、「児

童の権利に関する条約」（以下「子どもの権利条約」）(Convention on the Rights of the Child, 20 November 

1989, enter into force 2 September 1990, 1577UNTS 3 (hereinafter, referred to as, “CRC”)を検討対象とする。 
9 Jennifer A. Zerk, Multinationals and Corporate Social Responsibility, Limitations and opportunities in International 

Law, pp. 76‐142 (Cambridge University Press, 2006).  
10 自由権規約 2 条 1 項。子どもの権利条約は 2 条に「その管轄の下にある」子どもの権利の尊重・確保を

締約国の義務とする。「人権と基本的自由の保護のための欧州条約」（以下「欧州人権条約」という） 
(European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, adopted 4 November 1950, 

enter into force 3 September 1953,  ETS5, as amended by Protocols Nos.11 and 14,(hereinafter, referred to as, 

“ECHR”) supplemented by Protocols Nos.1,4,6,7,12 and 16)も、1 条は「締約国は、その管轄内にあるすべての

者に対し、この条約の第 1 節に定義する権利および自由を保障する」と規定する。「人権に関する米州条

約」（以下「米州人権条約」という）(American Convention of Human Rights, adopted 22 November 1969,  

entered into force 18 July 1978,  1114UNTS 123) 1 条も、「その管轄下にある全ての個人に対し」人権を保障す

る締約国の義務を規定する。 

11 Ibid., 国際人権法の定義は諸説あるが、申は「人権保障に関する国際的な規範、及びそれを実施するた

めの法制度や手続の体系」であるとし、人権保障を目的とした多数国間条約のほか、世界人権宣言等のよ

うに、「人権保障に関する国際基準となることを意図して国連総会等で採択された宣言や決議、並びに、

これらの条約・宣言等を背景として形成されている慣習国際法の規範を含む」と広く定義する(申惠丰

『国際人権法〔第 2 版〕』34 頁（信山社、2016 年 2022 年））。本研究も同様の定義に基づき、議論を進

める。国際人権基準とは、世界人権宣言や各国が批准した国際人権条約にとどまらず、人権条約機関の解

釈や国連決議等によって、動態的に更新されている。（国際連合広報センター「その他の人権基準」
available at <https://www.unic.or.jp/activities/humanrights/document/other-standards/> last accessed on 30 January 

2023）が、全ての国際人権基準を網羅するものではない。国際人権法については第 2 章に詳述する。 

https://www.unic.or.jp/activities/humanrights/document/other-standards/
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ようとする取り組みは頓挫してきた12。 

 

2 指導原則 

（1）こうしたなか、ソフトロー規範を通じて企業の責任を国際法上位置づける模索が

国連を中心として進められ、2011 年、国連人権理事会は、「ビジネスと人権に関す

る指導原則」を全会一致で採択した13。指導原則は、ビジネスに関連した人権侵害へ

の対応として、人権を保護する国家の義務、人権を尊重する企業の責任、救済への

アクセスを 3 つの柱（「保護」「責任」「救済」)とするフレームワークを提示し、こ

の土台の上に国家の義務と企業の責任を列挙し、企業を名宛人とする人権に対する

責任を国連文書として初めて明記した14。 

ここで定められた企業の人権尊重責任は、すべての人権に及び（指導原則 12）、

自社だけでなく海外を含む子会社、取引先、バリューチェーンに及ぶと規定され

（指導原則 13）、企業の負う責任の具体的内容は人権デュー・ディリジェンス（指

導原則 17 以降）として詳細に規定された15。指導原則は、グローバルに展開する企

業が、自社だけでなく子会社、取引先を通じて海外で人権を侵害するという現代的

状況に対応し、企業はバリューチェーン全体における人権への負の影響に対し責任

を負う、という規範を打ち出した点で画期的と言える。 

しかし、指導原則には、以下のような限界があるとの指摘がある。第 1 に、企業

 
12 第 2 章に詳述する。 
13 Guiding Principles, supra note 3, Human Rights Council Resolution, Human rights and transnational corporations 

and other business enterprises, U.N. Doc. A/HRC/RES/17/4, 6 July 2011, paras. 1 and 2. 
14 Ibid.日本語訳は、サステナビリティ日本フォーラムとアジア・太平洋人権情報センター（ヒューライツ

大阪）翻訳、国連広報センター校閲による「ビジネスと人権に関する指導原則：国際連合『保護、尊重及

び救済』枠組実施のために A/HRC/17/31」を参照した（国際連合広報センター「ビジネスと人権に関する

指導原則：国際連合「保護、尊重及び救済」枠組実施のために（A/HRC/17/31）」available at 

<https://www.unic.or.jp/texts_audiovisual/resolutions_reports/hr_council/ga_regular_session/3404/> last accessed on 

30 January 2023）。  

15 Ibid., Principle 12, 13 and 17. 指導原則 13b は、「たとえその影響を助長していない場合であっても、取引

関係によって企業の事業、製品またはサービスと直接的につながっている人権への負の影響を防止又は軽

減するように努める」とし、解説は、同原則の「取引関係」には、取引先企業、バリューチェーン上の組

織、及び企業の事業、製品またはサービスと直接関係のある非国家または国家組織を含む、と規定する

(Principle13, Commentary)。国連人権高等弁務官事務所(Office of High Commissioner for Human Rights, 

hereinafter, referred to as “OHCHR”)はバリューチェーンを、”A business enterprise’s value chain encompasses 

the activities that convert input into output by adding value. It includes entities with which it has a direct or indirect 

business relationship and which either (a) supply products or services that contribute to the enterprise’s own products 

or services, or (b) receive products or services from the enterprise.”と定義する(OHCHR, Frequently Asked 

Questions about the Guiding Principle on Business and Human Rights,45 (2014) , hereinafter, referred to as 

“OHCHR, FAQ 2014”)。  

https://www.unic.or.jp/texts_audiovisual/resolutions_reports/hr_council/ga_regular_session/3404/
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の人権に対する国際法上の義務を明記するかわりに、企業は人権を尊重する社会的

責任を負う（Responsibility to respect human rights）という法的位置づけにとどまった

点、第 2 に企業による越境的活動によって生じる人権侵害に対する国家の域外的義

務（extraterritorial obligation of human rights）、すなわち企業の越境的活動による人権

侵害を防止し、被害を救済する国家の義務について明確に規定していない点、第 3

に、人権侵害に対する被害者の救済やアカウンタビリティのメカニズムが欠落して

いる点である。このため、単なる企業による自主的アプローチを定めた文書と変わ

らないとの批判を受けた16。 

 

（2）採択から約 10 年、指導原則は、保護、責任及び救済の分野で、第 1に国家実行

として、第 2 に非国家主体を含む多様な主体による「ガバナンス」と称される意思

決定やメカニズム17を通じて普及し、実施されてきた。 

第 1 に、国家実行としては、先進国に分類される国々で、指導原則の国内行動計

画（以下「NAP)という）が策定され、欧州では英国の現代奴隷法を始め、グローバ

ル・サプライチェーンも含めた人権の負の影響に対処する企業の責任を一定程度具

体化する法整備が進んだ18。第 2 に、OECD等が策定したソフトロー規範が指導原則

を受容するとともに19、企業と非政府組織（以下「NGO」という）が関与した多様

なマルチ・ステークホルダー・プロセスが形成され、指導原則を実施する仕組みが

構築された20。 

 
16 代表的な批判として、Surya Deva and David Bilchitz (eds.), Human Rights Obligations of Business: Beyond the 

Corporate Responsibility to Respect? (Cambridge University Press, 2013), hereinafter, referred to as “Human Rights 

Obligations of Business”. 
17  John Gerard Ruggie, “Global Governance and “New Governance Theory”: Lessons from Business and Human 

Rights,” Global Governance, Vol. 20 (2014), pp. 5-17. 山田 高敬「公共空間におけるプライベート・ガバナンス

の可能性 ― 多様化する国際秩序形成 （国際政治の構造変動）」『国際問題』586 号 （2009年）49-61 頁。三

浦聡「持続可能な開発のトランスナショナル・ガバナンス ― 権威の多元化と新たなガバナンス・モード」

『国際法外交雑誌』116 巻 2 号（2017 年）158-188 頁。三浦は、「非国家主体が独自に、ないしは国家や国

際機関と共に、国境を越えて権威を行使することにより、2 か国以上にわたる所与の共同体の成員を共通

の目標に導く実践」をトランスナショナル・ガバナンスと定義する。 

18 菅原絵美「国連ビジネスと人権に関する指導原則の登場と展開」『法の支配』204 号（2022 年） 37-39

頁。 
19 同上 39 頁、OECD Guidelines for Multinational Enterprises, https://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf 

(last accessed on 30 January 2023) . 2011 年改訂等多くのソフトロー文書が指導原則を受容している。第 4 章

に詳述する。 
20 同上、菅原絵美 「ビジネスと人権に関する指導原則の国内的実施 ― ―マルチステークホルダー・アプ

ローチを通じた実効的実施と課題」『法律時報』94 巻 4 号（2022 年） 46-49 頁。マルチ・ステークホルダ

ー・プロセスとは、多様なステークホルダーが対等な立場で参加した対話と合意形成のプロセスとされ

る。第 4 章に詳述する。 
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しかし、指導原則の現場レベルでの実施は、被害者や影響を受ける人々の保護と

いう観点から見ると、著しく不十分であると指摘されている21。国連人権理事会のビ

ジネスと人権に関する作業部会（以下、国連作業部会という）は、指導原則の現場

レベルでの実施には大きな課題が残り、影響を受けるライツホルダーが保護されて

いないと指摘する22。国家による強制メカニズムがない状況下で、国境を越える企業

行動による人権侵害の被害者の救済は、私的なアクターを主体とする「ガバナン

ス」に委ねられたが、結果として、国境を越える人権侵害について実効的に被害を

防止し、救済するに至っていないとされ、作業部会は最も周辺化された脆弱な人々

（the most marginalized and vulnerable）への注目と、救済へのアクセスを確保するこ

とが 10 年を経た指導原則の重要な課題であると強調する23。脆弱な立場に置かれた

人々に対する人権侵害を防止し、被害者を救済するために、国際法には、いかなる

発展が求められるのか、それをいかにして実現できるのか、という模索が続いてお

り、本研究はこの課題を研究する。 

 

第 2 節 先行研究 

1 非国家主体と国際法主体性 

 
21 Dante Pesce et.al, UN Guiding Principles on Business and Human Rights 10th anniversary, UN human rights 

standards for business reach 10-year milestone: time to gear up for new decade of action (16 June 2021). この声明

は、国連ビジネスと人権作業部会(The Working Group on the issue of human rights and transnational 

corporations and other business enterprises.)の 5 人の専門家の連名で出された。作業部会は、国連人権理事

会決議 17/4 (2011, supra note 13)で設置され、同決議 26/22 (2014)、同決議 35/7 (2017)、44/15 (2020)で任務

継続が決議された (hereinafter,  referred to as “Working Group on Business and Human Rights”,または、国連

作業部会という)。同様の評価は、欧州委員会(European Commission Final Report (2020), supra note 7)等、多

方面から出されている。 

22 Pesce et.al., supra note 21.  声明は、指導原則の達成状況に関して以下のとおり評価した。“However, 

major gaps and challenges remain. Business-related abuses persist across all sectors and regions, leaving workers and 

communities, including indigenous peoples, at risk and with little prospect of protection or remedy for the harm 

caused. When harms happen, significant barriers for rights holders to achieve access to remedy and hold those 

responsible to account remain a significant challenge. Human rights defenders who resist and speak out against 

business-related abuses continue to face stigmatization, threats and deadly attacks.” available at 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/06/un-guiding-principles-business-and-human-rights-10th-anniversary-

16-june, last accessed on 30 January 2023. 
23 Ibid. Working Group on Business and Human Rights, “UNGPs 10+  A Roadmap for the Next Decade of Business 

and Human Rights”, November 2021(available at https://www.ohchr.org/sites/default/files/2021-

12/ungps10plusroadmap.pdf last accessed on 30 January 2023) states “Yet, considerable challenges remain when 

it comes to coherent implementation with respect to ensuring better protection and prevention of adverse human 

rights impacts, with particular attention to the most marginalized and vulnerable, and to ensuring access to remedy for 

harms that occur”(p.3), “ A range of underlying, systemic challenges drive many of the most severe business-related 

human rights impacts, with disproportionate impacts for the most vulnerable and marginalized”(p.19).第 4 章、第 5

章においても詳述する。 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/06/un-guiding-principles-business-and-human-rights-10th-anniversary-16-june
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/06/un-guiding-principles-business-and-human-rights-10th-anniversary-16-june
https://www.ohchr.org/sites/default/files/2021-12/ungps10plusroadmap.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/2021-12/ungps10plusroadmap.pdf
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ビジネスと人権をめぐっては、そもそもこの問題が国際法の規律対象であるかが

問題とされる。 

伝統的な国際法学の理解では、国際法は国際社会の法であり、主に国家間の関係

を規律する法であって、その法源は本質的に国家間の合意に基づくとされる。国際

法は、国際司法裁判所規程第 38 条 1 項が規定する通り、国家が明示または黙示の合

意を通じて作り上げる条約と慣習法を法源として発現する国家間の権利義務を規律

する法体系として想定されてきた24。 

国家のみが国際法主体であるとの伝統的な見解が第二次世界大戦後に修正され、

個人や非国家主体の国際法主体性を部分的に肯定する議論が進んできたものの、個

人や非国家主体に国家と同等の国際法主体性を肯定するものではない25。 

国境を越える私人とりわけ私企業の活動を国際法が規制する必要性については、

第二次世界大戦直後に活発に議論され、フリードマンは 1950 年代の多国籍企業のパ

ワーの巨大さを根拠に、国際法による私企業の規制の必要性を指摘したが、この主

張は十分に顧みられずにきたし、同時期にジョサップは非国家主体が国境を越えて

活発に活動するようになったことをとらえ、「国境を越える活動や事象を規律するあ

らゆる法」を意味する「トランスナショナル・ロー」の概念を唱えたが、その後の

国際法理論において十分に継承されていないうえ、人権に関連した理論構築はされ

てこなかった26。 

 
24 International Court of  Justice (hereinafter, referred to as “ICJ” ), Article 38, Statute of the International Court of 

Justice,阿部浩己「国家責任のポリティクス  ―国際法の視座」『法社会学』 56 号（2002 年）67-68、74 頁。

阿部は、国際法が連綿と再生産してきた政治的価値は、（1）国家中心主義（政府中心主義あるいは支配エ

リート中心主義ともいえる）、（2）欧米中心主義 （3）男性中心主義及び（4）現在中心主義をあげ、国

際法学は、日々の実践を通じ、こうした価値を再生産し、非欧米、非エリート、女性等のマイノリティ等

を周辺化されてきたと批判する。 
25 Robert Jennings QC (ed.), Oppenheim’s International Law (9th ed. Longman, 1992), p.16. 杉原は、個人に包括的

法主体性はなく、個人はあくまで二次的主体であるとされる （杉原高嶺『国際法〔第 3版〕』（有斐閣、

2011 年） 14-17 頁。ところで、本研究において、個人は、人間を意味するものとしてする。そして、非国

家主体とは、人間(個人)を除く、国家以外の主体と定義して議論を進める。 
26 Wolfgang Friedmann, The Changing Structure of International Law, Stevens& Sons, 1964, pp. 213-231; Philip C. 

Jessup, Transnational Law (Yale University Press,1956). 小畑郁「世界公共圏の構築としての『国際法の重層

化』 ―後期ウォルフガング・フリードマンの法プロジェクト」『世界法年報』20 号（2000 年）151-176

頁。Jessup, Transnational Law, 1956, 中川淳司「トランスナショナル・ロー」国際法学会(編）『国際関係法

辞典』（1995 年） 592 頁。薬師寺公夫「トランスナショナル・ローの現代的意義 ― ―非国家主体と国際法

の課題」『世界法年報』21 号 3-37 頁 (2001 年）。 
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阿部は、国際法は国家中心主義を前提とし、人間/市民は国家中心的規範システム

に強く拘束され、「個人は国家の許可を得てせいぜい局部的に法主体性を享受できる

に過ぎないという言説が再生産されてきた」と批判する27。 

2 ビジネスと人権に関する海外における先行研究 

ビジネスと人権に関する海外における先行研究としては、1990 年代以降、立場を異

にする様々な理論研究が展開されてきた28。 

2000年代初頭までは、多国籍企業の国際法主体性を認め、国際人権条約上の直接的

な義務を企業が負うとする見解が有力に展開され29、こうした研究成果は、デイビッ

ド・ワイスブロットが国連の人権促進保護小委員会（以下、国連人権小委員会）の委

員として起草し、2003年に採択された「人権に関する多国籍企業及びほかの企業の責

任に関する規範」（ 以下「規範（案）」という）に結実した30。同文書には、多国籍企

業が国際人権条約等に基づき人権保障の義務を負うことが明記された。 

しかし、2005 年に国連事務総長特別代表31となったジョン・ラギー は、戦争犯罪、

人道に対する罪等の例外を除き、企業に拘束力のある義務を課す国際法上の原則はな

いと明言して批判し、「規範（案）」を葬り去った32。そして、ラギーが起草した「国連

ビジネスと人権指導原則」（2011 年）が採択され、企業に対するバリューチェーンを

含む広範な人権尊重責任が規定されたが、一方で、指導原則は国家の域外的な人権の

義務に言及せず、企業の人権に関する責任を社会的責任の範囲にとどめたことは前述

したとおりである33。 

 
27 阿部浩己『国際法の暴力を越えて』（岩波書店、2010 年  ）200 頁。  
28 代表的なものとして、Steven R. Ratner, “Corporations and Human Rights, A Theory of Legal Responsibility”, 

The Yale Law Journal vol 111 (2001), pp. 443-545; Olivier De Schutter (ed.), Transnational Corporations and 

Human Rights (Hart Publishing, 2006) (hereinafter, referred to as “Transnational Corporations and Human Rights”) 

等がある。 
29 Andrew Clapham, Human Rights Obligations of Non-State Actors (Oxford University Press, 2006); David Kinley 

and Junko Tadaki, “From Talk to Walk: The Emergence of Human Rights Responsibilities for Corporations at 

International Law”, Virginia Journal of International Law, vol 44, (2004) pp.931-1023. 
30 UN Sub−Commission on the Promotion and Protection of Human Rights, Draft Norms on the Responsibilities of 

Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights, U.N. Doc. 

E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2(26 August 2003), hereinafter, referred to as “Draft Norm”, 日本語訳は、「人権に関す

る多国籍企業及び他の企業の責任に関する規範についての注釈」(日本弁護士連合会仮訳)『法律時報』77

巻 1 号 （2005 年）27-38 頁を参考にした。  
31 Special Representative of the Secretary-General on the issue of human rights and transnational corporations and 

other business enterprises. 以下、脚注において任務中のレポートの著者を SRSG と記載する。 
32 SRSG, “Interim report of the Special Representative of the Secretary-General on the issue of human rights and 

transnational corporations and other business enterprises” U.N. Doc. E/CN.4/2006/97, 22 February 2006 (hereinafter, 

referred to as “Interim Report”). 
33 Guiding Principles, supra note 3. ジョン・ジェラルド・ラギー（東澤靖訳）『正しいビジネス』(岩波書

店、2014 年） 。 
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指導原則採択後の研究としては、指導原則の限界を指摘し、新たな理論構築を求め

る先行研究が精力的に展開された34。デ・シュッターやサラ・セックらは、国際人権法

の枠組みを発展させ、越境する企業活動に伴う人権侵害に関して国家の義務を拡張す

べきだと主張する35。この見解は国連人権条約機関の解釈や EUの実行に多大な影響を

及ぼしつつある。しかし、欧州人権裁判所は必ずしもこうした動きを支持しておら

ず、この議論はいまだ国際人権法の発展方向を決定づけるに至ってはいないようにも

見られる36。一方で、企業に国際人権法上の義務を課す条約の議論も国連において進め

られている37。 

 

3 日本における先行研究 

日本においては、近年、ビジネスと人権に関する指導原則とその展開を詳細に紹介

する論考が相次いで発表されている38。総じて指導原則に対して肯定的な議論が展開さ

れており、指導原則の実施状況を批判的に検討したり、指導原則の限界に挑戦する論

考は少ない39。 

 
34 代表的な研究は以下の書籍にまとめられている。Surya Deva and David Bilchitz, (eds.), Human Rights 

Obligations of Business, supra note 16. 
35 Sara L. Seck, “Home State Responsibility and Local Communities: The Case of Global Mining”, Yale Human 

Rights and Development Law Journal, vol.11 (2008), PP.177-206; Olivier De Schutter, “Towards a New Treaty on 

Business and Human Rights” Business and Human Rights Journal, vol.1 (2016), pp. 41-67. 
36 Claire Methven O’brien, The Home State Duty to Regulate the Human Rights Impacts of TNCs Abroad: A 

Rebuttal, Business and Human Rights Journal, vol.3 (2018), pp. 47-73. 
37 Human Rights Council Resolution, Elaboration of an international legally binding instrument on transnational 

corporations and other business enterprises with respect to human rights, U.N. Doc. A/HRC/RES/26/9(14 July 

2014). 
38 日本における先行研究として、以下のものがある。吾郷眞一「ビジネスと人権 ― ―ソフトローの役

割」『法律時報』91 巻 10 号（2019 年）57 頁-62 頁、梅田徹「『保護・尊重・救済フレームワーク』に関す

る一考察」国際法外交雑誌 110 巻 1 号 （2011 年）1-29 頁、梅田徹「国連における『ビジネスと人権問

題』をめぐる議論の展開 ― ―条約化構想と『指導原則』の両立可能性を中心に」宮崎繁樹追悼『国際法

のフロンティア』（日本評論社、2019 年） 49 頁-75 頁、江島晶子「ビジネスと人権 ― 国家・国際機関・非

国家主体による循環型システム」『ジュリスト』1566 号（2022 年）21 頁-28 頁、大窪敦子「グローバルガ

バナンス・ギャップと国際秩序形成に関する一考察 ― 国連『人権の保護、尊重、救済のフレームワー

ク』と国家管轄権の域外適用に対する視座を中心に」『普遍的国際社会への法の挑戦』芹田健太郎先生古

希記念 （信山社、2013 年） 769-797 頁、菅原絵美「『企業の人権保障義務』とその実現  ― 国際的人権保

障におけるモニタリングとパートナーシップによるアプローチ（1）」『国際公共政策研究』12 巻 2 号 

（2008 年）177-190 頁、菅原絵美「『企業の人権保障義務』とその実現  ― 国際的人権保障におけるモニタ

リングとパートナーシップによるアプローチ（2）」13 巻 2 号 （2009 年）113-126 頁、菅原絵美「『企業の

人権保障義務』とその実現  ― 国際的人権保障におけるモニタリングとパートナーシップによるアプロー

チ（3・完）」14 巻 2 号 （2010 年） 63-76 頁、東澤靖「ビジネスと人権 ― 国連指導原則は何を目指してい

るのか。」『明治学院大学法科大学院ローレビュー』22 号 （2015 年） 23-40 頁、日本弁護士連合会国際人

権問題委員会『詳説ビジネスと人権』（現代人文社、2022年）。  
39 人権侵害の現場の視点に立った考察として、齋藤百合子「ビジネスと人権に関する国連指導原則」の意

義と課題 ― 侵害された人権の救済」の再検討」『明治学院大学国際学研究』 54 号（2019年） 135-151 頁

がある。 
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一方、本研究が注目するのは、領域外の私人による越境環境損害等の越境損害に対

応する実定国際法とその発展を詳細に分析した研究の豊富な蓄積である40。 

ただし、一連の研究は国家責任の枠にとどまり、個人の被害救済について検討する

ものではない。また、越境環境損害について、非国家主体の賠償責任や国家による確

保義務を定めた多数の条約が制定されている41が、国際人権法の分野でこうした国際環

境法の成果を参照し、越境する企業の人権侵害の救済のために応用するような研究は

見られない42。 

 

4 ガバナンス論 

ビジネスと人権をめぐっては、アボットらの提唱する「新しいガバナンス理論」も

主張される43。この見解は、国家中心の古いガバナンスよりも国家の規制的役割を微

温的なものにした方が現代国際社会の要請に適切に対応できるとするものであり、私

的な主体の関与やソフトローによる柔軟なガバナンスを重視する議論である。ラギー

はこの見解に依拠し、指導原則の実施を私的な主体を中心に実現していくことを構想

した44。しかし、指導原則の実行において最も影響を受ける被害者の多くが、私的な

 
40 田畑茂二郎「私人行為に依る国家の国際責任（一）」『京大法学論叢』39 巻 5 号 （1938 年） 745-776

頁、田畑茂二郎「私人行為に依る国家の国際責任（二・完）」『京大法学論叢』39 巻 6 号（1938 年） 940-

979 頁、齊藤功高「領域外の私人活動と国家責任」『明治大学大学院紀要 法学篇』20 巻 （1983 年） 91-

104 頁、薬師寺公夫「越境損害と国家の国際適法行為責任」『国際法外交雑誌』93 巻 3・4 合併号（1994

年）363-417 頁、兼原敦子「非国家実体の国際有害行為に対する国家責任法の対応」小寺彰先生追悼『国

際法のダイナミズム』 （2019 年）265-292 頁、萬歳寛之「国際違法行為責任の研究 ― 国家責任論の基本

問題」（成文堂、2015 年）、村瀬信也「国際環境レジームの法的側面」同『国際立法 ― 国際法の法源論』

（東信堂、2002 年）343-364 頁、松井芳郎『国際環境法の基本原則』（東信堂・2010 年）。 
41「1992 年油汚染民事賠償責任条約」(International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 

1992, adopted 27 November 1992, entered into force 30 May 1996, LEG/CONF.9/15)、燃料油による汚染損害に

ついての民事責任に関する国際条約（以下「バンカー条約」という）(International Convention on Civil 

Liability for Bunker Oil Pollution Damage (BUNKER), adopted 23 March 2001, entered into force 21 November 

208, 973UNTS 3、「海洋法に関する国際連合条約」（以下「国連海洋法条約」という）(United Nations 

Convention on the Law of the Sea, adopted 10 December 1982, entered into force 16 November 1994, 1833UNTS 3) 

付属書 III 22 条、「原子力損害の民事賠償責任に関するウィーン条約」（Vienna Convention on Civil Liability 

for Nuclear Damage, adopted 29 May 1963, entered into force 12 November 1977, 1063UNTS 265）等。1 先行研

究として、安藤仁介 「領域外の私人行為に関する国家責任」『神戸法学雑誌』30 巻 2 号（1980 年）313-

349 頁、山本草二『国際法における危険責任主義』（東京大学出版会、1982 年）がある。 
42国際環境法については様々な定義があるが、サンズは、「環境保護を主要な目的とする実体的、手続的、

制度的規則から構成される国際法」と定義しており、本研究ではこれを前提として議論を進める(Philippe  

Sands, Principles of International Environmental Law,13(3rded, Cambridge University Press, 2012), 松井『前掲

書』（注 40）8 頁。 
43 Kenneth W. Abbott and Duncan Snidal, “Strengthening International Regulation Through Transnational New 

Governance”, Vanderbilt Journal of Transnational Law, vol 42 (2009), pp. 501-578. 
44 Ruggie, supra note 17, pp. 5-17, 日本でこの議論を紹介し、分析した研究として、山田高敬「『企業と人権』

をめぐる多中心的なガバナンスの試み ―ステークホルダー間の知識共有と人権デュー・ディリジェンス規
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ガバナンスに包摂されず、その救済が置き去りにされている実情が指摘されているこ

と45に鑑みれば、「新しいガバナンス」が最も脆弱な人々の人権保護にとって果たし

て有効な解決と言えるのか疑問を呈さざるを得ない。 

 

第 3 節 本研究の目的と視座 

1 本研究の目的 

本研究は、ビジネスと人権の分野における国際法及びソフトローの到達点は、果

たして企業活動の影響を受ける人々（とりわけ周辺化された人々）の権利保護と被

害救済を実効的に確保できるものなのかを分析する。そして、被害者等のライツホ

ルダーの視点から、越境する企業活動による人権侵害について、より効果的な防止

と被害救済を実現するために、あるべき国際法の発展方向を提示し、今後の課題を

明らかにする。 

本研究では、第 1 に、国際法、特に国際人権法のこれまでの枠組みが、国境を越

える企業の人権侵害に対して、被害者や当事者の課題を解決するために有効な回答

を示せているか否かを分析する。同時に、指導原則の内容、影響力と限界を検証

し、ソフトロー・アプローチの実効性について検討する。この検討を通じ、さらな

る国際法の発展によって問題を解決する必要性を考察する。 

第 2 に、上記の認識に立脚した上で、ライツホルダーを実効的に保護し、被害救

済しうる国際法、特に国際人権法の発展可能性を理論的に模索する。 

理論的には、非国家主体である企業の人権侵害に対応して、次の 2 点を検討する。 

①  国際人権法のこれまでの適用範囲を拡張し、国家に対し、域外的な義務として、

「自国の管轄又は管理下」にある企業の越境的活動の影響を受ける領域外の個人

の人権を保護する義務を課す方向での国際法の発展が可能か46。 

②  企業の越境的活動によって生じる人権侵害に対し、企業に直接的または間接的

 

範の形成」西谷眞規子編『国際規範はどう実現されるか ―複合化するグローバル・ガバナンスの動態』 

(ミネルヴァ書房、2017 年） 23-58 頁がある。 
45 Dante Pesce et.al, supra note 21, Working Group on Business and Human Rights, supra note 23.  
46 本研究では、国際人権法上の人権保障の義務を構成する「尊重」「保護」「充足」義務(第 2 章で詳述す

る)のうち、非国家主体の人権侵害から個人の人権を守る「保護」義務を主な検討対象とする。国家が企

業行動に関与をしている場合は「尊重」義務の問題も発生するが、本研究では「保護」義務に焦点を当て

る。域外的な「充足」義務の議論は、本研究では取り扱わない。「領域及び管轄」については脚注 10 参

照。「自国の管轄又は管理下」は国際環境法で確立した越境損害防止義務の適用範囲を画する概念であ

り、第 6 章で詳述する。 
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な義務を課し、被害防止と救済を確保する方向での国際法の発展が可能か47。 

 

この点、国際環境法等の分野では、自国の「管轄または管理下」にある非国家主体

の越境的活動に伴う領域外の損害に対する国家の義務を明確に認めるソフトローや条

約がみられる。国際環境法のいくつかの条約体制においては、越境損害の防止に関す

る企業の義務や損害に対する法的責任が明記され、さらに国家が確保義務を負うなど

して、越境した損害に対する賠償を実現しようとする展開がみられる48。 

そして、国連の人権条約機関は近年、こうした国際環境法等の規範に学び、国家は

企業の越境的活動によって生じる人権侵害に対し、立法、執行及び司法管轄権を行使

して人権保護を図る義務があるとする発展的解釈を進めつつある49。 

国際人権法、国際環境法はそれぞれ、国際法の一分野として独自の発展を遂げ、国

際法体系全体の変容に影響を与えてきたが、今日、両者の関係は分断された自己完結

的体系ではないと考えられている50。実際、両法体系は相互に影響を与えあって発展し

てきたのであり、その要請は現代において一層高まっている51。 

そこで、本研究では、国際環境法等の国際法の他分野の発展動向を分析、参照し、

同様の規範の発展を国際人権法においても実現する理論的根拠があるかを検討するこ

 
47 主に第 7 章で検討する。国際法の発展への道のりは、国家間合意による条約制定、国際慣習法の形成と

ともに、法典化作業、判例法の形成、人権諸条約の発展的解釈等がある。Alan Boyle and Christine Chinkin, 

The Making of International Law (Oxford University Press 2006). 村瀬信也『前掲書』」（注 40）、松井芳郎「動

態的プロセスとしての国際慣習法」浅田正彦ほか編『現代国際法の潮流 I 』 （東信堂、2020 年）124 頁。 
48 第 6 章、第 7 章に詳述する。 
49第 8 章に詳述するが、社会権規約委員会一般的意見 24(General Comment No. 24. Committee on Economic, 

Social and Cultural Rights, U.N. Doc. E/C.12/GC/24 (2017), 自由権規約委員会一般的意見 36(General Comment 

No. 36, Human Rights Committee, U.N. Doc.  CCPR/C/GC/36(2018) ) 22 パラグラフ等がある。本研究では 

人権条約機関として主に、自由権規約委員会（Human Rights Committee, hereinafter, referred to as “HR 

Committee”）、社会権規約員会（Committee on Economic, Social and Cultural Rights, hereinafter, referred to as 

“CESCR”）、人種差別委員会(Committee on the Elimination of Racial Discrimination, hereinafter, referred to as 

“CERD”)、女性差別撤廃委員会(Committee on the Elimination of Discrimination against Women, hereinafter,  

referred to as “CEDAW”), 子どもの権利委員会(Committee on the Rights of the Child, hereinafter, referred to as , 

“CRC”) の動向を検討する。 
50 ILC の断片化に関する最終報告書において、特別報告者のコスケニアミは、いかなるレジームも自己完

結的ではないとする。そして、高度に発展したレジームにおいても一般国際法は少なくとも 2 つの点で機

能を果たすという。第 1 に、レジームの実行にあたり明確な定めがない規範的土台を提供するという点、

第 2 に、レジームが正常に機能しなくなった場合に一般国際法が適用されるとする。さらに、コスケニア

ミはいかなるレジームも一般国際法から完全に孤立することは不可能であり、強行規範や条約法条約(と

りわけ 42 条)の影響を受けるとする。 Martti Koskenniemi, Fragmentation of International Law, Difficulties 

arising from the diversification and expansion of international law, Report of the Study Group of the International 

Law Commission, A/CN.4/L.682 and Add.1(2006), paras. 191, 192 and 193. 
51 John Knox and Ramin Pejan, “Introduction,” in John Knox and Ramin Pejan (eds.), The Human Right to a Healthy 

Environment (Cambridge University Press, 2021), pp. 16-20. 同様の指摘が国際法の多くの論者からなされてい

る。第 6 章で詳しく論じる。 
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とを通じて、上記①②の方向での国際法の発展の可能性を検討する。具体的には、国

家はその管轄・管理下にある企業の越境的人権侵害に対し、立法、司法及び執行の各

レベルで防止と救済の義務を負うと同時に、企業の人権に対する義務と賠償責任を明

確に定める方向での国際立法の可能性を探求する。併せて、こうした方向に向けた学

説の展開や、人権条約機関の解釈の発展の動向を確認する。 

第 3 に、指導原則の採択以降、国境を越えて活動する企業による人権侵害に対する

実効的な被害防止・救済を実現するために、グローバルな法形成がどのように、どこ

まで進んできたのかを分析するとともに、課題を明らかにする。 

ここでグローバルな法形成とは、国際法のハードローだけでなく、ソフトローの実

施、人権条約機関の各種見解、国内法と国家実行、EU のような地域的な機関の立法や

実行等を含み、国際社会における様々な規範が相互に影響を受け、発展している動態

的な法形成の総体を意味する52。特に、EU およびその加盟国においては、一方で人権

デュー・ディリジェンスを法的義務として企業に課す立法制定の動きが活性化し、他

方で国境を越えた人権侵害の被害者の救済を多国籍企業の本国の裁判所が実現する事

例が出てきている53。このようなハードロー化に向かう規範の展開は、上述の人権条約

による近年の勧告が示した方向性とも関連している54。本研究ではこうした規範の展開

を上記①②の問いとの関係で分析する。 

本研究は最後に、今後の課題と展望を考察する。 

まず、国連レベルにおけるビジネスと人権に関する国際条約制定の動きである55。こ

の動きが、本研究が模索・検討する国際法の発展方向と合致するか、その実現可能性

や限界を検討する。加えて、国家を中心とする条約交渉とは異なるレベルで、国際法

の形成に影響を与える動きに着目する。特に、国際法の形成プロセスからは排除され

ている被害者や当事者及び彼らと国境を越えて連携した市民の行動が、ビジネスと人

権に関するグローバルな規範の発展にいかなる影響を与えているかを把握し、研究の

締めくくりとする。 

 

 
52 須網隆夫「グローバル法秩序の形成と抵触法 ―抵触法アプローチの可能性」『早稲田法学』95 巻 3 号 

（2020 年）62 頁。  
53 詳しくは、第 9 章、第 10 章で論じる。 
54 本研究では、国家及び企業に対し、法的拘束力のある義務を課す国際立法とともに、国内規制や EU に

よる企業に対する法規制を「ハードロー」としてとらえる。 
55 詳しくは、第 11 章で論じる。 
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２ 本研究の視座 

本研究ではビジネスと人権をめぐる法現象を、企業や国際機関の視点からではな

く、ビジネスによってその権利をはく奪・侵害される、またはその可能性のある当事

者及び被害者の視点から分析し、国際法とソフトローのそれぞれの限界と問題点を検

証し、国際法の周辺に置かれた人々の人権を保護する法の発展を模索しようという視

座に立つ。さらに、本研究では、ビジネスと人権に関する法現象を把握・分析するに

あたり、被害者や当事者は、単に人権侵害や救済の客体であるだけでなく、現象を変

革するためのグローバルな法の発展の主要な担い手、すなわち主体である、との認識

に立つ56。以下、このような視点に立つ理由に触れ、本研究の立ち位置を明らかにして

おきたい。 

2000年以降のビジネスと人権をめぐる法現象を見ると、国家中心の伝統的国際法モ

デルも、ソフトローによる「新しいガバナンス」モデルも、影響を受ける被害者や当

事者の視点に立てば、人権保護、救済のための十分な役割を果たしているとは言い難

い。国家中心の伝統的国際法モデルは、越境する企業の被害者の救済に有効な答えを

出さず、排除していると言えるが57、その一方で、ソフトローを起点としたガバナンス

も結局十分に被害救済を実現しているとは言えない。 

ソフトローは、国家中心の国際法パラダイムに対し、これにあらがい、あるいは補

完することで、旧来の国際法秩序に影響を与えてきた58。しかし、現代社会ではビジネ

スの領域で多用され、新自由主義的な文脈においてむしろ脆弱な立場に立つ人々を排

除するとの指摘が寄せられている59。酒井は、非国家主体も含む多様なアクターが参加

するガバナンスの構想に対し、「力の強い参加者が場を支配し、あるいはそこでのある

種のムードが議論を支配することになりかねず、いわゆる強者の論理が法規範として

 
56 B. S. Chimni, “Customary International Law: A Third World Perspective,” American Journal of International Law, 

Vol. 112 (2018), pp. 42,43 and 46. 
57 James Crawford, Chance, Order, Change: The Course of International Law: General Course On Public 

International Law (Hague Academy of International Law, Vol. 21) (Martinus Nijhoff, 2014), p. 211.阿部『前掲書』

（注 27）201 頁。 
58 Christine Chinkin, “The Challenge of Soft Law: Development and Change in International Law”, International 
and Comparative Law Quarterly, Vol. 38 (1989), pp. 850-866. 
59 Joe Wills, “The World Turned Upside Down: Neo-Liberalism, Socioeconomic Rights, and Hegemony”, Leiden 

Journal of International Law, Vol. 27 no. 1 (2014), pp. 22-23; Nico Krisch, “International Law in Times of 

Hegemony: Unequal Power and the Shaping of the International Legal Order”, European Journal of International 

Law, Vol. 16 (2005), pp. 369–408. 
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成立するおそれがないとはいえない」と述べる60。ビジネスと人権に関わるソフトロー

をめぐる言説や実践も、一定の価値観を共有する欧米のエリートがトップダウンで決

める構造が固定化し、非欧米の脆弱な立場に置かれた人々の救済を拒絶してきた実情

がみられる61。 

こうして、伝統的な国家中心的モデルと、これを批判して登場した新しいガバナン

ス・モデルは、前者を優位に置く二項対立であるように見えるが、それぞれに抑圧構

造を抱えており、そこで抑圧されるのは、周辺化された人々、すなわち、本研究の文

脈でいえば、多国籍企業の事業活動によって生起する人権侵害の犠牲となる被害者や

当事者ではないか、と思われる62。本研究においては、ビジネスと人権に関する国際法

の議論の出発点であるべき、被害者や当事者の視点にたち、あるべき国際的な法規制

の方向性を明らかにしようとするものである。 

もとより、指導原則や関連するイニシアティブは、企業の人権に対する責任を前に

進めようとする建設的なプロジェクトであって、本研究はそれを否定するものではな

い。必要なのは、「他者」63の視点からそれを検証し、実効性のある規範に発展させよ

うという視座である64。 

同時に、本研究では、被害者や当事者が「客体」ではなく、「主体」として、国際法

を形成する力を持ちうるという観点に立つ。ビジネスと人権に関する規範の発展にお

いて、最も影響を受ける人々を排除した規範形成にはその妥当性に重大な疑問があ

り、Nothing about us without us という理念が貫かれる必要がある65。また、声を上げる

 
60酒井啓亘「批判法学の国際法ディスクール  ―現代国際法の『近代性』への挑戦とその意義」『世界法年

報』22 号 (2003 年） 121 頁。国際関係論の立場からも同様の指摘がある。奥迫元「国際関係論とグローバ

ル・ガバナンス論」山本武彦編『国際関係論のニューフロンティア』 (成文堂、2010 年） 112-113 頁。批

評対象となるガバナンスの構想を示すものとして、Anne-Marie Slaughter, “The Real New World Order”, 

Foreign Affairs, Vol. 76 (1997), pp. 183-197.  
61 ビジネスと文脈における実情は、第 4 章において詳述する。 
62 セックは、国際法の「帝国主義的性格」を分析し、同様の指摘を行う。Sara L Seck, “Unilateral Home 

State Regulation: Imperialism or Tool for Subaltern Resistance?”, Osgoode Hall Law Journal Comparative 

Constitutionalism and Transnational Law, Vol. 46 no.3 (2008), p.565 and p.585. 
63 阿部は、「国際法の他者とは、国際法の保護から排除される者であり、それゆえ、この法のもつ暴力性

を最もよく実感できるものである」とし、他者の声を聴いて閉ざされた国際法の境界を引き直すことが重

要だという（阿部『前掲書』（注 27）15 頁。 
64阿部、同上 15 頁。酒井は、「絶えざる『他者性の回収』こそがメインストリームやネオリベラリズムの

強力な主張に反省的省察を促し、それらとの間における実践的議論の成立を可能とさせる条件を提供する

ことにあるように思われる」(酒井「前掲論文」（注 60 ）122-123 頁）という。 
65 「私たち抜きに私たちのことを決めないで」というスローガン。1966 年の国際人権規約に規定された人

民自決権にルーツを置き、障がい者権利条約その他様々な人権に関する意思決定において提起された当事

者中心主義である。 
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被害者や当事者、さらにそれに呼応する市民社会の声は、国際法の形成に実際に重要

な影響をもたらしていると考えられ66、本研究が対象とするビジネスと人権の文脈にお

いても、この視点から国際法の動態的な把握を行いたい67。 

 

第 4 節 論文の構成 

1 第 1 部 予備的考察 

本論文はまず、第 1 部において予備的考察を行う。主として指導原則が採択され

る前の、国際法の対応状況を分析する。 

第 1 章は、国境を越える人権侵害の実情とその特徴を概観し、なぜ伝統的国際法

理論が企業の人権侵害に無力なのか、ソフトローは国際法に代わって人権侵害の被害

者を救済できるのかを分析する。 

第 2 章は、国際人権法は、企業の国境を越える人権侵害という課題にいかなるアプ  

ローチで取り組み、いかなる限界に直面したのかを考察する。 

 

2 第 2 部  国連ビジネスと人権指導原則とその実施 

第 2 部では、第 1 部で検討した課題を解決する使命を背負って採択された「ビジネ

 
66 Rosalyn  Higgins, Problems and Process: International Law and How we use It(Clarendon Press,1994), p.50.本研

究では、市民社会とは NGO のみを意味するのではなく、広範な社会運動を包含する用語として使用し、

特に「国境を越えた社会運動の連帯のネットワーク」に注目する（川村暁雄「グローバル市場と人権―問

題の所在と解決の潜在力」『法律時報』77 巻 1 号（2005 年）22 頁）。フォークは、現代の世界が、多国籍

企業と金融市場に信を置く「上からのグローバリゼーション」と草の根の民衆の社会運動による「下から

のグローバリゼーション」の緊張関係が起こっていると捉え、「下からのグローバリゼーション」が国際

法を構築する力に注目する。リチャード・フォーク著(川崎孝子訳)『21 世紀の国際法秩序 ― ―ポストウ

エストファリアへの展望』230-231 頁、278 頁(東信堂、2011 年） 、Richard Falk, Nuclear Weapons Advisory 

Opinion and the New Jurisprudence of Global Civil Society, Transnational Law & Contemporary Problems , Vol.7 

(1997), pp. 333-352; Richard Falk, “Interpreting the Interaction of Global Markets and Human Rights” in Alison 

Brysk (ed.), Globalization and Human Rights University of California Press, 2002) pp. 61-76. 
67 この点、国連国際法委員会（以下「ILC」という）は個人の国際法創造における役割に肯定的な評価を

していない(「慣習国際法認定に関する結論草案条文」The report of International Law Commission 

A/73/10(2018), draft conclusion 4, pp 130-132)。これに対し、個人の役割の視点からの代表的批判として、B. 

S. Chimni, supra note 56, pp. 42,43 and 46. 国際慣習法の形成の源泉に個人の声を包摂することを示唆する見

解として、このほか、Isabelle R. Gunning, “Modernizing Customary International Law”, Virginia Journal of 

International Law, Vol. 31, (1991), p.213; John Tasioulas, Customary International Law and the Quest for Global 

Justice, in Amanda Perreau-Saussine and James Bernard Murphy (eds.), The Nature of Customary Law: Legal, 

Historical and Philosophical perspective, (2009),  pp. 307-335. 松井は、個人と国際法をつなぐ国家の役割を前

提に、市民社会についてはそれぞれの国家を変革する役割を示唆される（松井「前掲論文」（注 47 ）、松

井芳郎「誰がどのように国際法を創るのか？」『世界法年報』 39 号 19-22 頁 (2020 年） ）が、そうした側

面の重要性がある一方で、国境を越えて連携する市民社会の活動は領域によって分断されず、直接国際法

に影響を与えうると考える(Susan Marks, The Riddle of All Constitutions: International Law, Democracy, and the 

Critique of Ideology, (Oxford: Oxford University Press, 2000), pp. 101-120)。本研究では領域に分断されずにつ

ながりあう人々の行動がビジネスと人権に関する国際法の形成にもたらす影響を検討する (第 11 章)。 
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スと人権に関する指導原則」の意義と限界を明らかにする。 

第 3 章では、指導原則の内容を分析し、その発展的性格とともに限界を明らかにす

る。第 4 章では、指導原則が国家実行として、また私的なガバナンスのなかで、どの

ように実行されたのかを分析し、ライツホルダーの保護や被害回復という課題を解決

する実効的な実施が行われてきたのか、を検証する。 

第 5 章では、米国における司法判断に焦点を当て、指導原則採択後も、司法救済の現

場で被害者の救済が否定されている状況と論理を分析する。 

以上の検討から、指導原則の限界を明らかにし、さらなる規範の発展・強化の必要性

について考察する。 

 

3 第 3 部 ビジネスと人権に関する国際法の発展の可能性 

第 3 部では、以上の考察を前提に、国家の義務をより強化し、企業の義務を明ら

かにする方向で、ビジネスと人権に関する国際法を発展させる可能性を検討する。 

第 6 章と第 7 章では、国際環境法や越境犯罪等、国際法の他分野における規範の発

展を概観し、越境的事態に対応するために、自国の「管轄または管理下」にある私人

の活動による領域外の損害に対する国家の義務と責任を明確に認めた判例・条約の展

開を確認するとともに、越境損害に対する企業の法的責任や国家の確保義務を規定し

た条約等の展開を確認する。そして、こうした国際法の他分野の発展と同様の規範の

発展が国際人権法においても可能かを検討する。 

第 8 章では、指導原則採択後の、ビジネスと人権に関連した人権条約の発展的解釈

の動向を、越境する企業による人権侵害に対応する国家の義務の拡張に主な焦点を当

てて分析する。 

 

4 第 4 部 ビジネスと人権に関するグローバルな法形成の動的展開 

第 4 部では、第 3 部の検討を踏まえ、ビジネスと人権に関するグローバルな法形成

の動向を分析し、「あるべき法」と「ある法」のギャップを埋める動態的な規範の発展

を把握する。 

第 9 章は、欧州における立法動向を分析する。 

第 10 章は、国家による領域外の被害者の司法救済をめぐる動向について、欧州にお

ける多国籍企業訴訟の進展を分析する。 
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第 11 章では、拘束力あるビジネスと人権に関する条約案の意義と課題、その実現を

阻むものを把握する。最後に、国際法の「他者」としてシステムから締め出されてき

た当事者や被害者、そして彼らと連帯したグローバルな市民の行動がビジネスと人権

に関する国際法の発展にいかなる影響を与えているかを確認する。 

 

第 5 節 本研究の射程範囲 

本研究は、企業による国境を越える人権侵害という課題に関する国際法の直面する

課題と発展を把握しようとするものであり、その探求の中心は国際法、特に国際法の

一分野を形成する国際人権法である。 

もとより、一国の領域内における企業の人権侵害は日々発生しており、先進国と言

われる国々においても産業の空洞化や搾取、貧困が広がっている68。本研究はこうした

問題の存在を看過するものではない。しかし、本論文第 1 部でみる通り、国境を越え

る企業行動による人権侵害は、一国の立法、行政及び司法によって対応が可能な国内

人権問題とは異なる特別な困難を被害者や当事者に与えていると思われる69。 

越境する企業活動がもたらす領域外の人権侵害を効果的に防止し救済するために

は、専ら一国による規制（属地主義に基づき、越境する企業の受入国によるそれぞれ

分断された国内法規制に委ねることになる）では不十分である。 

非国家主体である企業が国際的に活動する結果として生起する人権侵害について、

国際法は伝統的な法規制の枠組みを超えて対応することが求められるのであり、本研

究ではこうした国際法の変容やその可能性、課題を模索する70。 

ただし、国際法の国内での実施は国際法の実現にとって「最も基本的かつ重要な方

法」である71。国際人権法上の権利は、国内実施によって最もよく実現される場合が多

く、また国内実施は国際法のさらなる動態的発展を促進する側面がある。 

そこで、本研究においてはグローバルな法形成の一環として、主として国境を越え

 
68 サッセン『前掲書』（注 6 ）29-101 頁。 
69 第 5 章に詳述するとおり、多国籍企業の現地子会社が関与した人権侵害の被害者は、本国における司法

救済の道を閉ざされ、困難に直面している。石橋可奈美「環境保護と投資  ― 『投資』が有する人権法ア

プローチとしての機能」東京外国語大学論集 89 号 70-74 頁 (2014 年）。 
70 法規範の定立、執行、紛争解決という政策実現過程が一国内で完結しなくなる現象は「法秩序のグロー

バル化」と言われる(須網「前掲論文」（注 52）56 頁)が、ビジネスと人権に関しても一国における完結に

限界がある。 
71 岩沢『前掲書』（注 2 ）512 頁。 
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る企業の本国における立法・司法の動向も第 9 章及び第 10 章において検討を行う72。 

 

第 6 節 本論文での用語 

本論文は、この分野における国連の主要文書である国連「ビジネスと人権に関す

る指導原則」に基づき、用語を使用する。具体的には以下のとおりである。 

 

1 人権 

  人権とは、人であれば誰でも、国籍、人種、宗教、言語、文化、性別等に関わりなく、

生まれながらにして平等に認められる権利であり、国際的には世界人権宣言、国際人

権条約等によって承認されている73。 

ビジネスと人権に関する指導原則の第 12 原則は、「人権を尊重する企業の責任は、

国際的に認められた人権に拠る」とする。本論文では、指導原則を基点に国際法を発

展させる議論を前に進めるものであり、本論文が取り扱う「人権」は国際的に認めら

れた人権基準を意味するものとして使用する74。 

 

2 企業の「責任」 

企業の「責任」という用語は、指導原則で使われている企業の人権尊重責任

（Responsibility to respect）をさすものとして使う。一方、企業が法的に負う民事、

刑事、行政上の責任 （条約ないし国際文書では Liability との用語が使われる場合）

については、「法的責任」と訳し、このうち民事上の賠償責任のみを意味する場合に

ついては、条約等文書の公定訳を参照しつつ、「賠償責任」または「法的責任」と訳

することとする75。国家の「責任」については、国家が国際違法行為を行った場合ま

たは、相当注意義務を怠った場合の責任を意味するものとして使用する。 

 

3 デュー・ディリジェンス／相当注意義務 

国連「ビジネスと人権に関する指導原則」は、原則 17 で「人権デュー・ディリジ

 
72 第 9 章、第 10 章等。 

73 横田洋三編『国際人権入門〔第 2 版〕』(法律文化社、2012 年）1 頁、申『前掲書』（注 11 ）4 頁。 
74 詳細は第 2 章に説明する。 
75 松井『前掲書』（注 40）286頁が同様の用語を用いている。松井は、賠償責任（Liability）は ILC によっ

て、違法行為責任ではない越境環境損害に関する被害賠償も含む概念として用いられてきたと指摘する。 



20 

 

ェンス」を規定する。指導原則の起草者のラギーは、人権デュー・ディリジェンスと、

一般国際法上の相当注意義務（Due Diligence）は全く違うものであるとする76。そこで、

本論文では「人権デュー・ディリジェンス」「デュー・ディリジェンス」は指導原則

の用語に基づくものとして使用し、一般国際法上の相当注意義務は「相当注意義務」

ないし相当注意義務（Due Diligence）として記載する。 

 

4 アカウンタビリティ 

アカウンタビリティは多義的な概念であるが、本研究では、人権侵害に関与した企

業が、民事、刑事、行政上の法的な責任が課され、相応な制裁等を受けることと定

義する77。 

 

5 管轄および管轄権 

管轄は多義的な概念であるが、本研究における「管轄」とは第一義的に、自由権規

約等の人権条約の適用範囲を画する概念を意味するものとして進める78。一方、国際法

上の国家管轄権については、学説、先例の積み重ねを踏まえ、管轄権の分類を、対象

による分類（空間的・場所的基準および人的・事項的基準）と作用による管轄権分類

（立法、執行、司法管轄権）により整理する79。人権条約の適用される「管轄」と締約

国が国家管轄権を行使できる範囲は、重なるものの同一ではない80。 

 

6  当事者、被害者、ライツホルダー 

 本研究では、企業の事業活動によって影響を受けた結果、人権侵害の被害にあった

 
76 John Gerard Ruggie and John F. Sherman, “The Concept of ‘Due Diligence’ in the UN Guiding Principles on 

Business and Human Rights: A Reply to Jonathan Bonnitcha and Robert McCorquodale”, European Journal of 

International Law, Vol. 28 (2017), pp. 921-928. 一方、International Law Association の最近の報告は、指導原則

の「人権デュー・ディリジェンス」も国際法上の相当注意義務の射程の範囲内の規範として考察対象と

し、“The Study Group has found due diligence to be an expansive, spectrally-specific yet overarching concept of 

increasingly relevance in international law,” (International Law Association, ILA Study Group on Due Diligence in 

International Law, Second Report (2016), p. 47) と結論付けており、両者の関係は今後も論争の対象となるで

あろう。 
77 Human Rights Council, Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Improving 

accountability and access to remedy for victims of business-related human rights abuse, U.N. Doc. A/HRC/32/19, 10 

May 2016. 
78 申『前掲書』（注 11 ） 114-118 頁。 
79 広部和也「国家管轄権の配分と競合」山本草二先生古稀『国家管轄権 ― ―国際法と国内法』 (勁草書

房、1998 年） 146-155 頁。 
80 申『前掲書』（注 11 ） 116 頁。 
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人々を被害者と呼ぶが、人権侵害の影響を受ける可能性があるが未だ人権侵害を受け

るに至っていない個人や集団を当事者と呼ぶ。後者は、企業の活動のバリューチェー

ンに関連し、その人権が危機にさらされる可能性のある人々、調達先工場の従業員や

開発事業地の周辺住民、多国籍企業の操業地における住民、とりわけ先住民等である。 

また、ビジネスと人権の文脈で尊重・保護されるべき人権享有主体を総称して「ライ

ツホルダー」(Rights Holder）と呼ぶ。被害者及び当事者はいずれもこれに含まれ、先

住民、少数者、移民、女性、子ども、障がい者、社会的マイノリティ、貧困状態にあ

る人美路、武力紛争下の人々等特に周辺化されやすい人々の実情に即した人権の保障

が求められる。近年の指導原則の実施に関する国連の議論においては、ライツホルダ

ーの視点から評価することが重視されており、特に近年の政策文書には、ライツホル

ダーを中心に指導原則を評価し、実施すべきとの言及が多くなされている81。 

 

7  バリューチェーン、サプライチェーン 

本研究では、商品やサービスの調達先あるいは供給先を含む直接的ないし間接的な

企業の取引関係の総体をバリューチェーンと呼ぶ82。このうちの一部を構成する、商品

やサービスの原材料調達から商品・サービスの完成までのプロセスにおける取引関係

を「サプライチェーン」と呼ぶ。 

 

8 グローバルな法形成 

本研究においてグローバルという言葉は、本研究の問題の所在である経済のグロー

バル化(第 1 章で定義する)に基づく現象、課題あるいはこれに対する対処、抵抗という

文脈で使用する。 

本研究で、グローバルな法形成とは、グローバル化が生み出した課題に応えるべく

「国際法と国内法・非国家法の協同により、動的に事態が発展する国際社会」におい

て、「法秩序間の相互的影響」の中で発展する法形成の総体を表すものとして使用する

 
81 例えば、2022 年に開催された国連ビジネスと人権フォーラムは「ライツホルダーを中心に－次の 10

年における人と地球を大切にするビジネスの促進のための責任の強化」をテーマに実施され、コン

セプトノートにおいてライツホルダーを中心に置くことが強調されている。See, United Nations High 

Commissioner for Human Rights, “Concept Note, 11th United Nations Forum on Business and Human Rights, 28 – 

30 November 2022, Rights holders at the centre: Strengthening accountability to advance business respect for people 

and planet in the next decade,” available at < https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-06/2022-Forum-

ConceptNote-final-EN.pdf > last accessed on 29 January 2023. 
82 Guiding Principles, supra note 3, Principle13 and Commentary. 
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83。これらの異なる法秩序は、それぞれ自律的でありながら、相互に影響を与えあうな

かで絶えず発展しているとの視点に立つものである84。 

本研究においては、国境を越える企業活動と人権という課題に関連する国際法、ソ

フトローに加え、国内法と国内実行、EU法とその実施も含めた規範の形成と相互影響

による発展を把握する。 

 

9 国境を越える、越境的活動、トランスナショナル 

本研究で「国境を越える」「越境的活動」は、事実行為として国境を越える事象を表

す概念として使用する。国境を越える企業の活動、あるいは企業の「越境的活動」と

いう表現は、企業が自ら国境を越えて活動する場合に限らず、子会社や取引関係を通

して国境を越えたビジネス活動に従事・展開する場合も含む概念として使用する。 

また、トランスナショナルという言葉を使用する文献をいくつか脚注に引用する

が、この用語は論者によって異なる文脈で使われているため、本研究においては規範

的概念としては使用しない。 

 

  

 
83 須網「前掲論文」（注 52 ）56、62、66 頁。Neil Walker, Intimation of Global Law (Cambridge University 

Press, 2014), pp. 15-18 も同様の見解に立つと解される。 

84 須網隆夫「EU 法秩序の位置」『国際秩序とグローバル経済』間宮勇先生追悼(信山社、2021 年）550 頁。

国際法やソフトローの規範が国内や EU で実施される場合もあれば、こうした実行がソフトローや国際法

に影響を与えることも、ソフトローの実施や援用が国際慣習法に影響を与えることもありうる。 
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第 1 部 予備的考察 

 

第 1 部ではビジネスと人権に関する問題状況を把握するための予備的考察を行う。 

まず、第 1章で、国境を越える企業活動によって発生する人権侵害の深刻な実情と

その特徴を概観し、伝統的な国際法およびソフトローが、こうした人権侵害に適切に

対応できなかった理由を分析する。続く第 2 章においては、国境を越える企業活動に

よって発生する人権侵害に対する国際人権法のアプローチ及び限界を確認する。 

以上の検討を通じて、本研究が明らかにすべき課題を確認する。 
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第 1 章 国境を越えるビジネスがもたらす人権侵害と法 

 

 国境を越える企業活動はどのような人権侵害をもたらすのか、そして、それが適切

に規制されず、被害救済が困難に直面するのはなぜなのか。 

本章では、第 1 に、先行研究をもとに、経済のグローバル化及びそれによってもた

らされる国境を越える企業による人権侵害の実相と特徴を明らかにする。第 2 に、国

際法による規制の限界と課題を把握する。第 3 に、ソフトローによる規制の展開とそ

の限界を明らかにする。 

 

第 1 節 グローバル化がもたらす人権侵害とその特徴 

1 経済のグローバル化の現代的特徴 

いわゆるグローバリゼーションには様々な定義がある85が、本研究では、冷戦崩壊後

の経済的グローバル化に着目し、「自由貿易の障壁を取り払い世界各国の経済をより緊

密に統合すること」86と定義する。 

1990年代以降の経済のグローバル化は、規制緩和、貿易と金融の自由化等を推進す

る新自由主義的特色を強く有している87 。新自由主義的規制緩和のもと、力を増した

のが多国籍企業のパワーである88。多国籍企業は、本国以外の国、とりわけ「南」の開

発途上国等に進出し、「安価な労働力、資源、有利な生産条件を獲得」し、利益を最大

化するかつてない機会を得た89。スティ―ガーは、多国籍企業が「その経済的パワーで

国民国家と拮抗する存在になり、世界の資本投資、テクノロジー、国際市場へのアク

 
85 スティ―ガー『前掲書』（注 5 ）10-17 頁 。 
86 スティグリッツ『前掲書』（注 1 ）27 頁。 
87 同上。1980 年代、米英を中心に、市場経済を重視し，市場への国家の介入の最小化を唱える新自由主義

が提唱されたが、1990 年代には、規制緩和、貿易と金融の自由化、「小さな政府」と民営化等の経済政策

が、世界銀行や国際通貨基金の融資政策に採用された結果(ワシントン・コンセンサス)、全世界に拡大し

た。自由競争の促進によって富が増大し発展が進むとの喧伝により広く受け入れられた一方、国際金融機

関の圧力により、主権国家が自主的な判断を奪われて半ば強制的に政策の採用に至った国も少なくない

(スティ―ガー『前掲書』（注 5 ）45-48 頁、スティグリッツ『前掲書』（注 1 ） 29-44 頁、松下冽「新自由

主義型グローバル化と岐路に立つ民主主義─新自由主義の暴力的表層と深層」（上）立命館国際研究 31 巻

3 号  (2019 年） 521-549 頁及び同(下) 32 巻 1 号  (2019 年） 115-144 頁。 
88 スティ―ガー『前掲書』（注 5 ） 56-58 頁、このほか、伊豫谷登志翁『グローバリゼーション  ― 移動か

ら現代を読みとく』（筑摩書房、2021 年）83-91 頁。 
89 スティ―ガー『前掲書』（注 5 ） 58 頁。 
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セスのほとんどを手中に収め」たと指摘する90。2006年までの間に飛躍的に増大した多

国籍企業の本社のほとんどは欧米や日本等「北」（いわゆる富裕国とされてきた）に偏

っており91、南北間に現存する非対称な力関係を反映している92。多国籍企業の進出先

の国では、国家が人々を守る主権的な意思決定をすることが困難になり、人々の人権

や周辺環境に深刻な影響が及ぶ93。 

グローバル経済のもう一つの特筆すべき点は、原材料調達から生産までのプロセス

に関わる子会社、フランチャイズ、サプライヤー、下請け、孫請け等、法人格も国籍

も異なる多様なアクターが関わる複雑で多層的なネットワークが形成され、ビジネス

活動が展開されることである94。グローバルなバリューチェーンの頂点に君臨する支配

的アクターとなる企業は、発注先の事実上の生殺与奪の権利を握るかたちでバリュー

チェーン全体にはかりしれないパワーを及ぼし95、より安価で競争力のある発注先を自

由に決定しうるため、受注を受ける「南」の国では「底辺への競争」が発生する。そ

の末端で不均衡な負の影響を被るのが「南」の労働者や周辺住民の人権である96。 

こうした経済のグローバル化は自然発生的なものではなく、国際法、とりわけ国際

経済法が積極的に推進したことを多くの論者が指摘している97。スティ―ガーはグロー

バルな経済相互連結の強化は、貿易自由化、規制緩和、民営化等の政策の政治的決定

によって推進されてきたことを強調し、チムニはその実行のために法体系が不可欠の

役割を果たすと指摘する98。中川は現代の経済のグローバル化の特徴である供給網のグ

 
90 同上 57 頁。 
91 国連貿易開発会議の 2006 年の報告によれば、7 万 7000 にのぼる多国籍企業と 77 万を超える子会社と数

百万に及ぶサプライヤーがいるとされる。UNCTAD, World Investment Report 2006(Geneva: UN, 2006), p. 10, 

Annex A.1.6, 大窪「前掲論文」（注 38 ）778 頁。 
92 スティ―ガー『前掲書』（注 5 ）57 頁。日本、北米、西欧の少数の豊かな諸国（北・富裕国）と、多数

の貧困な諸国 （南・発展途上国・途上国）との関係に関する諸問題は南北問題と言われてきた(鳥居千代

香「南北問題とジェンダ ― ―インド・エジプト・他のアラブ・イスラーム諸国の結婚を通しての一考

察」帝京大学短期大学紀要 25 号  (2005 年） 116-119 頁)。 
93 スーザン・ストレンジ著(櫻井公人訳)『国家の退場 ― ―グローバル経済の新しい主役たち』（岩波書

店、1998 年）。サッセン『前掲書』（注 6 ）181-251 頁。 
94 中川淳司「グローバル化と国際経済法の変容」『世界法年報』37 号  （2018 年）3-37 頁。 
95 Mark P. Dallas et al., “Power in global value chains. Review of International Political Economy”, Vol.26 

no.4(2019), pp.666-694. 
96 B.S. Chimni, “Third World Approaches to International Law: A Manifesto”, International Community Law Review, 

VOL. 8 (2006), pp. 3-27, Chimniは以下の通り指摘する。“The growing competition between third world countries 

to bring in foreign investment has further led to easing of labor standards and a “race to the bottom. In the year 

2000, nearly 93 developing countries had export processing zones (EPZs), compared with 24 in 1976” (p. 11). 
97 阿部『前掲書』（注 27 ）200頁、201 頁。 山本は、現在の経済のグローバル化の土台というべき経済自

由化について、国際法に基づく国家の直接かつ積極的な関与と介入を肯定する経済自由化が 1950 年代に

推進されたと指摘する(山本『前掲書』（注 41 ）9 頁)。 
98 スティ―ガー『前掲書』（注 5 ） 61-65 頁。チムニは以下の通り指摘する。“Globalisation is not an 



26 

 

ローバル化及び金融のグローバル化は、自然発生的なものではなく国際経済法が推進

してきたと指摘する99 

 

2 新自由主義的グローバリゼーションの人権に対する影響 

国境を越えるビジネス、特に多国籍企業の活動は、グローバル・バリューチェーン

を通して、多くの人に影響を与え、人権侵害が発生したことについては、先行研究100、

国際機関や地域機関等の調査報告が数多くある101。典型的な事例としては以下のよう

な事象を確認することができる。 

 

（1）サプライチェーンで発生する労働者の人権侵害 

ILO(国際労働機関)は、2002 年から 2011 年までの統計調査から、世界では約 2090 万

人が、人身取引、強制労働、児童労働による「現代的奴隷」の状態に置かれ、そのう

ち約 550 万人が児童労働であるとし102、さらにそのうち 5 ないし 15 パーセントがサプ

ライチェーンに組み込まれていると推計している103。 

1990 年代にはナイキの製造工場における児童労働や搾取的労働が問題となるなど、

縫製・スポーツウェア産業におけるサプライチェーン上の労働者の奴隷的慣行が告発

されるようになった104 。近年、とりわけ衝撃的な事例が 2013 年 4 月 24 日にバングラ

デシュで起きたラナプラザビル倒壊事故であるが、この事故は、氷山の一角に過ぎな

い105。服の製造過程をさらにたどると、綿花生産現場における児童労働、環境汚染な

 

autonomous phenomenon. It is greatly facilitated by the actions of States, in particular dominant States. The adoption 

of appropriate legal regimes plays a critical role in this process.” (Chimni, supra note 96, p. 7). 
99 中川「前掲論文」（注 94 ）4-10 頁。 
100 Manfred Nowak, Human Rights or Global Capitalism, The Limits of Privatization (University of Pennsylvania 

Press, 2017).  Nowak は、規制緩和、民営化、人権を保障する国家の役割の最小化という新自由主義的な過

激なアジェンダ」の追及により、経済的、政治的、社会的に壊滅的な影響がもたらされたという(p.174)。 
101 European Commission Final Report(2020), supra note 7. 欧州委員会は、欧州の企業がかかわる人権問題と

して、本文に掲げた例に加え、採取・エネルギー産業による環境破壊と産業廃棄物の排出による先住民の

権利侵害、環境・健康悪化、生計手段の喪失、森林伐採による森林破壊がもたらす生態系と生物多様性の

悪化による食糧安全保障、気候変動の助長、先住民に対する土地のはく奪等の経済的社会的権利の侵害を

指摘する(pp. 214-217)。 
102 ILO “Global Estimate of Forced Labour: Results and methodology” (Geneva: ILO, 2012), pp.13- 14. 
103 Urmila Bhoola, “Report of the Special Rapporteur on contemporary forms of slavery, including its causes and 

consequences”, U.N. Doc. A/HRC/30/35, 30 July 2015, p.7, para. 22. 
104 クライン『前掲書』（注 6 ）311-320 頁、ラギー『前掲書』（注 33） 43-46 頁。 
105 縫製工場のビルが崩れ落ち 1000 人以上の労働者の命が奪われ、数千人が重軽傷を負った。工場に生産

を委託していたのは世界的に著名なファッション・ブランドばかりで、その後の調査では建物の危険性だ

けでなく、著しい低賃金、児童労働、長時間労働、妊産婦への深夜残業等、過酷な労働環境が発覚した。
ILO, “The Rana Plaza Accident and its aftermath”, available at 
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どの人権問題に行き着く。さらに、農業、漁業、鉱物産業などにおいて現代奴隷の慣

行が広がっているとの調査が国際的に広く共有されている106。 

 

（2）資源開発に関わる現地住民の人権状況の悪化 

多国籍企業等による開発途上国での資源開発が紛争を助長し、深刻な人権侵害を引

き起こす例は多数報告されてきた。OECDは、石油、天然ガスなどの資源開発が深刻

な人権侵害に関連していると指摘し、典型例として、軍事政権下のミャンマーにおけ

るガスパイプライン建設において、現地の少数民族に対する超法規的殺害、拷問、レ

イプ、強制労働が助長された問題をあげる107。 

また、石油採掘や森林伐採などの資源開発の結果、土壌の深刻な汚染や森林の破壊

により住民の生活基盤が根本的に破壊される例は後を絶たない108。こうした開発事業

への反対運動を展開する現地住民や人権・環境活動家の殺害・拷問などの深刻な人権

侵害も多発した109。例えば、世界の主要な石油産業が資源開発を競った結果、ナイジ

ェリア のニジェール・デルタの土壌は回復不可能なほどに汚染され、人々は先祖伝来

の生き方と生活環境を奪われた。国連環境計画は、同地域の環境汚染は極めて深刻で

あるとの調査報告を公表している110。こうした多国籍企業の操業に対し、ナイジェリ

アの現地住民は大規模な反対運動を展開して国際的な注目を集めたものの、当時の軍

事独裁政権によって反対運動のリーダーが恣意的に拘禁され、拷問の末に処刑された

 

<https://www.ilo.org/global/topics/geip/WCMS_614394/lang–en/index.htm> last accessed on 30 January 2023. 伊藤

和子『ファストファッションはなぜ安い』(コモンズ、2017 年）16-75 頁。 
106 Bhoola, supra note 103, p. 7, paras. 22, 23. 
107 OECD, “Multinational Enterprises in Situations of Violent Conflict and Widespread Human Rights Abuses”, 

OECD Working Papers on International Investment, OECD Publishing. (2002), pp. 3-29. 
108 European Parliament Report, Indigenous peoples, extractive industries and human rights EXPO/B/DROI/2013/23 

(2014), pp. 5-19. 
109 European Commission Final Report (2020), supra note 7. 
110 United Nations Environment Programme (hereinafter, referred to as “UNEP”), “Environmental Assessment of 

Ogoniland” (Nairobi: 2011). 

https://www.ilo.org/global/topics/geip/WCMS_614394/lang--en/index.htm
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111。一連の人権弾圧に多国籍企業の子会社も関与したとの指摘がある112。 

一方、アフリカでは、1990年代以降、鉱物資源が紛争の原因となることが指摘さ

れ、紛争を助長する鉱物は「紛争鉱物」と呼ばれている。鉱物資源の輸出先は先進国

であり、多くの場合多国籍企業が関与して製品加工され、鉱物の取引で得られた収益

は紛争継続の資金源となる113。 

 

(3) グローバル・バリューチェーン全体に広がる人権侵害 

 ビジネス活動によって国境を越えて人権に深刻な影響が発生する事態は、原材料調

達や製造過程にとどまらず、流通、広報、販売、役務提供、投融資など、バリューチ

ェーンの各プロセスで起きている114。企業が提供する商品・サービスは人権侵害の手

段になりうる115。例えば、企業による各種監視技術を含む製品の権威主義体制国家へ

の納入や116、インターネット事業者が得た、利用者の通信の秘密に関わる情報を国家

当局に提供すること等があげられる117。兵器産業に関しては、核兵器、クラスター爆

弾、対人地雷、AI兵器など、その使用が結果的に民間人に対する無差別攻撃による人

 
111 企業がかかわる人権侵害においては、国家の人権侵害に企業が加担する類型が多く問題視されてき

た。国際法上、国家責任を個人が問えない一方、私人行為を根拠とする国家への責任追及には限界がある

(私人の行為が国家帰属要件を満たす場合も同様である)。国家と企業が「共犯関係」にありながら、いず

れの責任も問われないことが問題視されてきた(例えば、Ines Tofalo, “Overt and Hidden Accomplices: 

Transnational Corporations’ Range of Complicity for Human Rights Violations”, in Transnational Corporations and 

Human Rights, supra note.28, pp. 335-358, Anita Ramasastry, “Corporate Complicity: From Nuremberg to Rangoon 

–A Examination of Forced Labor Cases and Their Impact on the Liability of Multinational Corporations”, Berkeley 

Journal of International Law, Vol. 20 (2002), pp.  91-159. 後に検討する指導原則 13 は企業が「取引関係」の人

権侵害にも責任を負うとし、これには、「企業の事業、製品またはサービスと直接関係のある非国家また

は国家組織を含む」（原則 13の解説）として、国家の人権侵害に企業が加担するような事例も企業の人権

尊重責任が及ぶ範囲に取り入れた。 
112 ラギー『前掲書』（注 33 ） 50-55 頁。白土圭一 『資源大陸アフリカ  ―暴力が結ぶ貧困と繁栄』 (東洋

経済新報社、2009 年） 92-116頁。 
113 華井和代「コンゴ民主共和国における紛争鉱物問題の現状と課題」『国際問題』682 号（2019 年）17-28

頁。 
114 OHCHR, FAQ 2014, supra note 15. 
115 役務提供の例としては、9.11テロ事件以降進んだ「戦争の民営化」により、政府が民間軍事会社に警備

等を委託した結果として発生する人権侵害が拡大しているとの指摘がされている。The UN Working Group 

on the use of mercenaries as a means of violating human rights and impeding the exercise of the right of peoples to 

self-determination, “Mercenarism and private Military and Security Companies”, U.N. Doc. HRC/NONE/2018/40, 

April 2018. 
116David Kaye, Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and 

expression, “Report on the adverse effect of the surveillance industry on freedom of expression”, U.N. Doc. 

A/HRC/41/35, 28 May 2019. 
117 ラギー『前掲書』（注 33 ）55頁。 
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権侵害を生む兵器の製造及びこれに対する投融資も、人権侵害と関連するビジネスと

いえる118。 

さらに、原材料調達からエンドユーザーに至るまでのバリューチェーン全体で発生

する温室効果ガスによる気候変動の影響が、広範な人々の人権を侵害する結果をもた

らすことが指摘されている119。 

 

3 分析と課題 

以上の例示は氷山の一角にすぎないが、グローバル経済の下で、国境を越えて活動

するビジネス・アクターが、世界各地における人権状況に負の影響をもたらしている

事例である。こうした人権侵害には、共通する特徴がある。 

第 1 に、事業活動が越境的性格を有していることである。「北」に所在する多国籍企

業の本国(Host State)と「南」に所在する受入国(Home State)が対置され、事業の決定は

「北」で行われ、事業活動に伴う人権侵害は「南」の国、特に、紛争や、抑圧体制下

の国、あるいはガバナンスが弱い国で発生するという構図がみられる120。 

第 2 に、企業と人権侵害の関連性は、直接的に人権侵害を行っている場合だけでな

く、人権侵害の意図的な助長・加担者である場合、意図はしないが資金提供や事業を

通じて結果的に人権侵害に関与している場合がある。仮に間接的であっても、意図が

ないとしても、ビジネスは人権侵害を可能にし、助長しうる。 

第 3 に、多国籍企業と現地子会社の例にみられるように、本拠地も法人格も異なる

ビジネス主体が関与するため、人権侵害が発生しても民事上、刑事上の責任追及や司

法救済の実現が困難に直面するという問題がある121。越境的なビジネスの多くがグロ

 
118 Working Group on Business and Human Rights,  “Informal Note: Responsible business conduct in the arms 

sector: Ensuring business practice in line with the UN Guiding Principles on Business and Human Rights”, 30 August 

2022, available at <https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-08/BHR-Arms-sector-info-note.pdf >  last accessed 

on 30 January 2023. 
119 セルジュ・ラトゥーシュ著（中野佳裕訳）『脱成長』 （白水社、2020 年） 65-66 頁。 
120 Anita Ramasastry, “Corporate Social Responsibility Versus Business and Human Rights: Bridging the Gap 

Between Responsibility and Accountability”, Journal of Human Rights, Vol. 14 no.2 (2015), pp.237 and 242. 
121  バルセロナ・トラクション事件判決(第 2 段階)( Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited 

(1970.2.5) Judgment, I.C.J. Reports 1970, p. 3) は、国際法における企業の国籍について、申請結合理論を排除

して、形式的な設立準拠主義を採用し、法人格のヴェールを剥がすのは特別な場合に限定されると判断し

た (Ibid. paras.55-58, 69-72)、村瀬信也「国際環境法における国家の管理責任―多国籍企業の活動とその管

理をめぐって」『前掲書』（注 40 ）406-432 頁）。村瀬は、国際的な環境問題の多くが多国籍企業の活動に

起因するとし、その共通点は「各国に配置された子会社が、親会社の資本上・経営上の一体的な支配のも

とに置かれる企業形態」であり、「子会社は法律的には、それぞれ独立の現地法人として設立されている

ため、環境損害の原因となった行為が直接的には子会社によって行われたものであっても、親会社に対し

https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-08/BHR-Arms-sector-info-note.pdf
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ーバルなバリューチェーンを構成し、司令塔となる多国籍企業や、頂点に立つバイヤ

ーなど、必ず支配的なアクターが存在する122が、末端で人権侵害が発生しても親会社

や支配的なアクターの責任が問われることは稀である。 

第 4 に、被害者と被害の実相である。人権侵害の被害を受けるのは、グローバルな

バリューチェーンの支配的アクターである多国籍企業等の本国の住民ではなく、領域

外の人々であることが圧倒的であり、こうした人々は、本国の領域内ではおよそ発生

しないであろう深刻な被害を受けることが多く見られ、加えて実効的な救済を受ける

権利も十分に保障されていない123。 

経済のグローバル化が促進され、企業が国境を越えて事業活動をした結果、人権や

環境に深刻な負の影響が起きているのに、企業に対する有効な規制が実現できず、被

害を是正、回復する有効なシステムも確立できない現実がある124。 

次節以降では、その法的要因を考察する。 

 

第 2 節 国際法の規範構造 

 国際法はグローバル化を推進してきたとされるが、結果として企業が国境を越えて

人権侵害に関わる事態が顕在化した今、国際法によって企業を規制し、人々の人権を

守れないのはなぜであろうか。国際法の伝統的な規範の枠組みに基づき、問題を考察

する。 

 

1  個人の国際法主体性 

国際法は伝統的に、主権国家を規律する法であり、個人を規律する法ではないとさ

れ、非国家主体である企業は国際法の規制の枠外に置かれてきた。 

第二次世界大戦後、国際法の主体（国際法上の権利義務が帰属する主体）は国家の

みではないとの議論が展開されるようになり125、個人の国際法上の地位は、「限られた

 

ての責任を追及していくことは、多国籍企業の得意なヴェールを剥ぎ取って行かない限り困難である」

（407 頁 ）と指摘する。 
122 Dallas et al, supra note 95. 
123 上記のナイジェリアにおける弾圧と処刑事案はその典型である。先進国と言われる国々の貧困や搾取

も深刻であるが、先進国の法執行やメディア等の監視が届きにくいところで深刻な人権侵害は発生しやす

く、被害救済は特別の困難に直面する。 
124 SRSG Report, “Protect, Respect and Remedy :a Framework for Business and Human Rights”, U.N. Doc. 

A/HRC/8/5, 7 April 2008 (hereinafter, referred to as “SRSG 2008 Report”) p. 3, para.3. 
125 Jennings QC (ed.) Oppenheim’s International Law, supra note25, pp. 846-847. 個人の国際法主体性に関する研

究として、Anne Peters, Beyond Human Rights: The Legal Status of the Individual in International Law(Cambridge 
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範囲で国際法の受動的主体である」と位置付けられている126。 

ただし、国際人権法の発展により、国際法によって個人の権利を創設できることは、

現在では争いがない127。また、第二次世界大戦後の国際戦犯法廷は、個人が国際人道

法違反の責任主体として刑事責任を負うことを明確にし、これは旧ユーゴ、ルワンダ

戦犯法廷、そして国際刑事裁判所に引き継がれている。このように、国際法が一定の

場合に個人の義務を創設できることにも争いはない128。 

 

2 非国家主体 

一方、非国家主体の国際法上の地位は、個人と比較しても判然としない。国際法協

会(ILA)は 2007 年以降、「国際法における非国家主体の権利義務の研究」を行ったが、

2016 年の最終報告書は、一部の非国家主体が国際法主体性を獲得し、権利義務を有す

る一方、そのような地位を獲得していない非国家主体もいるとし、すべての非国家主

体に共通する法的性質は確認できないと結論付けた129。特に企業については、投資仲

裁などの申立権は認められるのに対し、国際法上の義務を負うかが明らかでない130。 

世界人権宣言の前文は、「社会の各個人及び各機関(organ of society)」に努力を呼び

 

University Press, 2016)、大沼保昭「『保護する責任』と『保護される権利』 ― ―法主体論から国際法体系

のあり方を考える」『世界法年報』31 号（2012 年） 7-41 頁を参照した。大沼は、個人の国際法主体性に関

する歴史的変遷を分析している。 
126 岩沢『前掲書』（注 2 ）26 頁、34-39 頁。杉原『前掲書』（注 25 ）14-17 頁。個人は国際法の能動的な主

体ではないとされるが、国際法の参加者、関与者として積極的に位置づけようとする学説が有力であり、

本研究もそうした国際法の動態把握を支持する。 Higgins, supra note 66, pp. 49-50. 

127 Antonio Cassesse, International Law, pp.77-85 (Oxford University Press, 2001), 常設国際司法裁判所（PCIJ）

のダンチヒ事件判決(1928,3.3 PCIJ Ser B.No.13)は、「国家が個人に権利を付与する意図が明確であれば個人

に権利を付与することができる」と判示し、同判決を契機に、個人が国際法上直接権利・義務を有するこ

とがあるとの見解は国際法の通説となった。ラグラン事件 ICJ 判決(LaGrand (Germany v. United States of 

America), Judgement, I. C. J. Reports 2001, p. 466) は、PCIJ を一歩進め、条約の目的が個人の権利を設定する

ものでなく、個人の権利を実現する手続保障を定めた規定がない場合でも条約で個人に権利を付与するこ

とができるとする。小畑郁「国家の合意による個人への権利付与 ― ―ダンチヒ裁判所への管轄権事件」

『国際法判例百選〔第 3 版〕』（有斐閣、2021 年） 92-93 頁、北村泰三「領事保護権の法的性質 ― ―ラグ

ラン事件」『国際法判例百選〔第 3 版〕』（有斐閣、2021 年）94-95 頁。 
128 Cassesse, supra note 127, pp. 79-80,  ジェノサイド、人道に対する罪、重大な戦争犯罪等、国際法違反の

犯罪を犯した個人は、国内刑法を介することなく国際刑事裁判所等の国際法廷で処罰できる。カッセーゼ

は、個人はこうした慣習法規則を犯さない義務を負うという。ペータースも同様の指摘をする(Peters, 

supra note 125, p.60)。 
129International Law Association(hereinafter, referred to as the “ILA”), Committee on Non-State Actors (NSAs), 

Final Report(2016)、佐藤哲夫「グローバル化する国際社会における国際法秩序と非国家アクター 

   ―国際法協会での取り組み経験を主な素材として」小和田恆国際司法裁判所裁判官退官記念『国際関係

と法の支配』（信山社、2021 年） 779-815 頁。 

130 ILA, Ibid., para.80; Crawford, supra note 57, pp. 203-211. 酒井は、「原則として企業が国際法主体として扱

われることはなかった」とする（酒井啓亘ほか『国際法』（有斐閣、2011 年）71 頁）。 
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掛けており、さらに 30 条の規定から、個人だけでなく集団たる非国家主体にも人権侵

害を許さない法的な義務を課しているとの解釈も成り立ちうる131。しかし、第二次世

界大戦後に発効した国際人権条約はいずれも、締約国のみを義務の名宛人として規定

している132。一方、国際人道法、国際刑事法の実務と理論が発展する中、個人の国際

法上の刑事責任は拡大したが、あくまで国際犯罪の刑事責任を負うのは自然人とされ、

企業等の法人に刑事責任が及ぶとのコンセンサスはない133。国際刑事裁判所（ICC）の

設立の際、ローマ規程において法人が刑事責任を負うことが議論されたが、最終的な

条約案からは落とされた134。 

以上のとおり、企業が国際人権法上の義務を負うとの国家間のコンセンサスは確立

していない135。 

 

3 私人の行為に対する国家の責任とその限界 

（1）私人の行為の国家帰属 

国際法上、私人の行為については、私人の行為の結果として国家がいかなる責任を

 
131 世界人権宣言 30 条は「この宣言のいかなる規定も、いずれかの国、集団または個人に対して、この宣

言に掲げる権利及び自由の破壊を目的とする活動に従事し、またはそのような目的を有する行為を行う権

利を認めるものと解釈してはならない」と規定する。 
132 自由権規約、社会権規約の共通 5 条 1 項は世界人権宣言 30条と同趣旨の規定を置く。ただ、人権条約

上抽象的な確認を超えた個人の具体的・直接的な義務を規定していない。地域人権機構では、アフリカ人

権憲章が例外的に詳細な個人の義務を定めるが、義務規定の濫用も懸念される（戸田修司「アフリカ人権

憲章における個人の義務 ― ―国際人権法上の義務的側面」間宮勇先生追悼『国際秩序とグローバル経

済』（信山社・2021 年）191-213 頁）。Ruggie は 2007 年の国連人権理事会報告で以下のとおり結論付け

た。“In conclusion, it does not seem that the international human rights instruments discussed here currently impose 

direct legal responsibilities on corporations” (SRSG Report Mapping International Standards of Responsibility and 

Accountability for Corporate Acts. A/HRC/4/035, p. 15, para. 44 (2007)). 

133 古谷修一「国際法上の個人責任の拡大とその意義 ―  国家責任法との関係を中心として」『世界法年

報』21 号  （2002 年） 82-109 頁。ニュルンベルグ法廷は、国際法上の犯罪は個人によってなし得るのであ

って抽象的な組織（企業を含む）によってなし得るのではない、こうした犯罪を犯した個人に対する処罰

によってのみ国際法規定は執行しうる、と判断した（“Crimes against international law are committed by men, 

not by abstract entities, and only by punishing individuals who commit such crimes can the provisions of 

international law be enforced.” The Nurnberg Trial, 6 F. R. D. 69, 110 (1946) ）。この判断は継承されている。 
134 Ramasastry, supra note 111; Andrew Clapham, The Question of Jurisdiction Under International Criminal Law 

Over Legal Persons: Lessons from the Rome Conference on an International Criminal Court, Liability of 

Multinational Corporations under International Law, The Hague: Kluwer Law International(2000), なお、このこ

とは企業がおよそ刑事上のみならず民事上も国際法違反の責任を負わないとの言説を生んだ。その端的な

例は米連邦最高裁 Jesner v Arab Bank 138 S Ct 1386, 1399 (2018)の判断である。多数意見は、ニュルンベル

グ、旧ユーゴ、ルワンダ戦犯法廷では自然人のみが被告とされたこと、ICC 起草過程でも法人を被告とす

る提案があったが採用されなかったことを援用し、人権侵害に伴う民事、刑事上の責任を企業に負わせる

との国際法の原則は確立していないと結論付けた。 

135 Philip Alston, “The ‘Not-a-Cat’ Syndrome: Can the international human rights regime accommodate non-state 

actors?” in Philip Alston(ed.), Non-State Actors and Human Rights, (Oxford University Press, 2005) pp. 35-36. 
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負うか、という国家責任の文脈で議論されてきた。2001 年に国連総会決議で確認され

た「国家責任条文」136は、私人の行為が国家に帰属すると認められる場合には、国家

が私人行為の結果に責任を負うことを確認した。しかし、兼原が指摘する通り、国際

司法裁判所(以下、ICJ)等の判断に照らしても、非国家主体の行為の国家への帰属を認

める基準は極めて厳しい137。加えて、国家責任は国家間の責任を問うものであって、

個人が被害を受けた場合に個人が被害救済を実現できる救済の仕組みは用意されてい

ない138。 

 

（2）相当注意義務違反 

国際法上、私人行為が国に帰属しない場合でも、国家が私人の行為に関して相当の

注意(Due Diligence)義務に違反する場合は国家の責任があるとされる139。 

国家が自国領域に対して排他的な権能を持つコロラリーとして、自国領域において

外国および外国人の利益を保護する国際法上の義務を負うという法理が古くから判例

によって認められている(領域使用の管理責任)140。この領域使用の管理責任原則は伝統

 
136Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts with commentaries U.N. Doc. A/56/10 

(2001).  個人の行為が国家に帰属する場合として、政府権限を行使する個人・構成体の行為(5 条)、私人が

事実上、国家の命令、指揮、管理により行動している場合(8 条)、私人が、役人権威者の不在や怠慢の中

で、及び、事実上、政府権限を行使する場合(9 条)、反乱または他の運動の行為(10 条)を規定する。 
137 兼原は、ICJ の実効的 Control基準が厳しいことを指摘し、非国家実体の国際有害行為の量的増大とい

う現代的特徴への対応に限界があるとする(兼原「前掲論文」（注 40） 276-279 頁)。 
138常設国際司法裁判所（PCIJ）のマヴロマテイス・パレスタイン特許事件先決的抗弁判決(Mavrommatis 

Palestine Concessions, Greece v United Kingdom, Objection to the Jurisdiction of the Court, Judgment of 30th August 

1924, PCIJ Series A no 2. )は私人と国家の紛争をひとたび国家が自国民の事件を取り上げて国際司法手続に

訴えると、国家は実際には国家自身の権利を主張しているのであり、国家が唯一の請求者であると判示し

た。これには被害者保護の観点から批判がある(加藤信行『外交保護の性格 ―マヴロマテイス・パレスタ

イン特許事件』『国際法判例百選』 (有斐閣・2001 年） 128-129 頁、松井『前掲書』（注 40） 8 頁 288-290

頁)。一方、ディアロ事件で ICJ は、外交的保護権侵害に関する提訴で個人への人権侵害を認定し、個人の

損害に関する賠償額を算定した(Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the 

Congo), Compensation, Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 324., pp. 344–345, para. 61(1))。この判断は画期的であ

るが、それでも ICJ に対し個人が出訴権を持つわけではなく、国家が国家責任を追及しない限り個人が救

済されない構造となっている。 国家責任条文は、第 33 条において、国際違法行為に伴う国家間の責任で

あると明確にし、国際違法行為の結果発生した個人への賠償責任について何ら規定しない。こうした規定

に対し個人を軽視するとの批判がある(阿部「前掲論文」（注 24）68 頁、69 頁、Alston, supra note 135 pp. 

23-25.  
139 岩沢『前掲書』（注 2）572 頁、田畑「前掲論文」（注 40）(一)749,750、薬師寺公夫「国家責任法典化作

業における私人行為と 国家の注意義務  ― ―伝統的アプローチの軌跡」『立命館法学』286 号 （2002 年） 

700-728 頁、Jennings QC (ed.) Oppenheim’s International Law, supra note 25, pp. 549-550 (Longman, 1992).国家

機関の不作為による懈怠の責任が認められた判例として在テヘラン米国大使館員人質事件に関する ICJ 判

決がある(United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran, Judgment, 1. C. J. Reports 1980, p. 3.).  
140 兼原敦子「国際違法行為責任における過失の機能」『国際法外交雑誌』96 巻 6 号（1998 年）884-887

頁。 
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的に、国家の領域主権の排他性に立脚したものであるから、私人の行為が領域外で行

われた場合には、国家の国際責任は発生しないとの見解が伝統的に有力である141。領

域内の私人行為が国境を越える結果をもたらした場合については、第６章で検討する

通り、国家責任が拡張的に認められる判例も形成されてきたが、企業の本国が、領域

外における企業行動によって発生した人権侵害に関連して国家責任を問われた事案は

ない。 

 

4 小括 

以上のとおり、現状の国際法には限界があり、国境を越えた企業が関与する人権侵

害に対し、国際法による規制はなされておらず、人権侵害に対する被害救済やアカウ

ンタビリティを確保する仕組みも欠如している。 

国家中心主義的な国際法のもと、企業を含む非国家主体の国際法上の地位が明らか

でないため、国境を越えて活動する企業に対し人権保障を義務付けたり、アカウンタ

ビリティを問う国際メカニズムを確立できていない。また、国家が領域内における私

人の活動に関して行為帰属や相当注意義務違反が認められ責任を負う判例がみられる

ものの、こうした事例は限定されており、企業の領域外の活動に関して、企業の本国

である国家に対し、行為帰属や相当注意義務違反が認められた事例は見当たらない。 

そして、私人行為に関連性のある国家の国際違法責任が仮に肯定されても、個人が

被害救済を実現できる救済の仕組みは国際法上用意されていない。こうして、伝統的

な国家中心主義的な国際法体系は、越境する企業による国際的な人権侵害行為に対応

することができず、被害者は法的保護から締め出されている。 

アルストンは 2005 年の著書で、非国家主体に関する国際法上の位置づけに関する国

際法学の議論状況を以下のとおり批判的に総括した。すなわち、第 1 に、国際法の規

範枠枠組みは本質的に国家中心であり、今後もそうあり続けるであろう、第 2 に、国

際的な意思決定の場に、国家以外の国際的なアクターが参加することは望ましい場合

が多いが、その役割は非常に限定されている、第 3 に、多国籍企業はたぶん、幾分か

の道徳的義務を受諾すべきだ、 第 4 に、しかしながら、多国籍企業は操業する特定

国の現地法の順守を除けば、人権に関する明確な法的義務は課されていないという状

 
141 田畑「前掲論文」（注 40）（二）958 頁。 
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況にあるとの見解が支配的であるというのである。アルストンはこれでは企業による

人権侵害という今日の最も喫緊の人権課題を解決し、企業のアカウンタビリティを確

保することができないとして、以上の支配的見解を超える新しいアプローチ不可欠で

あると主張した142。 

 

第 3 節 ソフトローを通じた多国籍企業統制の試み 

それでは、拘束力ある国際法規範に依拠せずに、ソフトローによるアプローチで、

国境を越える企業活動による人権侵害を防止したり、被害救済をすることはできない

のか。 

本節ではまずソフトローの概念を定義したうえで、ビジネスと人権の文脈でのソフ

トロー・アプローチ（指導原則以前のもの）を概観し、その限界を確認していく。 

 

1 ソフトローとは何か 

ソフトローとは、多義的な概念であるが143、国際法上は、条約や慣習法といった国

際法としての地位、形式を持たない国際文書や、形成途上にある法と整理され、国際

法上の法的拘束力を持たず、形式的法源に該当しないと言われる144。村瀬はその特徴

を、①具体的な権利義務関係の確定に関わるものではなく、むしろ一般的・抽象的な

原則・指針を内容とする、②法規範としては未成熟で規範内容の正確性に欠ける、③

法的拘束力を持たないか希薄であり、緩やかな行動規範にとどまって、その履行は当

事者の善意に依拠する部分が多い、と整理する145。 

ソフトローは、ハードローにより各国一律の規制が現実的でない場面において各

 
142 Alston, supra note 135, pp. 35 and 36. デ・シュッターも同様の見解を表明する (Olivier De Schutter, “The 

Challenge of Imposing Human Rights Norms on Corporate Actors”, in Transnational Corporations and Human 

Rights, supra note 28, pp.  1-3). 
143 ソフトローに関して、Chinkin, supra note 58;  Kenneth W. Abbott and Duncan Snidal, Hard and Soft Law in 

International Governance, International Organization, Vol.54, (2000) pp. 421–456. 村瀬信也「現代国際法におけ

る法源論の動揺 ― 国際立法論の前提的考察として」『前掲書』（注 40）5-41 頁、小寺彰「現代国際法学と

『ソフトロー』 ― 特色と課題」中山信弘ほか編『国際社会とソフトロー』9-22 頁(有斐閣、2008 年）、 齋

藤 民徒「国際法と国際規範  ― 「ソフト・ロー」をめぐる学際研究の現状と課題」『社会科学研究』54 巻

5 号 （2003 年）41-80 頁、齋藤 民徒「ソフトロー論の系譜 ― 国際法学の立場から」『法律時報』77 巻 7 号 

（2005 年）106-113 頁等の先行研究を参照した。 
144 岩沢『前掲書』（注 2）45 頁。ICJ 規程 38 条は、紛争解決にあたり、一般国際法、特別の国際条約、国

際慣習法、法の一般原則、補助手段としての国際法学者の学説を適用するとし、ソフトローや「あるべき

法」を適用しない。但し、岩沢が指摘する通り、ソフトローが事実上の拘束力を持つ場合、実質的法源に

なりうる。 
145 村瀬「前掲論文」（注 143）23 頁。 
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国の特殊性に対応した柔軟な規制を可能にする意義が指摘される146。また、ソフト

ローの積極的な意義として、支配的な国際法秩序からこぼれ落ちた課題、例えば南

北問題や環境・人権問題に関する対抗言論としてその可能性に期待し、国際法の動

態的発展の一過程として積極的にとらえるべきであるとの見解がある147。 

一方、ソフトローの実効性には常に疑問が寄せられてきた148。また、1990 年代以降

の経済分野のソフトロー現象については、私的権威によるものが多く、多数の規則

が乱立し、国際的なルールの分断化と民営化、欧米エリートによる力の強化を生ん

でいるとの指摘もある149。ビジネスと人権の文脈においてのソフトローは「対抗言

説」としての系譜と、経済分野のソフトローの系譜が交錯することから、その実効

性や権力構造等に特段の注意を払って分析していく必要がある。 

以上を踏まえ、国連、国際機関、企業などによるソフトローの取り組みを概観

し、その実効性を検証する。 

 

2 国連による「多国籍企業行動規範」の取り組み 

多国籍企業をソフトローによって規律しようとする試みは 1970 年代に始まった。当

時、国連の経済社会理事会は、国連事務総長に対し、多国籍企業の開発プロセス及び

国際関係に関するインパクトについて研究する専門家グループの結成を要請し、これ

に答えて結成された専門家グループは、多国籍企業を規律する行動規範を国連が採択

するよう勧告した150。 

1977年には、多国籍企業に関する国連行動規範（code of conduct）の制定を主な任務

とする国連多国籍企業センターが創設され、10 年以上にわたる検討を受け、1990 年に

行動規範の草案が採択された。しかし、先進国と途上国の間の見解の不一致によって

 
146 小寺は 1990 年代以降にソフトローが隆盛した理由を、グローバリゼーション下で、企業の越境的活

動等による環境、人権に関する問題等、グローバルな公共課題への対応の必要性が認識されたにもか

かわらず、世界は主権国家によって分断され、国境を越えた問題解決には各国の合意が求められ、条

約制定には長いプロセスを要することから、ソフトローによって国際社会の規範不足に対処した結果

であるといえると指摘した（小寺「前掲論文」（注 143））。とりわけ国際環境法分野ではソフトローが有

効な役割を果たしており、SDGs（持続可能な開発目標）は影響力の大きなソフトローといえる。 
147 Chinkin, supra note 58, 齋藤「前掲論文」（注 143） （2005 年）。 
148 Prosper Weil, “Towards Relative Normativity in International Law?”, The American Journal of International Law, 

Vol. 77 no.2 (1983), pp.413-442; 村瀬「前掲論文」（注 143） 27-29 頁。 
149 Wills, supra note 59; Krisch, supra note 59, Anne Peters, “Compensatory Constitutionalism: The Function and 

Potential of Fundamental International Norms and Structures”, Leiden Journal of International Law, Vol. 19 no.3 

(2006), pp. 603-604. 
150 小島清「国連での『多国籍企業行動規範』作り ― 新国際経済秩序の「宣言」にとどまるか」『世界経

済評論』21 巻 8 号（1977 年）4-17 頁。 
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最終的に採択されることはなかった151。 

 

3  国際機関によるソフトローに基づく企業規制の試み 

 1970 年代以降、国際機関においても、ソフトローを通じて、多国籍企業その他越境

する企業行動を規制しようとする動きが進んだ。 

経済協力開発機構(以下 OECD）は、1970 年代に途上国で展開された多国籍企業への

批判に対応する形で、1976 年に多国籍企業行動指針を採択した152。 

これは、OECD 参加国政府とそれ以外の政府が共同で多国籍企業に対して行った勧

告であり、多国籍企業の世界経済における役割の大きさを踏まえ、責任ある行動をと

るよう求めるものである153。この指針は、法的拘束力のないソフトローであるが、

OECD 諸国の企業に対しては一定の影響力を有する154。ただし、2011 年の改定まで、

人権に対する位置づけは十分なものではなく、人権に関する独立した項目は存在しな

かった155。 

一方、国際労働機関(ILO)は、グローバル化のもと、多国籍企業に対して公正な労働

条件と労働環境を促すために「多国籍企業及び社会政策に関する原則の三者宣言」

（1997 年）を採択し、順次改定を進めた156。1998 年には、「労働における基本的原則

及び権利に関する ILO 宣言」を採択し、「結社の自由及び団体交渉権」「強制労働の

禁止」「児童労働の実効的な廃止」「雇用及び職業における差別の排除」の 4分野の 8条

約の内容を「中核的労働基準」として定式化し、世界のどこにおいても最低限、普

遍的に遵守されるべき基準として企業に遵守を求めた157。この「宣言」は企業に対し

 
151De Schutter, supra note 142, pp.  1-3. 
152 OECD Guidelines for Multinational Enterprises (OECD Publishing 2011) available at 

 < https://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf  > last accessed on 30 January 2023. 指針は、1976 年策定、

1979 年、1984 年、1991 年、2000 年、2011 年に改訂された。 
153 Ibid. 
154 湯山智之「非国家主体の国際法上の地位に関する覚書（一）」立命館法学 383 号  （2019 年） 405-411

頁。2000 年の改訂では、行動指針の普及や指針に反するとみられる苦情申立に対応するために、各国に

「連絡窓口」（NCP：National Contact Point）が設置された。 
155 同改定は指導原則の影響を大きく受けたものである。 
156 International Labour Organization (hereinafter, referred to as “ILO”), ILO, Tripartite Declaration of Principles 

concerning Multinational Enterprises and Social Policy (MNE Declaration), 329th Sess. (5th edn, March 2017). 

多国籍企業及び社会政策に関する原則の三者宣言） （204 会期採択(1977 年）、279 会期(2000 年）、295 会

期 （2006 年）及び 329 回会期 （2017 年）に改訂された)。日本語訳は ILO 駐日事務所による第 5 版日本

語訳 （2017 年）  available at <https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-

tokyo/documents/publication/wcms_577671.pdf  > last accessed on 30 January 2023)を参照した。 
157 ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work (労働における基本的原則及び権利に関する

ILO宣言)1998年採択、2022年改訂。 

https://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-tokyo/documents/publication/wcms_577671.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-tokyo/documents/publication/wcms_577671.pdf
https://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm
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て法的拘束力を伴わず、履行強制のメカニズムも存在しないが、実質的に企業行動に

大きな影響を有すると評される158。 

 

4 企業の自発的アプローチ―CSR の展開 

1990年代には、市民社会からの告発や批判を受けた多国籍企業を中心に、企業の社

会的責任(Corporate Social Responsibility, CSR)を果たそうという動きも進んだ。CSRの

定義は論者によってさまざまであるが、企業が社会的責任を果たす自主的なアプロー

チであり、法的規制に服さず、外部機関の監督も受けない取り組みである159。企業の

主要な活動は、自主的な行動規範(code of conduct)を採択し、自社の事業が人権、環境

等を害さないよう自主ルールを定めるとともに、取引先にもその遵守を求めるもので

ある160。企業は自社の行動規範の遵守をサプライヤーにも求め、サプライヤーによる

遵守状況を監視するために、内部監査、第三者監査を行うようになった161。 

 

5 グローバル・コンパクト 

さらに、1999 年、国連が経済界とパートナーシップを組むイニシアティブである

「グローバル・コンパクト」が誕生し、世界の有力な企業の幅広いサポートを受け、

広がった162。「グローバル・コンパクト」は、人権、労働、環境、腐敗防止の 4 分野に

 
158ILO は、宣言、行動規範（code of practice）、ガイドライン等のソフトローを、「法的拘束力を伴わない

点で条約と異なり、また採択手続が簡潔で、迅速な対応が可能である点で勧告とも異なっている」としつ

つ、「労働分野の重要な変化に対し て時宜を得た指針を与える重要な役割を果たしている」と評価する

(ILO 駐日事務所『国際労働基準 ILO 条約・勧告の手引き』2022-2023 年版））。 
159企業の自発的イニシアティブの始まりは、アパルトヘイト下の南アフリカでビジネスをする企業に対し

ガイドラインを提供した 1977 年サリバン原則であった。ラギー『前掲書』（注 33）  114頁,  Ramasastry, 

supra note 120, pp. 237-250. 
160 Code of Conduct に関しては、Ralph G. Steinhardt, “Corporate Responsibility and the International Law of 

Human Rights: the New Lex mercatoria”, in Non State Actors and Human Rights, supra note 135, pp. 177-226; Fiona 

McLeay, “Corporate Codes of Conduct and the Human Rights Accountability of Transnational Corporations: A Small 

Piece of a Larger Puzzle”, in Transnational Corporations and Human Rights, supra note 28, pp. 219-240. リーバ

イ・ストラウス社は 1991 年に多国籍企業として最初に、調達先を含む包括的な行動規範を策定した。以

降、ナイキ、ロイヤル・ダッチ・シェル、エクソンモービル等がこれに続いた(Steinhardt,p.183)。2001年 5

月、OECD は、246 の行動規範をレビューしたが、このレビューはすべての行動規範を網羅したものでは

ないという(OECD, “Codes of Corporate Conduct: Expanded Review of their Contents”, OECD Working Papers on 

International Investment, 2001/06(OECD Publishing ,2001))。クラインが指摘する通り、この動きの多くは、

多国籍企業の国境を越える企業活動が人権侵害に関与したことに対する NGO や現地コミュニティからの

厳しい批判を受け、信頼を回復する対応を迫られたものである(クライン『前掲書』（注 6）398-399 頁)。 
161 Steinhardt, Ibid., p. 184, 行動規範は多国籍企業のウェブサイトに取り上げられ、多国籍企業の年次報告に

は財務情報と並んで CSR 活動、社会環境問題に関する活動が取り上げられるようになった。 
162 Global Compact website, available at < https://www.unglobalcompact.org/ > last accessed on 30 January 2023. 
1999 年の世界経済フォーラムにおいて当時のアナン国連事務総長が提唱したイニシアティブである。 

https://www.unglobalcompact.org/
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ついて企業が社会的責任を負うべき 10 の原則を定め、参加企業に対してこの原則を支

持し、実施するようコミットメントを求めている。 

10 の原則の筆頭は人権尊重であり、原則 1 は、「国際的に宣言されている 人権の保

護を支持、尊重する」、原則 2 は、「自らが人権侵害に加担しないよう確保する」と規

定する。原則 4は結社の自由と団体交渉権、原則 5は強制労働の撤廃、原則 6は児童労

働の廃止を支持する旨規定されている163。  

 

6 批判と限界 

以上のとおり、ソフトローによる取り組みを概観したが、多くの研究は、ILO 等の

部分的な成果を除き、総じてソフトローが現実の事態を改善する役割を果たしたとは

評価しがたいと指摘する164。企業や産業単位の自主的イニシアティブは拡大したが、

「自主的基準は断片化しており、国際的に確立された人権基準に依拠しておらず、何

より限られた問題領域をカバーするだけで、ビジネスに関わる人権侵害に苦しむ多く

の地域の人々の人権に対応するものになっていない」(ラギー)と評される165。 

ライニシュは、行動規範の監督や実施が弱いことを指摘し、実施のメカニズムが存

在しない行動規範に効果がないことは驚くに値しないという166。 

一方、グローバル・コンパクトも、企業が任意に署名するものであって、企業が国

際人権法上の義務を認識・受諾するものではない。かかげられた原則はきわめて抽象

的であり、加盟企業は定期的な報告を求められるに過ぎず、履行を担保したり、モニ

タリングする機関は存在せず、企業行動に現実のインパクトを与えるものではなかっ

たと評価されている167。 

このように、ソフトロー・イニシアティブは、国家中心の国際法が射程範囲外とし

 
163 Ten Principles of the UN Global Compact, available at <https://www.unglobalcompact.org/what-is-

gc/mission/principles  > last accessed on 30 January 2023.  
164 吾郷眞一『労働 CSR 入門』（講談社・2007 年）。 
165 SRSG, Interim report (2006), supra note 32, pp. 13-14, para.53. 
166 Reinisch は、結局のところ、消費者のボイコット、訴訟、メディアのネガティブな報道による経済損失

等の制裁の脅威にさらされたときのみ多国籍企業は人権基準を守ることに意欲を示すと指摘する（August 

Reinisch, “The Changing International Legal Framework for Dealing with Non-State Actors” in Non State Actors and 

Human Rights, supra note 135, p. 53）。クラインは、「行動規範(Code of Conduct)はひどく曖昧な存在であ

る。法律とは違い、違反しても罰則はない。そして組合との協約のように、労働者の要求に応えて、工場

の責任者と協議の上でつくられたものでもない」とし、「何層にも広がる下請け孫請けのシステムの中で

誰がこの規定を監視するのか、誰が違反を取り締まるのか、違反した際の罰則はどうなっているのか 」

と批判した（クライン『前掲書』（注 6）398-399 頁）。 
167 Ramasastry, supra note 120, p. 243. Global Compact, supra note 162, 定期的な報告をしない企業がメンバー

シップから除外されるという制裁はあるものの、企業に悪評判というリスクをもたらすに過ぎない。 

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
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てきた多国籍企業による国境を越えた人権侵害について、規範の隙間を埋めようとし

たものの、実効性が欠如し、強制力を伴う監督・執行機関もないため、影響を受ける

個人の人権を十分に保護しうるものとは評価し難い。 

 

7 小括 

 以上のとおり、国際法は国境を越える企業活動によって生じる人権侵害の被害者に

対応する有効な合意を形成しておらず、ソフトロ－によるアプロ―チはこれに応えよ

うとするものの、実効性に重大な問題を抱えている。 

 国境を越える企業活動による人権侵害の被害者は、国家中心主義的な国際法によっ

て救済されない一方、ソフトローに基づくガバナンスからも結局のところ救済され

ず、いずれのプロセスからも排除されているといえる。 
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第 2 章 国際人権法のアプローチ 

 

 第 1 章では、国境を越えるビジネスによって生じる人権侵害に、伝統的な国際法の

国家中心的な枠組みも、ソフトローも、明確な応答ができない状況を概観した。本章

では、人権保障に関する国際法規範である国際人権法が果たしてこの問題にどう対応

しうるのか、いかなる限界があるのかについて検討する。 

本章では第１に国際人権法の一般国際法との関係及びその特徴、国際人権法上の国

家の義務について概観し、第 2 に、国家の義務を域外に拡張する方向での問題解決の

試みとその限界、第 3 に、企業に国際人権法上の義務を課す試みとその限界を確認す

る。 

 

第 1 節 国際人権法上の権利保障 

1 国際法の一分野として発展した国際人権法 

 まず、国際法の中での国際人権法の位置づけを整理する。岩沢は、国際人権法は上

記第二次世界大戦後に急速に発展し、「国際法の一分野としての体系性」を有するに至

ったと述べており168、国際人権法は国際法の特別な法分野として位置付けられる169。 

 一般国際法と国際人権法の関係についてはかねて論争があるが170、コスケニエミが

特別報告者となった「国際法のフラグメンテーション」に関する 2006 年の国連国際法

委員会（以下「ILC」という）の報告書では、国際法のいずれの特別分野も、分断され

た自己完結的体系ではなく、調和することが望ましいとの結論が示されている171。ま

た、2008 年の ILA報告作成委員会も全員一致で、国際法体系からの国際人権法の自律

を推進する断片化アプローチではなく、国際人権法を国際法の一部に位置づけ、可能

な限り調和させようとする調和アプローチを支持した172。しかしそのことは、国際人

 
168 岩沢『前掲書』（注 2 ）360 頁。 

169 阿部浩己『国際法の人権化』 (信山社、2014 年） 7 頁。 

170 同上、6-8 頁。阿部は、一般国際法の伝統的概念の枠内に国際人権法を収めようとする伝統主義、伝統

的な国際法からの自律を推進する自律主義、一般国際法と国際人権法の相互補完性を説き、一般国際法に

基づく国際人権法の適用を求める一方で人権の観点から国際法の再解釈を求める穏健な発展主義の学派が

あるとされる。本研究は、この第 3 のアプローチによる。 
171 Koskenniemi, supra note 50. 
172 ILA, Final Report on the Impact of International Human Rights Law on General International Law, Report of the 

73d Conference of the International Law Association (2008), p.663. 
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権法が伝統的な国際法の枠内から発展しえないことを意味しない。国際人権法は、国

際環境法と並んで、人類の公共的利益の実現のために伝統的な国際法の枠組みを乗り

越えて発展してきた173。 

とりわけ、国際人権法は、国家中心の国際法体系において顧みられなかった個人の

人権という分野を体系化した点で特別な重要性と特質がある。 

自由権規約委員会や米州人権裁判所が明らかにする通り、国際人権条約は、「締約国

の互いの利益のために権利の相互交換を達成する目的で締結される」伝統的多国間条

約とは異なり、締約国に「個人との関係において義務の遵守を求める」規範であると

確認されている174。この特質に基づき国際人権法は伝統的な国際法の枠組みを超える

独自の発展を遂げたのであり、こうした国際人権法の発展は国際法全体の変容にも貢

献した175。国際法を巨視的に人類共同体の法と捉えるなら、人権はその中核に位置付

けられる176。 

 

2 国際人権法が保障する権利 

（1）国際的な人権保障 

本研究が取り扱う「人権」は、ビジネスと人権に関する指導原則の第 12 原則に立脚

し、国際人権法上保障される人権を指すものとして、検討を進めていく177。 

序章で示した通り、人権とは、人であれば誰でも、生まれながらにして平等に認め

られる権利である。人権の淵源が、「人間固有の尊厳に由来する」ことは国際法のみな

 
173 阿部『前掲書』（注 169） 6-8頁。 
174 Inter-American Court of Human Rights (hereinafter, referred to as “I/A Court H.R”.), The Effect of Reservations 

on the Entry into Force of the American Convention on Human Rights (Arts. 74 and 75). Advisory Opinion OC-2/82 

of September 24, 1982. Series A No. 2; 自由権規約委員会一般的意見 24((General Comment No. 24, HR 

Committee, U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.6 (1994)). 後者は、人権条約は国家間相互の義務の交換の網の

目ではなく、個人の権利の承認に関するものであると指摘する(para.17 )。 阿部『前掲書』（注 143）11-12

頁。Higgins, supra note 66, p. 95. 

175 阿部、同上 6-28 頁。寺谷浩司「国際人権の基礎 ― ―国際人権はいかにして可能か」『ジュリスト』

1244 号 （2003 年）。 
176 この点で、国連憲章 103 条は、加盟国の憲章に基づく義務と他のいずれかの国際協定に基づく義務とが

抵触するときは、この憲章に基づく義務が優先すると規定し、憲章の目的の一つが「人権及び基本的自

由」の尊重(憲章 1 条 3 項)であることも留意されるべきである。 
177 原則 12 の解説は、その内容として、「国際人権章典（世界人権宣言、及びこれを条約化した主要文書

である市民的及び政治的権利に関する国際規約ならびに経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規

約）とともに、労働における基本的原則及び権利に関する宣言に挙げられた ILO 中核 8条約上の基本権」

を含むとし、さらに追加的基準として、女性や子ども、障害者、少数者、先住民の権利保護を挙げている
(Principle 12, Commentary). 
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らず日本の憲法学説も認めるところである178。世界人権宣言、国際人権条約等によっ

て構成される国際人権法は、このように個人の尊厳に根ざし、誰もが人であるがゆえ

に普遍的に保障される人権を保障する規範である。 

第二次世界大戦後設立された国連は、「すべての者のために人権及び基本的自由を尊

重するように助長・奨励」することを目的の一つとして憲章 1 条に明記し179、加盟国

が守るべき人権の内実として、1948年の国連総会で世界人権宣言を採択した180。 

宣言には、生命に対する固有の権利のほか、市民的政治的権利、経済的社会的権利

が網羅され、現在ではその多くが国際慣習法の地位を獲得したと言われている181。 

世界人権宣言および、同宣言に規定された人権カタログを条約化した自由権規約、

社会権規約をあわせた 3 文書は国際人権章典（International Bill of Human Rights）と称

され、国際人権法上の基本文書と位置付けられている182。 

国際人権法はこれら 3 文書を中核として発展し、人種差別撤廃条約、拷問禁止条

約、女性差別撤廃条約、子どもの権利条約などの主要条約が発効し、広範な締約国を

獲得した。このように、世界人権宣言および国際人権諸条約に基づく普遍的な人権保

障体制が形成された183。同時に、世界人権宣言は、地域的な人権条約にも広く影響を

与え、欧州人権条約、米州人権条約、人と人民の権利に関するアフリカ憲章はいずれ

 
178 申『前掲書』（注 11） 32 頁、芦部信喜(高橋和之補訂)『憲法〔第 7 版〕』（岩波書店、2019 年）82 頁。

芦部が、国際人権規約(社会権規約と自由権規約)の前文を援用してこのように述べていることが注目され

る。 
179 第二次世界大戦の惨禍を体験した国際社会は普遍的な人権尊重の重要性を痛感し、国連憲章 1 条に国連

の目的の一つとして人権を掲げ、国際協力に関する 55 条は「人種、性、言語または宗教による差別のな

いすべての者のための人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守」を明記する（United Nation Charter, 

adopted in 1945）。田畑茂二郎『国際化時代の人権問題』（岩波書店、1988 年）22-29 頁。 
180Universal Declaration of Human Rights, proclaimed by the United Nations General Assembly in Paris on 10 

December 1948 (General Assembly resolution 217 A, adopted in 1948) 。国連経済社会理事会の下に設置された

国連人権委員会(UN Commission on Human Rights, 2005 年に国連人権理事会(Human Rights Council)に改組さ

れた)が中心になって起草した。世界人権宣言は棄権 8 か国を除く全加盟国が賛成して採択された。田畑

同上 31-49 頁。 
181 岩沢『前掲書』（注 2 ）366 頁、Bruno Simma and Philip Alston, “The sources of human rights law : custom, 

jus cogens and general principles”, Faculty of Law, The Australian National University Canberra (1992) pp.82-108; 

William A. Schabas, The Customary International Law of Human Rights(Oxford University Press, 2021).シンマとア

ルストンは、世界人権宣言が一般国際法の地位にあることを論証する。シャバスは詳細な検討をもとに、

自由権のみならず、社会権、環境に対する権利も国際慣習法によって保護されると結論付ける。 
182 OHCHR, International Bill of Human Rights A brief history, and the two International Covenants, available at < 

https://www.ohchr.org/en/what-are-human-rights/international-bill-human-rights > last accessed on 30 January 2023.  
183 申『前掲書』（注 11 ）34-54頁。人権概念の歴史的展開、とりわけ市民的政治的権利と社会的経済的権

利の発展について以下の文献を参照した。Richard Falk, Human Rights Horizons: The Pursuit of Justice in a 

Globalizing World (Routledge, 2000), Nowak supra note 100. 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/217(III)
https://www.ohchr.org/en/what-are-human-rights/international-bill-human-rights
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も前文で世界人権宣言に留意し、それぞれの条約・憲章に世界人権宣言の内容が浸透

している184。 

 

（2） 普遍的な承認 

さらに、1993 年に国連がウィーンで開催した世界人権会議でコンセンサス採択され

た宣言および行動計画は、「すべての人権は人間に固有の尊厳と価値に由来する」(前

文)、「すべての人権は普遍的かつ不可分であり、相互に依存しかつ関連している」と

し（5 項）、「人権に関する文書と国際法に従った人権と基本的自由に関する国家の義

務を確認した」(1 項)。また、「動的及び発展プロセスである人権文書法典化の動きを

歓迎し、人権条約の普遍的な批准を求める」とし、国連が採択した人権文書を国際人

権基準として実現していくことで合意した(26 項) 185。冷戦終結後に、世界 170 か国の

政府と広範な NGOが参加した会議で、国際人権文書が普遍的な人権保障の基礎として

全会一致で確認されたことは非常に重要な意義を持つ186。そして、1993 年の宣言が確

認する通り、国際人権基準に関しては時代に合わせて規範の発展的解釈が日々進めら

れ、新しい基準が生み出されている187。 

 

（3）対世的義務 

 
184滝澤美佐子「発題１ 国際人権法の今日的意味」 横田洋三ほか監修『世界人権宣言の今日的意義』 (国際

書院、2019 年） 21 頁。 
185Vienna Declaration and Programme of Action, adapted 25 June 1993, 日本語訳は国際連合広報センター訳「世

界人権会議 ウィーン宣言及び行動計画 1993 年 6 月」(1997 年） available at 

<https://www.unic.or.jp/files/Vienna.pdf > last accessed, on 30 January 2023)を参照した。 
186 それまで西側諸国が主張する自由権(第一世代の人権)と社会主義諸国等が主張する社会権(第二世代の

人権)の間のイデオロギー的対立を乗り越え、相互依存性を確認した点で重要である。さらに宣言は第三

世代の人権(発展の権利等)についても確認した。大沼は、ほとんどすべての世界の国によってコンセンサ

スが得られたこの文書が最も重要な人権に関する国際合意文書だとして、その意義を高く評価する
(Yasuaki Onuma, “A Transcivilizational Perspective on International Law : Questioning Prevalent Cognitive 

Frameworks in the Emerging Multi-Polar and Multi-Civilizational World of the Twenty-First Century”, The Pocket 

Books of The Hague Academy of International Law (Martinus Nijhoff, 2010), pp.  432-447)。 
187 例えば、本論文でしばしば言及する環境に対する権利は自由権規約上の生命に対する権利の一環とし

て保障されるとの解釈が定着しつつある(自由権規約一般的意見 36 (HR Committee, General Comment No.36, 

supra note 49, para. 22 等参照)。また、先住民の権利宣言（United Nations Declaration on the Rights of 

Indigenous Peoples, adopted by the Un General Assembly in 2007 (A/RES/61/295)）も新しい国際人権基準とし

て重要である。 

https://www.unic.or.jp/files/Vienna.pdf
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ICJ は、バルセロナ・トラクション事件で、ジェノサイド・侵略の禁止と並んで基本

的人権保護について、対応する権利の重要性に鑑みて「あらゆる国家がその権利保障

に法的利益を持つ」対世的(erga omnes)な義務であると判断した188。 

対世的義務は、二国間関係の相互的義務ではなく、国際社会全体(International 

Community as a whole)の共通利益に対する義務であり、その義務の履行にすべての国家

が法的利益を有する性質の義務と理解されている189。 

国際人権規範はすべて対世的義務に属する規範であるとするのが主要な学説の見解

である190。 

 

（4）国内法との関係 

一方、人権条約の実施は、各締約国の国内法システムを通じて実施されることか

ら、国内実施の重要性は論を俟たない。国際人権法の国内法体系における受容形式や

効力は各国によって異なり191、その関係性を巡っては既に豊富な先行研究があるが

 
188 I.C.J. Reports 1970. p3., supra note 121, paras. 33 and 34.位田隆一「株主の国籍国による外交的保護 ― バル

セロナ・トラクション会社事件」『国際法判例百選』(有斐閣、2001 年）130-131 頁。erga omnes はラテン

語で、“towards everyone”と訳される(Koskenniemi, supra note 50, p.80, para. 387)。この対世的義務の概念は

国家責任条文草案(supra note 137)48 条 1(b)にも取り入れられた。 
189 ICJ, Reports (1970) p3, Ibid; Koskenniemi, supra note 50, pp.78-84, paras. 380-408; B. Simma, “From 

bilateralism to community interest in international law”, (Volume 250) in Collected Courses of the Hague Academy of 

International Law(Brill, 1994), pp. 230-301; 河野真理子「国際社会の共通利益の実現のための規範と国際裁判

手続」『世界法年報』28 号 （2009 年） 109-112 頁。 

190 岩沢『前掲書』（注 2 ）20-23頁及び 78-80 頁。岩沢は、国際人権規範はすべて対世的義務とみなすこ

とができるという（同 22 頁）。対世的義務と、強行規範(条約法条約 53 条、ユス・コーゲンス)との関係が

問題となるが、ユス・コーゲンスは対世的義務と重なるものの、ユス・コーゲンスより狭い概念と把握さ

れている(Koskenniemi, supra note 50, p. 84, para. 408 , “From the fact that all States have an interest in the 

fulfilment of an obligation it does not necessarily follow that those norms are peremptory—that is to say, they do not 

necessarily render conflicting obligations null and void”)。なお.2019 年の ILC の暫定結論(Report of the 

International Law Commission(2019), A/74/10,141-208)によれば、ジェノサイド、人道に対する罪、国際人道

法の基本原則、人種差別、拷問の禁止等が特定されているが、これですべてが網羅されたわけではないと

される(岩沢『前掲書』（注 2 ） 79-80 頁）。 
191 国際法と国内法の関係については古くから一元論（国際法優位）、二元論の対立があるが、現在はその

対立を回避し、調整理論、すなわち「国際法と国内法とが相互に与えている実質的影響を強調し、国際法

義務と国内法義務が矛盾する場合の重要性を説く」理論が支持を集めているとされる「(濱本正太郎「国

内法秩序における国際法の適用」酒井ほか『前掲書』（注 130 ）384 頁）。これを前提に国内法秩序におけ

る国際法の適用・実施が課題となるが、日本のように条約の一般的受容方式を採用する国、ドイツのよう

に授権法を必要とする国、イギリスやコモンウェルス諸国のように個別立法を必要とする国がある(濱

本、同上 388-395 頁)。 
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192、多くの国の憲法等国内法は、多層的な国際人権保障体制と連動して国際人権法を

受容し、少なくとも協調的な対応を取っていることが確認できる193。  

ヒギンズは、人権がいかなる国内法システムによっても奪うことが許されない諸権

利であることを根拠に、国際人権法はいかなる国内法体制下においても共通する、普

遍的な人権保障の法源であると明確に主張する194。ただし、国際人権法と各国国内憲法

の淵源はいずれも「人間固有の尊厳」にあるのであり、国際人権諸条約と国内憲法は、超

実定法的な人権を実効的に確保するためにそれぞれ実定法化された規範とみるべきだとの

見解も説得力を持って主張されている195。阿部が指摘するとおり、普遍的な人権保障とい

う目的達成のために「国内法と国際法を二項対立的に分け隔てる必要はなく、両者は本来

相互に補完しあうべき」196であると考える。 

 

 
192 日本においても、憲法学と国際人権法の関係を巡って諸説が展開されている、高橋和之「国際人権の

論理と国内人権の論理」『ジュリスト』1244 号 （2003 年）、山元一「『国憲的思惟』vs『トランスナショナ

ル人権法源論』」『法律時報』87 巻 4 号 （2015 年） 76 頁、江島晶子「グローバル化社会と『国際人権』 

― グローバル人権法に向けて」『法律時報』87 巻 13 号 （2015 年）348-353 頁、山田哲史「国内法の国際

法適合的解釈と権力分立 ― 米国における Charming Betsy Canon の紹介を中心に」『岡山大学法学会雑誌』

65 巻 3・4 号（2016 年）400-492 頁、 松田浩道『国際法と憲法秩序 ― 国際規範の実施権限』（東京大学出

版会、2020 年）、齊藤正彰「条約の国内適用論の読解」『北大法学論集 』71 巻 6 号 （2021 年）1-56 頁等を

参照した。 
193薬師寺公夫「国際人権法から見た憲法規範の『限界』と可能性」『法律時報』84 巻 5 号 （2012 年）17-

24 頁。欧州人権条約を国内法秩序に受容するために、英国では 1998 年人権法制定、ドイツでは基本法 に

おける「国際法調和性の原則」に基づく欧州人権条約適合的解釈等が進められ、欧州では、人権条約の規

定は、「国を拘束するものとして、『行政法の主要な法源』とみなされている」（申『前掲書』（注 11 ） 509

頁)、また、日本では憲法 98条 2 項に基づき、国内法秩序における順位は憲法 ―条約 ―法律の順であり、

人権条約は国内法的効力を有し、裁判において直接適用、間接適用が認める判例がある（申、同上 512-

533 頁)。 

194 Higgins, supra note 66, pp. 95 and 96. ただし Higgins は国際人権法のみが法源であり国内法は法源たりえ

ないとするが、各国国内憲法も国際人権法と並んで法源とみることが相当であろう。 
195 この点、日本の憲法学においても、高橋は「実定法の様々な形式の中で人権が保障されていて、それ

ら全部を支えている超実体的な人権があるのではないか、それが個々の実定法の中で取り入れられるとき

に、その実定法の性質によって特殊な性質を与えられているのではないか。」とされる(高橋和之「発題２ 

今日及び将来の国際社会、国内社会において世界人権宣言が持つ意義と役割」『世界人権宣言の今日的意

義』『前掲書』（注 184 ） 93 頁）。また、山元は「重要なことは、人間人格の尊厳が、たまたま国内憲法規

範という経路によって保障されているという認識を持つことである。」（山元「前掲論文」（注 192）77

頁）と指摘する。 
196 阿部浩己『国際人権を生きる』（信山社、2014 年）26 頁。江島は、「憲法学や国際法学のそれぞれが持

つ固有の体系、作法、用語がもしも『人権法』の生成を妨げているとすれば、早急に取り組むべき課題で

ある」（江島「前掲論文」（注 192 ）353 頁)と指摘する。なお、国際法と国内法の補完性に関連して、「裁

判官間の対話」が提唱される(濱本正太郎「国内法秩序における国際法の適用」酒井ほか『前掲書』（注

130 ）385 頁、須網隆夫「裁判官対話とは何か ― 概念の概括的検討」『法律時報』89 巻 2号 （2017 年）

57-62 頁）。重要な議論であるが、本研究では、当事者を排除した法律エリートのみによる閉鎖的な対話で

は人権保障という目的を適切に達成することは困難であるとの前提に立ち、当事者や市民社会が関与する

動態的なプロセスとして国際法と国内法の相互参照をとらえていく。 
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3 国家の義務 

以上を踏まえて、具体的に国際人権法上の義務について検討を進めたい。 

国際人権法上、国家は人権を尊重する義務（Obligation to Respect）（以下「尊重義務」と

いう)、人権を保護する義務（Obligation to Protect)（以下「保護義務」という)、人権を充足

する義務（Obligation to Fulfil）（以下「充足義務」という）という、人権に対する３つの異

なる義務を負うと解されている197。この分類は国連人権機関によって整理され、学説もこ

れを踏襲する198。 

このうち、企業等の私的な主体による人権侵害から個人の人権を守るために国家が講じ

るべき積極的な義務は、「保護義務」に位置づけられる。国家は、企業等の私的な非国家

主体による人権侵害を防止・排除して個人を保護するために、相当の注意（due diligence）

をもって、取りうるあらゆる合理的な措置を取ること、及び、ひとたび人権侵害が発生し

た場合はこれを調査し、加害者を処罰し、被害者の救済を確保することを「保護義務」と

して義務付けられている199。 

このような保護義務は主要人権条約において、確認されている200。例えば、自由権規約

委員会は、2004年の一般的意見 31で、保護義務に関して、締約国が私的な主体による加害

を許容した場合や、防止、処罰、調査、是正・救済等の適切な措置を講じず、あるいはそ

のための相当注意義務（due diligence）を怠った場合、第２条の義務への違反が認められう

ることを明らかにしている201。 

 
197 申『前掲書』（注 11 ） 165-180 頁。申は、尊重義務とは、締約国が、その国家権力行使にあたって自ら

人権を侵害しないこと（181 頁）、保護する義務とは個人の権利が国家機関はもちろん私人や私企業等の第

三者によっても侵害されることから保護するための積極的措置を講じること（218 頁)、充足する義務とは

権利を実現するためにあらゆる適切な立法、行政その他の措置を取ることと整理される（294 頁）。 
198 Olivier De Schutter, International Human Rights Law, (3rded. Cambridge University Press. 2019). 
199 申『前掲書』（注 11 ）220 頁、 申「人権保障のための積極的義務としての手続的義務」『国際法外交雑

誌』112 巻 4 号 26-52 頁（2014 年）。リーディングケースである米州人権裁判所のヴェラスケス・ロドリゲ

ス事件判決本案判決(I/A Court H.R., Case of Velásquez Rodríguez v. Honduras. Merits. Judgment of July 29, 1988. 

Series C No. 4.) は、国家は私人による人権侵害を防止しまたは対応する相当の注意(due diligence)を怠った

場合責任を問われるとし( para.172)、その内容について「国家は保護する義務の一環として、人権侵害の

防止のための義務を負う。同時に、その管轄下で行われた人権侵害に対しては、真摯な調査を行い、責任

者を特定し、適切な処罰をし、被害者が適切な賠償を受けるように確保すべきである」（para.174）とし

た。この義務内容は国際人権法の規範として定着している。 
200自由権規約 2 条は、「締約国は（中略）この規約において認められる権利を尊重し及び確保することを

約束」すると規定するが、「確保義務」には、保護義務と充足義務を含む。自由権規約委員会は一般的意

見 31(General Comment No. 31, HR Committee, U.N. Doc. CCPR/C/74/CPR.4/Rev.6(2004), para.8, 社会権規約委

員会は、健康に対する権利に関する一般的意見 14 (General Comment No. 14, CESCR, U.N. Doc. 

E/C.12/2000/4 (2000) 、労働の権利に関する一般的意見 18 (General Comment 18, E/C.12/GC/18, 6 February 

2006)等において、尊重、保護、充足義務に分けて義務内容を特定している。このほか、女性差別撤廃条

約 2 条 1、女性に対する暴力撤廃宣言 (1993 年国連総会採択) 4 条 c 等も保護義務に位置づけられる。 
201HR Committee, General comment No. 31, Ibid.日本語訳は、滝澤美佐子・富田麻里訳を参照した。available 



48 

 

そして、非国家主体から個人が人権侵害を受けた場合、被害者に実効的救済を受ける権

利が保障されるべきことも争いがない。世界人権宣言第 8 条、自由権規約２条３項は実効

的救済を受ける権利を明記しており、自由権規約一般的意見 31 はその内容として、損害賠

償、リハビリ、および、満足の措置（謝罪、再発防止の保証等を含む）が含まれることを

明らかにしている202。社会権規約に実効的救済を定めた明文規定はないが、一般的意見 9

は社会権の侵害に対する国内的な救済措置が基本的に求められるとする203。そして、国連

総会は、重大な国際人権・人道法違反の被害に対する実効的救済を詳細に定めた基本原則

(Basic Principle)を採択している204。 

以上のとおり、企業など、私的な主体による人権侵害から個人を保護するため、国家は

事前の防止、事後の調査、加害者の処罰、被害者の実効的救済をすべき積極的義務（保護

義務）を負う。 

 

第 2 節 域外的保護義務の展開と限界 

それでは、非国家主体による人権侵害が領域外で発生した場合、国家はいかなる義

務を負うのか。国家の人権条約上の義務が域外で発生した事態についても適用される

かが問題となる。 

 

１ 人権条約の適用範囲と解釈の発展 

自由権規約 2 条 1 項の明文規定は、締約国が「その領域内にあり、かつ、その管轄

の下にあるすべての個人に対し（略）」、規約上の権利を尊重し及び確保する義務を負

うとし、規約が適用される地理的範囲を限定する。近年、自由権規約委員会は、領域

内でなくても管轄下の事態であれば国家が義務を負うとの解釈を積み重ねてきた205。

自由権規約一般的意見 31 は、規約上の国家の義務の対象について、「領域内のすべて

の個人及び管轄下にあるすべての個人の規約上の権利」(下線は筆者による)だと再定

 

at < https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/kokusai/humanrights_library/treaty/data/HRC_GC_31j.pdf > last 

accessed, on 30 January 2023. 
202 Ibid. 
203 General Comment No.  9, CESCR, U.N. Doc. E/C.12/1998/24(1998). 規約の個人通報に関する選択議定書

も、国内の実効的救済措置を前提としている。 
204 United Nations, Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross 

Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law, Adopted 

and proclaimed by General Assembly resolution, U.N. Doc. A/RES/ 60/147 (December 16 2005). 
205 坂元茂樹『人権条約の解釈と適用』（信山社、2017 年）46-51 頁 、申惠丰「人権条約の域外適用」森肇

志・岩月直樹編『サブテクスト国際法』（日本評論社、2020 年）160-172 頁を参考にした。 

https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/kokusai/humanrights_library/treaty/data/HRC_GC_31j.pdf
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義し、締約国の権力または実効的支配の下にあれば、個人がその締約国の領域外にい

る場合でも規約上の権利を尊重し，確保しなければならないとの解釈を明らかにした

206。 

条文の文理解釈を超えた発展的な解釈であるが、委員会は、この規約解釈を定着させ

ている207。これを前提にすれば、米国の領域外にあるグアンタナモ基地での拷問や、

イスラエルによるパレスチナ占領地での人権侵害について、米国やイスラエルに規約

上の人権義務違反を問いうることになる。米国もイスラエルもこの解釈を認めていな

い208が、ICJは 2004 年のパレスチナ「壁」事件勧告的意見209で、自由権規約委員会の

上記発展的解釈を承認し、領域外であっても管轄権を行使している国家には自由権規

約が適用されるとした210。一方、社会権規約は領域に関する規定を置いていないとこ

ろ、上記 ICJ 勧告的意見はイスラエルの領域外であるパレスチナに関しても、イスラ

エルは社会権規約上の義務を負うとした211。 

 

2 域外的義務の限界 

では、企業が国境を越えて活動し、進出先で人権侵害に関与することが想定される

場合、企業の本国はいかなる義務を負うのか、国家の人権条約上の域外的な保護義務

の有無や範囲が問題となる212。国家が領域外の一定の場所を実効的に支配していない

としても、国家が領域外の人権侵害行為を行う非国家主体と深く関係する場合、人権

条約上の適用範囲を拡張し、領域外の個人に対する国家の保護義務(以下、域外的保護

義務という)を認めることができないか。この点、人権条約の発展的解釈を先端的に行

ってきた欧州人権裁判所では、条約の適用範囲を画する概念である「管轄」を解釈に

 
206 坂元、同上 40-46 頁。HR Committee, General comment No. 31, supra note 200, para.10. 
207 Lopez Burgos v. Uruguay, Human Rights Committee (hereinafter, referred to as, “HR Committee”), 

communication number 052/1979, U.N.Doc. CCPR/C/OP/1 at 88, Views adopted on 29 Jul 1981; Montero v. 

Uruguay, HR Committee, communication number 106/1981, U.N.Doc. CCPR/C/18/D/106/1981, Views adopted on 

31 March 1983. 域外的義務に関する文言解釈と目的論的解釈の矛盾は、自由権規約において最も大きい

が、自由権規約委員会が人権条約の適用範囲をめぐって発展的解釈を重ねてきた。 
208 坂元『前掲書』（注 205 ） 51-58 頁。 
209 Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, I. C. J. 

Reports 2004, p. 136. 
210 Ibid., para.111. 
211 Ibid., para.112.    
212 Jennifer Zerk, “Extraterritorial Jurisdiction: Business and Human Rights Sphere from Six Regulatory Areas”, 

Working paper 59, Corporate Social Responsibility Initiative at the Harvard Kennedy School of Government (2010). 

日本における先行研究として、菅原「前掲論文」（注 38 ）（2）および(3・完)を参照した。 
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より広げてきた。その先例に照らし、域外的義務の拡張と限界を分析する213。 

 

（1）Loizidou v. Turkey 事件大法廷判決(先決的抗弁及び本案)214 

本件は欧州人権条約の発展的解釈として、条約1条の「管轄」を領域外に認めた判例

である。裁判所は先決的抗弁に対する判決において、人権条約の意義と目的に照らせ

ば、締約国が軍事行動の結果として、領域外の地域に対し、軍隊や現地の従属的行政

機関を通じて実効的な支配(effective control)を行使する場合、その支配の合法性の有無

に関わらず、締約国は欧州人権条約上の義務を負うと判示した215。 

また、本案判決は、トルコは北キプロスの一部に対し、実効的な全般的支配

(effective overall control)を及ぼしており、領域外の非国家主体であるTRNCの政策や行

動に対する責任があると判断した216。 

 

（2）Bankovic 事件大法廷決定217 

本件は旧ユーゴスラビアに対するいわゆる「人道的介入」として行われた NATO に

よる空爆で家族を失った遺族が、NATO を構成する諸国による欧州人権条約違反を訴

えた事件である。欧州人権裁判所大法廷は、条約１条に規定される「管轄」の意味を

検討し、「国の管轄に関する権原は、国際公法に立脚し、主として領域的なものである」

 
213 欧州人権裁判所(European Court of Human Rights, hereinafter, referred to as “ECtHR”)の関連判例に関する 

先行研究として Olivier De Schutter, “Globalization and jurisdiction Lessons from the European Convention on 

Human Rights”, Baltic Yearbook of International Law, Vol. 6 (2006) pp. 185-247; Marko Milanovic, Extraterritorial 

Application of Human Rights Treaties: Law, Principles, and Policy (Oxford University Press, 2011); 杉木 志帆「欧

州人権条約の適用範囲を定める『管轄』概念 ― その定義と『管轄の連関』構築要因」『世界人権問題研究

センター研究紀要』23 号（2018 年）43-174 頁、中尾元紀「人権条約の領域外適用 ― 積極的義務と国家の

義務履行能力の関係に着目して（一）」『阪大法学』69 巻 6 号 （2020 年）255-285 頁、中尾元紀「人権条約

の領域外適用 ― 積極的義務と国家の義務履行能力の関係に着目して （二・完）」『阪大法学』70 巻 1 号 

（2020 年）97-125 頁等を参照した。 
214 本件は、トルコによる北キプロス軍事占領後樹立された「北キプロストルコ人共和国（TRNC）」によ

る財産権侵害について、欧州人権条約違反が問われた事案である。Loizidou v. Turkey (Preliminary 

Objections), ECtHR (Chamber), Application no. 15318/89, Judgment of 23 March 1995; Loizidou v. Turkey, ECtHR 

(Grand Chamber), App. no. 15318/89, Judgment of 18 December 1996. 
215 Loizidou v. Turkey (1995), Ibid., paras. 62. 
216 Loizidou v. Turkey (1996), supra note 214, para. 54. 
217 Bankovic v. Belgium and Others (Admissibility), Application no.52207/99, Decision of 12 December 2001,  

para. 59 states, “As to the “ordinary meaning” of the relevant term in Article 1 of the Convention, the Court is 

satisfied that, from the standpoint of public international law, the jurisdictional competence of a State is primarily 

territorial. While international law does not exclude a State ’s exercise of jurisdiction extra-territorially, the suggested 

bases of such jurisdiction (including nationality, flag, diplomatic and consular relations, effect, protection, passive 

personality and universality) are, as a general rule, generally entails some form of structured relationship normally 

existing over a period of time.” 
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とし218、域外管轄権の行使は、関連する領域への実効的支配や、領域国の同意、侵略

または駐留に基づく占拠などの例外的な場合以外認められないとした219。諸国による

越境的な空爆行為によって、領域外の個人の生命が奪われており、原因たる国家等の

行為と結果の因果関係が明らかであるにもかかわらず、領土に対する実効的支配がな

いことを理由に、人権条約の適用を限定する判断に強い疑問が提起された220。 

 

（3）Al-Skeini 事件判決221 

本件で大法廷は、欧州人権条約の「管轄」は国家領域すべてに及ぶことを原則とし、

域外適用に関しては、国が領域外において行う行為に関し、例外的に認められるとの

判断を示した。大法廷は、その例外を 2 つのカテゴリー、すなわち、第１に、国家が、

そのエージェントを通じて支配と権威を個人に及ぼす場合（いわば「人への支配」）で

あり222、第２に、領域への実効的支配（effective control over an area）の場合（いわば

「地域への支配」）223であると明らかにした224。同判決は、占領のような事案において

は欧州人権裁判所の規範の及ぶ法的空間が必ずしも欧州に限定されないとした点225で

重要である。本判決は、Bankovic 事件判決を修正し、領域外の実効的支配に該当しな

い場合であっても欧州人権条約の域外適用を広げたものといえるが、それでも例外的

に域外適用が認められる場合は厳しく限定され、国家のエージェントでない非国家主

体が個人の人権を侵害する場合は対象外とされている226。 

 

（4）その他の関連する先例 

Bankovic 判決以降、Al-Skeini 事件以外にも領域外の事態に対する欧州人権条約の域

 
218 Ibid., para. 59. 
219 Ibid., para. 71. 
220 Milanovic, supra note 213, De Schutter, supra note 213, pp. 193-198. 
221 Al-Skeini and Others v. United Kingdom, ECtHR (Grand Chamber), Application no. 55721/07, Judgment of 7 July 

2011, 2003 年のイラク戦争の結果、バスラ地方に占領軍として駐留していた英国軍の作戦の結果発生した

現地民間人の殺害に関して、英国の責任が問われた事案である。大法廷は、本件は欧州人権条約の適用が

あると結論付けた。 
222 Ibid., para.137 states, “through its agents, exercises control and authority over an individual”. 
223 Ibid., para.138 states, “consequence of lawful or unlawful military action, a Contracting State exercises effective 

control of an area outside that national territory”. 
224 中尾「前掲論文」(一) （注 213 ）。 
225 Al-Skeini v. United Kingdom, supra note 221, para.142. 
226 和仁健太郎「アル・スケイニ対英国事件（欧州人権裁判所（大法廷）判決、2011 年 7月 7 日）」『阪大

法学』 62 巻 5 号  （2013 年）363-394 頁。 
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外適用に関する判断は積み重ねられている227が、域外への占領に伴い実効的支配を行

っている、または国家のエージェントが域外に展開している事例が多い228。 

2004 年の Ilascu 事件判決229は、モルドバ領域内を事実上支配していた非国家主体(以

下、MRT という）による原告らへの拘禁、拷問、死刑判決などの人権侵害について、

ロシアに欧州人権条約上の義務違反を認めた判決である230。 

非国家主体である MRT の結成を支援し、軍事・資金・政治的サポートを行ったロシ

アについて、「MRT に対する実効的支配または決定的影響力」を有するがゆえに、原

告らの運命に関する「継続的かつ途切れのない責任のリンク」があるとして、域外的

な人権義務を認めたのである231。非国家主体と国家の結びつきを根拠として「管轄」

を認める論理は、ビジネスと人権の文脈で今後同様の域外的な義務を拡張する萌芽と

もいえ、注目に値する。ただし、学説上は、事案の特殊性に鑑み一般化できないと評

されており232、同様の文脈で、領域外の企業に「実効的支配または決定的影響力」を

有する国家の条約上の義務違反が認められた事例は未だない。 

 

（5）小括  

 
227 Daniel Augenstein and Lukasz Dziedzic, “State Obligations to Regulate and Adjudicate Corporate Activities under 

the European Convention on Human Rights”, EUI Working Paper LAW, 1-37 (2017).  
228 Al-Jedda v. the United Kingdom事件判決 (Al-Jedda v. the United Kingdom, ECtHR (Grand Chamber), 

Application no.27021/08, Judgement of 7 July 2011) 等、イラク戦争に伴う占領・駐留に関連する欧州人権条

約の域外適用に関する判例も出されているが、本研究の焦点とは異なるので割愛する。 
229  Ilascu & Others v. Moldova & Russia, ECtHR (Grand Chamber), Application no. 48787/99, Judgement of 8 July 

2004. 
230 Ibid. MRT とは「トランスドニエストリア地域モルドバ共和国」とされ、分離独立派によって宣言され

たが、国家承認を受けていない。 
231 Ibid. ロシアは、支配地域を実効的に支配しないにもかかわらず、MRT への決定的影響欲を根拠に、自

国の「管轄」下にあるとされた。一方、モルドバは、MRT支配地域への実効的支配を失っているもの

の、自国領域は「管轄」下にあるとされた。Ilascu & Others v. Moldova & Russia, supra note 229, paras. 392-

394. 
232 De Schutter, supra note 213, pp. 245-246, 非国家主体といっても国家承認を受けずに地域を支配している

自称政府と企業の間ではその性質に違いがある。本件については、原告らの保護法益を侵害する先行行為

があったことを領域外における積極義務を基礎づける根拠として重視する見解もある（中尾「前掲論文」

（注 213 ）（二・完））。確かに Ilascu 事件では、ロシアは MRT 結成を支援し、かつ原告らを MRT の警察

に引き渡したという先行行為があるが、いずれも欧州人権条約発効前である。一方、欧州人権裁判所は、

Catan 事件判決(Catan and Others v. Moldova & Russia, ECtHR (Grand Chamber), Application no.43370/04, 

8252/05 and 18454/06, Judgement of 19 October 2012)で、MRT支配地域における教育を受ける権利侵害の訴

えに対し、同様に両国の義務違反を認定したが、この件では Ilascu 事件と異なり具体的先行行為はない。

Catan 事件判決は、MRT はロシアの支援なしに存続は不可能であるとして、ロシアによる「実効的支配」

を根拠として侵害が認定されており(para.150、同項には「決定的影響力」への言及はない)、この域外管轄

権に関して Al-Skeini 事件判決が定立した「人に対する支配」「地域に対する支配」のいずれの場合なのか

判然としない。Milanovic は、理論的整理がつかない判例が積み重ねられているとして欧州人権裁判所を

批判した(Marko Milanovic, “Grand Chamber Judgment in Catan and Others”, EJIL Talk !, (2012)。 
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欧州人権裁判所の判例は、人権条約の域外適用が認められる場合を拡張してきたも

のの、いまだ管轄の基本は領域であるとされ、域外適用がごく例外的に認められるに

過ぎない。Al-Skeini 事件で整理された「管轄」に関する判断枠組みを前提とすれば、

ビジネスと人権に関わる事案、すなわち、企業などの非国家主体が領域内から越境し

て領域外で人権侵害を行う事案や、領域外で人権侵害をする非国家主体を国家がコン

トロールしうる事案であっても、当該国家が、非国家主体による人権侵害から領域外

の個人を保護する積極的な義務（域外的保護義務）を負うとの結論を直ちに導き出す

ことは困難である。Ilascu 事件等の先例に照らしても、領域外の非国家主体に対する国

家の実効的支配を根拠に、当該国家に域外的保護義務が認められる場合は極めて例外

的なものに限定されるであろう。 

 

3 受入国の義務履行の限界 

一方、国境を越えた人権侵害の結果、受入国において人権侵害が発生するのであれ

ば、受入国こそが非国家主体から住民を保護する第一義的な義務を負い、実効的救済

を確保すべきである、という議論が当然成り立ちうる。確かに、領域国は人権に関す

る第一次的な義務を負うが、その義務履行が困難な場合が少なくない。 

第１に、前章で見た通り、バリューチェーンの頂点に立つ多国籍企業は利潤追求を

最大化するために、自国より人件費が安く、事業活動にあたって障壁となる規制が緩

やかな国を選ぶ傾向がある。本国と比べて労働法、環境法その他の規制が厳しくなく、

国家による監視メカニズムも厳しくない国が選ばれやすい233。また、事業地や原材料

調達の現場は、紛争国家や、権威主義体制国家など、住民の人権を保護する意思も能

力もない国家も少なくないとされる234。投資受入れによって得られる利益を確実にす

るために、国家が反対運動を抑制し、被害者・告発者、人権活動家を弾圧する事例も

ある。 

第 2 に、ラギーが国連人権理事会報告で指摘したとおり、投資受け入れ国はあらか

 
233 多国籍企業やバリューチェーンの頂点に立つ企業はガバナンスの強い本国を回避してガバナンスの弱

い国で操業、生産委託をし、いわばガバナンスのギャップを利用して利益を得る傾向がある。委託先の所 

在国の人件費コストが高くなったり、規制が強化されれば、いつでも発注を止めて他国の企業に発注を委

託することが可能である。ヒューマンライツ・ナウ(以下、HRN)【声明】バングラデシュ 「『ラナプラ

ザ』後も続く低価格競争のなか、縫製工場の搾取的労働が今も続いている」（2014 年） available at <  

https://hrn.or.jp/news/3036/> last accessed on 30 January 2023. 
234 SRSG, Interim Report, supra note 32, p. 6, para. 16. 

https://hrn.or.jp/news/3036/
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じめ締結している投資協定に基づき、投資の障壁となる規制の撤廃・緩和を約束させ

られていることが多い。その結果、受入国は、投資仲裁に提訴されるリスクを恐れる

ことなく人権を保護する国内基準や規制を導入することが困難となる。投資受入国の

なかには多国籍企業との合意において、投資の期間を通じて、受入国に対する規制を

変更しないと約束させられている国もあり、長期にわたり、主権国家として人々を守

る法規制の権限を事実上縛られるケースも少なくない235。 

第 3 に、受入国(被害発生国)における司法救済が抱える課題である。まず、受入国に

おける司法の腐敗や遅延、独立性・公正性の欠如、一般的な人権状況への懸念から自

由な訴訟活動に懸念がある場合が考えられるが、問題はその先にもある。 

受入国で被害者が企業を訴え、勝訴したとして、実効的な救済は困難に直面する。

子会社の資産がほとんどなく、親会社の資産のほとんどが親会社の本国にある場合、

親会社が判決を任意に履行せず、判決の承認・執行手続を争えば、現実的に救済を確

保することが困難となる。後の章で詳細に検討するが、現実に、判決を得ても被害者

が救済されない事例がみられる236。 

 

4 考察 

一連の検討の結果、欧州人権裁判所の一連の判例は、国家が実効的支配をしていな

い領域外の場所における個人に対する域外的義務を限定する傾向を示している。 

その基点となった Bankovic 事件判決は、国際公法の見地から「管轄」を解釈し、原

則として領域内であるとの見解を出しているが、このような見解は国際法上争いのな

い見解なのだろうか。デ・シュッター は、欧州人権条約の適用範囲を画する概念であ

る「管轄」と、国家管轄権とは異なる概念であると指摘し、にもかかわらず判決が両

者を混同した結果、誤った判断をしたとして厳しく批判する237。デ・シュッターは、

裁判所の論理では、国家が国家管轄権の範囲を越えて他国で人権侵害行為を行ったと

しても、人権侵害の責任を負わないことが正当化されてしまうと指摘した238。欧州人

 
235SRSG 2008 Report, supra note 124, para.34-35; Jose E. Alvarez, “Are Corporations Subjects of International 

Law”, Santa Clara Journal of International law, Vol. 9 (2011), pp. 1-36.  Alvarez は投資仲裁が投資受入国にとっ

て不公平であり、受入国の人々の権利擁護に逆行すると詳細に指摘している。 
236 第 5 章参照。 
237De Schutter, supra note 213, pp.195-197. 積極的属人管轄権、受動的属人管轄権を行使しうる事例であって

も直ちに人権条約上の義務を負うわけではない。二つの観念に重なり合いはあっても同一ではない。 
238 Ibid.  
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権裁判所はこうした批判を受けてか、その後の判断において、Bankovic事件判決を修

正し、条約の適用概念を拡大してきた。それでも、非国家主体の域外活動に基づく人

権侵害について、国家の域外的義務を認める判例は極めて限定される。 

ミラノビッチらは、域外的義務に関して、「消極的／積極的義務二分論」すなわち人

権に関する消極的義務の領域外適用を広く認める一方、積極的義務に関しては、国家

が空間的・地域的に支配する領域に限られるとの見解を有力に主張している239。二分

論の論拠は、国家が加害行為を行わないとの消極的義務の履行はいかなる場所を対象

としても可能だが、積極義務の履行は、支配領域でなければ難しいとの理由によるも

のだという。しかし、この見解に対しては、国家の履行能力に鑑みても、消極義務・

積極義務を単純に二分割することには合理性を欠くとの批判があるうえ、国境を越え

る企業による人権侵害については問題を放置するものだとして批判されている240。 

以上のとおり、欧州人権裁判所の先例や学説を見る限り、越境的活動を行う企業の

本国が、企業活動によって影響を受ける領域外の個人に対して人権条約上の義務（域

外的保護義務）を負うという結論を導き出すことは直ちには難しい。その一方で、企

業の進出先である受入国は、領域内の個人の人権を保護する主たる義務を負うが、そ

の実施は困難に直面する。結果として、法的な保護を受けられずに犠牲になるのは影

響を受ける個人である。 

そこで、以上のような議論を乗り越えて、多国籍企業の本国等に対して域外的保護

義務を認める理論構築が研究者の間で活発に展開されるようになる241。本研究におい

ても後の章で詳しく検討する。 

 

 
239Milanovic, supra note 213 , pp.209-222, 中尾「前掲論文」（注 213）（一）1454 頁。 
240 Yuval Shany, “The Extraterritorial Application of International Human Rights Law”, Recueil des cours, Vol. 409, 

The Hague Academy of International Law (Brill  Nijhoff, 2020), pp.88-92, 杉木「前掲論文」（注 213）。ビジネス

と人権の課題にも対応しうるよう、国家が域外的保護義務を負う範囲について、もっときめ細かな理論を

構築することが必要である。 
241 特に適用範囲に関する明文規定を置かない社会権規約の解釈を中心に議論が進んだ。 代表的なものと

して、Robert McCorquodale and Penelope Simons, “Responsibility beyond Borders: State Responsibility for 

Extraterritorial Violations by Corporations of International Human Rights Law”, Modern Law Review, Vol.70 (2007), 

pp. 598-625; Zerk, supra note 212; Sigrun I. Skogly, Beyond National Borders: States’ Human Rights Obligation in 

International Cooperation (Intersentia, 2006) 等を参照した。スコグリーの著作は、国際協力義務という分析

視角による先駆的な研究である。 
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第 3 節 国際人権法による多国籍企業規制の提案 

  第 2 節で検討した通り、国境を越える企業による人権侵害について、国家の義務

を領域外に拡張する方向での問題解決には壁がある。そこで、検討する必要が出てく

るのが、企業に国際人権法上の義務を課すアプローチである。 

すでに見てきた通り、国際人権法は企業に直接の義務を課していないため、新しい国

際法の合意形成が必要となる。学説上、こうした国際法の発展を後押しする議論が検

討され、国連人権小委員会を舞台に、新たな規範形成の議論も行われた。第 3 節で

は、こうした議論の状況及び帰趨を検討する。 

 

1 学説 

企業による国境を越えた人権侵害に対する解決策として、1990 年代以降、企業を国

際法上のアクターとして明確に位置づけ、国際法上の義務を課す見解が、学説上活発

に議論されるようになった。 

ラトナーは、国連の制裁決議、EU、ILOなどの様々な規範を丹念に検討し、企業に

国際人権法上の義務を課す理論を提案した。具体的には、①企業は国家等の人権侵害

に加担しない義務、②自社や取引先を通じて人権侵害行為を直接行わない義務がある

とする242。クラッパムは、様々な非国家主体に人権に対する義務があることを論証

し、企業も例外ではないと主張した243。キンリ―らは、権利ごとに分類分けを行い、

直接的な義務を認めようと試みた244。 

 

2 企業に直接の義務を課す「規範（案）」の提案 

企業に直接義務を課すアプローチは、1990年代後半から 2000 年代前半に、国連人権

機関を舞台として活発に議論された。 

1998年 8月、国連の人権小委員会は、5人の専門家による作業部会を結成して多国籍

企業の行動に関する調査研究を行うこととし、翌年、小委員会の委員であるデイビッ

ド・ワイスブロットが多国籍企業に関する行動規範の起草を委託された245。 

 
242 Ratner, supra note 28, pp.525-526. 
243 Clapham, supra note 29. 
244 Kinley and Tadaki, supra note 29. 
245 「規範（案）」の起草作業においては、国際法研究者、 NGO 、労働組合関係者等、幅広いステークホ

ルダーへのコンサルテーションを経てドラフトの更新が重ねられた(David Weissbrodt and Muria Kruger, 

“The Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises With Regard to 
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2003 年、 ワイスブロットが起草した「多国籍企業その他のビジネス活動の人権に関

する規範（案）」 (以下、「規範（案）」という)が人権小委員会に提案され、同委員会で

採択された246。以下に、その内容を分析する。 

 

（1）企業の義務 

「規範（案）」は、１項で、国家が人権に対する第一次的な義務を負うことを確認し

つつ、多国籍企業その他の企業体も人権に関する義務を負うと明確に規定した。１項

は、企業が、国際法及び国内法で認められる人権と、先住民を含む脆弱なグループの

利益を「促進し、充足を保障し、尊重し、その尊重を確保し、保護する」義務がある

と規定した。ただし、企業は国家と異なり、いかなる場合も人権の義務を負うのでは

なく、「それぞれの活動と影響力の範囲において（their respective spheres of activity and 

influence）」義務を負うとの限定が付された247。 

「規範（案）」の 2 項以下には、企業が義務を負うべき人権カタログを列挙された。

その内容は、差別禁止248、人身の保護(戦争犯罪、人道に対する罪、拷問、強制労働及

び最も深刻な国際犯罪への関与等の禁止)249、労働者の権利250、国家主権と人権の尊重

等251、消費者保護252、環境保護253からなる。 

以上の義務を果たすために、多国籍企業を含む企業は、この「規範（案）」に基づく

内部規則を制定、公表し、その規則を実施し、さらに実施状況を定期的に報告すべき

だという。さらに企業は、契約関係にある法人・個人との取引関係254において、契約

書の中に「規範（案）」の内容を挿入し、規範に基づく人権に関する活動の影響

(impact)について定期的な評価を行うべきだとする255。 

 

Human Rights”, in Non State Actors and Human Rights, supra note 135, pp.315-350 )。 
246 Draft Norm, supra note 30. 解説として、横田洋三「人権に関する多国籍企業及び他の企業の責任に関す

る規範（案）の紹介」『法律時報』77 巻 1 号 （2005 年）25-26 頁がある。 
247 1 項。 
248 2 項。 
249 3-4 項。 
250 5-9 項。 
251 10-12 項。 
252 13 項。 
253 14 項。 

254 15 項によれば、委託先、下請け、サプライヤー、ライセンス所有者、販売業者その他を含むとされ

る。 

255 15 項。2011 年に採択されたビジネスと人権指導原則の、方針のコミットメント（原則 16)、適切な措置

（原則 19）、追跡調査（原則 20）、公表（原則 21）の原型となる提案である。 
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以上のとおり、企業には人権に対する義務があると明記したことに、「規範（案）」

の重要な意義がある256。ワイスブロットは、企業の国際法上の義務が認められる論拠

として、まず、世界人権宣言が前文で、宣言に規定された普遍的な人権の承認・遵守

を「社会の各個人及び各機関(organ of society)」に呼びかけ、30 条で、宣言の規定する

自由と権利を破壊することをいかなる集団にも認めないと規定していること、同宣言

が国際慣習法上の地位を獲得していることをあげ、併せて、国際法上、法人の法的責

任や賠償責任を定めた OECD 外国公務員贈賄防止条約やバンカー条約が存在すること

等を主張した257。 

（2）履行メカニズム 

次に「規範（案）」は、企業による履行を確保し、救済を実現するためのメカニズム

について定める。第 1 に、多国籍企業その他の企業は、既存のあるいは今後創設され

る国連、その他の国際的、国内的なメカニズムにより定期的なモニタリングを受ける

とする。注目すべきは、モニタリングは透明性と独立性を備えたものであり、NGOを

含むステークホルダーからのインプットを考慮に入れ、規範に対する違反を主張する

申立に対応するとの点である258。第 2 に、国家は「規範（案）」を実施するために適切

な立法・行政その他の枠組みを導入すべきとする。第 3 に、企業は「規範（案）」の実

施を怠った結果として人権に対する負の影響を受けた人・機関・コミュニティに対

し、速やかで効果的で適切な賠償を行うべきとする。そして、被害救済に関して「規

範（案）」は国内裁判所、国際裁判所において適用されるという259。 

 

（3）「規範（案）」の意義 

「規範（案）」の意義は、何よりも、2000年代初頭の国際人権法学における多国籍企

業責任追及への取り組みと議論を反映し、国連史上初めて、非国家主体である企業に

対し、国際法上認められた人権に関する義務があると規定したことにあると評価され

 
256 当時、小委員会委員であった横田は、人権や環境分野等の多くの国際条約や国際機構で採択された行

動基準を再確認するもので、特別に新しい規範として提示されているものはほとんどないとする(横田

「前掲論文」（注 246）25-26 頁)。 
257 企業に人権に対する義務があると規定した根拠は、「規範（案）」そのものには触れられておらず、

Weissbrodt らの公表論文(Weissbrodt and Kruger, supra note 245, pp. 328-335)に理由づけが記載されている。  

258 16 項。 
259 Ibid. 
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ている260。 

ワイスブロットは、ソフトローである「規範（案）」に企業の義務を規定する法的意

義について、企業を拘束する国際条約が直ちにできる状況ではないことを前提にしつ

つ、「ハードローは、法的拘束力のある義務を明確に創設するが、ソフトローは勧告の

形から始まる。それは時を経て、条約の解釈基準とみなされ、慣習を確立することを

助け、将来的な条約起草の基礎になるだろう」と強調した261。 

加えて、「規範（案）」において特筆すべき点は、企業による人権侵害について被害

当事者からの苦情申立を受け付けるモニタリング・メカニズム設置の提案がなされた

ことである。国際人権条約の下では履行確保のために人権条約機関が設置され、個人

通報制度による救済システムが構築されているが、申立の名宛人は当然のことながら

国家に限られてきた。被害者が企業を名宛人として人権侵害の救済申立を行い、効果

的な救済を得ることができる国連メカニズムの創設は、国境を越えた企業による人権

侵害の解決として画期的な意義がある。 

 

3  「規範（案）」に対する国際社会の反応と批判 

（1） 国際社会の反応 

国際人権法によって多国籍企業を規制する国連文書を長年待ち望んできた人権 NGO 

や 国際人権法学者は、「規範（案）」の提案を歓迎し、強い期待を表明した。一方、

「規範（案）」は法的な拘束力のないソフトローとして提示されたが、「多国籍企業経

営者側からの強い反対があり、先進国政府代表を中心に慎重論が出された」とされる

262。結果的に、「規範（案）」は、国連人権委員会で採択されず、いわば廃案にされた

263。 

 
260 Alston, supra note 135, pp. 32－33.  

261 Weissbrodt and Kruger, supra note 245, p. 339. 

262 横田は、「既存の国際条約や行動基準の再確認であるとすれば、このような反対論や慎重論には根拠が

ない」とし、経営者や先進国政府の不満は 16 項に規定された国連等による定期的監視や検証にあるとの

見方を示した（横田「前掲論文」（注 246）26 頁）。 
263人権理事会の前進である国連人権委員会は「『規範案』は委員会から委託されたものではなく、法的根

拠がなく、小委員会はいかなる監視機能も果たしてはならない」と決定し(Commission on Human Rights, 

Decision 2004/116: Responsibilities of transnational corporations and related business enterprises with regard to 

human rights, U.N. Doc. E/CN.4/2004/116, pp. 14-15, 20 April 2004)、経済社会理事会も同様のことを確認した

（Economic and Social Council, Decision, Responsibilities of transnational corporations and related business 

enterprises with regard to human rights, U.N. Doc. 2004/279 (22 July 2004)(吾郷「前掲論文」（注 38）60 頁）。 
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（2）ラギーによる「規範（案）」の批判 

2006年、人権と多国籍企業及びその他のビジネス活動の問題に関する国連事務総長

特別代表（SRSG）264に就任したラギーは、2006年の第 4 回人権理事会で、「規範

（案）」を全面的に批判し、その後のビジネスと人権に関する国際社会の合意形成では

「規範（案）」を前提としないことを明確にした265。ラギーによる批判の要点は以下の

とおりである。 

ラギーは第 1 に、「戦争犯罪、人道に対する罪など可能性のある例外を除き、企業に

対して拘束力のある義務を課す国際法上の原則はない」とし、企業に国際人権法の義

務を課す「規範（案）」の大前提は採用し難いと指摘した266。第 2 に、1 次的な義務保

持者である国家の義務と、2次的な保持者である企業の義務の区別が十分に定義されて

おらず、企業の義務の射程と適用要件が明確でないと指摘する。ラギーは関連して、

企業は国家と異なり、限られた役割を果たす特別の団体であることを強調した267。第 3

に、「規範（案）」が企業に義務を課す基準として提案した「影響を及ぼす範囲」は、

法的裏付けを欠くものであり、その射程が明確に特定されていないと批判した268。 

 

4  小括 

以上のとおり、企業に国際人権法上の義務を課す「規範（案）」の挑戦は頓挫し、国

際社会はこのアプローチを採用しないこととなった。 

確かに当時、企業を国際人権法上の義務履行主体として位置付ける国際慣習法が成

立しているとは言えなかったし、「規範（案）」が企業の義務として提示した内容はさ

らなる議論が必要だっただろう。しかし、「規範（案）」が全面的に否定された結果、

 
264 国連人権委員会は、「規範（案）」を採択する代わりに、新たな調査研究を行うこととし、SRSG を任命

することを決議した(Commission on Human Rights, Resolution 2005/69:  Human Rights and Transnational 

Corporations and Other Business Enterprises, U.N. Doc. E/CN.4/RES/2005/69(20 April 2005). 
265 SRSG, Interim Report (2006), supra note 32, p.17, para.69. 
266 Ibid., p. 15. para.60, “with the possible exception of certain war crimes and crimes against humanity, there are no 

generally accepted international legal principles that do so”. 
267 Ibid., para. 68, “they are specialized organs that perform specialized functions. They are not a microcosm of the 

entire social body” (para.66), “corporations are not democratic public interest institutions”. 
268 Ibid., p. 17, para. 67; ラギー『前掲書』（注 33）。「企業の影響力を及ぼす範囲」という概念はラギーが起

草に携わったグローバル・コンパクトで用いられている。しかし、ラギーは自発的に人権を支援するよう

に求めるのと、法的な義務を企業に課すことは全く別のことであると批判した。 
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企業に国際人権法上の義務を課す方向での国際法の発展の機運は妨げられ、国際社会

は人権侵害に対する実効的な救済メカニズムを構築する好機を逸した269。 

規範の提案した内容は、今後のビジネスと人権に関する国際法の発展に関する重要

な問題提起であり、その実現のための理論構築の努力は続けられるべきであると考え

る。 

  

 
269 「規範（案）」16 項の提起したモニタリング・メカニズムである。 
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第 1 部のまとめ 

 

 以上のとおり、第 1 部では、国境を越えたビジネスがもたらす人権侵害を概観し、

これに対する国際的な法規制の現状について概観してきた。 

国境を越える企業のもたらす人権侵害という課題に対し、国際法の伝統的な枠組み

も、また国際法の規範の欠缺を埋めようとしたソフトローの枠組みも、十分な対応が

できず、影響を受ける人々の人権を十分に保護できない状況が明らかになった。 

また、こうした枠組みを乗り越えようとする国際人権法の様々な試みは、人権条約

の適用範囲の拡大というアプローチにおいても、企業への人権条約上の義務の確認と

いうアプローチにおいても、壁に直面したことが明らかになった。その際に登場した

のが伝統的な国際法の言説であった270。 

一方、国際法がその出現に貢献した経済のグローバル化の結果、法規範の定立、執

行、紛争解決という政策実現過程が一国内で完結しえない現実が生じていることは広

く認識されている271。本研究が対象とする国境を越える企業の人権侵害の課題に関し

ては、「ガバナンス・ギャップ」すなわち、一国家領域を越える企業行動が生み出す人

権侵害とこれに対処・是正すべき主権国家の対応能力の間に深刻なギャップが生じ、

「企業がいかなる違法行為をしても適切な制裁も受けず、賠償もしないまま行うこと

を許容する」国際的な規制環境が出現していると指摘されている272。その影響を受け

て犠牲となるのは脆弱な立場に立つ個人である。 

フォークは「ウェストファリア体制」、すなわち領域主権国家間の水平的な相互作用

に依拠する国家中心主義な世界秩序を前提とする領域性に根差した国家中心主義的な

国際法の伝統的な秩序構想を維持したままでは、現代のグローバリゼーションのもと

 
270 SRSG Interim Report, supra note 32, Bankovic v. Belgium and Others, supra note 217. 
271中川「前掲論文」（注 94）4-10 頁、藤谷武史「グローバル化と公法・司法の再編」浅野有紀ほか編『グ

ローバル化と公法・司法関係の再編』(光文堂、2015 年)336-346 頁 、浅野有紀・原田大樹・藤谷武史・横

溝大「序論グローバル化と法学の課題」『同書』1 頁、須網「前掲論文」（注 52） 56 頁。 
272 SRSG 2008 report, supra note 124, p. 3, para.3. ラギーは、「ガバナンス・ギャップ」によって「企業がいか

なる違法行為をしても適切な制裁も受けず、賠償もしないまま行うことを許容する」国際的な規制環境が

醸成されたと問題状況を指摘する指導原則はこのギャップを埋めようとして策定されたが、本論文第 2 部

で詳述するように十分に埋められていない。 



63 

 

で人類の福利が脅かされる危機に対応できないとし、その克服の必要性を指摘してい

る273。 

デ・シュッターは、ビジネスと人権の文脈において、「国際法は国家間のみを規律す

る法である、という時代遅れの国際法の理解の人質になってはならない」として、今

日的要請に基づく新たな国際法の解釈の必要性を強調する274。 

経済のグローバル化の下で生じる、国境を越える企業の人権侵害から影響を受ける

人々の人権を保護するために、伝統的な国際法のアプローチの限界を超えた、ビジネ

スと人権に関する国際法の発展が求められていることが明らかになった。そこで、次

章以降で、企業の越境的活動がもたらす人権侵害によって影響を受ける人々の人権を

実効的に保護し、企業のアカウンタビリティを確立するための国際法、特に国際人権

法の発展方向について検討を進めていく。 

 

  

 
273 フォークは「ウェストファリア体制」を、非西洋の資源の搾取を通じて文明的支配を確立した近代の

産物であり、領域主権国家間の水平的な相互作用に依拠する世界秩序だとし、物質的な諸条件の不平等に

起因するグローバルな階層性によって行動を方向づける垂直的相互作用から注意をそらす限りにおいて、

常に欺瞞的であったと批判する(リチャード・フォー著(前田幸男他訳)『パワーシフト ―新しい世界秩序

に向かって』（岩波書店・2020 年）vii-xii 頁。 
274 De Schutter, supra note 142, p.33. 
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第 2 部 国連ビジネスと人権指導原則とその実施 

 

2011 年、国連人権理事会は、国連事務総長特別代表に任命したラギーの提案に基づ

き、国連「ビジネスと人権に関する指導原則 ―『保護、尊重及び救済』枠組実施のた

めに」（以下、指導原則）をコンセンサスで採択した275。歴史上はじめて、国連でビジ

ネスと人権に関する国家の義務と企業の責任が定義され、国際的な承認を得たのであ

る。指導原則は以後、ビジネスと人権に関する世界的なルールの中心的位置を占める

ようになり、多くの国際機関やソフトロー規範に参照され、大きな影響力を獲得した

276。 

しかし、指導原則は果たして、第 1部で見てきたような企業による深刻な人権侵害

を解決しうる規範なのだろうか。第 2 部ではその問いを、被害者及び当事者の視点に

立って検討する。まず第 3 章で、指導原則の意義および内容を分析し、その発展的性

格とともに限界を明らかにする。そして、第 4 章、第 5 章では、指導原則の実施状況

と被害救済の現状を検証する。検討を通じ、指導原則が国境を越えるビジネスによる

人権侵害を防止・救済するための実効性ある規範として機能しているのかを分析し、

課題を明らかにする。 

  

 
275 Guiding Principles, supra note 3. 
276 Nico Krisch, “Order at the margins: The legal construction of interface conflicts over time”, Global 

Constitutionalism, Vol.9 no.2 (2020), pp. 343and 356. 
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第 3 章 国連ビジネスと人権に関する指導原則 

 

2011 年に採択された指導原則は、ソフトローであるが、ビジネスと人権に関する国

家の義務と企業の責任を整理して具体的な原則を明確にした初めての国連文書であ

り、本研究の重要な検討対象である。本章では、まず、指導原則の内容を分析し、そ

の普及のための取り組みを概観した後、学説の評価をもとに、人権侵害の被害者や当

事者の視点からみた指導原則の意義と限界について分析し、暫定的な評価を行う。 

 

第 1 節 指導原則の内容 

第 1 節では、指導原則の内容を概観する。指導原則は、ビジネス活動による人権侵

害への対応として、第 1に、人権を保護する国家の義務（第 1 の柱）、第 2 に、人権を

尊重する企業の責任(第 2 の柱)、第 3 に、救済へのアクセス(第 3 の柱)という 3 つの柱

からなるフレームワーク(「保護」「責任」「救済」)を提示し、柱ごとに具体的な定め

を置いている277。以下、それぞれの柱ごとに規範内容を概観していく。 

 

１ 国家の「保護」する義務（第 1 の柱） 

第 1 の柱である国家の義務は 7 つの原則からなる。指導原則はまず、原則１で「国

家は、その領域及び／または管轄内で生じた、企業を含む第三者による人権侵害から

保護しなければならない。そのために、実効的な政策、立法、規制及び裁定を通じて

そのような侵害を防止し、捜査し、処罰し、そして補償するために適切な措置をとる

必要がある」と規定する278。ここでの国家の「保護する義務」（Duty to Protect）は、国

際人権法がこれまで積み上げてきた自国領域・管轄下での保護義務をそのまま踏襲し

たものである279。 

 次に、原則 2 は、「国家は、その領域及び／または管轄内に住所を定めるすべての企

 
277 Ibid. 指導原則採択に先立ち 2008 年、国連人権理事会は Ruggie の提案により、「ビジネスと人権に関す

る『保護・責任・救済』フレームワーク」 (SRSG 2008 Report, supra note 124) を全会一致で採択してお

り、指導原則はこれを土台として起草された。 
278 Principle 2, supra note 3, 原文は” States must protect against human rights abuse…”と規定され、保護の対象

が省略されているが、個人を人権侵害から保護するとの趣旨である。 

279 指導原則はソフトローであるため、同原則に「国家の義務」として記載された内容は直ちに国際法上

の国家の義務にはならない。ただし、原則 1 の内容は国際人権法上、すでに締約国の義務として広く承認

されている内容であり、must が使用される。原則 1 を除く各原則は、国家を名宛人する原則も企業を名宛

人にする原則も should が使用されている。 
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業がその活動を通じて人権を尊重するという期待を、明確に表明すべきである」と述

べ、属人的管轄権を行使しうる企業に対する国家の義務を「期待表明」にとどめた280。 

原則 3 は、国家の取るべき政策として、企業に人権の尊重を求めることを目的とす

る法律を制定すべき(should)281等と列挙する。原則３の解説は、「国家は、企業が常に

国家の不作為を好み、または国家の不作為から利益を得ると推定すべきではなく、企

業の人権尊重を助長するため、国内的及び国際的措置、強制的及び自発的な措置とい

った措置を上手に組み合わせること（smart mix）を考えるべきである」282と指摘する

が、国家に対し、多国籍企業その他の企業に対する具体的な法規制を義務付けるもの

ではない。 

原則 4 ないし 6 は、国が所有、連携、取引する企業に対する域外的な性質も含む措

置について規定する283が、いかなる政策を講じるかは国家の広範な立法・政策裁量に

ゆだねている284。企業の域外的な活動への国家の義務をより具体的に規定するのは、

紛争影響地域における企業の活動に関する原則 7 であるが、この原則においても、国

家は、「できるだけ早い段階で企業に関わる」「適切な支援を企業に提供する」「協力を

拒否する企業に対して、公的な支援やサービスへのアクセスを拒否する」「重大な人権

侵害に企業が関与するリスクに対処するため、政策、法令、規則及び執行措置が有効

であることを確保」すべきだと規定するにとどまる285。 

このように、指導原則は、国家が自国企業の領域外の活動に対して域外的な人権義

務を負うか、という問題に踏み込まなかった。 

 
280 Principle 2, supra note 3. 
281 Principle 3. 原則 3 は、「a. 企業に人権の尊重を求めることを目的とし、またはそうした効果を有する法

律を実施し、定期的に法律の適切性を評価し、ギャップがあれば対処する」、「b. 会社法等、企業の設立及

び事業活動を規律するその他の法律及び政策が、企業に対し人権の尊重を強制するのではなく、できるよ

うにする」、「c. その事業を通じて人権をどのように尊重するかについて企業に対し、実効的な指導を提供

する」、「d. 企業の人権への影響について、企業がどのように取り組んでいるかについての情報提供を奨励

し、また場合によっては、要求する」とする。 
282 Principle 3, commentary. 
283 Principle 4-6. 原則 4 は、国家は、「国家が所有または支配している企業」あるいは「輸出信用機関及び

公的投資保険または保証機関等、実質的な支援やサービスを国家機関から受けている企業」による人権侵

害に対して、必要な場合には人権デュー・ディリジェンスを求める等の追加的処置をとるべきとする。原

則 5 は、国家が、人権の享受に影響を及ぼす可能性のあるサービスを提供する企業と契約を結ぶか、ある

いはそのための法を制定している場合、国際人権法上の義務を果たすために、しかるべき監督をすべきだ

とし、原則 6 は、国家は、国家が商取引をする相手企業による人権の尊重を促進すべきだとする。 
284 Principle 4, commentary.原則 4の解説は「企業が国家によって支配される場合や、さもなければその行

為が国家によると考えられる場合、企業による人権の侵害は、国家自体の国際法上の義務違反となりう

る」とするが、国営企業についても域外的な人権の義務を明確に定義していない。 
285 Principle7. 
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2 企業の責任（第 2 の柱） 

指導原則の第 2 の柱は企業の責任であり、「責任」は、Duty でも Obligation でもなく

Responsibilityとして規定され、企業は人権を尊重する責任（Responsibility to respect）を

負うと規定された286。  

 

（1）企業の責任の基本的内容 

 指導原則 11 は、企業の責任を「企業は人権を尊重すべきである。これは、企業が他

者の人権を侵害することを回避し、関与する人権への負の影響に対処すべきことを意

味する」と定義した。この企業の「責任」とは、人権に対する国際法上の義務ではな

く、社会規範に基づく社会的責任だとされる287（下線は筆者による）。ラギーは著書で、

「『責任』という用語を用いるのは、それが法的義務とは異なっていることを表現しよ

うとするためだ」と述べている288。 

 

（2）広範囲に及ぶ企業の責任範囲 

指導原則は、企業の人権尊重責任の範囲を広く定義しており、この点は重要な進歩

として注目に値する。 

まず、原則 12 は、企業が責任を負う人権とは何か、という点で、「国際的に認めら

れた人権に拠っているが、それは、最低限、国際人権章典で表明されたもの及び労働

における基本的原則及び権利に関する ILO 宣言で挙げられた基本的権利に関する原則

と理解される」とする289。そして、国内法と国際法が異なる場合は国際人権基準に従

 
286 Principle11 and its commentary. 解説は、「人権を尊重する責任は、事業を行う地域にかかわらず、すべて

の企業に期待されるグローバル行動基準である」と表現する。 

287 ラギー『前掲書』（注 33）136-142 頁。2008 年の SRSG 報告には、「国家間合意が法的な遵守の範囲を定

義するのに対し、ここでの『尊重する責任』はより広い範囲を含み、それは社会の期待によって定義され

るという。社会の期待は、企業が事業活動をする上での社会的なライセンスと呼ばれるものの一部を構成

する」旨が記載されている（SRSG 2008 Report, supra 124, pp. 16-17, para.54）。Ruggie の 2006 年の国連人権

理事会への報告は、「戦争犯罪、人道に対する罪等の可能性のある例外を除き、企業が拘束力のある義務

を課す国際法上の原則はない」(SRSG, Interim Report (2006), supra note 32, p. 15, para.60)としていたが、指

導原則では、戦争犯罪、人道に対する罪等重大な人権侵害との関係でも、企業が負うのは義務ではなく

「責任」であるとされた。 
288 ラギー『前掲書』（注 33） 137-138 頁。 
289 Principle 12 and its Commentary. 指導原則が「規範（案）」（第 2 章）より広範な人権カタログに対応して

いることは前進と評価できる。また、解説には、「武力紛争状況では、企業は国際人道法の基準を尊重す

べきである」と記載されている。 
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うべきだという(原則 23)290。 

次に、原則 13 は、企業が「自らの活動を通じて人権に負の影響を引き起こしたり、

助長することを回避し、そのような影響が生じた場合にはこれに対処する」「たとえ

その影響を助長していない場合であっても、取引関係によって企業の事業、製品また

はサービスと直接的につながっている人権への負の影響を防止または軽減するように

努める」とする291。企業の責任の範囲が、自社だけでなくすべてのバリューチェーン

に及び、そのどこかで発生した人権侵害についても防止、対応の責任を負うとのルー

ルであり、画期的である。 

 

（3）企業の責任の内容 

以上のように定義された責任を果たすために企業に求められる行動として、原則 15

は、「a.人権を尊重する責任を果たすという方針によるコミットメント」（その内容は

原則 16に詳しく規定された）、「b.人権デュー・ディリジェンス・プロセス」（その内容

は原則 17～21 に詳しく規定された）、「c．企業が引き起こし、または助長する人権へ

の負の影響からの是正を可能とするプロセス」(その内容は原則 22 に詳しく規定され

た)がかかげられた。 

なかでも、指導原則における第 2 の柱、企業の責任において中核的な概念となった

のは「人権デュー・ディリジェンス」である。 

原則 17 は、企業は、人権への影響を特定し、防止し、軽減し、どのように対処する

かに責任をもつために「人権デュー・ディリジェンス」を実施すべきであるとし、「人

権デュー・ディリジェンス」を、①企業が自らの活動を通じて引き起こし、助長する、

あるいは取引関係によって企業の事業、製品またはサービスと直接的につながってい

る、人権に対する現実または潜在的な負の影響を特定し評価すること(原則 18)、②人

権への負の影響を防止し、また軽減するために、影響評価の結論を関連する全社内部

門及びプロセスに組み入れ、適切な措置(take appropriate action)をとること(原則 19)、③

講じられたプロセスの効果を検証・追跡評価すること(原則 20)、④負の影響に対して

 

290 Principle 23. 
291 Principle 13. ここでいう企業の「活動」は、作為及び不作為の双方を含み、「取引関係」は、取引先企

業及び、自社の事業、製品またはサービスと直接関係のあるバリューチェーン上の私企業や国家を含むと

理解されている(Principle 13,Commentary)。 
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どのように対処したかを対外的に示し、ステークホルダーに開示すること(原則 21)を

含むプロセスであると定義する292。 

ラギーは、この「人権デュー・ディリジェンス」を、国際法上これまで語られてき

た相当注意義務とは全く異なるものであるという293。すなわち、企業が合併等の際の

リスク管理や内部統制の手法として 1990 年代以降確立してきた「デュー・ディリジェ

ンス」のプロセスを参考に、企業がバリューチェーン全般で責任を実現するための実

務的なガイダンスを「創設」したものであるという294。 

では、企業はこのプロセスを通じ具体的にいかなる行動をとるべきか。原則 19 の解

説は、潜在的または現実の人権に対する負の影響が特定され、かつ企業がその人権へ

の負の影響を引き起こし、または助長している場合 (原則 13 a 前段)には、その影響な

いし助長を止め、または防止するために「必要な手段をとるべき」であり、「残存する

どんな影響をも軽減するため、可能な限りその影響力を活用すべき」だとする295。 

一方、企業が人権に対する負の影響を助長してもいないが、取引関係によって企業

の事業、製品またはサービスと直接的につながっている場合(原則 13 b)は、①負の影響

を防止または軽減する影響力をもつ場合にそれを行使すべきであり、②企業が影響力

を欠く場合はそれを強めることが推奨され、③影響力を強めることもできなければ、

取引関係の終了を考慮すべきだという296。 

そして、追跡評価（原則 20）、対外的な情報提供(原則 21)においては、事業によって

影響を受けるステークホルダーとの協議が示唆されている297。 

 

（4）是正 

原則 22 は、企業が負の影響を引き起こしたこと、または負の影響を助長したことが

明らかになった場合に、企業は「正当なプロセスを通じてその是正の途を備えるか、

 
292 Principle17-21. 
293 指導原則の解説文書である OHCHR, An Interpretive Guide The Corporate Responsibility to Respect Human 

Rights(2012)によれば、指導原則における人権デュー・ディリジェンスとは、「合理的かつ思慮分別ある企

業が、その状況（分野、事業活動の状況、規模及びこれらに類似する要素を含む）に照らして、人権に関

する自身の責任を果たすために実行しなければならない持続的な管理プロセスで構成される」とされる

(同文書の日本語訳は、公益財団法人国際民商事法センターの訳を参考にした)。 
294 ラギー『前掲書』（注 33） 123 頁。 
295 Principle19, commentary. 
296 Ibid.  
297 Principle 20 and 21. 
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それに協力すべきだ」298、とする。企業は「自らまたは他のアクターとの協力を通じ

て、その是正に積極的に取り組むこと」が求められる299。  

3 救済（第 3 の柱） 

第 3 の柱は被害の救済について定める。指導原則 25 は「ビジネスに関連した人権侵

害から保護する義務として、国家は、その領域及び／または管轄内において侵害が生

じた場合に、司法、行政、立法またはその他のしかるべき手段を通じて、影響を受け

る人々が実効的な救済にアクセスできるように、適切な措置を取らなければならない」

とし、国家基盤型の司法的メカニズム（原則 26)、国家基盤型の非司法的苦情処理メカ

ニズム(原則 27)、非国家基盤型の苦情処理メカニズム(原則 28)それぞれの対応について

規定する300。非司法的苦情処理メカニズムとして、国内人権機関、OECD のナショナ

ル・コンタクト・ポイントなどが挙げられている。 

ただし、領域外、管轄外で起きた人権侵害に関する言及はない。 

注目すべき点は、企業に対し、「苦情への対処が早期になされ、直接救済を可能とす

るように」事業活動の影響を受けた個人やコミュニティのために「実効的な事業レベ

ルの苦情処理メカニズム」を確立し、あるいは参加するよう求めたことであり(原則

29)、産業団体、マルチ・ステークホルダー等の協働型のイニシアティブに対しても、

実効的な苦情処理メカニズムを備えるよう求めている(原則 30)301。 

 

第 2 節 指導原則のフォローアップ 

1 国連作業部会の設置 

 2011 年 6月、国連人権理事会は指導原則の採択と併せて、国連多国籍企業その他の

ビジネスと人権に関する作業部会(以下、「作業部会」)の設置を決議した302。作業部会

は５人の独立専門家で構成され、3 年の任期で指導原則の実施の促進、キャパシティ

ビルディング、国家への助言と勧告、国別訪問、政府との対話などの任務を行うとさ

 
298 Principle 22. 「正当なプロセス」の原文は、legitimate processes とされている。解説によれば、その詳細

は、第 3 の柱である救済に記載された各種プロセスだとされる(Principle 22,commentary). 
299 Ibid. 
300 Principle26-28. 
301 Principle29-30. 
302 Human Rights Council Resolution17/4, supra note 13, Working Group on Business and Human Rights, supra 

note 22. 
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れ303、任期とメンバーが更新されて現在に至っている304。一方、作業部会には、NGO

などから情報を受け付け、企業による人権侵害についての調査や救済を行ったり緊急

アピールを出したり、調査に基づく勧告を出すような機能は、設定されなかった305。 

 

2 指導原則の普及 

 指導原則は採択後、国際的な影響力のあるソフトローのイニシアティブに支持さ

れ、取り入れられた。 

まず、2011 年に改定された OECD多国籍企業指針には新たに「人権」の章が新設

され、指導原則を取り入れた内容に改訂された。多国籍企業指針に違反して人権に

悪影響を受けたと主張する当事者は、OECD のナショナル・コンタクト・ポイント

を通じて苦情申立ができることになった306。同様に、指導原則の中核的な規範内容

は、金融機関の融資基準や ISO26000 に取り入れられた307。ILOも 2017 年、「多国籍企

業及び社会政策に関する原則の三者宣言」を改訂し、指導原則を大幅に取り込み、企

業の 人権デュー・ディリジェンス責任を明記した308。さらに、欧州委員会も指導原則

を受容し、2011 年から 2014 年までの CSR戦略文書「2011-2014 年  EUの CSRのため

の新戦略」に指導原則を実行することを盛り込んだ309。こうした結果は、指導原則を

 
303 Ibid. 
304 Human Rights Council Resolution, 26/22(2014) , Resolution 35/7(2017), Resolution 44/15(2020).一方、決議に

は作業部会が年に一度開催する「ビジネスと人権フォーラム」を導くとの規定があり、同フォーラムは開

催されている。同フォーラムは、企業や市民社会が多数参加し、指導原則の実施を促進する国際的なプラ

ットフォームとなったと評される(山田高敬「多中心的グローバル・ガバナンスにおけるオーケストレー

ションと政策革新―企業と人権をめぐる実験」『年報政治学』68 巻 1 号 （2017 年） 122-125 頁)。 
305 国連人権理事会の特別手続である恣意的拘禁作業部会と対比すると違いが明らかである’（恣意的拘禁

作業部会ウェブサイト、available at < https://www.ohchr.org/en/issues/detention/pages/wgadindex.aspx > last 

accessed on 30 January 2023)。同作業部会は、NGO や被害者からの情報を受け、国家や非国家主体による

恣意的拘禁について調査し、政府に緊急アピールを送り、国家訪問をし、勧告を出すこと等を任務として

いる。恣意的拘禁作業部会 
306 OECD, supra note 152, pp.71-74.  
307 世界銀行グループである国際金融公社(IFC)は、2012 年に環境・社会配慮環境と社会的持続可能性に関

するパフォーマンス・スタンダードを改訂し、実施基準 1 においてリスクや負の影響の特定に関して指導

原則を参照した(ラギー『前掲書』（注 33） 216-218 頁)、これを受けて、金融機関の融資基準を定める赤道

原則について 2013 年に第 3 版の改定がされ、指導原則の内容が反映された。同原則に基づく環境・社会

アセスメント文書に記載すべき潜在的な環境・社会問題についてのリストに、新たに人権が全面的に導入

され、プロジェクト融資において指導原則遵守が求められるようになった(available at < https://equator-

principles.com/> last accessed on 30 January 2023) 。また、ISO(国際標準化機構, International Organization for 

Standardization)は、国家間の製品やサービスの交換を助けるために、標準化活動の発展を促進すること等

を目的として設立された 165 か国の機関によって構成される非営利組織である。ISO 26000(available at < 

https://www.iso.org/iso-26000-social-responsibility.html > last accessed on 30 January 2023)は、組織の社会的責任

に関するガイドライン規格であり、この規格に指導原則が反映された。  
308ILO, supra note 156. 
309 European Commission, A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility (2011), 

https://www.ohchr.org/en/issues/detention/pages/wgadindex.aspx
https://equator-principles.com/
https://equator-principles.com/
https://www.iso.org/iso-26000-social-responsibility.html
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あらゆる関連領域に受容させ、基準の収斂を達成することによって指導原則の影響力

を強化しようとしたラギーの努力によるものである310。 

 

第 3 節 指導原則に対する学説の評価 

指導原則は、国連人権理事会でコンセンサス採択をされたものの、多国籍企業の国

際人権法による規制を求めてきた国際人権法の研究者や人権 NGO からは厳しい批判が

相次ぎ311、その評価は大きな論争となった。そこで、その主要な論点を確認する。 

 

1 指導原則の意義 

まず、国連のレベルで初めて、企業の人権に関する責任を規定した成果文書として

指導原則がコンセンサスで採択された意義、すべてのステークホルダーが一致する共

通規範が創設された意義は概ね高く評価されている312。ラギーが指導原則採択に向け

て様々なステークホルダーの期待を一つの規範に収斂させたこと、指導原則を他のソ

フトロー諸原則やイニシアティブにも受容させて主流化したことも高く評価されてい

る313。  

 

2 国家の義務 

一方、国家の「保護する義務」が極めて弱い規範にとどまったことには、学説から

批判がある。指導原則が、法的義務を示唆する用語を避け314、さらに人権条約に関す

 

COM/2011/0681. 
310 ラギー『前掲書』（注 33） 214-221 頁。ラギーは、競合する基準を減らすことでビジネスと他の利害関

係者の両方にとってより大きな明快さと予測可能性を提供すること、OECD、IFC、EU 等の基準設定機関

が国連の持っていない実務能力を備えていることから、基準の収斂が望ましいと判断したという（同上、

214 頁）。 
311 代表的な批判として、Surya Deva and David Bilchitz, (eds.), Human Rights Obligations of Business, supra 

note16 に 以下の論文等が収録されている。Olivier De Schutter, “Foreword: Beyond the guiding principles” (pp. 

Xv-Xxii); Surya Deva and David Bilchitz. “The human rights obligations of business: A critical framework for the 

future” (pp.1-26); Carlos Lopez, “The ‘Ruggie process’: from legal obligations to corporate social  

responsibility? ” (pp.58-77); Surya Deva, “Treating human rights lightly: a critique of the consensus rhetoric and the 

language employed by the Guiding Principles” (pp.78-104); Justine Nolan, “The corporate responsibility to respect 

human rights: soft law or not law?” (pp.138-161); Anita Ramasastry, “Closing the governance gap in the business and 

human rights arena: lessons from the anti-corruption movement” (pp.162-190); Daniel Augenstein and David Kinley,  

“When human rights ‘responsibilities’ become ‘duties’: the extra-territorial obligations of states that bind 

corporations” (pp.271-295). 
312 De Schutter, supra note 311; Nadia Bernaz, Business and Human Rights, History, Law and Policy, Bridging the 

accountability gap (Routledge , 2017), p195, 江島「前掲論文」（注 38） 24-25 頁。 
313 山田「前掲論文」（注 44）50-52 頁。 
314 Augenstein and Kinley, supra note 311, pp. 273-274. 
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る国家の域外的義務について明確に規定しなかったことが批判されている315。 

国際人権法上の国家の義務は、領域外で発生した企業の活動に影響を受けた個人に

対しても及ぶのか、という域外適用の課題は、国際人権法学者と実務家の間で長らく

議論され、ラギーも 2007 年にこの問題について精力的な研究に着手したが、指導原則

には結局結実しなかった316。指導原則は結局、「現在、国家は、国際人権法の下では、

その領域及び／または管轄内にある企業の域外活動を規制することを一般的には求め

られていない。また、認知された管轄的根拠がある場合、そうすることを一般的に禁

止されてもいない」（原則 2 解説）とするにとどめた317。 

デ・シュッターは国際人権法上、国家は影響力を有する企業に対しては、国家領域

の外であっても規制する義務があるとする解釈を発展させてきたのに、指導原則が、

国家の域外的な義務について、国際人権基準より基準を引き下げてしまったと指摘す

る318。 

 

3  企業の責任 

指導原則は、企業に対し、国際人権法上の法的義務を課すのでなく、「人権を尊重す

る企業の責任」319、すなわち社会の期待に基づく社会規範としての社会的責任を求め

る（下線は筆者による）という法的性格にとどまる320。これは、多国籍企業やその他

の企業に対し、国際人権法上の義務を課すことを追求した「規範（案）」（第 2 章参照）

や学説の到達点からの後退であり、企業が長らく求めてきた自発的アプローチを採用

 
315 デーヴァらは多国籍企業の本国は、特に受入国が実効的に領域内の企業を規制する意思や能力がない

場合に義務を果たすべきだとし(Bilchitz and Deva, supra note 311 p. 14)、キンリ―らはラギーが国家の域外

的な人権義務に関する考察が乏しく、重要な機会を逸したと批判する(Augenstein and David Kinley, supra 

note 311, p. 274)。 
316 Special Representative of the Secretary-General on the issue of human rights and transnational corporations and 

other enterprises business, “Corporate responsibility under international law and issues in extraterritorial regulation: 

summary of legal workshops”, U.N. Doc. A/HRC/4/35/Add.2,15 February 2007; De Schutter, “Extraterritorial 

Jurisdiction as a tool for improving the Human Rights Accountability of Transnational Corporations”, Report 

Prepared for SRSG (2006). 
317解説は、これに続いて「これに沿って、人権条約機関のいくつかは、国家が管轄内にある企業による国

外での侵害を防止する手段を講ずることを勧告している」と紹介するものの、勧告に対する評価や推奨を

行っていない(Principle 2, commentary). 

318 De Schutter, supra note 311. デ・シュッターは国際基準の例として、社会権規約委員会の 2011 年 5 月の

声明(Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Statement on the obligations of States parties regarding 

the corporate sector and economic, social and cultural rights, U.N. Doc. E/C.12/2011/1 (2011)) や、人種差別撤廃委

員会の総括所見（第 8 章参照）を指摘する。 
319 Principle11. 
320 SRSG 2008 Report, supra note 124, pp.16-17, para.54. ラギー『前掲書』（注 33） 136-142 頁。 
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したものだとして、NGOや研究者から批判を受けた321。 

デーヴァらは、「社会の期待」を根拠とした人権の「責任」論は結局、ソフトな自発

性に任せるということで、明らかに限界があると指摘する322。また、企業の責任が

「人権侵害をしない」という消極的な責任に限定され、保護・充足という積極的な責

任に踏み込まなかった点も批判を受けた323。 

さらに、人権デュー・ディリジェンス概念に対しては、まず、曖昧な観念であるこ

と324、違反しても制裁が伴わないことに批判がある325。 

また、企業法務におけるデュー・ディリジェンス概念を使用することの問題も指摘

される326。人権を保護する国家の相当注意義務(第２章参照)と異なり、企業法務におけ

るデュー・ディリジェンスが自社の利益を守ることを目的とするからである。ラギー

は「人権デュー・ディリジェンス」概念を、国際人権法上の解釈に即して理解しなお

す解釈を明確に批判して拒絶し、国際法学者を困惑させた327。 

その一方で、指導原則において、企業の人権に対する極めて広範な責任が確認され

たことの意義は概ね肯定的にとらえられている328。 「人権への負の影響」が、人権侵

 
321David Weissbrodt, “Keynote Address: International Standard-Setting on the Human Rights Responsibilities of 

Business”, Berkeley Journal of International Law, Vol. 26 (2008), p, 373, pp.373-391. ラマサストリーは、結局企

業の自発的アプローチが採用されたと指摘する(Ramasastry, supra note 311, p.162). 
322 Bilchitz and Deva, supra note 311, p. 13. 人権とは、責任を負うか否かを企業が選択できるという性質のも

のではなく、「人権の規範に従うべきことはビジネスを行うにあたって交渉の余地がない前提条件である

はず」だとデーヴァらは主張する。 

323 Bilchitz and Deva, supra note 311, pp. 15-16. ただし、ラギーは国連人権理事会における報告で、指導原則

の企業の人権に対する「尊重」責任は、国際人権法の伝統的な「尊重」概念を踏襲しているのではないと

し、単に Do No Harm という消極的な責任にとどまらず、影響に対処するという積極的責任を含むと強調

している(SRSG 2008 Report, supra note 124, p. 17, para. 55). 

324 Ingrid Landau, “Human Rights Due Diligence and the Risk of Cosmetic Compliance”, Melbourne Journal of 

International Law, Vol.20 no.1 (2019), pp. 235-236. 
325 企業が人権尊重責任を果たさなかった際の制裁は指導原則にはなく、ラギーは「責任を果たさない企

業は、労働者、地域社会、消費者、市民社会、投資家等によって構成される公的な世論という裁判所で裁

かれうるし、場合によっては実際の裁判所でも裁かれるだろう」(SRSG 2008 Report, supra note 124, p.16, 

para. 54)と述べるだけである。 ノランは、法的拘束力のない企業の社会的責任は「ソフトロー」でなく

「非法」であり、それこそが企業の賛成を得られた理由であると指摘する(Nolan, supra note 311, p.156-

158)。Steven R. Ratner, “Introduction to the symposium on soft law and hard law on business and human rights”, 

114 AJIL UNBOUND Vol. 114 5 (2020), p.163, pp. 164-16. Ratnerは、デュー・ディリジェンスの実施が企業の

裁量に委ねられ、法的拘束力の欠如、不正確な規定、規制機関の欠如のいずれの点でも「ソフト」である

と指摘し、それは指導原則がステークホルダーからの多大な支持を得た理由でもあると述べる。 
326 Deva, supra note 311, pp. 98-101. 
327 Jonathan Bonnitcha and Robert McCorquodale, “The Concept of ‘Due Diligence’ in the UN Guiding Principles on 

Business and Human Rights”, The European Journal of International Law, Vol. 28 (2017), pp. 899-919.  これに対す

る Ruggie らの批判は、John Gerard Ruggie and John F. Sherman, supra note 76.  Ruggie を擁護する論として、
Tara Van Ho, “Defining the Relationships: “Cause, Contribute, and Directly Linked to” in the UN Guiding Principles 

on Business and Human Rights”, Human Rights Quarterly, Vol. 43 (2021), pp.625-658 がある。 
328 De Schutter, supra note 311. 
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害より広範な責任を含みうる可能性が指摘される329。またデ・シュッターは、デュ

ー・ディリジェンスという言葉の曖昧さはチャンスにもなりうるとし、「様々なビジネ

スセクターや市民社会組織、さらに裁判所も、次第にこの言葉に対する期待を明確に

し、また概念を確立するであろう。それはトップダウンや命令によるものではなく、

ボトムアップに加速度的に進むであろう」と期待を表明した330。 

 

4 救済 

第 3 の柱である「救済」については、指導原則が非司法的なメカニズムに特別な注

意を払う一方、司法的救済手段の障壁として議論されてきた問題、すなわち国境を越

える企業活動による人権侵害にあった被害者に、企業の本国の司法への救済のアクセ

スを認めるか、という問題に沈黙したことが批判された331。 

 

5 その他の批判 

デーヴァはさらに、指導原則に、環境汚染に関する言及がないこと、脆弱なグルー

プである女性、子ども、先住民などへの十分な言及がないことを指摘する。ラギーが

2005 年以降のプロセスにおいて膨大なコンサルテーションを行う一方、被害当事者に

は一貫して会うことなく、ビジネスロイヤーなどとの会合に時間を費やしてきたこと

も批判された332。 

 

第 4 節 小括 

指導原則は、ソフトロー文書ではあるものの、長年にわたる企業と人権をめぐる対

立に終止符を打ち、争いのない国際社会の規範を確立した点で大きな成果を生み出し

たことは間違いない。そして、指導原則に掲げられた企業の責任が広範囲に及ぶこと

 
329この表現には、「曖昧で婉曲的」との批判もあるが、例えば気候変動による人権への負の影響等、それ

自体は特定個人に対する人権侵害を構成しない企業行動が結果的に個人の人権に負の影響をもたらすよう

な場合も含むと解釈され、発展的解釈の余地を含む弾力的な概念だと指摘される。David Birchall, “Any 

Act, Any Harm, To Anyone: The Transformative Potential of “Human Rights Impacts” Under the UN Guiding 

Principles on Business and Human Rights”, University of Oxford Human Rights Hub Journal, Vol.2019 (2019), pp. 

120-146. 
330 De Schutter, supra note 311.  
331 Bilchitz and Deva, supra note 311, pp.16-18; Lopez, supra note 311, pp.72-76, ロペズは米国連邦最高裁が

Kiobel 事件で 2012 年、Shell 石油による開発に反対した結果投獄、処刑されたナイジェリアの人権活動家

の遺族の訴訟で司法救済の道を閉ざす結果となったこと（第 5 章参照）をあげ、指導原則は被害救済を実

現するためにもっと強い規範であるべきだったとする。 
332 Bilchitz and Deva, supra note 311, pp. 9-11 and 18, Lopez, supra note 311, pp. 68-72. 
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も重要な前進である。 

しかし、学説が指摘する通り、指導原則には重大な限界があることも明らかである。

第 1 に、国家の保護する義務として規定された内容が極めて具体性に乏しく、企業の

越境する人権侵害に対する国家の域外的義務(extraterritorial obligation of human rights)に

ついて沈黙していること、第 2 に、企業の人権に対する国際法上の義務を確認せず、

「社会的な責任」を規定するにとどまり、規定された責任の内容も曖昧であること、

第 3に、人権侵害の被害救済やアカウンタビリティのメカニズムの欠落である。 

国家に対しても企業に対しても規範性が乏しく、違反しても何らサンクションがな

ければ、遵守を確保するのは難しい。そして域外的な国家の人権保護義務に踏み込ま

なかったことで、国境を越える企業の人権侵害に関して、ラギー自身が埋めようとし

てきたガバナンス・ギャップは埋められず、被害防止と救済という課題への有効な解

決策は示されなかった。これらの限界は、人権侵害の現場で起きている現実を変える

ために指導原則が果たしてどれほど有効なのか、という深刻な疑問を生じさせる。コ

ンセンサスを優先して、結局被害の防止や救済にとって実効的な規範でなければ、意

味はない333。 

本研究は被害者及び当事者の視点に立つものであることから、指導原則そのものの

意義とともに限界を率直に直視する。以上の暫定的な評価を踏まえ、次章以降におい

て、指導原則が国境を越える企業の人権侵害という問題を現場レベルで解決している

のかを検討していく。 

  

 
333 デーヴァは、コンセンサスを得ることへの盲目的な固執が企業の人権責任に関する弱い規範の採択に

帰結したと評する(Deva, supra note 311, p. 91)。 
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第 4 章 指導原則の実施 

 

本章では、指導原則によって、国境を越えたビジネスによる人権侵害の防止と救済

がどのように進展したのか、その限界はどこにあるかを確認する。 

第１に、指導原則の第 1の柱である国家の義務について、欧州における指導原則採

択後の初期対応を概観し、第 2 に、第 2 の柱である企業の責任に関しては、ソフトロ

ー、マルチ・ステークホルダー等のアプローチを概観し、第 3 に、これらに対する国

連作業部会やＥＵなどによる評価を確認する。 

 

第 1 節 国家による指導原則の実施 

1 ラナプラザ事故から国家の関与へ 

2013年 4 月、バングラデシュ、ダッカ郊外のビルが突然倒壊し、世界的に有数のア

パレル企業のサプライチェーンの末端で働く 1000 人以上の労働者が命を奪われた。サ

プライチェーン上の人権問題が人の生き死にに関わることが示された例であるが、著

名なファッション・ブランドを擁する多国籍企業が、指導原則 13 が示す企業の責任を

自覚し、人権リスクを特定し、防止・軽減する人権デュー・ディリジェンスを実施し

ていれば、犠牲は防げたかもしれなかった334。事故は、採択から 2 年近くがたった段

階でも、指導原則が国境を越えるビジネスによって最も影響を受ける脆弱な人々や被

害者の状況を決定的に改善できていないことを示した。 

それまで、指導原則においては企業による実施こそが中心であり、国家のイニシア

ティブは後見的と考えられていたが、転換点が訪れた。国連人権理事会は、2014 年、

指導原則の効果的な実施のために、各国に国内行動計画の策定を求める決議を採択し

た335。2015 年 6 月、ドイツで開催された G 7 エルマウサミット首脳宣言は、ラナプラ

ザ事故を踏まえ「責任あるサプライチェーン」という項目を掲げ、国連ビジネスと人

権指導原則へのコミットメントを明らかにした336。首脳宣言採択は G7 諸国がこの問題

 
334 伊藤『前掲書』（注 105）。 
335 Human Rights Council Resolution, Human rights and transnational corporations and other business enterprises, 

U.N. Doc.  A/HRC/RES/26/22, 15 July 2014. 
336「G 7 諸国には世界的なサプライチェーンにおいて労働者の権利、一定水準の労働条件および環境保護

を促進する重要な役割がある」「我々は国連ビジネスと人権に関する指導原則を強く支持し、実質的な国
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に真剣に取り組む契機となり、以後、G7 諸国を中心として、ビジネスと人権指導原則

の国内実施が進むことになった。 

 

2 EU と指導原則 

（1）はじめに 

指導原則の実施に向けて積極的な施策を推進したのが EUとその加盟国である337。

EUは 27 カ国、4 憶 5000万人の市場を持ち、GDP の規模で米国に次ぐ経済力を持つ共

同体であり、EU圏内にはグローバル展開する多国籍企業が多数存在する。その一方、

EUは人権尊重等を理念に掲げ（欧州連合条約 2条）この基本的価値を共有する国だけ

が EUに参加できる（29条）338。人権に対する強いコミットメントを持ち、かつ経済

力を背景にそのルールが域外にも無視できない影響力を持つことから、EUの姿勢はグ

ローバルな法形成の発展にとって注目に値する339。2000 年代から CSRに取り組んでき

た EUは340、指導原則採択を受けて、ビジネスと人権の規範を発展させる重要な役割

を果たすことになる。 

 

 

別行動計画を策定する努力を歓迎する。我々は国連の指導原則に沿って民間部門が人権に関するデュー・

ディリジェンスを履行することを要請する」等と明記した(日本語訳は、外務省仮訳「G7 エルマウサミッ

ト首脳宣言」(available at <https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/ec/page4_001244.html > last accessed on 30 January 

2023)を参照した)。 
337 木下 由香子「ビジネスと人権に関する EU 政策からの考察 ―日本の行動計画策定にあたって」『アジ研

ワールドトレンド』263 巻 （2017 年）8-11 頁。 
338 須網隆夫「危機の中の EU 法」『日本 EU 学会年報』  （2018年） 73 頁。 
339 グローバルな市場を規制する EU の一方的な能力は「ブリュッセル効果」と呼ばれ、注目を集めている

(アニュ・ブラッドフォード著(庄司克宏監訳)『ブリュッセル効果―EU の覇権戦略 いかにして世界を支配

しているのか』（白水社、2022 年）23 頁。「ブリュッセル効果」については第 9 章で詳しく分析する。 

340 EU は指導原則に先立ち、企業の CSR に長年取り組んできた。EU の CSRに関する議論は、2000 年

3 月のリスボン欧州理事会において優先課題として位置付けられた(Presidency Conclusions, Lisbon European 

Council,23 and 24 March 2000, paras. 5 and 39, Annex 1 European Social Agenda attached to Presidency 

Conclusions, Nice European Council Meeting, 7,8 and 9 December 2000)。2010 年までに EU の競争力を強化す

るという戦略目標を達成するためにも企業の社会的責任が重要との認識が示された。2001 年 7 月 18 日、 

欧州委員会 は企業の社会的責任に関するヨーロッパ枠組みの促進に関する Green paper 「欧州における

CSR 枠組みの促進」(Green paper366: Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility, 

COM/2001/366 (2001)を発表した。同文書で、CSR は「企業が自発的に、社会、環境上の関心事を業務遂

行に統合させ，かつ，様々な利害関係者との相互作用において統合させる概念」と定義され、企業の自発

的取り組みと位置づけられた。2002 年 7 月に EU は CSR 戦略に関する政策文書「CSR ― 持続的発展に向

けた企業の貢献」を発表し、グローバル経済における社会、環境分野での新しい役割を企業に呼びかけた

（Commission of the European Communities, Corporate Social Responsibility: A business contribution to 

Sustainable Development, COM/ 2002/ 347(2002)）。以上について、神作裕之「企業の社会的責任：そのソフ

ト・ロー化？― EU の現状」『ソフトロー研究』2 号 （2005 年） 91-112 頁、須網隆夫「企業の社会的責任

(CSR)と環境保護― EU 環境政策を素材にして」『日本国際経済法学会年報』18 号 （2009年）39-41 頁を参

照した。 
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（2）EU による指導原則の受容 

指導原則の採択を受けて、欧州委員会の CSR戦略は指導原則を積極的に推進する方

向に発展した。2011 年 10 月、欧州委員会は 2011年から 2014 年までの CSR戦略文書

「2011―2014 年 EUの CSRのための新戦略」を発表した341。同文書には、新しい戦略

が、OECD多国籍企業ガイドライン、国連グローバル・コンパクト、ISO26000、ILO

多国籍企業三者宣言とともに指導原則に即したものであると明記されている342。この

文書で、CSRは「企業の社会に対する影響への責任」と新しく定義され、第１に、共

有価値の創造を企業所有者/株主、その他の利害関係者、社会全体のために最大化する

こと、第 2に、起こりうる負の影響を特定し、防止し、軽減することが目的とされた

343。後者は明らかに指導原則を取り入れたものである。 

 

（3）国内行動計画―加盟国への波及 

上記新戦略は、すべての企業に対し、指導原則に即して人権尊重の責任を果たすよ

う期待を表明するとともに、すべての加盟国に 2012 年末までに指導原則を国内実施す

る国内行動計画(NAP)を作成するよう求めた。 

これを受けて欧州各国では、指導原則の国内行動計画が次々と策定された344。しか

し、国内行動計画そのものは行政府による取り組みに集中し、立法や司法の分野に踏

み込むものではなかったため、限界があり、法規制や司法救済をどう進めるかが課題

として残ることとなった345。 

 

（4）基準設定 

欧州委員会はさらに、企業に向けた指導原則の啓発や基準設定にも取り組んだ。欧

州委員会は、2013年に情報通信技術、石油・ガス、および人材派遣の3業種346および中

 
341 European Commission, supra note 309. 
342 Ibid., p.6. 
343 Ibid. 

344 世界で最も早く国内行動計画を策定したのは英国であり 、2013 年に最初の行動計画が策定された 

(2016 年改定)。その後それにオランダ (2013 年)、デンマーク (2014 年)、スペイン (2014年)、フィンランド

(2014 年)と続き、2017 年までに国内行動計画を発表した 14カ国のうち 10 カ国は EU 加盟国(さらにノルウ

ェーとスイスを入れれば 12 カ国)であったとされる(木下「前掲論文」(注 337)9 頁)。Daniel Augenstein, et 

al, “The UNGPs in the European Union: The Open Coordination of Business and Human Rights?”. Business and 

Human Rights Journal, Vol. 3 (2017), pp. 1-22. 
345 Humberto Cantu Rivera, “National Action Plans on Business and Human Rights: Progress or Mirage?” 

Business and Human Rights Journal, Vol. 4 (2019), pp. 213-235. 
346 Shift, European Commission Human Rights Sector Guides, available at<https://shiftproject.org/resource/european-
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小企業向けのガイダンスを作成した347。これらは、域内での指導原則の理解を進める

とともに、EU域外の企業に対して指導原則の履行を促すものとなっている。 

 

3 EU による加盟国への規制 

（1）EU の規範構造とアプローチ 

EU の規範構造として重要なのは、EU 法の優位が確立されていること348、そして、EU

法の効果が直接的に個人、法人に及ぶことである349。 

EU は、「規則」を通じて企業などの私的アクターを直接規制し350、「指令」を通じて加

盟国に対して企業に対する規制を含む国内法制定・国内実施を義務付けるかたちで351、間

接的に企業に対する規制を促進することができる。 

この点で「国際法は企業に義務を課すことができるか」を巡って「規範（案）」(第

2 章参照)が直面した障害は、EUにはあてはまらない。そこで、EU立法により、企業

の人権責任を強化することが期待された。 

指導原則採択後の 2012年、デ・シュッターら研究者と国際 NGOらは、指導原則の

実施における国家の役割の強化を求める提言を行った。彼らは、指導原則が定める企

業による人権デュー・ディリジェンスを国家の規制権限を使って実施させる方策を研

究し、国家の役割の選択肢として、①人権デュー・ディリジェンスを企業に義務付け

る法令上の制度の導入(実施企業にのみ事業展開や商取引のライセンスや許認可を付与

 

commission-human-rights-sector-guides/ > last accessed on 30 January 2023. 
347 European Commission, My business and Human Rights, A guide to human rights for small and medium-sized 

enterprises (1 October 2013). 
348 欧州司法裁判所は Costa v. E.N.EL 事件先決裁定で、EU 法は通常の国際条約と異なり、独自の法制度で

あって、いかなる国内法規定もこれに対抗することはできないとし、EU 法の優位を確立した(Case 6/64,  

Costa v. ENEL [1964] ECR 585, ECR1,15 July 1964, ECLI:EU:C:1964:66)。 
349 欧州司法裁判所は Van Gen den Loos 事件先決裁定で、「共同体は国際法の新しい法秩序を構築するもの

であり、加盟国はその主権を、限られた分野ながら、共同体との関係で制限したがゆえに、共同体の統治

は、加盟国のみならずその国民にも及ぶ」とし「加盟国の立法とは独立に、個々人に義務を課し権利を付

与する」として、EU 条約の私人への直接効果を肯定し、個人や私的アクターを EU 法秩序の主体として

位置付けた(Case 26/62, van Gen den Loos v. Netherlandse Administratie de Belastingen [1963] 5 February 1963, 

ECLI:EU:C:1963:1)。須網隆夫「EC における国際条約の直接効果―『条約の自動執行性』と『EC 法の直接

効果』」早稲田法学 76 巻 3 号  （2001 年） 66-67 頁。 
350 「規則」には垂直的・水平的な直接効果が認められている。須網隆夫『ヨーロッパ経済法』 (新世社、

1997 年） 27-33 頁。 

351 指令は達成されるべき結果について加盟国を拘束するが、結果達成の形式・方法の選択は加盟国に裁

量の余地が認められる法形式とされる。加盟国が立法を通じて私人を規制することを求めるが、国内立法

が制定されない場合には私人に直接効果を及ぼす場合がある。中西優美子『EU 法』（新世社、2012 年）

115-117 頁、146-152 頁。 
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する規制方法を含む)、②人権デュー・ディリジェンスを奨励するために、実施企業に

公共調達等のインセンティブや利益を与える方法、③透明性確保や開示のルールに基

づいて 人権デュー・ディリジェンス方針の公開を通じて取り組みを奨励する方法、④ 

①から③の手段の併用の 4 つの選択肢を示し、その実施を提案した352。 

上記専門家らの提案のなかで、EUがまず採用したのは、最も慎重な③のアプロー

チ、すなわち開示法制による規制であった353。そこで以下、EU及び加盟国における開

示法制の展開と効果を確認する。 

 

(2)  EU 非財務情報開示指令 

EUは 2014 年、非財務情報開示指令を発し、加盟国に対し、2016 年 12月までの国内

法整備を求めた354。 

この指令は、従業員 500名以上の企業に対し、 環境、社会及び従業員、人権の尊

重、腐敗防止・贈収賄に関する事項に関連した情報を、当該企業の発展、業績、位置

づけ及び事業活動の影響を理解する上で必要となる範囲で、毎年の経営報告書に含め

る法制の制定を加盟国に求めている355。 

 
352 Olivier De Schutter et al, “Human Rights Due Diligence: The Role of States”, for Human Rights Due Diligence 

Project (2012), pp. 59-63.  この報告書は、 International Corporate Accountability Roundtable (ICAR)、European 

Coalition for Corporate Justice(ECCJ), Canadian Network on Corporate Accountability (CNCA)の三団体共同プロ

ジェクトの成果である。 
353 EU が、①を採用しなかったのは、指導原則で人権デュー・ディリジェンスが法的拘束力を伴わないソ

フトローとして位置付けられたこと、2003 年の「規範（案）」に対する反発に見る通り、企業が人権に関

する義務を課されることに強い抵抗を示している実情に対応した判断とみられる（Gabriela Quijano and 

Carlos Lopez, “Rise of Mandatory Human Rights Due Diligence- a Beacon of Hope or a Double-edged Sword?”,  

Business and Human Rights Journal, Vol.6 no.2 (2021), pp. 243-246）。なお、木材を対象とする取引については

EU 木材規則(Regulation (EU) No 995/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 

laying down the obligations of operators who place timber and timber products on the market. 

Document 32010R0995, OJ L 295, 12.11.2010, pp. 23–34). 紛争鉱物を対象とする取引は EU 紛争鉱物規則

（Regulation (EU) 2017/821 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 laying down supply 

chain due diligence obligations for Union importers of tin, tantalum and tungsten, their ores, and gold originating 

from conflict-affected and high-risk areas, Document 32017R0821, OJ L 130, 19.5.2017, pp. 1–20）が制定され、

いずれもデュー・ディリジェンス実施を企業に義務付ける規則であり、本文の①のアプローチが採用され

たが、必ずしも指導原則に連動したものではない。  
354 Directive 2014/95/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 amending 

Directive 2013/34/EU as regards disclosure of non-financial and diversity information by certain large undertakings 

and groups, Document 32014L0095, OJ L 330, 15.11.2014, p. 1–9. HRN「非財務情報 (ESG) 開示をめぐる国際的

動向と提言」33-36 頁 （2018 年) も参照した。 
355 HRN、同上 35 頁。開示すべき事項には、①環境、社会及び従業員、人権の尊重、腐敗防止・贈収賄に

関する事項についての方針及びデュー・ディリジェンス・プロセス、②当該方針・プロセスの結果、 ③

主要なリスクをどう管理するか(悪影響を及ぼす可能性のある取引関係、製品またはサービスを含む)等が

ある。 ただし記載を求めるのが主要なリスクと限定されているため、曖昧さを残す規定となっている。 
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開示指令は、 人権デュー・ディリジェンス実施を企業に義務付けるものではなく、

開示または説明を通じて透明性を確保し、市場や社会の評価を通じて間接的に人権デ

ュー・ディリジェンスを促進しようとするものである356。また、この指令は開示を義

務付けるわけでもなく、いわゆる“Comply or Explain”（「遵守せよ、もしくは説明せ

よ」）のアプローチが採用され、開示をしない企業はその理由を説明すればよいとされ

る357。この指令を受けて、すべての EU加盟国で非財務情報開示に関する法制が実現

した。 

 

（3）英国現代奴隷法 

欧州の開示法制のなかで、特に注目を集めたのが 2015 年に制定された英国現代奴隷

法358である。同法は、企業の事業活動を通じて現代奴隷制や強制労働が行われること

を防止し、企業活動の透明性を向上させることを目的として、一定の対象企業に対し

て、「奴隷と人身取引に関する声明」を公表することを求める359。 なお、現代奴隷法は、

「現代奴隷」に特化した開示法制であるため、英国におけるEU開示指令が求める包括

的な非財務情報開示に関する国内実施は 2016 年の会社法改正によって別途対応された

360。 

現代奴隷法は、英国で事業を営み、商品またはサービスを提供する企業で、3600 万

ポンド以上の年間売り上げ（多国籍企業の場合は海外子会社の売上高も含む）を有す

る企業であれば、英国で設立されたと否とを問わず、規制対象となる361。但し、

Comply or Explain”（「遵守せよ、もしくは説明せよ」）のアプローチが採用され、開示

は義務ではなく、開示を行わない場合はその理由を公表すればよいとされ、現代奴隷

 
356 同上。EU 指令に先立ち、2012 年に米カリフォルニア州で制定された「サプライチェーン透明化法」は

同様の内容の開示規制で、サプライチェーン上の奴隷や人身取引に対する取り組みの開示が求められる

が、取り組みを行わない場合はその旨開示をすればよいとする(説明の開示は求められていない), HRN

「前掲文書」（注 354）30-31 頁。 
357 同上、35-36 頁。人権や環境その他広く方針の策定、デュー・ディリジェンスの実施及びその実施方針

や結果を開示することが求められるが、実施・開示しなければその理由を開示させるという形の規制であ

る。 
358 Modern Slavery Act 2015(2015 c.30). 
359 Slavery and human trafficking statement（Modern Slavery Act, 2015). 現代奴隷については、Bhoola, supra 

note 103 を参照した。 
360 HRN「前掲文書」（注 354）46-51 頁。英国は、EU を離脱したが、当時は EU 加盟国であったことか

ら、ここで取り扱う。以下同様とする。 
361 佐藤暁子「人権デューディリジェンスの欧州での展開 ―人権リスクに対する実効性ある取り組みへの

模索」『法の支配』204 号  （2022 年） 79-81 頁。 
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根絶の取り組みそのものを義務付けるものでもない362。 

英国企業以外にも開示が要求されることから、世界的な透明化の流れを生み、各国

の立法や企業慣行に影響を与えた。オーストラリアでも、英国と類似した現代奴隷法

(法律第 153 号)が 2018 年 12 月に成立・施行され363、アジア地域等の証券取引所などで

も非財務情報開示に関する自主規制が進んだ364。 

 

4 開示法制の効果 

EU開示指令は企業の透明化を促進するうえで、重要なステップとして注目を集め、

デュー・ディリジェンスの実施が促進されると期待された。 

しかし、欧州委員会が専門家に委託した 2020 年の調査によれば、開示、報告が企業

に義務付けられたことで、サプライチェーンを含むデュー・ディリジェンスが進んだ

とは評価できず、開示内容自体が実質を伴っていないことが明らかになった365。また、

NGO や識者からも開示指令の限界が指摘されている366。2019 年に NGO が共同で実施

した欧州企業 1000 社の EU 開示法制に基づく非財務情報開示の分析評価によれば、環

境問題に比較しても 人権デュー・ディリジェンスに関する開示は低調であるとされ、

サプライヤーの開示は極めて低いとされる367。英国現代奴隷法も、現代奴隷問題への

対処を怠っても何らペナルティーが課されないため、現代奴隷根絶への企業行動を促

 
362 同上。 
363 Amy Sinclair and Justine Nolan, “Modern Slavery Laws in Australia: Steps in the Right Direction?”, Business and 

Human Rights Journal, Vol.5 (2020), p.162, pp. 164-170. ここでは“Comply or Explain”形式は採用されず、開示

は義務付けられた。  
364 HRN「前掲文書」（注 354）52-64 頁。 
365 European Commission Final Report (2020), supra note 7, p. 50. 
366 Buhmann は、開示は人権侵害を防止するべく、人権デュー・ディリジェンスを実施するための有効な

手段であるにもかかわらず、現実には必ずしも人権デュー・ディリジェンスを促進しないことを懸念する
(Karin Buhmann, “Neglecting the Proactive Aspect of Human Rights Due Diligence? A Critical Appraisal of the EU’s 

Non-Financial Reporting Directive as a Pillar One Avenue for Promoting Pillar Two Action”, Business and Human 

Rights Journal, Vol.3 (2018) , p.23, pp. 23-45)。NYU Stern のビジネスと人権センターは 2019 年、英国現代奴

隷法、カリフォルニア透明化法、オーストラリア現代奴隷法の実施状況を評価した結果、企業の説明責任

を確保する条件としては不十分であるとし、評判を動機とする柔軟性のある規制の在り方は、企業から期

待する結果を引き出すことができないと結論付けた(NYU Stern Center for Business and Human Rights, 

Research Brief: Assessing Legislation on Human Rights in Supply Chains: Varied Designs but Limited Compliance 

(2019)). 
367 Alliance for Corporate Transparency, 2019 Research Report: An analysis of the sustainability reports of 1000 

companies pursuant to the EU Non-Financial Reporting Directive,(2020) available at <https://www.sustentia.com/ 
wp-content/uploads/2020/07/2019-Research-Report-Alliance-for-Corporate-Transparency_compressed.pdf> last 

accessed on 30 January 2023,  Alliance for Corporate Transparency, Report on sustainability Reporting, (2020) 

available at <https://www.iasplus.com/en/news/2020/02/allianceforcorporatetransparency> last accessed on 30 

January 2023.  

最も透明性の高いアパレルセクターでも 14%以下にとどまる。リスクの特定や活動を記載しているレポー

トでも、デュー・ディリジェンスの結果が記載されているレポートは 4%に過ぎないという。 

https://www.sustentia.com/wp-content/uploads/2020/07/2019-Research-Report-Alliance-for-Corporate-Transparency_compressed.pdf
https://www.sustentia.com/wp-content/uploads/2020/07/2019-Research-Report-Alliance-for-Corporate-Transparency_compressed.pdf
https://www.iasplus.com/en/news/2020/02/allianceforcorporatetransparency
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進する内容となっていないと批判されている368。開示法制が企業による指導原則の実

施を十分に確保する規制手段として機能していないことを受け、EU や英国では開示法

制を見直す動きが進んでいる369。 

一方、欧州の市民社会の間では、EU 指令が求める開示内容が明確でないこと、違反

に対するペナルティーがないこと、企業の現実と開示の間に乖離があること等を理由

に、開示法制では十分に問題が解決しないとして、開示法制を超えて人権デュー・デ

ィリジェンスそのものの実施を企業に義務付けるEUレベルの法制を求める動きが強ま

った370。欧州各国においても、国内法制定過程で、市民社会を含めてより実効性のあ

る規制を目指す動きが活性化した371。 

 

第 2 節 企業の責任 

1 はじめに 

指導原則の第 2 の柱である企業の責任に関しては、前章で見た通り、その履行を確

保したり、監視する法的枠組みが存在しない。 

ラギーは、2007 年の国連人権理事会報告で、企業の責任に関わるソフトローを実効

的なものとするために、政府間機関による基準設定、政府間機関によるアカウンタビ

リティ・メカニズム、企業、国家、市民社会組織の関与するマルチ・ステークホルダ

ーによるプロセスを活用することが期待できるとした372。 

 
368 佐藤「前掲論文」（注 361）80-83 頁。 
369 UK Parliament, Modern Slavery (Amendment) Bill [HL] (2021), Council of the EU, ‘Europe. New rules on 

corporate sustainability reporting: provisional political agreement between the Council and the European Parliament’, 

Press release, 21 June 2022, updated 30 June 2022 available at < https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-

releases/2022/06/21/new-rules-on-sustainability-disclosure-provisional-agreement-between-council-and-european-

parliament/> 
370 European Coalition for Corporate Justice(ECCJ), European Coalition for Corporate Justice, A Human Rights 

Review of the EU Non-Financial Reporting Directive,(2019), available at <http://corporatejustice.org/wp-conte 

nt/uploads/2021/04/eccj_ccc_nfrd_report_2019_final.pdf  last accessed on 30 January 2023.   欧州の市民社会組織

である ECCJ は、EU 指令が求める開示内容が明確でないことや、違反に対するペナルティーがないこと

等の問題を指摘し、EU 企業の現実と開示の間に乖離があることをケーススタディから明らかにした。そ

して、EU 開示指令は、事業活動による環境・社会への影響に関する意味のある開示を実現するのではな

く、批判にさらされる可能性を低減させるために利用されていると警告し、人権デュー・ディリジェンス

の法的義務を課すことが必要だと述べる。 
371フランスの人権デュー・ディリジェンス法やスイスの国民投票等を目指す動きが（HRN「前掲文書」

（注 354）40-41 頁）。ただ、スイスでは市民主導で約 10 年にわたり人権デュー・ディリジェンスの義務化

を求める動きから国民投票が実施されたが、企業側の反対が大きく、結局限られた開示法制が制定される

に至った(Quijano and Lopez, supra note 353, pp. 243-246)。 
372 SRSG report, A/HRC/4/035  （2007), supra note 132, paras. 46 and 62.  梅田「前掲論文」（注 38） （2011

年)22 頁。 

http://corporatejustice.org/wp-content/uploads/2021/04/eccj_ccc_nfrd_report_2019_final.pdf
http://corporatejustice.org/wp-content/uploads/2021/04/eccj_ccc_nfrd_report_2019_final.pdf
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こうした政府間機関の基準設定やメカニズム、マルチ・ステークホルダーによる自

主的な取り組みによって、指導原則の実施は進んだのかを検討する。 

 

2 指導原則の受容と基準設定 

まず、指導原則が定める企業の「 人権デュー・ディリジェンス」責任について、ラ

ギーが指摘した通り、政府間組織等の間で基準設定が相次いで行われるようになった。

中心的役割を担ったのは OECD であり、人権侵害がとりわけ深刻であったり、影響の

大きいセクター別のガイダンスを多数策定・公表し373、2018 年には、「責任ある企業

行動のための OECD デュー・ディリジェンス・ガイダンス」を発表した374。国連グロ

ーバル・コンパクトも子どもの権利375、先住民の権利376などの分野で基準設定を進め

た。 

 

3 多様なアクターによる指導原則の実施 

（1）マルチ・ステークホルダーによる指導原則の促進 

ラギーが指摘する通り、2000 年代初め以降、政府機関、国家間組織や NGOなどの

多様なステークホルダーが対等な立場で参加する「マルチ・ステークホルダー・イニ

シアティブ」が企業の CSRの取り組みに活用され377、基準設定や監査、認証、評価に

 
373 OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk 

Areas(3rd edn, Paris, OECD Publishing, 2011),  OECD-FAO Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains, 

OECD Publishing, Paris: OECD(2017), OECD, OECD Due Diligence Guidance for Meaningful Stakeholder 

Engagement in the Extractive Sector, (Paris: OECD Publishing, 2017), OECD, Responsible business conduct for 

institutional investors: Key considerations for due diligence under the OECD Guidelines for Multinational 

Enterprises (2017), OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains in the Garment & Footwear 

Sector, (Paris: OECD Publishing, 2018), OECD, Due Diligence for Responsible Corporate Lending and Securities 

Underwriting: Key considerations for banks implementing the OECD Guidelines for Multinational 

Enterprises(2018), all available at <https://mneguidelines.oecd.org/duediligence/> last accessed on 30 January 2023. 
374 OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct (2018). 脚注 373 のリンクからアクセス可

能。日本語訳は、日本語版「責任ある企業行動のための OECD デュー・ディリジェンス・ガイダンス」
(available at < https://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-RBC-Japanese.pdf > last accessed 

on 30 January 2023)を参照した。 
375 UNICEF, Save the Children and Global Compact, Children’s rights and business principles(2012), available at 

<https://d306pr3pise04h.cloudfront.net/docs/issues_doc%2Fhuman_rights%2FCRBP%2FChildrens_Rights_and_Bus

iness_Principles.pdf> last accessed on 30 January 2023. ユニセフらと共同で策定・公表した文書で、子どもの

権利の尊重と支援、児童労働の根絶への貢献、商品、サービス、マーケティング、宣伝が子どもの権利に

合致していること等を求めた。 
376 United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, supra note 187. 
377 マルチ・ステークホルダー・プロセスは、多様なステークホルダーが対等な立場で参加した対話と合

意形成のプロセスとされる(脚注 20)。1990 年代以降、国際機関の意思決定プロセスや様々な基準やルール

づくり等、国際社会の多種多様な場面で活用されるようになった。人権分野では、紛争ダイアモンドの流

れを止める目的で、国連決議から始まった「キンバリープロセス」、採取産業での警備による人権侵害を

防ぐ「警備保障と人権に関する自発的諸原則」、資源開発事業に伴う資金の流れの透明性を求めるための

https://mneguidelines.oecd.org/duediligence/
https://d306pr3pise04h.cloudfront.net/docs/issues_doc%2Fhuman_rights%2FCRBP%2FChildrens_Rights_and_Business_Principles.pdf
https://d306pr3pise04h.cloudfront.net/docs/issues_doc%2Fhuman_rights%2FCRBP%2FChildrens_Rights_and_Business_Principles.pdf
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関与するようになった378。労働環境の基準設定に関しては、英国の倫理的貿易イニシ

アティブ(Ethical Trading Initiative)が大きな影響力を有し379、監査に関しては、米国の

公正労働協会(Fair Labour Association(FLA))等が企業の委託を受けて著名製造業企業の

労働環境に関する監査を担うようになった380。CSR 活動に関する報告・認証を行う

NGOも大きな影響力を持つに至った381。指導原則採択後、これらマルチ・ステークホ

ルダーのイニシアティブの多くが同原則を受容し、自らの内部規範に取り入れて実施

するようになり382、その後も、業界、産品ごとに様々なイニシアティブが立ち上げら

れ、運用されるようになった383。 

 

（2）投資家の役割と NGO との共同 

これに加えて、非常に重要なのが、機関投資家の役割である。指導原則に先立ち、

2006 年に国連主導で ESG 投資の世界的なプラットフォームである国連責任投資原則

（PRI という）が発足した384。PRI は、署名機関である機関投資家に対し、受益者のた

めに長期的視点に立ち、最大限の利益を最大限追求する義務があるとして、この受託

 

採取産業透明化イニシアティブ（hereinafter,  referred to as “EITI” ) 、電子機器業界のサプライチェーンにお

いて、労働環環の安全、環境への責任等の統一的な行動倫理的基準を定めた Responsible Business 

Alliance(hereinafter, referred to as “RBA”)等がある。ラギー『前掲書』（注 33） 115 頁。 
378 Steinhardt, supra note 160, pp. 185-186. OECD の 2001 年の 246 件の行動規範のレビューによると、個社が

定めた行動規範は 118 と最多であるが、産業横断の行動規範が 92、NGO や労働組合とのパートナーシッ

プにより作られた行動規範は 32, 政府間機関が参加するものが 4 あったという（OECD, supra note 160, p. 

4）。 
379 Ethical Trading Initiative, worker rights scheme (hereinafter, referred to as “ETI”), website available at 

<https://www.ethicaltrade.org> ( last accessed on 30 January 2023). 企業や労働組合、NGO 団体から構成され、

ILO 基準に基づき、公正な労働のための基本規範(Base Code)を定め、これを採択する企業の加盟を募り、

国内外の有力企業が賛同し、ロンドン以降のオリンピック調達基準策定にあたり参照され、普遍化したと

される。 
380 Fair Labour Association (hereinafter, referred to as “FLA”), website available at <https://www.fairlabor.org/> (last 

accessed on 30 January 2023). 
381 Social Accountability International, About SAI, available at < https://sa-intl.org/about/>  ( last accessed on 30 

January 2023); Global Reporting Initiative standards for social, environmental reports (hereinafter, referred to as 

“GRI”) website available at https://www.globalreporting.org/ (last accessed on 30 January 2023)等がある。 
382 FLA は、2011 年に指導原則が採択されると指導原則に基づいてその業務を見直し、指導原則に即した

活動を行うよう勧告を行い、監査に取り入れた(Shift, “Implications of the UN Guiding Principles on Business 

and Human Rights for the Fair Labor Association” (July 2012)available at <https://shiftproject.org/wp-content/upl 
oads/2012/07/Shift_FLAreport2012.pdf> ( last accessed on 30 January 2023) 。RBA は行動規範において、指導

原則への遵守を確認し、紛争鉱物に関する各種規制の遵守と業界横断の取り組みを進めるとする。

Responsible Business Alliance, Code of Conduct「バージョン 6.0」 （2018 年）available at <https://www.respo 
nsiblebusiness.org/media/docs/RBACodeofConduct6.0_Japanese.pdf > ( last accessed on 30 January 2023)。 
383 日本弁護士連合会国際人権問題委員会『前掲書』（注 38） 217-233 頁。 
384 Principle for Responsible Investment, (hereinafter, referred to as “PRI”) available at <https://www.unpri.org/> 

last accessed on 30 January 2023. 

https://www.fairlabor.org/
https://sa-intl.org/about/
https://www.globalreporting.org/
https://shiftproject.org/wp-content/uploads/2012/07/Shift_FLAreport2012.pdf
https://shiftproject.org/wp-content/uploads/2012/07/Shift_FLAreport2012.pdf
https://www.responsiblebusiness.org/media/docs/RBACodeofConduct6.0_Japanese.pdf
https://www.responsiblebusiness.org/media/docs/RBACodeofConduct6.0_Japanese.pdf
https://www.unpri.org/
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者としての役割を果たす上で、環境（Environment）、社会（Social）および企業統治

（Governance）（ESG）が重要であるとして、ESG 要素を投資プロセスに取り入れるこ

と、投資対象企業に対して ESG の課題について適切な開示をすることを求めている385。

Sの中核をなすのは人権である386。世界の主要な機関投資家が PRIの署名機関になり、

投資における ESG の考慮は主流化した。さらにこの流れを受け、欧州の機関投資家と

国際 NGO が 2016 年、国際的なイニシアティブである「企業人権ベンチマーク(CHRB)」

387を結成、2018 年以降、世界的な企業の人権に対する取組を評価・採点し、その結果

を公表している。指導原則に基づき、人権デュー・ディリジェンスの実施などが評価

指標として審査され、その評価結果は公表されるため、世界の機関投資家の投資判断

に影響を与えることとなった388。 

それまで、NGO やメディア、国連などから指摘を受けても黙殺するなどしてきた企

業も、機関投資家からの改善要求を無視すれば、株価の低下・投資引きあげなどの現

実的な脅威にさらされることになる389。投資判断に人権を重視する投資家の動きは、

企業に責任ある行動を強く促す圧力となった390。 

 

4 指導原則を活用した現場からの告発 

一方、NGO等が指導原則を活用する動きも増えた。指導原則採択後、国際人権

 
385 Ibid., 内記香子・三浦聡「グローバルな経済秩序と持続可能な開発目標」『法律時報』91 巻 10 号 （2019

年） 46 頁-51 頁。 
386 日本弁護士連合会国際人権問題委員会『前掲書』（注 38）104-106 頁。 
387 Corporate Human Rights Benchmark（ hereinafter, referred to as CHRB). NGO と投資家協同のイニシアティ

ブである。詳細は、以下のウェブサイトから参照可能である。available at <https://www.worldbenchmar 

kingalliance.org/corporate-human-rights-benchmark/> last accessed on 30 January 2023. 

388 投資家が ESGを重視するのは、リーマンショックによって短期的な利益の追求が資本市場に深刻なリ

スクとなることが明らかになったこと、SDGs（持続可能な開発目標）に象徴される通り、持続可能な発

展を志向する国際社会の流れによる。長期的な視点に立って、環境、社会、企業統治に取り組んでいる企

業こそが持続的に成長することが意識されるようになった。人権はその重要な一部を構成すると考えられ

たのである。水口剛『責任ある投資 資金の流れで未来を変える』（岩波書店、2013 年）。 
389 機関投資家らは、2018 年、Investor Alliance for Human Rights(website available at <https://investorsforhum 
anrights.org/>  last accessed on 30 January 2023)という NGO を結成、合計５兆ドル規模の資産を有する世界

18 か国 170 の機関投資家らがメンバーとなり、CHRB のスコアの低い企業に改善を促し、集団エンゲージ

メントを行う等の活動をしている 
390夫馬堅治『ESG 思考 ― 激変資本主義 1990－2020、経営者も投資家もここまで変わった』（講談社、

2020 年）。 

https://www.worldbenchmarkingalliance.org/corporate-human-rights-benchmark/
https://www.worldbenchmarkingalliance.org/corporate-human-rights-benchmark/
https://investorsforhumanrights.org/
https://investorsforhumanrights.org/
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NGO、メディアが指導原則を援用して、サプライチェーン上の人権侵害を積極的に調

査するようになる391。それまでもスウェットショップ(搾取工場)等に関する報道がなさ

れると、CSR上好ましくないことであるなどと批判はされてきたが、道義的な責任に

とどまっていた。いまやサプライチェーン上の人権問題を放置する企業は、国連の定

めた指導原則に違反したとして社会的批判の対象となる。そのため、企業は対応に追

われるようになった392。加えて、ビジネスと人権に特化した NGOやその連合体が新し

く誕生し、相互に連携して活動するようになる393。 

 

5  実効性の欠如を示す分析 

 指導原則はこうして、一見非常に活発な実践が行われているように見える。しかし、

一連の研究では、企業による 人権デュー・ディリジェンスの取り組みが表面的なもの

にとどまるとの指摘がなされている394。そこで、以下に各種研究結果を分析する。 

 

（1）表面的な取り組み 

 指導原則を起点として様々な基準設定が進んだが、あまりにも多くの基準が乱立し、

矛盾することもしばしばで、真摯な企業であっても混乱するという395。 

 人権デュー・ディリジェンスを行わない企業が多く396、実施する企業においても、

多くの場合、コンサルタントなど外部者に業務委託され397、調達先にアンケートを送

 
391 英国を拠点とする NGO である Business and Human Rights Resource Centre のウェブサイトには、世界の

NGO による告発と企業の応答が掲載されている。Business and Human Rights Resource Centre Website, 

available at <https://www.business-humanrights.org/en/> last accessed on 30 January 2023. 
392伊藤和子「ビジネスと人権」『世界』2021 年 9 月号  （2021 年） 118-128 頁。 
393 Business and Human Rights Resource Centre(supra note 391)や、ラギーが参加して、基準設定等に協力する

Shift 等多数の団体がある。企業に対するコンサルティングサービスを行う団体も NGO として活躍するた

め、一口に NGO と言っても、真に人権侵害の現場の声に応えているのか、人権侵害の現場から遊離した

活動になっていないか、吟味される必要がある。 
394 Landau, supra note 324, p. 232. 
395 Ibid., pp. 236 and 237. 
396 Robert McCorquodale et al., “Human Rights Due Diligence in Law and Practice: Good Practices and Challenges 

for Business Enterprises”, Business and Human Rights Journal, Vol.2 no.2 (2017), p.217.  
397 Lise Smit et al., “Human rights due diligence in global supply chains: evidence of corporate practices to inform a 

legal standard”, The International Journal of Human Rights, Vol.25 no.6  (2021), pp.945-973, 第三者機関の監査が

監査法人に委託されているが、監査法人の不正も発覚している。Spotlight on Corruption, Cleaning up the 

audit sector: why the government should consider banning Ernst & Young from public contracts, available at 

<https://www.spotlightcorruption.org/cleaning-up-the-audit-sector-why-the-government-should-consider-banning-

ernst-young-ey-from-public-contracts-for-three-years/> last accessed on 30 January 2023. 

https://www.business-humanrights.org/en/
https://www.spotlightcorruption.org/cleaning-up-the-audit-sector-why-the-government-should-consider-banning-ernst-young-ey-from-public-contracts-for-three-years/
https://www.spotlightcorruption.org/cleaning-up-the-audit-sector-why-the-government-should-consider-banning-ernst-young-ey-from-public-contracts-for-three-years/
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り付け、回答を得る表面的な作業(tick box exercise)に堕していると評される398。 

指導原則 24 は人権の負の影響への対応に優先順位をつける必要がある場合、最も深

刻な課題から取り組むべきだとしているが399、これが実務では必ずしも適切に実施さ

れていない。マッコーコデールらが 2017 年に企業に送ったアンケート調査結果によれ

ば、最も深刻な人権課題でない事項を優先順位として選択した企業が無視できない割

合で存在する400。優先順位付けが企業の裁量に委ねられる結果、最も深刻な人権問題

が看過されたまま、表面的にはなにがしかのプロセスが続き、デュー・ディリジェン

スが偽装される危険性がある。 人権デュー・ディリジェンスを行っている多国籍企業

では、バリューチェーン全体の人権影響を防止・軽減する意識が欠如し401、「リスク」

をライツホルダーのリスクではなく企業のリスクとして取り扱う傾向402や、企業外の

被害者・ライツホルダーが利用できる苦情申立手続がなく403、実効性のない監査に頼

る傾向が指摘される404。また、前述した CHRB 等のランキングも、企業からの公開情

報によって評価されるため、現場での人権侵害の実情を反映したものになっていない

との批判がある405。 

 

（2）マルチ・ステークホルダーの取り組みから排除される当事者 

 次に、マルチ・ステークホルダーの取り組み (Multistakeholder Initiative, 以下、MSI)

に関しても問題が指摘される。 

 
398 Landau, supra note 324, p. 234. 
399 さらに、OECD のデュー・ディリジェンス・ガイダンス（2018 年）は、取り組むリスクの「優先順位

付け」を早い段階で行うことを提唱している。 
400 McCorquodale et.al., supra note 396, pp. 211, 17.86%の回答企業が最も深刻でないリスクを優先的課題とし

て選択したことをマッコーコデールらは人権デュー・ディリジェンスの危険性として指摘する。 
401 Ibid., p. 210. 
402 Ibid., p. 222. 
403 Ibid., p. 211. 
404 Smit et al., supra note 397, pp. 13-14. 
405 Rajiv Maher, “De-contextualized Corporate Human Rights Benchmarks: Whose Perspective Counts? See 
Disclaimer”, Business and Human Rights Journal, Vol. 5 (2020), pp.156-163,  マハーは、CHRBで上位のランキ

ングにある採取産業の企業が、現実には中南米でコミュニティの声を全く尊重せずに操業を続けていると

指摘し、事業によって負の影響を受けるコミュニティの声の詳細が、評価指標に取り入れられるべきだと

いう。 
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第 1 に、MSIが導入されているのは一部の業種に限られているうえ406、産業がフォ

ーカスする人権問題は選択的であり、都合の悪い分野は避けられる傾向がある407。 

第 2 に、現存する MSIは知見の共有、学習、基準設定が中心であり、アカウンタビ

リティのためのメカニズムを備えていない MSIが多い。独立機関である MSI 

Integrity408 と Duke Human Rights Center らの 2017年の調査結果409によれば、調査した

MSI のうち、何らかの苦情申立プロセスを備えているのは 40%に過ぎず、約 20%は違

反企業に対して何らのサンクションも用意していないという410。 

 第 3 に、MSI は、表面上は企業と市民社会が対等な立場で参加するプロセスとされ

るが、最も考慮されなければならないはずの被害者の声が排除される傾向があるとい

う。 

前述の調査の結果、圧倒的多数の MSI が、参加企業の事業活動によって影響を受け

るコミュニティとの意味のあるエンゲージメントを怠っていることがわかったという

411。意思決定と実施において最も周縁化されているのは、労働者や影響を受けるコミ

ュニティのメンバー等、最も事業活動において影響を受ける人々であるとされる412。

MSI がエリートによって構成され、現場の声を反映せず、最も声を聴くべき現場の

人々を排除するプロセスになっているのではないか、真剣に問われるべき結果だとい

える413。 

 
406 日本弁護士連合会国際人権問題委員会『前掲書』（注 38）217-233 頁参照。主に消費者から見えやすい

分野に限られ、軍需産業、セキュリティー産業等重大な人権侵害に関与しやすい産業は十分にカバーされ

ていない。 
407 例えば、EITI が人権、環境をスタンダードに取り込んだのは 2019 年であるが、包括的な人権デュー・

ディリジェンスには程遠い内容である(The EITI Standard 2019,available at< https://www.securityhuman 

rightshub.org/node/408>  last accessed on 30 January 2023.  
408 団体の正式名称は、Institute for Multi Stakeholder Initiative Integrity（https://www.msi-integrity.org/ (last 

accessed on 30 January 2023)。マルチ・ステークホルダーが人権保護に貢献しているかを調査している。 

409 MSI Integrity and the Duke Human Rights Center at the Kenan Institute for Ethics, “The New Regulators? 

Assessing the landscape of Multi-Stakeholder Initiative (June 2017), available at <https://msi-database.org/report > 

last accessed on 30 January 2023.  6 大陸、170 か国が参加する 45 のマルチ・ステークホルダー・イニシアテ

イブ(MSI)を調査したとされる。 
410 Ibid. 
411 Ibid., 調査によれば MSI の主要な意思決定機関が参加企業の事業活動によって影響を受けるコミュニテ

ィ・メンバーや住民と何らかの関係を持ったのはわずか 14%に過ぎず、活動実施においてこれらの人々と

何らかの関係を持ったのは 49%である。そもそも半数に上る MSI では企業または NGO のいずれかに偏

り、企業が多数を占めるプロセスでは市民社会が影響を及ぼしにくいとされる。 
412 Ibid., MSI Integrity の 2020 年の報告書も、MSI の多くがライツホルダーを中心に置かず、人権侵害の救

済のメカニズムを備えていないと指摘する。MSI Integrity, Not Fit-for-Purpose (2020), available at 

<https://www.msi-integrity.org/not-fit-for-purpose/> 
413 この現象は特段驚くことではない。クリシュは、環境や人権に関する行動規範を企業のアクターと 

NGO が協力して設定する場合、中心的役割を果たすアクターは NGO も含め最も経済力のある国出身者で

https://www.securityhumanrightshub.org/node/408
https://www.securityhumanrightshub.org/node/408
https://www.msi-integrity.org/
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（3）人権活動家の状況 

指導原則採択後も、ビジネスと人権の現場では、声を上げる人権活動家、環境活動

家に対する投獄、ハラスメント、そして殺害が相次いでいる。例えば、グローバル・

ウィットネスによれば、2016 年に殺害され、または物理的な攻撃を受けた土地や環境

の権利のために活動する活動家が全世界で 200 人以上に上るという414。国連人権活動

家に関する特別報告者はこうした事態に警告を発し、とりわけ女性の人権活動家が標

的になっていると強調した415。 

 

6 国連作業部会、EU による評価 

（1）国連作業部会による評価 

 2018年、多国籍企業その他のビジネス人権に関する作業部会は 人権デュー・ディリ

ジェンスの実施状況に関する調査報告書を発表した416。作業部会は、多数の企業が指

導原則の要求を満たしていないと指摘し、その結果、労働者やコミュニティがリスク

にさらされていると懸念を表明した417。作業部会は極めて多くの問題点を指摘してい

るが、以下に主要な問題と思われる点を指摘する。 

第 1に、少数の例外を除き、多くの企業(多くは西欧を拠点とする)は人権尊重責任に関

する一般的な理解を欠き、とりわけ中小企業は責任の実施に消極的であるとされる418。企

業が自社に関するリスクを中心に取り組みを行っており、 影響を受ける労働者、コミュニ

ティ、消費者等のライツホルダーのリスクに焦点を当てていない419。人権デュー・ディリ

 

あると指摘し、覇権国の影響力が圧倒的であるという(Krisch, supra note 59,p.406)。 
414 Global Witness, Defenders of the Earth: Global killings and environmental defenders in 2016 (2017). available at 

< https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/defenders-earth/> last accessed on 30 January 

2023.  
415 Michel Forst, “Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders”, U.N. Doc.  A/72/170, 

19 July 2017. しかし、Global Witness の年次調査の結果を見れば、その後も活動家殺害は続いている。活動

家の殺害やハラスメントに関連する多国籍企業は「直接的につながっている人権への負の影響」（指導原

則 13）に対処し、防止措置や調査、再発防止策の策定等に関与すべきであるが、適切な措置が講じられ

ているとは認めがたい。 
416 Working Groupon on Business and Human Rights, “The report of the Working Group on the issue of human 

rights and transnational corporations and other business enterprises”, U.N. Doc. A/73/163, 16 July 2018. 報告書は専

門家へのインタビュー、バンコク、北京、ブエノスアイレス、ジュネーブ、ロンドン、パリ、サンチア

ゴ、ワシントン DC、チューリッヒでのビジネス組織と市民社会組織、国家その他のステークホルダーに

対するコンサルテーションを行った結果をまとめたものである 。 
417 Ibid. 
418 Ibid., p. 8, para.25. 
419 Ibid., p. 8, para.25(a). 最も深刻なまたは発生しそうなリスクに取り組むのでなく、現代奴隷やダイバーシ

ティ等、比較的容易であったり、注目の集まりやすい課題に対処する傾向があるという(p.8, para. 25b)。さ

https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/defenders-earth/
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ジェンスは多くの場合、バリューチェーン全体ではなく、第 1次委託先との関係に限定さ

れる傾向があり、メディアや NGO から問題を指摘された時にようやく第 1次委託先を超

えた取り組みが行われている420。第 2 に、 人権デュー・ディリジェンス・プロセスと、実

際に起きている被害救済が結びついていない421。第 3 に、 人権デュー・ディリジェンスに

関する開示の大多数が適切ではない。企業が公表する報告書は、人権に関するリスクの焦

点が当てられておらず、 人権デュー・ディリジェンスに関する十分な理解の欠如が露呈さ

れるものが多い422。 

作業部会は、こうした人権デュー・ディリジェンスの不遵守の背景にある国家の人権に

関する役割の欠如を指摘する。多くの国で政府が 人権デュー・ディリジェンスのためのリ

ーダーシップを取らず、人権デュー・ディリジェンスに関する法制化の努力はいまだ少数

にとどまり、自国企業に対するガイダンスや情報提供等の支援も行なっていないという

423。 

（2）欧州委員会による調査 

欧州委員会も、専門家に委託した EU 域内の人権デュー・ディリジェンス実施状況に関

する調査結果を 2020年に公表した。その結果、人権・環境に関するデュー・ディリジェン

スを実施している企業の割合が極めて低いことが判明した424。 

 人権デュー・ディリジェンスを行っている企業でも、その実態は十分でなく、単に開示

をしているだけに過ぎない、問題を抱えているのに専門家の監査証明に依拠するだけにな

っている、法規制がないため、不十分な理解のまま全く効果的でないプロセスを実施して

いるに過ぎない、現実へのインパクトのないプロセスを実施しているだけである、デュ

 

らに、あまりにも多くの人権に関するアセスメントや評価があり、アンケートを埋める作業に追われて、

最も重視すべきステークホルダーとのエンゲージメント、特に最も脆弱またはリスクの高い人々、人権活

動家のように批判的な声に耳を傾けることができていないという(p. 8, para. 25c)。 
420 Ibid., p. 9, para.29. 
421 Ibid., p. 9, para.28. 社員に対する人権教育やアンケートに答えること等が中心に置かれている。  
422 Ibid., 企業にも投資家等のステークホルダ―にも、人権デュー・ディリジェンスを評価する前提として

の共通理解が欠けているため, 企業が表面的な情報を公表し、これをもとに不十分で不適切な企業行動が

賞賛される一方、重要な取り組みが認識されず支援もされない。加えて、多くの企業が訴訟等を恐れて、

人権に関するリスクや実際の努力に関する情報公開を怠っていると指摘する (para. 36, c, d) 。 
423 Ibid., p.  9, para. 28. 社員に対する人権教育やアンケートに答えること等が中心に置かれている。  
423 Ibid., p.  9-10, paras. 31-34. 
424 European Commission Final Report (2020), supra note 7, p. 48. 実施していると回答した企業は約 37％、そ

のうちすべてのバリューチェーンをカバーしているのは 16％だという。約 33％が特定の分野に限って実

施しているとし、約 7%が気候変動と環境のみのデュー・ディリジェンスを実施していると回答したとさ

れる。 
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ー・ディリジェンスは事業全体やバリューチェーンのすべてに導入されず、多くの場合、

当事者との意味ある協議もない、等の批判的な評価が企業内部から寄せられた425。 

 

7 小括 

以上の検討から、企業による指導原則の実施は十分とは到底言えず、被害者や当事

者の人権保護・救済という点では極めて深刻な状況が明らかになった。 

まず、国家による指導原則の実施として、国内行動計画の策定や、開示規制のみで

は、企業による指導原則の実効的な実施を確保するのに明らかに不十分である。国家

による法規制や強制的メカニズムが欠如したまま、私的なアクターにソフトローとし

ての指導原則の実施を委ねるだけでは、企業の自主的アプローチと顕著な差がみられ

ず、表面的な指導原則の実施にしかなりえない。さらに重大なのは、公的な監視・救

済・アカウンタビリティのメカニズムを伴わないマルチ・ステークホルダーのプロセ

スにおいて被害者が排除されている現実であり、こうした自主的なプロセスによって

はビジネスによる人権侵害の防止と救済という目的を達成できないことが明らかにな

った426。全体を通して、特徴的なのは、最も重視されるべきライツホルダーが指導原

則の実施のプロセスの中で尊重されていないことである。 

  

 
425 Ibid., pp. 92-93. その他、事業活動の意思決定から切り離され、コンサルタントによって行われた不十分

な分析をつまみ食いしている、開示と監査に焦点が当たりすぎており、バリューチェーン全体を通した関

与と実施ができていない、等の率直な意見が寄せられた。 
426 ランダウは、規範の曖昧性と基準の乱立、開示法制の不徹底による透明性の欠如、結果でなくプロセ

スへの固執が「表面的」な実務の原因であるとし(Landau, supra note 324, pp. 235-239)、ロペズらは、違反

に対するアカウンタビリティや被害者に対する民事責任の確立が欠如したままであることが原因であると

指摘する(Quijano and Lopez, supra note 353, pp.253-254)。 
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第 5 章 国境を越える企業の人権侵害に関する救済へのアクセス 

-米国の動向を中心に− 

 

 指導原則は、「救済」を 3 つの柱の 1 つとして掲げる一方、第 3 章で検討した通り、

国家の域外的な人権義務について明確な規定を置かず、国境を越える企業による人権

侵害の司法救済についての規定も置かなかった。その結果、国境を越える企業の人権

侵害の被害救済はどうなったのか。 

本研究は、被害者及び当事者の視点に立って指導原則の意義・限界を検証し、ある

べき国際法の発展を検討するものであるから、指導原則が明確な基準を示さなかった

結果、被害救済の現状がどうなっているかは重要な関心事である。 

米国では、多国籍企業が関与する人権侵害の救済を求めて米国外の人権侵害の被害

者が様々な訴訟を提起し、攻防が繰り広げられてきた。そこで本章では、米国におけ

る司法的救済の動向を中心に、国境を越える企業の人権侵害の被害救済の実情と課題

を検討する。第 1 章では、外国人不法行為法を活用した訴訟、第 2 章では米国で訴訟

が門前払いされた事案の救済について、被害者の視点から問題点を概観し、第 3 章で

錯綜する論点について考察を行う。 

 

第 1 節 ATCA 訴訟 

1 ATCA 訴訟の展開 

米国においては、多国籍企業による国境を越える人権侵害の司法救済について、

1789年に制定された外国人不法行為法(Alien Tort Claim Act, ATCA)427を活用した訴訟が

多く提起され、その動向に国際的な注目が集まった。同法は「諸国の法に反する外国

人の不法行為に関してアメリカの連邦地裁は民事訴訟の裁判管轄権を行使することが

できる」という 1 条からなり、制定当初は海賊行為等による被害救済を目的とした。 

 
427 Alien's action for tort, 28 U.S.C. §1350 (1948).制定当時は、米国が悩まされていた海賊行為や外交官に対

する不法行為等をアメリカ国内の裁判所で裁くための規定として考えられていた。Alien Tort Statute と称

されることもある。ATCA 訴訟に関する論考として Harold Hongju Koh, “Transnational Public Law 

Litigation”, Yale Law Journal Vol.100(1991), pp. 2347-2402, 稲角光恵「人権侵害及び国際犯罪に関わる国際法

上の企業の責任」『法政論集』245 号 （2012 年）561-583 頁、高杉直「国際不法行為訴訟によるグローバ

ル・ガヴァナンス ― 米国の外国人不法行為法を素材として」『国際法外交雑誌』115 巻 1 号 （2016 年） 1-

19 頁、 阿部『前掲書』（注 27）200-222 頁。 
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1980年に Filartiga 事件判決428で、米連邦第 2 巡回区控訴裁判所は、ATCAの「諸国

の法」を法制定当時の国際法に限定せず、現在の発展した国際法に基づいて解釈する

べきとし、拷問を「諸国の法」に反すると判断し、ATCAに基づく連邦地裁の管轄権

を認めるという画期的な判断を下した429。これを契機に同法の現代的展開が始まっ

た。 

ATCA はその後、個人による不法行為だけでなく、多国籍企業のように外国で人権侵害

に関与する法人による不法行為にも拡張される430。 

2002年、Unocal事件(Doe v. Unocal Corp)について、連邦第 9巡回区控訴裁判所は、米国

の石油会社 Unocal 社が、フランス石油会社トタールとともに参加した、軍事独裁政権下の

ミャンマーにおけるパイプライン建設事業にあたって、少数民族住民に行われた拷問、殺

人、奴隷労働、強制労働、レイプに責任があるとする原告住民の訴えについて、ATCA の

適用を認め、連邦地裁の管轄権を肯定した431。裁判所は、上記犯罪はユス・コーゲンス

（jus cogens）に違反し、ATCA の要件である「諸国の法」に対する違反が認められると

し、企業は犯罪の実行者に実質的な影響を与える援助、奨励行為を行ったと認められれば

援助・幇助責任432が認められ、Unocal 社の行為は、ATCA が要求する強制労働、殺人、レ

 
428 中米パラグアイで、政府の方針に反対していた医師 Filartiga が 1976 年、当時、17 歳の息子を秘密警察 

によって略奪され、拷問の上殺害されたことの責任を問うたものである。Filartiga は、拷問と殺害の実行

を指揮した秘密警察長官を刑事告訴するが、パラグアイ国内の司法制度でこの人権侵害が裁かれなかった

が、同長官が米国ニューヨーク在住と判明、元長官に対する損害賠償請求訴訟をアメリカ連邦地裁に提訴

し、連邦地裁の管轄権の根拠として ATCA を援用した。山崎公士「拷問禁止の慣習法化」『国際法判例百

選』(有斐閣、2001 年） 6-7 頁。 
429 Filártiga v. Peña-Irala, 2d Cir. 630 F.2d 876 (1980). 判決は、第二次世界大戦後の国際人権法の発展に言及

し、政府関係者による拷問は国際法に違反するのであって、ATCA の「諸国の法」に違反するとして、

ATCA による管轄権を認めた。この判決は拷問のような重大な国際人権法の違反が外国人によって行われ

た場合、発生地や被害者・加害者の国籍、住所に関わりなく人権侵害からの回復のための裁判管轄権を

ATCA に基づいて行使できるということを鮮明にした初めての判決である 
430 Filartiga 事件後を受け、米国は 1991 年には先駆的な国内法である拷問被害者保護法（Torture Victim 

Protection Act, TVPA）を制定した。この法律はフィラティガ判決を立法化したものであり、拷問と超法規

的殺害は世界のどこで起きても米国の裁判所が損害賠償請求の管轄権を持つとする。 
431 Doe v. Unocal Corp, 9th Cir. 395 F. 3d 932 (2002), p. 14208. 原告らはパイプラインが建設される地区の住人

で、ミャンマー軍によって、何の補償もなく居住地から強制的に追い出されて土地を奪われ、パイプライ

ン建設にかかわるインフラ整備のための運搬人としての強制労働をさせられ、従わない者は拷問、処刑、

レイプという甚だしい人権侵害を受けたと主張し、ATCA に基づいて米連邦地裁に提訴した。第一審連邦

地裁は、1997 年、原告らによる立証不十分等を理由に管轄権が認められないとして、訴えを決定で却下し

ていた（Doe v. Unocal Corp, C. D. Cal. 963 F. Supp. 880 (1997). 石橋「前掲論文」（注 69））。 
432 Ibid., Aiding and Abetting Liability について、控訴審は、旧ユーゴ、ルワンダ国際法廷の先例を参照して

判断した。控訴審は、主観的責任要素（Mens Rea）についても国際刑事裁判に依拠し、自らの加担行為が

実行者の犯罪を援助することに関する現実的ないしは推定的(すなわち合理的) な認識があればよいとし

た。 
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イプに関する援助・幇助責任の要件を満たすと判断したのである433。同判決は、企業が国

境を越えて関与する人権侵害の被害者が、米国連邦裁判所での司法救済を得られる道を切

り開いた判例として一躍知られるようになり、同様に多国籍企業のアカウンタビリティを

問う訴訟が米国連邦裁判所に提起されるようになる434。そして、ATCA の企業への適用

は、企業が国際人権法上の義務を負うとの学説上の議論にも有力な論拠を与えた435。 

 

2 米国連邦最高裁における域外適用否定とその後 

ところが、Unocal 事件以降、ATCA訴訟の展開を押しとどめる動きが強まった。連

邦最高裁は 2004 年、Sosa 事件(Sosa. V. Alvarez－Machain)で、ATCAの「諸国の法違

反」は、制定当時の国際法違反（安導券の侵害、大使の特権の侵害、海賊行為）であ

るとし、それ以外の国際法違反については、具体的で、普遍的で、義務的な(specific, 

universal, and obligatory)国際慣習法違反があるか否かを吟味しなければならないとし

て、ATCAの適用範囲を著しく限定した436。そのうえで、本件で問われた拉致、監禁

等は確かに自由権規約に違反する行為ではあるものの、ATCA上の「諸国の法違反」

には該当しないと判断した。Filartiga 事件や Unocal 事件における判断からの大きな後

退である。 

Sosa 事件の後に問われたのが、Kiobel 事件（Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co.）で

あった。ナイジェリアでロイヤル・ダッチ・シェル(Royal Dutch Shell、以下 RDS)の子

会社（The Shell Petroleum Development Company of Nigeria (以下 SPDC )による原油採掘

等の結果、発生した深刻な環境汚染等に抗議した Kiobel 氏ら現地活動家らが、当時の

独裁政権に恣意的に拘禁され、拷問された末に処刑されたという、世界に衝撃を与え

た事件437について、遺族は RDS と子会社が軍と連携して弾圧に関与したとして、

 
433 本ケースは結局、原告が賠償支払いを受ける勝利和解に終わったとされる。International Network for 

Economic, Social and Cultural Rights(hereinafter, referred to as “ESCR-Net”), John Doe I, et al., v. UNOCAL Corp., 

et al., 395 F.3d 932 (9 Cir. 2002), available at <https://www.escr-net.org/caselaw/2009/john-doe-i-et-al-v-unocal-

corp-et-al-395-f3d-932-9-cir-2002>  last accessed on 30 January 2023. 
434 Andrew J. Wilson, “Beyond Unocal: Conceptual Problems In Using International Norms To Hold Transnational 

Corporations Liable Under The Alien Tort Claims Act” in Transnational Corporations and Human Rights, supra note 

28, pp.43-72. 
435 Clapham, supra note 29, pp. 5926-6158. 
436 Sosa. V. Alvarez－Machain, 124 S. Ct. 2739(2004). 最高裁は、制定当時の英国法のコメンタリーを援用し、

諸国の法を限定的に解釈した。宮川 成雄 「外国人不法行為法の裁判権 ― Sosa. V. Alvarez‐Machain, 124 S. 

Ct. 2739(2004) 」『比較法学』39 巻 1 号（2005 年）272‐277 頁、古賀智久「外国人不法行為法を巡る議論―

アメリカ連邦最高裁ソーサ事件判決を契機として」『法政論叢』43 巻 1 号 （2006 年）158‐174 頁。 
437 ラギー『前掲書』（注 33）。1958 年に RDS が原油採掘、石油生産を開始して以降、原油流出や事故等に

より、石油開発対象地域に深刻な環境問題が発生していた。2011 年、国連環境計画はオゴニランドの環境

https://www.escr-net.org/caselaw/2009/john-doe-i-et-al-v-unocal-corp-et-al-395-f3d-932-9-cir-2002
https://www.escr-net.org/caselaw/2009/john-doe-i-et-al-v-unocal-corp-et-al-395-f3d-932-9-cir-2002
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ATCAに基づき両社を提訴した438。 

連邦最高裁は 2013年 4月 17日、原告の訴えを却下した原審の判断439を結論として支

持する判断を下し、ATCAの適用を否定した440。 

最高裁は、本件の争点は法人の国際法違反であるか否かではなく、外国の主権国家

の領土で発生した行為について訴えを認め得るかであると設定した441。最高裁は、

Sosa 事件連邦最高裁の基準を援用し442、ATCA 適用にあたっては「域外管轄権否定の

推定則」があるとして443、この推定則を覆すには、訴えが米国の領土と接点や関連が

あるだけでは足りず、推定を覆すに足る十分な影響力(sufficient force)を有しているこ

とが示される必要があるとした444。 

つまり、原告が域外管轄権否定の推定を覆すためには、国際法違反が具体的、普遍

的、義務的であることに加え、不法行為が米国の領土に十分な影響力があることが求

められると判示したのである。原告の訴えを退けたこの判断により、多国籍企業の国

境を越える人権侵害に関する ATCAに基づく司法救済の可能性は大きく後退した445。 

 

汚染を調査分析し、報告書を作成した。報告書によればオゴニランドには石油会社が撤退したのちもパイ

プラインからの石油の流出が続いており、人々の健康や農作物、漁業、水環境等を深刻に害している。最

も深刻な懸念として、オゴニランドの一部地域で飲料水を供給する井戸から世界保健機関 の基準値の 900

倍の発がん性物質ベンゼンが検出されたことであり、国連開発計画 は早急の対策が必要だと指摘する。

国連環境計画はこの地域を浄化するには世界最大規模の石油洗浄計画が必要であり、その費用に少なくと

も 10 億ドルがかかり、期間は最大 30 年に及ぶだろうと指摘、ロイヤル・ダッチ・シェルとナイジェリア

政府は汚染に責任を負うと批判した(UNEP,  “Environmental Assessment of Ogoniland” (2011), supra note 

110)。 
438 なお、同様に処刑された Ken Saro-Wiwa の遺族が提起した訴訟は併合されていたが、その後分離され、

2009 年 7 月、陪審裁判が開始する直前に、被告側が遺族らに賠償を支払うことで和解に至った。 

Center for Constitutional Rights, Wiwa et al v. Royal Dutch Petroleum et al. available at  <https://ccrjustice.org/ 
home/what-we-do/our-cases/wiwa-et-al-v-royal-dutch-petroleum-et-al> last accessed on 30 January 2023.  

なお、RDS と SPDC の環境汚染に対する責任を追及する訴訟は、英国、オランダでも提起されたが、2012

年時点で難航を極めていた(Tineke Lambooy et.al., “An analysis and practical application of the Guiding 

Principles on providing remedies with special reference to case studies related to oil companies”, in Human Rights 

Obligations of Business, supra note 16, pp. 337-341) 。近年の発展は第 10 章に記載する。  
439 Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co., 2d Cir.  621 F. 3d 111 (2010). 2010年 9 月、第二巡回区連邦控訴裁判所

は ATCA の「諸国の法違反」すなわち慣習国際法はおよそ企業による国際法違反を含まないとして、すべ

ての訴えを却下した。 
440 Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co., 569 U.S. 108 (2013).   
441 Ibid., p. 4. 
442 Ibid., p. 6. 
443 Ibid., p. 12. 
444 Ibid., p.14. 
445 日本における解説として、水島朋則「米国の外国人不法行為法の域外適用について―キオベル事件連

邦最高裁判決を素材として」村瀬信也先生古稀記念『国際法学の諸相』 (信山社、2015年）227-243 頁。

小沼史彦「外国人不法行為法と域外適用否定の推定則」『比較法学』47 巻 3 号（2014 年）336-345 頁。小

沼は、本判決の訴訟原因の限定は，Sosa 判決を踏襲するものと考えられ、「仮に域外適用否定の推定則を

覆すほどの、合衆国と違反行為との結びつきが立証できたとしても、海賊等に匹敵するような慣習国際法

違反を立証することは至難の業」とし、米連邦裁判所は ATCA 訴訟の門戸を閉じつつあると評価する（上

記 345 頁）。 

https://ccrjustice.org/home/what-we-do/our-cases/wiwa-et-al-v-royal-dutch-petroleum-et-al
https://ccrjustice.org/home/what-we-do/our-cases/wiwa-et-al-v-royal-dutch-petroleum-et-al
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そして、米連邦最高裁は2018年のJesner v. Arab Bank事件判決で、域外管轄権否定の

推定をさらに進め、外国企業はおよそすべてATCAの適用対象外であると判断し、衝撃

を与えた446。それでも、同判決は、国内企業の被告適格を否定するものではなかった

447。 

しかし、Nestlé USAおよびCargill 事件最高裁判決（2021年）448では、域外管轄権の推

定を覆す基準が一段と厳しくなる449。同事件は、米国企業等のサプライチェーン上の

奴隷労働（コートジボワールのカカオ農園で過酷な児童労働）について、多国籍企業

の援助・補助者の責任を問う訴訟である。最高裁は、米国企業であっても、域外管轄

権否定の推定則が働くとし、これを打ち破るためには、不法行為に関連性のある実行

行為が米国で行われている必要があり、援助・幇助行為では足りないとした。本件で

は、原告の主張する不法行為のすべてが海外で発生しており、原告の主張する被告ら

の援助・補助行為が事実だとしても、それら行為がコートジボワールで行われている

以上、ATCAによる管轄権行使は認められないとした450。この判断は、Unocal事件で米

国企業の援助・幇助行為責任についてATCAの管轄権が認められたことからすれば極め

て大きな後退である。 

 

3 争点 

以上のとおり、連邦最高裁は ATCA による救済の門戸を年々厳しくし、多国籍企業

の越境的な人権侵害の被害者の救済を概ね拒絶するに至った。 

 
446Jesner v Arab Bank, 138 S Ct 1386, 1399 (2018). 本件は、ハマスに関連するテロ行為によって肉親の命を奪

われた遺族が、ヨルダンの銀行でニューヨークに支店のあるアラブ銀行を ATCA に基づき、提訴したもの

で、取引決済等を通じてハマスの資金集めを援助することで、テロ行為に共謀したとし、これら一部の決

済等がニューヨーク支店を通じておこなわれたと主張した。判例評釈として以下を参照した。William S. 

Dodge, “Developments in the Field～Corporate Liability Under the US Alien Tort Statute: A Comment on Jesner v 

Arab Bank”, Business and Human Rights Journal, Vol.4 (2019), pp. 131⁻137. 
447 Ibid., 多数意見は、国際法違反に基づき ATCA に基づく責任を負うことは自然であるとした。 
448 本件の被告は Nestlé の米国法人と米国企業である Cargill であるが、原告らはマリ共和国で誘拐されコ

ートジボワールのカカオ農園で過酷な児童労働を強いられ、長時間労働、虐待、勤務時間外の監禁をされ

たと主張。同カカオ農園は Nestlé と Cargill の調達先であった。 
449 Nestlé USA, Inc. v. Doe, 141 S. Ct. 1931, 1935 (2021). 連邦最高裁は、ATCA による管轄権を認めた第９巡

回区控訴裁判所決定を覆した。 

450 Ibid., pp. 3,4. “plaintiffs must establish that the conduct relevant to the statute’s focus occurred in the United 

States”. Desiree LeClercq, “Nestlé United States, Inc. v. Doe. 141 S. Ct. 1931”, American Journal of International 

Law, Vol. 115 no. 4(2021), pp. 694-700. 阿部博友「企業による人権侵害への関与と法的責任 ― アメリカ外国

人不法行為請求権法の再検討」『国際商事法務』50 巻 6 号 (2022 年）686-689 頁。 
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ATCAによる被害救済を狭める言説は、Kiobel事件最高裁判決に先立ち、Shellの登記

簿上の本社である英国と本拠地のあるオランダが、Shellを支持する共同のアミカス・

ブリーフを最高裁に提出し、管轄権行使に反対した論理に端的に示されている451。両

国は、第１に、国際人権法上の義務を負うのは国家だけである、第2に、国際法は企業

に対し直接的な賠償責任を課しておらず、指導原則はこれを変更するものではない

452、第3に、人権保護は管轄国の国内法と国際的なコンセンサスによって対応すべきで

あり、両国は指導原則に十分に対応している453、第4に、能動的属人主義にも効果理論

にも裏付けられない米国による民事司法権の域外的な司法管轄権の行使は管轄の競合

をもたらすもので国際法に反する、と主張した。それでは、両国が、Shellに関連する

人権侵害の被害救済にいかなる責任を果たすか、というと、そのような言及はなく、

両国が依拠しているとする「指導原則」にもこの点に関する規定はない。 

両国と同様に米国における ATCA の適用範囲を狭める主張は、米国政府と米国ビジ

ネス界からも繰り返されていた454。コーはこうした言説を「神話」だとし、国際条約

が、船舶による油濁汚染、原子力事故、汚職などについて企業の責任を認めているこ

とを指摘し、「企業が油濁汚染の共謀をすれば国際法上の責任を問われるのに、ジェノ

サイドの共謀をしても国際法の責任を問えないとどうして言えるのか」と正当に批判

した455。 

しかし、連邦最高裁は、ATCAによる救済を狭める言説の側に立った。 

Jesner最高裁判決多数意見はそのことを明瞭に示している。最高裁は、外国企業を一

律に ATCA から排除する理由として、第 1 に、ニュルンベルグ、旧ユーゴ、ルワンダ

戦犯法廷では自然人のみが被告とされ、ICC でも法人を被告とする提案は採用されて

 
451 Brief of the Governments of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Kingdom of the 

Netherlands as Amici Curiae in Support of the Respondents. 
452 Ibid., p. 24. 
453 Ibid., p. 26. 
454 Harold Hongju Koh, “Separating Myth From Reality About Corporate Responsibility Litigation”, Journal of 

International Economics, Vol. 7 (2004), pp.  263-274. コーは ATCA を否定する論調は、米国ビジネス界と米国

ブッシュ政権によって強まったとし、その論理は 4 つの「神話」に基づくと説明する。第 1 の神話は、国

内裁判所は国際法違反に関する不法行為の責任について企業の責任を問うことができないというものであ

り、第 2 の神話は、問題の多い国で単に操業しているだけの企業が ATCA によって提訴されることで、連

邦裁判所に ATCA 訴訟で溢れかえるという神話、第 3 の神話は、ATCA の限界を画するのは議会の仕事で

あるとの神話、第 4 の神話は、国内訴訟は人権や環境に関するより高い企業の行動基準を促進するために

は良い方法とは言えないというものである。 コーはいずれの論点も論破したが、判事構成を年々変化さ

せた最高裁が、「神話」に影響を受けて判例を変更していったといえる。なお、第 4 の点について、コー

は最もよい解決は多国間条約の制定であると述べた。 
455Ibid., p. 265.上記第 1 の「神話」への批判である。 
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おらず、人権侵害に伴う民事、刑事上の責任を企業に負わせるとの国際法の原則は確

立していないこと456、第 2 に、司法でなく議会こそが、外国企業による人権侵害の賠

償責任を国際法に基づいて課すか否かの政策判断を公正に行えることを指摘したので

ある457。 

以上のとおり、ATCA 訴訟の推移は、被害救済の道を閉ざす方向性を年々強化した。 

その背景にはコーが指摘する通り米国国内の事情があるにせよ、指導原則が域外管轄

権の行使に関し、明確な国際規範を確立しなかった結果、米国における司法救済の否

定に歯止めをかける役割を果たす機会を逸したということができる。 

 

第 2 節 米国企業が関わる人権侵害の救済の否定 

第１節では、ATCA訴訟の後退によって、米国以外の企業の人権侵害の責任を米国

の法廷で問う門戸が徐々に閉ざされてきた経緯と論点を概観した。第 2 節では、米国

企業が被告となる場合、米国の領域外で被害にあった人々が米国で司法救済を受けら

れるのか、救済を阻むものが何であるかを確認する。 

 

1 問題の所在 

ATCAの解釈と並ぶ司法アクセスの障壁として、コモンロー法理によるフォーラ

ム・ノン・コンビニエンス法理がある。同法理は、訴えの提起を受けた裁判所が、裁

判管轄権を有する場合でも、訴訟当事者の便宜や正義の実現のために、裁判管轄権を

有する他の法域の裁判所で審理を行うほうが妥当であると考えた場合、裁量により裁

判管轄権の行使をせず、訴えを却下することを認める法理とされる458。多国籍企業に

関連する訴訟では、多くの場合、事業地の司法制度の尊重や証拠への近接性、フォー

ラム・ショッピングの弊害等の理由で、同法理に基づき、被害者の訴えを却下する事

 
456 Jesner v Arab Bank, supra note 446, pp. 14,15 and 23. 
457 Ibid., pp. 24-25. 多数意見はさらに外国企業に対する訴訟に管轄権を認めることで、世界中に従業員と

子会社を置く米国企業の人権侵害の責任を問う訴訟が外国裁判所によって判断される弊害も指摘したが、

ビジネス界の意向が反映されている（p.24）。少数意見でソトマイヨール判事は、裁判所が外国企業のい

かなる非人道行為に対しても司法判断を行わないとすることは、人権侵害を免責し、違法な人権侵害にお

墨付きを与えると批判した。 

458 田中英夫編『英米法辞典』（東大出版会、1991 年）359-360 頁。 
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案が多い459。しかし、その結果として、実効性ある被害回復が実現するのであろう

か。以下では事例に基づき、問題を分析する。 

 

2 ボパール事件 

1984年，ユニオンカーバイド・インディア株式会社がインドのボパール市に有して

いた化学工場から大規模な毒性ガスが漏洩し、2000 人以上が死亡し、20万人以上が健

康等に被害を被ったとされる。事故後、被害者らが上記企業の親会社であるユニオン

カーバイド社に対する不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を米国の裁判所に提起した

が、インド政府が国内法に基づき、被害者を代表して訴訟を行った460。本件は、米国

企業を訴える訴訟であり、ATCAを援用する訴訟ではない。しかし裁判所は、米国で

訴訟を続けることは「帝国主義的」だとして、フォーラム・ノン・コンビニエンス法

理により原告らの訴えを退けた461。ところが、その後インド国内においては被害者が

十分な救済や被害回復を得られないまま今日に至っているという462。 

 

3 対 Chevron 石油訴訟 

本件は、米大手石油会社 Texacoとその 100％子会社である Texpet がエクアドルにおける

油田掘削に当たって行った有害廃棄物投棄により、エクアドルとペルーの森林、河川等の

周辺環境を深刻に汚染し、周辺住民の農業、環境、生活、健康に被害を与えたことの責任

を問う一連の法的手続である463。 

 1993 年、約 3万人からなる汚染地域の住民らが Texacoに対して、環境及び人に対する被

害の賠償、懲罰賠償、その他回復措置を求めて、ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所に

 
459 Zerk, supra note 212, pp. 158-159. 
460 石橋「前掲論文」（注 69）5頁。  
461 In Re Union Carbide Corp. Gas Plant Disaster, S.D.N.Y, 634 F. Supp. 842 (1986).  判決は結論部分で以下の理

由を示した。“ In the Court’s view, to retain the litigation in this forum, as plaintiffs request, would be yet another 

example of imperialism, another situation in which an established sovereign inflicted its rules, its standards and 

values on a developing nation. This Court declines to play such a role.” しかし、実態としては自国企業を助ける

判断だったと批判される。この点については松井『前掲書』（注 40）8 頁 302 頁 。井原 宏「フォーラム・

ノン・コンヴィニエンス法理における実質的正義」『明治学院大学法学研究』86 号  （2009 年） 22 頁 
462 Upendra Baxi, “Human Rights Responsibility of Multinational Corporations, Political Ecology of Injustice: 

Learning from Bhopal Thirty Plus”, Business and Human Rights Journal, Vol.1 (2016), pp.28-33, Amnesty 

International, The Bhopal tragedy: 30 years of injustice for victims and survivors, 17 February 2014,  available at 

<https://www.refworld.org/pdfid/530353204.pdf> last accessed on 30 January 2023. 
463 Lambooy et.al., supra note 438, pp. 337⁻341; Fernanda Frizzo Bragato et al., “The Colonial Limits of 

Transnational Corporations’ Accountability for Human Rights Violations”, Third World Approaches to International 

Law Review, Vol.2 (2021), pp34-58: 石橋「前掲論文」（注 69） 70⁻74 頁、日本弁護士連合会国際人権問題委員

会『前掲書』（注 38） 54 頁。 

https://www.refworld.org/pdfid/530353204.pdf
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訴えを提起した。Texaco は，フォーラム・ノン・コンビニエンスを主張し、管轄を巡る攻

防があったが、第 2 巡回連邦控訴裁判所は 2002年 8月、フォーラム・ノン・コンビニエン

スによって訴えを却下した464。当時、Texaco は、エクアドルを管轄地とし、いかなる判決

にも服すると約束したとされる465。 

2001年、米国大手石油会社 Chevron Corporation(Chevron)が Texaco を買収したことを

受け、2003年、現地住民はエクアドルで Chevron・Texaco に対し汚染除去などを求め

る集団訴訟を提訴した466。2013 年にエクアドル最高裁にあたる国家司法裁判所は、95

億ドルの賠償を命ずる判決を下し467、2018 年、同憲法裁判所は、本件の司法判断に憲

法違反はないとし、判決は確定した468。ところが、訴訟が長引く中、Chevron が執行可

能な財産をエクアドルから移転した。エクアドル政府と原告らは、米国に所在する

Chevron の財産の執行手続や訴訟を進めたが、米連邦裁判所は Chevron が申し立てた強

制執行の停止を認めた469。 

一方、Chevron は米国とエクアドルの二国間協定に基づき、ハーグの常設国際仲裁裁

判所に訴えを提起し、常設国際仲裁裁判所は Chevron に有利な判断を続け470、2018 年

8 月には、エクアドル政府が Chevron に対し適正な司法手続を保障しなかったとして、

上記憲法裁判所で確定した判決は世界のどこの国でも強制執行ができないと結論付け

 
464 Aguinda v. Texaco, Inc., 303 F.3d 470, 473 (2d Cir. 2002). 
465 Judith Kimerling, “Lesson from the Chevron Ecuador Litigation: The Proposed Intervenors’ Perspective”, 

Stanford Journal of Complex Litigation, Vol. 1 no.2 (2013), pp. 241-294. 
466 Texaco は 2001 年から 2005 年まで操業を続け、Chevron はエクアドルにおいてブランド名として

ChevronTexaco を名乗り、2005 年に ChevronTexaco は Chevron となった。本件に関する Chevron 側の主張

と司法判断が同社ウェブサイト（available at < https://www.chevron.com/ecuador>  last accessed on 30 January 

2023）に時系列で掲載されている。 
467 2011 年の一審判決は Chevron に対し、86 億ドルの賠償金支払い及び 15 日以内に Chevron が公的な謝罪

をしない場合には懲罰的賠償により総額 182 億ドルの支払いを命じた。Chevron の控訴により、エクアド

ル高裁は 2012 年、一審判決を支持し、Chevron に対し総額 182 億ドルの支払いを命じ、Chevron はこれを

不服としてエクアドル民事訴訟の最上位裁判所であるエクアドル国家司法裁判所に事件を上告した。
Bragato et al., supra note 463, pp. 37⁻38. 
468 Chevron は判決がエクアドル憲法に反すると訴えていた。Amazon Defense Coalition, Chevron Suffers 

Major 8-0 Defeat in Ecuador’s Constitutional Court Over Landmark Pollution Judgment (11, July 2018), available at 

<http://s3.amazonaws.com/fcmd/documents/documents/000/004/827/original/ChevronTexaco_-

_Aguinda_July_2018_update_ADCPR.pdf?1532349655 > last accessed on 30 January 2023.  
469 米連邦裁判所の手続で、Chevron はエクアドルでの判決は不正に得られたものであるとの主張を展開し

た。エクアドル政府と原告らは、カナダ、ブラジル、アルゼンチンにおける Chevron の財産の強制執行を

求め、それぞれの国の裁判所に提訴したが、いずれの裁判所も最終的にエクアドル政府と原告らの申立て

を拒絶した。Bragato et al., supra note 463, pp. 39-41. 
470 2011 年 2 月、常設国際仲裁裁判所は、中間判決を出し、エクアドル政府に対し、エクアドルにおける

判決の執行を停止するすべての措置をとるよう命じ、2011 年 8 月にはエクアドル政府に対し Chevron に対

する 9.6 億ドルの賠償金支払いを命じた。加藤格「二国間投資協定に基づくシェブロン対エクアドル共和

国仲裁、及びエクアドルにおける対シェブロン裁判等に関する一考察」『国際商事法務』47 巻 9 号 (2019

年） 1121⁻1124 頁。 

https://www.chevron.com/ecuador
http://s3.amazonaws.com/fcmd/documents/documents/000/004/827/original/ChevronTexaco_-_Aguinda_July_2018_update_ADCPR.pdf?1532349655
http://s3.amazonaws.com/fcmd/documents/documents/000/004/827/original/ChevronTexaco_-_Aguinda_July_2018_update_ADCPR.pdf?1532349655
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た471。被害者は長年の法的手続を経てようやく賠償命令が確定されたにもかかわら

ず、被害回復に必要な執行が行えない状況に陥っている。 

本件の争点は多岐にわたる472が、Texaco による現地操業の結果、地域が深刻な環境汚染

に見舞われ、先住民の生活が深刻な被害を被ったこと自体は否定しえない事実である。エ

クアドル住民が米国での最初の訴訟を提起してから既に２８年以上が経過しているが、被

害救済は実現せず、影響地域の汚染は回復していないという。被害者らは、一方で米国で

の司法救済を求めても司法へのアクセスを否定され、他方で、エクアドルで勝訴判決を得

たにも関わらず、判決が当該企業の本国や財産所在地で承認されず、実効的救済を得るこ

とができないのである473。  

4 小括 

 国際人権法上、個人の人権を保障する主要な義務を負うのは、個人を領域・管轄下

に置く国家であるとされる（自由権規約 2条 1 項）から、受入国であるエクアドルこ

そが被害者に対し、実効的な救済への権利（同条 3 項）を保障すべきとされる。しか

し、受入国の裁判所が多国籍企業を被告とする訴訟で被害住民を勝訴させたところ

で、結局のところ、多国籍企業及び本国が一切協力しなければ、被害救済やアカウン

タビリティの確保はできない。エクアドルの事案は、国境を越えた企業による人権侵

害について受入国に義務を負わせるだけでは被害者の実効的救済を実現できない現

実、そして企業の本国がその影響力や企業との結びつきに応じた義務を負い、その義

務を実現することの決定的重要性を明らかにした。 

 

 
471 PCA case No. 2009-23 Second Partial Award on Track II dated 30 August 2018.PCA は、エクアドルの判決が

被害者個々人の権利侵害ではなく、エクアドル法に基づく独自の権利を理由とするものであったことが、

二国間投資協定に違反するとした。 

472 例えば、Chevron は、エクアドルでのいかなる判決もエクアドルと Texaco が 1995 年に締結した合意に

反すると主張した。同合意は、Texaco が行った汚染除去を前提とするが、現実には汚染除去は全く不完全

で住民は被害に苦しみ、提訴に至ったものである。 
473 なお、本件は特殊事案ではなく、多国籍企業の事業活動によって損害を被った被害者が操業地を管轄

する裁判所に訴えを提起し、司法が住民に勝訴判決を下しても、多国籍企業がこれを不服として投資仲裁

等の手続に持ち込み、救済を長引かせる事案は本件に限らない。シェル石油もナイジェリアの事案で責任

を否定し、ISDS での手続を活用した。SOMO, Shell pressured Nigeria with ISDS process to obtain oil field OPL 

245, (2, February 2021), available at <https://www.somo.nl/shell-put-nigeria-under-pressure-with-isds-process-to-

obtain-oil-field-opl-245/ >last accessed on 30 January 2023. 

https://www.somo.nl/shell-put-nigeria-under-pressure-with-isds-process-to-obtain-oil-field-opl-245/
https://www.somo.nl/shell-put-nigeria-under-pressure-with-isds-process-to-obtain-oil-field-opl-245/
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第 3 節 考察 

1 被害者の救済の否定 

ATCA訴訟は、域外的な司法管轄権行使を拡張しようとしたが、連邦最高裁の判断

は後退を重ね、Nestléのように米国に本拠地や重要な拠点のある企業の事案ですら、

司法権行使を制限するに至った。一方、Bopal やエクアドルの事案では、多国籍企業が

国境を越えて関与した人権侵害の結果、被害を受けた人々は、本国では被害救済の訴

えを門前払いされる一方、受入国で出された判決は承認・執行ができない。現実に発

生しているのは、国境を越える企業の人権侵害による被害者の救済の拒絶である474。 

 

2 域外管轄権問題 

ATCA訴訟では、米国による司法管轄権行使が、国家管轄権との関係で問われた。

主権国家は、領域主権の至高性を相互に承認し、領域内で、立法管轄権、裁判管轄

権、執行管轄権を行使する権限が承認される (属地主義)。国が領域外の自国民の行為

や財産に対して、管轄権を持つこと(能動的属人主義)も広く認められるが、領域主権

は対人主権に優越すると考えられ475、保護主義、効果理論、普遍主義等に基づく管轄

権行使を巡っては「域外管轄権行使」として許容性が問題とされてきた476。 

国家管轄権を巡っては、国家管轄権行使は国際法規範によって許容されている場合

以外禁止されるとする禁止アプローチと、国家は国際法規範に反しない限り管轄権を

行使できるとする許容的アプローチが対立するが477、ローチュス号事件判決は、域外

国の執行管轄権行使は許されないとする一方、立法・司法管轄権の海外での行使につ

いて国際法上禁止されないと判断した478。同判決は、執行管轄権以外の域外管轄権行

 
474 Bopal 事件で米国裁判所が、被害者の求める救済を拒絶するにあたり、「原告の要請に基づいて訴訟を

続けることは、別の形態での帝国主義の例となりうる」とした論理は一見正当かに見えるが、Bopal やエ

クアドルの事案では結果として被害者の実効的な救済が実現していない。Daria Palombo, “Rejecting 

Jurisdiction to Avoid Imperialism– That Simple?” Opiniojuris (25 June 2021)  
475 岩沢『前掲書』（注 2）174-178 頁、大沼保昭『はじめて学ぶ人のための国際法』(東信堂、2008 年）21

頁。 
476 大窪「前掲論文」（注 38）779-786 頁。 
477 王志安「国際法における国家管轄権原理―その重層的構造についての断想」『駒澤法学』5 巻 3 号  

（2006 年）28-31 頁、森田章夫「国家管轄権作用分類の再検討―二分類論の機能的特徴と基盤」柳原正

治・森川幸一・兼原敦子・濱田太郎編『国際法秩序とグローバル経済―間宮勇先生追悼』(信山社、2021

年）158 頁。 
478 The Case of the S.S. Lotus (France v. Turkey), Judgment No. 9 of 7 September 1927, P.C.I.J. Reports 1928, Series 

A, No. 10, 竹内真理「国家管轄権の適用基準 ―ローチュス号事件」『国際法判例百選 〔第 2 版〕』 (有斐

閣、2011 年） 42⁻43 頁、薬師寺公夫「国家管轄権の適用基準 ― ローチュス号事件」『国際法判例百選 〔第

3 版〕』 (有斐閣、2021 年）40-41 頁。 
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使について許容的アプローチを認めたが、これによって管轄権競合が発生し、米国な

ど強国の域外管轄権行使が横行するという禍根を残すことになったとの指摘がある

479。特に、米国が自国の利益を保護するために一方的に行う域外管轄権行使は多くの

批判を招いてきた480。近年、立法管轄権の域外適用について修正する国際海洋法裁判

所（以下 ITLOS）のノースター号事件の判断もあり、管轄権を巡るローチュス号事件

に基づく理解に動揺が生じている481。 

しかし、本研究の課題が示す通り、属地主義を絶対視することでは現在の国際社会

の問題は十分に解決しない。大沼は ATCAに基づく司法管轄権行使について、「領域性

に基づく主権国家の併存という国際社会の根本原則を無視するもので、個別国家によ

る人道的干渉の司法版とも言うべきもの」と批判する482。しかし、被害者の視点に立

てば、一連の訴訟で問われたのは米国の一方的介入ではなく、被害者による救済への

アクセスと人権の回復を求める要求への米国司法の応答である483。 

そこで、人権の観点から有力に主張されるのが普遍主義である484。Kiobel事件最高

裁判決に先立ち、国連人権高等弁務官であったナヴィ・ピレイや拷問に関する特別報

告者であったジュアン・メンデズ （いずれも当時）は、アミカス・ブリーフを提出

し、拷問その他の深刻な人権侵害に関しては、普遍主義に基づき、刑事事件で認めら

 
479 奥脇直也「国家管轄権概念の形成と変容」村瀬信也・奥脇直也編集代表『国家管轄権―国際法と国内

法 山本草二先生古稀記念』（勁草書房、1998 年） 15-20 頁。 
480 大窪「前掲論文」（注 38） 782-786 頁。米国が競争法等経済法分野を中心に、自国中心の国際的なガバ

ナンスを確立する道具として、国益に基づき域外管轄権行使を積極的に進めてきたことへの批判として

は、以下の文献がある。Chimni, supra note 96, p. 12, Krisch, supra note 59, pp. 403. 
481 M/V “Norstar” (Panama v. Italy), Judgment, ITLOS Reports 2018–2019, p. 10, p.75, para. 225.ノースター号事

件は、立法管轄権、司法管轄権についてのローチュス号事件の判断を覆したとして研究者の間で批判的な

見解が多い。薬師寺公夫「公海航行の自由原則と船舶に対する旗国以外の国の刑事裁判権 ―ノースター

号事件 ITLOS 判決を契機として」岩沢雄司・岡野正敬（編集代表）小和田恆国際司法裁判所裁判官退任

記念『国際関 係と法の支配』(信山社、2021 年） 513-536 頁、吉田靖之「判例研究ノースター号事件国際

海洋法裁判所 M/V Norstar 事件(パナマ対イタリア)」『高岡法学』39 号  （2020 年） 97-134 頁、來田真依子 

「ノースター号事件 ITLOS 本案判決における旗国の排他的管轄権原則―IUU 漁業に対する非旗国の規律

管轄権行使の動向を手がかりに」『京女法学』21 号 （2022 年） 1-28 頁。 
482 大沼保昭『人権、国家、文明第〔第 2 版〕』 (筑摩書房、1999 年） 310-311 頁。 
483 なぜ被害者が米国に救いを求めたかと言えば、そもそも、国家が関与する極めて深刻な人権侵害の発

生した地（上記事例にみる軍事独裁政権下のミャンマーやナイジェリア）が不法行為地であり、司法救済

を受けることが困難であったからである。またエクアドルの事案で起きたようなことを回避する必要があ

ることも想像に難くない。 
484 ジェノサイド、拷問、人道に対する罪、ジュネーブ条約の重大な違反等、人類の共同する利益を蹂躙

する国際犯罪に相当する人権侵害に対しては、普遍主義が妥当し、普遍的管轄権を行使できるとの見解は

有力である。Schutter は、それが関係国の人権条約上の義務であるとする(De Schutter, supra note 316, pp. 

11-18)。 
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れるように民事事件においても普遍的管轄権行使が認められるべきだと主張した485。

ただし、こうした普遍的管轄権に基づく議論に対しては、国際社会の合意が十分に成

立しているとまでは言い難いとの指摘もある486一方で、その射程範囲が人道に対する

罪やジェノサイドなどに狭く限定される場合、本章で見た Bopal やエクアドルの事案

等は対象にならない可能性がある。属地主義か、一握りの普遍主義かという極端な二

者択一ではなく、解はその中間にあるのではないか487。以下のとおり、近年の国際法

の実行はそのことを裏付けている。 

まず、民事分野の立法・司法管轄権について、岩沢は、「民事分野では立法管轄権に

関する国際法の制限はない」488とし、民事裁判管轄権についても、被告の住所や財産

が自国にある場合は属地主義に基づく管轄権行使は可能であり、少なくとも「実質的

な連関」がある事案について、民事裁判管轄権を行使することは妨げられないとする

489。一方、刑事分野の立法管轄権については争いがあるものの、薬師寺は「犯罪の構

成要件の一部が領域内で実行された場合又は領域と十分な関係を有する場合には、国

は、領域外の行為に対して刑事規律管轄権を及ぼすことができるというのが実定国際

法規則に近い理解だ」と主張する490。そして、山本は、国際法上許容される域外管轄

権行使の基準として、①事案と管轄権の実質的かつ善意の関連、他国の専属的立法権

を侵害しないこと、②相手国の国内法・管轄権との調整、相互性、均衡性の維持等を

条件とすること(管轄権が競合する場合、主権国家の内政干渉等に該当する管轄権行使

 
485 Navi Pillay, the UN High Commissioner for Human Rights, Supplemental Amicus Brief in Support of Petitioners-

Kiobel, et al. v. Royal Dutch Petroleum (U.S. Supreme Court) (2013), Juan E. Mendez, U. N. Special Rapporteur on 

Torture, Amicus Brief in Support of Petitioners, Kiobel, et al. v. Royal Dutch Petroleum (U.S. Supreme Court) 

(2013). 
486 最上敏樹「普遍的管轄権論序説 ― 錯綜と革新の構図」坂元茂樹編 藤田久一先生古稀記念『国際立法

の最前線』(有信堂、2009 年） 25-28 頁。最上の主張は、濫用の危険を危惧するところにその含意がある

と考えられる。ただし、昨今では、普遍的な刑事管轄権の行使に関する合意形成が進んできたといえる
(Mr. Charles Chernor Jalloh, Universal Jurisdiction, in the Report of the International Law Commission (2018) 

A/73/10, pp. 307-325.) 
487  阿部『前掲書』（注 27） 207頁。阿部は、ユス・コーゲンス規範に反する人権侵害は、人権法全体から

いえばごく一握りの自由権規範に限られていると問題提起している。管轄権に関しては、王は、管轄権に

対する許容的アプローチを否定することが現実的ではなく、むしろその適用における公正性と妥当性を強

化することが重要であるとする (王「前掲論文」（注 477）39 頁)。 

488 民事法の効力が他国の領域に及んでいるだけでは、他国の主権を侵害しないし干渉にならないとされ

る(岩沢『前掲書』（注 2）184-185 頁)。 
489 同上。 
490 ノースター号事件の合同反対意見は、犯罪の構成要件の一部が領域で実効された場合または領域と十

分な関係性を有する場合は、国は領域外の行為に対して刑事規律管轄権を及ぼすことができることは広く

承認されている(para.31)とする。薬師寺は、この見解を支持し、公海上の船舶の行為について旗国の排他

的な刑事規律管轄権の下に置くことに疑問を呈している (薬師寺「前掲論文」（注 481） 555 頁及び 559

頁)。 
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は許されない)をあげている491。以上によれば、少なくとも自国と実質的関連がある人

権侵害への対応については、国家管轄権としての域外管轄権行使が国際法上禁止され

る場合はごく例外的な事例に限られるだろう。 

さらに奥脇は、今日、国際法の各分野で管轄権の配分・調整・協力が進み、国際社

会の目的達成のために管轄権に関する調整と合意を図る等、動態的な発展が進んでい

ると指摘する492。この点で人権に対する国家の義務は、国際社会の共通利益に関わる

対世的義務と位置付けられることに鑑みれば、立法・司法管轄権について属地主義か

ら一歩も拡大できないととらえるべきではなく、むしろ人権の保護という国際社会の

共通利益のために管轄権の競合を許容し、協力・調整を進める必要があるのではない

か493。 

そこで検討が求められるのが、デ・シュッターが指摘する通り、域外管轄権の行使

の許容性とは異なる視点、国家の人権条約上の域外的義務の拡張という視点からとら

え、理論構築することである494。ビジネスと人権の文脈において、人権条約の域外的

義務を拡大し、少なくとも多国籍企業の本国などのように、国境を越える企業に対し

て一定の「実質的な連関」のある国家は、企業活動の影響を受ける個人に対しても人

権条約上の域外的義務を負い、具体的には被害防止と実効的な被害救済を確保するた

 
491 山本草二「国家管轄権の機能とその限界」別冊法学教室『国際法の基本問題』 (有斐閣、1986 年）122

頁、123 頁。 
492 奥脇「前掲論文」（注 479）20-25 頁。例えば、例えば、諸国の共通利益を保護する条約群であるテロ対

策条約は、属地主義及び能動的属人主義が一貫して義務的管轄権として設定され、保護主義、受動的属人

主義による管轄権も許容されている。さらに、拷問禁止条約と同様、「引き渡すか訴追するか」原則に基

づく容疑者所在国の裁判管轄権規定が認められている。容疑者所在国の管轄権は、「絶対的な」普遍的管

轄権に対し、「制限的な」普遍的管轄権として位置付ける見解もある。安藤貴世『国際テロリズムに対す

る法的規制の構造 ― テロリズム防止関連諸条約における裁判管轄権の検討』（国際書院、2020 年）166

頁。旗国主義を補完する寄港国管轄権については、管轄権の根拠を海洋環境保護という普遍主義に求める

見解が主張される。船舶起因汚染及びその不処罰が国際共同体の利益を侵害するか学説の見解は分かれ

る。海洋環境はジェノサイド防止と同等の価値でないとの見解もあるが、瀬田は船舶起因汚染が「海洋環

境という実利的な利益を侵害する」として普遍的管轄権としての位置づけを肯定する(瀬田真「船舶起因

汚染に対する寄港国管轄権の適用基準 ―  近年の米国と EU の実行を素材として」『比較法学』48 巻 1 号  

（2014 年） 183 頁）。薬師寺は、普遍的管轄権と評価しえないまでも、旗国による実効的な管轄権行使が

十分期待できない状況下で、国際社会の共通目的達成のために、諸国間の合意で新設された従来の根拠を

超える管轄権と位置付ける（薬師寺「前掲論文」（注 481））。 
493 De Schutter は対世的義務という人権の性質は域外管轄権行使を正当化しうると主張する。De Schutter, 

supra note 316, pp. 11-18; Olivier De Schutter, The "Zero Draft" for a legally binding instrument to regulate, in 

international human rights law, the activities of transnational corporations and other business enterprises: A 

Comment (12 October 2018).  
494 国家管轄権と人権条約の適用範囲である「管轄」が重なり合うが、概念として異なることは、第 2 章で

整理した(De Schutter, supra note 213, pp. 195-197)。米国における域外管轄権行使に関わる訴訟においては、

人権に対する義務という視座が十分に深められなかった。それが Kiobel 以降の判例実務の動向にも影響し

ていると思われる。 
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めに立法管轄権、司法管轄権を行使する義務を負う、という視点で、この問題をとら

えなおし、理論構築を進める方向性である。望ましい方向性は、一国による一方的な

域外管轄権行使ではなく、人権に対する国家の域外的義務に関する国際的な共通理解

を醸成し、これに立脚した国際規範を構築することである495。後述のとおり、こうし

た動きはその後、学説上も、国連人権機関の解釈上も進んでいくことになる496。 

 

3 小括 

米国の判例動向を分析した結果、国境を越える企業による人権侵害の被害にあった

領域外の被害者の司法救済は、指導原則採択後も依然として進んでおらず、国際社会

はこの問題を解決するためのコンセンサスに達していないことが明らかになった。 

指導原則の策定に当たって、この問題に関する新しい規範構築が強く期待されてい

たが、指導原則によってコンセンサスが得られたのは、「国家は、国際人権法の下で

は、その領域及び／または管轄内にある企業の域外活動を規制することを一般的には

求められていない」「一般的に禁止されてもいない」（原則 2 の解説）、そして「国家

は、その領域及び／または管轄内において侵害が生じた場合」被害者に対する司法救

済の道を用意すべきということにとどまる。これだけでは、本章で提起した国境を越

える企業による人権侵害を受けた領域外の被害者の救済の問題は解決しない。 

実効的な救済は人権にとって不可欠なものであり497、領域外の被害者に対する被害

救済の仕組みがないことは指導原則の最も大きな問題点といえる。 

指導原則の限界を超え、領域外の被害者が、企業の本国の司法手続に裁判を起こし

て救済を求める門戸を開く規範形成が求められる498。国境を越えて活動する企業に一

定の「実質的連関」を有する国家に対し、領域外の被害者に対する実効性ある司法救

済へのアクセスを確保することを義務付ける方向での、規範の形成・確立を検討する

ことが必要となる499。 

 
495 多国間による合意を推進する立場として、De Schutter, supra note 35, Koh, supra note 454; Zerk, supra note 

212, 大窪「前掲論文」（注 38）795-797 頁がある。 
496 詳細は第 6 章、第 8 章に紹介する。 
497 Mendez, supra note 485.  
498 ラギーもこの問題について国際法基準を発展させる必要性を認め、国連作業部会に課題を引き継いだ

(ラギー『前掲書』（注 33）  250-260 頁)。 
499 「実質的な連関」については、岩沢『前掲書』（注 2 ）184-185 頁、山本「前掲論文」（注 491 ）参照。

その範囲については、第 3 部で検討する。 
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同時に、多国籍企業の本国等が、領域外の被害者に対する司法救済を拒絶しないこ

とはあくまで出発点に過ぎない。欧州においても領域外の被害者は、実効的な救済の

ために多くの厳しいハードルを課されている。司法救済のアクセスを確保したうえ

で、いかに領域外の被害者の救済に関する現実の障害を軽減し、実効的な救済を確保

するかの議論に進むことが必要であろう500。 

  

 
500 欧州人権裁判所は、域外的保護義務について限定的な見解を示しているため(第 2 章参照)、領域外の被

害者に対する司法救済のアクセスを確保しないこと自体を条約違反とした判断はない。一方、第 10 章で

検討するように EU は加盟国に拠点を置く企業を被告とする域外からの訴訟の民事管轄権を構成する等の

対応をしているものの、いまだ、被害者にとっての障害は大きい。2017 年 4 月 10 日に EU 基本権庁(FRA)

が公表した報告書は、 ビジネスと人権に関する EU レベルでの救済の向上を目指すために多くの勧告を行

っている。European Union Agency for Fundamental Rights (hereinafter, referred to as “FRA”), Improving access 

to remedy in the area of business and human rights at the EU level (10 April 2017). 
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第 2 部のまとめ 

 

指導原則は、史上初めて国連が採択したビジネスと人権に関する文書として、重要

な意義と大きな影響力を有する。企業が国際的に認められた人権規範に関わるすべて

の人権について尊重する責任を負うとされ(原則 11)、自社のみならず、バリューチェ

ーンすべてにまで人権尊重の責任を負うことが明確に確認された(原則 13)ことは大き

な前進である。そして多くの企業は、少なくとも指導原則に掲げられた人権尊重責任

があることを受け入れているとされる501。しかし、第 2 部の検討から、人権デュー・

ディリジェンスの実効的な実施はなされず502、ソフトローのガバナンスはライツホル

ダーを排除し、国境を越えた人権侵害の被害者の救済は依然として否定され続けてい

ることが明らかになった。指導原則は、そのままではライツホルダーの人権を保護す

る実効性のある規範とは評価しえない。その要因は、第 3 章に述べた通り、ソフトロ

ーであることの限界に加え、第 1 に、国家の義務が最低限しか規定されず、国家の域

外的保護義務について何ら規定しなかったこと、第 2 に、企業の人権尊重責任が結局

のところ法的義務を伴わない社会的責任にとどまったこと、第 3 に、国境を越える企

業活動がもたらす人権侵害に対し、国際的にも国内的にも司法救済やアカウンタビリ

ティのメカニズムが設置されなかったことにある。 

国境を越える企業活動による人権侵害の被害を防止・救済するために、指導原則を

手掛かりとしつつ、国家の義務を強化し、企業の義務を明確化する、より実効性のあ

るハードロー規範の発展を探求することが課題となる。 

 

 

  

 
501Peter Muchlinski, “The Impact of the UN Guiding Principles on Business Attitudes to Observing Human Right”, 

Business and Human Rights Journal, Vol.6(2021), p. 225.当初の懐疑があった人権デュー・ディリジェンス概念

をほとんどの関係者が受け入れ、その業務に取り入れるようになったとされる (Quijano and Lopez, supra 

note 353, p. 242). 
502 Muchlinski, supra note 501. Muchlinski は、多くの企業は人権侵害に対する法的責任を受け入れるには程

遠いという。 
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第 3 部 ビジネスと人権に関する国際法の発展の可能性 

 

第 2 部までの検討の結果、国境を越える企業活動によって生じる人権侵害を防止し、

被害を救済するため、より実効性のある国際法の発展が必要であることが明らかにな

った。 

そこで、第 3 部では、ビジネスと人権に関する国際法を発展させる可能性を検討す

る。具体的には、以下のような国際法の発展の可能性を探求する。 

 

① 国際人権法上のこれまでの適用範囲を拡張し、国家が人権に関する域外的義務、

すなわち自国の管轄または管理下にある企業の越境的活動により影響を受ける

領域外の個人の人権を保護する義務を負う国際法の発展が可能か、 

② 企業の越境的活動によって生じる人権侵害に関して企業に直接的または間接的

な義務を課し、被害防止と救済を確保する方向での国際法の発展が可能か、 

である。 

  

 このような国際立法、国際慣習法の形成、あるいは、既存の条約の発展的な解釈に

よる動態的な国際法の発展はあり得るだろうか。 

その探求に当たって、非国家主体の活動の結果生じる領域外の損害や国際有害行為

に対し、国際法の他の分野でどのようなアプローチがとられ、規範を形成・発展させ

てきたかを検討することは有益である。 

越境する非国家主体による国際有害行為は、1990 年代の経済のグローバル化以前か

ら存在し、国際法はこれに対応してきた。特に、国際環境法は越境環境損害の問題に

いち早く取り組み、国家の域外的な義務を確立、精緻化するとともに、非国家主体の

義務や賠償責任を定めてきた503。そこで、第 6章では上記①の点について、第 7章では

②の点について、国際環境法を中心に、国際法の他の分野の規範形成や実施状況を把

握する。第 8 章では、こうした規範的発展を参照しながら、国際人権法がどのような

解釈の発展を進めているのか、国連人権機関の実行を確認する。 

以上のとおり、第 3 部では、ビジネスと人権に関する国際人権法の発展のために、

 
503 第 3 部 6 章、7 章は、村瀬『前掲書』（注 40）、 山本『前掲書』（注 41 ）、安藤「前掲論文」（注 41 ）を

主に参照した。 
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国際法の他分野の規範を分析するという方法をとるものであるが、本部の冒頭にこの

ような分析視角について述べておきたい。 

そもそも、国際法の中において特別分野を形成するそれぞれの法体系が、相互に影

響を受けあうのは自然な現象であり、相互参照は有益であって何ら忌避されるべきこ

とではない504。特に、第 3 部で中心的に参照する国際環境法体系と国際人権法体系は、

それぞれ独自の発展を遂げた国際法の特別法と位置付けられるが、いずれも自己完結

的体系でないことは、コスケニアミが ILC報告で解明した通りである505。 

松井は、国際環境法を「国際法の他の分野から隔絶された独自の小宇宙を構成する」

との理解は正当化できないとし、国際環境法は一般国際法の適用を受けるとともに、

国際人権法等の国際法の他の分野とも重なり合い相互に影響を与え合っていることに

留意すべきだという506。サンズは国際法の様々な分野の相互影響プロセスを「Cross 

Fertilization(相互交配)」と呼び507、特に国際環境法、国際人権法、国際人道法は、相互

に関連しながら発展してきたとする508。 

気候変動問題に象徴される通り、国際人権法と国際環境法の相互補完的な関係性は

近年ますます意識され、広く承認されている509。国際環境法の側からは、環境を人権

と位置付ける人権アプローチが多年にわたり営まれてきた510。その根拠は、ウィ―ラ

ーマントリー元 ICJ判事が「環境の保護は健康への権利、生命への権利など多数の人権

にとって必須の条件であり、人権理論の不可欠の部分である」(ガブチコボ・ナジョマ

ロシュ計画事件判決個別意見）と述べるとおり、良好な環境が人権にとって不可欠で

あるとの本質的な認識によるものである511。 

 
504須網「前掲論文」（注 84 ）550 頁。 
505 Koskenniemi, supra note 50.  
506 松井『前掲書』（注 40 ）10 頁。 
507 Philippe Sands, “Treaty, Custom and the Cross-fertilization of International Law”, Yale Human Rights 

&Development Law Journal, Vol.1(1999), pp.85-106 
508 Philippe Sands, supra note 42, pp.811-813 
509 ジョン・ノックスらは端的に以下のとおりその関係を指摘する。“A healthy environment is necessary for 

the full enjoyment of human rights and, conversely, the exercise of rights (including rights to information, 

participation, and remedy) is critical to environmental protection.” Knox and Pejan, supra note 51, pp.16 and 17.  
510 そもそも国際環境法の起点とされるストックホルム人間環境宣言 1-1 は、環境が「人間の福祉、基本的

人権および声明に対する権利そのものの享受のために基本的に重要である」としている。人権アプロー

チ、あるいは人権法アプローチについては、松井『前掲書』（注 40 ）8 頁 195-235 頁、石橋可奈美「国際

環境保護の実現と人権法アプロ―チ ― 手続的権利の成熟と環境紛争処理におけるその活用」『東京外国語

大学論集』87 号 （2013) 33-62頁を参照した。 
511 GabCikovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgment, 1. C. J. Reports 1997, p. 7, Vice President 

Weeramantry stated “The protection of the environment is likewise a vital part of contemporary human rights 

doctrine, for it is a sine qua non for numerous human rights such as the right to health and the right to life itself”, 

(Vice President Weeramantry, Separate Opinion, pp.91-92).  松井『前掲書』（注 40 ）195 頁。 
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環境を人権の一部と位置付ける国際人権法の展開は近年目覚ましく、自由権規約委

員会の一般的意見 36 は環境破壊を生命権侵害として位置づけ512、国連人権理事会では

2018 年には環境に関する国家の人権義務を明らかにした「環境と人権に関する枠組み

原則」513が確認された。こうした解明は国際社会全体の合意形成にも影響を与え、

2021 年の国連人権理事会514、2022 年の国連総会515は、歴史上はじめて、衛生的で健康

的な持続的環境の享受は人権であると認識する決議を採択し、環境が人権の不可欠の

一部であることを確認した。こうした両規範体系の密接不可分性に鑑みれば、両規範

が分断したまま相互参照し合わないことは、両規範が目指す国際社会の公共的利益の

実現をむしろ損なう516。両規範の更なる発展に当たって互いに参照しあうことが有益

である。 

国際環境法は「かなり短期間のうちに、国際法の一分野として独自の発展を遂げる

と同時に、一般国際法に対していくつかの重要なインパクトを与えてきた」517と評さ

れ、すでに国際法の各分野に影響を与え、その発展を促進してきた518のであり、国際

人権法もその規範的発展を参照することに開かれた姿勢であることが自らの発展に資

するといえる519。以上の分析視角に基づき、以下、検討を進めていく。 

 

 

  

 
512HR Committee, General Comment No.36, supra note 49.社会権規約も一般的意見 14 において、健康に対す

る権利等との関連で良好な環境の必要性を指摘している(General Comment No. 14, supra note 200)。 
513 Framework Principles on Human Rights and the Environment, Annex, Report of the Special Rapporteur on the 

issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment, 

U.N. Doc. HRC/37/59(24 January 2018) の付属文書である。 
514 UN Human Rights Council Resolution, The human right to a clean, healthy and sustainable environment, U.N. 

Doc. A/HRC/RES/48/13 (8 October 2021).  
515 UN General Assembly Resolution, The human right to a clean, healthy and sustainable environment, U.N. Doc. 

A/76/L.75(28 July 2022). 
516松井は、「人権法」や「環境法」が国際法の一部をなすことを忘れ当該の個別分野に安住することによ

り、国際法の断片化を助長する危険があると警鐘を鳴らしている。松井『前掲書』（注 40 ） 235 頁。同様

の指摘は村瀬「前掲論文」（注 40 ）358 頁。 
517村瀬「前掲論文」（注 40 ）358 頁。 
518 第 6 章に詳述する。 
519 第 3 部の検討は、こうした開かれたアプローチをとる海外の研究、特に、採取産業に関する環境・人権

侵害に関するセックの問題提起(Seck, supra note 35)、ビジネスと人権に関する条約構想において、深海底

レジームを比較検討したら先行研究も参照した。Nadia Bernaz and Irene Pietropaoli, “Developing a Business 

and Human Rights Treaty: Lessons from the Deep Seabed Mining Regime under the United Nations Convention on 

the Law of the Sea”, Business and Human Rights Journal, Vol.5(2020), p.1, pp.1-21. 
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第 6 章 国境を越える企業活動と国家の義務 

 

本章では、「国家に対し、自国の管轄又は管理下にある企業の越境的活動の影響を受

ける領域外の個人を保護する義務を課す方向で国際法を発展させること」ができる

か、について、主に国際環境法を中心とする国際法の他分野の展開を概観し、ビジネ

スと人権の分野への参照可能性を検討する。 

村瀬によれば、国際環境条約、とりわけ地球環境条約の近年の発展の重要な特徴は、

「国家管轄権における領域性原理から非領域的機能性原理への転換」であり520、越境

被害防止や地球環境保護のために、自国の管轄・管理下にある活動（私人・私企業の

活動を含む）を規制・防止する義務を含む、国際法上「新しい種類」の「厳しい義務」

を国家に義務付けたことにある521。こうした展開は国際法の他の分野にも影響を与え、

同様の発展がみられる。グローバル化で生じる企業の越境的人権侵害という課題に直

面する国際人権法にとって注目に値する展開である。 

そこで、本章では、第１節では非国家主体による越境損害に関する国際法の発展を

概観し、第 2 節ではさらに領域外の非国家主体による有害行為に対する国家の義務に

つぃての規範の展開をとらえ、第 3節ではこれを踏まえ、域外的な人権義務に関する

考察を行う。 

 

第 1 節 非国家主体による越境損害に関する国家の義務 

非国家主体の活動に伴う越境損害に対し、国家はいかなる場合に義務・責任を負う

か。国際法においては伝統的な領域使用の管理責任原則が発展して国際環境法の原則

が形成され522、それが国際環境法以外の分野にも波及した。本節ではその発展過程を

概観する。 

1 国家責任―領域使用の管理責任に関する判例の発展 

国家は、領域主権の排他性のコロラリーとして、領域使用にあたり、他国の権利を侵害

しない義務を負い、私人・非国家主体に使用を許可する場合においても他国の権利侵害を

生じさせないよう相当の注意（Due Diligence）を払う義務を負う523。そして、これに違反

 
520 村瀬「前掲論文」（注 40 ）346-359 頁。 
521 村瀬「地球環境保護に関する国際立法過程の諸問題」『前掲書』（注 40 ）382 頁。 
522 薬師寺「前掲論文」（注 40 ）78-86 頁。 
523 田畑「前掲論文」（注 40 ）（二）749 頁、750 頁。  
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した場合には、国家責任が生じる(領域使用の管理責任)524。この責任はアラバマ号事件

525、パルマス島事件526で確認されてきたが、越境環境損害の文脈で領域外に拡張したの

が、トレイル熔鉱所事件(米国カナダ仲裁裁判所）判決である527。同判決は「事件が深刻

(serious)な結果をもたらすものであり、また損害が明白かつ確固とした証拠によって明ら

かにされる場合」には、「国際法上、いかなる国家も、他国の領域やその領域にいる人や

財産に対して損害を生じさせるような方法で、その領域を使用させる権利を有しない」と

判示し528、カナダには熔鉱所の行為が国際法上の義務と合致するよう確保する責任がある

とした。本判決は、領域内の民間企業の行為によって領域外で発生した越境環境損害につ

いて領域国が国際責任を負うことを認めた初めてのケースとして、その後の国際環境法の

形成・発展に大きな影響を与えた529。 

 

2   国際環境法の発展 

トレイル熔鉱所事件判決を起点として、国家の越境環境損害防止義務が明確に定義

され、確立していく。はじめにソフトローとしてその規範内容は発展し、国際判例と

しても確認される。 

 

（1）ソフトローの進展 

 国際的な環境問題への高まりを背景に、1972 年に採択された「ストックホルム人間

環境宣言」530の原則 21 は、環境に対する国の権利と責任として、各国の資源開発に関

する主権を確認する一方、各国には「自国の管轄下または管理下（jurisdiction or control）

における活動が他国の環境または 国家の管轄権の範囲を越えた地域の環境に損害を与

 
524 岩沢『前掲書』（注 2 ）221、222 頁。 

525 領域使用の管理責任が初めて認められたのは、アラバマ号事件判決(The Alabama Arbitration, Arbitral 

Award, in J,B. Moore. History and Digest of the international Arbitration to which the United States has been a Party, 

Vol.1(1898), p.495)である。この事件では、私人行為の結果、領域外で発生した損害に関し、英国の責任が

認められたことが重要である。山本草二「国際法上の義務の優越 ―国内法の援用禁止 ―アラバマ号事

件」『国際法判例百選』 (有斐閣、2001 年） 16-17 頁。 
526Island of Palmas Case, Award (1928), RIAA. Vol. Ii. p 829. 兼原敦子「領域主権の機能 ―パルマス島事件判

決」『国際法判例百選〔第 3 版〕』 (有斐閣、2021 年） 52-53 頁。 
527 Trail Smelter Arbitration, Arbitral Tribunal Decision (1941), RIAA, Vol.3. p.1616 (1941.3.11). 
528 Ibid., pp. 1965-1966. 

529 石橋可奈美「領域使用の管理責任」『国際法判例百選 〔第 2 版〕』 (有斐閣、2011 年） 164-165 頁。 

530 Declaration of the United Nations Conference in the Human Environment, U.N. Doc. A/CONF.48/14/Rev.1, 16 

June 1972. 1972 年にストックホルムで開催された、地球環境問題への対策を協議する国連主催の初めての

国際会議で採択された宣言である。 
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えないよう確保する責任を負う」(下線は筆者による)とする。ここで重要なのはトレ

イル溶鉱所事件判決が依拠した「領域」ではなく、「管轄」さらに「管理」が登場した

ことである531。ルイス・ブルーノ・ゾーンは、ストックホルム原則 21 の「管理下」の

活動に対する責任は拡張されたものであり、国民、国の旗を掲げる船舶に及ぶことは

明らかで、当該国で設立された企業にもおそらく及ぶであろうという532。 

もう一点、重要なのが、国家の確保責任が他国にとどまらず、「管轄権の範囲を越え

た地域の環境」すなわち国際公域にも拡張されたことである533。 

1992年の「環境と発展に関するリオ宣言」も、第 2 原則で上記宣言を発展させ、「各

国は、国連憲章及び国際法の原則に則り、自国の環境及び開発政策に従って、自国の

資源を開発する主権的権利及びその管轄または管理下における活動が他の国、または

自国の管轄権の限界を越えた地域の環境に損害を与えないようにする責任を有する」

(下線は筆者による)と確認した534。 

 

（2）ICJ 勧告的意見 

ICJ は核兵器使用の合法性をめぐる 1996 年の勧告的意見で、環境を「将来世代を含

む人類の生活空間、生活の質、健康そのものに他ならない」とした上で「自国の管轄

内及び管理下の活動が他国の環境または国家の管轄の範囲外の地域の環境に損害を与

えないように確保」(下線は筆者による)するよう責任を負う「国家の一般的義務」は、

「国際法体系の一部として存在する」と判示した535。ICJ 勧告のこの言及は、ストック

ホルム宣言、リオ宣言で確認された、越境環境損害の未然防止原則を発展させ、環境

に対する国際法上の一般的な義務として明示的に確認したという点で、重要な意義を

持つ536。 

 

 
531  山本『前掲書』（注 41 ）22-28 頁。 
532 Louis B. Sohn, “The Stockholm Declaration on the Human Environment”, The Harvard International Law 

Journal, Vol.14 (1973), p. 493. 
533 松井『前掲書』（注 40 ）  75頁、76 頁。隣国同士の越境損害防止という二国間関係を超える地球規模の

課題であるという位置づけとして重要である。 
534 Rio Declaration on Environment and Development, U.N. Doc. A/CONF.151/26/Rev.1(Vol.1), Annex I, 12 August 

1992. リオ・デ・ジャネイロで 開催された環境と開発に関する国連会議が採択した。「ストックホルム宣

言」を再確認し、発展させた、国際環境法分野で極めて影響力のあるソフトロー規範である。 
535 Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, 1. C. J. Reports 1996, p. 226. 
536 石橋「前掲論文」（注 529 ）165 頁。但し「管轄内及び管理下」としているため、ストックホルム宣言

より狭いことに注意を要する。 
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3 越境損害防止義務の拡大と義務の内容 

以上のとおり確認された「管轄・管理下」にある活動による領域外の損害を防止す

る義務は、多くの国際環境条約にも明記された(オゾン層保護条約 2 条、気候変動枠組

み条約前文、生物多様性条約等)。 

国家の越境環境損害防止義務の性質は、相当注意義務であるとされる537。相当注意

義務は明確性を欠くという問題が指摘されてきたが538、国家の越境環境損害を防止す

る義務は、条約、ソフトロー539、国際判例が相互に影響しあい、具体的に確立され、

高度化している540。  

第１に、非国家主体による越境環境損害等を防止するために、必要な国内法の制定

とその適切な執行(監視を含む)を行うことが、防止義務の中核となっている。環境条

約の多くは、枠組み条約によって国家に対し、越境環境損害を防止するための包括的

な義務を課し、その後、議定書等において詳細かつ具体的な規制手段について合意

し、国家は非国家主体を拘束する規制を制定・実施する義務を負う541。 

第 2 に、条約上の実体的義務と相互補完関係に立つ、越境環境損害防止の手続的義

務があるとされている。手続的義務は、広く、他国や国際広域の環境に相当な影響を

与える危険がある場合に、事前通報し、協議する義務542、越境環境影響評価（EIA）を

 
537 国際法上の国家の義務は、行為の義務と結果の義務に区別され、一部の例外を除き、国際法は行為の

義務を採用してきた。行為の義務を基礎づける行為基準(standard of care)が相当の注意(Due Diligence)義務

とされる(岩沢『前掲書』（注 2 ）321 頁)。 
538 薬師寺 「前掲論文」（注 40 ） 106 頁。 松井『前掲書』（注 40 ）67 頁、68 頁。 
539 ソフトローが果たした影響も大きい。1992 年のリオ宣言(supra note,534)は、公衆への情報と意思決定過

程への参加、司法及び行政手続への効果的な アクセス（10 原則）、効果的な環境法の制定と環境基準の設

定・管理（11 原則）、深刻な環境悪化を引き起こす活動及び物質の移転・移動の禁止。防止のための協力

（14 原則）、予防的アプローチ（15 原則)、環境影響評価（17 原則）、事前通告と情報提供（19 原則）等を

掲げ、これらの多くが国際環境法上の防止義務として条約に具体化され、越境損害防止条文草案にも反映

された。 
540兼原「前掲論文」（注 40 ）265 頁, 280 頁。 

541 岩沢『前掲書』（注 2 ）317-319 頁、村瀬「前掲論文」（注 40 ）372-375 頁。例えば、オゾン層保護のた

めのウィーン条約(Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer, adopted 22 March 1985, entered into 

force, 22 September 1988, 1513UNITS 293)は、国家は「自国の管轄又は管理の下における人の活動」のオゾ

ン層への悪影響を防止・軽減する立法・行政措置等を締約国に義務付け、議定書で詳細な義務を定めて企

業等を拘束する。バーゼル条約（Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous 

Wastes and their Disposal, adopted 22 March 1989, entered into force 5 May 1992, 1673UNTS 57）は、有害廃棄物

の越境異動について、輸入国は事前の書面の通告を行い、これに対する輸出国の書面での同意がない限り

越境移動を許可してはならないとし、自国の管轄下の輸出業者が手続を遵守することを確保する義務を負

い（4 条、6 条）、この条約を実施するための適切な立法、行政措置を講じ、違反行為を防止し処罰する義

務を負う（4 条 4 項）。また、不法な有害廃棄物取引を防止・処罰する国内法制定の義務を負う（9 条）。 
542 児矢野マリ「環境保護のための事前通報・協議義務」『国際法判例百選〔第 3 版〕（有斐閣、2021 年） 

164-165 頁。  
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実施する義務543、事故が発生した際に緊急通報を行う等の義務等であるととらえら

れ、多くの国際環境条約に取り入れられた544。 

2011年にILCが採択した「越境環境損害防止条約草案」は国家の防止義務の一環とし

て、手続義務を詳細に規定する545。同草案によれば、国家は、相当な越境損害の危険

のある活動を事前許可制とする義務を負い（第6条）、許可決定に先立ち、越境環境影

響評価を行う義務を負うとともに（第7条）、越境損害が予想される国に事前通告し

（第8条）、防止措置について協議し（第9条）、活動開始後も情報交換する（12条）等

の義務を負う546。 

 

第 2 節 領域外の非国家主体による有害行為に関する規範の展開 

 以上に概観した、国家の越境環境損害防止に関する国際法の展開は、重要な発展と

評価できる。ただし、前記の ILC草案は、主に二国間の相隣関係を規律する原則とさ

れており547、その規律だけでは多国籍企業が関わるような、国境を越える環境被害に

は十分に対応できない548。 

 
543 2010 年パルプ工場事件判決で ICJ は、相当注意義務について、「適当な規則を制定し適当な措置を講じ

るだけではなく」「自国の管轄下にある公的・私的事業者に関する関連規則を実施するためのすべての適

当な措置」を取ることだと判示した(Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), Judgment, I.C.J. 

Reports 2010, p. 14) 。越境 EIAの義務は、ニカラグア・コスタリカの道路建設事件 ICJ 判決 (Certain 

Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica v. Nicaragua) and Construction of a Road in 

Costa Rica along the San Juan River (Nicaragua v. Costa Rica), Judgment, I.C.J. Reports 2015, p. 665)においても確

認された（堀口健夫「環境影響評価」『国際法判例百選〔第 3 版〕』 (有斐閣、2021 年） 166-167 頁)。 
544 児矢野マリ「国際環境法における手続的義務の意義 : 国家主権に対する『緩やかなコントロール』の基

礎として」『新世代法政策学研究』20 号 （2013 年） 201-226頁。児矢野マリ「国際環境法における手続的

義務」西井正弘・鶴田順編『国際環境法講義』（有信堂、2020 年）47 頁。児矢野は、実体的義務には環境

危険活動の制限・禁止、原因物質の使用制限や排出制限の義務等があるとするが、その設定が困難・不適

切な場合は手続的義務がとりわけ有用であるとする。 
545 ILC, Draft articles on Prevention of Transboundary Harm from Hazardous Activities, with commentaries U.N. 

Doc. A/56/10 （2001), 加藤信行「ILC 越境損害防止条約草案とその特徴点」『国際法外交雑誌』 104 巻 3 号, 

263-277 頁（2005 年）。Nilüfer Oral, The International Law Commission and the Progressive Development and 

Codification of Principles of International Environmental Law, FIU L. Rev. Vol. 13 (2019), pp. 1087-1090 
546 Ibid., さらに、影響を受ける危険性のある一般公衆に対しても情報提供を義務付けられる（13 条）。さ

らに緊急時には通報義務を負う（18 条）。 
547 同草案は、結果的に、起源国は「自国の領域または管轄もしくは管理の下で 1 条の活動が計画されまた

は実施される国（2 条 d）とされる。解説では「管轄」として旗国、「管理」として領土に対する事実上の

支配の場合が例示されるものの、領域管轄権を基本に置いている。加藤によれば、領域管轄権が最も基本

的なものであることを強調する趣旨で、明示的に領域的リンクを加えており、条文草案は伝統的なバイラ

テラルの関係、主として隣国相互間の関係を規律しようとするものだという。加藤「前掲論文」（注

545 ）270-271 頁。 
548非国家主体が越境した場合は、新たに領域国となった国（多国籍企業であれば受入国）のみが相当注意

義務を負うことになり、本国は責任を免れることになるからである。村瀬「前掲論文」（注 121 ）414 頁、

415 頁。 
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そこで学説上、ストックホルム、リオの原則が示した「管轄または管理」のうち

「管理」概念を広く「機能的リンク」ととらえ、多国籍企業の本国に、子会社による

環境汚染を防止する義務を課すことができるか否かが問われてきた549。本節では、こ

うした問題意識を踏まえ、非国家主体の領域外での活動についての国家の義務に関す

る規範の展開を、国際環境法分野以外も視野に入れて検討する。 

 

1 領域外の非国家主体に対する国家の義務の拡大 

領域外の非国家主体の越境損害に関する国家の義務は、国際環境条約の枠を超えて国際法

の他領域にも広がり、条約や判例が注目すべき発展を遂げている。ストックホルム、リオ

原則を踏まえ、国家が越境損害防止義務を負うべき「管轄・管理下」の私人活動は、国家

領域内の活動にとどまらず、国家が属人的管轄権を行使する場合550や、事実上の規制・管

理権限を有する場合の領域外活動にも及んでいる551。以下に一連の規範の展開を概観す

る。 

（1）宇宙開発に関連する越境損害 

宇宙関連条約における国家の義務は極めて先進的である。ストックホルム原則以前

に採択された条約であり、「自国の管轄若しくは管理」という規定を採用していないも

のの、私人が行う宇宙開発活動に対する強力な国家の義務と責任を定めている。条約

は、締約国に対し「宇宙空間における自国の活動」（私人によって行われる場合も含

む）が条約に従うよう確保する義務を課し、宇宙における活動を継続的に監督する義

務があるとする（6 条）552。そして、国家は宇宙開発で発生した損害について責任を負

 
549 村瀬「前掲論文」（注 121 ）416-417 頁、420 頁。 

550 ここで「属人的管轄権」とは、例えば企業の登録国だけでなく、本国(本店所在地)を含む概念として

使用する。 
551 湯山は、「この義務は領域に限定されるものではなく，国家が自国民の国外の行為（属人主義管轄権）

並びに当該国で登録された船舶及び航空機 （旗国主義及び登録国主義管轄権）を規制する立法管轄権を

有する限りにおいて，また他国の領域を軍事占領その他の形で事実上支配している限りにおいて領域外に

も拡張される」とする。湯山智之「国際司法裁判所・ジェノサイド条約適用事件 （ボスニア・ヘルツェ

ゴビナ対セルビア・モンテネグロ) （判決 2007年 2 月 26 日）（3 完)) 」『立命館法学』 2012 年 2 号（3）2

号)1316 頁。兼原はさらに広く、「管轄国」には、領域国、国籍国、沿岸国、旗国、国際河川国、「管理」

には、多国籍企業の親会社本国が、海外における活動に及ぼす管理が注目されていると整理する(兼原

「前掲論文」（注 141 ）855 頁）。山本は「管理」概念に関し、学説は属人的管轄権に服する活動に限ると

する説と、許可、認可、監督、規制等「事実上の支配」も含まれるとする説が対立しているとし、「被害

者の実効的な救済を確保するという観点から後説を妥当とせざるを得ない」と述べる（山本『前掲書』

（注 41 ）24 頁）。 

552 「月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約」(略称

宇宙条約) Treaty on principles governing the activities of States in the exploration and use of outer space, including 
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うとする（7 条）553。私人でなく国家の賠償責任を明確に規定した点は被害者保護に

とって画期的である。 

 

（2）海洋汚染防止 

国連海洋法条約は、第 12 部に海洋環境の保護および保全に関する詳細な規定を置き、

194条は「自国の管轄または管理下における活動」が他国とその環境に汚染損害を生じ

させないよう確保するために必要なすべての措置をとるよう締約国に義務付ける554。

他国領域や公海上の活動でも、自国の管理下の私人の活動であれば国家は汚染防止義

務を負い、義務の具体的内容は、監視と環境影響評価555、海洋環境の汚染防止軽減の

ための国内法整備556、執行557、責任と被害救済等である558。235 条 2 項は、締約国に、

「自国の管轄の下にある自然人・法人による」海洋環境汚染損害について、迅速かつ

適正な補償その他の救済手段を法制度上確保する義務を課している。 

 

（3）深海底 

海洋法条約 139 条は、締約国に対し、深海底における活動が条約の規定に適合して

行われることを確保する義務を課し、義務の不履行によって生ずる損害について責任

を負うと規定する。ここで、国家の義務を基礎づける国家と契約者(多くは私企業)と

のつながりは、①保証および②人的な関係(国籍の保有または自国民による企業の実効

的支配)である559。この「実効的支配」の基準は、国籍のリンクのない外国籍又は多国

籍の企業に対する資本・経営面での実質的な支配をいうものとされ、属人的管轄権の

 

the moon and other celestial bodies, released 27 January 1967, entered into force 10 October 1969,610 UNTS 205). 
553 宇宙空間において発生した損害には 7 条で国家責任が課されるとされ、地上で発生した損害については

無過失責任が後述の条約で規定される。 
554 United Nations Convention on the Law of the Sea, supra note 41, 村瀬信也「海洋環境の保全と国際法」『前

掲書』」（注 40 ）393-401 頁、林司・島田征夫・古賀衛『国際海洋法〔第 2 版〕』（有信堂、2016 年）161-

166 頁。 
555 Ibid., article 204-206. 
556 Ibid., article 207-212.村瀬「前掲論文」（注 554 ）394 頁。 

557 Ibid., article 207-222.村瀬、同上。 
558 Ibid., article 235. 
559 Ibid., article 153. 深海底の鉱物資源は人類の共同財産に当たることから、探査・開発は国際海底機構の

事業体が直接実施するか、または「締約国、国営企業又は締約国の国籍を有し若しくは締約国若しくはそ

の国民によって実効的に支配されている自然人若しくは法人であって当該締約国に保証されているもの」

が旗国と提携して実施できるとする(153条 2 項(b))。同条項の保証(sponsor)を行う国は保証国と称され、

以下そのように使用する(林司ほか『前掲書』（注 554）114-120 頁)。 
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範囲を超えて広範に設定されたことが注目される560。 

2011 年、ITLOS 海底紛争裁判部は、深海底に関する勧告的意見で、保証国が負う義

務の性質について詳細に明らかにした561。 

勧告的意見は、保証国の義務には、①契約者による条約規定等の遵守を確保する義

務と②直接義務があるとし、前者は、保証国が遵守を確保するために合理的に適切な、

法令及び行政上の措置を講じる義務とする一方562、後者は、予防的アプローチおよび

「最良の慣行」を適用する義務、救済手段の利用を提供する義務、環境影響評価を行

う義務を含むとした563。このように ITLOS は、深海底において領域国でない保証国に

極めて高度な義務があることを明らかにしている。そして、保証国の義務の性質を対

世的(erga omnes)義務であると明確に示した点も重要である564。 

 

（4）旗国義務の強化と多元的管轄権 

海洋で発生する船舶の有害行為に関しては、船舶に関する旗国主義の下での便宜置

籍船の横行が問題となり、旗国による義務の履行確保が深刻に問われる事態となって

いる565。これに対応する国際法規範の展開としては、一方で、海洋法条約や SOLAS条

約566等多くの条約が、旗国の義務を強化するとともに、他方で、沿岸国や寄港国の管

 
560  山本『前掲書』（注 41 ）315頁。山本は、法人の国籍を、法人の設立根拠法又は経営の統括地のいずれ

かを基準とするものと把握したうえで、139 条の実効的支配の基準について「私人・私企業の深海底活動

に対する国家の属人的な管理に基づく保証責任の範囲が拡大されたもの」（同上）として注意すべきだと

指摘する。 
561Responsibilities and obligations of States with respect to activities in the Area, Advisory Opinion, 1 February 2011, 

ITLOS Reports 2011, p. 10. 訳文は、佐古田彰「【資料】国際海洋法裁判所『深海底活動責任事件』2011 年 2

月 1 日勧告的意見（一） 」『商学討究』66 巻 1 号  （2015 年）367-406 頁及び、佐古田彰「【資料】国際海

洋法裁判所『深海底活動責任事件』2011 年 2月 1 日勧告的意見（二・完）」66 巻 2・3号 『商学討究』

（2015 年） 303-328 頁を参照した。 
562 ITLOS, Ibid., para.242. 
563 薬師寺公夫「深海底活動に起因する環境汚染損害に対する契約者と保証国の義務と賠償責任」松井芳

郎ほか編『21 世紀の国際法と海洋法の課題』（東信堂、2016 年） 338-375 頁、柳井俊二「海洋法の漸進的

発達に対する国際海洋法裁判所の貢献」岩沢雄司、岡野正敬編集代表 小和田恆国際司法裁判所裁判官退

官記念『国際関係と法の支配』（信山社、2021 年）303-307 頁、中田達也「国際海底機構の開発規則策定

状況と日本の課題」『海の論考 OPRI Perspectives』12 号 （2020 年）。 
564 ITLOS, supra note 561, para.180. 人類共同の遺産と言われる深海底資源と環境の保護を ITLOS は対世的

な義務と認識した。薬師寺、同上。 
565 松井『前掲書』（注 40 ）69-70 頁。   
566 海上人名安全条約（International Convention for the Safety of Life at Sea, adopted  1 November 1974, entered 

into force 25 May 1980, UNTS 1184 and 1185）の 1994 年改正は、条約附属書に国際安全管理規則(ISM コー

ド)に関するⅨ章を導入し、その遵守を締約国（旗国等）の義務とした。海上人安全条約(SOLAS 条約)の

1994 年改正は、船舶を運行する企業に対し、ISM に適合する安全管理システムを策定し、管理責任体制を

構築することを条約上義務付けている。富岡仁『船舶汚染規制の国際法』（信山社、2018 年） 170-177

頁。 
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轄権を重畳的に設定して旗国による管轄権行使を補い、多元的管轄権制度を確立して

対応している567。特に、寄港国管轄権は、抽象的な規制可能性を根拠として管轄権を

認めるもので、普遍的管轄権ないしこれに準ずる制度展開として注目される568。 

2015年の西アフリカ地域漁業委員会事件に関する ITLOS 勧告的意見569は、IUU（違

法・無報告・無規制）漁業570を防止・抑制するために必要な措置をとる主要な責任が

沿岸国にあるとしつつ、旗国にも自国を旗国とする船舶が対象 EEZで IUU漁業活動を

行わないよう確保する責任があると明らかにした571。 

ITLOS は、深海底における勧告的意見を参照し、旗国は深海底開発における保証国

が契約者に対して負うのと同様に、船舶に対する相当注意義務として、IUU 漁業を防

止するために「適当な手段を講じ，可能な限り最善の努力を尽くす」義務があるとし

572、立法、行政、司法上の措置を講じて IUU漁業を防止する義務を明らかにした573。

便宜置籍船の越境有害行為を旗国が半ば放置している状況は、グローバリゼーション

下での多国籍企業の越境的人権侵害と類似した構図が認められるところ574、沿岸国と

旗国がともに事態の防止・抑制の義務を負うと明確に確認したことは注目に値する

575。 

 

 
567 富岡『前掲書』（注 566）157-177 頁。 
568 瀬田「前掲論文」（注 492 ）、富岡『前掲書』（注 566）139-147 頁。 
569 Request for Advisory Opinion submitted by the Sub-Regional Fisheries Commission, Advisory Opinion, ITLOS 

Reports 2015, p. 4.  訳文は、 佐古田彰「【資料】国際海洋法裁判所『西アフリカ地域漁業委員会事件』2015

年 4 月 2 日勧告的意見(一)」『商学討究』」66 巻 2・3 号 （2015 年）329-366 頁によった。西アフリカの準地

域漁業委員会(Sub-Regional Fisheries Commission、SRFC)加盟国(ギニア、セネガル等)が EEZ における加盟

国の排他的経済水域(EEZ)において頻発する便宜的置籍船等による IUU 漁業に苦しみ、ITLOS に意見を求

めた。柳井「前掲論文」（注 563）324-332 頁。 
570 Illegal, Unreported, Unregulated の頭文字を取って IUU 漁業と呼称される。 
571 ITLOS (2015), supra note 569, para.124. 
572 旗国と、沿岸国の排他的経済水域で漁業活動を行う船舶との関係は、深海底開発の保証国と契約者の

関係と同等ではないとしつつも、2011 年勧告的意見をそのまま適用できるとした(paras. 125-132)。 
573 立法による規制にとどまらず、①その遵守を監視・確保するための執行のメカニズムの確立

（para.138）、②違法行為を抑止するに足る制裁措置（para.138）、沿岸国から通報を受けた場合は、③調査

し、事態を是正するための必要な措置を取り、その措置を通報国に通知する義務(para.139)があるとする。 
574 旗国主義は、海洋での自由な航行を促進するために、海運国の圧倒的な支持を得てきたが、その一

方、旗国と船舶の関係が希薄化する中、旗国が越境有害行為に対し有効な対応を行っていない。船舶起因

汚染等の事故が沿岸国に被害をもたらすようになり、海洋法条約の条約交渉において、多元的管轄権の確

立が途上国側から主張され、旗国主義が修正され、多元的管轄権が導入された経緯がある(富岡『前掲

書』（注 566） 43-86 頁、139-148 頁)。関係国の義務が規定されている海洋法と、こうしたコンセンサスが

ないビジネスと人権の分野においては、国際法上の規律の有無異なるものの、グローバリゼーションの要

請で自由に越境活動をする非国家主体の活動を、規制・管理することが可能な国家がその役割を果たして

いないため、影響が領域外に発生しているという点では類似性がみられる。 
575 宇宙、深海底、公海等、そもそも属地主義に基づく領域国家がない事例と異なり、沿岸国とともに旗

国が義務を負うとの点は重要である。軍縮条約も属地・属人管轄権を併存させている。 
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（5）軍縮条約 

 非国家主体による越境的な損害を防止・抑止する国際法による規制として、非人道

的な兵器に関わる規制も重要な分野である。 

一連の軍縮条約も国際環境法と同様、「自国の管轄または管理下」にある活動（私人

活動を含む）に対する締約国の義務を定めている576。 

このうち、生物兵器禁止条約577と化学兵器禁止条約で578は「管轄または管理下」が

場所的概念として使用されている。 

一方、新しく制定された対人地雷禁止条約、クラスター爆弾禁止条約、核兵器禁止

条約は、「自国の管轄または管理下」にある兵器の破棄579、配置等の禁止580とともに、

「自国の管轄若しくは管理の下にある者によるものまたは自国の管轄若しくは管理の

下にある領域におけるもの」（下線は筆者による）を防止・抑止するため、「立法上、

行政上その他のあらゆる適当な措置（罰則を設けることを含む。）をとる」旨定めてい

る581。属地主義とあわせて属人主義を採用するものであり、締約国の国民や私企業の

領域外の活動に対しても、立法による禁止と処罰、行政措置を講ずることを国家の義

務としている582。 

 

 

576 江藤 淳一「軍縮条約における『管轄又は管理』の用法」『東洋法学』44巻1号  （2000年） 115-159頁。 

577 生物兵器禁止条約(Convention on the prohibition of the development, production and stockpiling of 

bacteriological (biological) and toxin weapons and on their destruction, adopted 10 April 1972, entered into force 26 

March 1975, 1015UNTS 163)は、「管轄又は管理下におけるいかなる場所」においても生物兵器等の「開

発，生産，貯蔵，取得又は保有を禁止し及び防止するために必要な措置をとる」(4 条)とする。 
578 化学兵器禁止条約(Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of 

Chemical Weapons and on their Destruction, adopted 3 September 1992,  entered into force 29 April 1997,1975UNTS 

45)は、「自国の管轄下にある場所でもいかなる場所においても」自然人又は法人に対し、条約によって禁

止される行為を禁止し、違反者を処罰することを義務として課す(7 条)。 
579 対人地雷禁止条約(Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-

Personnel Mines and on their Destruction, adopted 18  September 1997, entered into force 1 March 1999,2056UNTS 

211)は、自国民が所有・占有、自国の管轄又は管理下に貯蔵されている地雷の破棄(4 条)、管轄又は管理下

における地雷敷設地域での地雷の破棄(5 条)を規定。クラスター爆弾禁止条約(Convention on Cluster 

Munitions, adopted 30 May 2008, entered into force 1 August 2010, 2688UNTS 39)は、「管轄または管理下」にあ

るクラスター爆弾の区別、廃棄、「管轄または管理下」にある被害者の援助等を規定する。 
580 核兵器禁止条約(Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, adopted 7 July 2017.7.7, entered into force 22 

January 2021, C.N.475.2017)は 1 条で、自国の領域内又は自国の管轄若しくは管理の下にあるいずれの場所

でも、核兵器その他の核爆発装置を配置し，設置し，又は展開することを禁止し、自国の管轄下にある被

害者の援助(6 条)を定める。 

581 対人地雷禁止条約 9 条、クラスター爆弾禁止条約 9 条、核兵器禁止条約 5 条。 
582 江藤「前掲論文」（注 576）、小倉康久「核兵器製造企業への投資規制」『国際法学とグローバル経済 

間宮勇先生追悼』(信山社、2021 年）97-114 頁。 
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（6）小括 

以上のとおり、私人活動による越境損害を防止すべき国家の義務が、国際環境法を

越えて国際法の他の分野にも広がっている。「管轄または管理下」の活動は、自国領域

における活動にとどまらず、国境を越える非国家主体の活動も含み、属人的管轄権や

「旗国」「許可」「保証」など、非国家主体に実質的な規制・管理権限を行使しうる国

家も、義務を負うことが確認できた。深海底開発に関するレジームにおいては多国籍

企業の子会社の領域外活動にも保証国の義務が及ぶとされている583。 

そして、その義務内容は、立法による規制584、行政（調査、監視、是正）585、被害

救済と責任586、制裁587などを含み、義務内容が高度化している。 

一連の域外的義務の拡大は、越境する私人活動が国際社会全体の利益を損なう場合

に、領域国やそれに準じる国にとどまらず、私人を規制・管理しうる国家に対応義務

を課す、国際協力義務の展開と位置付けられる588。 

 

2 領域外の非国家主体の人権侵害行為に関する国家責任の展開 

 以上に見た、私人の領域外活動に対する国家の域外的義務の拡大は、人権の分野に

も表れつつある。 

1996 年、ICJ は、ジェノサイド条約適用事件（ボスニア・ヘルツェゴヴィナ対ユー

ゴスラヴィア）の先決的抗弁判決で、ジェノサイド条約上の権利・義務は対世的(erga 

omnes)性格だとし「各国がジェノサイド罪を防止及び処罰しなければならない義務は 

条約によって領域的に制限されていない」と判示した589。 

 
583 山本『前掲書』（注 41）315頁。なお、レジームとは、Krasner によれば、国際関係の所与の争点領域に

おいてアクターの期待が収斂するところの明示的もしくは暗黙の原則、規則、ルール、および意思決定手

続の総体であると定義される(スティ―ブン・D・クラズナー著・河野勝監訳『国際レジーム』(勁草書

房・2020 年）3 頁)が、国際法の観点からは、村瀬が①条約を基礎に一定の国際公益の実現を目的として設

立され、②履行確保のための自律的制度と手続が整備され、③第三国との関係で一定の対抗力を有するも

のだと整理している（村瀬・「前掲論文」（注 40） 345 頁）。本研究においても同様に理解して議論する。 
584 海洋法条約 207-212 条、対人地雷禁止条約等、深海底(ITLOS)、IUU 漁業（ITLOS）について該当す

る。 
585 海洋法条約 207-222 条、宇宙条約、深海底、軍縮条約について該当する。 
586 海洋法条約 139 条、235 条、宇宙条約について該当する。 
587 対人地雷禁止条約、IUU 漁業（ITLOS）等について該当する。 
588 奥脇直也「協力義務の遵守について ―『協力の国際法』の新たな展開」村瀬信也先生古稀『国際法学

の諸相』（信山社、2015 年）。 
589 Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Preliminary 

Objections, Judgment, 1. C. J. Reports 1996, p. 595, p.616 para.31, Convention on the Prevention and Punishment of 

the Crime of Genocide, adopted 9 December 1948, entered into force 12 January1951, 78 UNTS 277, 湯山「前掲論

文」（注 551）1316 頁。 
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2007 年の同事件 ICJ 本案判決590は、領域外の非国家主体によるジェノサイド行為に

関し、被告国による実効的支配の欠如を理由に被告への帰属を認めなかったものの591、

被告の「影響力」を根拠として、事態に対する不作為を理由に相当注意義務違反に基

づく国家責任を認めた。すなわち、ICJ 最終判決は、被告が「否定しえない影響力と、

重大な懸念を知らせる情報」を有していたことに照らせば、ジェノサイドを「防止す

る最善の努力を果たすべきであった」とし592、ジェノサイド防止義務とその違反を認

めた593。 

ICJ が国際環境法で採用された「管轄または管理」という基準を超えて、領域外の非

国家主体に対する国家の「影響力」という新しい基準を採用し、国家がジェノサイド

条約上負うジェノサイド防止義務の適用範囲を大幅に緩和したことが注目される594。 

ICJ は、被告がジェノサイド条約の他の締約国と異なり、実行者らに対する政治的・

軍事的・資金的なリンクを有し、近接した関係にあったこと595、被告に対しジェノサ

イドに能動的に関与しないことを命ずる ICJ の仮保全命令が事前に出されていたこと

596、ジェノサイドの現実的危機を了知できたこと597を根拠に、被告はジェノサイド防

止のための最善の努力をすべきであったとする。 

 
590Case Concerning the Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 

(Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment, I.C.J. Reports 2007, p. 43. 本件については、湯山

「前掲論文」（注 551）1300-1362 頁、萬歳『前掲書』」（注 40）131-136 頁、薬師寺公夫「ジェノサイド条

約適用事件 ICJ 本案判決 ― 行為の帰属と国の防止義務再論」坂元茂樹編『国際立法の最前線』327-377 頁

（有信堂、2009 年）。 
591 Ibid., よく知られる通り本件で ICJ は、まず、ジェノサイドを実行した非国家主体の行為の国家帰属に

関し、国家責任条文 8 条の適用を検討し、ICJ ニカラグア事件 (Military and Paramilitary Activities in and 

against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment. I.C.J. Reports 1986, p. 14) が採用し

た実効的支配基準を採用し、ICTY がタジッチ事件で採用した全般的支配基準を採用せず (paras. 398-

407)、ジェノサイド行為の国家帰属を否定した(para. 415)。また、ICJ は被告が実行者のジェノサイドの意

図を知りつつ援助・幇助したものではないとしてジェノサイド条約 3 条 e のジェノサイドの共謀

（Complicity）も否定した(paras. 423-424)。 
592 Ibid., para.430. 
593 Ibid., para.138. 
594 薬師寺「前掲論文」（注 590） 359 頁。第 2 章でみた 2004 年の欧州人権裁判所の Ilascu 事件判決で採

用された基準は「決定的影響力」であるが、本件ではこの基準より緩和されている。Ilascu 事件判決は極

めて例外的な事象と扱われてきたが、本 ICJ 判決が「影響力」基準を採用したことで、今後領域外の非国

家主体の人権侵害に関する国家の義務について、さらに国際法が発展していく可能性、少なくともその萌

芽が示されたと評価しうるだろう。 
595 ICJ Judgement, supra note 590, para. 434. 
596 Ibid., para. 435, ICJ は 1993 年の仮保全命令において既に、被告に対し、指示（direction）、支援(support)

を行っている軍、準軍事組織、非正規の武装組織だけでなく、管理（Control）、指示(direction)、影響

(influence)を有するいかなる団体・個人もジェノサイドの実行、共謀、指示、煽動をしないよう求めてい

た (Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Provisional 

Measures, Order of 8 April1993, I.C.J. Reports 1993, p. 3 and p.24) 。 
597 Ibid., para.436. 
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ICJ が、ジェノサイドのように人権侵害が極めて深刻である場合には、国家の領域外

で活動する非国家主体について、国家が「管轄または管理」をしていない場合であっ

ても、その実質的な影響力を根拠に、人権侵害を防止する義務を負うと判断したこと

は重要である598。「影響力」に関する基準を精緻化し、広く国際人権法上の域外的義務

を具体化する国際法の発展が期待される599。 

 

第 3 節 人権条約の域外的義務に関する考察 

1 国際法上の域外的義務の拡大の動向 

以上に概観してきた国際環境法をはじめとする国際法の発展は、本研究における人

権条約に関する国家の域外的義務という問題関心に照らし、概略以下のように総括で

きる。 

第 1 に、国際環境法において、国家がその「管轄または管理下」に置く非国家主体

の越境損害を防止する義務を負うとの規範が確立し、多くの条約にも規定されている。

さらに、国家の義務は拡大し、領域内の私人活動に基づき越境被害が発生する場合に

とどまらず、属人的管轄権や、実質的に規制・管理権限を有する非国家主体による領

域外の国際有害行為に対しても防止義務を負うとの規範が形成されている。 

第 2 に、非国家主体を「管轄または管理下」に置く国家は、越境有害行為を防止す

るため、立法による規制、適切な監視と実施、調査や是正、被害救済等の措置を講ず

ることが求められている。国際環境法分野では、事前通報、事前協議の義務、環境影

響評価等、高度かつ具体的な義務が課されている。  

 

 
598 Ibid., 本判決は、ジェノサイド処罰義務との関係では、被告が ICTY に容疑者を引き渡さなかったこと

から協力義務違反を認めた (paras. 449-450) 。但し、本判決は、防止義務違反を認める一方、防止義務と結

果の間の因果関係を否定した。また、義務違反を認定したことをもって相当の満足を構成するものである

から、金銭賠償及び再発防止の補償を求めないと決定した。ジェノサイドという結果の重大性に照らし

て、これが適切で相当な救済といえるのか大きな疑問が呈されている (薬師寺「前掲論文」（注 590）359

頁、湯山「前掲論文」（注 551）1330-1334 頁) 。 

599 湯山は「領域使用の管理責任としての防止義務と同様に考えるならば，管轄または管理の下の事態に

限定されることになるはずである」(湯山「前掲論文」（注 551）1317 頁)とし、「本判決の示した防止義務

の射程は，管轄権や事実上の支配を超 えて防止義務を認める点で特筆すべきものがある」と指摘し、国

家責任条文 41 条に基づく、強行規範の重大な違反に対する協力義務の観点を示唆したものだとする(同、

1319-1320 頁)。同様の見解として、Marko Milanovic, “State Responsibility for Genocide: A Follow-Up”, The 

European Journal of International Law, Vol.18(2007), pp. 686-687, ただし、ジェノサイドを防止しうる影響力

があれば、協力義務の名のもとに、すべての国が防止義務を負うという議論は武力行使としての人道的な

介入まで容認する議論に発展しかねない。防止義務を負う国家及びその取り得る手段の議論の精緻化が必

要である。 
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2 国際人権法に関する考察 

（1）国際人権法の限界の克服 

以上の展開と対照的に、国際人権法においては、これまで、国家は「領域および管

轄下の個人」(自由権規約)」の人権に対して義務を負うとされ、多くの条約体制は義

務の範囲を同様に規定又は解釈し、領域外の私人行為に基づく事態に関する国家の相

当注意義務を観念してこなかった。こうした義務の領域的限定は、国家こそが人権侵

害を行う主体としてのみとらえる伝統的な人権観に基づくものと考えられる。 

しかし、第2章で確認した通り、昨今このような伝統的人権観は修正され、国際人権

法上の国家の義務は、単に人権侵害をしないという「尊重」義務にとどまらず、非国

家主体等による人権侵害から個人を守る「保護」義務、さらに「充足」義務にまで及

んでいる。そして、多国籍企業をはじめとする非国家主体による人権侵害が領域を越

えて行われる今日、国家が自国の管轄下におく個人に対する人権侵害にとどまらず、

自国の管轄・管理下におく(または影響力を行使しうる)非国家主体による人権侵害の

被害を受けた領域外の個人をも保護する義務を確立することは実効的な人権保障にと

って重要な課題と言える600。 

国際人権法は、国内的平面において公私二分論を乗り越える規範を確立させ、国家

が領域外において自ら人権侵害に域外的義務を確立しつつある。しかるに、国家の監

督・管理下にある私人の越境的人権侵害行為に対する不作為についてはいかなる場合

も責任を問われないとの二分論(公私二分論、及び作為と不作為の二分論)を維持する

ことが果たして正当なのか601。人権の普遍性や国際人権法の存立目的に照らして、見

直しを迫る見解が有力になりつつある602。 

 
600 Shany, supra note 240, p.143. シャニーは、国家による行為でも非国家主体による行為でも個人の享受す

る人権を侵害する能力は変わらず、そこで損なわれる道徳的価値に差異がないことは、人権条約上の積極

義務を肯定するにあたっての正当化理由となったが、越境的な人権侵害においても同様であると主張す

る。 
601 公私二分論に関しては、Christine Chinkin, “A Critique of Public/Private Dimension”, European Journal of 

International Law, Vol.10 (1999) ,  pp. 387-395 を参照した。Chinkin も指摘する通り、国家責任条文 2 条は、

国際違法行為は作為（act）だけでなく不作為(omission)によって発生しうるとする(Article 2,  Draft articles 

on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, supra note 137),  
602 シャニーは、国家による作為と不作為、国家による越境的人権侵害と企業による越境的人権侵害にお

いて保護の対象である個人の人権保障に差異を許容しうる正当化理由はないと主張する(Shany, supra note 

240, p,143).阿部は、そもそも国際人権法は、人類を国家という枠で分断し、個人をどのように取り扱おう

と国際法は関知しないという近代国際法を「沈黙の傍観者」と批判し、このような在り方に転換を迫って

登場したと指摘する(阿部浩己「『人間の価値』の実現 ― 国際人権法の意味するもの」岩波講座 現代の

法２『国際社会と法』 (岩波書店、1997 年） 155-158 頁)。 
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そもそも、国際環境法発展の淵源となった領域使用の管理責任原則は、領域内の外

国人の保護など、「人」の保護を中心に議論されており、「人道の基本的考慮」(コル

フ海峡事件 ICJ 判決)603に依拠するものである。そして、「管轄または管理下」にある

非国家主体への国家の域外的な義務の拡張は、環境分野以外にも広がっており、人権

法のみがこれを援用することが許されないとは考え難い604。ジェノサイド条約適用事

件において ICJが、領域外の非国家主体による人権侵害に関し、影響力を有する国家が

防止の義務を負うと判断したことは、人権規範もこうした国際社会の動態的発展と無

縁でないことを明らかにしたといえる605。 

 

（2）国家の義務履行可能性 

国家の域外的な積極義務を拡張する議論には、領域外での国家の義務履行能力や履

行確保可能性が問題として指摘されてきた606。この点で安藤が、「領域外の私人行為に

関して国家が何がしかの責任を負う根拠は、国家がまさしく、それらの私人を許可し

監視するなど、自己の支配下に置き、規制(control)しうる可能性に求められる」「見方

を変えれば、国家は領域外の私人行為についても、これを自己の支配下に置き規制し

うるかぎりにおいて、その行為から生じる損害について何がしかの責任を負うことに

やぶさかではない、と言えるのではないだろうか」との指摘が重要である607。この指

摘は、油濁汚染や原子力損害等の諸条約の形成過程の分析に関する言及であるが、企

業の越境的活動に伴う人権侵害についても同様の理が妥当するといえる。国家は自国

を拠点とする私人、自国の支配、規制、管轄を及ぼすことのできる、実質的連関を持

った私人（企業を含む）の行為に対しては、立法、行政、司法管轄権を行使する権限

があり、自国を拠点とする多国籍企業への規制を通じて子会社へも間接的なコントロ

 
603  Corfu Channel case, Judgment of April 9th, 1949: I.C. J. Reports 1949, P. 4. 
604 Olivier De Schutter et al, “Commentary to the Maastricht Principles on Extraterritorial Obligations of States in the 

Area of Economic, Social and Cultural Rights”, Human Rights Quarterly, Vol.34 no.4(2012), p 1136; ILA が、2008

年、国際人権法は一般国際法を出発点にしており、できる限り調和をさせていくアプローチを採用すべき

としていることも参照に値する (ILA, supra note 172, pp. 663-685). 
605 ICJ Judgement, supra note 590.  
606中尾「前掲論文」（注 213）（一）。「国家は、国際法上、第一義的に領域国家であるが故に、領域性との

関わりを持つ限りにおいて、その管理権能と履行責任を十全に果たしうる」(村瀬『前掲書』」（注 40）349

頁)と考えられてきた。そこで、領域性を離れた管轄権の行使については履行確保の問題が発生するとの

問題意識である。 
607 安藤「前掲論文」（注 41）339 頁。 
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ールを及ぼしうる立場にある608。国家はこうした権限を行使することを通じ、その限

度において、国際法上の義務を履行することが可能である。そうであれば、国家が管

轄下に置き、あるいは管理できる企業の越境的活動に対し、国家が国際人権法上の義

務を負うことに実務的な支障は見出しがたい。 

 

3 国際協力義務および対世的義務の視点からの考察 

国家の域外的義務を発展させてきた国際法レジームに共通する特徴は、環境（海洋

環境、深海底）、人命・海洋の安全(SOLAS 条約、IＵＵ漁業)、人道(軍縮)、人権(ジェ

ノサイド)など、国際社会に共通する重要な利益を守ることを目的とするレジームであ

ることであり、こうしたレジームにおいて、国家の域外的な義務が次々に形成され、

確立している状況がある。 

こうした展開は、現代国際法が、国家間の利害衝突を回避し平和共存を図る伝統的

な「共存の国際法」に対し、国際社会全体に共通する目的を実現するために国家間の

協力を推進する「協力の国際法」として展開する新しい構造変化を進める過程で、国

際法の随所に出現した「国際協力義務」の形成・発展の動態と捉えることができる609。

「協力の国際法」で追及されるのは、伝統的な二国間関係の算術的総和を超えた国際

社会全体の共通の目的や利益であり、シンマらは、これが第二次世界大戦後顕著な国

際法の変化だとしつつ、経済のグローバル化の中で、益々その必要性が高まっている

とする610。 

奥脇が詳細な分析に基づき、国際協力義務が「国際社会の発展を方向付け、また国

家の成熟を促す方向で、様々な国際的諸制度や手続の仕組づくりのなかにすでに現れ

てきている」611と指摘する通り、協力義務は現代の国際法全体を貫く発展方向ととら

えられる。 

 

608  海外進出する企業の事業を監視しうる可能性も、船舶汚染における旗国よりもむしろ高いはずである。 

609奥脇「前掲論文」（注 588）7-11 頁、「協力の国際法」という国際法認識は、広く共有されている。

Friedmann, supra note 26, pp. 62-71、小畑「前掲論文」（注 26）151-176 頁。 
610Simma, supra note 189, pp. 229-249.奥脇、同上。国際社会の共通利益はその点でいわゆる「諸国の共通利

益」と異なる。シンマらは、国際法が新自由主義に奉仕するかに見える現代こそ、個別国家のエゴイステ

ィックな国益追及に代わる国際社会全体に奉仕する国際法が求められていると指摘する(Bruno Simma and 

Andreas L. Paulus, “The 'International Community: Facing the Challenge of Globalization”, European Journal of 

International Law, Vol. 9 (1998). pp. 266-277). 
611 奥脇「前掲論文」（注 588） 45 頁。 
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国際人権法も、国際法の一部である以上、この動態的展開の中にある。 

人権に関する国際協力義務は、そもそも国連憲章 55 条、56 条に端を発し、国際人権

条約にはそれぞれ協力義務が明記されている。国際人権規範は、国家の義務を自国領

域の個人の保護のみに限定する閉じられた体系ではない。現に国際人権法上の域外的

義務を国際環境法上の越境損害防止義務等と同等に、国際協力義務と位置付ける見解

が学説上有力である612。 

さらに、環境条約上、越境損害防止や地球環境保護のために国家に課される厳しい

義務が確立された根拠は「国際社会の全構成員に対して負う『普遍的義務』(obligation 

erga omnes)の性質」に基づくと説明されている613。同様の見解は学説、判例で確立さ

れている614。この点、すでに第 2 章で見てきた通り、国際人権法上の国家の義務も、

対世的性質を有する普遍的義務であることは広く承認されている615。 

ILC は対世的義務について「すべての国家が国際社会全体に対する義務の侵害に対

して責任を果たす資格を得る」としている616。被害国でない国が対世的義務の違反に

対して果たす責任として、防止、処罰等の義務が ICJによって確認されたことは前述し

たとおりである617。人権条約上の義務が環境条約上の義務と同様、個別国家の利益を

超えた人類の公共的利益の実現のために不可欠な対世的義務であることに照らせば、

国際環境法同様に、国家の義務を域外で発生する事態に拡張することには、理論的な

 
612  Skogly, supra note 241, 奥脇、同上 37-44 頁。奥脇は、越境損害防止(環境)と、後述のマーストリヒト原

則等の展開をともに「協力義務」と位置づけられている。 
613 村瀬「前掲論文」（注 521）382-383 頁。 
614山本も同様に、普遍的義務として位置づける( 山本『前掲書』（注 41） 50-51 頁)。本研究ではこの義務

を「対世的義務」と訳する(対世的義務については脚注 188-190 参照)。Boyle らは環境損害を防止、軽減、

管理する国家の義務は二国間関係ではなく、国際社会全体が共有すべき義務であって erga omnes に該当す

るという(Patricia Birnie, Alan Boyle and Catherine Redgwell, International law and the Environment (3rded. Oxford 

University Press, 2009), pp. 131-133, 145, 233-234) 。ITLOS の深海底に関する勧告的意見 (supra note 561) 

が、保証国の義務を対世的 (erga omnes) 義務ととらえ、厳しい義務を具体的に明らかにしたことは既にみ

てきた通りである。 

615 I.C.J.  Reports (1970) 3. supra note121; Koskenniemi, supra note 50. pp.80-81, para. 391. 第 2 章参照。 

616  “ all States are entitled to invoke responsibility for breaches of obligations to the international community as a 

whole” (ILC, supra note 137, A/56/10, Chapter III Commentary (7) pp. 111-112; Koskenniemi, supra note 50, p.83, 

para.405) 
617  1. C. J. Reports 1996, supra note 589; I.C.J. Reports 2007, supra note 590. なお、バルセロナ・トラクション

事件は、司法救済の否定について、人権保護の問題に含まれるとしつつ、普遍的レベルの人権規範は、国

籍を問わず被害者を保護する権能を付与しているとはいえず、地域レベルの問題であるとも判示している

が(ICJ, supra note 121, p.47 para. 91)、この言及は学説によって批判されており、この判示部分の今日的意

義は極めて疑わしい。Crawford はこのような理解は人権条約の明文規定にも反していると批判する

(Crawford, supra note 57, pp.268 and 269)。 
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正当性が認められよう618。とはいえ、対世的義務を理由に無制限の介入が許されるわ

けではなく、奥脇は、域外国が国内措置を取る際に領域国の主権的裁量の侵害になら

ない慎重な配慮が求められると指摘する619。域外的義務の履行方法に関しても、越境

環境損害防止義務において確立された規範を参照し、その範囲で許容しうると考える

のが相当であろう620。 

 

4 学説の動向 

欧州の研究者の間では、以上のような国際環境法の展開に着目して、これをビジネ

スと人権の分野で参照し、国家に対し、企業の越境的活動により影響を受ける領域外

の個人に対する人権を保護する義務を課す方向での理論的解明が進んでいる621。 

コーマンスは、トレイル溶鉱所事件を参照し、このルールは人権法の領域でも適用

でき、多国籍企業の起源国に起因する活動から個人を保護する国家の義務に援用でき

るのではないかと示唆し622、デ・シュッターは ICJの核兵器に関する勧告的意見が参照

する越境環境損害防止義務について「この原則を、環境法を越えて、人権法に拡張す

ることを禁止する論理は何らない」と主張している623。セックは ILC の越境損害防止

条文草案及び損失配分に関する諸原則等に依拠して、多国籍企業の本国の人権に対す

 
618 対世的義務については国際紛争手続における当事者適格の文脈で多くの議論がされている(河野「前掲

論文」（注 189））一方で、対抗措置や域外的義務や域外的管轄権との関連でも議論されている(Christian 

Tams, Enforcing Obligations Erga Omnes in International Law (Cambridge University Press,2005); De Schutter et 

al., supra note 604, pp.1103,1142 and 1166). Tams は慣習国際法に違反した場合と共に人権条約への違反につ

いて検討し、対世的義務違反に関する権限行使は条約が明示的に排除しない限り妨げられないとする

(Tams, pp. 304 and 305). 原告適格に関しても、ICJ はガンビア対ミャンマー事件の仮保全命令において、ジ

ェノサイド防止は締約国の共通利益であり、条約締約国間対世的義務(obligation erga omnes partes)に関し

ては、全当事国が義務違反を追求できると判断し、ガンビアに原告適格を認めた(Application of the 

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (The Gambia v. Myanmar),provisional 

measure, order of 23 January 2020, ICJ Report 2020,p3)。李義之「仮保全措置 ―ジェノサイド条約適用事件(ガ

ンビア対ミャンマー) 『国際法判例百選〔第 3 版〕』 (有斐閣、2021 年） 208-209 頁。 

619 奥脇「前掲論文」（注 588）43,44 頁。人権をめぐっては、「保護する責任論」に見られる通り、人権の

名のもとに主権侵害的な介入に至る危険があることから、権限行使の範囲と方法は慎重な考慮が求められ

る(最上「前掲論文」（注 486））。 
620ビジネスと人権の文脈では、国際環境法同様「管轄又は管理下」の私人行為に関連する義務の範囲で、

越境環境損害防止義務として確立された規範の範囲内で域外的義務を確認していこうとするのが本研究の

立場である。人権条約機関は概ね同様の解釈を確立している（第 8 章参照）。 
621 本文で紹介する以外に、Zerk, supra note 212, McCorquodale and Simons, supra note 241, Sarah Joseph, 

“Extraterritorial Human Rights Duties” in Blame it on the WTO? (2011), pp. 245-264 等がある。 
622 Fons Coomans, “The Extraterritorial Scope of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 

in the Work of the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights”, Human Rights Law Review, 

Vol.11 no.1 (2011), pp. 1-35. 
623 Schutter, International Human Rights Law, supra note 198, p. 197. 
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る義務を構築しようとした624。こうした研究が一つの結実をみたのが、2011 年 9 月に

国際人権法の専門家らによって採択された、社会権に関する国家の域外的義務に関す

る「マーストリヒト原則」である625。 

この宣言は、域外的な保護義務について、国家が規制権限を有する非国家主体に対

し、行政、立法、調査、司法その他の必要な措置を講じて、社会権を侵害しないよう

にすべきだとする(原則24)626。そして、①領域内での行為、②国籍を有する非国家主体

の行為、③中心的活動・登録・拠点・主たる事務所、実質的なビジネス活動の拠点が

領域内にある企業・多国籍企業や支配的企業の行為、④領域内または領域外で行われ

る国家と合理的なつながりのある活動627、⑤社会権侵害が国際法のユス・コーゲンス

に反する場合は、原則24の適用範囲になるとする（原則25）。さらに国家が「影響力を

有する」活動に関しても、同様に域外的な保護義務の対象になるとした（原則26）

628。原則25の①ないし④はこれまで見てきた通り、国家が実質的な連関を有し、管轄

権を行使することができる場合であり、⑤は普遍的管轄権を行使しうる場合であり、

原則26はICJジェノサイド条約適用事件を参照したことが明らかである。極めて影響力

のある研究者が多く参加したこの宣言は、それ以降の人権条約の発展的解釈に大きな

影響力を与えることになった629。 

 

5 小括 

本章の検討を通じて、国際環境法をはじめとする国際法の様々な分野で、「自国の管

轄または管理下」にある非国家主体の活動によって発生する領域外の損害を防止する

 
624 Seck, supra note 35, pp. 177-206. 
625 Maastricht Principles on Extraterritorial Obligations of States in the Area of Economic, Social and Cultural 

Rights( hereinafter, referred to as “Maastricht Principles”).国際 NGO である国際法曹協会(International 

Commission of Jurists)とマーストリヒト大学が共催した会合に集結した国際人権法の専門家が採択した文

書で、国家が社会権規約上の権利に関し、領域外の個人に対していかなる義務を負うかをこれまでの解釈

や国際判例、学説をもとに明確化した。原則の詳しい解説として、Olivier De Schutter et al.,  supra note 604, 

pp.1084-1169 (2012)がある。 
626 Ibid. 
627 Ibid. ②ないし③はそれ自体合理的つながりとも評価しうるが、Schutter はこれ以外に④に該当するもの

として、人権侵害につながる事業の一部が行われた国、執行可能な財産のある国等を例示する。 
628 Ibid.ジェノサイド条約適用事件 (ICJ, supra note 590) を参照したものである。 

629 条約機関の動きは、第 8 章において詳述することとする。国連の独立人権専門家らは、2013 年、マー

ストリヒト原則を参照するよう声明を出している。Human rights beyond borders: UN experts call on world 

governments to be guided by the Maastricht Principles, 28 September 2013, available at <https://www.ohchr.org/ 
en/press-releases/2013/09/human-rights-beyond-borders-un-experts-call-world-governments-be-guided > last 

accessed on 30 January 2023. 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2013/09/human-rights-beyond-borders-un-experts-call-world-governments-be-guided
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2013/09/human-rights-beyond-borders-un-experts-call-world-governments-be-guided
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ために、国家が相当注意義務を負うとの規範及び実行が確立していることが明らかに

なった。国際法は、越境する非国家主体による越境損害や国際公益の侵害に対し柔軟

に対応し、国家の義務を領域外に拡張してきたといえる。その理論的根拠は、国際社

会の公共的利益を達成するための国際協力義務あるいは義務内容の対世的性質に求め

られることが明らかになった。 

同様の規範の発展は、国境を越える企業活動によって発生する人権侵害の被害にあ

う脆弱な個人を保護し、被害者を救済するという公共的目的達成のために、強く求め

られ、人権規範の対世的義務の性質に照らせば、ICJ が域外的義務を広く認めたジェノ

サイド禁止規範に限らず、普遍的に確立された国際人権法全般について、域外的義務

を認めることが正当である。 

本章では、越境損害防止義務の具体的内容として、立法による規制、行政その他に

よる防止・是正措置、司法による被害救済と制裁等であることを概観してきたが、こ

うした義務は第 2 章でみた人権保護義務とほぼパラレルである。国境を越える企業に

よる人権侵害を防止・救済するために、①立法による規制、②防止・是正等の行政措

置、さらに③発生した領域外の人権侵害に対する司法機関等による実効的被害救済(自

由権規約 2 条 3 項等)を確保し、侵害行為を制裁することを内容とする国家の域外的保

護義務の概念を確立することはむしろ自然だといえる。 

乗り越える必要があるのは、自由権規約等における明文規定の限定であり、これは

人権条約の発展的解釈ないし国際立法の課題となることから、第 8 章以降でこの点を

検討する。域外的義務の履行確保を実現するために、既に人権条約が確立した多層的

な履行確保のメカニズムは有用であるが、ビジネスと人権に関する新しい条約レジー

ムを創設することは、履行確保に関する課題を前進させるだろう630。 

  

 
630 村瀬は国際環境法が「当為としての機能性原理と、存在における国家の領域性原則との矛盾・抵触

を、特に履行確保という側面においてどのように克服してきたか」（「前掲論文」（注 40） 351 頁）との問

いに対し、重層的な条約関係における不遵守手続等の履行確保手段の導入と国際レジームの設定によって

克服してきたとする(同上)が、国際人権法は国際環境法に先んじて多層的な履行確保メカニズムを形成し

てきた。そして、国際環境法レジーム形成において、国際人権法は、特に履行確保手続の点で参照されて

きたとされる。佐藤哲夫「国際組織による国々の義務履行に関する国際的コントロ―ル ―  国際人権法か

ら国際環境法へ」『一橋論叢』114 巻 1 号（1995 年）99-15 頁。 
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第 7 章  企業の人権に関する義務と被害賠償 

 

  前章までの検討で、第 3 部の冒頭で提起した課題のひとつ、すなわち、 

① 国家に対し、域外的な義務として、「自国の管轄又は管理下」にある企業の越境

的活動の影響を受ける領域外の個人の人権を保護する義務を課す方向で国際法

を発展させること 

 について、国際法上これが禁止されていないことを確認するとともにその必要性、

正当性を検討した。 

 本章では、もう一つの問い、すなわち 

② 企業の越境的活動によって生じる人権侵害に関して企業に直接的または間接的

な義務を課し、被害防止と救済を確保する方向での国際法の発展 

の可能性を検討する。 

   

 もとより条約は主権国家の自由意思で締結されうるが（合意主義）、ここで検討す

るのは国家間の合意によって企業に義務を課す条約を想定するため、その可能性の

検討が必要となる。また現実的可能性の問題として、多数国間条約の締結において

は、諸国の一致した意思が醸成される必要がある631。 

そこで、こうした国際立法の存立基盤があるのか、様々な条約体制の前例を検討

し、ビジネスと人権の分野でこれを実現する可能性を考察するとともに、新たな国

際法形成に向けての手がかりを得ることが本章の課題となる。 

まず、第１節で、人道法や人権条約の規定等を概観し、非国家主体に対して直接

的あるいは間接的に国際人権条約上の義務を課す国際条約の形成や実行を検討し、

 
631 Jan Klabbers, International law (3rd ed. Cambridge University Press,2021), pp.24-27; The Case of the S.S. Lotus 

(France v. Turkey), sura note 247. ローチュス号事件判決(supra note 478)は、国際法は独立の国家間を規律す

る法であり、国家間を規律する法は主権国家の自由意思に基づくとし、よって、禁止規範がない限り許容

されると判示しており、Klabbers は現代においても基本的にはこの理念が貫かれているという。条約法に

関するウィーン条約(Vienna Convention on the Law of Treaties, 23 May 1969,entered into force, 27 January 

1980,1155UNTS 331)は強行法規等の無効原因を定めるが、後述のとおり、「条約は、第三国の義務又は権利

を当該第三国の同意なしに創設することはない」とする 34 条との関係がとりわけ問題となる。一方、立

法条約は、「国際法の意識的、組織的な形成を目指す」(河西)諸国の一致した意思が存立基盤となることか

ら、諸国によるこうした意思の醸成が条約化において必要となる。河西直也「現代国際法における合意基

盤の二層性 ― 国連システムにおける規範形成と秩序形成」『立教法学』 33 巻(1989 年） 98-138 頁。 
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第 2 節で、私人による越境損害の被害救済・賠償に関する国際環境法の発展を概観

することによって、実効性ある被害防止・救済を確保する国際法の前例を概観し、

第 3 節で考察を行う。 

第 1 節 非国家主体の人権に対する義務 

本節では、上記②の問いを検討するために、国際条約によって、第 1 に、非国家

主体に直接義務を課し、責任を定めることが可能か、第 2 に、条約が、国家を通じ

て間接的に非国家主体に義務や賠償責任(Liability)を課すことが可能か、第 3 に非国

家主体に人権上の義務を課すことが可能かについて、近年の人権、人道法、越境犯

罪等における規範形成のいくつかの例に照らして検討する632。 

 

1 非国家主体に対する国際法上の直接的義務 

国際法が個人の権利や義務を創設しうることは、既に検討したとおり、争いがな

い633。問題は、企業などの非国家主体にも条約によって直接義務を課すことができ

るかである。 

この点、国際刑事裁判所に関するローマ規程採択にあたって法人の刑事責任に関

する規定の導入は見送られており（第１章参照）、米連邦最高裁はJesner事件で、国

際法違反の犯罪の刑事責任を負うのは個人に限定されていることを根拠に、非国家

主体に国際人権法等の違反に基づく法的責任を課す国際慣習法が成立しているとは

言えないと判示した（第５章参照）634。確かに法人の刑事責任に関する国際法上の

コンセンサスは未確立であろうが、このことは非国家主体の人権に対する義務や民

事上の責任まで免責することを意味しない。例えば、国家は、法人同様に国際刑事

責任を負わないが、国家責任を負うことには争いがない635。ICCで訴追されないこと

は国際的な義務を否定する根拠とはなり得ない。 

 
632ある法秩序が別の法秩序から影響を受けてはならない理由がないことは、第 3 部冒頭で述べた通りであ

る。須網「前掲論文」（注 84）。 
633 第 1 章第 2 節 1 参照 
634 Jesner v Arab Bank, supra note 446, p. 14. “It does not follow, however, that current principles of international 

law extend liability. civil or criminal. for human-rights violations to corporations or other artificial entities. This is 

confirmed by the fact that the charters of respective international criminal tribunals often exclude corporations from 

their jurisdictional reach.” 
635 ICJ, supra note 590. 
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そして、非国家主体が国際法上の義務を直接負うとの学説は有力に展開され、こ

れを肯定する判例等もある。そこで以下、こうした現代における議論状況を概観す

る。 

 

（1）国際人道法上の非国家主体の取り扱い 

国際人道法の分野では、ジュネーブ共通 3 条やジュネーブ第 2 追加議定書636が非

国家主体である反徒(Insurgent)を法的に拘束することは学説上ほぼ争いがない637。

2004年、シェラレオネ特別戦犯法廷控訴審判決は、国際人道法が締約国でない非国

家主体をも拘束することは確立された法理であると判示し638、この見解は幅広く承

認されている。 

反徒はジュネーブ諸条約の参加者ではないため、条約法条約 34 条が依拠する「条

約は第 3 者を益しも害しもしない」(pacta tertiis nec nocent nec prosunt) 法理との抵触

が問題になりうるが639、同条における「第 3 者」は第 3 国を意味し、個人や非国家

主体を含まないと理解されている640。 

非国家主体である反徒に国際法が直接適用される理由は、伝統的には、国家が条

約締結をする結果、条約が国内法としての効力を有するため、当然に反徒を拘束す

るとの理論によって説明されてきた（ここでは立法管轄権理論と呼ぶ）641。藤田

 
636 Common Article 3, Geneva Conventions, Geneva Convention relative to the protection of civilian persons in time 

of war, adopted 12 August 1949, entered into force 21 October 1950, 75 UNTS 1; Protocol Additional to the Geneva 

Conventions of 12 August 1949 and relating to the protection of victims of non-international armed conflicts 

(Protocol II), adopted 8 June 1977, 7 December 1978, 1125 UNTS 1. 
637  Peters, supra note 125 p. 226. 岩沢は、共通 3 条、ジュネーブ第 2 追加議定書の非国際武力紛争への適用

により、反乱団体も限られた範囲で国際法上の権利義務が帰属する国際法主体になったと指摘する（岩沢

『前掲書』（注 2） 27 頁）。ジュネーブ共通 3 条は、非国際武力紛争の「各紛争当事者」に義務を課すこと

から、同条の義務は当然に国家でない紛争当事者主体を拘束するとされる(Andrew Clapham, “Focusing on 

Armed Non-State Actors” in Andrew Clapham and Paola Gaeta(eds.), The Oxford Handbook of International Law in 

Armed Conflict,(Oxford University Press,2014), p. 769)。第 2 追加議定書では、「紛争当事者」という表現をす

べて削除したが、藤田は「削除に関係なく、第二議定書の法内容は不変であり、共通三条の場合と同じく

この議定書に基づく義務はすべての紛争当事者にとり有効である」と指摘する。(藤田久一『国際人道法

(再増補版)』226,227 頁(有信堂、2003 年）。 

638 Special Court for Sierra Leone; Appeals Chamber, Prosecutor v Sam Hinga Norman (Case No SCSL-2004-14-

AR72I), Decision on Preliminary Motion Based on Lack of Jurisdiction (Child Recruitment), Decision of 31 May 

2004, para. 22 states “it is well settled that all parties to an armed conflict, whether states or non-state actors, are 

bound by international humanitarian law, even though only states may become parties to international treaties”. 
639 Vienna Convention on the Law of Treaties, supra note 631. 
640 Clapham, supra note 637, pp. 773-776, Peters, supra note 125,  p. 72. 
641Clapham は、締約国の総意によって締約国に関連する非国家主体を拘束する義務を創造することができ

ると主張する。Clapham, supra note 637, pp. 774 and 779. 藤田は、この理論を、伝統的には条約を批准する

際に国家はその領域における個人や個人からなるアクターを代表して批准するので、その効果は個人や非

国家主体にも及ぶと説明されてきた、と説明され、国家と対立する反徒を拘束する根拠としては説得力に
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は、この理論には必ずしも説得力がないとし、「国際法上の特定の法制度に関して

は、一定の条件の下である法主体が自己の同意とは無関係に当然拘束されるとみな

されること(拘束を義務付ける慣習国際法規則の存在)がありうる」ことを根拠にす

る。藤田は、共通 3 条と第 2 追加議定書はこのような規範に該当するとし、その根

拠は、規定の「基本的人道規定という性質」からくるという642。 

ペータースは、適用される国際法が生命の権利に関する等、対世的性質を有する

(erga omnes character)重要な法的価値(Important Legal Goods)に関わるものであり、国

家のみを適用対象とするのでは法的価値を実効的に達成しえないことが説明根拠と

なるという643。 

 

（2）反徒の国際人権法上の義務 

反徒に対する国際法適用の議論は国際人権法にとっても無縁ではない。武力紛争

事態においては原則として国際人道法と国際人権法が同時に適用される644。そこで、

武力紛争下での人々の人権を国際人道法の規範を超えてより包括的に保障する必要

性に照らし、国際人権法が反徒を拘束するとの説がクラッパムなどにより有力に主

張されている645。2002 年 2 月発効の「武力紛争における子どもの関与に関する子ど

もの権利条約選択議定書」は、第 4条 1項に「国の軍隊と異なる武装集団は、いかな

る状況においても、18 歳未満の者を採用しまたは敵対行為に使用すべきではない」

と定める646。第 4 条 1 項は、should が使われているものの、条約で直接的に議定書上

の義務が非国家主体に課されたとする解釈も成り立ちうると、クラッパム は主張す

る647。 

 

 

乏しいと指摘される。藤田「前掲論文」（注 637）、 Peters supra note 125. 
642 藤田、同上 226、227 頁。  

643 Peters, supra note 125, pp. 230 and 231. 

644 国際人権法と国際人道法が同時に適用されることは、1996 年の ICJ 勧告的意見(ICJ, supra note 535)、

2004 年の ICJ 勧告的意見(ICJ, supra note 209)において明らかにされている。 
645 Clapham supra note 637, pp. 787-789. 
646 Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict, 

adopted 25 May 2000, entered into force 12 February 2002,2173 UNTS 222.4 条 2 項は、「締約国は、１に規定す

る採用及び使用を防止するため、すべての実行可能な措置をとる」とする。 
647 Clapham は、ICRC のマニュアルによれば、国家と同様の義務とは少し異なると記載されているとしつ

つ、逸脱を許さない明確な禁止規定であることに鑑み、法的義務であると解釈することもありうるとす

る。Clapham, supra note 637, p.791. 
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（3）企業の国際人権法上の義務に関する検討 

ペータースは、企業に対する国際人権法上の義務について、以下の通り整理する。 

第 1 に、ユス・コーゲンス規範は、無条件で個人や非国家主体に（反徒だけでな

く企業にも）適用される。なぜなら、ユス・コーゲンスに該当する規範は、無条件

の規範であるがゆえに国際社会のすべての構成員を拘束すると理解されるからだと

いう648。第 2 に、ユス・コーゲンスに該当しない規範であっても、新しい条約の制

定、条約の発展的解釈、最終的には国際慣習法の形成によって企業に義務を課すこ

とは可能であり、企業の人権侵害可能性とグローバルな規制のギャップの実情に鑑

みれば、こうした規制は正当化できるという649。ただし、ペータースは私人への規

律は唐突に予測不可能な義務を課すものであってはならないとし、新しい条約によ

って明確かつ直接的に 企業に義務を課す規律が適切であるとする。そして、その場

合、人権規範の一般的抽象性及び国家と異なる企業の性格に鑑み、条約上の具体性

のある明確な規定を行うか、締約国に立法措置を義務付ける間接規制が望ましいと

する650。 

以上のペータースの議論を踏まえれば、ユス・コーゲンスに該当する国際人権規

範については、国際慣習法上、企業に対する直接的な義務が肯定されること、ユ

ス・コーゲンス以外の人権規範について新しい国際条約によって企業に義務を課す

方向性には国際法上の一般的正当性が認められること、ただし、直接的な義務を課

すに当たっては考慮すべき課題があることが明らかになったといえる。 

この点で注目に値するのは、国際環境法分野で既に、ユス・コーゲンスと評価で

きない規制課題に関して、企業に対し直接義務や責任を課す国際法レジームが多く

出現していることである。そこで、第 2 節以降では、企業に直接的な義務を課す国

 
648 Peters, supra note 125, p. 101, ILC は 1982 年に国際組織がユス・コーゲンスに拘束されるとしている。
ILC, paragraph 3 of Article 54 of the Draft articles on the law of treaties between States and international 

organizations or between international organizations with commentaries, Yearbook of the International Law 

Commission (1982), Vol II (Part Two), p. 56. なお、ユス・コーゲンス規範の範囲については脚注 190 に記載し

た。 
649 ペータースは以下のとおり指摘する。“Beyond Jus cogens the imposition of international obligation on 

enterprise could in principle occur by way of new international treaties or a dynamic interpretation of exiting 

treaties, beyond their wording and the original intent of the contracting States, in the sense of an expansion. of the 

addressees of the obligations, or finally as new customary international law.” “This is in principle legitimate in order 

to protect global goods, given the increased risk in thus domain of a regulatory gap.” Peters, supra note 125, pp. 

101 and 102. 
650 Ibid., pp. 109,101 and 102. 
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際環境法のレジームやその実行を分析することで、本研究の課題をさらに検討して

いく651。 

 

2 条約による法人責任と企業の間接的義務 

次に、条約によって、国家を通じて法人に間接的に義務や法人責任（Liability)を

課す規範は、既に多くの条約で見られ、人権条約も例外ではない。 

 

（1）越境犯罪等 

 まず、腐敗防止に関しては、OECD外国公務員贈賄防止条約が、2 条で締約国に贈収

賄に関する法人の法的責任を確立する措置を義務付けている652。腐敗の防止に関する

国連条約は、国家の腐敗防止の義務を定める一方、民間企業等の民間部門に対し、腐

敗防止、会計・監査基準強化のための措置を取り、これに従わない場合に民事、行

政、刑事の罰則を定める措置を講ずること（12条)、26 条で、刑事、民事、行政上の

法人責任（Liability）を確立するための措置を講ずることを義務付ける653。 

国際組織犯罪防止条約「人身取引議定書」は、国家を通じて間接的に民間事業者に

義務を課す条約規定を定めている654。 

以上はいずれも「諸国の共通利益を害する」越境的性格を有する犯罪に関する国際

条約であり655、多国間条約によって私人（法人を含む）の犯罪行為及び刑事責任を明

 
651 国際環境法のレジームは Sui Generis(特別)な制度であるとされるが、国際法の他の分野がこれを参照す

ることが一切許されないと考える理由は見当たらないし、実際に国際環境法が国際法の他の分野に影響を

与えてきたことは前節で皆通りである。Koh, supra note 454.   
652OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions 

(OECD), adopted 21, November 1997, entered into force 15 February 1999.本条約は、4 条 2 項で法人の法的責任

を追及するために管轄の競合のある場合は締約国間で話し合うこと、9 条で捜査や実態解明のために加盟

国相互で法律的な協力を進めることを締約国に義務付けている。 
653 United Nations Convention against Corruption, adopted 31 October 2003, entered into force 14 December 2005, 

2349 UNTS 41; Ramasastry, supra note 311. 
654 国際組織犯罪防止条約・人身取引議定書(Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, 

Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized 

Crime, adopted 15 November 2000, entered into force 25 December 2003, 2237 UNTS 319)は、人身取引の防止(9

条)等を定め、被害者保護、加害者の訴追等を締約国に義務付ける。民間を含む輸送手段が人身取引に利

用されることを防止する立法措置を取ること（11 条 2 項）、特に商業運送業者に対し、すべての乗客が受

入国への入国に必要な旅行証明書を所持していることを確認するよう義務付けること(11条 3 項)、違反へ

の制裁措置等必要な措置を取ることを締約国に義務付ける（11 条 4 項）。 

655 国際犯罪の類型については、山本による代表的な研究がある（山本草二『国際刑事法』（三省堂・1991

年））。山本は、国際犯罪を 3 つの基本類型に分け、①普通犯罪が国際法を持つ「外国性を持つ犯罪」、②

国内法処罰規定を必要とする「諸国の共通利益を害する国際犯罪」、③個人の刑事責任が国内刑法の規定

を介することなく直接国際法に基づいて成立し、国際刑事裁判所等の国際法廷において処罰される「国際

法違反の犯罪」があるとし、通説的な支持を得ている。本研究でもこの分類を踏襲する。この点について
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確化している。こうした条約のもと、刑罰法規の制定等、私人に対する現実の規制は

各国の国内法を通じて行われている656。このように、法人に対し、国家を通じて間接

的に義務を課し、刑事・民事の責任を問う条約体制は国際法上広く出現している。 

 

（2） 国際人権法上の法人の義務 

  人権条約においても、間接的に法人・企業に義務を課す例は広く認められてい

る。人種差別撤廃条約は、個人、集団、団体による人種差別を禁止すること（2 条

1(d)）657、人種差別を助長し及び扇動する団体及び組織的宣伝活動を違法として禁止す

るとともに、団体または活動への参加を犯罪として処罰すること（4 条）658を締約国

に義務付ける。女性差別撤廃条約(2 条(e))は、個人、団体または企業による女性差別を

撤廃するすべての措置を講ずることを締約国に義務付ける(下線は筆者)。こうした規

定は、非国家主体に対する国家の保護義務に位置づけられるが659、国家を通じて非国

家主体とりわけ企業に間接的義務を課したと捉えることもできる660。 

子どもの権利条約の「子どもの売買に関する選択議定書」661は、さらに踏み込んだ

間接的義務を規定する。すなわち、締約国に、子どもの売買等を行う者が個人か組織

かを問わず、刑罰法規が完全に適用されることを確保し、適当な場合は刑事・民事・

行政上の法人の責任を確立する措置を取る義務を課している。 

 

安藤『前掲書』（注 492）25 頁。 

656 本文では割愛するが、古くは 1973 年に採択されたアパルトヘイト犯罪の抑圧及び処罰に関する国際条

約(International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid, adopted 30 November 

1973, entered into force 18 July 1976, 015 UNTS. 243)も条約で団体・個人の刑事責任の確立を締約国に課して

いる。テロ条約についても、例えば、テロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約(International 

Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, adopted 9 December 1999, entered into force 10 April 

2002, 2178 UNTS197)も、5 条で、域内に所在するあるいは自国法令の下で組織された法人に関する法人責

任の確立を締約国に義務付けている。   
657 2 条は「各締約国は、すべての適当な方法（状況により必要とされるときは、立法を含む。）により、

いかなる個人、集団又は団体による人種差別も禁止し、終了させる」と規定する。 
658 4 条 b は、以下を禁止する。「人種差別を助長し及び扇動する団体及び組織的宣伝活動その他のすべて

の宣伝活動を違法であるとして禁止するものとし、このような団体又は活動への参加が法律で処罰すべき

犯罪であることを認めること」。 
659 薬師寺公夫「グローバル化と国際人権 ― 国連の人権保障制度における国際機関と国家」『 国際問題』

642 号 （2015 年) 37-51 頁。 
660 Peters は “Indirect Imposition of Obligations upon Individuals through State Duties of Protection”と位置付け

る。Peters, supra note 125, p. 68. 
661 Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child 

pornography, adopted 25 May 2000, entered into force 18 January 2002, 2171UNTS 227. 
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以上のとおり、人権条約も、企業など非国家主体に対し、国家を介して間接的な義

務を課す規範を創設し、運用してきたといえる。 

 

3 小括 

以上の検討を通じて、第１に、国際人道法規範やユス・コーゲンス規範によって非

国家主体に対し直接的に義務を課すことが広く承認されていること、第2 に、国際人

道法規範やユス・コーゲンス規範に該当しないとしても、国際社会の共通利益や、諸

国に共通する利益が関わる多国間条約において、国家を通じて非国家主体(法人等)に

間接的に義務や法的責任(Liability)を課す規範が広く出現していること、が明らかにな

った。そして、国際人権規範はいずれについても無縁ではない。ビジネスと人権に関

する国際法の発展方向として、国際社会の合意形成が実現すれば、企業に間接的な義

務を課すことも、一定の場合に直接的な義務を課すことも妨げられないと考えられ

る。 

ただし、ユス・コーゲンスを超えて企業に直接義務や賠償責任を課すことについて

は、さらに検討を深める必要がある。そこで次節では越境環境被害に関する国際法の

動向を検討し、手がかりを得たい。 

 

第 2 節 越境環境被害に対する救済・賠償 

本節では、非国家主体の越境行為・領域外行為の結果、被害が発生した場合に、国

際環境条約等が個人の被害を回復するために、非国家主体及び国家にいかなる義務と

責任を課しているかを検討する。 

本研究にとっての関心事は、被害者に対する被害救済と回復のためにどのような規

範が展開しているかである。 

 

1 ソフトローの展開 

越境環境損害の被害救済に関する国際法の形成・発展において、ソフトローは重要

な役割を果たした。 
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越境環境損害を被った個人の被害回復を実現することは、国家間を規律する伝統的

な国家責任法では限界がある662。そうした状況を踏まえ、ストックホルム宣言 22 は、

各国に対し、越境的な環境損害の被害者に対する「責任及び補償に関する国際法」を

発展させるよう求めた。リオ宣言 13 はストックホルム 22 の上記内容を確認し、被害

者への責任及び賠償に関する国内法の制定を各国に求め、原則 10 は、賠償、救済を含

む司法及び行政手続への効果的なアクセスを提供することを各国に求めた663。一方、

リオ原則は OECDの勧告に基づき、汚染者負担原則を確認した（原則 16）664。同原則

は国家の賠償責任を後退させるとの批判を受けているが665、各条約レジームは、環境

汚染をした企業に賠償責任を負わせる一方、単に民間の解決に委ねるのではなく、被

害救済を確保する義務を国家が負うという条約制度を構築している。そこで、越境環

境汚染に関する主要な条約の展開を見ていくこととする。 

 

２ 高度に危険性のある私人の越境活動による損害 

 まず、高度に危険性のある私人の越境活動による損害について、被害者への責任あ

る賠償が実現するよう救済の仕組みが構築されている666。 

第 1 に、原子力事故の責任をめぐる諸条約は667いずれも、事故から生じた損害賠償

責任を当該施設の運行者たる私人に集中し、責任限度額を定める668。その一方、施設

国は、私人への保険加入を強制し、不足額について公的基金に資金提供する等して、

条約の定める上限までの賠償支払いを確保する義務を負うとされる669。 

 
662 松井『前掲書』（注 40） 8 頁 292 頁。松井はマヴロマチス事件判決(Mavrommatis Palestine Concessions, 

Greece v United Kingdom, Objection to the Jurisdiction of the Court, Judgment, PCIJ Series A no 2, ICGJ 236 (PCIJ 

1924), 30th August 1924)を参照し、国民の権利が侵害された場合、外交的保護権の行使として国家責任に基

づく請求を行うことが完全に国家の裁量に委ねられており、それは個人の権利保護のための制度として不

適当であり濫用の危険も大きいとされる。 
663 Declaration of the United Nations Conference in the Human Environment, supra note 530; Rio Declaration on 

Environment and Development, supra note 534. 
664 OECD の「環境政策の国際経済的側面に関する指導原則」(1972 年 5 月採択)によって勧告された。「コ

ストの内部化」を根拠とするもので、環境目的ではなく経済目的に基づくと言える。 
665 松井『前掲書』（注 40）。 
666 安藤「前掲論文」（注 41）316-335 頁。 
667安藤、同上。 道井緑一郎「原子力損害賠償条約と日本の対応」『世界法年報』32 号 （2013 年）160-194

頁。OECD 原子力の分野における第三者責任に関する条約(OECD, Convention on Third Party Liability in the 

Field of Nuclear Energy (Paris Convention), OECD/LEGAL/0038, adopted 29 July 1960,  956UNTS 251), 原子力損

害の民事賠償責任に関する条約（Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage, adopted 29 May 

1963, 12 November 1977, 1063UNTS 265）と各条約の議定書等がある。 
668 例えば、原子力の分野における第三者責任に関する条約 3条は  “The operator of a nuclear installation 

shall be liable, in accordance with this Convention”と条約によって名指しで私人の賠償責任を明記している。 
669 IAEA Protocol to amend the Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage(adopted 12 September 
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第 2 に、宇宙開発に関しては、自国領域ないし施設からの発射を私人に許した国

は、宇宙で発生した損害については宇宙条約により国家が責任を負うと規定される

（宇宙条約 7 条）一方、地上で発生した被害に関しては、国家が直接の無過失賠償責

任を義務付けられる（宇宙損害条約 2 条）670。両条約は、高度に危険性を伴う私人の

越境活動について、これを許容し、管理する国が監督義務を負い、生じた損害に対し

ては無過失の賠償責任を負うとしたものであり、被害防止と救済の観点から非常に先

進的と評価されている671。山本は、宇宙や原子力という「『高度の危険性を内蔵する』

事業活動に起因する損害と危険の配分について、社会的衡平の実現という観点から、

危険責任主義を導入」したものであり、被害者保護を目的とする制度であるとする

672。 

 

3 国連海洋法条約 

国連海洋法条約は、締約国に、「自国の管轄の下にある自然人・法人による」海洋環

境汚染損害について、迅速かつ適正な補償その他の救済手段を法制度上確保する義務

を課す(235 条 2 項)。抽象的な規定ではあるが、法人も含む汚染者の管轄国が、領域外

で発生した被害に対しても救済手段を確保する義務を負うとした規定は重要である。 

深海底に関しては、附属書 IIIの第 22条が、契約者の不法行為に対する賠償責任を明

記している。一方、深海底開発の保証国は条約 139 条の確保義務を怠った場合に責任

を負うとされる673。それでも保証国の相当注意義務違反が認められない場合や、相当

注意義務違反と損害の間の因果関係が認められない場合は救済の間隙が生じ、被害救

済がされない可能性が残る。ITLOS の 2011 年勧告的意見は、この懸念に応え、いずれ

の者も負担しえない損害を補償するための信託基金の設立を提案した674。 

 

 

1997, entered into force 4 October 2003, 2241 UNTS), 保険の強制と公的資金による保証がある。一方で賠償額

の上限が設定されそれが低額であることが問題とされてきた（松井『前掲書』（注 40）306 頁）。 
670宇宙条約(脚注 552)、宇宙損害条約(Convention on International Liability for Damage Caused by Space 

Objects, adopted 29 March 1973, entered into force, 1 September 1972, 961 UNTS 187 )。 但し宇宙損害条約にお

いても、発射した私人(自然人または法人)の重過失が証明された場合は私人が賠償責任を負う(同 6 条)。 
671 松井『前掲書』（注 40） 294頁、295 頁。 
672 山本『前掲書』（注 41）16 頁、18 頁。 

673 ITLOS, Advisory Opinion(2011),supra note 561,  para.109. 確保義務の詳細は前章で検討した。保証国につ

いては、海洋法条約 153 条 2項(b)、脚注 559 参照。 
674 Ibid., para.205.  
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4 油濁汚染に関する条約 

海洋の油濁汚染に関しては、私人の責任を前提に、国家に対し、越境被害の救済手

段を確保することを義務付けるとともに、損害賠償に備えて、保険等の財政的保障措

置を取るように義務付ける等の制度が構築されている。 

第１に、タンカー油に関する民事責任については、「油による汚染損害についての

民事責任条約」675とそれを補完する基金条約、追加基金議定書に基づき、船舶所有者

に責任を集中させ、戦争など極めて限定された例外事由以外では厳格責任を課す一方、

賠償責任保険への加入が義務付けられ、被害者が保険請求できるようにして被害者救

済を安定的なものにしている676。このスキームは発展し、さらに船主側の二つの民間

自主協定により被害者の補償を確保する制度が確立している677。 

第２に、一般船舶の燃料油(バンカー油)の油濁事故の民事責任については、2001 年、

いわゆるバンカー条約が成立した678。この条約は、燃料油による汚染損害について、

船舶所有者に民事責任条約と同様の厳格責任を課す(3 条)。 

1次的には、船舶所有者である事業者が損害賠償責任を負い、船舶所有者の損害賠償

額が責任制限額を超える場合などには 2 次的、3 次的に、主に石油業者に対する課税等

を原資として各国が拠出した基金から補償がされる。 

船舶所有者は、保険に加入することを義務付けられ、旗国は保険加入に関する証明

書のない船舶の運航を認めてはならない。汚染賠償の請求は、保険会社に直接請求で

きるとされる（7 条）679。両条約は、裁判管轄や判決の承認についても取り決めを置き、

被害救済のための国際協力を明確にしている680。 

 

 
675 1992 年油汚染民事賠償責任条約（前掲（注 41））、1992 年油汚染損害補償基金条約(International 

Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1992 

LEG/CONF.9/16, adopted 27 December 1992, entered into force, 30 May 1996),  1992 年油汚染損害補償基金条約

の 2003 年議定書(Protocol of 2003 to the International Convention on the Establishment of an International Fund 

for Compensation for Oil Pollution Damage, 1992, adopted 16 May 2003, entered into force 3 March 2005). 
676 富岡『前掲書』（注 566）210-230 頁。中村哲朗「油濁損害の賠償制度と最近の動向」『財団法人漁場油

濁被害救済基金 油濁基金だより』82 号 （2007 年）10-17 頁。 
677 富岡『前掲書』(注 566) 221-224 頁。 

678 バンカー条約(前掲（注 41））、オイルタンカー以外の船舶を対象とした油濁損害の民事責任条約であ

る。 
679 Ibid. 
680 Ibid. 両条約の 9 条は、被害国や被害防止手段を講じた国に裁判管轄権を承認し、10 条は判決が不正手

段で得られた場合か、当事者に合理的な告知や弁明の機会が与えられなかった場合を除き、他の締約国で

承認され執行できるものとしなければならないと定める。 
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5 企業に対応・是正義務を課す条約 

海難残骸物の除去に関するナイロビ国際条約681は、登録所有者(企業を含む)に対し

て、海難残骸物の除去等の義務および除去費用等を負担する直接義務を課す(9 条 2

項、10 条 1 項)。バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の名古屋クアラルンプー

ル補足議定書は、LMO（バイオテクノロジーにより改変された生物）による越境損害

が発生した場合、権限ある当局が、管理者（私人）を特定のうえ、損害の防止・最小

化、原状回復などのとるべき対応措置を決定して実行させるが、管理者が実行できな

い場合は当局が自ら措置を取り、管理者に費用償還を求めうるとされる(2条) 682。 

 

6 ILC 諸原則 

 ILCが長い起草作業を経て 2006 年に採択した「危険活動から生じる越境被害の際

の損失配分に関する諸原則」683は、汚染者による賠償とこれを確保する国家の義務を

明らかにしており、実効的な被害救済にとって重要な示唆を与える684。本研究が注目

する原則は以下のとおりである。 

まず、原則 4 は、起源国は、越境損害の被害者に迅速かつ十分な金銭賠償が利用可

能となるように確保するすべての必要な措置を取るべきとし（1 項）、事業者、自然

人、機関に賠償責任を課すべきとし、被害者が過失を証明する責任を負わない責任制

度を構築すべきとし（2項）、賠償を確保する措置を提案する685。いずれも、個別の国

 
681 海難残骸物の除去に関するナイロビ国際条約(Nairobi International Convention on the removal of wrecks, 

adopted 18 May 2007, entered into force 15 April 2015, 3283UNTS.) 
682 バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の名古屋クアラルンプール補足議定書(Nagoya - Kuala 

Lumpur Supplementary Protocol on Liability and Redress to the Cartagena Protocol on Biosafety, adopted 15 

October 2010, entered into force 5 March 2015, C.N.826.2011), 遠井朗子「越境環境損害に関する国際的な責任

制度の現状と課題  ― カルタヘナ議定書『責任と救済に関する名古屋―クアラルンプール補足議定書』の

評価を中心として」『新世代法政策学研究』14 巻（2012 年）271-306 頁。 
683 ILC, Draft principles on the allocation of loss in the case of transboundary harm arising out of hazardous 

activities, with commentaries 2006, annexed to General Assembly resolution 61 /36, Yearbook of the International 

Law Commission, 2006, Vol. II, Part Two. 
684 ILC は、1978 年から国際法によって禁止されていない有害な結果に対する国際賠償責任の検討を進め

ていたが、1997 年に二分され、越境損害に対する国家の防止義務に関する「越境損害防止条文草案」を

2001 年に採択した後、本原則を採択した。当初、国家による賠償責任の原則化が構想されたが、断念され

た。経緯について、松井『前掲書』（注 40） 296-298 頁、薬師寺「前掲論文」 （注 40）111-126 頁。Alan 

Boyle, “Liability for Injurious Consequences of Acts Not Prohibited by International Law”, in James Crawford et 

al.(eds.), The Law of International Responsibility, (2010), pp. 95-104; Oral, supra note 545, pp. 1090-1091. 松井は

ILC のこうした態度の背景にはグローバリゼーションの時代における伝統的な国家機能の民営化の流れが

あることは明らかと指摘し、批判する(上記 298 頁)。Oral が指摘する通り、本文書が民事賠償に焦点化さ

れていること、適用範囲が限定されていることは広く批判されている。 

685 事業者等への保険等の財政的補償の要求（3 項）、国内レベルで産業別基金設立（4 項）、それでも十分

な賠償が提供できない場合、起源国の追加的な資金源提供を確保すべきとする（5 項）。対象となる「損
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際環境条約において積み重ねられてきた規範であるが、越境損害一般の賠償に関する

原則として提起されたことは重要である686。 

次に、原則 6 の第 1 項は、自国領域内ないし管轄・管理下における危険活動に起因

する越境損害が発生した場合、国家が国内司法・行政機関に必要な管轄権と権限を付

与し、迅速、十分、実効的な救済への被害者のアクセスを確保すべき(shall)とする。さ

らに、第 2項は、越境損害の被害者は起源国における救済へのアクセスを持つべき

（should）こと、そしてその救済へのアクセスは、同じ事故から生じた損害を被った

被害者であって起源国内にいる者が利用可能な救済と迅速性・十分性そして実効性に

おいて不利であってはならない（無差別原則）と定める。一方、第 3 項は、起源国以

外に救済を求める被害者の権利は害されないという。こうした原則は、国境を越える

企業の人権侵害において、被害者が多国籍企業の本国の司法へのアクセスを拒絶さ

れ、困難に直面していることと比較すれば、非常に重要な示唆といえる687。この諸原

則は、適用範囲が越境損害防止条文草案と同じ範囲と規定されている点で限界があ

り、諸原則の条約化は進んでいない688。しかし、こうした限界を超え、非国家主体の

越境有害行為の被害救済に普遍的に適用される可能性についての議論は有力に主張さ

れている689。 

 

7 小括 越境環境損害の被害賠償に関する概要 

国際環境法の被害救済自体がいまだ発展途上であると考えられるが、越境環境損害

に関する被害者への賠償、救済に関するこれまでの展開を概観すると、本研究との関

係で、注目に値する特徴がみられる。 

 

害」は、人、財産及び環境に対する相当な(significant)損害とされる(原則 2a)。起源国とはその領域内もし

くは管轄・管理下で危険活動が行われた国家(原則 2d)、被害者は自然人、法人または国家である(2f)。 
686 Boyle, supra note 684, p. 104. 
687 松井『前掲書』（注 40） 303-305 頁。 
688 この ILC 諸原則に影響を与えたのが、越境環境リスクを有する活動全般について包括的な民事賠償責

任条約を制定しようとした COE ルガノ条約(Convention on Civil Liability for Damage Resulting from Activities 

Dangerous to the Environment, ETS 150-Environment, 21.VI.1993  ETS 150 – Environment, 21.VI.1993)である

が、同条約も発効に至っていない。松井『前掲書』（注 40） 305-308 頁。 
689 Principle2e.この文書が越境損害防止条文と同様、起源国を限定するものであり、多国籍企業等が国境を

越えて有害行為をしたような事案に即座に対応する規定ではないが、ITLOS の 2011 年勧告的意見（supra 

note 561）に当たっては、NGO からこの草案を援用し、無過失責任を求める見解が出された。ITLOS は

2011 年の勧告的意見で、諸原則の規定する無過失責任が国際慣習法となったとまで認めることはできない

としたものの、その後の深海底を巡る議論においては、無過失責任の導入は強く意識されており、本文書

の影響は及んでいるといえる。薬師寺「前掲論文」（注 563）353-355 頁、363 頁及び 373頁。 
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第 1 に、多くの条約で、非国家主体が名指しで賠償責任を負う義務者ないし責任主

体として条約上に明記され、その責任の履行に関する具体的な事項が国家間の条約で

取り決められている。 

第 2 に、私人に対する厳格責任が原則とされている。原子力事故、宇宙損害などの

高度に危険を伴う越境活動や油濁関連条約にとどまらず、ILCの原則が、人、財産及

び環境に対する相当な(significant)損害の危険がある場合について厳格責任を原則とし

て確認したことは、被害者の実効的な保護を最優先に考えた結果であり、重要な意義

がある690。 

第 3 に、早急な被害防止のため、私人に直接対応義務を課している条約もあること

である。 

第 4 に、私人が第一義的に賠償責任を負うとしても、国家がそれを確保するための

義務や責任に合意していることである。これは、①救済手段の確保（海洋法条約）、賠

償責任(Liability)の確立（損失配分原則）という最低限のものから、②油濁汚染レジー

ムによる、賠償責任保険への加入の義務付けや条約に基づく基金への拠出など、③原

子力条約による国の賠償確保義務、④宇宙条約による国の直接賠償義務と、条約によ

ってレベルが異なるものの、迅速な越境損害の被害救済を確保するために国家の取る

べき行動が合意されている。 

第 5 に、条約レジームにおける国際協力や連携による被害者救済のシステム構築で

ある。裁判管轄や判決の承認に関する条約における合意と協力、さらに被害賠償を確

保するための基金の創設と運営等がこれにあたる。深海底に関する ITLOS 勧告的意見

が提案した基金構想691も注目に値する。 

上記条約レジームは、民事責任型（上記第 4 の①②）、混合責任型(同③)、国家の損

害賠償責任(同④)に分類され、国家の関与の態様に差があるが、山本はこれを「今日

の国際法における危険主義の多様な発現形態」だとし692、高度の危険性を内蔵する事

業活動以外にも危険責任の発想が広がっていると指摘した693。 

 
690 厳格責任については、後述の油濁汚染条約、原子力損害条約のほかバーゼル条約（脚注 540）議定書等

でも規定されている。 
691 ITLOS (2011) supra note 561, para. 205. 仮に、ビジネスと人権の分野で直ちに厳格責任が採用されないと

しても、こうした基金の創設を合意することも選択肢となりうる。。 
692  山本『前掲書』（注 41）19 頁。 
693 同上。山本は、危険責任主義の基盤は領域使用管理責任にあるとする(同 138 頁)。また、事業者が無過

失責任を負う根拠として危険責任主義と報償責任を指摘する(181 頁)。 
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第 3 節 考察 

以上に概観した非国家主体の義務と賠償責任に関する国際環境法等の発展は、企業

の越境的活動に伴う人権侵害の被害防止と救済を実現するために国際法を発展させる

という本研究の課題にいかなる示唆を与えうるだろうか。 

 

1 企業に直接・間接的に人権条約上の義務を課す国際法の発展可能性 

第 1 節では、まず、国際条約によって、国家を通じて企業に間接的な義務を課すこ

とは人権条約を含め広範な実例があることが明らかになった。ビジネスと人権の文脈

で、現在の国際人権法の発展的解釈を通じて、または新しい条約を通じて、企業に間

接的に義務を負わせる国際法の発展は、何ら妨げられるものではない。 

より抵抗が強いのは、直接的な義務を企業に課すことであろうが、国際人権法に隣

接する 2 つの分野である国際人道法と国際環境法では、前者において非国家主体の義

務は広く承認され、後者においても条約によって広く直接的な義務や賠償責任が定め

られている。非国家主体によって人権が危機にさらされる個人・被害者の視点に立て

ば、人権条約のみこうした展開が不可能であると線引きをする合理的理由は見出しが

たい。 

人権享有主体である個人に対し、国際法上のユス・コーゲンスを超えて直接的な義

務を課すことには一定の慎重さが求められるが、原則として人権享有主体ではない法

人の場合は事情が異なる694。企業は個人と比較しても、越境有害行為を行う危険があ

る一方、刑事規制になじみにくく、規制の隙間が生じやすいことに鑑みれば、人権侵

害を防止するために、直接的な義務や賠償責任を認める必要性が個人に比しても高

い。 

企業の国際人権法上の義務については、企業が国家とは異なる特別の存在であるこ

とを理由に否定されてきた695。しかし、問題を再考するにあたり、ICJ による国連など

国際機関についての国際法主体性に関する一連の判断が示唆に富む696。ICJ は 1949

 
694 国際人権条約はいずれも個人のみを権利主体とする(Manfred Nowak, UN Covenant on Civil and Political  

Rights, CCPR Commentary (2nd rev. ed. N. P. Engel, 2005),  p. 41. 欧州人権条約 34 条は「自然人、非政府団体

または集団からの申立を受理することができる」として法人に対する人権侵害の申立を受け付けるが、企

業への人権保障は実際には限定される。本研究は先行研究に基づき、人権の存立基盤を人間としての尊厳

に求めるところ、企業自体を個人と同等の人権享有主体とする立場に立たない。 
695 SRSG, Interim Report (2006), supra note 32, para. 68, “they are specialized organs that perform specialized 

functions. They are not a microcosm of the entire social body”. 
696 岩沢『前掲書』（注 2）28-30頁、Clapham, supra note29, pp. 2419-2515. 
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年、国連が国際法上の権利義務を持つ能力があると認め697、その理由として国際法主

体性は国際社会の必要性に基づいて規定され、国際社会の要請の影響を受けて国際法

は発展すると言及した698。次いで ICJ は、1980年には、国際法の一般規則等により国

際機関が国際法上の義務を負うことを認めている699。さらに 1996 年、ICJ は、国際機

関は特別な性質を有する機関であり、国家と同様の一般的権限を有しない国際法主体

であると明らかにした700。 

もとより国際法上、企業を主権国家と同視することはできない。しかし、ICJ の一連

の判断は、国家と同等の国際法主体ではない組織であっても、その特別な性質に基づ

く活動に関する範囲で国際法上の権利義務を負うことが国際法上認められることを示

している。企業には、国際組織同様、特別の組織として、その活動に関連する範囲

で、必要な権利を付与され701、同時に義務を負うことを国際立法で定める可能性は国

際法の理論によって何ら否定されない702。 

第１章で分析したとおり、また豊富な先行研究が示す通り、経済のグローバル化の

結果、多国籍企業等国際活動を行う企業の操業地では、企業が巨大なパワー（時に国

家類似のパワー）を獲得する一方で、国家は人権を保障する義務を実現する意思や能

力を減退させた703。国家が「退場」704したとまでは評価できないまでも、クラッグが

指摘するとおり、これまで国家が担ってきたパワーや権限、影響力を相当程度企業に

シフトしたといえる705。これまで国家が果たしてきたパワー、すなわち一方で人権を

 
697 Reparations for injuries suffered in the service of the United Nations, Advisory Opinion of 11 April 1949, I.C.J. 

Reports 1949 p. 174 (国連損害賠償勧告的意見), 本勧告的意見では、国連が国際的な請求を行う能力がある

ことが認められた。 
698 Ibid., para.179. 
699 Interpretation of the Agreement of 25 March 1951 Between the WHO and Egypt, Advisory Opinion of 20 

December 1980, I.C.J.  Reports 1980.p.73.(WHO・エジプト間協定解釈勧告的意見). 
700 Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed Conflict (Request of The World Health 

Organization), Advisory Opinion, I. C. J. Reports 1996, p. 66, para. 25. 

701 企業には既に投資仲裁の申立権が、国際法によって認められている。 

702 国際環境法は個人・企業を区別せず私人に義務を課していることに留意されるべきである。また、本

研究は、企業に国家同様の法人格を付与しようとするものではなく、その特別な役割や影響力に基づき、

義務を付与・強化することを提案するものである。企業に国家に近い一般的な国際法人格を付与する議論

が、とりわけ進出国や投資仲裁等において深刻な影響をもたらすことについて Alverez は強く警告を発し

ている。Alvarez, supra note 235, pp. 1-36. 
703 Wesley Cragg, Business and human rights: a principle and value-based analysis, 17, George Brenkert and Tom 

Beauchamp (eds.), The Oxford Handbook of Business Ethics (Oxford University Press, 2009), pp. 3-46. 
704ストレンジ『前掲書』（注 93）。 
705 Cragg, supra note 703, p. 39. 国際的な企業活動の機能の現状を見れば、世界規模で人々の人権を侵害し

うる力や影響力を増大させる一方、人権侵害を防止、軽減、是正する能力を高めていると評価できる。

Cragg はこうしたパワーのシフトが、企業による深刻な人権侵害が発生する条件を生み出したと指摘す
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侵害しうるとともに、他方で人権侵害を防止・軽減しうるパワーが相当程度企業にシ

フトした706。 

こうした企業の実態に即して、国際法上企業に対し、必要かつ合理的な規制を行

い、義務を課すことは必要であるとともに正当であるとする学説は有力に主張されて

いる707。前述のとおり、ペータースは、国際法によって直接的に非国家主体に義務を

課すことは、対世的性質を有する重要な法的価値に関わる規制であり、国家のみを適

用対象とするのでは規制目的を実効的に達成しえない場合正当化されるとする一方、

予測不可能な唐突な義務付けではなく、国際条約によって明確に義務を規定する必要

性を指摘している708。予測可能性の点で言えば、既に指導原則は、国家の義務とは異

なる企業の性格と能力に即して人権尊重のために行うべき作為・不作為を企業の人権

尊重責任として明確に示し、多くの企業がこれを受け入れている。企業を含む国際社

会が指導原則を承認し、既に10年以上が経過し、規制の実効性が課題となっている今

日、新たな条約によって企業が承認してきた人権尊重責任の内容を法的義務として企

業に課す素地はできているといえよう709。 

 

2 企業の賠償責任と実効的な被害救済を確保する国際法の発展 

（1）特定レジームからより包括的な被害救済へ 

第 2 節で確認した、国際環境条約によって形成されてきた被害救済の規範は、レジ

ームごとに一律ではないが、①条約によって非国家主体の義務を定め、賠償責任主体

であることを確認し、②非国家主体による被害賠償について厳格責任を原則とし、③

 

る。 
706 Nowak, supra note 100, pp. 40-164, ノヴァクは、政府の重要な機能を民営化したことによって、企業によ

る基本的な人権の侵害が深刻化したと指摘する。サッセンは、民営化は「公的部門から私的企業部門へと

移行する調整と統治機能の民営化」であり、「規制機能の企業世界への移転である」と指摘する(サスキ

ア・サッセン著(伊豫谷登士翁訳)『グローバリゼーションの時代 ― 国家主権のゆくえ』 (平凡社、1999

年） 22 頁。  
707 Cragg, supra note 703, pp.39-40.  
708 Peters, supra note 125. 
709 Denis G. Arnold, “Corporations and Human Rights Obligations”, Business and Human Rights Journal, Vol.1 no.2 

(2016), pp. 255-276, 反徒が国際人道法に拘束される根拠として、しばしば行動規範を反徒が自ら承認して

きたことが援用されている (Clapham, supra note 637) が、この点で企業はかねて人権に関する行動規範を

自ら設定してきたし、指導原則採択後は多くの多国籍企業がこれを尊重する姿勢を鮮明にしている。ま

た、樋口によれば「人道法上の反徒の法主体性は決して自明のことではなく、反徒の事実上の存在から生

じてくるものであり」人権法上の主体性も同様であるとされ (樋口一彦「国際法における Non-State Actors 

― 反徒の位置づけを中心に」『琉大法学』103号 162-163 頁 （2021 年） 、その観点からすれば、実態に合

わせて国際人権法上の企業の義務も構成されるべきことになる。 
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国家に対し、賠償を確保する義務を具体的に課し、④条約レジームによっては基金を

創設・運用したり、裁判管轄や判決承認について取り決める等して、被害の適切な賠

償を確保しようとするものである。 

ボイルらは、こうした制度の創設は、越境的環境被害の実情に即した救済の迅速か

つ公正な回復を実現するために、賠償のルールに関する最低基準を定め、国際的な連

携・協力と調和を図る必要性に基づくものだという710。山本は一連の条約の理論的基

礎が、危険責任主義、社会的衡平、被害者の実効的救済の要請等にあると指摘した711。

すなわち、国際法規範の私人・私企業の原因行為に基づく環境損害は、諸国が国際法

に基づいて推進した経済自由化政策の帰結である以上712、「各種の損害と危険について

は、単に関係国内法とか、加害事業者対被害者という直接当事者相互間の処理に委ね

られる問題ではない」（山本）とし、国家が国際法上高度の注意義務を負い、損害賠償

責任の履行を確保するために関与を求められることは免れないというのである713。 

本研究にこの理をあてはめるならば、企業の越境的活動に伴う人権侵害はまさに、

経済自由化政策の更なる推進によって必然的に招来された危険と損害であり、同様に

国際法および国家の関与が免れないことになろう。にもかかわらず、被害救済に関す

る何らの国際的基準も、国際的な連携・協力の合意もなく、損害賠償が被害者・加害

者の間の処理に委ねられ、結果として被害者が司法へのアクセスすらできない現状は

明らかに衡平を欠く714。国際環境法が発展させた被害救済システムを参照し、企業の

越境的活動によって生じる人権侵害について、被害賠償のための新しい規範やメカニ

 
710 Birnie, Boyle and Redgwell, supra note 614, p. 316. 
711 山本『前掲書』」（注 41）16-18 頁。 
712 山本、同上 9 頁。ここで山本は、1950 年代以降に諸国が急速に推進した経済自由化原則について述べ

るが、この時期の自由化とは古典的な自由放任ではなく、「関税課徴金、輸入割当制限、外資規制等、商

品・役務、資本の国際的な自由流通を阻む人為的障害を多数国間の合意で除去するとともに、国際経済活

動の展開について、国際法に基づく国家の直接かつ積極的な関与と介入を肯定するもの」と特徴づける。

本書が取り組む冷戦後の経済のグローバル化はこうした国際法上の自由化政策を基盤とし、これを強化し

たものである。 
713 山本・同上、9－10 頁。 
714 衡平(equity)は、国際法の法源の一つである法の一般原則を構成する重要な概念として ICJ 規程 38 条 2

項に規定されており、ICJ 北海大陸棚事件判決、チュニジア対リビア大陸棚事件判決等で援用されてい

る。チュニジア対リビア大陸棚事件判決で ICJ は、衡平を”Equity as a legal concept is a direct emanation of 

the idea of justice” “the legal concept of equity is a general principle directly applicable as law” (para. 60)と言及し

た（Continental Sheff (Tunisia/ Libyan Arab Jamahzriya), Application to Jntervene, Judgment, 1. C. J. Reports 1981, 

p. 3.）。多くの国際環境条約において衡平または衡平原則 (Equitable Principle) が援用され、国際環境法の

分析に当たっても重要な概念と把握されている。Sands, supra note 42, pp.126-127.村瀬は、衡平等の原則を

法源論の中でどう捉えるかは今後の重要なテーマであるとする(村瀬信也「日本の国際法学における法源

論の位相」『前掲書』（注 40）59 頁)。 
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ズムを創造することは衡平の要請に合致する。 

翻って考えるに、第 2 節で概観した被害賠償に関連する条約レジームは、いまだ原

子力や海洋汚染や深海底等、特定の限られた越境環境汚染の被害賠償に限られている。

このような合意形成が進んでいない越境環境被害の被害救済について包括的に合意し

た国際条約は発効していない715。すなわち、企業の越境的活動による人権侵害だけで

なく、特定分野以外の越境環境損害も、適切な被害救済のルールが確立されていない。 

 すなわち、特定レジームにおいては被害救済システムが確立している一方、これに

包摂されない一般的な環境・人権に対する被害については救済を実現するレジームが

構築されていないという問題であって、国際環境法と国際人権法という法分野の違い

に由来する救済システムの差ではないことが見えてくる。 

確かに、国際法上出現している各種レジームは、国家の共通目的が成熟した特定の

機能的、専門的な分野について、多数国間条約に基づき設定されるものであり、安定

的で一貫性のある実施のために、規律対象を特定の機能的・具体的事項に限定する傾

向がある716。しかし、奥脇が指摘するとおり、そこからこぼれ落ちた課題に取り組む

ことは今後の国際法に課された重要な課題といえるだろう717。 

ノックスやセックが指摘する通り、グローバル化が進行する現代社会において、環

境破壊と人権侵害が同時に発生・進行することがますます顕著になっており、被害者

に対する実効性ある救済は、国際人権法にとっても国際環境法にとっても、規範の目

的を実効的に達成するために本質的な重要課題である718。村瀬は、国際立法の積極的

意義は、条約の偶然的集積等とは異なり、「すぐれて意識的かつ組織的な、したがって

 
715 COE ルガノ条約前掲（注 688）は、発効に至っていない。松井『前掲書』(注 40) 305-308 頁。 
716 山本教授は、各種レジームを国際行政法として把握し、「それぞれの専門分野に内在する共通の利害関

係を凝集し、国際的に組織化する共同体の構成単位」へと、国家が自らを転換させることが国際行政法の

存立基盤であると分析した（山本草二「国際行政法の存立基盤」『国際法外交雑誌』67 巻 5 号（1969 年）

9 頁）。村瀬「前掲論文」（注 40）、奥脇直也「『国際公益』概念の理論的検討 ― 国際交通法の類比の妥当

と限界」広部和也・田中忠編『国際法と国内法―国際公益の展開』（勁草書房、1991 年）224-229 頁。 
717奥脇、同上。奥脇は、山本の国際行政法に関する業績を検討する中で、「専門的、機能的に特定された

国際公益」の限界を超えて、より一般的な、国際社会の一般的利益の観点を確立する重要性を指摘する。  
718 Knox and Pejan supra note 51, Sara L Seck, “Transnational Labour Law and the Environment: Beyond the 

Bounded Autonomous Worker”, Canadian Journal of Law & Society, Vol. 33 no.2 (218), pp.137-157. 第 1 章、第

4 章、第 5 章で、石油会社や採取産業による環境破壊が先住民の権利や健康に対する権利を侵害し、活動

家の弾圧や処刑にまで及んだ例や、今も環境問題に取り組む活動家が攻撃にさらされている事態を見てき

た通りである。Kiobel らの事件(第 5 章)は活動家の弾圧という人権侵害であるが、そもそもの発端は環境

権侵害の典型事例であった。本章第 2 節でみた賠償メカニズムを創設した油濁汚染に関する条約レジーム

と、第 5 章で紹介したエクアドルの事案の違いは、公海上の海の油濁汚染か、主権国家における陸の石油

汚染かの違いであるところ、被害の深刻さや救済の必要性・公共性という点で優劣は見出しがたいはずで

ある。 
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一般的かつ包括的な規律を志向する法定立の営為」であると指摘しており、「体系的に

法を発展させようとする努力」は、この分野においてまさに求められているといえよ

う719。 

坂元は、「条約レジーム相互間に生ずる影響がお互いの条約レジームに新たな価値の

創造と国際法規範を生み出す可能性」を肯定し、「ある条約レジームの価値や規範が他

の条約レジームに浸透し、新たな国際法秩序の形成を促す」という国際法の発展の在

り方を示唆する720。本研究が検討する新たな秩序形成、すなわち、国境を越える企業

の人権・環境侵害に関するより広い包括的な被害救済に関する国際法の発展に関し

て、国際環境法の特定分野におけるレジームが発展させた規範とその実行は、参照に

値する貴重な手がかりを提供している。 

 

（2）企業の越境的活動に伴う人権侵害の実効的救済 

国境を越える企業による人権侵害について、まず喫緊に求められるのは、人権侵害

の救済等へのアクセスが、域外の被害者に対しても差別なく保障される制度を構築す

ることである721。 

海洋法条約 235 条 2 項が規定する「自国の管轄の下にある」非国家主体による越境

的被害について、国家が「迅速かつ適正な補償その他の救済手段を法制度上確保する

義務」を負うという規範は、これまで概観した越境損害の被害救済レジームの中では

最低限のルールであるが、ビジネスと人権の分野ではこうしたルールが確立されてい

ない。 

国家が自国の「管轄または管理下」にある多国籍企業等による人権侵害を受けた領

域外の被害者に対し、司法救済を含む実効的救済を確保する義務を果たすことは、第

6 章で検討した域外的義務の本質的な要請であり(自由権規約 2 条 3 項等)、国連人権理

事会が 2018 年に採択した「環境と人権に関する枠組み原則」の要請でもある722。 

 
719 村瀬信也「国際立法学の存在証明」『前掲書』（注 40）193 頁。 
720 坂元茂樹「条約制度多元化への対応 ― 条約の立法技術と解釈技術を中心に」『国際法外交雑誌』119 巻

201 頁 （2020 年）。 
721 ILC が採用した無差別原則である。石橋は、無差別原則の重要性を指摘し、人権法にも同様の理念があ

るとする(石橋「前掲論文」（注 510） 49-51 頁)。 

722 Framework Principles on Human Rights and the Environment (HRC/37/59), supra note 513. 3 原則で、越境損

害に対する被害救済において領域外の被害者を差別しないこと(無差別原則)、10 原則で、効果的な救済、

13 原則は、越境損害に対する防止、軽減、救済の効果的な国際法の枠組みを確立することを求めている。

国際環境法の成果を継承して作成された同原則はいま、国際人権法の体系に組み込まれている。 
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このルールを出発点として早急に確立するとともに、さらに実効的な被害救済を達

成するため、厳格責任の導入、賠償保険の加入義務付け、基金の創設、管轄の調整や

判決の承認等、越境損害の被害救済レジームを参照した制度構築を検討することが重

要な課題となる。 

 

3 小括 

以上、第6節・第7節における検討の結果、① 国際人権法上の適用範囲を拡張し、

国家に対し、企業の越境的活動の影響を受ける領域外の個人の人権を保護する義務を

課す方向で国際法を発展させること、②企業の越境的活動によって生じる人権侵害に

関し、企業に直接的または間接的な義務を課し、被害防止と救済を確保する方向での

国際法を発展させることは、いずれも国際法によって禁止されておらず、国際法の理

論上不可能ではなく、むしろ、国際環境法等の様々な国際法の動態的変化に鑑みて

も、新たな国際法の発展の方向性は開かれているという結論に達した。 

フリードマンはすでに1950年代の多国籍企業のパワーの巨大さを根拠に、国際的な

規制の必要性を指摘した723。この主張は十分に顧みられずにきたが、経済のグローバ

ル化を経て、その要請はさらに高まっている724。クロフォードは、国際法の発展は、

特定の人々が必要性に駆られてある制度の実現を求め、周囲を説得することにより実

現していくプロセスであるという725。この分析に賛同しつつも、国際法の一部レジー

ムにおける先進的な発展とレジームに包摂されない領域の課題の不均衡さを目の当た

りにするとき、果たして越境する企業による人権侵害の被害者にとっての必要性は国

際法形成過程で適切に考慮されてきたのか、疑問を呈さざるを得ない。 

国際法が、レジームに包摂されない周辺化された当事者や被害者にとっての必要性

に応答して変容しうるのか、どのような発展を実現しうるのか、が問われる。 

そこで、次章において、この点での人権条約の発展的解釈に関する展開を確認し、

第４部では、ビジネスと人権に関する新しい条約の制定を始めとするグローバルな法

形成の進展を把握していくことにする726。 

 
723 Friedmann supra note 26, pp. 213-231. 
724 Simma and Paulus, supra note 610. 

725 Crawford, supra note 57, p. 44. Crawford はおよそ国際法を含む法システムは人間の意思から完全に独立し

た自動システムではないとし、必要性こそが国際法を形成してきたと強調する。 
726 新しい条約制定については、国連人権理事会決議(Human Rights Council Resolution 26/9 (2014) 
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第 8 章 国際人権条約機関による解釈の発展 

−域外的義務の拡張の動き− 

 

本章では、前章までの検討を踏まえ、ビジネスと人権の文脈で、国連の人権条約機

関がどのように国家の域外的義務を中心とする課題について、条約解釈を発展させて

きたかを検討し、この問題に関する現在の国際人権法の到達点を把握する727。 

 

第 1 節 はじめに 

1 人権条約機関における発展的解釈 

人権条約は、時代の要請に基づき、普遍的な人権保障を実現するために動態的な発

展を遂げている。その先頭に立つ人権条約機関や地域人権裁判所は条約を「生きた文

書」と位置づけ、発展的解釈を進めてきた728。発展的解釈とは、条約制定時の解釈に

拘束されず、「社会の変化・発展を踏まえた現時点での適切な解釈」を行うことで、人

権条約機関に広がっている729。 

そして、第 2 章でみてきた通り、人権条約の適用範囲についても発展的解釈が重ね

られてきた730。国連の人権条約機関は、指導原則とその限界を踏まえ、国境を越える

企業活動によって生じる人権侵害に関する被害防止と救済という課題に対応し、域外

的な義務の拡大を中心としたさらなる発展的解釈を進めている。本章では、国連の人

 

A/HRC/RES/26/9, supra note 37)に基づき、現在交渉が進められている。 
727 先行研究として、Seck, supra note 35; Shany, supra note 240, pp.21-152; Nadia Bernaz, “State Obligations with 

Regard to the Extraterritorial Activities of Companies Domiciled on Their Territories”, Carla M. Buckley, et al. (eds.), 

Towards Convergence in International Human Rights Law: Approaches of Regional and International Systems (Brill 

Nijhoff, Leiden. 2016),pp.435-453, 菅原「前掲論文」（注 38）（1）（2）（3・完)、菅原絵美「ビジネスと人権

に関する国家の域外的保護義務―展開―日本の国別行動計画の策定における優先課題」『神奈川法学』51

巻 3 号 229 頁 （2019 年）等を参照した。 
728 人権条約の発展的解釈についての代表的な研究である坂元『前掲書』（注 205）を参照した。 
729 江島晶子「ヨーロッパ人権裁判所の解釈の特徴」戸波江二他編集『ヨーロッパ人権裁判所の判例 I』(信

山社、2019 年） 29 頁、坂元、同上 182 頁、183 頁。 
730 領域外における人権義務を認めた自由権規約委員会の見解(Lopez Burgos v. Uruguay, supra note 207, 

Montero v. Uruguay, supra note 207）は、パレスチナの壁に関する ICJ 勧告的意見 (ICJ Advisory Opinion, 

Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, supra note 209, para.109) に

おいて参照された。同様に、社会権規約委員会のイスラエルに対する総括所見(Concluding observations of 

the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Israel, CESCR,U.N. Doc. E/C.12/1/Add.27, para.8(1998): 

Consideration of Reports submitted by States parties under Article 16 and 17 of the Covenant: Concluding 

observations of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Israel, CESCR, U.N. Doc. 

E/C.12/1/Add.90, paras. 15 and 31 (2003), para.112 )も参照された。 
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権条約機関が近年、どのように域外的義務に関する条約解釈を発展させてきたかを検

討し、この問題に関する国際人権法の最新の到達点を把握する。 

 

2 検討対象 

以上の目的のために、本章では、自由権規約、社会権規約、人種差別撤廃条約、女

性差別撤廃条約、子どもの権利条約の一般的意見、締約国に対する定期審査における

総括所見、さらに個人通報に対する見解を検討する731。総括所見は、本研究の目的に

沿って、主に多国籍企業等の本拠地となる国に対するものを対象として検討する。 

よく知られる通り、人権条約機関は、包括的・一般的な人権状況の改善を促進する

「総括所見」、具体的な事例に関する規約違反認定を行う個人通報制度における「見

解」、そして、「総括所見」や「見解」等を参照して作成される「一般的意見」を通じ

て条約解釈を行っている732。 準司法手続の性格を有する個人通報の「見解」と異なり、

「総括所見」における「懸念」「奨励」「勧告」には厳格な義務性に基づかないものも

含まれる。 

この点、古谷は、自由権規約委員会の実践をもとに、「総括所見」「見解」「一般的意

見」が「相互交配を起こすことで、規約の保障する人権内容は発展・拡充している」

とし733、「総括所見」は解釈の発展を生み出す「揺りかご」の役割を果たしていると描

写する734。同時に、「一般的意見」で整理された解釈に依拠して「総括所見」が出され、

国家実行に変化をもたらす。 

このように人権条約機関の一連の解釈実践は有機的に連関しあい、一体となって発

展的解釈の終わりなきプロセスを創造していると捉えられ、後に分析する通り他の人

権条約機関でも同様のダイナムズムを見ることができる。こうして、上記 3 つの異な

る種類の委員会の作業は、密接な関連を持って発展的解釈を促進していることから、

本稿ではそのいずれも検討対象とする。 

 

 
731 主要な人権条約として他に拷問禁止条約があるが、同条約は国家権力による人権侵害を拷問とするた

め、除外した。 

732 古谷修一「自由権規約委員会における規約解釈の動態 ― 総括所見、見解、一般的意見の相互作用」国

際人権 32 号 88‐92 頁 （2021 年）。 
733 古谷、同上 91 頁。古谷は、個人通報を準司法的、総括所見を行政的、一般的意見を準立法的な性格で

あると特徴づけられており、三者の相互関係を的確に説明されている。 
734 古谷、同上 89 頁。 
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3 人権条約機関の動向 

上記 5 つの条約のうち、条約の適用範囲を領域・管轄下の個人とする規定を置くのは自

由権規約、子どもの権利条約であり、他の 3 条約は締約国の義務に地理的限定を明文上付

していない。しかし、特筆すべきことに、地理的限定について明文規定を置く条約も

含め、いずれの条約においても、ビジネスと人権の文脈で、国家の域外的義務を拡大

する発展的な解釈が、人権条約機関によって進展していることが、検討の結果、明ら

かになった。自由権規約が最も限定的であるが、すべての条約において、越境する企

業による人権侵害を防止するとともに被害者を救済するための域外的保護義務を認め

る解釈が進められている。そして、国家が負う域外的保護義務の内容として、立法、

行政（監督・調査・制裁）、司法(被害救済)の義務があるとされている。 

そこで、以下では、いち早く企業による領域外の人権侵害に関し、締約国である本

国に対応を求めた人種差別撤廃条約から、時系列で発展的解釈の展開を確認してい

く。 

 

第 2 節 人種差別撤廃委員会 

 

最初に多国籍企業の国境を越える人権侵害について、その本国の人権条約定期審査

で懸念を表明し、締約国の対応を求めた人権条約機関は、人種差別撤廃委員会であっ

た。委員会は、ビジネスと人権に関する一般的意見を採択していないが、指導原則が

採択される前から、多国籍企業が関与する人権侵害に関して、その本国である締約国

の締約国審査において懸念を表明し、総括所見の中で、締約国の対応を求めている。

初期の段階では、奨励(encourage)という控えめな表現から始まったが、本国の立法、

行政、司法上の適切な対応を具体的に求める勧告を出すようになり、その後の人権条

約機関の発展的解釈の礎となったと評価できる。 

 

1 総括所見 

 多国籍企業の本国の域外的義務に関する勧告の先駆けとなったのは、カナダおよび

米国の多国籍企業による海外の採取産業現場での人権侵害の問題であった。 

 

（1）カナダに対する総括所見 
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 2007年、委員会は、カナダに対する定期報告審査の総括所見735の中で、カナダ企業

による海外の採取産業現場での人権侵害に懸念を示し、カナダ政府に対し、「カナダに

商業登録している多国籍企業がカナダの領域外における先住民の権利の享受に負の影

響をもたらす活動をすることを防止する立法、行政上の適切な措置を講じるよう」奨

励するとともに、「カナダに商業登録している多国籍企業が法的責任を負う方策を講じ

るよう」勧告した736。 

 

（2）米国に対する総括所見 

米国を拠点とする多国籍企業の海外での人権侵害について、米国での司法救済が否

定されてきたことは第 5章で検討してきたとおりである737。委員会は、米国を本拠と

する多国籍企業（採取産業）による領域外の天然資源の採掘事業が先住民の諸権利

（土地に対する権利、健康に対する権利、居住環境、生活様式に関する権利）に負の

影響を与えていることに懸念を表し、勧告を出した738。 

まず、2008年の定期審査739において、「米国に商業登録する多国籍企業が米国の領

土外における先住民の権利の享受に負の影響をもたらす活動をすることを防止する立

法、行政上の適切な措置を講じるよう奨励」した740。 

2014年の定期審査では、やはり「米国に商業登録する多国籍企業」の活動に関し

て、米国に対し、①他国の先住民や少数民族その他の地域住民の人権に負の影響をも

たらす危険のある活動を防止する適切な対策を講じること、②環境汚染に関わるすべ

ての事例と、影響を受けるコミュニティの人権にもたらす影響に関する独立した実効

性ある調査を行い、責任者を責任追及し、被害者に対し適切な救済へのアクセスを確

保するよう勧告した741。 

 
735  Concluding Observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination: Canada, U.N. Doc. 

CERD/C/CAN/CO/ CERD/C/CAN/CO/ 18 (2007). 
736 Ibid., para.17. なお、2012 年の定期報告書審査でも、政府の対応にもかかわらず事態は改善していない

としてさらなる勧告がされた。Concluding Observations of the Committee on the Elimination of Racial 

Discrimination: Canada, U.N. Doc. CERD/C/CAN/CO/19-20(2012), para.14. 
737 第 5 章のエクアドルの事案を参照されたい。 
738 委員会は、米国の領域外における天然資源の採掘事業に関連する経済活動により、先住民が負の影響

を受けていることに懸念を表明した。 
739 Concluding Observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination: United States of 

America, U.N. Doc.CERD/C/USA/CO/6 (2008). 
740 Ibid., para.30. 
741 Concluding observations on the combined seventh to ninth periodic reports of the United States of America, 

CERD, U.N. Doc. CERD/C/USA/7-9 (2014), para.10. 
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2 背景および意義 

以上のとおり、委員会は、指導原則の採択以前から国際人権法学者の間で発展して

きた域外的保護義務に関する学問的知見を反映して総括所見を出した742。同委員会

が、いち早くこのような勧告を出した背景には、多国籍企業が国境を越えて展開する

採取産業によって人権や環境を侵害されてきた「領域外の被害者」が委員会に情報提

供し、救済を求めたことが影響する743。 

領域外の被害者の声、とりわけ司法手続からも排除され、周辺化された被害者の切

実な声が NGO等の市民社会を通じてボトムアップで持ち込まれるのが、人権条約機関

の審査の特徴であり、こうした審査プロセスが発展的な解釈を促したといえる744。し

かし、人種差別撤廃委員会の勧告にもかかわらず、事態は容易に改善されなかった。

そこで、被害者や当事者は NGO等と連携し、他の人権条約機関にも勧告を求めるよう

になる。こうして、各条約機関において、多国籍企業が領域外で関与する人権侵害が

問題関心として共有され、本国の域外的義務に関する勧告が続くことになる745。 

 

第 3 節 子どもの権利委員会 

子どもの権利条約は、締約国に「その管轄の下にある児童」に対する条約上の人権

保障を義務付けるが(2 条)、同時に、前文と 4 条をはじめ、随所に国際協力の義務を定

めている。子どもの権利委員会は、児童労働や人身取引等、国境を越えるビジネスに

よる人権侵害の被害に子どもが晒されている現実を踏まえ、子どもの権利を保護する

国家の義務と企業の責任についての見解を鮮明にしてきた。 

 
742 Skogly, supra note 241, Seck supra note 35 等。 
743 Seck, supra note 35, p. 222. Seck は、2007 年の人種差別撤廃委員会の勧告について、以下の通り指摘す

る。“Interestingly, these comments were made after the CERD had received submissions from indigenous peoples in 

the United States complaining about the conduct of Canadian mining companies on indigenous lands in the United 

States”. 
744 国際人権条約に共通することであるが、人権条約機関は、政府報告書審査にあたり、政府報告とは別

に、シャドウ・レポートを受け付けて、それも踏まえて総括所見を出す。シャドウ・レポートには、問題

解決に迫られた NGO からの具体的な人権侵害の実態報告が含まれており、委員会は、これに応答し、懸

念を表明し、勧告を出す。申『前掲書』（注 11）540-550 頁。なお、ここで「市民社会」とは、国連憲章

71 条に基づき国連との協議資格を有する NGO に限らず、より広く社会運動を指す言葉を意味するものと

して使用する。 
745 カナダ政府は後述のとおり、各人権条約機関から同様の勧告を受けている。カナダ政府は相次ぐ勧告

を受け、採取産業における CSR を強化する方針を講じたが、欧州のような法規制が進んでいないことを

批判されている。   
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1 一般的意見 

（1）間接的義務 

委員会は、2003 年の一般的意見 5（子どもの権利条約の実施に関する一般的措置 （4

条、42 条および 44 条 6 項）に関する意見）において、初めて民間セクターによる人権

侵害に関する国家と企業の義務について言及した746。委員会は、民営化の過程で子ど

もの権利の実現が深刻な影響を受けていると指摘し、締約国は、国家以外のサービス

提供者が条約の規定に従って活動することを確保する義務を負うとし、これによって

非国家主体に対する間接的義務(indirect obligation)が創設される、と指摘した747。「間接

的義務」という表現は、国家が民間セクターに子どもの権利条約に基づく義務を課す

ことを条約上義務付けられ、その結果、民間セクターが国家規制を通して間接的に義

務を負うことを含意している748。 

 

（2）「一般的意見 16」 

委員会は、2013 年に、一般的意見 16「企業セクターが子どもの権利に及ぼす影響に

関わる国の義務」を公表し、ビジネスと人権に関する詳細で包括的な解釈を示した749。

この文書は上記一般的意見５を踏まえ、さらに重要な発展的解釈を行っている。 

 

a) 企業の義務及び責任 

委員会は、「この一般的意見の作成時点で、人権に関わる企業セクターの責任に関す

る、法的拘束力のある国際文書は存在しない」としつつ、子どもの権利を尊重する義

務および責任(duties and responsibilities )は、国や国が管理する事業にとどまらず、私人

および企業にも適用されるという。そして、企業は子どもの権利に関する責任を果た

さなければならず（must meet the responsibilities）、国は企業がそのような責任を履行す

 
746 General Comment No.5, CRC, U.N. Doc. CRC/GC/2003/5 (27 November 2003). この勧告は、2002 年の同委

員会の「サービス提供者としての民間セクターおよび子どもの権利の実施におけるその役割」に関する一

般的討議（Report on the thirty-first session, CRC, U.N. Doc. CRC/C/121, 2）02) を踏まえた詳細な勧告を踏襲

したものである。 
747 General Comment 5, Ibid., paras. 42-44.  
748 菅原「前掲論文」（注 38） ( 2 )118 頁。 
749 General Comment No.16, CRC, U.N. Doc. CRC/C/GC/16(17 April 2013). 

日本語訳は、平野裕二訳を参照した(available at 

<https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/kokusai/humanrights_library/treaty/data/child_gc_ja_16.pdf >last accessed 

on 30 January 2023)。 

https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/kokusai/humanrights_library/treaty/data/child_gc_ja_16.pdf
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ることを確保しなければならないとの見解を明らかにした750。委員会のこうした表現

は、委員会が、企業は子どもの権利に関して、指導原則が規定する社会的責任を超え

た法的義務を負うと捉えていることを窺わせる。委員会は、同意見において、個別具

体的な子どもの権利の侵害状況に即して、民間セクターに包括的で詳細な勧告を行っ

ている751。 

 

b）国家の域外的義務 

委員会は、企業の世界的操業によって、子どもの権利の実現が困難になっていると

し、国境を越えるビジネスに関しては、受入国に第一次的な子どもの権利に関する義

務があるとしつつ、「本国もまた、当該国と関係行為との間に『合理的つながり』があ

ることを条件として、企業が域外で行なう活動および操業との関連で子どもの権利を

尊重し、保護し、かつ充足する」条約上の義務を負うとする752。この「合理的つなが

り」は、前章で紹介したマーストリヒト原則753を参照したものである。委員会は、活

動の中心地、法人登記、住所、主要な事業所を置く、実質的な企業活動を行なう、の

いずれかの接触がある国は広く「合理的つながり」があるとする754。 

そのうえで、企業による域外的な権利侵害について「合理的つながり」を有する締

約国は、まず、権利侵害を受けた子どもおよびその家族に対し、自国の司法手続その

他実効的な救済機関へのアクセスができるようにすべきだとした755。また、締約国

は、企業に対し、子どもの権利に関するデュー・ディリジェンスを要求すべきであり

756、同時に、商品・サービスが奴隷・強制労働等の深刻な権利侵害を伴わないことを

確保するために講じた企業の措置の開示を義務付けるべきであるとし、既に報告義務

を企業に課している場合でもその検証・実施機関を設置すべきだとする757。 

 

 
750 Ibid. 
751 Ibid. 
752 Ibid., para.43. 
753 Maastricht Principles, supra note.625. General Comment 16, supra note 749. 
754 General Comment 16, supra note 749, para.43.   
755 Ibid., para.44. 
756 Ibid., para.62. 
757 Ibid., para.65. 
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2 総括所見 

 上記の一般的意見と並行して、子どもの権利委員会は、定期審査の総括所見におい

て、Child rights and the business sector という項目を設け、締約国に対し、人権条約の域

外的保護義務に関する強い勧告を相次いで出している。 

2011 年には、フィンランド758、スウェーデン759、2012 年には、カナダに対する勧告

が出された760。2012 年のカナダへの総括所見では、カナダに登録した多国籍企業、特

にガス、石油、採取企業の領域外での活動が、先住民の権利に悪影響を与えていると

指摘し761、企業の領域外での活動が子どもの人権、環境その他の国際基準を侵害しな

いようカナダに求め、①明確な法的規制、②制裁、③被害救済の確立を勧告した。 

2015年のスイス762、2016年のフランスへの勧告では、締約国の義務は「登録企業」

による人権侵害だけでなく、海外で操業する子会社の人権侵害にも及ぶとした。2016

年のフランスへの勧告では、①企業にデュー・ディリジェンス・プロセスを求めるこ

と(規制措置)、②企業の実施状況を監視し、海外で操業するフランス企業やその子会

社の義務懈怠を徹底して調査すること（行政措置）、③企業の違反に対して制裁と賠償

を確保すること（司法的措置）を勧告した763。 

 

第 4 節 社会権規約委員会 

社会権規約委員会は、ビジネスと人権に関し、精力的に新たな解釈を発展させ、新

たな基準設定を進めてきた。社会権規約は、領土、管轄によって規約の適用範囲を限

 
758 Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention Concluding observations: 

Finland, CRC, U.N. Doc. CRC/C/FIN/CO/4 Finland (2011), para.24. フィンランドを拠点とする多国籍企業や海

外事業を行う企業に対し、サプライチェーンに対する効果的なモニタリング体制を構築して児童労働を禁

止するための法的枠組みを導入することを勧告した。 
759 Consideration of reports submitted by States parties under article 12, paragraph 1, of the Optional Protocol to the 

Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography Concluding 

observations: Sweden, CRC, U.N. Doc. CRC/C/OPSC/SWE/CO/1 (2011), para.21.子どもの売買等に関する選択

議定書の報告書審査で、海外に投資・操業する国営企業やその子会社について、当該国における条約及び

議定書が規定する犯罪から保護されるためのデュー・ディリジェンスを求め、海外で投資・事業展開する

すべてのスウェーデン企業も同様に規制するよう求めた。 
760Concluding observations on the combined third and fourth periodic report of Canada, CRC, U.N. Doc. 

CRC/C/CAN/CO/3-4 (2012), para.29. 
761 人種差別撤廃委員会の懸念(CERD/C/CAN/CO/19-20(2012) para.14,supra note 736)を参照した。 
762 Concluding observations on the combined second to fourth periodic reports of Switzerland, CRC, U.N. Doc.  

CRC/C/CHE/CO/2-4 Switzerland (2015), para.23. スイスに対し、その領域で事業をし、または管理されてい 

る企業とその子会社による人権侵害に対しても域外的義務を負うとし、領域外の子どもへの権利侵害に対 

して法的な責任を確保することを求めた。 
763 Concluding observations on the fifth periodic report of France, CRC, U.N. Doc. CRC/C/FRA/CO/5 (2016), 

para.22. 
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定する明文規定を設けておらず、そのことは国家の域外的義務に関する基準の具体化

を進めやすい要素となっている。前章にも言及した通り、社会権規約の域外適用に関

しては、国際人権法学者のイニシアティブによる研究成果であるマーストリヒト原則

が、その後の委員会の解釈の展開に影響を与えた764。 

2011年、国連社会権規約委員会は、「民間企業と経済的社会的及び文化的権利に関す

る締約国の義務に関する声明」を発表し、「締約国は受入国の主権を侵害することなく、

また規約に基づく受入国の義務を軽減させることなく、自国の管轄下に主たる事務所

を置く企業による外国での人権侵害の防止に必要な措置を講ずる義務を負う」とした

765。委員会は以後、この基本的見解に基づき、国家の域外的義務等について解釈を発

展させた。 

 

1 一般的意見 

（1）個別の権利に関する一般的意見 

まず、委員会は、健康、食糧、住宅、労働に関する個別の一般的意見で、国境を越

える企業活動の影響を受ける個人に関する国家の義務について解釈を明らかにした

766。例えば、労働の権利に関する一般的意見23は、締約国に対し、自国の領域または

管轄下に拠点を置く企業の域外における事業活動が、公正かつ良好な労働に対する権

利を尊重するよう求める、立法措置を含む明確な措置を講じるとともに、域外の被害

者に救済手段へのアクセスを確保するための適切な措置を導入するよう勧告した767。 

 

（2）「一般的意見 24」 

2017年、社会権規約委員会は、一般的意見24（「ビジネス活動の文脈において経済的

社会的及び文化的権利に関する国際規約に基づき国家が負う義務」に関する一般的意

見）を公表し768、企業の活動に関連する国家の尊重・保護・充足義務と救済へのアク

 
764 Maastricht Principles, supra note.625. 
765 CESCR, Statement on the obligations of States parties regarding the corporate sector and economic, social and 

cultural rights, U.N. Doc. E/C.12/2011/1 (2011). 
766 General Comment No. 14, supra note 200, General Comment No.18, supra note 200.さらに、General Comment 

No. 15, CESCR, U.N. Doc. E/C.12/2002/11 (20 January 2002), para. 33, General Comment No. 23, CESCR, U.N. 

Doc.  E/C.12/GC/23 (7 April 2016), para. 70.  
767 Ibid., General No. Comment 23. 
768 General Comment No. 24, supra note 49. 日本語訳は日本弁護士連合会の仮訳(available at 

<https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/activity/international/library/human_rights/24.pdf> last accessed on 30 

January 2023).を参照した。 

https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/activity/international/library/human_rights/24.pdf
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セスについて包括的かつ詳細なガイダンスをまとめた。指導原則採択以降、徐々に進

んできたビジネスと人権に関する国際人権法の発展の集大成といえる重要な文書であ

り、後の人権条約解釈や、国家実行に大きな影響を与えた。意見は極めて包括的なも

のであるが、域外的な保護義務との関係に絞って概観する。 

 

a）締約国の保護義務 

委員会はまず、ビジネスと人権に関わる締約国の人権保護義務とは、事業活動によ

る権利侵害から規約上の権利を実効的に保護するため、立法、行政、教育その他適切

な措置を講じ、被害者に対し、実効的な救済手段へのアクセスを提供することである

と定義する769。 

そして、保護義務には「人権デュー・ディリジェンスの実施を要求する法的枠組み

を採用する積極的義務」も含まれるとし、国家は「企業のサプライチェーン、下請業

者、サプライヤー、フランチャイジーその他のビジネスパートナーによる規約上の権

利の侵害を防止するためにデュー・ディリジェンスを義務付ける措置」を講じるべき

だとする770。 

 

b） 域外的義務 

委員会は、社会権規約上の域外的義務(Extraterritorial obligations)は、「自国領域内に

拠点を置く企業や自国の管轄権に服する企業の行動をコントロールすることにより、

国際法に違反することなく自国領域外の状況に影響を及ぼしうる場合に生じる」とす

る771。そのうえで、域外的な人権保護義務は、「締約国がコントロールできる企業の活

動」によって領域外で生じる規約上の権利侵害の防止措置及び救済措置を講じる義務

だとする772。そして、締約国は「領域内および/または管轄下にその拠点を有する企業

 
769 Ibid., para.14. 
770 Ibid., para.16. 
771 Ibid., para.28. 原文は以下のとおりである。Extraterritorial obligations arise when a State party may influence 

situations located outside its territory, consistent with the limits imposed by international law, by controlling the 

activities of corporations domiciled in its territory and/or under its jurisdiction, and thus may contribute to the 

effective enjoyment of economic, social and cultural rights outside its national territory. 
772 Ibid., para.30. 原文は以下のとおりである。The extraterritorial obligation to protect requires States parties to 

take steps to prevent and redress infringements of Covenant rights that occur outside their territories due to the 

activities of business entities over which they can exercise control, especially in cases where the remedies available to 

victims before the domestic courts of the State where the harm occurs are unavailable or ineffective. 
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に対し773、その影響下にある事業者が規約上の権利を尊重するため最善の努力を尽く

すよう求めるべきだ」として、子会社及びビジネスパートナーがどこに所在する場合

でも、規約が保障する権利の侵害を特定し、防止し、対処するデュー・ディリジェン

スに基づく行動を求めるべきだとする774。この解釈にあたって、委員会は、上述した

個別の権利に関する一般的意見での解釈、子どもの権利委員会一般的意見16、さら

に、これまで見てきた人種差別撤廃委員会や自由権規約委員会の同様の立場を参照し

ている。 

 

c）救済 

委員会は、人権保護義務の履行として、被害者に対してアカウンタビリティと救済

手段 (司法上の救済が望ましい)へのアクセスを保障するために、調査と責任追及のた

めの実効的なメカニズムを導入すべきだとする775。 

特に、被害救済を阻む実体法、手続法及び実務上の障壁776を除去する義務があると

し、①親会社またはグループの責任制度を確立すること、②フォーラム・ノン・コン

ビニエンスの検討にあたっては、被害者の実効的な救済を最優先に検討すること、③

さらに証拠が企業側に偏在している状況に鑑み、義務的証拠開示法制の導入や立証責

任の転換も示唆した777。救済へのアクセスを保障するだけでなく、領域外の被害者を

実質的に支援することに踏み込む措置を締約国に求めていることが評価できる。さら

に、委員会は、特に先住民に配慮した、利用可能な実効的救済へのアクセスの確保を

求めた778。 

 

2 総括所見 

 委員会は、上記の一般的見解と並行して、個別の国家の定期報告書審査における総

括所見でも、ビジネスと人権に関わる勧告を行っている。 

 
773 Ibid., para. 33. 原文は、Corporations domiciled in the territory and/or jurisdiction of States parties. 
774 Ibid., para.33.  
775Ibid., para.38. 
776 委員会は、法人格のヴェール、立証責任の負担、国境を越える訴訟にかかる立証の困難性、外国判決

の執行の困難性、フォーラム・ノン・コンビニエンスの法理による救済のアクセスの否定等を救済の障壁

だと指摘する(paras. 42,43)。この指摘は、第 5 章で検討した、米国の ATCA 等の訴訟実務に関して紹介し

た実態に合致する。 
777 Ibid., paras. 44-46. 
778 Ibid., para. 46. 



166 

 

 

（1）域外的保護義務 

委員会は 2011 年、ドイツに対し、「ドイツ企業の海外での投資が受入国の経済、社

会、文化的権利に貢献するような方針を確保するよう呼びかける」と控えめな勧告を

したが779、以降、より積極的で具体的な勧告を行うようになる。委員会は 2013 年には、

ノルウェーに対し、「締約国に主たる事務所を置き、または締約国の管轄下にある企業

の海外での活動が、人権侵害をすることを防止するための方針と施策を、受入国の主

権侵害や規約上の義務を損ねることのないかたちで決定する」よう勧告した780。 

2016 年には英国781、2017 年にはオランダ782に対する勧告で、海外の事業活動の結果

として発生した規約上の権利侵害の被害救済に関して適切な措置を講じるよう勧告し

た。 

 

（2）立法枠組みと司法救済に関する具体的な勧告 

委員会の勧告は、立法的枠組みや司法救済に関する具体的な勧告に及ぶようになる。 

2016年には、フランスに対し、「領域内に拠点を置き、またはその管轄下にある企

業が海外で人権侵害に関与しないよう防止する措置を講ずる」「企業に対し、人権尊重

に関する法的拘束力のある注意義務を課すとともに、企業の海外における事業活動の

結果として人権を侵害された被害者に対して締約国の裁判所での救済へのアクセスを

保障することを内容とする法律の採択を促進する」よう奨励した783。この勧告は子ど

もの権利委員会の同年の勧告と並んで784、フランスで審議プロセスにあった人権デュ

ー・ディリジェンスに関する注意義務法を意識したものである。なお、同法は翌 2017

年に採択された785。 

 
779 Concluding Observations on the Fifth Periodic Report of Germany, CESCR, U.N. Doc. E/C.12/DEU/CO/5 (2011), 

para.10. 
780 Concluding Observations on the Fifth Periodic Report of Norway, CESCR, U.N. Doc. E/C.12/NOR/CO/5(2013),6. 
781 Concluding Observations on the Sixth Periodic Report of United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 

CESCR, U.N. Doc. E/C.12/GBR/CO/6(2016), para.12.  
782 Concluding Observations on the Sixth Periodic Report of Netherland, CESCR, U.N. Doc. E/C.12/NLD/CO/6 

(2017), para.12. 
783 Concluding Observations on the Fourth Periodic Report of France, CESCR, U.N. Doc. E/C.12/FRA/CO/4, (2016), 

para.13.   
784 CRC/C/FRA/CO/5, France (2016), supra note 763, para.22. 
785 Sandra Cossart et al., “The French Law on Duty of Care: A Historic Step Towards Making Globalization Work for 

All”, Business and Human Rights Journal, Vol.2 (2017), pp. 317-322. 
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委員会はさらに、2019 年にデンマーク786、スイス787、2020 年にベルギーおよびノル

ウェー788、2021 年にフィンランド789に対する総括所見で、ビジネスと人権に関する勧

告をしている。これらの国に対する勧告内容はほぼ共通したものとなっている。すな

わち、締約国に拠点を置く企業や締約国の管轄下にある企業に対して人権デュー・デ

ィリジェンスを義務付ける法律を制定すること、領域外の人権侵害を調査し、法的な

責任を課すこと、領域外の被害者に対し救済のアクセスを確保することを勧告するも

のである。 

 

（3）国家の関与が強い事業への勧告 

社会権規約委員会は、2013 年には、ノルウェーに対する定期審査において、ノル

ウェー中央銀行が第三国で事業活動を行う外国企業に投資するにあたり、事前および

投資期間中に包括的な人権影響評価を受けることを確保するよう求め、2020 年には

さらに、パレスチナ占領地で活動する企業に対するノルウェー年金基金の投資を

2004年の ICJ勧告的意見に基づく人権に関する義務の観点から再検討するように求め

た790。2016 年には、英国に対する総括所見で、武器輸出業者に許可を与えるにあたっ

て、武器が使用されることで人権を侵害しないか徹底した事前のリスクアセスメント

を行い、リスクが確認できた場合は不許可とし、または許可を停止することを勧告し

 
786 Concluding Observations on the Sixth Periodic Report of Denmark, CESCR, U.N. Doc. E/C.12/DNK/CO/6 

(2019), paras. 18 and 19. 委員会は、①企業に対し、国内外における事業活動とその取引関係における人権デ

ュー・ディリジェンスを要求すること、②企業の規約上の人権侵害に法的責任を課すこと、③被害者が締

約国の司法的、非司法的メカニズムに救済を求めることができるようにすることを勧告した. 
787 Concluding Observations on the Fourth Periodic Report of Switzerland, CESCR, U.N. Doc. E/C.12/CHE/CO/4 

(2019), para.11. 委員会は、①企業に人権デュー・ディリジェンスの実施を確保する効果的な法的メカニズ

ムの確立、②締約国に本拠地を置く企業の海外での人権侵害について救済機関へのアクセスを確保するこ

とを勧告した。 
788 Concluding Observations on the Fifth Periodic Report of Belgium, CESCR, U.N. Doc. E/C.12/BEL/CO/5 (2020), 

para. 12; Concluding Observations on the Sixth Periodic Report of Norway, CESCR, U.N. Doc. E/C.12/NOR/CO/6 

(2020), para. 9. 委員会は両国に対し、それぞれ ①締約国に本拠地を置く企業に人権デュー・ディリジェン

スを要求すること、②企業の規約上の権利の侵害に法的責任を課すこと、③被害者に対する救済のアクセ

スを提供することを勧告した。 
789 Concluding Observations on the Seventh Periodic Report of Finland, CESCR, U.N. Doc. E/C.12/FIN/CO/7(2021), 

para. 7.  委員会は、①締約国に拠点を置きあるいはその管轄下にある企業に対し、人権デュー・ディリジ

ェンスを義務付ける規制枠組みを採択し、②外国人を含む被害者が効果的な救済にアクセスできるように

し、③自国企業に関する人権侵害の報告があった場合は締約国が調査を実施することを求めた。 
790 CESCR, E/C.12/NOR/CO/5 (2013), supra note 780, para.6 ; CESCR, U.N. Doc. E/C.12/NOR/CO/6 (2020), supra 

note 788, para. 7. 
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た791。委員会はこのように、国家が実質的に関与したり許可する事業について、国家

により強い義務が求められることを前提に、より具体的な勧告を行っている。 

 

3 小括  

 以上のとおり、社会権規約委員会は、ビジネスと人権に関わる規約および指導原則

の発展的解釈を明確な形で進めた。 

第 1 に、指導原則で「社会的責任」として確認された人権デュー・ディリジェンス

を、企業に法的に義務付けることが、締約国に義務付けられるとしたことで、企業に

間接的な義務を負わせ、指導原則のハードロー化を促進した。 

第 2 に、締約国がそのコントロールできる企業の行動に対し、域外的義務を負うこ

とを明らかにした。 

委員会は一般的意見 24 において、域外的義務が肯定される論拠として、①社会権規

約が領域や管轄と言った条約適用範囲の限定を規定していないこと、②国連憲章 55 条

と社会権規約に記載された国際協力の規定、③国際慣習法としての領域使用の管理責

任原則を援用している792。③については、「国際慣習法上、国家はその領域を他国に損

害を与える方法で使用してはならないとする。この要求は国際環境法に特に関連する」

とし、脚注において、トレイル溶鉱所事件、1996 年の核兵器使用に関する勧告的意見、

2006 年の ILC 諸原則、そしてマーストリヒト原則を参照にあげている。委員会は、第

6章でみてきた越境損害防止義務に関する国際法を援用し、かつ指導原則の文言を用い

て、国境を越えるビジネスと人権という現代的課題に対応した新しい解釈を確立した

といえる。 

ところで、人権に関する域外的な義務の拡張を巡っては、一方で、国家は域外の事

態について、領域内と同様に私人行為への注意義務を課しうるのかという履行確保の

面からの限界が指摘され793、他方で、人権の域外的義務の行使が国家主権侵害等の国

際法違反になることへ懸念が示されてきた794が、社会権規約委員会がこうした論点に

関する議論を整理したことも注目される。 

 
791 E/C.12/GBR/CO/6 (2016), supra note 781, para. 12.  
792 General Comment 24, supra note 49, para.27. 
793 「消極的／積極的義務二分論」については 2 章に紹介した。Milanovic, supra note 213, pp. 209-222, 中尾

「前掲論文」（注 213）（一）1454 頁 
794 Jan Klabbers, International Law, supra note 631, p. 147 (2rd) 2021, 奥脇「前掲論文」（注 588）43-44 頁。 
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まず、前者の指摘に対しては、「自国領域内に拠点を置く企業や、自国の管轄権に服

する企業の行動を締約国がコントロールすることにより域外の事態に影響を及ぼしう

る場合」（一般的意見 24）に限定して域外的保護義務を認めている。このような企業の

行動によって生じる領域外の事態に対しては、締約国が自国の立法への規制や、国内

での監視や行政措置を行うこと、域外で発生した人権侵害であっても自国の司法アク

セスを確保することは、その限度であれば何ら不可能を要求することではなく、履行

は可能である。また、委員会は、域外的義務は「国際法に違反することなく自国領域

外の状況に影響を及ぼしうる場合に生じる」795（下線は筆者）としてその範囲を画し、

かつ、義務履行に当たっての国家の立法・行政権限発動の対象を、自国の領域内ある

いは管轄に服する企業に限定した796。委員会は領域内または管轄下の企業にデュー・

ディリジェンスの義務を課すことによって、域外の人権状況に事実上の影響を与える

ことは、域外管轄権の行使には該当しないとの立場を明確にしている797。以上のとお

り、委員会が、領域国の主権侵害等の国際法違反に該当しない限度で、かつ履行が確

保しうる内容の域外的義務を解釈上明らかにし、これまでの学説の疑問に応える解を

提示したことは、他の人権条約機関も含めた域外的保護義務の議論を進展させるうえ

で重要である。 

 

第 5 節 女性差別撤廃条約 

女性差別撤廃条約は、締約国の義務に関して原則として領域、管轄等の限定を置か

ず、2 条(e) において、「個人，団体また企業による女子に対する差別を撤廃するための

すべての適当な措置をとること」を締約国の義務として定め、企業における男女差別

撤廃に大きな役割を果たしてきた798が、近年は越境するビジネスと人権の問題につい

て、積極的な見解表明をしている。 

 

1 一般的勧告 

委員会はまず、2010 年に採択した条約２条に関する一般的勧告 28 で、公共または民

 
795 General Comment 24, supra note 49, para. 28. 
796 Ibid., para.28. 
797 Ibid., para.33. 
798 例えば、日本における影響について、山下泰子「女性差別撤廃条約と日本」『文京学院大学外国語学部

文京学院短期大学紀要』 9 号 （2009 年）。 
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間のいかなる主体による差別も撤廃するという 2 条(e)が「国外で活動している国内企

業の行為にも適用される」と明確にした799。 

女性に対する暴力に関する一般勧告 35800、気候変動に関する一般勧告 37801でも、越

境する企業に対する規制を締約国に推奨した。 

さらに、国際移住の文脈における女性及び少女の人身取引に関する一般的勧告 38

（2020 年）802は、経済のグローバル化による社会的不公正が女性に不均衡に大きな影

響を与えているとの基本認識に基づき803、企業のサプライチェーンにおける人身取引

を防止し、対処すること、企業が人権デュー・ディリジェンスを怠った結果としてグ

ローバル・サプライチェーンで働く労働者の権利が侵害されないよう、調査、監視、

制裁、救済の制度を構築することを勧告した804。 

 

2 総括所見 

委員会は、2016年にスウェーデンに対し、「企業が海外事業展開する際に女性の権利

を尊重、保護、充足することを確保する、相当の義務を果たす」よう勧告した805。委

員会が企業の域外活動について女性の権利尊重、保護、充足を尽くすことを確保すべ

き国家の義務があるとしたのはこの総括所見が初めてである。 

同年、カナダに対する総括所見では、他の委員会でも指摘された、カナダの採取企

業が海外の人々の人権に否定的な影響を与えていること、被害者の司法救済へのアク

セスが限られ、女性の人権に関する影響評価がないこと等に懸念を示し、締約国に登

録しまたは拠点を置く企業の海外での事業活動について、①国家の法的監督の強化、

 
799 General Recommendation No.28, CEDAW, U.N. Doc. CEDAW/C/GC/28 (16 December 2010). 以下、一般的

勧告に関する日本語訳はいずれも、以下の内閣府仮訳を参照した。
https://www.gender.go.jp/international/int_kaigi/int_teppai/pdf/kankoku1-25.pdf  
800General Recommendation No.35, CEDAW, U.N. Doc. CEDAW/C/GC/35 (24 July 2017), para. 24, 締約国は規制

やインセンティブを通じて「影響力を行使できる対象である企業」による海外での人権侵害を防止するた

めに必要な手段を講じることが求められるとする。 
801 General Recommendation No.37, CEDAW, U.N. Doc. CEDAW/C/GC/37 (13 March 2018), 防災と気候変動に

関連し、「締約国は、国外での活動も含む管轄下の非国家主体の活動を規制するべき」とする。  
802 General Recommendation No.38, CEDAW/C/GC/38 (20 November2020), 
803 Ibid., para.3. 
804 Ibid., para.63, 委員会は、デュー・ディリジェンスを義務付ける法律に違反して被害を受けた場合、事業

が行われている国と法人が設立された国の両方における民事訴訟法上の訴権を法で定めること、企業及び

公的機関に対し、労働者と労働者の代表者が代表を務める専門の規制機関が、デュー・ディリジェンスを

義務付ける法律の履行状況を積極的に調査・監視するとともに、不履行をした企業に制裁措置を講じるた

めの権限及びリソースを確保することを奨励した。 
805 Concluding observations on the combined eighth and ninth periodic reports of Sweden, CEDAW, U.N. Doc. 

 CEDAW/C/SWE/CO/8-9 (2016), para. 35. 

https://www.gender.go.jp/international/int_kaigi/int_teppai/pdf/kankoku1-25.pdf
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②独立性のある苦情申立機関の設置、③司法救済へのアクセスを促進する措置を講じ

ること、等を勧告した806。2017 年にはドイツに対する総括所見で、締約国に登録しま

たは拠点を置く企業、特に縫製業や大規模農業企業が、海外における操業によって引

き起こす現地の女性と少女の人権に関する否定的な影響に懸念を表明し、同様に、①

法的監督強化、②苦情申立機関の導入、③司法救済へのアクセスの確保をするよう勧

告した807。 

 

第 6 節 自由権規約 

  前述のとおり、自由権規約は、2条 1 項で適用範囲について明文規定を置くが、自由

権規約委員会はこの規定を文言通りに解釈すれば、人権保障の実現に支障をきたす事

例に直面し、規約の適用範囲を拡大する発展的解釈を積み重ねてきた。委員会が、領

域内でなくても管轄下の事態であれば国家が義務を負うとの解釈を確立し、ICJ によっ

てもこの解釈が認められてきたことは第 2 章に詳述した通りである808。 

委員会は域外的な保護義務については積極的な言及をしてこなかった809が、トムシ

ャットが指摘する通り「第 2 条の限定は、規約の実施を妨げる客観的な困難が存在す

る特定の状況を念頭において制限的に起草されたに過ぎない」(1981 年の自由権規約委

員会 Lopez Burgos v. Uruguay 個別意見)810とすれば、域外的保護義務の実施が可能な状

況においてはさらなる発展的解釈を妨げる理由はないはずである。委員会は近年、指

導原則や他の委員会の影響を受け、域外的保護義務についても言及を始めていること

が注目される。 

 
806 Concluding observations on the combined eighth and ninth periodic reports of Canada, CEDAW, U.N. Doc.  

CEDAW C/CAN/CO/8-9 (2016), para. 19. 
807 Concluding observations on the combined seventh and eighthtth periodic reports of Germany, CEDAW, U.N.Doc. 

CEDAW/C/DEU/CO/7-8, Germany (2017) paras. 15 and16. 
808 坂元『前掲書』（注 205） 43-51 頁,  Nowak, supra note 694,pp.  43-45. 

809 Nowak は、規約 2条 1 項の起草過程における締約国の隠れた動機は、締約国が属人的管轄権を有する私

人の域外行為に対して責任を免れる意図であったという(Ibid., p. 44)。 
810 Tomschat, Lopez Burgos v. Uruguay, supra note 207 の個別意見。訳は坂元『前掲書』（注 205）48 頁を参照

した。 
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1    一般的意見 

 自由権規約委員会は、2018 年「生命に対する権利」（第 6 条）に関する一般的意見

36 においてはじめて、企業に関連して生命の権利に関する締約国の域外的な保護義務

を明確に規定した811。 

委員会は、締約国が「自国領域を基盤とする、またはその管轄下にある企業体によ

る活動も含めて、全部または一部が自国領域あるいは管轄下にある他の地域で行われ

る活動で、自国の領域外にいる個人の生命に対する権利に直接的かつ合理的に予見可

能な影響を与えるすべての活動が、第 6 条に適合するよう確保するため、企業の責任

および実効的な救済を得る被害者の権利に関する国際基準に相当の考慮を払いなが

ら、立法その他の適当な措置をとらなければならない」とする812。他の人権条約機関

が確立した基準に比べ、狭い範囲にとどまり、「領域・管轄下」での私人活動に限定し

ているが、その影響が領域外の個人の人権に影響する場合にも国家は域外的保護義務

を負う可能性があるとするものであり、「領域・管轄下」の個人の人権のみを保障する

との、これまでの規約の適用範囲を大きく変更したものといえる。 

この一般的意見が明らかにした域外的保護義務に関する解釈は、生命に対する権利

に限定されている。しかし、この意見は同時に、生命に対する権利の内容を拡張的に

解釈し、健康に関する権利や環境権にも言及したことでも注目されている813。生命に

対する権利を起点として、自由権規約が域外的保護義務を拡大する発展的解釈を進め

ていくことが期待される。 

 

2 総括所見 

自由権規約委員会は、定期審査における総括所見で、締約国の域外的保護義務を拡

張的に解釈していった。例えば、2012年のドイツに対する総括所見で委員会は、領

 
811 General Comment No. 36, supra note 49. 日本語訳は日本弁護士連合会の仮訳(available at <https://www.  
nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2021/HRC_GC_36j.pdf> last accessed on 30 January 2023)を参照し

た。 
812 Ibid., para. 22. 原文は、以下のとおりである。They must also take appropriate legislative and other measures 

to ensure that all activities taking place in whole or in part within their territory and in other places subject to their 

jurisdiction, but having a direct and reasonably foreseeable impact on the right to life of individuals outside their 

territory, including activities undertaken by corporate entities based in their territory or subject to their jurisdiction, 

are consistent with article 6, taking due account of related international standards of corporate responsibility and of 

the right of victims to obtain an effective remedy(para. 22). ここでは、論拠として、後述するドイツ、カナダ、

韓国に対する定期審査と、個人通報事例が参照されている。 
813Ibid., paras. 26 and 62. 

https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2021/HRC_GC_36j.pdf
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2021/HRC_GC_36j.pdf


173 

 

土・管轄下にある企業が人権を尊重するよう「明確な期待」を表明すること、海外で

操業している企業の活動の被害にあった人々の救済のための措置を講ずることを奨励

した814。韓国に対する総括所見でも、韓国の管轄に属する企業の海外での行動による

人権侵害に対し、救済と被害のための適切な措置を講じることを奨励した815。 

このように、2012年の上記総括所見はいずれも締約国に控えめに奨励をするもので

あったが、2015年に委員会は、カナダに対する総括所見で、より詳細な勧告を出し

た。すなわち、他の条約機関においても懸念が表明されている採取産業に関連して、

採取産業等のカナダの管轄下にあるすべての企業が、海外で操業するにあたり人権基

準を尊重するよう実効的なメカニズムを強化すること、企業の人権侵害を調査する独

立機関の設置を検討すること、海外での活動による被害者が法的救済を得られる法的

枠組みを発展させることを勧告したのである816。自由権規約委員会も勧告内容を徐々

に強化していることが認められる。 

 

3 個人通報 

さらに 2017 年、自由権規約委員会は個人通報事例(Yassin v Canada)で域外的義務に

ついて言及した。この事案は、カナダで登録された 2 つの企業がパレスチナ占領地で

の入植活動に従事したことに対し、カナダの裁判所がフォーラン・ノン・コンビニエ

ンスの法理により司法管轄を認めなかった結果、カナダの規約２条２項(立法措置をと

る義務)、７条(非人道的な若しくは品位を傷つける取扱いの禁止)、 12 条(移動の自由

及び居住の自由) 、17 条(私生活、家族、住居に対する権利)、27 条(少数者の権利)に関

する域外的義務に違反したことを理由として個人通報がなされた事案である817。 

 
814 Concluding Observations on the Sixth Periodic Report of Germany, HR Committee, U.N. Doc. 

CCPR/C/DEU/CO/6, Germany (2012), para. 16. 勧告の内容は以下のとおりである。「締約国には、その領域及

び/または管轄下にある企業がそのすべての操業において規約に基づく人権基準を尊重することに対し、

明確な期待を表明することが奨励される。さらに、海外で操業している企業の活動の被害にあった人々へ

の救済を強化する適切な措置を講ずるよう奨励される」。 
815Concluding Observations on the Fourth Periodic Report of Canada, HR Committee, U.N. Doc. 

CCPR/C/KOR/CO/4. Republic of Korea (2015), para.11.  
816 Concluding Observations on the Sixth Periodic Report of Canada, HR Committee, U.N. Doc. 

CCPR/C/CAN/CO/6.Canada (2015). 委員会は、採取産業等に関わるカナダの企業の海外での事業活動に伴う

人権侵害の訴えと、被害者が救済へのアクセスができない状況に懸念を表明した。 
817 Yassin v Canada, HR Committee, communication number 2285/2013, U.N.Doc.  CCPR/C/120/D/2285/2013, 

Inadmissibility decision, adopted on 26 Jul 2017. 本件の解説について、菅原「前掲論文」（注 727）（2019 年）

を参照した。 
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本件で委員会は、通報者が通報適格を有する「管轄下の個人」に該当しないとし

て、通報を却下したが、その理由は、カナダの規約上の義務と両企業の活動、通報者

の主張する規約上の権利侵害の間の近接性が、本通報を受理するには十分でないとの

判断に基づくとされる818。 

本件で、両企業はカナダに登録しているものの、その住所も財産もカナダに存在し

ない。こうした状況下においてカナダが、両企業の領域外での活動に対し合理的な相

当注意義務を尽くすことを怠り、責任があると言えるための十分な情報（例えば、カ

ナダの規制権限、入植及び通報者の権利への影響と両企業の役割に関する特別な性

質、カナダ政府が合理的に知り得た情報や権利への影響に関する予見可能性）が通報

者から委員会に提供されなかったために、上記判断に至った旨委員会は説明する819。 

しかし、委員会が以下のように述べたことが注目される。 

「自国領域内の国家の人権に関する義務と領域外の義務はすべてにおいて等しいも

のではないが、委員会は、締約国がその管轄下における企業の域外活動によって規約

上の権利が侵害されないよう確保する義務を負う状況があると考える。これは特に、

本件通報で危機にさらされていると主張されるような深刻な性質の人権侵害の場合は

とりわけそうである」820。委員会が、生命に対する権利に限らず、広く移動・住居等

の権利侵害についても、深刻な性質であれば「管轄下における企業の域外活動」に対

し国家が域外的保護義務を負う可能性を示唆したことは重要であり、委員会が発展的

解釈に踏み出していることが確認できる821。 

 

 
818 Ibid., paras. 6-4 and 6-6. 
819 Ibid., para. 6-6. 
820 Ibid., para. 6-5, 菅原「前掲論文」（注 727）（2019 年）。 
821本見解には、2 名の委員から補足意見が出されている（Olivier de Frouville and Yadh Ben Achour, 

Concurring opinion）。補足意見は、これまで域外的義務が認められてきたのは、域外において国家の権力

行使や実効的支配が行われた場合であったとしつつ(para.8)、国際法は発展しているとして、域外における

非国家主体の人権侵害と国家の間に管轄のむすびつき(jurisdictional link)がある場合も締約国は規約上の義

務を負う可能性があるとする。ただし、その要件としては、(a) 企業の活動を規制できる国家の実効的な

能力と、(b) 国家が企業の活動と規約上の人権侵害の予見可能な結果に対する現実の認識を有しているこ

とだとする (para.10)。この「管轄のむすびつき」は、マーストリヒト原則の「意味ある結びつき」に比較

すれば相当狭い。また、(b)の予見可能性は、相当注意義務違反を発生させる基準としては理解できるが
(Bjornstjern Baade, “Due Diligence and the Duty of Protect Human Rights”, in Heike Krieger et al. (eds.), Due 

Diligence in the International Legal Order,(Oxford University Press, 2020), p. 98)、 管轄に関する基準としては疑

問が残る。とはいえ、この分野の自由権規約の解釈を一歩進めたことは評価でき、今後のさらなる発展が

注目される。 
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第 7 節 人権条約機関の解釈の動態的変化 

1 人権条約機関の解釈の傾向 

以上の人権条約機関の傾向は、以下の通りまとめることができる。 

第 1 に、人権条約機関が域外的な人権義務を拡大させている傾向が明らかになっ

た。締約国の義務の適用範囲の限定を定める条約規定を置かない社会権規約、人種差

別撤廃条約、女性差別撤廃条約は特に顕著であるが、適用範囲を限定する規定を置く

自由権規約、子どもの権利条約においても、国家の義務の対象を「領域または管轄

下」の個人に限定せず、「領域または管轄下」の企業（所在・登録）やその子会社の領

域外活動によって影響を受ける人々を保護する義務に拡張している。 

国家が域外的保護義務を負う根拠となる企業とのリンクは、自由権規約が「全部ま

たは一部が自国領域あるいは管轄下にある他の地域で行われる活動」であることを要

求する一方、人種差別撤廃条約は「登録企業」、社会権規約は「領域または管轄下」の

企業やコントロールできる企業、子どもの権利条約は最も広く、活動の中心地、法人

登記、住所、主要な事業所を置く、実質的な企業活動を行なう、のいずれかの接触が

ある企業としている。いずれにせよ、国家がその「領域または管轄下」にある企業の

領域外活動（子会社等の活動を含む）によって影響を受ける人々を保護する義務を負

う、との国際人権基準が発展しつつあると評価できる822。 

第 2 に、国家に課される義務（域外的義務を含む）は指導原則の採択を受けて徐々

に、明確化・高度化し、指導原則の内容を国内法で企業に義務付けることが勧告され

るようになった。とりわけ注目されるのは 2020年以降のベルギー、ノルウェー、フィ

ンランドに対する社会権規約委員会の勧告であり、国内に拠点を置きあるいはその管

轄下にある企業の人権侵害に関連して、締約国に、①人権デュー・ディリジェンスを

義務付ける規制枠組みを採択すること、②領域外の外国人を含む被害者が締約国の司

法手続等で効果的な救済にアクセスできるようにすること、③自国企業の人権侵害を

調査・監視し、アカウンタビリティを確保すること、を勧告し、立法、行政、司法そ

れぞれの権限で具体的な行動を求めている。 

第 3 に、指導原則のハードロー化を促進する解釈が確立しつつある。 

 
822 De Schutter, supra note 35, p. 45; Shany, supra note 240 は、同様の見解を述べる。 
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指導原則は、企業の責任はグローバル・バリューチェーン全体に広範に及ぶとされ

たが、その性格は社会的責任であると確認された。ところが、社会権規約委員会や子

どもの権利委員会は、指導原則の人権デュー・ディリジェンスの枠組みを踏襲する一

方、国家に対し、人権デュー・ディリジェンス責任を法的義務とする立法措置を講ず

ることを求めた。すなわち、締約国に対し、「領域または管轄下」にある企業に対して

グローバル・バリューチェーンを視野に置いた人権デュー・ディリジェンス義務を課

す立法措置を求めているのである。 

これは、国家の規制義務を通じて、企業に間接的に人権尊重の法的義務を課す方向

での国際法の発展の兆候と見ることができる。 

 

2 人権保障システム間で浸透し、促進される解釈の発展 

以上の人権条約の解釈動向は、条約制定当時はもちろん、指導原則採択時にも想定

されなかった解釈の発展であるが、各人権条約機関が相互に影響を与え合い、差異は

あるものの、結果として、共通性ある解釈を積み重ね、域外的保護義務の拡張・拡充

を中心とするあらたな解釈が確立しつつある。各条約機関はそれぞれの規約の義務の

解釈に当たってソフトローとしての指導原則を取り込んだ結果、規約上の締約国の義

務内容をも、指導原則の内容をも、拡充する解釈を発展させている。ひとたび総括所

見で域外的保護義務に関する勧告が出されると、他の締約国の審査にも影響を与えて

同様の勧告が促進され、その集積の結果が、人権条約機関の一般的意見として定式化

される一方、共通する問題を扱う他の人権条約機関にも参照される。このように、ひ

とつの条約機関内で総括所見、見解、一般的意見が相互に影響しあうにとどまらず、

条約機関横断で影響・参照しあい、発展的解釈が促進された結果、無視できない一貫

性のある発展的解釈の流れが形成されている。異なる人権条約レジーム間の「相互交

配」823といえるような動態的変化の特徴がある。 

 

 
823 古谷「前掲論文」（注 732）。 
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第 8 節 発展的解釈の意義と効果 

1 人権条約機関の解釈の位置づけ 

人権条約機関による規約の解釈は法的にいかなる意義があるのか。人権条約機関の

解釈を巡り、条約法条約 31 条 3 項(b)の「事後の慣行」を構成するか、同条約 32 条の

「解釈の補足手段」を構成するかについては諸説あるところ、多くの論者は少なくと

も「解釈の補足手段」に該当することを肯定している824。一方、条約法条約 31 条 3 項

(b) の「事後の慣行」は、「当事国の合意を確立するもの」であることが求められるこ

とから、条約機関の慣行が直ちに「事後の慣行」となるわけではない。しかし、条約

機関の認定や解釈への締約国の反応(支持、肯定、黙認)によって、当事国の合意を確

立する可能性があるとの見解が有力である825。 

自由権規約委員会の規約解釈の法的意義については、一般的意見 33 は、個人通報の

決定について有権的決定(authoritative determination)である826と自ら規定している。岩沢

は、①委員会が締約国から規約の解釈・適用の権限を与えられていること（規約 40

条、選択議定書 5 条）、②見解、一般的意見、総括所見において解釈を示しているこ

と、③委員会が規約によって設置され、「高潔な人格」「人権分野における能力」のあ

る 18人の専門家から構成される履行監視機関であること、④30 年以上にわたって履行

監視活動を続け、その実績が高く評価されていることを根拠に、委員会がその解釈権

限を行使して示した解釈、少なくとも個人通報に対する見解で示した解釈は、高い権

威が認められてしかるべきであり、有権的（authoritative）解釈といってよく、締約国

はこれを尊重すべきだとする827。 

岩沢が有権的解釈であることを根拠づける要素として列挙した事項は、いずれも本

章で検討してきた他の人権条約機関にもあてはまるのであり、また、人権条約機関の

解釈の有機的関連性を考慮すれば、一般的見解や総括所見における勧告も、同様に有

権的解釈に該当し、尊重に値すると考える。 

人権条約機関の解釈に対する尊重は、ICJの近年の判決にも見ることができる。前述

のとおり、ICJ はパレスチナの壁事件勧告的意見において、自由権規約委員会及び社会

 
824 岩沢雄司「自由権規約委員会の規約解釈の法的意義」『世界法年報』29 号  （2010 年） 69頁、坂元『前

掲書』（注 205） 62 頁、63 頁。 
825 岩沢、同上 64-70 頁、坂元『前掲書』(注 205)60-64 頁。 
826 General Comment No. 33, HR Committee, U.N. Doc. CCPR/C/GC/33, 5 November 2008, para.13. 
827 岩沢「前掲論文」（注 824）62-63 頁。 
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権規約委員会の規約解釈を大幅に参照した828。本研究において特に重要なことは、そ

こでの規約解釈はイスラエルにとって域外であるパレスチナ占領地における規約違反

に関する解釈であったことである829。また、ICJ はディアロ事件において、締約国は自

由権規約委員会の解釈に従うことを義務付けられないものの、独立した条約監視機関

の採用した解釈には「相当な重み（Great Weight）を置くべき」との見解を示している

830。 

一方、国内法との関係においては、人権条約機関の解釈は厳密な法的拘束力を伴う

ものではないものの、人権条約の締約国の多くが、条約機関の解釈を国内裁判所にお

ける判断において頻繁に取り入れている831。日本においても人権条約機関の解釈は判

例等に大きな影響を与えており832、日本の憲法学においても、憲法上の権利と国際人

権条約上の権利の関係を「より有機的に捉え」「全体的な統治構造・過程の中で権利保

障の充実を図るという視点も必要」（佐藤）833とする見解が有力であり、本研究も同様

の視点に立つ。 

 

2 発展的解釈の正当性 

本稿で取り上げた人権条約の域外的義務に関する発展的解釈は、条約の明文規定を

超えた義務の拡張に道を開いている。このような人権条約機関による発展的解釈は果

たして正当か、という合意主義、法実証主義からの疑問が寄せられる。この問題は以

下のとおり考えられる。 

第1に、合意主義に忠実であれば、条約は締結時の当事国の合意に拘束され、その

まま凍結されるのが妥当かという問題がある。多くの多国間条約において、発展的解

 
828 岩沢「前掲論文」（注 824） 63 頁。 

829 ICJ, Advisory Opinion, supra note 209. 
830 Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), Merits, Judgment, I.C.J. 

Reports 2010, p. 639., para. 66). 薬師寺公夫「国際司法裁判所による人権保護」国際問題 680 号 30-39 頁 

（2019 年）、坂元『前掲書』（注 205）271 頁。 
831岩沢「前掲論文」（注 824）57-59 頁、ILA, Interim report on the impact of the work of the United Nations 

Human Rights Treaty bodies on national courts and tribunal (2002). 
832 岩沢、同上 54-56 頁。 

833 佐藤幸治『日本国憲法論〔第 2 版〕』 (成文堂、2020 年） 138 頁、139 頁、同様の見解として、江島「前

掲論文」（注 192）。江島は「日本が批准した国際人権条約には国内法的効力がある」「とすれば、具体的

事件において、関連性がある国際人権条約を考慮するのは当然であるし、その際に条約機関の解釈を参考

にするのは推奨されこそ、忌避すべきことではない」(351 頁)、憲法学が「自由権規約委員会の解釈を検

討材料とすることによって国際人権を『うまく練り込』むことができる」(353 頁)と指摘する。 
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釈は、時代の要請に合わなくなった条約の時代適合化機能を果たしている現状があ

る。坂元は「合意法としての条約それ自体も静態的なものではなく、あたかも『木の

成長』のように条約を取り巻く状況の変化に応じて発展を見せる」と指摘する834。ICJ

は既に、南西アフリカ事件に関する勧告的意見において、「国際法規範は解釈時に支配

的な法的制度の枠組みの範囲で解釈・適用されるべきだ」835と明確に判断している。

欧州人権裁判所は、Tyrer事件で「欧州人権条約は生きた文書であり、現代の状況に即

して解釈しなければならない」と判断し836、その後も発展的解釈を続けている。シン

マは、法実証主義の見地からも、条約は「終わりなきプロジェクト」であり、その解

釈は採択当時の締約国の歴史上の意思ではなく解釈時における共通理解によるべきだ

として発展的解釈を支持する837。 

第2に、人権条約はその特別の性質から、発展的解釈に高度の正当性があるとの指

摘が有力である。坂元は、人権という価値実現を目的とする人権条約の特殊性が、人

権条約の発展的解釈の正当性として考慮に値することを示唆する838。シンマらは、人

権条約上の発展的解釈は、義務の特別の性質に合致する限りにおいて肯定しうると

し、厳密な合意主義は国際社会の共通利益を達成するために道を譲りつつあると指摘

している839。 

一方、小畑は「人権の規範的概念・枠組みはより広い社会の意識と交信して、絶え

ず、具体化、拡大、進化していると捉えるべきである」840とし、別の角度から発展的

解釈の意義を積極的に肯定する。生きている規範である人権条約の規範内容は、「関連

アクターがそれぞれ影響力を締結後も及ぼしているもの」であり、国家はアクターの

ひとつにすぎず841、「むしろ、この規範の直接的受益者である個人や個人の集団の方

 
834 坂元「前掲論文」（注 720） 21 頁。 
835 Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) 

notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1971, p. 16, p19, para.53. 
836 Tyrer v. The United Kingdom, ECtHR (Chamber), Application no. 5856/72, Judgement of 25 April 1978, p. 12, 

para.31. 
837 Bruno Simma, “International Human Rights and General International Law: A comparative analysis”, in Academy 

of European Law (ed.), The Protection of Human Rights in Europe, (The Hague/Boston/London, Kluwer Law 

International/Martinus Nijhoff Publishers / Florence, Academy of European Law, European University Institute, 

1995, Collected Courses of the Academy of European Law, 1993, IV/2), pp. 184-189. 
838坂元『前掲書』（注 205）64 頁。 
839 Simma, supra note 837 pp. 184-189; Simma and Paulus, supra note 610. 「義務の特別の性質に合致する限り

において」との趣旨は、人権保障において後退的な「発展的」解釈は容認されないという趣旨と解され

る。 
840 小畑郁「人権条約とはどういう法か」『国際法外交雑誌』119 号 2 巻 48 頁、56 頁 （2020 年）。 
841 小畑、同上。 
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が、正統に発言権を有する」と指摘する。その根拠は、人権規範が人類共通の規範で

あり、国家が自由に取引の対象にできない性質の規範であることに基づくという842。

小畑の指摘は、人権条約が人間の尊厳に根ざし、そもそも国家の取引対象になり得な

い性質の規範であるという本質に基づく根源的な問題提起であり843、国家中心の国際

法体系から周辺化されがちな被害者の訴えに応答するボトムアップのプロセスとして

の人権条約機関の解釈が担う役割の重要性への理解に根差した、説得力のある指摘だ

といえよう844。 

もちろん人権条約機関の解釈が締約国の意思から完全に乖離してしまえば条約機関

の履行確保を実現できないという問題が生じうるが845、現実の人権条約の実行を見る

限り、発展的解釈が徐々に締約国の支持を集めていることが認められる846。後述のと

おり本章で取り扱ってきた発展的解釈もその例外ではない。 

 

3 発展的解釈の効果（国家実行と企業への影響） 

本章で見てきた人権条約の発展的解釈は、締約国に受容され、締約国の行動変容を

もたらしている。 

前述のとおり、総括所見で出される勧告に法的拘束力はない。しかし、人権条約機

関の勧告は各国の法制に無視できない影響を与え、その結果として国家実行を変えつ

つある。締約国がこれに応答して条約機関と対話し、自主的に勧告を履行する事例が

増え、その積み重ねを経て、規約および指導原則をより発展させた国際基準が形成さ

れつつあることは既にみた通りである。また、勧告はひとたび公表されれば、その国

の市民社会の有効なアドボカシーのツールとなり、民主主義を標榜する国では国家が

勧告の履行を迫られるからである。市民社会のみならず、国内人権機関(National 

Human Rights Institute)等も国家による人権条約機関の勧告の履行状況を監視し、社会

 
842 小畑、同上。この見解は人権条約機関によって、広く認められている。 
843 General Comment No. 24, HR Committee, supra note 174, para. 17. 
844 古谷も、小畑の指摘は人権規範の自律的現象という現象の指摘と捉え、委員会の立場からもそう言え

るという。古谷「前掲論文」（注 732）91 頁。域外的保護義務の拡大に関する人権条約機関の発展的解釈

についていえば、人種差別撤廃委員会が、最初に被害者の声を受けて多国籍企業による採取産業の現場で

の人権侵害に懸念を表明し、これを基点として域外的保護義務に関する人権条約機関の動きが展開したこ

とは象徴的である。 
845 Simma, supra note 837,p.189, 古谷、同上。 
846 坂元『前掲書』（注 205）95頁、207-236 頁。 
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全体で勧告実施が議論され、立法が促進される847。人権条約機関の勧告は、その実施

プロセスで国内民主主義といわば協同している。 

例えば、社会権規約委員会はフランス、ノルウェー等の定期審査において、企業に

人権デュー・ディリジェンス義務を課す立法を制定すべきであると勧告したが、その

後、フランス、ノルウェーでは人権デュー・ディリジェンスを一定規模の企業に義務

付ける法律が制定された848。フランスの立法には領域外の被害者の本国における救済

と法的責任に関する条文があり、司法救済のプロセスも始まっている849。こうした影

響は欧州の他の国にも及び、ドイツでも人権・環境デュー・ディリジェンスを一定規

模の企業に義務付ける法律が制定された850。 

さらに、勧告は、ビジネスにも影響を与える。例えば、ノルウェー年金基金への勧

告後の 2021 年、ノルウェー年金基金はイスラエルのパレスチナ占領地の入植に関わる

事業からすべての投資を引き上げた851。 

以上のとおり、人権条約機関は、被害者の声を受けて国際人権法を発展的に解釈

し、国家に対して指導原則を超える対応、すなわち企業を規制し、被害者を救済する

措置を国家に求める勧告を出し、その勧告が集積されて国際基準が更新され、その勧

告が国家実行や企業行動を変えている。 

 

4 地域人権条約機関への影響 

こうした人権条約の発展的解釈は広範な地域に影響を与えている。 

まず、一連の、人権条約機関の解釈の変更の潮流は、いまだ欧州人権裁判所には伝

播しておらず、欧州人権裁判所の域外的義務に関する解釈に格段の変化はない852。し

 
847 申『前掲書』（注 11） 439-445 頁。 
848 佐藤「前掲論文」（注 361）。  
849 同上、85-86 頁。 

850 同上、88-89 頁。 
851 France24, Norwegian pension fund sells off groups-linked to Israeli-settlements (7 May 2021), available at    

<https://www.france24.com/en/live-news/20210705-norwegian-pension-fund-sells-off-groups-linked-to-israeli-

settlements> last accessed on 30 January 2023. ノルウェー年金基金や、ノルウェー中央銀行への勧告は、その

履行を通じて、すべての機関投資家、銀行やそのビジネスパートナーの行動に影響を与えうる。 

852 Daniel Augenstein and Lukasz Dziedzic, “State Obligations to Regulate and Adjudicate Corporate Activities under 

the European Convention on Human Rights”, EUI Working Paper LAW (2017). 

https://www.france24.com/en/live-news/20210705-norwegian-pension-fund-sells-off-groups-linked-to-israeli-settlements
https://www.france24.com/en/live-news/20210705-norwegian-pension-fund-sells-off-groups-linked-to-israeli-settlements
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かし、EUにおいては加盟国で相次ぐ立法措置の影響を受け、EUとして人権・環境の

デュー・ディリジェンスを企業に義務付ける指令の検討が進んでいる853。 

一方、米州人権裁判所では重要な発展的解釈が進んでいる。 

同裁判所は 2018 年、越境環境被害に関する米州人権条約上の国家の義務に関する勧

告的意見 23 を公表854、「米州人権条約第 1 条 1 項の『管轄』855概念は、国家が領域内

外を問わず人または人の集団に対する実効的な管理を行使する(exercises effective 

control)いかなる状況も含む」とし、域外的義務を拡大した856。 

本件は、越境環境損害が人権問題として問われた事案であるが、裁判所は健康的な

環境についての権利が、米州人権条約第 26 条に保障される自律的かつ独立した人権で

あると宣言した857。そのうえで、国家はその領域内または管理下における活動が領域

内外における人の人権に影響を与えることを避けるべく、すべての必要な措置を講じ

る義務があり、ひとたび越境被害や損害が発生した場合 、国家の領域内で行われた活

動と領域外における人々の人権に対する有害な影響との間に因果関係が認められれ

ば、 個人は原因となった国(State of origin)の管轄下にあるといえる、とした（下線は筆

者）858。 

以上を前提に裁判所は、国家の越境環境損害防止義務として、①その管轄下におい

て行われる相当程度の環境損害を生じる危険性のある活動を法的に規制する義務、②

危険性のある活動を監督し、監視する義務、③相当程度の環境損害の危険がある場合

には環境影響評価を実施する義務を負い、さらに各種の手続義務・国際協力義務、情

報へのアクセス、公衆の参加と司法アクセス等を確保する義務があるとする859。ここ

 
853 木下由香子「EU におけるデュー・ディリジェンスの義務化に関する政策動向」『季刊労働法』276 号

25-37 頁 （2022 年）。 
854 I/A Court H.R., The Environment and Human Rights (State obligations in relation to the environment in the 

context of the protection and guarantee of the rights to life and to personal integrity – interpretation and scope of 

Articles 4(1) and 5(1) of the American Convention on Human Rights). Advisory Opinion OC-23/17 of November 15, 

2017. Series A No. 23(7 February 2018). コロンビアが、隣国ニカラグアの開発事業により、新たな運河（ニ

カラグア運河）の建設計画を正式に発表したことを受け、近隣海域が汚染される危険性があることから勧

告的意見を求めた事案である。鳥谷部壌「環境損害における米州人権条約の領域的適用 ―『環境と人

権』に関する米州人権裁判所勧告的意見 No.OC-23/17 を素材として」『摂南大学地域総合研究所報』5 号 

（2020 年） 127-148 頁。 
855 1 条は、「その管轄下にあるすべての個人に対し」人権を保障すると規定する。 
856 I/A Court H.R., Advisory Opinion, supra note 854, para.104 e ; Shany supra note 240. 

857 経済的、社会的、教育的、科学的及び文化的基準が示す権利。 

858 Advisory Opinion, supra note 854, para.104 g and h. 
859 Ibid., para. 242. 
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で列挙された義務内容は、第６章でみてきた越境環境損害防止義務の内容に即したも

のといえる860。 

本勧告意見は「管轄」の概念を広くとらえ、域外的義務を明確に定義したもので、

重要な解釈上の発展である861。本事案は、健康な環境を享受する権利が人権と位置付

けられている今日、越境環境損害を人権の観点でとらえなおせば、人権条約の従来の

狭い「管轄」の解釈では到底十分ではなく、域外的保護義務を拡大・精緻化していく

ことが喫緊の課題であることを示したと言える862。 

このように、人権条約機関の解釈は人権機関による発展的解釈を促進し、今後もさ

らに解釈の発展が進む可能性が開かれている。 

 

5 小括 

以上のとおり、人権条約機関による発展的解釈の動態を分析した。 

人権条約機関は、被害者の声を受けて国際人権法を発展的に解釈し、国家に対し、

指導原則の限界を補う、より具体的な対応、すなわち企業の越境的活動に伴う人権侵

害を含めて立法により防止・規制措置を講じるとともに、被害者の実効的救済を確保

する措置をとることを勧告し、その勧告が集積されて国際基準が更新され、その勧告

が国家実行を変えていることが明らかになった。この展開は、まさに「絶えず、具体

化、拡大、進化」863する人権条約規範の動態的発展と評価できる。 

域外的義務との関係では、国家がその「領域または管轄下」にある企業の領域外活

動（子会社等の活動を含む）によって影響を受ける人々を保護する義務を負う、とい

う発展的解釈が確立しつつある。これは、国際環境法等において自国の「管轄または

管理下」の活動に対して国家が負う義務の範囲とイコールではないとしても、相当程

度重なっていると評価できる。 

 
860 以上の内容は、越境環境損害防止義務義務として確認されている国家の義務(International Law 

Commission, Draft articles on Prevention of Transboundary Harm from Hazardous Activities, with commentaries 

2001(A/56/10))を踏襲したものといえる。 
861 鳥谷部「前掲論文」（注 854）は、欧州人権裁判所が例外的に条約の域外適用を認める基準として広く

認められている基準、すなわち、①国家機関を通じて権限及び支配を及ぼす場合、②領域を実効的に支配

している場合、 (Al-Skeini v. United Kingdom, Appl. No. 55721/07, Judgment of 7 July 2011, Reports. 2011–IV)と

は異なる「活動に対する実効的支配」を新たな基準として示したと整理する( 136 頁、137 頁)。 
862Human Rights Council Resolution 48/13 (2021), supra note 514、UN General Assembly Resolution A/76/L.75

（2）22), supra note 515.本勧告的意見が明確にする通り、 ますます域外的な保護義務を精緻化・具体化す

ることが求められるだろう。 
863 小畑「前掲論文」（注 840）56 頁。 
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そして、人権条約機関の発展的解釈によって、国境を越える企業による人権侵害に

対する被害防止、救済、アカウンタビリティ確保という課題は、国家の立法・行政・

司法上の義務の履行を通じて、新たな段階、すなわち、ハードローの段階に進む道が

開かれたといえる。 
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第 3 部のまとめ 

 

 以上より、第 3 部における問い、すなわち 

① 国際人権法上のこれまでの適用範囲を拡張し、国家に対し、域外的な義務とし

て、「自国の管轄又は管理下」にある企業の越境的活動の影響を受ける領域外

の個人の人権を保護する義務を課す方向で、国際法を発展させること 

② 企業の越境的活動によって生じる人権侵害に関して企業に直接的または間接的

な義務を課し、被害を防止し救済を確保する方向で、国際法を発展させること 

は、国際法上禁止されておらず、国際法の隣接領域でそのような規範的発展が進ん

でいることが明らかになった。そして、ビジネスと人権の分野における同様の規範

的発展は、理論上も正当性が認め得ることを分析した。さらに、学説の形成や、国

連人権機関の発展的解釈によって、現にその方向に向かっての国際人権法の動態的

発展が進み、新たな国際人権基準が形成されつつあることも明らかになった。 

ただし、更新されつつある新しい人権基準はまだ形成途上であり、人権条約機関

は国際基準の構築と共に、その実効的実施という課題に直面する。 

そして、被害者及び当事者の視点に立脚し、企業に人権尊重の義務を課し、実効

性ある被害防止・救済を確保するためには、新たな国際条約の制定等のさらなる規

範的発展が求められる。人権侵害の防止と救済を実効的に実現しうる国際法の形成

とその国内における実施をどう進めていくのか、第 4 部においてさらに検討を行い

たい。 
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第 4 部 ビジネスと人権に関するグローバルな法形成の動的展開 

 

第 8 章までの検討を通じて、ビジネスと人権に関する、指導原則を超える新たな規

範形成の動きが進んでいることが明らかになった。 

 国際人権基準は確立されつつあるが、いまだ国際慣習法の変更や、国際条約の締結

という段階に達していない。国家実行と国際人権基準の間にギャップが生じている、

または、国際人権基準が国家実行より先に進んでいるということができる。 

本章では、こうした中で、確立されつつある国際人権基準と国家実行のギャップを

埋め、国境を越えたビジネスによる人権侵害を実効的に防止し、被害救済をはかり、

人権侵害のアカウンタビリティを確保するためのグローバルな法形成の動きを分析す

る。 

グローバルな法形成とは、国際法の動向に限らない。須網によればグローバル化が

生み出した課題に応えるべく「国際法と国内法・非国家法の協同により、動的に事態

が発展する国際社会」において、「国際法秩序、国内法秩序間の相互的影響」の中で形

成される規範動態である864。 

ビジネスと人権の分野では、欧州の国内法、EU法、そして条約化の動き等、ハード

ロー化の動きが生まれ、企業による人権侵害の防止と救済に関するより実効性ある法

規範の発展の契機が生まれている。 

第 4 部ではこうした規範の発展の状況や共通点、相互関係を把握し、ライツホルダ

ーの視点から到達点を検証し、課題を明らかにする。同時に、ライツホルダーを中心

とする市民が規範形成にどのような役割を果たしているのか、を評価する。 

フォークは、経済のグローバル化のもとでの国際法の動態的発展の潮流として、多

国籍企業と金融市場の力によって上から再構築する「上からのグローバリゼーショ

ン」(globalization from above)の動きと、環境保護、人権、平和、人間の安全保障にか

かわり、国境を越えてつながる社会勢力による、下からの興隆があるとし、後者を

「下からのグローバリゼーション」(globalization from below)と名付け、前者に対峙す

る後者の視座の重要性を指摘する865。ビジネスと人権に関する新しい規範形成におい

て、この視点はとりわけ重要であると考えられる。 

 
864 須網「前掲論文」（注 52） 56、62、66 頁。 
865 フォーク『前掲書』（注 66）231 頁。 
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ビジネスと人権に関する新たな規範構築の目的である、企業による人権侵害からの

ライツホルダーの保護及び救済を実効的に達成するためには、これまでの規範形成や

規範実践において排除され不可視化されてきた、被害者や当事者の実情や視点を欠か

すことはできないのであり、その要求や訴えは規範構築の中心に位置付けられる必要

があると考えられるからである。 

そこで、本研究では、ビジネスと人権に関する近年の規範の発展においてライツホ

ルダーの視点や要求がどのように反映されているのかと同時に、ライツホルダーを中

心とする「下からのグローバリゼーション」の動きがいかに規範の発展に影響を与え

ているのかを把握する。 

以上の視座に基づき、第 9 章では企業に対する国内法規制に関する欧州各国と EU

の動きについて、第 10章では国境を越える企業による人権侵害に対する欧州の司法救

済の進展について、第 11 章ではビジネスと人権に関する条約制定の動きをはじめとす

るさらなる国際法の進展に向けた動態について検討する。 
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第 9 章 欧州における人権デュー・ディリジェンスを義務付ける立

法の潮流 

 

第 4 章でみた通り、欧州では、EU非財務情報開示指令が出され、これを受けて欧州

各国で非財務情報開示に関する立法が相次いで制定された。 

しかし、指導原則の実効的実施という観点から見れば、これら立法の効果は限定的

だと評価され、現実に企業活動によって発生する人権侵害を実効的に防止・救済する

役割を果たしているとはいいがたい（第 4 章参照）。欧州ではこうした状況を踏まえ、

開示規制にとどまらず、人権デュー・ディリジェンスの実施そのものを企業に義務付

ける国内法規制と EU立法を求める動きが活性化していく866。 

この動きを促進する結果となったのが、第 8 章で検討した人権条約機関による一連

の発展的解釈である。人権条約機関は、締約国に対し、国家の規制措置として、企業

に人権デュー・ディリジェンス義務を課す立法を制定すべきであると勧告し、各国に

おける新しい法規制、すなわち、人権デュー・ディリジェンスを企業に義務付ける法

律の制定に向けた動きを促進した。欧州におけるこうした流れの先駆けとなったの

が、 フランスの先駆的な立法、「企業の注意義務法」である。同法の制定を受けて各

国に人権デュー・ディリジェンス法制化の波が広がっていった。 

本章では、開示指令以降の、企業に人権デュー・ディリジェンスを義務付ける法規

制を進める欧州の動きを概観し、グローバルな法形成の到達点を把握する。第１節で

はフランス、オランダ、ドイツ等で制定された、企業に人権デュー・ディリジェンス

を義務付ける国内法を概観し、第 2節では EUの指令案をめぐる動きについて分析す

る。 

 

第 1 節 デュー・ディリジェンスを義務付ける国内立法 

1   フランス「企業の注意義務法」 

（1）はじめに 

2017年にフランスで、企業に人権デュー・ディリジェンスを義務付ける画期的な

 
866 木下「前掲論文」（注 337）、佐藤「前掲論文」（注 361）。 
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「企業の注意義務法」867が制定され、フランス商法等の国内法に組み入れられた。国

内法で一定規模の企業に対し、人権デュー・ディリジェンスの実施を義務付ける、史

上初の立法である。4年にわたる市民社会組織、労働組合、国会議員による立法運動の

成果であり、議会と政府の活発な討議と憲法裁判所における審査を経て成立した868。 

 

（2）法律の内容 

a)  適用対象 

同法の適用対象は、フランスで設立され、または登録している会社であり、①親会

社およびフランスに本店を有する子会社が 2 会計年度末に連続して 5000人以上の従業

員を有する場合及び②親会社およびその子会社（本店がフランスにあるか否かを問わ

ない）が 1万人以上の従業員を有する場合、のいずれかの要件を満たす場合に適用さ

れる（1 条）。 

 

b）注意義務 

法は、適用対象の企業に対し、①｢人権及び基本的自由、並びに健康、安全及び環境

に対するリスクを十分に特定し、深刻な侵害を予防するための合理的な措置｣を定め

た、注意義務計画を策定すること、②これを公表すること、③効果的に実施するこ

と、を義務付ける869。 

対象企業は、事業活動に伴う人権と環境に対する有害な影響について影響評価を行

い、起こりうる深刻な有害影響を特定し、防止することが求められ、そのための計画

を策定し、公表し、公表された計画を実施する義務を課される870。注意義務の範囲

 
867 Loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre (以下、注意義務法と

いう) 、法律の英訳及び解説は、European Coalition of Corporate Justice の 2016 年訳及び解説(available at 

<http://www.respect.international/french-corporate-duty-of-vigilance-law-english-translation> last accessed on 30 

January 2023)を参照した。 

本法は、日本ではフランス人権デュー・ディリジェンス法と称されることがあるが、注意義務(devoir de 

vigilance, 英語では duty of care)という用語を用いていること、人権のみならず環境に関する注意義務も課

していることに注意すべきである。 
868  Cossart et al., supra note 785, p. 317. 
869 注意義務法, supra note 867.  法は、注意義務計画に盛り込まれるべき企業の措置を、①リスクの特定・

分析、優先順位付けのマッピング、②子会社、委託先、サプライヤーの状況を分析する手続、③深刻な損

害やその危険を防止し、また軽減する行動、④警告のメカニズム、そして⑤計画の実施や措置の効果をフ

ォローアップするモニタリング体制の 5 つであると規定する(1 条)。 
870 HRN「ビジネスと人権に関する国別行動計画 およびその他法的メカニズムの比較考察」 （2019 年）9

頁。 

http://www.respect.international/french-corporate-duty-of-vigilance-law-english-translation


190 

 

は、自社の活動にとどまらず、直接的・間接的な子会社、下請け企業に加え、サプラ

イチェーン等「確立したビジネス関係」を維持している再委託先やサプライヤーの活

動に伴うリスクも含む(以上、1 条)871。注意義務は行為に関する義務であり、結果に対

する義務ではないとされる872。 

 

c）責任 

法律は、企業が注意義務を怠った場合873、その結果として損害を被った被害者は、

損害賠償を求めることができると規定する(第2条) 874。立証責任は被害を被ったと主張

する当事者にあり、法律上の義務の不遵守が損害を導いたことを立証する必要がある。 

 

（3）立法に至る経緯 

新法は制定プロセスにおいてフランスの市民社会が重要な役割を果たしたことで知

られ、様々な障害を越えて立法に結実した875。NGO側が最初に提案した立法提言を取

り入れた法案原案では、企業の民事責任に関し、立証責任を企業側に転換する案が盛

り込まれていたが、企業側のロビー活動により、この提案は削除された876。さらに、

法案に反対する議員の付託によって法案は企業の自由を制約し、委縮させるとしてフ

ランス憲法院による事前審査がされた。憲法院は、義務違反に対し最高30百万ユーロ

の罰金を課すとの規定を違憲と判断したが、その他の規定の違憲性を認めなかったた

め、罰金規定が削除された法案が可決・成立するに至った877。 

 

（4）新法の意義と波及効果 

新法は、フランスで設立された大企業に対し、自社の事業活動及び、自社が管理す

 
871 同上。「確立した取引関係」とはフランス法によって定義され、契約の有無にかかわらず安定的かつ定

期的な商業的関係があること 、取引関係が一定量であること、取引関係が継続することが合理的に期待

されることがメルクマールだとされる。 
872 Cossart et al., supra note 785, p. 321. 
873 Ibid., 注意義務計画が不十分であるか、計画が実施されなかった場合である。 
874 注意義務法 2 条、2016 年に改正された新民法 1240 条、1241 条に基づく賠償とされる。  

875 佐藤「前掲論文」（注 361）。 84 頁。Cossart et al., supra note 785, pp. 317-318. フランスを拠点とし、企業

のアカウンタビリティを追求してきた NGO である Sherpaが立法運動の中心となった。その活動は、

Sherpa のウェブサイト(available at < https://www.asso-sherpa.org/home> last accessed on 30 January 2023)から参

照することができる。 
876 Cossart et al, supra note 785, p. 317. 
877 Cossart, et al, supra note 785, pp. 318-320. 

https://www.asso-sherpa.org/home
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る企業、取引関係を確立した下請け、サプライヤーの活動によって発生する人権、環

境に対する有害影響について、これを特定し、防止すべきとする注意義務を法律によ

って課した点で画期的である。さらに、対象企業に注意義務違反があれば、それが子

会社、下請け、サプライヤー等によって海外で発生した人権侵害であっても、被害者

はフランスの裁判所に救済を求める民事訴訟を提起することができ、対象企業は注意

義務違反による責任が問われるという規定を導入したことで、国境を越える人権侵害

の被害者に対する救済の否定という深刻な問題（第 1 章および第 5 章参照）を解決す

るとともに、法人格の壁（第 1 章参照）を乗り越えて民事責任の追及を可能にした点

で注目に値する878。 

史上初めて企業に人権に対する注意義務と責任を明らかにした先進的な新法の制定

は、欧州各国における立法イニシアティブを刺激・奨励した879。また、後述する EU指

令やビジネスと人権に関する条約制定の動きにも多大な影響を与えた。 

 

2 オランダの児童労働デュー・ディリジェンス法 

（1）制定の経緯 

オランダでは、2019 年に児童労働に特化したデュー・ディリジェンス法が制定され

た880。 

法律の目的は、企業が商品やサービスを通じて児童労働に関与したり、児童労働を

利用する商品やサービスがオランダのマーケットに流入することを防止するために、

企業の責任を強化することだとされる881。立法の契機となったのは、ラナプラザビル

事故以降、消費者の間で児童労働等のサプライチェーン上の人権侵害を根絶したいと

の世論が高まったことだという。 

 

（2）法律の内容 

 
878 Ibid., pp.320－323. 既にフランス石油大手 Total のウガンダでの石油開発プロジェクトに関し、注意義務

違反に基づく訴訟が審理されている(佐藤「前掲論文」（注 361）85 頁、86 頁。 

879 Elsa Savourey and Stéphane Brabant, “The French Law on the Duty of Vigilance: Theoretical and Practical 

Challenges Since its Adoption”, Business and Human Rights Journal, Vol.6 (2021), p.152. 
880 The Netherlands Child Labour Due Diligence Act 2019. 条文は、以下の報告書を参照した。Leuven Centre 

for Global Governance Studies, Options for Mandatory Human Rights Due Diligence in Belgium (2020). 
881 Liesbeth F.H. Enneking, “Putting the Dutch Child Labour Due Diligence Act into Perspective, An Assessment of 

the CLDD Act’s Legal and Policy Relevance in the Netherlands and Beyond”, Erasmus Law Review, Vol.2019 no.4 

(2019),pp.20-36. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3891664
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3891664
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法律はオランダで最終消費者に商品やサービスを提供しているすべての企業に対し

て、児童労働のリスクの防止と軽減に関するデュー・ディリジェンスの実施を義務付

ける882。企業は、デュー・ディリジェンスの実施について声明を公表し、監督官庁に

送付しなければならず、監督官庁は企業の声明をウェブサイト上で公開しなければな

らないとされる(4 条)。企業は、4 条に基づく開示に従わなかった場合、または 5 条に

定められたデュー・ディリジェンスの義務に違反した場合、罰金の制裁を受ける(7

条)883。 

この法律には、デュー・ディリジェンス義務に違反したことを根拠として人権侵害

の被害者がオランダにおいて民事訴訟を提起できるか否かについての明文規定がな

い。ただし、法律は、利害関係を有するいかなる個人や団体も、対象企業がこの法律

に従っていないことについて監督官庁に対し苦情申立をすることができると規定して

いる(3 条)。 

この法律は、採択されたものの、まだ施行されていない。法律は、より詳細な規律

を、追って制定される二次立法に譲ると規定しているが、まだ二次立法は制定されて

おらず、監督官庁も決まっていないからである884。 

 

（3）法律への評価 

この法律の目的は消費者保護とされており、実際の児童労働被害者救済を目的とし

ておらず、そのため、被害者の法的救済の規定がなく、苦情申立手続も不十分である

ことが批判されている885。 

加えて、オランダを拠点とする石油大手 RDSの海外事業に伴う人権侵害に関する訴

訟が相次いで提起される等、オランダにおけるビジネスと人権に関する課題が児童労

働に限られないことが広く知られる中886、児童労働のみに限定された人権デュー・デ

 
882 オランダで設立されたことは法の適用要件ではない。企業は事業活動やサプライチェーンにおける児

童労働の合理的な疑いがあるかを調査しなければならず、仮に合理的な疑いがある場合、企業は児童労働

のリスクを防止または軽減する行動計画を策定し、実施しなければならないとされる(5 条 1 項)。調査

は、合理的に認識でき、または合理的に相談可能な活動情報源の情報に基づかなければならない(5 条 2

項)。 
883 企業が 5 年以内に 2 回の違反行為を犯した場合は、企業の代表取締役が刑事罰を受ける可能性があると

する(9 条)。 
884 Ibid. 
885 Ibid. 
886 第 5 章、第 10 章参照 
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ィリジェンスでよいのかが本質的に問われており、EUによる指令での統一基準の策定

に合わせた規制を求める声が広がっている887。2022 年 11 月には 6 政党が、議会に対

し、人権・環境に関する包括的なデュー・ディリジェンスを企業に義務付ける法案を

提案し、今後の動向が注目されている888。 

 

3 ドイツにおけるサプライチェーン・デュー・ディリジェンス法 

（1）法制定の経緯 

ドイツにおいても、市民社会が主体となって、企業に人権に関する義務を課す法制

化を求めるキャンペーンが展開された889。2016 年にドイツが指導原則の国内行動計画

を策定するにあたって、人権デュー・ディリジェンスを義務化するか否かは大きな論

争となったが、その時点での義務化は見送られたものの、国内行動計画には、企業に

よる自主的な指導原則の遵守のアプローチが不十分であれば義務化を検討すると記載

された890。しかし、2019年から 2020 年にかけての調査の結果、従業員 500 人以上の企

業のうち人権デュー・ディリジェンスを実施した企業が 10%であったことが明らかに

なり、法制化の流れが確定的になった891。 

2021年 6 月、連邦議会にてサプライチェーン・デュー・ディリジェンス法892が承認

可決され、2023 年 1 月に施行された893。同法のひとつの特徴は、人権だけではなく環

境も射程に含んでいることである。 

 

(2) 法律の内容 

 
887佐藤「前掲論文」（注 361）86頁、87 頁。 
888 Business and Human Rights Resource Center, Netherlands: Six political parties submit bill on mandatory due 

diligence to parliament, available at <https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/netherlands-momentum-

builds-towards-mandatory-due-diligence-regulation/ > last accessed on 30 January 2023. 
889 Markus Krajewski et al., “Mandatory Human Rights Due Diligence in Germany and Norway: Stepping, or 

Striding, in the Same Direction?”, Business and Human Rights Journal, Vol.6 (2021), pp. 550-552. 
890 HRN「前掲文書」（注 870）10 頁。 

891 Krajewski et.al., supra note, 889, p. 552. 2019 年には、正式な法律案の提案ではないがステークホルダーの

間で法的拘束力のある人権と環境に関するデュー・ディリジェンス法の大まかな草案が示され、法制化に

向けた歩みが進められた。 
892 Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten vom 16.  Juli 2021, Bundesgesetzblatt 

Jahrgang 2021, Nr. 46 [Corporate Due Diligence Act (16 July 2021)], 以下、デュー・ディリジェンス法という).  
893 Krajewski et.al., supra note, 889, pp. 552 -553. 法律は 2023 年より 3000 人以上の従業員を有するドイツ企

業に適用され、2024 年からは 1000 人以上の従業員を有する企業に拡大される。日本語訳は、日本貿易振

興機構（ジェトロ）ベルリン事務所 海外調査部の参考和訳 （2022 年）(available at < 

https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/01/17af75c69077073f/20220009.pdf> last accessed on 30 January 

2023) を参照した。 

https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/netherlands-momentum-builds-towards-mandatory-due-diligence-regulation/
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/netherlands-momentum-builds-towards-mandatory-due-diligence-regulation/
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/01/17af75c69077073f/20220009.pdf
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 法律は国内外のサプライチェーンにおける人権と環境に関するデュー・ディリジェ

ンスの実施を義務付けるもので、人権デュー・ディリジェンスの対象として強制労働

や児童労働、差別等の人権侵害リスク、環境デュー・ディリジェンスの対象として、

水質汚濁や大気汚染等の環境汚染リスクを列挙し894（1 条）、デュー・ディリジェンス

を義務付ける（3 条)。具体的には、企業はリスク管理体制を確立し（4 条）定期的な

リスク分析を行い（5 条）、人権・環境に関する方針公表、自社及び直接取引先と関係

での予防措置の策定（6条）、是正措置(7 条)、救済機関の設置（8 条）、デュー・ディ

リジェンス実施状況に関する報告書作成(7 年間保管)と開示を行うことを義務付けられ

る（10 条) 895。 

法律は、企業の予防措置についての義務を、原則として自社と直接取引関係にある

取引先に限定し（5 条－7 条)、企業に対し、直接の取引先との間での調達方針策定や

研修、監査を義務付ける（6 条）。ただし、一定の場合、例えば、内部告発や NGO、労

組等からの情報提供により、企業がバリューチェーン上の潜在的なリスクを認識して

いた場合、企業は直接の取引先を超えてリスク分析・予防措置等の義務を負うと規定

している（9 条）。 

法律は、経済・輸出管理庁を監督官庁に指定し、同庁はその管理、執行活動及び企

業の取組みの評価について年次報告書を公表する旨規定する（19 条)。また、デュー・

ディリジェンスの義務に反した企業には罰金が科され（23 条）、また一定の場合、３

年を上限として公共入札から除外される可能性がある（22 条）と規定する896。 

フランス注意義務法とは対照的に、法律は、デュー・ディリジェンスに違反した企

業に対して民事責任を生じさせないと明記する（3 条）897。ただし、一般不法行為法

による被害者の提訴は妨げられないとする（3 条）。 

 

（3）法律への批判 

ドイツにおいてサプライチェーン・デュー・ディリジェンス法が成立したことは貴

重な前進ではある。しかし、先行して制定されたフランス注意義務法との対比でその

 
894 ただし、環境については極めて限定されている(1 条)。 
895 デュー・ディリジェンス法, supra note 892. 
896 Ibid. 
897 「緑の党」は、法の適用範囲を拡大し、デュー・ディリジェンスを怠った場合に領域外の被害者に対

する法的責任を確立する規定を提案されたが、否決されたとされる(Krajewski et.al., supra note 889, pp.552-

553)。 
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不徹底さが批判されている。すなわち、デュー・ディリジェンス義務を原則として第

1 次サプライヤー等の直接取引先に限定していることから、法律の実効性への懸念が

指摘されており、さらに、デュー・ディリジェンス義務違反に対して民事責任を生じ

させないと規定していることから、領域外の被害者への司法救済に関して十分な内容

ではないとの批判がなされている898。 

 

4 加速する動き 

以上の 3 か国の立法の他、各国で独自のデュー・ディリジェンスに関する法律制定

の動きが進んでいる899。その多くが市民のイニシアティブであることが注目される

900。 

なかでも注目されるのは、ノルウェーでは、2019 年に人権デュー・ディリジェンス

法が制定されたことである。2013 年のラナプラザ事故の後、ノルウェー国内ではアパ

レル産業の製造工場の労働条件に関する情報開示を求める市民運動が高揚し、2016 年

から人権デュー・ディリジェンスを企業に義務化する立法の検討が始まったという。

ノルウェーで制定された人権デュー・ディリジェンス法は、従業員 50 人以上の企業に

は適用され901、指導原則に基づき国際人権法で保障されるすべての人権に関する、す

べてのサプライチェーンを対象とする人権デュー・ディリジェンスが対象企業に義務

付けられたとされる902。 

 

 

 
898 Ibid., Krajewski et.al., supra note, 889, p. 558. 

899 欧州委員会によれば、フィンランドは、法的拘束力のある人権デュー・ディリジェンス法に関する調査

を始めた。イタリアでは、50人の研究者と専門家が、 国際的な義務に基づき EU 諸国の積極的な事例を

参照して効果的な人権デュー・ディリジェンスに関する法律を採択するために政策決定のプロセスに入る

べきだという共同書簡を 2019年に発表した(European Commission Final Report (2020), supra note 7, p. 41). 
900 Business and Human Rights Resource Centre のウェブサイト（ Business and Human Rights Resource Centre, 

“National & regional movements for mandatory human rights & environmental due diligence in Europe”, available at 

< https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/national-regional-movements-for-mandatory-human-rights-

environmental-due-diligence-in-europe/ > last  accessed on 30 January 2023）は、EU14 か国とスイスのデュー・

ディリジェンス法制に関する動きが記載されている。 
901 Krajewski et.al. supra note 889. 
902 Ibid. 

https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/national-regional-movements-for-mandatory-human-rights-environmental-due-diligence-in-europe/
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/national-regional-movements-for-mandatory-human-rights-environmental-due-diligence-in-europe/
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5 法制化の評価と課題 

以上のとおり、フランス、オランダ、ドイツの 3か国の立法を概観したが、3 か国の

法規制は内容が異なっており、以下の点で、指導原則を狭める法規制となっている。 

 第 1 に、企業がデュー・ディリジェンスを尽くすべき人権リスクについては、国際

的に確立されたすべての人権に及ぶとするのが指導原則の原則的立場である（原則

12）が、例えばオランダのデュー・ディリジェンス法は対象を児童労働に限定してい

る。なぜ人権課題を選別するのか、合理的な理由が見出しがたい。 

 第 2 に、指導原則は、企業規模にかかわらずすべての企業が人権尊重義務を負うと

するが、フランス注意義務法やドイツのデュー・ディリジェンス法は、デュー・ディ

リジェンス義務を負う企業を一部の大企業に限定している903。 

第 3 に、指導原則に基づく企業の人権デュー・ディリジェンス責任は、直接の取引

先にだけ生じるのではなく、バリューチェーン全体に及ぶ（原則 13）。ところが、ド

イツのデュー・ディリジェンス法は企業のデュー・ディリジェンス義務の対象範囲を

原則として直接の取引先に限定しており、フランス注意義務法も「確立した取引関

係」に限定している。 

第 4 に、人権デュー・ディリジェンスと密接な関係に立つ被害者の法的救済に関連

する立法対応が注目されるところ、フランスの注意義務法では、人権デュー・ディリ

ジェンスを尽くしていない企業に対する法的責任追及が認められることが明記されて

いるのに対し、ドイツのデュー・ディリジェンス法では、デュー・ディリジェンス義

務に違反して被害にあった被害者による民事責任を明確に排除しており、オランダの

デュー・ディリジェンス法でも民事訴訟訴手続は規定されていない904。 

第 5 章でみてきたように、海外の被害者に対する司法救済は深刻な課題であり、第

8 章でみたとおり人権条約機関は、司法救済の門戸を開くよう勧告してきた。民事救

 
903 その発想の背後には、指導原則 13 に基づき、サプライチェーン・マネジメントも大企業が行えばよい

し、大企業にそうした義務を課せば足りる、とする考えがあるかもしれない。しかし、人権を保護する義

務は第一義的に国家に課される義務であり、国家こそが企業を監督し、人権侵害から人々を保護する第一

次的な義務者であることに鑑みれば、中小企業にも企業規模に即した義務を課し、国家がその実施を確保

することが要請される。指導原則 14 は中小企業にも規模に見合った責任があると規定している。OHCHR, 

UN Human Rights “Issues Paper” on legislative proposals for mandatory human rights due diligence by 

companies(2020), available at <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Business/ 
MandatoryHR_Due_Diligence_Issues_Paper.pdf > last accessed on 30 January 2023, p. 11. 
904 ドイツ・オランダの法律は、むしろ、国家による企業への監督とペナルティーを中心とすることで実

効性を確保しようとの意図がうかがわれる。しかし、第 5 章に見た通り、国境を越えた企業の人権侵害に

対する被害救済が困難に直面していることは極めて深刻な課題である。 

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Business/MandatoryHR_Due_Diligence_Issues_Paper.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Business/MandatoryHR_Due_Diligence_Issues_Paper.pdf
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済に関する明確な規定をデュー・ディリジェンス法制に組み入れることが国連の勧告

に即して問題を解決することにつながると考えられる905。 

いずれの論点に関しても、ソフトローである指導原則が広範に定義した企業の「社

会的責任」を、そのまま国内法で「法的義務」として企業に課すことはできないとの

反論があるだろう。しかし、各国がそれぞれ、指導原則を大幅に修正した法制を導入

する結果、国家ごとに企業の人権に対する義務の範囲や内容が異なる法規制が乱立し

て断片化が発生することは、指導原則の実効的な実施を妨げると同時に、各国の国内

規制そのものの実効性も減殺する可能性が高い。グローバル化の中で、世界各国で同

時にビジネス展開する企業が増え、バリューチェーンが世界的に張り巡らされるな

か、国ごとに分断された規制が行われることは企業にとっての規制の明確性や予測可

能性、ひいては遵守可能性を低減させる危険を生むからである906。こうしたなか、EU

レベルでの統一的な規制の議論が進んでいく。 

 

第 2 節 EU の人権・環境デュー・ディリジェンス指令 

第 1 節に詳述した各国の立法動向を踏まえ、EUにおいては、域内でのビジネスと人

権に関する統一的なルールを定める要求が各国内で高まった。その結果、EUによる人

権・環境デュー・ディリジェンス指令を作成することを求める動きが活発化した907。 

本節では、第 1 にデュー・ディリジェンス規制を求める欧州の動き及びその背景、

第 2に指令案の内容を概観し、第 3に指令案への批判、第 4に今後の展望を論じ、最

後に総括をする。 

 

 

 
905 第 10 章に詳述する通り、英国やオランダ等では、多国籍企業の海外の事業活動に関連して発生した人

権侵害について、本国の司法管轄権の行使を認める事例が増えているものの、多くの事例でいまだに困難

の直面している。 
906 ラギー『前掲書』（注 33） 214 頁。 
907 木下「前掲論文」（注 853） 26-33 頁。欧州では既に、木材に関するデュー・ディリジェンスに関する

規則、紛争鉱物に関連して事業者に人権デュー・ディリジェンスを義務付ける紛争鉱物規則が制定されて

おり、後者は 2021 年 1 月 1 日に発効したが、職種に限らず、すべての企業に人権・環境に関するデュ

ー・ディリジェンス規制を求める声が高まった。後述する通り、フランス等の加盟国でデュー・ディリジ

ェンスに関する法制化が進んだことも、EU 指令に関する動きを後押ししたとされる。公正な競争条件の

維持という EU の本質的要請(須網『前掲書』（注 350）5 頁)も重要な動機であると考えられる。 
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1 デュー・ディリジェンス規制を求める動きと背景 

（1）EU 指令に向けた動き 

 指導原則で、企業の社会的な「責任」であるとされた人権デュー・ディリジェンス

を法的な義務とすることが、企業にとっては歓迎できないアプローチであることは、

第２章でみた 2003 年の「規範（案）」に対する企業の反応から明らかであった。その

ため、指導原則の採択直後に EUが導入したのは、企業への義務付けを情報開示に限

定する開示指令であった908。 

その流れが変わるのは、第 1 節でみた国内立法の動向と、欧州の NGOの声、さらに

それに応えた欧州議会議員の動きによる909。2019年 3 月、欧州議会の中に設置された

超党派の非公式作業部会であるレスポンシブル・ビジネス・コンダクト・ワーキング

グループが、指導原則の実施に関連する EU のシャドウ・アクション・プランを公表

し、そのなかで EU企業及び EUで事業活動をする企業に人権デュー・ディリジェンス

を義務付ける EU立法の採択を求めた910。NGOの活動もこうした EU内の動きに大き

な影響力を与えた。2019 年 10 月 3 日、80 以上の NGO と労働組合が欧州委員会に対

し、企業に対する人権及び環境に関するデュー・ディリジェンスを義務付ける実効性

ある法律の制定を求める声明を発表した911。 

2020年 2 月、欧州委員会は、専門家に委託して実施した、サプライチェーン上のデ

ュー・ディリジェンスに関する報告書を発表した912。第４章にも紹介した通り、600

ページ近くに及ぶこの報告書では、指導原則採択後も欧州における企業の多くが人権

 
908 第 2 章及び第 4 章。 

909 2016 年 5 月には早くも、エストニア、フランス、イタリア、リトアニア、オランダ、ポルトガル、ス

ロバキア、英国の 8 カ国出身の欧州議会議員が、欧州委員会 に対し、EU を拠点とする企業に対して彼ら

の活動によって影響を受けた個人やコミュニティ に対する 注意義務(Duty of Care)を確立する法制度の導

入を求める提案を行い、2018 年には欧州議会が採択した持続可能な金融システムに関する決議中に、欧州

委員会に対して包括的なデュー・ディリジェンスの義務化を含む立法枠組みに関する検討を促す項目が盛

り込まれた European Commission Final Report (2020), supra note 7, p. 234; European Parliament Report on 

Sustainable Finance, 2018/2007(INI), para. 6.  

910 the Responsible Business Conduct Working Group (“RBC Group”) of the European Parliament, Shadow EU 

Action Plan on the implementation of the UNGPs(2019), 木下「前掲論文」（注 853）30-33 頁。 
911 European Coalition for Corporate Justice (hereinafter, referred to as “ECCJ”),  “Civil Society Calls for Human 

Rights and Environmental Due Diligence Legislation”, 3 October 2019. これに加え、2019 年 11 月には、国内人

権機関に関する欧州ネットワーク（European Network of National Human Rights Institutions, hereinafter, 

referred to as "ENNHRI”）は EU レベルのビジネスと人権に関するアクションプランの採択に当たって声明

を出し、その中で欧州レベルの人権デュー・ディリジェンス立法の制定を求めた。ENNHRI, 

Recommendations of the new EU Commission: developing and adopting an EU-level Action plan on Business and 

Human Rights, (2019), available at <https://ennhri.org/wp-content/uploads/2019/11/ENNHRI-BHR-Statement_EU-

Commision.pdf> last accessed on 30 January 2023. 
912 European Commission Final Report (2020), supra note 7.  

https://ennhri.org/wp-content/uploads/2019/11/ENNHRI-BHR-Statement_EU-Commision.pdf
https://ennhri.org/wp-content/uploads/2019/11/ENNHRI-BHR-Statement_EU-Commision.pdf
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デュー・ディリジェンスを実施していないこと、自主的アプローチでは限界があるこ

とが明らかにされ、デュー・ディリジェンスを義務化するアプローチが示唆された

913。 

2021年 3 月、欧州議会は人権デュー・ディリジェンス法制化の機運を後押しすべ

く、独自に指令の試案を公表した914。その内容は多くの点で市民社会や国連作業部会

の要求を反映した内容であった。 

 

（2）規制の背景―公正な競争条件の確保の要請 

以上の動きの中で、欧州の企業の間で、企業に人権デュー・ディリジェンスを義務

付ける法制化を受け入れる機運が醸成されていく。その背景には、域内市場の一体性

を確保し、公正な競争条件を確保する EUの本質的要請がある915。 

  EUの視点に立てば、一部の国に人権デュー・ディリジェンスに関する法規制が導入

され、域内に分断された規制が生まれることは、競争環境を歪め、単一市場が分断さ

れる危険があり、域内市場の一体化を保護するというEUの目的から好ましくないとさ

れる916。EU における公正競争の維持は域内市場の維持にとって欠かせない本質的要請

である917。そこで、「すべての企業が人権デュー・ディリジェンスを実施し、人権尊重

 
913 2019 年 2 月、欧州議会は第三国における企業による人権侵害の被害者に対する法的救済へのアクセス

に関する外部専門家に委託した調査報告書を公表したが、国境を越える企業による人権侵害の被害者が救

済のアクセスを得られない状況を報告するものであった。報告書は、救済のアクセスを改善するためにも

企業に人権デュー・ディリジェンスを義務付ける法制化が必要だと結論付けた(Axel Marx, et al, Access to 

legal remedies for victims of corporate human rights abuses in third countries(1 February 2019) available at 

 < https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EXPO_STU(2019)603475 > last accessed on 30 January 

2023. 

さらに、欧州議会の人権小委員会のリクエストにより 2020 年 6 月に専門家によるブリーフィングペーパ

ーが公表された。このペーパーでは、企業にデュー・ディリジェンスを義務付けることを前提として EU

立法のあり方が具体的に提案された。Markus Krajewski et al., Briefing paper, Human Rights Due Diligence 

Legislation - Options for the EU (June 2020) , available at < 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/603495/EXPO_BRI(2020)603495_EN.pdf > last 

accessed on 30 January 2023.  
914 European Parliament resolution of 10 March 2021 with recommendations to the Commission on corporate due 

diligence and corporate accountability (2020/2129(INL). [2021] OJ C474/11. 
915 指導原則採択後に欧州で採用された開示法制のもとでは、人権デュー・ディリジェンスの実施そのも

のが義務付けられていないため、指導原則に従って人権デュー・ディリジェンスを実施する企業と実施し

ない企業が生まれる。しかし指導原則の実施を怠り、そのためのコストもかけない企業が何ら制裁を受け

ないことになれば、そうした企業が有利な競争条件に置かれる。そこで、企業の間でも、公正な取引条件

を確保する必要に迫られ、各国の産業界において人権デュー・ディリジェンス法制化を許容する空気が生

まれ、第１節でみた通り各国で人権デュー・ディリジェンスに関する法規制が誕生した。しかし、その結

果、国ごとに競争条件の差が生まれる。 
916 ブラッドフォード『前掲書』（注 339） 31-48 頁。 
917 欧州運営条約 114 条、須網『前掲書』（注 350） 5 頁。なお、公正な競争条件の維持という要請は域外

では直ちに働かないが、後述する「ブリュッセル効果」(ブラッドフォード『前掲書』(注 339))が生まれ

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EXPO_STU(2019)603475
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/603495/EXPO_BRI(2020)603495_EN.pdf
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を行い、同じ土俵に立つこと」が単一市場の共通利益となる918。 

こうして、EU レベルでの統一した規則への要求は、NGO や労組だけでなく、欧州

の企業の中でも優勢となり、EU 立法の契機が生まれた919。こうした背景もあり、後述

の指令案は、EU が企業の開業の自由に対し規制を課すことができると規定する欧州運

営条約 50 条および、公正な競争条件の確保に関する欧州運営条約 114 条に基づき提案

された920 

 

2 EU 指令案 

 以上の動きを経て、2022 年 2 月、欧州委員会は指令案を公表した921。以下に指令案

の内容を概観する。 

 

（1） 規制対象 

まず、指令案は規制対象となる企業の範囲を、①EU加盟国の法律に基づいて設立さ

れた大企業（世界全体における純売上高が 15000万ユーロ以上、かつ従業員 500 人以

上を雇用する企業)または、中規模の企業で（世界全体における純売上高が 4000 万ユ

ーロ以上、かつ従業員 250 人以上を雇用する企業であり、指令案が指定する事業によ

る利益が純売上高の 50％を超える企業922、②EU域外の法律に基づいて設立された企

業で EU域内における純売上高が 15000 万ユーロ 以上を超える企業または、EUにおけ

る純売上高が 4000 万ユーロ以上で指令案が指定する事業による純売上高が純売上高の

50％を超える企業923と規定する（2 条）。 

 

る。 
918 下田屋毅「第 8 回ビジネスと人権フォーラム報告・国家の人権保護の義務(前半)」 （2020 年）、
available at <https://www.sustainablebrands.jp/article/sbjeye/detail/1195795_1535.html > last accessed on 30 January 

2023. 
919 木下「前掲論文」（注 853）27-30 頁。木下によれば、2019 年 12 月、ブリュッセルで開催されたフィン

ランド議長国主催のビジネスと人権に関する会議で登壇したグローバル企業は、義務化が競争条件を公平

にすることにつながることを理由に、揃ってデュー・ディリジェンスの義務化に賛成したという。 

920 European Commission, Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council, on Corporate 

Sustainability Due Diligence and amending Directive (EU) 2019/1937, COM (2022)  
921 Ibid., 指令案については、渡邉純子「人権・環境デューデリジェンスに関する EU 新法案の概要と日本

企業への影響」『ビジネス法務』2022 年 8 月号 （2022 年） 90-94 頁、清水真希子「EU コーポレート・サ

ステナビリティ・デューディリジェンス指令案の争点」『法律時報』95 巻 1 号 （2023 年）45-50 頁等が論

じている。 
922 Ibid., article 2. 縫製、革製品、靴、農林水産業、食品・飲料品加工、鉱物、石油、石炭、天然ガス等の

採取産業等が列挙されている。 
923 Ibid., article 2. 

https://www.sustainablebrands.jp/article/sbjeye/detail/1195795_1535.html
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（2） デュー・ディリジェンス義務 

第 4 条は、加盟国は企業が人権及び環境に関するデュー・ディリジェンスを実施す

るよう確保しなければならないとし、その内容としては、方針策定（5 条）、現実のま

たは潜在的な負の影響の特定（6 条）、負の影響の防止と軽減(７条)、負の影響の根絶

と最小化(8 条)、苦情申立機関の設置(9 条)、デュー・ディリジェンスの実効性の監視

(10 条)、報告(11 条）であるとする。8 条の手段には、選択肢として被害賠償も含まれ

るとされる924。ただし、デュー・ディリジェンスの範囲は、フランス注意義務法にな

らって「確立された取引関係」に限定されている（1、3、5―8、10条）925。 

 

（3）監督機関 

各加盟国は、監督機関を指定しなければならないとされる（17条）。監督機関は、調

査権限を有し(18 条)、自らの判断または第三者からの通報を受けて(19 条)、企業を調

査・検査し、企業が指令に違反したと特定した場合、企業に期間を定めて是正のため

の行動を求めることができ(18 条 4)、加盟国政府は、上記期間を過ぎても救済措置を講

じない企業には罰金等の制裁を科すことができるとされる（18 条 5）。関連して監督機

関は、対象企業が指令に違反すると信じる個人または法人からの通報を受理しなけれ

ばならないと規定する（19 条）926。 

 

（4）責任 

 22条 1項は 7条、8条に違反した企業の民事賠償責任を確保することを各加盟国に求

める。ただし、同条 2 項は、第 7 条、8 条に基づく措置を取っていた場合には法的責任

は負わないと規定する927。 

 

（5）その他 

 指令案は、欧州委員会の役割について定める。第 1 に、企業の負うべき義務を明確

 
924 Ibid., article 5-11. 

925 Ibid., article 1,3,5,6,7,8 and 10. 
926 Ibid., article 18-20. 
927 Ibid., article22.  25, 26 条は、取締役の経営判断には、デュー・ディリジェンスが考慮されるべきであ

り、デュー・ディリジェンスの監督は、取締役の注意義務に含まれるとする。 
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化するために、欧州委員会が加盟国や関連機関と協議の上、具体的なガイドラインを

策定することができるとされ(13条)、第 2に、欧州委員会が加盟国の監督機関のネット

ワークを設置して相互協力を促進しなければならないと規定する（21条）。一方、加盟

国は、欧州委員会と協力しつつ、企業に情報提供等の支援を行うべきであり、中小企

業向けに財政支援を行うことができると規定する（14 条）928。 

 

３ 指令案に対する評価 

(1) 指令の意義 

欧州委員会が上記内容の指令を採択すれば、一定の期間内に指令に沿った国内立法

が制定されることになる929。その結果、欧州全域で一定規模の企業(域外企業も含む)に

対し、人権・環境に関するデュー・ディリジェンスに関する一定の法的義務が課され、

対象企業はデュー・ディリジェンスの実施、監視、開示、救済機関設置を義務付けら

れる。そして、国家は調査権限のある監督機関を通じて、企業行動を監視し、調査し、

違反した企業にはペナルティーを課すアカンタビリティのメカニズムも設置されるこ

とになる。 

さらに、企業活動の結果、EU 領域外で人権侵害の被害が発生した場合でも、被害

者の救済を確保するために民事責任を追及しうる制度を確立しなければならないこと

になる。 

前章で見た通り、国連人権条約機関は、域外的保護義務として、少なくとも国家の

「管轄下」にある企業に対し、①人権デュー・ディリジェンスを義務付ける規制枠組

みを採択すること、②領域外の外国人を含む被害者が締約国の司法手続等で効果的な

救済にアクセスできるようにすること、③自国企業の人権侵害を調査・監視し、アカ

ウンタビリティを確保すること、を求めてきたが、指令案には加盟国の義務としてこ

の３つの要素が含まれているのである。また、指令案を通じ、EU 域内の一定規模の企

業は国内法に基づいてデュー・ディリジェンスを義務付けられることになる。指令案

は、少なくとも、枠組みとしてはこれらの要請を満たす内容を提示したといえるだろ

う。 

 

 
928 Ibid., article13,14 and 21. 
929 中西『前掲書』（注 351）。 
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(2)  指令案への批判 

 一方、指令案に対しては、利害関係者間の妥協の産物とみられるいくつかの規定が

問題視されている930。公表後、多くのパブリックコメントが寄せられており931、欧州

の市民社会のみならず国連機関も、指令案の個々の規定の限界を指摘し、改善を強く

求めている。主要な点は以下のとおりである。 

第 1 に、対象企業およびデュー・ディリジェンスの範囲が狭すぎるとの批判であ

る。European Coalition for Corporate Justice(ECCJ)は、限られた大企業と欧州委員会が選

択した業種の中規模企業しか、規制対象になっていないことを強く批判しており932、

Shiftも対象企業が狭すぎることは「多くの企業がEUレベルでの規制を支持した中核的

要因である『公平な競争条件』を真に実現する潜在力を限定させる」と指摘する933。 

国連人権高等弁務官事務所(以下、OHCHR)も、対象企業の限定は指導原則に即した

ものではないと批判し、特に、指令案が特定業種をリスクの高い業種としているが、

なぜその業種のみがハイリスクなのか疑問がある上、ハイリスクでないとされた業種

でのリスクアセスメントへの悪影響も指摘する934。 

第 2 に、デュー・ディリジェンスの法的義務が、バリューチェーン全体ではなく、

「確立された取引関係」に限定されている(6条1項)ことも「国際基準に反する」(Shift)

等と広く批判されている935。「確立された取引関係」はフランスの注意義務法におい

て採用された概念であるが、企業が取引先と短期間契約を締結して取引先やサプライ

ヤーを頻繁に変更することでデュー・ディリジェンス義務を免れる一方、取引先を不

安定な立場に置き、バリューチェーン上の関係者の人権をかえって害する危険性が指

摘されている936。 

 
930OHCHR, Feedback on the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on Corporate 

Sustainability Due Diligence, 23 May 2022, p.1. 
931 パブリックコメントは欧州委員会の以下のホームページから確認することができる。Available at 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12548-Sustainable-corporate-

governance_enlast accessed 30 January 2023. 
932 ECCJ, European Commission's proposal for a directive on Corporate Sustainability Due Diligence, A 

comprehensive analysis (April 2022), article 1,3,5,6,7,8 and 10. 
933 Shift, The EU Commission’s Proposal for a Corporate Sustainability Due Diligence Directive, SHIFT’S 

ANALYSIS, March 2022. 
934 OHCHR, supra note 930. 
935 Shift, supra note 933; Working Group on Business and Human Rights, Consultation response to the proposal for a 

new Directive on Corporate Sustainability Due Diligence, 23 May 2022, p.3; The Danish Institute for Human Rights, 

legislating for Impact Analysis on the proposed EU Corporate Sustainable Due Diligence Directive, March 2022, pp. 

14-17. 

936 ENNHRI, statement on the European Commission’s Proposal on Corporate Sustainability Due Diligence  

March 2022, 渡邉「前掲論文」（注 921）90-94 頁、清水「前掲論文」（注 921） 48 頁。 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12548-Sustainable-corporate-governance_enlast
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12548-Sustainable-corporate-governance_enlast
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第 3 に、人権・環境リスクの特定に関連して、指令案では、ステークホルダー（特

に影響を受ける当事者）との効果的なエンゲージメントが重視されていないことが批

判されている937。欧州議会の案では、デュー・ディリジェンスにおいて、影響を受け

るステークホルダーとの協議を義務的としたが、指令案は「関連性のある場合は」

(where relevant)と限定を付している（6 条 4 項）。国連作業部会は、被害者や最も影響を

受ける当事者との協議こそがデュー・ディリジェンスにおいて重要であり、「決して企

業の選択にゆだねられるものではない」と強く批判する938。 

第 4 に、指令案は、デュー・ディリジェンスの方法として、取引先に人権の負の影

響がないことを確認するために、取引先に自社の Code of Conduct を遵守する契約上の

保証（contractual assurance）を求めること（7 条 2項(b)、8 条 3 項(3)）、かつ独立第三者

検証や産業別のスキーム等、遵守を検証する必要な手段を講じることを提示している

（7 条 4 項、8 条 5 項）等が強く批判されている939。こうした機械的な方法が表面的な

デュー・ディリジェンスに陥り実効性を欠くことは、第４章で見た通り広く共有され

ており940、また、根本原因に対処せずに下請けにのみ負担を押し付ける結果となるこ

とを懸念する指摘が相次いでいる941。また、指令案は、金融機関に対しては、デュ

ー・ディリジェンスは契約前に実施すれば足りると規定するが(6 条 3 項)、指導原則に

ない限定を明示的に金融機関に認めるもので、既に OECD のガイドラインや指導原則

に基づいて実施されている金融機関のデュー・ディリジェンスを下回る基準であると

強く批判されている942。さらに、指令案が、違反が深刻なサプライヤーとの関係を停

止・終了するよう義務付けている点も、契約終了に伴い仕事を失う人々の人権への影

響への考慮を欠いていると批判されている943。 

 
937 Christopher Patz, “Developing in the Field, The EU’s Draft Corporate Sustainability Due Diligence Directive: A 

First Assessment”, Business and Human Rights Journal, Vol.7 (2022), pp. 291-297. 
938 Working Group on Business and Human Rights, supra note 935, pp. 2-3. Shift もデュー・ディリジェンスの中

心は、影響を受ける当事者との対話であると強調する(Shift, supra note 933, pp. 7-8)。 
939 清水「前掲論文」（注 921）48 頁。 
940 European Centre for Constitutional and Human Rights (ECCHR)は、第三者監査がいかに透明性を欠き、問

題を見過ごし、重大な産業事故を防止できずに来たかを詳細に主張し、むしろ公的な監査を充実させるべ

きとする。ECCHR Commentary on the EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive Proposal. OHCHR も

問題を指摘し、一連の契約上の保証の規定を削除し、企業に柔軟性のあるデュー・ディリジェンスの余地

を残すべきだと主張する。 
941渡邉「前掲論文」（注 921）90-94 頁。 
942 Shift, supra note 933, pp. 10-11. 
943 清水「前掲論文」（注 921）は、児童労働の例を見ても明らかなとおり「負の影響を受けている者にと

って解決にならないばかりか、かえって悪い状況に陥らせることになりかねない」と指摘する(49 頁)。多

くの場合、サプライチェーン上の人権問題の根本原因はバリューチェーンの頂点にある企業による低価格
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第 5 に、民事責任条項の問題である。デュー・ディリジェンス義務を尽くさない企

業の本国に企業に対する民事責任を確立することを内容とする規定が導入されたこと

は大きな前進ではあるものの、7条、8条で指摘した契約上の保証や遵守を検証する仕

組みを導入している場合は企業が責任を問われないように確保すべきという規定(22条

2項)が問題となる。前述したとおり、「確立された取引関係」に限定された、表面的か

つ効果的でないデュー・ディリジェンスが繰り返された結果、被害者が人権を侵害さ

れた場合でも、企業が責任を免れるというのは効果的な救済でないと批判されている

944。市民社会は、被害者が直面する救済のアクセスの困難さをさらに解消する必要が

あるとして、立証責任の転換も含め、被害者の視点に立って条項を修正することを求

めている945。 

4 EU 指令の展望   

（1）今後の動向 

EＵの立法機関は欧州議会と理事会(Council)のみであり、両機関が採択することで

EU 立法が成立する946。今後の手続は、欧州議会で第一読会が開かれ、採択、修正、否

決のいずれかの選択をし、欧州議会が採択ないし修正した場合はその内容が理事会に

送られ、理事会が受け入れれば法案は採択される。理事会が再修正を行う場合は欧州

議会で第二読会が開かれ、同様のプロセスが進むが、ここでも議会と理事会のコンセ

ンサスがない場合は調停委員会が設置され、共同案の合意が模索される947。すなわち、

今後は欧州議会および理事会がいかなる判断をするかが焦点となる。EU 条約 11 条が

定める通り、欧州立法は、公式的な立法プロセスと並行して市民社会や産業団体等の

ステークホルダーとの懇談が重ねられ、合意形成を目指す948。パブリックコメントで

寄せられた国連機関や NGO らの指摘はこの意思決定において当然考慮される。上述し

た指令案の問題は、いずれも規制の実効性を損なう危険性をはらむ重大な問題であり、

こうした意見を踏まえて議論が進むであろう。 

（2） 指令の効果と域外への波及効果 

 

の押し付けや厳しい納期等の公正でない取引慣行にあることも広く指摘されている。ENNHRI, supra note 

936, p.4, ECCJ, supra note 932, pp.11-12. 
944 ECCJ, supra note 932, pp. 20,21; The Danish Institute for Human Rights, supra note 935, pp. 22-24. 
945ECCJ, supra note 932. 
946 欧州連合条約 14条 1 項。中西『前掲書』（注 351）54 頁。 
947 中西、同上 122-123 頁。 
948 ブラッドフォード『前掲書』（注 339）36-38 頁、臼井陽一郎編『変わりゆく EU ―永遠平和のプロジェ

クトの行方』（明石書店、2020 年）。 
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欧州の指令は、採択されれば短期間にすべての加盟国でこれに即した法制化が進む

ことになる。多国籍企業を始め、国境を越えるビジネスを行う企業の多くが欧州を本

拠とし、又は活動していることを考えれば、その影響力は極めて大きい。また、指令

は以下の理由から、欧州域内にとどまらず、ビジネスと人権をめぐる国際的な規制の

あり方に影響を与えることが十分に予想される。 

ブラッドフォードによれば、EU はグローバルな市場を規制するための一方的な能力

を有し、市場が EU の規制を EU 域外の市場参加者と規制者双方に波及させる現象を

「ブリュッセル効果」と呼ぶ。指令案については、まず「事実上のブリュッセル効果」、

すなわちグローバル企業が自らのグローバルな企業行動をEUルールに適合化させる現

象を起こすことが予想される949。第 1 に、前述のとおり、指令は域内で活動する域外

企業にも適用され、国境を越えてビジネスをする多国籍企業の多くが法規制による体

制見直しを迫られることになり、EU 規制をグローバルな自社全体のルールに適用する

可能性がある。第 2 に、指令の適用企業は、一定の取引関係にある取引先との関係で

人権デュー・ディリジェンスの実施を迫られる。欧州企業と取引関係のある世界中の

グローバル企業が、EU のルールにグローバルな社内規則を適合させ、グローバルレベ

ルで人権デュー・ディリジェンスを実施する可能性がある950。 

一方、ブラッドフォードの言う「規範上のブリュッセル効果」、すなわち、EU ルー

ルを外国に波及させる広範なメカニズム951が働くかは未知数である。ただし、「規範パ

ワー」すなわち、EU ルールが望ましい規制モデルを提唱すれば、その規範的な影響力

から、世界的な規制の動きに影響を与えうるとの指摘は傾聴に値する952。このように、

 
949 ブラッドフォード『前掲書』（注 339）  23-24 頁。EU がグローバルな規範を形成した分野として、製品

の安全性、環境、コーポレートガバナンス等があるとされる（同上 49 頁)。 
950 木下「前掲論文」（注 853）34-37 頁。ブラッドフォードによれば、ブリュッセル効果が発生するのは、

市場規模（外国企業が市場アクセスにインセンティブを有する）、規制能力(厳格なルールを施行する能

力)、厳格な基準、非弾力的対象(規制対象の越境異動が困難であること)、不可分性(製造あるいは活動が

異なる市場をまたいで不可分であること)という要件が必要とされる。多国籍企業が単一の規制基準に統

一することをメリットに感じ、最も厳格な規制者が求める規制（EU の規制）の要求を自発的に自らのグ

ローバルな事業に拡大適用するときにはじめてブリュッセル効果が引き起こされるという。 

951 ブラッドフォード『前掲書』（注 339）23-24 頁。これには、自発的に自らのグローバルな事業に EU の

規制を拡大適用した企業が自国政府に EU と同様の規制を働きかける場合と、EU が様々な機会を通じて

他国に影響を及ぼす場合がある。 
952 臼井『前掲書』（注 948）21頁。欧州立法のこれまでの傾向として、可能な限り多数の利害関係者を参

加させた審議・交渉・決定（マルチアクターシップ）、域内のヨーロッパ基準と域外のグローバル基準を

同じものにしていこうとする方針（シンクロナイゼーション）、ヨーロッパ規範を可能な限りハードロー

化していく指向性(リーガライゼーション)、人権や環境、ジェンダー平等等の中核的価値を中心に据えた

包括的な政策形成(メインストリーミング)という４つの特性があると分析され、この 4 つの要素が発揮さ
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本指令の帰趨は、ビジネスと人権に関する国際法の発展そのものに無視できない影響

を与える可能性が高い。 

 

5 小括 

以上のとおり、指令案の基本的骨格は、本研究が検討してきた課題、すなわち①国

家の域外的保護義務―自国の管轄または管理下にある企業の越境的活動により影響を

受ける領域外の個人の人権を保護する義務を負う国際法の発展、②企業の越境的活動

によって生じる人権侵害について企業に直接的または間接的な義務を課し、被害防止

と救済を確保する方向での国際法の発展、が可能かとの問いに関連し、EU レベルで肯

定的な動きを作る動きといえるだろう。 

 ただし、議論の焦点は既に、指令案が果たしてライツホルダーの実情を実効的に改

善しうる規範と言えるのかという点に移っている。上述した指令案の限界に対する市

民社会からの厳しい批判、特に、約 10 年にわたり、指導原則の実施に注力してきた

OHCHR や国連作業部会、Shift のような組織から共通して寄せられた指摘は無視でき

ない重みを有する。いずれも、指導原則に基づく規範形成を強く求めており953、その

危機意識は、端的に国連作業部会の以下の見解に現れている。 

 「指令は、政策の一貫性というより大きな目標のために、指導原則に即したもので

あるべきだ。それは、EU における一貫性にとどまらず、世界の他の地域の法とプロセ

スにとっての一貫性を創ることになる。(指導原則と)矛盾し、低い基準の新しい規範

を創ることは、私たちにとって前進ではなく後退である」954 

このように、指導原則と明らかに矛盾し後退する規範を打ち立てることは、これま

で 10 年間にわたり「企業の人権尊重責任」として企業に遵守を求めてきた規範の価値

を低下させ、実効性を妨げる結果となりかねない。それは指導原則を支持してきた EU

の政策にも反する955。 

こうして、EU は、これまでの政策の一貫性に照らしても、できる限り指導原則に即

 

れた場合に規範パワーを有するという。 
953 OHCHR, supra note 930 p.1. 
954 Working Group on Business and Human Rights, supra note 935. 
955 ハードローとソフトローの二重基準が生まれれば、ハードロー上の義務を負わないこととされた指導

原則の規範の遵守が妨げられる可能性がある。両規範が両立可能であるためには、可能な限り矛盾をなく

し、協調する必要がある。 
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した立法化を迫られている。指導原則の採択から 10 年が経過し、同原則に関する理解

やこれに伴う取り組みがEU域内において進む中、指導原則が定めた企業の人権尊重責

任の内容を損なうことなく、法的義務として位置づけ、可能な限りEU立法として規範

化することは、合理的な規範の発展方向といえる956。 

また、「デュー・ディリジェンス」の名のもとに、脆弱な当事者やサプライヤーに責

任を転嫁したり、取引先の排除・切り捨てが推進され、脆弱な人々をより脆弱な立場

に追いやることへの懸念も重大な問題と言える957。義務化がバリューチェーン上の

人々の状況を改善しないどころかその人権に深刻な結果を生じるようであれば、規制

の意義は深刻に問われる。国連や市民社会が指摘する通り、立法者が、規制の出発点

に立ち返り、人間の尊厳と人権という EU条約 2条の価値にさかのぼった本質的な議論

を進めるかが問われている958。 

  

  

 
956 指導原則のハードロー化について、大西祥世「ビジネスと人権」『法学教室』497 号 334-38 頁 （2022

年）。 
957 ECCJ, supra note 932, pp.11-12. 「誰一人取り残されない」を掲げる SDGs との整合性も問われる。 
958 臼井『前掲書』（注 948）8-10頁。 



209 

 

 

第 10 章 欧州における越境的人権侵害の被害救済 

 

本章では、本研究の重要な課題である、国境を越えた企業活動による人権侵害の被

害救済について、欧州における司法判断の展開を検討する。 

国際法の国内実施は、国際法の実現のために「最も基本的かつ重要な方法」であり

959、国際人権法の国内実施はとりわけ重要である960。 

第 8 章で詳述したとおり、国際人権条約機関は、各条約の解釈に指導原則の規範内

容を取り入れつつ、指導原則の限界を超えて、国家の域外的保護義務―すなわち、国

家が「領域または管轄下」にある企業の領域外活動（子会社等の活動を含む）によっ

て影響を受ける人々の人権を保護する義務を負うとの発展的解釈を進め、その一環と

して、自国における司法救済を含む実効的救済へのアクセスを確保するよう、多国籍

企業の本国に対し繰り返し勧告した。こうした勧告も踏まえ、欧州各国において、領

域外の被害者の被害救済の現状は改善されただろうか。第 9章でみた立法による規制

と並んで、司法による被害救済の実情を把握することは重要である961。 

そこで、本章では、EU域内の司法において、国境を越えたビジネスによる人権侵害

に対する被害救済がどのように進展しているかを検討する962。 

第 1 節で EU法の動きを取り上げ、第 2 節でイギリス、第 3節でオランダにおける被

害救済の最近の展開を概観し、分析する。 

 

 
959 岩沢『前掲書』（注 2） 512 頁 
960 岩沢『前掲書』（注 2） 545 頁 
961指導原則採択後も、米国では国境を越える企業の人権侵害による被害救済が壁に直面し、裁判所で門前

払いされる実情は第 5 章で見てきたとおりである。本研究は、被害者及び当事者の視点に立ってビジネス

と人権に関する国際法の有効性を検証し、課題を解決しようとするものであるから、国内裁判所における

被害救済の展開は重要な関心事である。そして、国内裁判所の判断において国際法が取り入れられること

は、国際法の国内における実施であると同時に、国内裁判所の解釈を通じて国際法の新たな発展を生み出

すプロセスでもあり、その意味で国内裁判所は、国際法の動態的な発展が起きる場所としても注目する必

要がある。第４部の冒頭で述べた「あるべき法」を「ある法」に発展させるためのグローバルな法形成の

動きである。 
962 主要な文献として、Richard Meeran (ed.), Human Rights Litigation against Multinationals in Practice (Oxford 

University Press,2021), Oliver De Schutter, “The Accountability of Multinationals for Human Rights Violations in 

European Law”, in  Non State Actors and Human Rights, supra note 135, 日本弁護士連合会国際人権問題委員会

『前掲書』（注 38） 258-272 頁を参照した。 
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第 1 節 EU における民事裁判管轄の展開 

 第 2 章で検討したとおり、欧州人権裁判所は、Bankovic事件判決963に代表される通

り、域外的保護義務を限定的にしか認めない解釈を行ってきた。その結果、同条約に

依拠して国境を越える企業活動による領域外の人権侵害の被害者を救済する法理を発

展させることは、困難であるかに思われた964。しかし、欧州には欧州人権条約以外

に、被害者の救済に関わる「管轄」を拡張する別のドアが開けた。それは民事裁判管

轄を定める EU規則によってである。第１節では EU規則がもたらした司法救済への影

響を検討する。 

 

1 Brussel 規則の意義 

EUの発足を受けて、2000年 12月、EUにおける民事裁判管轄に関して定める規則と

して、「民事及び商事事件における裁判管轄及び裁判の承認・執行に関する規則」

(44/2001 号、通称 Brussel I 規則)が制定され、2002 年 3 月１日に発効後、すべての EU 

加盟国に直接適用された965。本規則は若干の修正を経て 2012 年に改正された（改正規

則は通称 Brussel Recastと呼ばれるが、以下では Recastとし、両者を総称して Brussel規

則という）966。この規則は、前身である「民事及び商事事件における裁判管轄及び裁

判の執行に関するブリュッセル条約」の内容を引き継いで制定されたものであるが967、

本研究にとって重要なのは、以下のとおり、多国籍企業による人権侵害の領域外の被

害者の訴訟提起を容易にする役割を果たしたことである968。 

 

（1）企業における「住所」概念 

 Brussel I規則は、管轄権に関する 2 条 1 項で「本規約に別段の規定がある場合を除

 
963 Bankovic and others v. Belgium and 16 Other States, supra note 217. 
964 De Schutter, supra note 962, pp. 240-249 and 262. 
965 Council Regulation (EC) No 44/2001 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil 

and commercial matters (Brussel I) OJ L012/16.  
2002 年 3 月 1 日に発効した。 
966  Regulation (EU) No. 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 on 

jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters(recast) (Recast 

Brussels Regulation), [2012] OJ L351/1, applicable since 10 January 2015（hereinafter, referred to as “Recast”). 中

西康「ブリュッセル I 条約の規則化とその問題点」147-172 頁『国際私法年報』3 号 （2002 年）。 
9671968 Brussels Convention on jurisdiction and the enforcement of judgements in civil and commercial matters, 27 

September 1968[1972] OJ L 299/32 

アムステルダム条約により民事司法分野が EU の共有権限となったことに基づく。中西、同上 150 頁。EU

運用条約 4 条、67 条、81 条。 
968 De Schutter, supra note 962, pp. 262-282. 
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き、加盟国の領域内に住所を有する者は国籍の如何にかかわらず、当該加盟国の裁判

所に訴えられる」と規定し、改正後のRecast４条 1項もこれを踏襲した。規則の前身で

あったブリュッセル条約 2 条も同様の規定であったが、「住所」の決定が各国司法に

委ねられていたため、この点を統一する必要が生まれ、規則には住所に関する詳細な

規定が導入され、統一的な運用が図られることになった969。 

それでは、多国籍企業等の企業の文脈で「住所」とは何か。裁判管轄に直結する

（本研究の関心としては、被害者が企業の本国で救済を受けられるかを決する）ため、

重要である。 

Brussel I規則 60 条 1項（改正後の Recast 63 条１項）は、法人の住所に関し、「会社

その他の法人は本規約の適用においては以下のいずれかの所在地に住所を有するもの

とする。 A 定款上の本拠  B 管理の中心地  C 主たる営業地」と規定した970。すなわ

ち、EU 域内で活動する企業は、EU 加盟国に定款上の本拠、管理の中心地、主たる営

業地のいずれかを置いていれば、世界中のどこからの訴えであれ、EU 加盟国の裁判所

の裁判管轄権に服することになる971。 

 

（2）不法行為等の管轄規定 

規則は不法行為の管轄について重要な規定を導入した。 

まず、「不法行為または準不法行為事件においては，損害をもたらす事実が発生した

か，発生する危険がある地の裁判所」が加盟国にある場合は、当該加盟国裁判所が民

事管轄を有すると規定した（Brussel  I 規則5条3項、Recast 7条2項）972。 

この規定は、海外における事業活動を通じた人権侵害に起因する意思決定や決定の

実行を行った企業の本社の所在地の裁判所に管轄が認められることを明確にした点で

重要な意義がある973。 

さらに、Brussel I 規則6条（Recast 8条）は、共同被告事件において、被告のいずれ

かの住所地が加盟国の領域内にある場合、加盟国裁判所に訴えることができると規定

 
969 1999 年 5 月 1 日のアムステルダム条約の発効以降、 EC が EC 条約 65 条に基づいて民事事件における

司法協力の領域で措置を行うことが可能となった。 
970 Recast, supra note 966, article 63.  
971 De Schutter, supra note 962, p. 264. 
972Brussel 1, Articl2 5-3 and Recast Article 7(2). 英文は“ in matters relating to tort, delict or quasi-delict, in the 

courts for the place where the harmful event occurred or may occur;”となっている。 
973De Schutter, supra note 962, pp. 262-264. 
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した。この結果、多国籍企業について、加盟国で活動する親会社と加盟国外で活動す

る子会社を同時に加盟国裁判所で訴えることが可能となった。これら一連の規則によ

り、海外で事業展開しているEUの企業が関わる人権侵害についても広くEU加盟国で

の裁判管轄が認められることになった974。  

 

2 フォーラム・ノン・コンビニエンス法理に関する欧州司法裁判所の動き 

Brussel 規則と並んで重要な役割を果たしたのは欧州司法裁判所によるフォーラム・

ノン・コンビニエンス法理への対応である。 

英国の裁判所は、コモンローの伝統に基づき、米国と同様、フォーラム・ノン・コ

ンビニエンス法理を採用してきた。そのため、英国を本拠とする多国籍企業が関わる

第三国における人権侵害について、被害者が英国の裁判所を提訴する事例に対し、英

国の裁判所が同法理を理由に管轄を否定するケースが多く見られた975。 

 この問題について、欧州司法裁判所は、2005年の Owusu v. Jackson Case において、

英国控訴裁判所の付託を受けて，英国の裁判所におけるフォーラム・ノン・コンビニ

エンス法理の適用がブリュッセル条約 2 条と適合するかどうかについて、判断を行っ

た。被告の住所地が英国にあるにもかかわらず、損害発生地が他国であることを理由

に、英国裁判所がフォーラム・ノン・コンビニエンス法理を援用することが条約に適

合するかが問われたのである。欧州司法裁判所は、ブリュッセル条約２条は強行的性

格のものであって，条約に別途規定された場合を除き、原則への何らの逸脱も許され

ないとし、フォーラム・ノン・コンビニエンスの法理を援用することは許されないと

判示した976。この判断は当然に規則 2条に関しても承継されることになる。 

Brussel 規則の制定と欧州司法裁判所の Owusu v. Jackson Caseの判断を受け、EU加盟

国の裁判所は自国に住所がある多国籍企業の被害者からの民事訴訟を門前払いにでき

なくなった。欧州議会も、Brussel 規則に基づき、EUの域外で企業により発生した被

害について EU内での救済を促進するよう呼び掛けた977。 

 
974 De Schutter はこの規定を欧州版 ATCA と呼び、潜在的には ATCA より広く管轄権が認められることを

示唆した。De Schutter, supra note, 962, p.267. 
975 Richard Meeran, “Multinational Human Rights Litigation in the UK: A Retrospective”, Business and Human 

Rights Journal, Vol.6 (2021), pp. 255-269. 

976 Owusu v. Jackson, Case-281/02［2005］ECLI identifier: ECLI:EU:C:2005:120, para. 37. 

977 European Parliament resolution of 13 March 2007 on corporate social responsibility: a new partnership (2007) ,大

窪「前掲論文」（注 38）793 頁。 
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こうして、EU加盟国に住所を置く多国籍企業の事業活動によって被害を受けた領域

外の被害者からの不法行為訴訟が加盟国の裁判所に続々と持ち込まれることになり

978、それまでとは異なる判例が形成されるようになっていく979。 

 

第 2 節 英国における多国籍企業訴訟の展開 

1 はじめに 

英国には、多国籍企業の領域外の人権侵害の救済を求める不法行為訴訟が多く提起

され、Owusu v. Jackson Case を受けて司法はこれらの訴訟に向き合うことを迫られた。 

英国裁判所は指導原則を援用する判断をするのではなく、伝統的なコモンローにお

ける 注意義務(Duty of Care)の概念に依拠しながら判断を行うようになる。 

コモンローの注意義務は、長年の判例の蓄積によって確立し、①結果の予見可能性、

②近接性、③注意義務を課すことの合理性という 3 要件を満たす場合に成立するとさ

れている980。国境を越えて事業活動を展開する多国籍企業と、その事業地において、

子会社等によって人権侵害を受けた被害者の間に、上記 3 要件があるのかが問われる

ことになった。裁判例は、注意義務の対象範囲を徐々に拡大する解釈を進め、多国籍

企業の人権侵害の被害者の司法救済の道を徐々に開いていく。 

 

2 親会社の責任原則 

（1）1990 年代以降の訴訟 

多国籍企業の親会社が、海外の子会社で発生した労働者の人権侵害、労働災害、環

境破壊等について責任を負うかについて、英国では 1990 年代以降、領域外の被害者を

原告とする集団訴訟が繰り返し提訴され、問われ続けてきた。被害者を代理する弁護

士たちは、親会社の注意義務には海外の子会社による人への損害が含まれるとする

 
978 Madeleine Conway, “A New Duty of Care - Tort Liability from Voluntary Human Rights Due Diligence in Global 

Supply Chains”, Queen's Law Journal, Vol. 40 (2015), pp. 741-786. 
979 Meeran, supra note 975, p. 259. 
980 英国の不法行為法における注意義務（Duty of Care）に関する概念の形成・展開は長い歴史をたどり、

本研究の射程を超えるが、概略すると、1932 年の Donoghue v. Stevenson 判決(Donoghue v. Stevenson [1932] 

AC 562(26 May 1932))が隣人原則を確立し, 1990 年の Caparo Industries plc v. Dickman 判決(Caparo Industries 

plc v. Dickman  [1990] 2 AC 605(8February 1990)) によって、直接の契約当事者でない人間関係においても注

意義務が認められるための 3段階のテスト(本文①ないし③)が確立したとされる（幡新大実『イギリス債

権法』 (東信堂、2010 年） 78－80 頁。 

http://www.bailii.org/cgi-bin/redirect.cgi?path=/uk/cases/UKHL/1990/2.html
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「親会社の責任原則」を主張して、法人格のヴェール（第 1章参照）を打ち破ろうと

格闘し、次第に裁判所を動かした981。以下に、代表的な訴訟を紹介する。 

（2）Chandler v Cape 事件 

本件は多国籍企業の子会社の労働者としてアスベストに暴露された被害者がイギリ

スの本社を提訴した事案である982。第一審は先例に基づき注意義務を判断した結果、

親会社の注意義務を認め、英国高等法院もこれを支持した983。 

英国高等法院は、第一審を支持するにあたり、下記の 4 つの条件のある場合に、親

会社は子会社の従業員の健康と安全に対して注意義務を負うとした。 

すなわち、 

① 親会社と子会社が本質的に同じビジネスを行っていたこと、 

② 親会社が子会社よりもこの産業に関する健康や安全に関する十分な知識を有し、

または有しているべきであったこと、 

③ 子会社における労働環境が安全ではなく、親会社はその状況を知りまたは知り

うべきだったこと、 

④ 従業員の保護に関する親会社が有する高度な知識を利用することができたので

あれば、子会社ないしその従業員はそれに依拠していたであろうことを親会社

は知りまたは予測すべきだったこと、 

である。 

 
981 Daniel Leader, “Huma Rights Litigation against Multinationals in Practice-Lesson from the United Kingdom”, in 

Human Rights Litigation against Multinationals in Practice, supra note 962, pp. 62 and 66. まず Connelly 事件は、

ナミビアのウラン鉱山で働いて癌を発症したスコットランド人の労働者が親会社による労働衛生環境方針

の懈怠の責任を問う訴訟であったが、英国貴族院は 1998 年、原告がナミビアで訴訟遂行する資金がない

こと、ナミビアで英国と同様の弁護活動を受け得ないことを理由にフォーラム・ノン・コンビニエンスの

法理を適用せず、英国で訴訟を進めることを認めた(House of Lords, Connelly v. RTZ Corporation PLC [1997] 

UKHL 30(24 July 1997))。 続いて、Lubbe 事件は、南アフリカのアスベスト鉱山で働いていた 7500 名以上

の労働者が英国の親会社による子会社の労働安全衛生に対する管理懈怠の責任を問う裁判であったが、

2001 年に英国貴族院は、親会社が子会社の操業に事実上のコントロールを及ぼし、子会社の操業によって

労働者の健康のリスクが生じると認識し又は認識し得たことが証明された場合は、親会社が責任を負う可

能性があることを示唆し、南アフリカでの訴訟遂行が困難であるとして、英国の裁判所で審理をすること

を認めた( House of Lords, Lubbe & ors v. Cape. PLC[2000] UKHL 41 (20 July 2000))。いずれも本案を待たず

に和解で終結したが、親会社の責任に関する原則の形成のきっかけとなった。 
982 David Chandler は、被告会社である Cape の子会社の労働者として 1956 年から 1962 年まで、18 か月建

設現場で働き、アスベストに暴露した。Chandler は 2007 年にアスベスト禍と診断されたが、その際既に

雇用されていた子会社は存在しなかったことから、親会社である被告会社を、子会社の従業員に対する健

康と安全の尊重に関する注意義務に違反したとして提訴した。 
983 High Court of England and Wales, Chandler v Cape [2012]   EWCA Civ 525, 1 WLR 3111(25 April 2012)  

 本件で高等法院は、先例である Caparo Industries plc v. Dickman に基づき、注意義務の存在を認めた。  
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そして高等法院は、上記第４の要素を満たすために、親会社が子会社の従業員の健

康と安全施策に実際に介入していた事実は必要なく、生産や資金調達等、取引関係を

通じて介入している状況が証明されればよいとし、企業間の関係性をより広範にとら

える見解を示した。 

本件は英国高等法院が、親会社の責任を初めて認めた判例として重要であるだけで

なく、親会社が子会社を完全に支配していない場合であっても、親会社の法的責任を

認める基準を示したことで注目されるランドマークケースである。 

3   Vedanta Resources PLC 最高裁判決 

本件は、多国籍企業の海外子会社が事業活動にあたって従業員以外の市民に損害を

与えた場合に親会社の注意義務が認められるかが問われた事案である984。 

ザンビアの 4 つのコミュニティに属する 1800 人以上の住民が、ザンビアの銅山の事

業により発生した有毒物質により、生計の唯一の手段である農業と安全な水を破壊さ

れ、生活に甚大な損害を被ったとして2015年7月、直接の事業者であるKonkola Copper 

Mines plc (KCM)と、その親会社である英国企業 Vedanta Resources PLC（以下、Vedanta

社）を提訴した事案である。 

親会社である Vedanta 社は、グループ全体で環境方針を策定・公表していたが、原告

はザンビアの操業地でこの方針が遵守されていなかったと主張、さらに Brussel I規則 4

条により管轄権が認められると主張した。被告は管轄権を争ったが、地裁、控訴審と

もに被告の訴えを認めず、被告が上告していた。 

2019 年 4 月 10 日、最高裁は被告らの上告を棄却し、本件訴訟の英国裁判所の管轄権

を認めた985。 

最高裁は、親会社が子会社の活動に関して負う注意義務は、コモンロー上の注意義

務の範疇に含まれるとし986、子会社の事業活動により生ずる被害について親会社がい

かなる場合に注意義務を負うかについての確立された基準はないとしつつ、少なくと

も以下の 4つの場合は注意義務が肯定されると判示した。 

 
984 本件に関して、Leader, supra note 981; Marilyn Croser et al., “Developments in the Field, Vedanta v Lungowe 

and Kiobel v Shell: The Implications for Parent Company Accountability”,  Business and Human Rights Journal, 

Vol.5 (2020), pp. 130-136; Meeran, supra note 975, pp. 9-10. 
985 Vedanta Resources PLC and another (Appellants) v. Lungowe and others, [2019] UKSC 20(10 April 2019). な

お、英国の第三審裁判所は長らく貴族院(House of Lords)が担っていたが、2009 年に第三審裁判所として最

高裁判所が設置された。 
986 Ibid., para.49. 
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（1） 親会社が子会社の事業を承継した、または共同事業を遂行している場合 

（2） 親会社が子会社に対し特定のリスクへの対応方法をアドバイスしている場合 

（3） 親会社が環境に関するグループ全体の方針を策定・公表し、子会社に対し、

その実施のための措置(トレーニングや監督等)を講じている場合 

（4） 親会社が子会社に対する監督と管理の権限を行使していると公表している場

合 

この場合、仮に実体としてそうでないとしても、監督・管理を怠ったことそのもの

が、公表した方針の実施責任の放棄に該当し、これを根拠として第三者に対する責任

を負うであろうと判断した987。 

  従来の判例は、（1）と（2）の場合に限り親会社に子会社の行為に関する注意義務

が発生すると判断していたが988、本判決は、親会社が注意義務を負う事例を大幅に拡

大したことが注目される。最高裁は、親会社の注意義務は上記（1）と（2）の場合に

限られず、上記（3）と（4）のような場合にも広く親会社の責任が認められると判示

した989。新たに判示された２つの要件は、親会社が広くグループポリシーを公表し、

子会社に実施措置を講じている場合にとどまらず、子会社との関係でグループポリシ

ー遵守のための監督・管理を怠った場合にも注意義務を認めるもので、非常に重要で

ある990。裁判所は、以上のとおり親会社の注意義務違反を認め、本件の英国における

裁判管轄を認めた。 

判決はさらに、司法へのアクセスの重要性も強調しており、極めて貧しいザンビア

の原告がザンビアで手続を続行する費用を捻出する困難性と、専門的な弁護士を採用

する困難性を指摘し、英国で裁判を継続することが適切であるとした991。 

 

4  英国における対 Shell 訴訟  

本件は Shellの本拠地である欧州において、企業責任を問う事案である。 

 
987 Ibid., para.53, “very omission may constitute the abdication of a responsibility”. 
988 AAA v. Unilever PLC [2018] EWCA Civ 1532((4 July 2018); Leader, supra note, 981, pp.72-73 
989 Ibid., para.53. 
990 被告は、親会社がグループ全体の環境に関する方針を公表していることは、それ自体として、第三者

に対する注意義務を生じさせないと主張したが、裁判所はこの主張を認めなかった。 

991 Ibid. 
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2015年 10 月、ナイジェリアの Ogale と Bille のコミュニティの住民 4 万人以上が、

Shellグループよる石油の汚染が彼らの環境と生活に深刻な影響を与えたとして、英国

の裁判所にその救済を求める訴訟を、親会社であるロイヤル・ダッチ・シェル(以下、

RDS)992及びナイジェリアの子会社 SPDCを被告として提起した993。 

RDSは、グループ全体の人権・環境に関する方針を開示しているものの、原告ら

は、ナイジェリアの操業地では、石油の漏洩を防ぐ適切な措置は講じられず、農地や

河川の深刻な汚染を防ぐために適切な汚染除去もなされなかったと訴えた。RDSは管

轄の有無が先決事項であり、RDSは子会社に対する注意義務を負わず、よって英国に

は本件の裁判管轄がなく、本件はナイジェリアで裁かれるべきだと主張した。 

 

（1）第一審及び控訴審 

2017年１月 26 日、ロンドン地裁 は、英国には本件の裁判管轄がないと判断し、原

告らの請求を却下したが、その理由は、RDSがナイジェリアにおける事態について注

意義務を負わないとの判断に基づく994。 

RDSは、上場企業として英国法上求められている開示規則に従い、グループ全体の

環境、人権配慮について開示し、声明を公表しているが、裁判所は、このことで直ち

に親会社として子会社の事業活動によって影響を受ける人たちへの注意義務を負って

いると推定することはできないとし、RDSが SPDCに対する高度な監督支配と指示を

行っていたことを認める十分な証拠はないと判断した995。 

2018 年 2 月 14 日、控訴審である高等法院も、地裁の判断を支持する判断をした。控

訴審の多数意見も RDS は SPDC の操業によって影響を受けたコミュニティに対して注

意義務を負わないと認定した996。控訴審裁判所が検討した証拠資料の中には 2014 年の

RDSのサステナビリティレポートがある。 

 
992 英国で設立され、オランダを本社とする。 
993 Okpabi & Ors v Royal Dutch Shell Plc & Anor, Leader, supra note 981, pp. 69-72. 
994 Okpabi & Ors v Royal Dutch Shell Plc & Anor [2017] EWHC 89 (TCC) (26 January 2017). 同地裁は、Brussel I

規則および Owusu v. Jackson を引用し、フォーラム・ノン・コンビニエンスの法理の適用の余地はないと

した。しかし、原告の訴えが不適法でないことを決するのが先決だとして注意義務に関する判断を行った

(para.69)。 
995 Ibid., para.96, 裁判所は、本件は Caparo Industries Plc v. Dickman の三段階のテストを充足せず、さらに

Chandler v Cape の定立した規範にも該当しないと判示した。 
996 High Court of England and Wales, Okpabi & Ors v Royal Dutch Shell Plc & Anor (Rev 1) [2018] EWCA Civ 191 

(14 February 2018) . 
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「私たちは、一貫したスタンダードを世界中で適用し、誰もがこれに従わなけれ

ばなりません。HSSE &SP Control Framework をご覧ください。そこには私たちの事

業活動の計画、建設、実施、廃炉のすべてのサイクルにおいて設備の安全を保持す

るために要求されることが詳述されています。」997  

 

このような企業の公的な声明が、実際には法的な注意義務を伴わないものであると

すれば、第 4 章でみてきた開示法制に伴う企業の開示は、実体を伴わない PRとして投

資家や消費者の目をごまかすものになる。いかに法律に基づく企業の人権方針の開示

が進んでも、その人権方針への違反が何らの法的責任を発生させないのであれば、方

針は絵に描いた餅となってしまう。控訴審判決は社会的批判を呼び、原告らは上告し

た998。 

 

（2）最高裁判決 

英最高裁は 2021 年、本件について、裁判管轄を認めないとした高等法院の結論を覆

し、英国裁判所の裁判管轄権を認める決定を出した999。 最高裁は、前述した Vedanta

事件最高裁決定の判断枠組みを踏襲し、同事件で最高裁が提示した、親会社の注意義

務が発生する 4 つの場合に関する判断に基づき、RDSの注意義務を認めた。 

最高裁は、グループ全体のポリシーの存在は、親会社の注意義務を何ら生起させる

ものではないとした控訴審の判断は、Vedanta事件最高裁の先例に反すると判断したの

である1000。 

 

5 小括 

 
997 RDS, 2014 Sustainability Report p. 13 (referred in the High Court Judgement, para. 98, available at 

<https://reports.shell.com/sustainability-report/2014/servicepages/downloads/files/entire_shell_sr14.pdf?cat=b>  

last accessed on 30 January 2023. 
998 Business and Human Rights Resource Centre, NGOs urge UK Supreme Court to allow Nigerian communities to 

appeal decision that barred them from suing Shell in the UK over oil spill impacts(30 April 2018), available at 

https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/ngos-urge-uk-supreme-court-to-allow-nigerian-communities-

to-appeal-decision-that-barred-them-from-suing-shell-in-the-uk-over-oil-spill-impacts/ last accessed on 30 January 

2023. 
999 UK Supreme Court, Okpabi and others (Appellants) v Royal Dutch Shell Plc and another (Respondents), [2021] 

UKSC 3(12 February,2021). 最高裁は、Vedanta Resources Plc の判断を待って本件の判断を下す方針を示し、

同判決の判断枠組みに基づいて本件の判断をした。 
1000 Ibid., para.143; Meeran, supra note 975, pp. 7 -8. 

https://reports.shell.com/sustainability-report/2014/servicepages/downloads/files/entire_shell_sr14.pdf?cat=b
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/ngos-urge-uk-supreme-court-to-allow-nigerian-communities-to-appeal-decision-that-barred-them-from-suing-shell-in-the-uk-over-oil-spill-impacts/
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/ngos-urge-uk-supreme-court-to-allow-nigerian-communities-to-appeal-decision-that-barred-them-from-suing-shell-in-the-uk-over-oil-spill-impacts/
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 以上の動向は、多国籍企業に関連する被害救済について、英国の判例が 3 つの意味

で根本的な変化を遂げたことを示している。 

第 1 に、英国に所在し、または登録された多国籍企業の子会社による海外での人権

侵害のケースにおいて、英国の裁判所の裁判管轄を認める判例が定着したことであ

る。第 2 に、判例法理として親会社の責任原則が定着し、子会社による事業活動に関

連して多国籍企業が注意義務を負うと認められる場合が拡大したことである。多国籍

企業がその公表したグループポリシーに反する事業活動を、子会社等を通じて海外で

展開する場合については、法人格のヴェールを乗り越えて、多国籍企業本体の不法行

為を認める方向が定着しつつある。第 3 に、企業の開示と法的責任が直結したことで

ある。第 4章で指摘した通り欧州では開示規制により、多国籍企業等には人権に関す

る海外での活動を含めたポリシーや取り組みに関する開示が義務付けられたが、開示

で表明するポリシーや取り組みは法的に無意味なものではなくなり、注意義務に直結

し、海外子会社による不遵守が親会社の法的責任に帰結することになったのである。

こうした判例法理の転換は、企業のアカウンタビリティを高め、国境を越える企業活

動による人権侵害の被害者救済を格段に進めることになった1001。 

 

第 3 節 オランダにおける不法行為訴訟の進展 

1 オランダにおける不法行為法と不法行為訴訟 

Brussel I 規則制定後、オランダでは多国籍企業を被告とする訴訟が多く提訴され、

判例法の発展が生まれた。特に米国 ATCA訴訟の管轄権が否定された後、RDSの本拠

地であるオランダの司法に対し、操業地であるナイジェリア住民や遺族、市民団体が

救済を求める訴訟を相次いで提起したことが背景にある1002。そして、環境 NGOは、

これら訴訟に対する大規模な支援活動を展開し、非常に大きな役割を果たした1003。 

オランダ国内法は、民事訴訟法 2 条において、被告の本拠地が自国にある場合に裁

判管轄権があるとし、さらに 7 条は、被告の 1 人に対して裁判管轄権がある場合の共

同被告事件では、他の被告にも裁判管轄権があると定めている1004。また、オランダは

 
1001 Meeran, supra note 975, p. 15; Leader supra note 981, pp. 66-72. 
1002 Lucas Roorda and Daniel Leader, “Okpabi v Shell and Four Nigerian Farmers v Shell: Parent Company Liability 

Back in Court”, Business and Human Rights Journal, Vol.6 no.2 (2021), pp. 368-376. 
1003 XU, Alison, “Four Farmersʼ  Expedition: A Review of the Shell Case”, 早稲田大学高等研究所紀要 14 号 

（2022 年）55-61 頁。 
1004 Article7, Dutch Civil Procedure Law, available at < http://www.dutchcivillaw.com/civilprocedureleg.htm > last 

http://www.dutchcivillaw.com/civilprocedureleg.htm
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大陸法に位置づけられ、不法行為の成否に関しては、民法 6巻第 162 条に不法行為の

一般規定が明文で定められている。同条は、第 1に、法律によって課される義務違反

があった場合（2 項前段）、第 2 に、適切な社会的行為を行う黙示的な法律上の注意義

務に違反する作為または不作為があった場合(2項後段。以下、「黙示的注意義務基準」

と呼ぶ)に不法行為が成立し、損害を発生させた被害者に賠償をしなければならないと

規定する1005。 

こうした規定を活用し、オランダでは特に RDSの企業責任を問う訴訟が多く試みら

れてきた1006。以上を前提に、オランダの直近の判例の展開を概観する。 

 

2 Akpan et al. v. Royal Dutch Shell 

本件は、2006年から 2007年にかけて、RDSのナイジェリアにおける子会社 SPDCの

操業における石油漏洩により生活環境と生計の糧を奪われたナイジェリアの市民が、

オランダを本拠とする環境保護団体とともに共同原告となって、RDS と SPDC を訴え

た事件である。 

ハーグ地方裁判所は 2013 年１月の判決で、Brussel I 規則を受けて改正された民事訴

訟法 7 条に基づき、RDS だけでなく子会社である SPDC に対する関連事件についても

親会社の所在地の裁判所において提訴できるとして、RDS と SPDC に対する裁判管轄

権を認めた。その一方、実体判断としては、親会社には子会社の事業活動に基づく被

害者に対する注意義務は認められないと判断した1007。ハーグの控訴裁判所は2015年12

月、判決で一審判決を覆し、RDS と SPDC に対する裁判管轄権をいずれも認めたうえ

で、RDS に対し監査報告書やその他のドキュメントを原告らに精査させるように命じ

た1008。 

 

accessed on 30 January 2023; Virginie Rouas, Achieving Access to Justice in a Business and Human Rights Context 

An Assessment of Litigation and Regulatory Responses in European Civil-Law Countries(University of London Press 

2022),pp. 143-145. 
1005 民法典は以下のように定める。Article 6-2:162 Definition of a ‘tortious act’: As a tortious act is regarded a 

violation of someone else’s right (entitlement) and an act or omission in violation of a duty imposed by law or of 

what according to unwritten law has to be regarded as proper social conduct, always as far as there was no 

justification for this behaviour.  
1006 被害者を代理する弁護士は、上記の黙示的注意義務基準の判断にあたり、「適切な行為」に指導原則や

OECD 多国籍企業ガイドライン等のソフトロー規範を実施する義務が含まれると主張し、企業のアカウン

タビリティを問う戦略を採用した。Channa Samkalden, “Foreign Direct Liability of Multinational Corporations 

in the Dutch Legal Order”, in Human Rights Litigation against Multinationals in Practice, supra note 962, pp.211 

and 212. 
1007 The Hague District Court, Akpan v Royal Dutch Shell Plc, C/ 09/ 337050/ HAZA09-1580 (30 January 2013). 
1008 The Hague Court of Appeal, ECLI:NL: GHDHA: 2015:3586((Judgement of 30 January, 18 December,2015). 
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そして 2021 年 1 月、ハーグの控訴裁判所は、最終判決を出し、RDS と SPDC の両社

が注意義務に反したと認定し、賠償と汚染原因の特定のための措置を講ずるよう命じ

た1009。 

本件では、準拠法とされたナイジェリア法（コモンロー）に基づいて親会社の注意

義務が認定された。第一審は、当時の英国の先例である Chandler v Cape を参照し、親

会社と同じ国で設立された子会社の従業員に対する注意義務の有無と、RDS における、

世界中の多数の子会社・操業地に関わる第三者に対する注意義務の有無では大きく事

例が異なり、本件で親会社の責任を認めることはできないと判断していた1010。2021 年

に控訴審がこの判断を変更し注意義務を認めたのは、英国での親会社の責任原則の発

展（Vedantaおよび、Shell訴訟での注意義務に関する判断）の影響を受けたものと評価

できる1011。 

 

３ 対 Shell 気候変動訴訟 

 さらに、画期的なのは RDSに対する環境団体の気候変動訴訟である。オランダの環

境団体は、RDSに対し、民法 162 条に基づき、危険な気候変動を防止するために貢献

する義務を果たすために、2030 年までに 2019年対比で Co2 を絶対値ないし実質 45%

まで削減をすることを主位的に求める訴訟を提起した1012。その根拠となったのは、生

命に対する権利および指導原則であった。 

 

(1) 地裁の判断 

 ハーグ地裁は2021年、原告らの訴えの主要部分を認め、RDSに対し、シェル・グル

ープのバリューチェーン全体(Scope 1, 2および 3 )で生じるCo2排出量を2019年対比で実

質45%削減するよう(to limit or cause to be limited)命じた1013。ここでScope 1とはシェ

 

  判決は、石油漏洩の原因は RDS が有する内部文書によってより明らかになると期待できるのであり

(para.6-4)、RDS が石油パイプラインの管理、監査、モニタリングと RDS の安全環境基準に合致するよう

な介入を行ったのか等を疑問視した(para.6-9）。 
1009 The Hague Court of Appeal, ECLI:NL:GHDHA:2021:132(Oruma),ECLI:NL,GHDHA:2021:133 (Goi) and 

ECLI:NL:GHDHA:2021:134 (Ikot Ada Udo),(Judgement of 29 January 2021), Roorda and Leader, supra note 1002. 
1010 District Court of the Hague, supra note 1007, para.4-32-34. 
1011 Leader, supra note 981 p. 70. 
1012 Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell plc. The Hague District Court, case number / cause list number: 

C/09/571932 / HA ZA 19-379, Co-plaintiffs include other NGOs (ActionAid NL, Both ENDS, Fossielvrij NL, 

Greenpeace NL, Young Friends of the Earth NL, Waddenvereniging) and more than 17000 citizens. 原告となったの

は、Milieudefensie(Friends of Earth Netherland)等である。 
1013 The Hague District Court, Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell plc, C/09/571932 / HA ZA 19-379 
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ル・グループによる直接的な排出、Scope 2 とはすべての調達先を通じた間接的な排

出、Scope 3 とは、グループの事業活動の結果、消費者を含む第三者によって排出され

た温室効果ガスによる排出である1014。 

 

(2) 判断構造 

a) 義務の根拠 

裁判所は、オランダ民法 162 条の解釈にあたり、国際人権基準、とりわけ、生命に

対する権利及び指導原則を参照して RDSの義務を導き出した。 

第 1 に、裁判所は、自由権規約および欧州人権条約が保障する生命に対する権利に

依拠し、RDSが人権条約上の生命に対する権利に基づく直接の義務を課されないとし

ても、裁判所は民法 162条の「黙示的注意義務基準」1015の解釈においてこれを考慮す

るとした。そして、気候変動による環境悪化は生命に対する権利への深刻な脅威だと

した自由権規約委員会一般的意見 36 を援用した1016。 

 第 2 に、裁判所は、民法 162 条の「黙示的注意義務基準」の解釈にあたって、指導

原則を参照した。裁判所は、指導原則は、国際的に承認された権威的なソフトロー規

範であり、法的な義務を確立したものではないとしても、普遍的に承認され、グロー

バル・コンパクトや OECDガイドライン等のソフトローによって広く受容されてお

り、企業がこれに従うことを表明しているか否かに関わらず、「黙示的注意義務基準」

を決定するにあたって参照されるとしたのである1017。そして、裁判所は、指導原則に

基づき、企業は人権を尊重し、人権侵害を避け、人権に対する負の影響に対処すべき

であり、これは企業がどこで創業しようと期待されるグローバルな行動基準であり、

選択の余地のない企業の責任であるとした1018。 

 

 

 

(Judgement May 26,2021), para. 5-3. orders RDS… “to limit or cause to be limited the aggregate annual volume of 

all CO2 emissions into the atmosphere (Scope 1, 2 and 3) due to the business operations and sold energy-carrying 

products of the Shell group to such an extent that this volume will have reduced by at least net 45% at end 2030, 

relative to 2019 levels”.  島村健「SDGs と気候訴訟」ジュリスト 1566 号 （2022 年）53 頁。 
1014 Ibid., para.2-5-4. 
1015 unwritten standard of care, article 162, supra note 1004. 
1016 The Hague District Court, Judgement, supra note 1013, para.4-4-9，4-4-10,  HR Committee, General Comment 

No.36, supra note 49. 
1017 Ibid., para.4-4-11. 
1018 Ibid., para.4-4-15. 
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b）指導原則によって確定されたシェル・グループの責任 

 判決は、指導原則に基づき、シェル・グループの責任を具体的に判示した。 

第 1 に、指導原則の原則 13 を援用し（ただし、企業には、人権の責任(responsibility)

ではなく、人権尊重義務(The duty to respect human rights)があるととした点が注目され

る）、原則 13 の解説によれば、企業にはバリューチェーン全体において負の影響に対

処すべきだとし1019、バリューチェーンは直接、間接すべての調達と供給を含むと指摘

した1020。そして、この定義に基づけば、Scope1 ないし 3 はすべてバリューチェーンに

含まれるとし1021、結論として RDSは、自社と調達先にとどまらず、ユーザーによる

排出(Scope 3 emission)にも責任を負わなければならないと判示した1022。  

 これを踏まえ、判決は第 2 に、指導原則の解説に依拠して、企業が人権に対する負

の影響を引き起こし、助長していないとしても、直接の関係性と影響力があり、人権

侵害が深刻な場合は指導原則 19 に基づく「適切な措置」(take appropriate action)が求め

られるとし1023、RDSの責任の内容は Scope1 ないし 3 に対して有する影響力とコント

ロールによって基礎づけられるとした1024。 

以上を踏まえ判決は、RDSが、Scope1 すなわちシェル・グループおよびその系列の

サプライヤーによる排出削減義務を「結果の義務」として負うこと1025、一方、Scope3

を含むその他の取引関係における排出削減については最大の努力をする「行為の義

務」として負うとし、後者、すなわち Scope3 については消費者等の個人の責任も免れ

ないとした結論付けたのである1026。 

  結論として裁判所は、1.5 ℃以上の地球温暖化を制限すべきとする広範に承認された

国際的コンセンサスを実現するには、RDSにバリューチェーン全体において、2019 年

対比実質 45%の削減が求められるとし、冒頭の判断を下した。 

 

 

1019 Commentary, Guiding Principles 13, OHCHR, supra note 293, p. 8. 

1020 The Hague District Court, Judgement, supra note 1013, para.4-4-17. 
1021 Ibid., para.4-4-18. 
1022 Ibid., para.4-4-19. 
1023 Commentary, Guiding Principles 19. 
1024 The Hague District Court, Judgement, supra note 1013, para. 4-4-21. 
1025 Ibid. 
1026 Ibid., paras.  4-4-23,4-4-24. 判決が、削減を命ずるにあたり to limit or cause to be limited という命令をした

のは、Scope1 と直接的サプライヤーについて結果の義務、その他の取引関係やエンドユーザーを最大努力

の義務としたことを表明したものと言えるだろう。 
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(3)  意義 

 本判決は、気候変動という文脈で企業に直接削減を命じたという点で画期的な判決

として注目されている1027。同時に、ビジネスと人権の文脈では、初めて判決によっ

て、企業に対し、指導原則に基づく義務を具体的に課した判決として重要である1028。

ソフトローである指導原則が、国内民法の黙示的な注意義務を介して、企業に対し、

直接的な義務を課す規範として援用された。 

また、判決が指導原則に対する理解に依拠し、直接シェル・グループが人権侵害を

行ったわけではない気候変動事案において、いまだ顕在化していない将来の危機に対

処するために、バリューチェーン全体、とりわけ供給先である消費者に対する関係も

含め、削減の義務を負うとしたことは画期的である。指導原則に基づき、企業の義務

の範囲を広く設定し、かつ、民法を媒介して指導原則を裁判規範に取り込み、具体的

な法的義務を明らかにして命令を出したことは重要な規範の発展である。 

この判決により、指導原則は新たなステージに立ったと言える。国内裁判所におい

て、単に域外的な司法救済を容認する有用なツールとして考慮されるにとどまらず、

企業に具体的な義務を課す法的規範、裁判規範の一部を構成するものとして援用され

たのである。もちろん指導原則がソフトローである以上、それ自体としてハードロー

とみなされたわけではないが、国内法上の私人の注意義務の一部である黙示的注意義

務基準という概念の解釈基準として、とりわけ企業の注意義務を確定する上での国際

的に承認された権威ある解釈基準として用いられたことは重要である1029。指導原則

が、国内司法判断を通してハードロー化へ進み始める動態的発展をみることができ

る。 

 

第 4 節 到達点と課題 

  以上のとおり、欧州における判例動向は被害救済の方向に向かっている。 

第 1 に、多国籍企業がその事業活動によって生じた人権侵害に対し、自国領域にお

ける被害でなくとも救済の道が開かれつつある。 

 
1027 深草亜悠美「脱炭素から脱化石燃料へ」『世界』2021年 9月号 110 頁 （2021 年）。 

1028 佐藤「前掲論文」（注 361）87-88 頁。 
1029 Chiara Macchi and Josephine van Zeben J, Business and human rights implications of climate change litigation: 

Milieudefensie et al. v Royal Dutch Shell, RECIEL, VOL.30 no.3 (2021), pp. 409-415. 
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第 2 に、注意義務(Duty of Care)概念の発展的解釈により、企業は自社が起こした人

権侵害のみならず、子会社が起こした人権侵害に関し、一定の場合責任を負うとの判

断が定着し、親会社は広範な責任を負う。被害者は法人格のヴェールを克服し、親会

社を被告とし、親会社の本国に司法救済を求めうる。 

第 3 に、注意義務の解釈にあたって指導原則を取り入れた結果、一方で、注意義務

の対象は、バリューチェーン全体の責任に拡大し、他方で、指導原則上の「責任」は

注意義務の解釈を通じて「責任」から「法的義務」に読み替えられる結果となった。 

国内裁判所が、国内法の解釈において指導原則を取り込み、かつ発展的解釈を通じ

て指導原則の国内における規範内容を強化したのである。 

デ・シュッターは「人権デュー・ディリジェンス概念の発展がボトムアップに加速

度的に進むであろう」と示唆したが1030、そうした状況が生まれつつあるといえる。こ

うした流れは、本章冒頭で見た EUの規則、欧州司法裁判所の判断を前提とするが、

同時に、指導原則および国連人権機関の各種勧告を反映したものであると評価でき

る。 

注目に値するのは、企業の事業活動によって深刻な被害を負った被害者や市民の訴

えに基づき、司法というプロセスにおいて、判断されたという点である1031。 

訴訟はエリート間の「対話」によって自然に発展するプロセス1032ではなく、何より

人権を回復することを求める当事者及び被害者を基点とし、彼らが語り、彼らが規範

の発展を迫るプロセスである。「下からのグローバリゼーション」が変化の原動力を生

み出しているといえる。 

 一方で、課題は残る。第 1 に、親子会社のような事案だけでなく、サプライチェー

ン上で発生した人権侵害について、本国の司法における司法救済が実現するかであ

る。これまでサプライチェーン上における人権侵害に関する救済の多くは拒絶されて

きた1033が、対 Shell 気候変動訴訟が示したバリューチェーン全体にわたる法的注意義

務を肯定する判例の流れが定着し、拡大するか、今後の判例の動向が注目される。 

 
1030 De Schutter, supra note 311. 
1031 第 4 章でみたような、企業やマルチ・ステークホルダーのプロセスにおいて、人権デュー・ディリジ

ェンス概念が誤用され、実効性のないプロセスになっている状況とは対照的である。そこには、透明性の

有無、正式な司法手続(救済とアカウンタビリティのメカニズム)における判断か否か、そして被害者が主

体的に参加する手続か否か、という点で大きな違いがあるといえるだろう。 
1032 Slaughter, supra note 60.  

1033 第 5 章でみた、Nestle USA および Cargill 事件最高裁判決のはか、ドイツでもサプライチェーン上の人
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第 2 に、いかにして実効性あるアクセスを実現していくかである。Brussel 規則以降

も、被告企業が管轄違いを主張し、管轄をめぐる争いが長く続く事例が多く、被害者

は本案に入って解決に至るまでに長期間の裁判を戦わなければならない。成功例はほ

んの一握りであって、多くの被害者は費用負担や重い立証責任等の壁に阻まれ、求め

られる救済に至っていない1034。立証責任の転換や証拠開示、本国による訴訟関連費用

の援助等も課題となる1035。 

 第 3 に、被害者がその人権侵害発生国において司法救済を選択し、救済を実現する

判決がなされた場合の判決の承認、執行の問題がある。エクアドルの事例のように判

決が多国籍企業の本国で承認されず、さらに、企業側が投資仲裁において真逆の結論

を得ることにより、被害救済が遅延する問題をどう解消していくか、という問題も積

み残されている1036。 

こうした被害者に対する迅速で実効性のある救済を実現するための課題について、

個々の訴訟のみで前進を切り開くには限界がある。企業による国境を越えた人権侵害

の被害救済に関する国際的な規範形成をさらに進める必要がある1037。 

  

 

権侵害に関するパキスタンの被害者からの請求が棄却されている。European Center for Constitutional and 

Human Rights et al, Press release, KiK evades its legal responsibility for factory fire(10 January 2019), available at < 

https://www.ecchr.eu/fileadmin/Pressemitteilungen_englisch/PR_KiK_Pakistan_Dortmund_judgment_20190110.pdf 

> last accessed on 30 January 2023. 
1034 Axel Marx, et al, supra note 913.例えば、Kiobel 氏の妻その他の犠牲者の遺族はオランダの裁判所に、ロ

イヤル・ダッチ・シェル、SPDC を被告とする不法行為訴訟を提起した。2019 年 10 月、ハーグ地方裁判

所は、ブリュッセル規則及びこれに基づいて改正されたオランダ民事訴訟法に基づき、オランダの裁判所

における管轄権の存在を認めるとともに被告に対する証拠開示を命じたが、実体審理の結果、証拠不十分

等として、遺族の請求は棄却された。Reuter, Dutch court rejects suit of Nigerian widows against Shell (March 

23,2022), available at < https://www.reuters.com/business/energy/dutch-court-rejects-suit-nigerian-widows-against-

shell-2022-03-23/ >last accessed on 30 January 2023. 
1035 第 7 章で参照した国際環境条約における被害賠償のスキームに未だ遠く及ばない。 

1036 もちろん、ATCA で問われた普遍的管轄権を巡る課題も重要である。 
1037 Leader, supra note, 981. 

https://www.ecchr.eu/fileadmin/Pressemitteilungen_englisch/PR_KiK_Pakistan_Dortmund_judgment_20190110.pdf
https://www.reuters.com/business/energy/dutch-court-rejects-suit-nigerian-widows-against-shell-2022-03-23/
https://www.reuters.com/business/energy/dutch-court-rejects-suit-nigerian-widows-against-shell-2022-03-23/
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第 11 章 さらなる国際法の発展に向けて 

 

  第 4部では、ビジネスと人権の分野で、指導原則を越えるあらたな規範形成の動

きが進み、国際人権基準は確立されつつあるものの、国際慣習法の形成や国際条約の

締結という段階に達していない状況下で、「あるべき法」(lex ferenda)を「ある法」(lex 

lata)に発展させるためのグローバルな法形成の動きを検討してきた。 

第 9 章、第 10章ではこうしたグローバルな法形成の萌芽または潮流が確実にみられ

ることを確認できたが、各章で検討した通り、国境を越える企業による人権侵害の実

効的な防止と救済にはまだ多くの課題が残されている。国際人権条約の発展的解釈を

突き詰めながらも、一方でより普遍的で実効性を伴う問題解決のためには、国際環境

レジームに倣って、ビジネスと人権に関する被害防止と救済を目的とする国際条約体

制を構築すること、同時にその基盤を形成するための国際慣習法の形成を図っていく

ことが課題となる1038。 

本章では、本研究の最後に、第１に、現在進行している拘束力あるビジネスと人権

に関する条約の意義と限界を把握し、第 2 に、国家間交渉とは異なる国連人権メカニ

ズムにおける企業に直接アカウンタビリティを問う動きを検討し、第 3 に、ライツホ

ルダー及び彼らと連帯した市民の行動が国際法の発展にいかなる影響を与えているか

を明らかにする。  

 

第 1 節 拘束力のある国際文書の議論 

1 交渉の経緯 

2014 年 6 月、第 26 回期の国連人権理事会で、エクアドルと南アフリカの提案により、

多国籍企業とその他の企業の人権尊重に関する国際人権法に基づく「法的拘束力のあ

る文書」(Legally Binding Instrument)を起草する政府間の開かれた作業部会設置を求める

決議が採択された1039。同決議に基づき、政府間の開かれた作業部会 (以下、OEIGWG)

が結成された1040。以後、国連人権理事会のもとで、拘束力あるビジネスと人権に関す

 
1038 Boyle and Chinkin, supra note 47. 

1039 Human Rights Council Resolution 26/9, (2014) A/HRC/RES/26/9, supra note 37. 

1040 The open-ended intergovernmental working group on transnational corporations and other business enterprises 
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る文書の起草に関する議論が進み、2018 年 7 月には文書の第１草案（Zero Draft）1041、

2019 年 7 月には修正草案（Revised Draft）1042、2020 年に第２修正草案(Second Revised 

Draft)1043、2021年に第 3修正草案(Third Revised Draft)が公表され1044、議論が続いている

1045。 

この文書は、人権理事会決議に基づき「法的拘束力のある文書」とされているが、

多数国間の合意があれば条約になることが想定される文書である。 

こうした動きを主導しているアクターは誰か。2014 年の国連人権理事会決議の採択

結果は賛成 20，反対 14，棄権 13 であり、主要な賛成はアフリカ諸国を中心とする途

上国である。米国とEUは指導原則を実施する各国の努力に反するものだとして、強く

このアプローチを批判し、ラギーも指導原則の着実な実施こそが重要だとして条約ア

プローチを批判した1046。2015年以降数年間、OEIGWGの参加は地理的に途上国に限定

され、多国籍企業の本国からは反対されるか黙殺されてきた。一方、欧州議会はこの

プロセスを積極的に支持するようになり1047、2018年以降は EUも OEIGWGの会合に参

加するようになった1048。 

 

with respect to human rights (OEIGWG). 
1041 OEIGWG Chairmanship, “Draft, Legally Binding Instrument to Regulate, in International Human Rights 

Law, The Activities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises”, 16.July.2018, available at < 

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session3/DraftLBI.pdf > 

last accessed on 30 January 2023. 
1042 OEIGWG Chairmanship, “Revised Draft, Legally Binding Instrument to Regulate, in International Human Rights 

Law, The Activities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises”,16 July.2019, available at 

<https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/OEIGWG_RevisedDraft

_LBI.pdf >last  accessed on 30 January 2023. 
1043 OEIGWG Chairmanship, “Revised Draft, Legally Binding Instrument to Regulate, in International Human Rights 

Law, The Activities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises”, 6 August 2020, available at < 

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session6/OEIGWG_Chair

-Rapporteur_second_revised_draft_LBI_on_TNCs_and_OBEs_with_respect_to_Human_Rights.pdf > last accessed 

on 30 January 2023. 
1044OEIGWG Chairmanship, “Revised Draft, Legally Binding Instrument to Regulate, in International Human Rights 

Law, The Activities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises”, 17 August 2021, available at      

< https://www.ohchr.org/sites/default/files/LBI3rdDRAFT.pdf > last accessed on 30 January 2023). 
1045 De Schutter, supra note 35, pp. 41–67; David Bilchitz, “The Necessity for a Business and Human Rights Treaty”, 

Business and Human Rights Journal, Vol.1 (2016), pp. 203–227; Carlos Lopez and Ben Shea, “Negotiating a Treaty 

on Business and Human Rights: A Review of the First Intergovernmental Session”, Business and Human Rights 

Journal, Vol.1 (2016), pp. 111-116; Claire Methven O’brien, “Confronting the Constraints of the Medium: The Fifth 

Session of the UN Intergovernmental Working Group on a Business and Human Rights Treaty”, Business and Human 

Rights Journal l, Vol.5(2020),  pp.150-155. 梅田「前掲論文」(注 38)  （2019 年)。 
1046 John Ruggie, “Quo Vadis? Unsolicited Advice to Business and Human Rights Treaty Sponsors, Commentary”, 

Institute for Human Rights and Business (09 September 2014). 
1047 Ionel Zamfir,Briefing: Towards a binding international treaty on business and human rights (European 

Parliament Research Service,  2018), available at https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/ 
2018/620229/EPRS_BRI(2018)620229_EN.pdf> last accessed on 30 January 2023. 
1048 作業部会は当初、文書の適用対象を多国籍企業に限定していたが、EU の提案を受け入れ、すべてのビ

ジネス活動に適用することを確認したことも影響している(Article 3of Third Revised Draft states This Legally 

Binding Instrument) shall apply to all business activities, including business activities of a transnational character). 

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session3/DraftLBI.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/OEIGWG_RevisedDraft_LBI.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/OEIGWG_RevisedDraft_LBI.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session6/OEIGWG_Chair-Rapporteur_second_revised_draft_LBI_on_TNCs_and_OBEs_with_respect_to_Human_Rights.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session6/OEIGWG_Chair-Rapporteur_second_revised_draft_LBI_on_TNCs_and_OBEs_with_respect_to_Human_Rights.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/LBI3rdDRAFT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/620229/EPRS_BRI(2018)620229_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/620229/EPRS_BRI(2018)620229_EN.pdf
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また、このプロセスはとりわけ市民社会から熱烈に支持されている。2014 年の人権

理事会に先立ち、世界の 620 の組織がビジネスと人権条約のための政府間作業部会の

設立を求める意見表明を行い、OEIGWG の発足後もロビー活動を熱心に展開している

1049。 

欧米等先進国の NGO と途上国の NGO が、国境を超えて連携し、ビジネスと人権に

関する拘束力のある人権条約を目指す NGO連合“Treaty Alliance”を結成し、強力な条約

の制定を求めてきた1050。条約に対する EU の姿勢の変化の背後にも、NGO による EU

及び加盟国への多大なロビー活動の努力があったことが知られている1051。 

 条約化を目指す活動においては、とりわけ途上国の NGO による積極的な参加が目立

っており、また、75 か国の 280 以上の市民団体が経済的社会権利の実現を求める NGO

連合である ESCR-Netや、国境を越える企業のもたらす人権侵害に不均衡な被害を受け

てきた女性たちのグループが積極的に条約化を求めて活動している1052。これはビジネ

スと人権の現場における、指導原則の実施では是正できない、不正義の解消を強く求

めるニーズの高さを反映したものであり、指導原則を中心とする支配的なアプローチ

に深刻な反省を迫る動きであるといえる。 

 

2 草案の内容 

   2021年以降、検討対象となってきた法的拘束力のある文書(Legally Binding 

Instrument)の第 3 修正草案の概要は以下のとおりである1053。 

 
1049 Ibid, pp. 289-291. 
1050 例えば Treaty Alliance Germany が第 3 回の作業部会会期に提出したポジションペーパーを参照された

い。Treaty Alliance Germany,  Toward global Regulation on Human Rights and Business Position paper of the 

Treaty Alliance Germany on the UN treaty process on transnational corporations and other business enterprises, 

available at 

<https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session3/TreatyAlliance

Germany-WrittenSubmission.pdf  > last accessed on 30 January 2023. 
1051 Nadia Bernaz and Irene Pietropaoli, “The Role of Non-Governmental Organizations in the Business and Human 

Rights Treaty Negotiations”, Journal of Human Rights Practice, Vol.9(2017), pp.294-295. 
1052ESCR-Net,Who we are, available at< https://www.escr-net.org/about/who-we-are>  
available at < https://www.escr-net.org/> last accessed on 30 January 2023 ;Feminists 4 Binding Treaty,available at < 

https://www.womenalliance.org/feminists-4-binding-treaty/>  last accessed on 30 January 2023;  Sanyu Awori et al., 

“ A Feminist Approach to the Binding Instrument on Transnational Corporations and other Business Enterprise”, 

Business and Human Rights Journal, Vol.3 (2018),  pp.285-290. 
1053 第 1 部 1 条（定義）、2 条（目的）、3 条（適用範囲） 

第 2 部 4 条（被害者の権利）、5 条（被害者の保護）、6 条（防止）、7 条（救済へのアクセス）、 

8 条（法的責任）、9 条（司法管轄権）、10 条（時効）、11 条（適用法令）、12 条（二国間の法律上の協力と

司法分野の国際協力）、13 条（国際協力）、14 条（国際法及び国際文書との一貫性） 

第 3 部 15 条（機関）、16 条（実施）、17 条（議定書との関係）、18 条（紛争解決）19条（署名、批准、

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session3/TreatyAllianceGermany-WrittenSubmission.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session3/TreatyAllianceGermany-WrittenSubmission.pdf
https://www.escr-net.org/about/who-we-are
https://www.escr-net.org/
https://www.womenalliance.org/feminists-4-binding-treaty/
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（1）被害者の権利 

 第3修正草案は、実質的な規定の冒頭に、被害者の権利を掲げている(4条、5条)。

この文書が被害救済と被害防止のために作られた文書であることを象徴する規定と言

える。 

 

（2）人権侵害の防止 

6条は人権侵害の防止に関する規定であるが、締約国に対し、企業に人権デュー・デ

ィリジェンスを求める以下の規定を置く。 

6.2 締約国は、その領土、管轄、コントロール下にある多国籍企業を含む企業が、国

際的に確認される人権を尊重し、その事業活動と取引関係を通じて人権侵害を防止し、

軽減するよう確保するため、適切な法的・政策的措置を講じなくてはならない1054。 

 6.3 上記目的を達成するため、締約国は、企業規模、人権侵害の危険、事業活動と取

引関係の性質と文脈から見て均衡のとれた人権デュー・ディリジェンスを実施する

よう企業に義務付けなければならない1055。 

6 条はさらに、人権デュー・ディリジェンスの内容として、(a) ビジネスの人権へ

のリスクを特定するために、すべてのステージで女性や女性団体の意見を聞いてジェ

ンダーの視点を統合すること、(b)女性、子ども、障害者、先住民、移民、国内避難民、

難民、占領・紛争下の人々等、脆弱な立場の人に特別の注意を払い、事業活動によっ

て人権に影響を受ける個人との意味ある対話をすること、(c) 先住民との対話にあたっ

ては、自由で、事前の情報に基づく同意を得ること、を明記している。 

 

受諾、加入、承認） 20 条（発効）、21 条（改正）、22 条（留保）、23 条（破棄）、24 条（寄託、言語） 

1054 Article 6.2.  原文は以下のとおりである。“States Parties shall take appropriate legal and policy measures to 

ensure that business enterprises, including transnational corporations and other business enterprises that undertake 

activities of a transnational character, within their territory, jurisdiction, or otherwise under their control, respect 

internationally recognized human rights and prevent and mitigate human rights abuses throughout their business 

activities and relationships.”  
1055 Article 6.3, 原文は以下のとおりである。“For that purpose, States Parties shall require business enterprises 

to undertake human rights due diligence, proportionate to their size, risk of human rights abuse or the nature and 

context of their business activities and relationships” 
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以上のとおり、企業に人権デュー・ディリジェンスを義務付ける 6 条の規定は、人

権条約機関の近年の解釈、とりわけ社会権規約一般的意見 24 と同様の立場に立脚した

内容になっている1056。 

 

(3) 域外の被害者を含む被害救済 

 第 3 修正草案の 8 条は以下のとおり規定する。 

8.1 締約国は、国内法によって、その領土、管轄、コントロール下にある法人または

自然人の、ビジネス関係から生じる(多国籍企業の活動、取引上の活動を含む)人権

侵害について、包括的で適切な法的責任を課すシステムを導入することを確保しな

ければならない1057。 

この法的責任には、民事、刑事、行政処分が含まれ（8 条 3 項）、締約国は被害者に

対する迅速で適切で実効的な被害賠償を確保しなければならない(8 条 4 項)。 

 さらに、9条は、人権侵害の救済に関する重要な規定を定める。同条は、司法管轄権

に関する規定であるが、①人権侵害が発生した場所という属地的管轄権に加え、②人

権侵害が行われた場所、③人権侵害に関与したとされる多国籍企業を含む企業の住所

地、④被害者の国籍地または住所地にも管轄権があると規定する。そして、③の多国

籍企業を含む企業の住所地については、設立・登録をした場所、主要な財産または事

業の所在地、経営・マネジメントの中心地、主たる事業地が含まれると規定する。以

上のとおり、人権侵害に関与したとされる企業と結びつきのある国に、「住所」に基づ

く司法管轄権が広く認められる1058。 

この 9 条の規定は、EU の Brussel 規則に類似する1059。米国で見られたような救済の

拒絶を是正するため、国境を越えてビジネス活動をする企業の本国の裁判所の司法管

轄権行使をできる限り広く認め、救済へのアクセスを実現しようとする趣旨が伺える

 
1056 General Comment 24, supra note 49. 

1057 Article 8.1, 原文は以下のとおりである。“States Parties shall ensure that their domestic law provides for a 

comprehensive and adequate system of legal liability of legal and natural persons conducting business activities, 

within their territory, jurisdiction, or otherwise under their control, for human rights abuses that may arise from their 

own business activities, including those of transnational character, or from their business relationships.” 
1058 仮に住所がなくても、共同被告の一社の住所があり、法人間に関連性がある場合は管轄を行使するこ

とができるとの規定があり、これも EU の例に倣っている。 
1059 Brussel 規則 第 10 章参照。 



232 

 

1060。デ・シュッターは、この規定は社会権規約一般的意見 24に概ね一致しており、長

年人権条約機関で確認されてきた域外的司法管轄権を肯定したものであるとする1061。 

 

（4）実施体制 

15 条は、この合意文書の実施のために、専門家からなる委員会を設置すること及び

その任務を規定する。そして、委員会の任務として、締約国による実施状況の報告書

審査や文書の解釈に関する見解の公表等を規定している1062。 

さらに、15 条 7 項には、被害者の救済のための国際基金創設が規定されている。い

かなる被害者の救済を目的とした基金なのか詳細は規定されていないが、これまで国

際法によっても国内司法手続によっても救済されずにきた被害者を救済する機能を果

たせるかが注目される1063。 

さらに、16 条は締約国に対し、この文書の実効的な実施のために、国内監督機関の

設置を含め、立法、行政その他すべての必要な行動をとることを要求している1064。 

18 条は紛争解決条項の定めであり、条約の解釈適用に関する争いが発生し、交渉に

よる解決ができない場合、当時国双方がその構成と手続に合意した仲裁機関、ないし

は ICJ を紛争解決機関とすると規定する。そして、投資仲裁機関は紛争解決機関から

除外されている1065。こうした一連の規定は、国境を越えた企業による人権侵害の結果、

発生している問題を是正し、被害防止と救済を実現することを求める当事者や被害者

の要求が反映しているといえるだろう。 

 

3 草案の限界と懸念 

一方、OEIGWG のプロセスでは、この文書に対して当初寄せられた途上国政府や

NGOからの野心的な提案の多くが修正を迫られたり、草案から姿を消す等している。 

第 1 に、草案は、国際人権法上の直接的な義務を企業に課す明確な条文を置いてい

ない。前文に、企業は国際人権法上の義務を負い、その活動を通じて人権侵害を引き

 
1060 第 5 章、特にエクアドルとシェブロンの事件を参照。 
1061 De Schutter, supra note 493. なお、Zero Draft では該当する条文は第 5 条であり、第 3 修正草案まで概ね

踏襲されてきた。 
1062 Article 15. 
1063 Article 15-7. 
1064 Article 16. 
1065 Article 18. 
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起こしたり助長することを避け、発生した人権侵害に対処し、直接に取引関係のある

人権侵害を防止・軽減する義務がある、とする条項があり、2条に、この文書の目的と

ひとつとして、企業の人権に対する義務を明らかにし、その実施を確保することが記

載されている(2条 1項 b)にとどまっている。第 2修正草案では、これらの記載は EU等

の意見を受け、「責任」(Responsibility）に修正されていたが、第３草案では義務

(Obligation)に修正された1066。しかし、2021 年の会期においても EU 等から「義務」を

「責任」に修正する提案が出された1067。 

第 2 に、2004 年の「規範（案）」1068が提案したような、個人の申立による国連レベ

ルでの紛争解決システムは、草案に盛り込まれていない。第 15 条は合意文書の実施に

係る専門家委員会の組織を規定するが、その任務には、被害者から直接企業に対する

人権侵害の申立を受け付けて審査する役割は明記されていない1069。 

第 3 に、被害救済・法的責任に関しては、第 6、7 章で検討した環境諸条約が実効性

のある被害者救済を確保するために導入した諸制度、例えば、国家と企業による賠償

スキームの構築や、保険加入の国家による強制のような仕組み、厳格責任の導入等の

制度が何ら提案されていないことがわかる。15 条 7 項に規定された被害者基金の創設

は注目に値するアイディアではあるが、個人がどのようにしてこの基金による救済を

得ることができるのか、詳細は明らかにされていない。司法救済に関しては、企業の

賠償責任を求めるにあたって立証責任の転換を締約国に課すべきだとの強い要求が

NGO から出され、7 条にはこれに対応する規定があるものの、立証責任を転換するか

否かは各国の国内法及び裁判所の対応に委ねられている1070。 

このように、草案は越境的な人権侵害の被害を効果的に防止し、救済するうえで

様々な限界をはらむ内容となっている。 

以上が第 3 修正草案に至るまでの経緯及び同草案に関する課題であるが、さらなる

 
1066 OHCHR, Comparison of third and second revised drafts of a legally binding instrument to regulate, in 

international human rights law, the activities of transnational corporations and other business enterprise (2021), 

available at <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/ 
WGTransCorp/Session6/igwg-comparing-third-and-second-revised-drafts.pdf >  last accessed on 30 January 2023. 
1067 Emilio Rafael Izquierdo Miño, Annex to the  Report on the seventh session of the open-ended intergovernmental 

working group on transnational corporations and other business enterprises with respect to human rights and its  

Annex,29 December 2021 (A/HRC/49/65), available at <https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/ 
issues/business/2022-09-13/igwg-7th-annex-general-statements.pdf  > last accessed on 30 January 2023. 
1068 Draft Norm, supra note.30. 
1069 Article15. 
1070 7 条 5 項は、締約国は裁判官が被害救済のために適切と認める場合は立証責任を転換することが可能と

なるよう法改正をすべきだと規定するが、立証責任転換の明確なルールを示すものではない。 

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session6/igwg-comparing-third-and-second-revised-drafts.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session6/igwg-comparing-third-and-second-revised-drafts.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/business/2022-09-13/igwg-7th-annex-general-statements.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/business/2022-09-13/igwg-7th-annex-general-statements.pdf
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条文案の後退が懸念されている。すなわち、2022 年 10 月の第 8 会期に先立ち、議長提

案としていくつかの条文に関する修正案が公表された。この修正案には、被害救済に

関する重要な規定を削除する内容が含まれており、多くの国家及び市民社会がこれに

反発した1071。同会期では、法的拘束力のある文書の交渉の基礎は引き続き、第 3 修正

草案であるとの見解が広い支持を集めた1072。 

 

4 国際社会の反応 

(1) 多国籍企業の本国の姿勢 

以上のように、条約草案は課題を残す内容であるが、それでもいくつかの多国籍企

業の本国はかたくなに受け入れようとしない。 

 例えば、2021 年の第 7 回の会期において、日本は「国際合意との矛盾、是正が求め

られる人権の範囲、救済を実現する手続と方法等の点で、基本的な欠陥がある」1073、

英国は「草案は世界で最大規模の企業の根拠地国から支持を得られる内容ではない」

「この条約は問題解決の最良の方法ではない」1074、米国は「企業の規制に当たって、

法的拘束力のある義務を課していること、国内法の域外適用、人権侵害に関する過度

に広範で不適切な範囲での法的責任は多くの支持を得られない」1075として草案を批判

し、EU も、「広範な地域の国連加盟国の懸念に応えるために、草案が多くの修正を余

儀なくされることは明らかだ」1076と指摘した。 

 

(2) 批判の妥当性 

条約に対する多国籍企業の本国等の批判は妥当なものであろうか。米国が指摘する、

 
1071 Suggested Chair Proposals for Select Articles of the LBI, available at < https://www.ohchr.org/sites/default/files/ 
documents/hrbodies/hrcouncil/igwg/session8/2022-11-24/igwg-8th-suggested-chair-proposals-commentary.pdf > last 

accessed on 30 January 2023.この提案では、まず、「多国籍企業」に関する言及がすべて削除されている。

次に、第 3 修正草案の 9条 3項に記載されていたフォーラム・ノン・コンビニエンスのような法的障害を

課すことを避けるべきとの条文が消えている。さらに、12 条は司法協力に関する条文であり、締約国に多

面的な協力義務を課すものであるが、第三修正草案に記載されていた、司法救済に関する判決に関して

は、原則として他の締約国が承認し、執行可能とするよう義務付ける条文が削除された。多くの国家や市

民社会がそもそも十分な協議なく提示された議長提案を交渉の基礎とすることに反対した。 
1072 Emilio Rafael Izquierdo Miño,  Draft Report on the eighth session of the open-ended intergovernmental working 

group on transnational corporations and other business enterprises with respect to human rights, 28 October 2022, 

available at <https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/igwg/session8/2022-10-28/igwg 
-8th-draft-report.pdf > last accessed on 30 January 2023. 
1073 Emilio Rafael Izquierdo Miño, supra note 1067. 
1074 Ibid. 
1075 Ibid. 
1076 Ibid. 

https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/igwg/session8/2022-11-24/igwg-8th-suggested-chair-proposals-commentary.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/igwg/session8/2022-11-24/igwg-8th-suggested-chair-proposals-commentary.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/igwg/session8/2022-10-28/igwg-8th-draft-report.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/igwg/session8/2022-10-28/igwg-8th-draft-report.pdf
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企業に法的拘束力のある義務を課す点については、第 3 部で検討した通り、多くの国

際条約で企業に国際的義務を課す規定がある。国内法の域外適用に関しては、米国が

競争法等経済分野ではむしろ積極的に行っていることである。人権侵害に関する広範

な法的責任は、ATCA 訴訟で米国連邦裁判所が一度は認めてきた方向性であるし1077、

米国が参加する OECD腐敗防止条約も属人的な司法管轄権行使を認めている1078。 

さらに、人権条約の域外的義務の一環としての司法救済については、これまで国際

人権条約機関が発展的解釈を積み重ねてきたことは第 8 章で見てきた通りである1079。

上記の批判は確かに伝統的な国際法に立脚するものかもしれないが、既にこれとは異

なる規範が出現しようとしている。それを認めるか否かは国家の意思にかかっている。 

 

5 小括 

ビジネスと人権に関する条約に託された課題は、本研究の課題と共通する。 

① 国際人権法上のこれまでの適用範囲を拡張し、国家に対し、「自国の管轄又は管理

下」にある企業の越境的活動の影響を受ける領域外の個人の人権を保護する義務を

課す方向で国際法を発展させること 

 

②  企業の越境的活動によって生じる人権侵害について企業に直接的または間接的な義

務を課し、被害を防止し救済を確保する方向で国際法を発展させるすること 

の実現である。 

草案を巡る動きは、国連人権条約機関の勧告や、欧州による法制化の流れを受けた

内容となっているものの1080、被害賠償に関しては、第 3 部で検討した国際環境法等の

到達点から見れば遠く及ばない。また、第１章でみた「規範（案）」が提起した国連に

よる救済メカニズムも、草案には、盛り込まれていない1081。このように、条約化の動

きは、革新的な要素に欠ける内容であるが、にもかかわらず、米国等の強い反対によ

り、少なくとも原案の形で近い将来実現することがないかもしれず、また結局頓挫す

る可能性すらある。条約制定は、国家中心主義による壁に直面している。 

 
1077 第 5 章参照。 
1078 第 7 章参照。 
1079 第 8 章参照。 

1080 第 8 ないし 10 章。 
1081 Draft Norm, supra note 30. 
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ベルナズらが指摘する通り、ソフトローがハードローに発展するのは自然な道のり

である1082。ラギーは、条約の採択には多年にわたる労力が求められるとして条約に否

定的であったが、マッチが指摘する通り、条約制定に多年を要するからと言って諦め

ていれば、現在のほとんどの国際人権条約は誕生しなかったであろう1083。 

ビジネスと人権に関する条約化に向けた議論は、このまま無為に頓挫するのか、そ

れとも国際法の変化をもたらすのか。第 2節、第 3節では国家以外のアクターによる、

ビジネスと人権に関する国際法の発展を促す動きを検討することにする。 

 

第 2 節 企業のアカウンタビリティを求める国連人権メカニズムの動き 

1 はじめに 

第 1 節で検討した条約交渉とは別に、国際社会の一部において、ビジネスと人権に

関する規範の発展が確実に進行している。それは、国連人権理事会のメカニズムを舞

台とする動きである。 

2  人権理事会を舞台とする取り組み 

まず、指導原則採択後、国連人権理事会の特別手続（Special Procedure）のマンデー

トホルダー1084や国連事実調査チーム等が、指導原則に基づき、ビジネスセクターに名

指しでの勧告を行ったり、企業名を公表して人権侵害との関係を明らかにする活動を

行うことが増えている。 

 

(1)  企業宛ての勧告 

2013 年、先住民の権利に関する特別報告者は、採取産業によって先住民の権利が侵

害されているとして、採取企業に対し、先住民との協議と同意を求める国際基準を含

む先住民に関するすべての権利を確保する方針と実務を採択すること、資源開発にお

いて先住民への権利侵害に加担しないようにデュー・ディリジェンスを実施すること

 
1082 Bernaz and Pietropaoli, supra note 1051, p. 300.  
1083 Chiara Macchi, “A Treaty on Business and Human Rights: Problem A Treaty on Business and Human Rights: 

Problem and Prospect” in Jernej Letnar Cernic and Nicolás Carrillo-Santarelli (eds.), Future of Business and Human 

Rights(Intersentia, 2018), pp. 63-85. 
1084 国連人権理事会の特別手続は、45 のテーマと 13 の国の人権状況について、それぞれ一名（（特別報告

者または複数名の独立専門家（作業部会を構成する）が事実調査、通報への対応、勧告等を行っている。

ビジネスと人権に関する作業部会はそのひとつである。申『前掲書』（注 11）  612 頁、613 頁。 

これら独立専門家を総称してマンデートホルダー(Mandate Holder)と呼ぶ。OHCHR ウェブサイト参照 

https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Jernej%20Letnar%20Cernic&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Nicol%C3%A1s%20Carrillo-Santarelli&eventCode=SE-AU
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を勧告した1085。 

2015 年、現代奴隷に関する国連特別報告者は、年次報告において、国家とともにビ

ジネスセクターに対し、サプライチェーンから現代奴隷を根絶するための、指導原則

に基づく人権方針の策定と継続的な人権デュー・ディリジェンスの実施等、包括的で

詳細な勧告1086を行った。同年、集会・結社の自由に関する国連特別報告者も、年次報

告において、天然資源開発の現場で、開発に反対する住民の集会・結社の自由が深刻

に抑圧され、弾圧が頻発していると報告、関連企業に対して、天然資源開発にあたり、

集会、結社の自由を含む国際的に受容されている人権を尊重する「義務」(Obligation)

を実現すること、“do no harm”原則に従うこと、人権デュー・ディリジェンスを含む指

導原則を実施すること、人権侵害に対する賠償を行うこと等を勧告した1087。 

2017 年には、人権活動家に関する特別報告者が、国連総会に対する報告書で、ビジ

ネスと人権の課題に取り組む人権活動家の殺害が相次いでいるとして、企業及び投資

家に対し、問題に対処するよう勧告を行った1088。 

 

(2) 人権侵害に関連する企業リストの公表 

人権侵害が深刻な事案においては、国連人権理事会が設置した調査ミッションや

OHCHRが作成する調査報告書において、企業名を名指しして、人権侵害にこれ以上加

担しないよう企業に対応を求める例がみられる。 

例えば、国連人権理事会の決議で設置されたミャンマーの少数民族地域における人

権侵害に関する、独立専門家からなる調査ミッションは、2019 年に「ミャンマー軍の

経済的利益」と題する調査報告書を公表し、ミャンマー国軍と密接な関係にある軍系

ミャンマー企業および、これら企業とビジネス関係にある外国企業の詳細なリストを

公表した。そして、ミャンマーでビジネスと行う企業と投資家に対し、ミャンマー国

軍と関連するビジネス関係を断ち切り、軍に資金が提供されないようにすること、少

 

1085 James Anaya, Report of the Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples, Extractive industries and 

indigenous peoples, A/HRC/24/41(2013). 
1086 Bhoola, supra note 103. 監査だけでない第三者による独立監査、積極的な調査、労働者からの秘密の聞

き取り等の実効性ある取り組み、直接の取引先を越えたサプライチェーンでの方針とプロセスの実施、透

明性を確保するための開示、事業レベルでの苦情申立手続の導入による是正・救済、公的セクターとの対

話、取引先の能力強化等が勧告された。 

1087 Maina Kiai, Report of the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association, 

A/HRC/29/25(2015). 
1088Michel Forst, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders, supra note 415. 
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数民族地域や天然資源に関わるビジネスに関して高度の人権デュー・ディリジェンス

を実施すること等を勧告した1089。一方、OHCHRは、国連人権理事会の決議 31/36に基

づき、パレスチナの入植地で事業活動を行っている企業名 112 社のリストを公表し、

指導原則に基づきしかるべき対応があれば公表リストから外すことを示唆し、該当企

業に OHCHRとの対話を進めるよう求めた1090。 

 

(3) 通報手続・調査 

 さらに、国連作業部会をはじめとする国連特別手続は、通報手続(Complaint 

Procedure)1091の一環として、国家だけでなく、企業による人権侵害に関する通報を受

け、個別企業にあてて、事態を問い合わせ、改善を求める活動を行う一方、自発的に

国家や企業に情報を求める（communication）こともできる1092。近年では、ビジネスと

人権に関する作業部会もこうした手続に積極的に関与するようになった1093。 

例えば、ウイグル自治区の強制労働への関与については、作業部会を含む特別手続

の専門家らが連名で、強制労働が疑われる企業との取引関係があると指摘されている

日本企業（任天堂や日立グループ）にレターを送付し、人権デュー・ディリジェンス

の実施を含む、企業の対応について質問をし、回答を受領する等しており、これらの

活動は公開されている1094。 

 
1089 Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar, Report, The economic interests of the Myanmar 

military, A/HRC/42/CRP.3(2019). 
1090 Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights, A/HRC/43/71(2020). 人権理事会は、イス

ラエルによる入植が違法であり、パレスチナの人々の人権を侵害しているという見解を決議で確認してお

り、入植地での企業活動が人権侵害に関連しているという認識に基づく。 

1091 国連人権理事会決議 5/1（2007）に基づき、個人が深刻な人権侵害に対し、直接特別手続に通報でき

る手続(OHCHR Frequently Asked Question(2014), available at <https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/complaint-

procedure/faq> last accessed on 30 January 2023)で、その原型は 1503 手続である。申『前掲書』（注 11）622

頁。 
1092 申『前掲書』（注 11）  619-62頁。communication に関する OHCHR の説明は以下に記載されている。 

OHCHR,  What are communications? available at <https://www.ohchr.org/en/special-procedures-human-rights-

council/what-are-communications> last accessed on 30 January 2023. 
1093 ビジネスと人権業部会も、2011 年の発足時の国連人権理事会決議において、情報を収集し受け取る

ことが任務の一部とされ(A/HRC/RES/17/4, 2011, supra note 13, para.6)、2014 年の国連人権理事会決議は、

企業に対し、作業部会からの communication に積極的に応じるよう奨励(encourage)した(Human Rights 

Council Resolution, A/HRC/RES/26/22, 2014, supra note 335,para.11)。ビジネスと人権に関わる通報は、以下

から確認することができる。OHCHR, “Communication report and search”, available at < https://spcommreports.  
ohchr.org/TmSearch/Results > last accessed on 30 January 2023. 
1094 Working Group, Letter to Nintendo Co., Ltd., Reference: AL OTH 139/2021 (12 March 2021) , available at 

<https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26221> last 

accessed on 30 January 2023; Hitachi, Re: Hitachi Group’s reply to the Joint Communication from Special 

Procedures, Reference: AL OTH 105/2021 (21 May 2021), available at 

https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/complaint-procedure/faq
https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/complaint-procedure/faq
https://www.ohchr.org/en/special-procedures-human-rights-council/what-are-communications
https://www.ohchr.org/en/special-procedures-human-rights-council/what-are-communications
https://spcommreports.ohchr.org/TmSearch/Results
https://spcommreports.ohchr.org/TmSearch/Results
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26221
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3 小括  ―  人権擁護の最前線での国際法の変容 

以上のとおり、近年の国連人権理事会の特別手続等は、国家のみならず企業をも名

宛人とする人権活動を本格的に展開している。 

企業一般に勧告を行うのみならず、企業名の公表と勧告、企業との直接対話を通じ、

具体的な是正を求める活動を展開している。 

確かに、こうした勧告等に法的拘束力はない。しかし、そもそも条約機関や特別報

告者による国家に対する勧告にも法的拘束力はないのである。 

そして、国連の報告書に企業名が公表されれば、社会的な影響力は非常に大きい。

国連の公式文書において、人権侵害とのつながりを指摘された企業は、投資家、メ 

ディア、消費者からの問い合わせを受け、NGO による厳しい批判やキャンペーンを受

け、人権侵害との関連を見直すことを余儀なくされる。特別報告者からのレターによ

る問い合わせであっても、それが後に公開されることになることを考えれば、不誠実

な対応をとることは難しくなる。実際に、国連に企業名を公表された企業が、人権侵

害と関連する事業から自発的に撤退するケースが相次いでいる1095。 

ソフトローである指導原則に基づき「責任」を負う企業が、法的拘束力がない勧告

であっても従わざるを得ない状況に追い込まれる状況が生まれているのは、指導原則

の規定する「責任」が国際人権法上の義務に相応する重みをもって国際社会から受け

止められるようになってきた証しといえるだろう。 

かつて企業は、2003年の「規範（案）」が提案した、国連レベルでの個人の申立によ

る紛争解決システムに強硬に反対したとされる。しかし、上記の独立専門家らの具体

的活動内容を見れば、特別手続の果たしている現実の機能は、国連レベルの申立手続

に近接してきていると評価しうるだろう1096。 

以上のようなビジネスと人権に関する特別手続や調査メカニズムの活動の変化は、

国際社会の潮流の中で孤立した動きではない。武装する非国家主体に対する国連の関

 

<https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadFile?gId=36282> last accessed on 30 January 2023.  
1095 Hitachi, Ibid.また、Airbnb がパレスチナ入植地における情報を削除したこと等が知られている。 Jay 

Butler, The Corporate Keepers of International Law, American Society of International Law, PP.189-220 (2020). 上記

日立グループの回答参照。 
1096 但し、特別手続に被害救済や賠償といったメカニズムはないため、実効的な被害救済の観点から、特

別手続が紛争解決手続を十分に代替するとは評価できない。 

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadFile?gId=36282
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与も同様の方向に向かっていることが注目される1097。研究機関によれば、1948 年から

2017年までの間に、国連安保理の 125の決議と 50以上の議長声明、65の国連総会決議

が、武装した非国家主体の責任について言及しており1098、2008 年から 2015 年までの

間に国連人権理事会の 33 の決議が、武装した非国家主体の人権侵害に関係する決議を

採択しているという1099。 

国連の特別報告者や調査メカニズムは、武装した非国家主体に国際人権法上の義務

があると認め1100、武装した非国家主体に対して人権侵害の停止や説明責任を尽くすよ

う勧告する内容を含む調査報告書を相次いで公表している1101。 

2021 年 2 月、国連人権理事会の特別手続の 30 以上のマンデートホルダーが、武装し

た非国家主体に対し、人権の尊重、保護、促進を果たすこと、アカウンタビリティを

尽くすこと等を求め、今後も武装した非国家主体の人権に対する責任について、監視

し、対応を求めていくことを宣言した1102。 

人権侵害の最前線では、国家による人権侵害も非国家主体による人権侵害も同時に

行われている。マンデートホルダーが国家主体による人権侵害にしか役割を果たせず、

非国家主体による人権侵害には何も言えないのであれば、国連人権理事会が付託した

任務は到底達成できない。 

厳密な公私二分法が人権侵害の現場では通用しない国際人権問題を解決する最前線

の現場の実践において、少しずつ国際法の構造が変容し、非国家主体の人権に対する

社会的責任(responsibility)を超えた義務(Obligation)を求める動きが広がっている。マン

デートホルダーの活動の変化は国際法にとって無視できない潮流になりつつある。 

 

第 3 節 ライツホルダーを中心とする「下からのグローバリゼーション」 

 ここまで、国連の動きを概観してきたが、最後に、ビジネスと人権に関する国際法

 
1097 Joint Statement by independent United Nations human rights experts on human rights responsibilities of armed 

Non-State Actors (25 February 2021). 
1098 Harvard Law School’s Program on International Law and Armed Conflict (PILAC), Armed non-State Actors 

and International Human Rights Law: An Analysis of the Practice of the U.N. Security Council and U.N. 

General Assembly, Briefing Report with Annexes, June 2017. 

1099 Geneva Academy, Human Rights Obligations of Armed non-State Actors: an Exploration of the Practice of the 

UN Human Rights Council, December 2016. 
1100 代表的なものとして、2018 年の超法規的殺害に関する特別報告者の報告書がある。Report of the 

Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions on armed non-State actors, U.N. Doc.  5 

A/HRC/38/44 June 2018. 
1101 Joint statement, supra note 1097. 
1102 Ibid. 
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の発展にとって重要なアクターとして、企業活動がもたらす人権への影響に直面する

当事者および被害者、そして彼らと連帯する市民社会の役割に焦点を当てる。 

ここで焦点を当てる市民社会や社会運動は、必ずしも NGO の活動と一致するもので

はなく、より草の根に根差し、人権侵害の現場に近いものであり、国境を越えた社会

運動の連帯のネットワークが緩やかに形成されていることを特徴とする1103。 

前述のとおりフォークは、今後の国際法は、多国籍企業と金融市場の力によって世

界経済を上から再構築する動きと、環境保護、人権、平和、先住民や女性に対する抑

圧の解決を求め、国境を越えて連携する社会勢力の下からの動きの緊張関係のなかで

形成されるとし、後者を「下からのグローバリゼーション」1104と呼び、もっとも周辺

におかれた被害当事者に根差した活動を「サバルタン的」な正統性を持つ抵抗運動で

あるとする1105。 

本研究の論文で述べた通り、国連作業部会は指導原則採択から 10 年にあたり最も周

辺化された脆弱な人々（the most marginalized and vulnerable）への注目を呼び掛けた1106。

企業による人権侵害を最前線で目撃し、声を上げる被害者の声は、国際法からも、企

業主導のソフトなガバナンスからも排除され、周辺化されてきたといえるが、当事者

が求める被害の是正や救済が実現することなくして、真の問題解決はない。とりわけ、

ビジネスと人権の文脈においては、多くの人権侵害が報告されている途上国の人々の

抵抗運動は、規範形成に当事者として発言し、参加する資格を有するといえよう。 

 
1103 川村「前掲論文」（注 66）22頁。阿部は、「社会運動は、NGO とは異なり、国際人権の物語にはこれ

まで無縁の存在であったが、そうした、排除されあるいは不可視化の領域におかれ続けた価値・実在を積

極的に招喚する営為にこそ、国際人権の脱暴力化への道を創造的に切り開く要諦があるのではないか」と

指摘する（ 阿部『前掲書』（注 27）79 頁）。社会運動や NGO の捉え方は注意を要する。Boyle と Chinkin

は、NGO による国際法形成における役割を高く評価する一方、NGO は西側諸国の価値観に偏りがちであ

る点を鋭く指摘する(supra note 47, p. 60)。最も周辺におかれた被害者や当事者に依拠して活動しない限り

人権や社会正義を標榜する NGO の活動の正統性と信頼性は極めて危うく、容易に「上からのグローバリ

ゼーション」に絡めとられる危険があることは第４章の MSI で見てきたとおりである。NGO の存在意義

は「西」「北」のアジェンダを一方的に追及するのではなく、最も脆弱な人々や被害者に連帯し、社会運

動の一部を構成して役割を果たすか否かで評価が分かれる。Boyle and Chinkin, supra note 47. 西立野 園子

「NGO の役割 の拡大と国際法上 の地位」『世界法年報』 21 号 110-134 頁 （2002 年）。 
1104 フォーク『前掲書』（注 66）259-282 頁。  
1105サバルタン（Subaltern）とは、社会において最も周縁化され、その存在が可視化されず、声を聞かれる

ことがない存在とされる。B.S. Chimni, supra note 96, p. 6. 周辺化された女性についての著書として、G.C.

スピヴァク著(上村忠男訳)『サバルタンは語ることができるか』(みすず書房、1998 年）37-63 頁、72-74

頁。 フォーク『前掲書』（注 273）92-93 頁、阿部『前掲書』（注 196）179 頁。 
1106 Ibid. Working Group on Business and Human Rights, “UNGPs 10+  A Roadmap for the Next Decade of Business 

and Human Rights”, supra note 23.  
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ラヤゴパルは、支配的な国際法のアプローチが国際法の発展における社会運動への

敬意に欠けていると批判し、「国際法は第三世界の様々な形態の抵抗を深刻に再考すべ

きだ」と主張し、「サバルタン」の視点を採用するよう求める1107。ラヤゴパルは、欧

米主導で「近代化」を世界に推進した「古いコスモポリタニズム」1108に代わり、途上

国の草の根の社会運動が中心となり、現在の覇権主義的な国際秩序の転換を求める先

進国の市民社会と連携する「新しいコスモポリタニズム」が出現し、影響力を増大さ

せていると指摘する1109。そこで、ビジネスと人権におけるグローバルな法形成のプロ

セスにおいて、当事者や被害者、なかでも「サバルタン」という言葉に象徴される、

最も周辺化された脆弱な人々が、国境を越えて社会運動と繋がり、グローバルな法形

成に影響をもたらす力を持ちうるのか、を本研究の最後に確認していきたい。 

 

１ 1980 年代からの動き 

   フォークは、「サバルタン的」な人々の活動は既に、1980 年代に反アパルトヘイトの

活動から始まっていると指摘する。南アフリカの人々と彼らに共感する世界の市民の

ネットワークは、商品購入のボイコット、投資引き上げ、制裁等を国際社会に呼びか

け、アパルトヘイトを終焉に導いた1110。 

そして、1990 年代以降は、多国籍企業の横暴を告発し、抵抗する運動は指導原則に先

立つ国際社会の注目を集めるようになる。ナイジェリア・オゴニランドの抵抗運動1111

や、Nike 等のスウェットショップへの抵抗の運動である1112。そして、1999 年のシアト

ルでの WTO閣僚会議への抗議デモや 2011 年のウォール街の運動等につながる1113。 

 

 
1107 Balakrishnan Rajagopal, International Law from Below: Development, Social Movements and Third World 

Resistance (Cambridge University Press,2003), pp. 1-11. 
1108 Rajagopal はその植民地主義的性格、近年における新自由主義的性格に根本的な批判を行っている。 
1109 その特徴は、中央集権的モデルでなく草の根や地域に依拠し、多国籍企業や世界貿易体制がもたらす

影響を批判し、人権言説への批判的視点を留保しつつも有効に活用し、世界の各地の抵抗運動と連携しあ

うという特色があるという Balakrishnan Rajagopal, “From Modernization to Democratization: The Political 

Economy of the 'New' International Law" in Richard Falk, Lester Edwin J. Ruiz and R.B.J. Walker(eds.), Refaming 

the International- Law, Culture, Politics (Routledge, 2002), pp.150-155; Seck, supra note.62, pp. 594-600.  
1110 フォーク『前掲書』（注 273） 6 頁。 
1111 第 5 章参照。クライン『前掲書』(注 6) 354-360 頁。 
1112 クライン『前掲書』（注 6）341-354 頁。 
1113 山田敦「反グローバル化の広がりと繋がりー世界社会フォーラムの事例日本国際政治学会編『国際政

治』153 号 （2008 年）、青野恵美子・高須裕彦「ウォール街占拠運動 ―新しい社会運動の可能性（下）」

『労働法律旬報』1774 号 （2012 年）48-56 頁。 

http://www.fair-labor.soc.hit-u.ac.jp/rh-junpo/120825.pdf
http://www.fair-labor.soc.hit-u.ac.jp/rh-junpo/120825.pdf
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2 サプライチェーンにおける人権侵害の告発 

上述したようなグローバルな抵抗運動は、経済のグローバル化の負の影響を是正す

るために、多国籍企業を規制する国際法の発展を求めたが、そうした国際法に代わっ

て登場したのが指導原則であった。NGO や社会運動からは、指導原則に対する厳しい

批判が起き1114、対抗軸としてビジネスと人権に関する国際条約を求める国境を越えた

グローバルな市民社会のネットワーク化が広がった1115。 

しかし、こうした市民社会グループは、ビジネスと人権に関する国際条約を目指す

運動と並行して、次第に批判対象であった指導原則を活用し、「南」における人権侵害、

収奪、搾取とグローバルな企業が結びついていることを告発し、その責任を問うよう

になった1116。例えば、2013 年のラナプラザの事故(第 1 章、第 4 章参照)のような産業

事故は、途上国の不幸な事故とみなされてきたが、指導原則の視点で事故を分析した

結果、国境を越えるビジネスの構造が可視化され、バリューチェーンの頂点に立つ著

名企業の責任が厳しく問われるようになってきた。 

ラナプラザ事故の後、現地工場に製造を委託していた欧米の著名なアパレルブラン

ドは、サプライチェーンの労働者の死傷事故について賠償をすべき法的責任はないと

の態度をとったが、バングラデシュの労働者たちは事故後連日、被害への賠償と再発

防止、労働安全を求めるデモ行動を行った。その様子が国際的に報道されると、国際

的キャンペーン組織の Clean Cloth Campaign が主体となって、欧米の著名ブランドの賠

償責任を問う活動を展開した1117。欧米の消費者や市民の間で、著名ブランドの事故後

の対応を批判し、抗議行動や不買運動を展開する動きが広がり、ブランドは対応に迫

られた。その結果、ラナプラザの縫製工場に委託していたすべての海外ブランド企業

が、ILO の呼びかけに応じて創設された犠牲者や被害者に対する補償基金に支払いを

行い、これが被害者・遺族に支払われた。同時に、産業横断で安全性を確保するスキ

ームが構築された1118。 

 
1114 Human Rights Watch, Chris Albin-Lackey, Without Rules, A Failed Approach to Corporate Accountability 

(2011), available at <https://respect.international/without-rules-a-failed-approach-to-corporate-accountability/>last 

accessed on 30 January 2023. 
1115 Bernaz and Pietropaoli, supra note 1051. 
1116 第 4 章参照。Birchall, supra note 329, Butler, supra note 1095. 
1117 縫製とスポーツウェア産業の労働者の声に基づき行動する市民組織。ウェブサイト(available at 

<https://cleanclothes.org/ >last accessed on 30 January 2023)を参照した。 
1118 Motoko Aizawa and Salil Tripathi, Beyond Rana Plaza: next Steps for the Global garment Industry and 

Bangladesh Manufacturers, Business and Human Rights Journal, Vol.1(2016), p.145, 伊藤『前掲書』（注 105）18

https://respect.international/without-rules-a-failed-approach-to-corporate-accountability/
https://cleanclothes.org/
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ラナプラザ事故後、メディアや NGO が縫製産業のサプライチェーンの奴隷的な労働

慣行を調査し、告発する活動は広がった1119。企業は、NGO のキャンペーンに押され、

サプライチェーンを通じて労働者の権利と安全な労働環境を保障するための体制整備

を行い、第三者監査を実施し、どの生産工場に委託をしているのか、さらに監査の結

果がどうであったかについて、消費者等に広く情報公開する仕組みを整えるようにな

った1120。現代奴隷の問題に取り組んできた NGO の地道な活動とこの機運が結びつい

て、英国現代奴隷法は誕生し、その後も欧州を中心として、企業を規制する実効的な

法律を求める市民の運動が広がった1121。 

 

3 人権訴訟の原告となる当事者たち 

 第 5 章、第 10 章で検討した、Unocal、シェル石油等の訴訟は、被害救済を求める被

害当事者の自発的な行動である。そして、多国籍企業の本国を拠点とする環境 NGOや

人権 NGO等の専門集団が、彼らと国境を越えて連携し、訴訟活動やキャンペーンを支

えており、「南」の現場と「北」の法廷をつないで、市民が連帯する動きが様々な訴訟

を通して展開されてきた1122。 

また、現在、気候変動関連訴訟は、2020 年 5 月時点で世界に 1500 以上提起されてい

るとされる1123。気候変動は今や人権問題であるとの認識が急速に広がるなか、前章で

 

頁、19 頁。 
1119 アジアにも動きが広がった。日本と香港の NGO が共同で、ユニクロの中国委託先工場の潜入調査を実

施した。HRN ほか「中国国内ユニクロ下請け工場における労働環境調査報告書」 （2015年)。中国ウイグ

ル自治区の強制労働問題については、Australian strategic Policy Institute, Uyghurs for sale(2020), available at < 

https://www.aspi.org.au/report/uyghurs-sale>  last accessed on 30 January 2023. 
1120 伊藤「前掲論文」（注 392）122-124 頁。欧米の消費者は自分の購入する商品がもとをたどればどこか

ら来たのか、それが倫理的なのかといった説明を求めるようになり、企業は「トレーサビリティ」(物品

の流通経路を生産段階から最終消費段階あるいは廃棄段階まで追跡が可能な状態)を確保する対応に迫ら

れるようになった。 
1121 Anti Slavery International, available at <https://www.antislavery.org/about-us/history/> last accessed on 30 

January 2023. フランスの注意義務法等においても、市民社会が大きな役割を果たしたことは、第 9 章に記

載した通りである。 
1122 ユノカル事件及び Kiobel 事件は米国を拠点とする人権団体の Center for Constitutional Rights と環境団体

の Earth Rights International が 支援し、オランダの対 Shell 訴訟は、Friend of Earth を中心に進められてい

る。同様にフランスの Sherpaやドイツの Center for Constitutional Human Rights、イギリスでは法律事務所

の Leigh Day がこうした事案に集中的に取り組んでいる。Human Rights Litigation against Multinationals in 

Practice, supra note 962. 
1123 明日香壽川『グリーンニューディール』 (岩波書店、2021 年） 63 頁、島村「前掲論文」（注 1013）50-

51 頁。久保田修平「気候変動時代における企業法務と ESG 投資、SDGs －機構変動訴訟の動向を踏まえ

て」『環境法研究』46 号（2021 年）38-39 頁。 

https://www.aspi.org.au/report/uyghurs-sale
https://www.antislavery.org/about-us/history/
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見た Shell 訴訟の結果に奨励され、エネルギー関連企業が、バリューチェーン全体で人

権に対する負の影響を防止、軽減する義務を負うこと、自社やサプライチェーンだけ

でなく、エンドユーザーの二酸化炭素排出削減に対しても努力義務を負うことを前提

に、企業に義務履行を求める訴訟が提起されている1124。 

企業は、提訴を報じられただけで株価等の短期的利益を毀損されるため、政府や国

際社会の動きとは格段に違うスピードで対応することを迫られ、企業ポリシーを抜本

的に改善する傾向があるという1125。提訴はこのように、企業の政策を短期間で劇的に

変化させる戦略にもなっている。 

 

4 国連の人権メカニズムとの協働 

   人権侵害の被害者や当事者は、国連の人権メカニズムに働きかけ、その活動を促進

する役割を果たしている。 

例えば、国境を越える企業による人権侵害の中でも深刻な事例として、採取産業プ

ロジェクトの現場での人権侵害、環境破壊、人権活動家への攻撃がある。Kiobel 事件

に象徴される通り、開発プロジェクトに反対する人権活動家や先住民は、その要求を

無視され、弾圧され、暴力にさらされ、時には命を奪われる危険もある。 

当事者はビジネスによる人権侵害の停止と被害救済を求めて、国境を越えた社会運

動と連携し、Kiobel 事件のような訴訟を提起したり、国際的なキャンペーンを行うほ

か、人権条約機関の定期審査への情報提供等、国連人権機関への働きかけを行った。

ライツホルダーの訴えを受けて、国際社会は深刻な人権問題と環境汚染に対する認識

を深めることになる1126。 

そして、第 8 章でみた通り、こうした活動が国連人権機関の人権条約解釈や勧告

に、多大な影響を与えた。セックは、2007年、国連人種差別撤廃委員会が初めて多国

籍企業に域外の人権侵害に関する勧告を行う前に、先住民の人々から送られた手紙を

 

1124 David Birchall, supra note 329. 島村、同上51頁。 

1125 明日香『前掲書』（注 1123）。企業法務の観点からこの問題を論じた久保田は「気候変動訴訟を提起す

る原告やその背後にいる NGO は、より社会与える影響が大きい企業を被告として選び、企業や社会全体

の行動変容を迫ることを目的としている。今後、NGO と機関投資家の連携がますます強化されていく中

で、ESG 投資家から投資を受ける大企業ほど、気候変動訴訟の動向に注意を払う必要がある」と指摘する

（久保田「前掲論文」（注 1123）。 
1126 UNEP. supra note 110. 
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読む機会があったことに言及する1127。国連人権条約機関は、定期報告審査等の機会

に、NGOからのシャドウ・レポートを受領し、人権侵害の被害者や当事者の訴えを聴

き、事態を改善することを求めて締約国に勧告を行う。その過程で必要に迫られて、

ビジネスと人権に関する国家の義務に関する発展的解釈が促されるという側面がある

と考えられる。 

一方、指導原則採択後も、毎年多くの人権活動家が殺害されていることは第 4 章で

触れたが、毎年こうした人権活動家の殺害の実情を調査し、報告書として公表して告

発を続ける NGOの活動がある1128。前述のとおり、国連の人権活動家に関する特別報

告者は 2017 年、ビジネスと人権の問題に取り組む人権活動家の殺害が、指導原則採択

後も相次いでいることを警告する報告書を公表し、多国籍企業に対応を求めたが、こ

のような活動が上記 NGOの継続的な調査活動に大いに依拠していることは報告書から

もうかがえる1129。 

以上のとおり、国連人権機関の作業は静的なものでもなく、独立専門家の知的作業

のみに依拠するものでもないこと、現場から告発をし、国際法に応答を求める当事者

や市民社会とのいわば相互連携作業によって新しい規範が生み出されていることが確

認できる1130。 

5 世論によって直接企業のアカウンタビリティを追及する動き 

「下からのグローバリゼーション」はさらに、国連機関を介することなく、人権専

門家を介在することもなく、企業のアカウンタビリティを直接問う活動を活性化さ

せ、無視できない影響力を持つに至っている。 

企業は今やビジネスと人権の問題に取り組まないと、訴訟リスク、悪評リスク、事

業リスク、財務リスクという 4 つのリスクにさらされると言われる1131。 

 
1127 Seck, supra note 35, p. 222. 
1128 Global Witness, supra note 414. 
1129 Michel Forst, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders, supra note 415. 
1130 バリューチェーンには国家も含まれることから、企業の責任を追及し、企業行動が変容することで、

国家による真剣な人権侵害を止める新しい可能性が開けている。ミャンマーやパレスチナ等、深刻な人権

侵害に関連性のある企業名を国連独立専門家が公表する手法が進められていることは前節でみた通りであ

るが、ひとたび公表されれば、企業は是正を求められ、さらに問題企業に漫然と投融資を続ける銀行や機

関投資家の責任も問われることになる。国連のこうした活動は、現地で活動してきた当事者の長年にわた

る活動と情報提供に依拠したものである。同時に、国連が報告書を公表したとしても、これに続くグロー

バルなキャンペーンが展開されなければ、国連の報告書が提起した勧告は十分に実施されない。国連人権

機関のビジネスと人権に関連する報告書は、形成段階でも、実施段階でも、当事者を中心とするグローバ

ルな市民の行動に依拠している。 
1131 訴訟リスクは被害者から訴訟提起を受け、場合によっては敗訴するリスク、悪評リスクはメディア
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ライツホルダーや市民社会の国境を越えた運動が展開される結果、これら４つのリ

スクを恐れた企業が、社会運動の要求を受け入れ、人権に関する企業行動を変容させ

るケースが相次いでいる。 

例えば、米国では、2020 年にジョージ・フロイド氏が警官に殺害された事件を受

け、人種差別に反対する Black Lives matter 運動が高揚したが、この運動における効果

的なキャンペーンが、全米黒人地位向上協会（NAACP）等の団体が組織した、「Stop 

Hate for Profit（利益のためのヘイトをやめろ）」であった。これは、人種差別に抗議す

る米国市民が SNSプラットフォーム企業の Facebook 社がヘイトスピーチに寛容な姿勢

を取っていたことを問題視し、全米を拠点とする著名企業に対し、Facebook への広告

出稿をボイコットするよう呼びかけたキャンペーンである1132。1200 もの企業がこれに

賛同して Facebook への広告出稿をとりやめ、その影響は、Facebook 社の人権方針（と

りわけ差別的表現に対するポリシー）が大幅に改善する契機となった1133。この運動の

成功を通じて、社会的に一定の範囲で以下のような認識が共有されたといえる。それ

は、第 1 に、SNSプラットフォーム企業が指導原則に基づき、バリューチェーン全体

での人権尊重責任を果たすために、ヘイトスピーチや差別的言動を無批判に SNSに流

通させない取り組みをする社会的責任が要請されること、第 2 に、ヘイトスピーチが

横行することを許容する SNSプラットフォーム企業と取引関係のある企業は、影響力

を行使して人権侵害を防止、軽減する責任があるということ、第 3 に、ライツホルダ

ーが広く連携し、指導原則を援用して企業に人権に対するアカウンタビリティを直接

迫ることを通じて、実際に巨大企業の行動を変容させる力を持ちうるという現実であ

る1134。 

 

 

や NGO、国連等から人権侵害を指摘され、企業イメージに傷がつく等のリスク、事業リスクはストライ

キ、人材の流出、許認可の取り消しや公共調達からの排除等、財務リスクは、投資家からの投資引き上

げ、株価低下、財務状況の悪化等である(法務省人権擁護局・公益財団法人人権教育啓発推進センター

「今企業に求められる企業の人権尊重責任」概要版 ( available at < https://www.moj.go.jp/content/ 
001346121.pdf > last accessed on 30 January 2023) 7 頁。 
1132 National Association for the Advancement of Colored et al. Stop Hate for Profit, Demand Facebook Stop Hate 

for Profit, available at <https://www.stophateforprofit.org/demand-change> last accessed on 30 January 2023. 
1133 Meta, Corporate Human Rights Policy (March 2021), available at <https://about.fb.com/wp-content/uploads/ 
2021/03/Facebooks-Corporate-Human-Rights-Policy.pdf > last accessed on 30 January 2023. 
1134 UN Global Compact Network UK, Black Lives Matter & Business, 2021 

https://www.moj.go.jp/content/001346121.pdf
https://www.moj.go.jp/content/001346121.pdf
https://www.stophateforprofit.org/demand-change
https://about.fb.com/wp-content/uploads/2021/03/Facebooks-Corporate-Human-Rights-Policy.pdf
https://about.fb.com/wp-content/uploads/2021/03/Facebooks-Corporate-Human-Rights-Policy.pdf
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6 ハードロー化の動きを促進する社会運動 

1990年代以降、国際条約の形成にあたってNGOの役割が大きいことは、すでに多く

の研究が明らかにしている1135。この点、ビジネスと人権に関するハードロー化のプロ

セスにおいて特筆すべきことは、ライツホルダーを中心とする「下からのグローバリ

ゼーション」の動きが随所で立法過程に影響を与えていることである。 

ビジネスと人権の分野では、国際、地域、ローカル(途上国の市民組織を含む)が

様々な形で連携し、国際条約、EU 法、多国籍企業本国の規範形成に影響を与えている

状況がある1136。 

EU のプロセスと国連作業部会は、①国家の域外的な義務を拡大し、被害者の司法的

救済を確保すること、②企業の人権に関する義務、特に人権デュー・ディリジェンス

を法的義務化し、企業のアカウンタビリティを確保すること、という共通課題を目指

している。それは本研究で検討してきた 2 つの課題と結びつく。 

規範の方向性が収斂しつつある背景には、国境を越えて市民社会がネットワークを

構築し、当事者及び被害者のニーズに即した問題解決のために、国内、EU、国連にお

ける共通の政策目標を掲げて活動を展開している影響がある1137。 

例えば、EU においては、域内の広範な NGO 組織からなる European Coalition for 

Corporate Justice（ECCJ）が影響力を有し、企業を変化させるために法的拘束力のある

ルールが必要だという共通認識から、一方でEUの人権デュー・ディリジェンスの法制

化を推進し1138、他方で EU に対して国連レベルの条約化議論に加わるよう求め、いず

れのプロセスにも影響を与えてきた1139。また、前述したOEIGWGの公式討議における

 
1135 Bernaz and Pietropaoli supra note 1051; Boyle and Chinkin, supra note 47, 目加田説子「トランスナショナ

ル・シビルソサエティの時代 ―地雷廃絶運動を手がかりに」『軍縮問題資料』245 号  （2001 年）。 

1136 同上。 

1137一方、企業側の国際的ネットワークも国内、EU レベル、OEIGWG の討議を通して、企業への規制を企

業利益に沿ったものにしようと努めている(Muchlinski supra note 501, pp. 224-225)。これに対抗し、多国籍

企業の本国や企業団体に対する対抗言論を形成する被害者や市民がグローバルにつながり、共同のアドボ

カシーを展開するのは必然であろう。Bernaz and Pietropaoli, supra note 1051. 
1138 木下「前掲論文」（注 853）29-30 頁。 
1139 欧州議会は 2015年 12 月、EU に対し国連の議論に加わるよう勧告したが、これに先立ち、9 月にビジ

ネスと人権に関するセミナーを開催し、NGO や地域社会の声に耳を傾けている（European Coalition for 

Corporate Justice, Event Summary: Towards a legally binding instrument on Business and Human Rights European 
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当事者や NGO の発言は、これまで国際社会から顧みられてこなかった脆弱な立場に立

たされた人たち、例えば「南」の労働者や開発対象地域の住民、先住民、女性たちに

起きている現実の人権侵害の実情を国際社会が認識し、こうした人々の状況を改善さ

せるために必要な国際法とはどうあるべきかを学ぶ、貴重な機会を国際法形成プロセ

スに与えるものである1140 。 

国内法、EU 法、国際法は、相互に影響を受けあい、動態的に発展しているが、当事

者及び被害者、そして彼らと連携するグローバルな市民社会の連携が、規範を発展さ

せる触媒の役割を果たしているといえる。 

 

7 小括 

以上に概観した通り、被害者及び当事者と、彼らと連帯したグローバルな市民の行

動が、訴訟、国連人権メカニズム、グローバルな法形成のプロセスを通じて、または

直接的な行動を通じて、事実と規範に変化をもたらす現象が、様々な場面で同時に展

開している1141。 

指導原則を援用することを通じて、当事者や被害者が声を上げて訴えるフォーラム

は増え、彼ら及びこれと連携する市民社会ネットワークは、訴訟を通じて、国連シス

テムを通じて、条約交渉を通じて、世論喚起を通じて、確実に国家や企業の行動を変

え、各国司法や国連機関における議論を変えている。 

Facebook や気候変動訴訟の例に見る通り、国家の官僚機構による意思決定や複雑な

条約交渉では変化に長期間かかる問題であっても、指導原則を援用し、グローバルな

市民社会の意思を結集することで、国際世論の期待値が集中した結果、短期間に巨大

 

Parliament, Wednesday 2 September 2015(2015), available at < https://media.business-humanrights.org/ 
media/documents/files/documents/Summary_of_EP_Event_on_UN_Treaty.pdf >last accessed on 30 January 2023. 

1140Women’s International League for Peace and  Freedom, Mobilising for a Gender-Sensitive Treaty on Business and 

Human Rights(2 November 2017) https://www.wilpf.org/mobilising-for-a-gender-sensitive-treaty-on-business-and-

human-rights/ 阿部は、人権言説は「ハイジャック」されやすいからこそ、「当事者自身の声を公的アリー

ナに反響させる」必要を指摘する。阿部浩己「グローバリゼーションと国際人権法」『法律時報』77 巻 1

号  （2005 年） 10 頁。 
1141 阿部は、民衆法廷について「被害者の視点に寄り添って国際法を解釈する「法廷」の営みは、意思決

定過程を価値的に多様化することで国際法がいかに多様な可能性に向けてひらかれていくかを指し示す」

として、取り組み意義を評価するが、ビジネスと人権をめぐる動態は、いわば市民社会が主導する同時多

発的な民衆法廷の様相を呈しているとの評価ができるだろう（阿部『前掲書』（注 27）215 頁）。 

https://media.business-humanrights.org/media/documents/files/documents/Summary_of_EP_Event_on_UN_Treaty.pdf
https://media.business-humanrights.org/media/documents/files/documents/Summary_of_EP_Event_on_UN_Treaty.pdf
https://www.wilpf.org/mobilising-for-a-gender-sensitive-treaty-on-business-and-human-rights/
https://www.wilpf.org/mobilising-for-a-gender-sensitive-treaty-on-business-and-human-rights/
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企業の行動に大きな変化を生み出す事例が出現している1142。 

企業が人権に関するアカウンタビリティを問われ、「社会世論という法廷によって裁

かれる、時には実際の法廷によっても裁かれる」1143という具体事例の蓄積は、長期的

に見れば、国家実行と法的確信という国際慣習法の形成の条件とされるいわゆる二要

件に確実に影響を与えるであろう1144。 

ビジネスと人権に関する普遍的で実効性ある条約化を実現する道のりの帰趨を決す

るのも、様々なフォーラムで声を上げる人々の声がどれだけ大きくなり、現実を変化

させるかにかかっているだろう1145。そして、条約の制定はあくまで一つの通過点に過

ぎず、条約が国際規範として確立し、いかに実効的に実施されるようになるかという

点でも、社会運動が果たす役割が重要となる1146。 

個人はもはや国際法の実現過程にとって可視化されない無力な存在とはいえない1147。 

ビジネスと人権について実効性のある人権保障を実現する規範を創造するために、

当事者及び被害者を含むグローバルな社会運動の影響力に、正当な考慮が払われる必

要がある。 

 

  

 
1142 伊藤「前掲論文」（注 392）128 頁。 
1143 SRSG,2008 Report, supra note 124, pp. 16-17, para. 54. 
1144 Chimni, supra note 56, pp. 42-47. 
1145 ストックホルム宣言や、リオ宣言はソフトローから始まり、それを援用し続け、アカウンタビリティ

を問い続ける人々がいたことで、ハードローに転化していった。目加田は、「トランスナショナル・シビ

ルソサエティは受け身でしかないという旧来の価値観や国際社会の構造」は、20 世紀最後の 10 年に大き

な転機に直面したと指摘する（目加田「前掲論文」（注 1135）16-21 頁）。 
1146 目加田・同上。目加田は、地雷廃絶運動を例に、「条約を通じて新たな国際規範を確立させていくに

は、成立した条約がいかに実施されているかを見守ってゆくことが重要である」(19 頁)として市民社会の

役割と課題を論じる。 
1147 阿部『前掲著』（注 27）216-217 頁。 
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             第 4 部のまとめ 

 

第 4 部では、第 3 部で検討してきた国際法の発展の方向性に向かってグローバルな

法形成が現実のものになりつつあることを確認することができた。 

本研究の問いである 

①  国際人権法上のこれまでの適用範囲を拡張し、国家が人権に関する域外的

義務、すなわち自国の管轄または管理下にある企業の越境的活動により影響

を受ける領域外の個人の人権を保護する義務を負う国際法の発展が可能か、 

②  企業の越境的活動によって生じる人権侵害について企業に直接的または間

接的な義務を課し、被害防止・救済を確保する国際法の発展が可能か 

について、国際条約を実現する動きが進む一方、欧州を中心に、国内法や EUの規

制を通じて同様の内容に即した国内規制が進みつつあり、現在の欧州の議論は、それ

がいかにライツホルダーにとって実効性があるかという議論に移っている。 

EU法、国内法と裁判、そして、国際条約を実現する動きは、それぞれが孤立した動

きではなく、相互に影響を与え合っていることが明らかになった。 

第 3 部の 8 章で詳細に検討した人権条約機関の発展的解釈の結果として各国に出さ

れた勧告が欧州の立法と司法の動きに重要な影響を与えていることを確認できる。 

また、欧州の一国で進められる先進的な立法が、他の国の立法動向に刺激を与える

だけでなく、EUレベルの立法を促し、EUの立法行為が一方で EU全加盟国に影響を

もたらしている。さらに、ブリュッセル効果を通じてビジネスと人権に関するグロー

バルな規範形成も影響を与える可能性がある。そして、こうした動きは国家中心主義

の壁に直面する国際条約交渉にも影響を与えている。これが世界的な規制に結実する

にはまだ多くの課題と困難があるが、国家間の条約交渉の背後でこの動きを後押しす

る国連人権メカニズムの実践と、市民社会の行動は、確実に国際法の在り方に変容を

生み出そうとしていることが確認できた。 

グローバルな法形成の動きの中で、まず、法律専門家が大きな役割を果たしている

ことは注目に値する。第 8 章でみた人権条約機関と並んで、国連人権理事会の特別手

続のマンデートホルダーらが、指導原則の援用を着実に続ける一方、各国の裁判官も

指導原則を国内法に取り入れる解釈実践を重ねる中で、国連の場で企業のアカウンタ

ビリティが直接的に問われ、裁判を通して、人権尊重責任が法的な「注意義務」とし
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て再解釈されている。個々の規範の発展が相互に影響を与え合い、指導原則をハード

ローとしてより実効的に被害を防止・救済しうる規範に発展させる動態的展開が生ま

れている。 

こうした法形成を根底から促進する動きとして、ビジネスと人権の分野において、

国際法の「他者」とされてきた人々、そして彼らと結びついて緩やかに連帯する国境

を越えた市民社会のネットワークが、現状に異議を申し立て、国際法の変容を迫る主

要な原動力として、グローバルな法形成に変化を生み出していることに本研究では注

目した。ライツホルダーと市民社会が声を上げて解決を求め、その実情が可視化され

る中で、彼らへの応答として立法の動きが進み、指導原則や人権条約、そして国内法

の解釈実践が進んできた側面があるとともに、実際に企業のアカウンタビリティを問

う活動が、国家中心主義的国際法の法的確信を少しづつ揺るがしつつあると言える。 

当事者、被害者、そして市民社会による国際法形成に関わる動きには、何よりも正当性

がある。スーザン・マークスは、国際法の法形成過程における民主的包摂性（Democratic 

Inclusion）を提唱し、その一環として、世界の人々が自己に影響する意思決定プロセスか

ら系統的に排除されている構造の変革が必要であると指摘する1148。 

国際法はそれを必要とする人たちのものであり、最も問題解決に関係する当事者を

排除したところに、公正な問題解決に資する国際法の形成はあり得ない。 

ビジネスと人権に関する国際法秩序が実効的な被害の防止と救済に役立つものとし

て生成されるために、ライツホルダーを中心とする「下からのグローバリゼーショ

ン」の視座は今後も決定的な重要性を持つと考える。 

 

  

 
1148 Marks, supra note 67, pp. 101-120; David Held, Democracy and the Global Order: From the Modern State to 

Cosmopolitan Governance (Stanford: Stanford University Press, 1995), pp.221-238; Seck, supra note 62, pp.597-600. 

Marks は、国内民主主義の普遍化(Pan-National Democracy)について、民主主義を主権国家の領域とその意

思決定プロセスに封印し、国内を超えた世界はパワーによって成り立っている現状を批判し、これまでの

国際法の限界を打開できないと批判し、かつ国内民主主義ではグローバリゼーションによって生じる課題

に対処できないとする。ここにおいて、Marks が提唱する包摂的な民主主義の基礎は、Held が提唱するコ

スモポリタン民主主義を支持する。Held は、民主主義は意思決定によって影響を受ける者が意思決定に参

加するプロセスであるが、国家の意思決定によって領域外の人々が影響を受ける問題に関するアカウンタ

ビリティを問う機能がないとする一方、国際法のよって立つウェストファリア体制にも限界があるとし

て、国家体制を超えた民主主義(国境を越えた様々な共同体のネットワークによる)を提案する(David Held,  

Democracy and the Global Order,  From Modern State to Cosmopolitan  Governance(Polity Press,1995), pp.224-225, 

267-280)。以下も参照。Susan Marks, “International Judicial Activism and the Commodity-Form Theory of 

International Law,” The European Journal of International Law, Vol. 18 No. 1 (2007), pp.199−211. 
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終章 

 

1 本研究を通じ、ビジネスと人権に関するこの 20 年ほどの国際法（国内実施を含

む）およびその動きに影響を与えるグローバルな法形成の動態を、被害者及び当事者

の視点からたどった。 

それは、ビジネスと人権に関する議論の国際社会での高まりとは裏腹に、もっとも

弱い立場の人たち、例えば多国籍企業の海外事業で人権侵害にあった被害者やグロー

バル・サプライチェーンの末端の労働者が救済から取り残されているのではないか、

との疑念から出発したものである。 

国家中心主義的な国際法は、国境を越える企業活動がもたらす人権侵害に有効な回

答を示さずにきた。一方、指導原則は、非常に広範な責任を企業に課す画期的な側面

を持ちながら、法的拘束力を欠き、規範的な限界があった。 

その限界とは、第１に、国家の保護する義務として規定された内容が極めて具体性

に乏しく、企業の越境する人権侵害に対する国家の域外的義務について明確な規定を

しなかったこと、第 2 に、企業の人権に対する国際法上の義務を確認せず、「社会的な

責任」を規定するにとどまり、「人権デュー・ディリジェンス」の内容も曖昧であるこ

と、第 3 に、人権侵害の被害救済やアカウンタビリティのメカニズムが欠落している

ことである（3 章）。 

そのため、指導原則採択後の企業による実施は極めて問題をはらむものであった。 

指導原則採択後、企業が国境を越えて関わる人権侵害に対する被害救済に関する国

際法の発展はなく、被害者は救済から締め出されてきた（4 章、5 章）。「新しいガバナ

ンス」として続々と立ち上がるプライベートレジームのすべてを否定するものではな

いが、透明性やアカウンタビリティに欠け、トップダウンで、最も重視すべき脆弱な

当事者や被害者を締め出す結果が生まれた(4 章)。 

結論として、国家中心の法体系も、ソフトローによる私的なガバナンスも、いずれ

も最も脆弱な当事者を置き去りにしてきたことが明らかになった。当事者及び被害者

の視点に立てば、指導原則を重要なマイルストーンとしつつ、法的拘束力を伴うハー

ドロー規範に発展させる必要があることが明らかになった。 

2 そこで、本論文では、企業の人権侵害に対応して、 

① 国際人権法上のこれまでの適用範囲を拡張し、国家が人権に関する域外的義
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務、すなわち自国の管轄または管理下にある企業の越境的活動により影響を

受ける領域外の個人の人権を保護する義務を負う国際法の発展が可能か 

② 企業の越境的活動によって生じる人権侵害について企業に直接的または間接

的な義務を課し、被害防止と救済を確保する国際法の発展が可能か 

を検討した。 

検討の結果、国際環境法に端的に示される通り、非国家主体を「管轄または管理下」

(ストックホルム宣言等)におく国家が、非国家主体の越境的な有害行動に関して域外

的な義務を負い、被害防止と救済のための立法、行政、司法上の義務を負う規範が国

際法の様々な分野で確立していること、越境環境損害のレジームにおいては、越境損

害の実効的な被害救済のために、非国家主体に義務と責任を課し、国家が救済の実現

を確保する義務を負う規範を確立していることを確認することができた。 

国際人権法は越境する企業の人権侵害という課題に直面しながら、こうした分野で

の発展がはるかに立ち遅れていることが明らかになった。 

そして、ビジネスと人権に関する拘束力のある国際条約を創ろうとする努力に対し

て、しばしば投げかけられる批判的言説、すなわち、国家の人権に対する義務は領域

によって限定される、あるいは、企業に対しておよそ国際法上の義務を課すことがで

きない、という言説は、決して国際法全体を貫く不動の規範ではなく、これを乗り越

えることが可能であることを明らかにした（6 章、7 章）。 

この点を確認することは、今後ビジネスと人権に関する議論が「神話」にとらわれ

ず、より公正に、かつ被害者や当事者のニーズに基づく実効性のある議論となるため

に重要であると考える。 

もちろん、以上を前提としても、「あるべき法」と「ある法」の間には乖離がある。

しかし、国際環境法は、地球環境保護というニーズに依拠し、短期間に急速な発展を

遂げた。越境損害防止義務は国際法の一般原則として確認されるに至り、様々な条約

レジームが被害救済の体制を構築している。環境と人権は同様に対世的性質を有する

規範であり、グローバリゼーションの下、企業活動に伴って環境被害と人権侵害が同

時発生している現状、そして、良好な環境が人権であると捉えられる今日、国際人権

法の分野においても国際環境法の英知を参照し、同様の規範的発展を実現することは

重要な課題である。 
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3 国連人権条約機関は、国際人権法の研究者らの意欲的な研究に依拠し、国際環境法

等の他分野の国際法の進展も参照して、ビジネスと人権の分野で人権条約の発展的解

釈を進めてきた。人権条約機関は、国家の域外的保護義務について解明を進め、近年

では、多国籍企業の本国等の国家に、その管轄下にある企業の領域外での人権侵害を

防止・救済するために、①企業に人権デュー・ディリジェンスを義務付ける法規制を

導入すること、②企業のデュー・ディリジェンス実施を監視、調査、義務違反への制

裁をすること、③領域外で発生した被害に対する司法救済を確保することを求める勧

告が相次いで出されるに至っている（8 章）。米州人権裁判所においても同様の発展的

解釈がみられる。かつてパレスチナの壁事件で ICJが自由権規約委員会、社会権規約委

員会の勧告を援用し、領域外の国家の人権条約上の義務を認めたように、いつか、上

記の発展的解釈が、国際法の一般原則となることもあり得よう。 

 

4 こうした国際人権条約機関の発展的解釈は、新たな規範の動態的変化を生み出そう

としている。人権条約機関の勧告を受けた国家は、人権デュー・ディリジェンスの法

制化に乗り出しており、その動きがEUの人権デュー・ディリジェンス指令の動きを加

速した(9 章)。被害者や当事者が持ち込む対多国籍企業訴訟は、欧州人権裁判所の厳格

な解釈(2 章)を乗り越え、不法行為理論に依拠し、法人格のヴェールを乗り越え、指導

原則を援用してバリューチェーン全体に対する企業の義務を確認するに至っている(10

章)。  

指導原則は確実にハードロー化に向かい、かつ指導原則の限界を乗り越えた規範が

創造されつつある。国家の義務は、その管轄下にある企業やその子会社等が活動する

領域外の個人の保護に拡張し、立法・行政・司法上の具体的な義務が国内法や人権条

約の解釈によって確立されつつある。一方、企業に対し、国家を通じた間接的なデュ

ー・ディリジェンス義務を課す国内立法が次々と誕生している。 

こうした動きは、国連を舞台とした途上国主導によるビジネスと人権に関する法的

拘束力ある条約の議論を後押ししている。国内法、EU 法、国際条約の動きは互いに影

響を与えあっており、人権デュー・ディリジェンスの義務化やビジネスと人権に関す

る法的拘束力ある国際条約は非現実的な空想ではなく、現実に近づいている。 

 結論として、本研究が掲げた 

① 国際人権法上のこれまでの適用範囲を拡張し、国家が人権に関する域外的義
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務、すなわち自国の管轄または管理下にある企業の越境的活動により影響を受け

る領域外の個人の人権を保護する義務を負う国際法の発展が可能か、 

② 企業の越境的活動によって生じる人権侵害について企業に直接的または間接

的な義務を課し、被害防止・救済を確保する国際法の発展が可能か 

 という問いは、国際法上可能であるし、必要であること、そして「あるべき法」か

ら「ある法」へと向かうプロセスにあると結論付けることができる。 

 

5 「あるべき法」から「ある法」へと向かうプロセスにおいて、また「ある法」を被

害者や当事者の権利を確実に保障するものとしていくために、重要なのはライツホル

ダーの力である。 

本研究では、国連人権条約の発展的解釈の形成過程においても、国連特別手続の進

展においても、国内法やEU法のプロセスにおいても、そして日々生起する企業による

人権侵害に対する現場での権利闘争においても、ライツホルダー及び彼らと結びつい

た市民社会、フォークの言うところの「下からのグローバリゼーション」が決定的に

重要な影響力を有していることが明らかになった。 

第 8 章で見た国連勧告を受け、市民社会はグローバルに連携し、それぞれの政府に

対し、国連の勧告実現を迫って国内立法の実現を主導する一方、EU 立法、国際条約の

実現に働きかけ、グローバルな法形成に多大な影響を与えている（9 章、11 章）。 

ラマサストリーは、指導原則を超える国際規範を実現するためには各国の国家実行を

変え、国際条約の原型となりうる優れた国内法の前例をあちこちで示すことが重要だ

と指摘する1149。そのような国内法制定においてもライツホルダーを中心とする市民社

会は重要な役割を果たしてきた（9 章、10 章）。 

欧州における国内立法やEU立法の進展は、せめぎあいの最中であるとはいえ、市民

社会が国家実行を変えた成果であり、ビジネスと人権に対する規制に関する確実な前

進を含んでおり、今後の国際法形成に大きな影響力を与えうる。 

また、多国籍企業の事業活動の被害者が国境を越えた市民社会ネットワークと連携

して、欧州の多国籍企業本国の裁判所での司法救済への道を切り開いた（10 章）。 

さらに「下からのグローバリゼーション」は、様々な方法で企業に対し人権侵害に

 
1149 Ramasasry(2013)supra note 311, pp. 183,184 and 190. 
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対するアカウンタビリティを確保させる力を発揮している。 

指導原則に、バリューチェーン全体での企業の人権尊重責任という原則（原則 13）

が導入されたことを契機として、現在の資本主義のもとで無数に展開する企業の取引

関係や利益構造がいかに人権侵害や搾取と結びついているかを可視化することが可能

となった。気候訴訟や Black Lives Matter の取り組みが示す通り、多くの市民が意思を

持ってこの武器を使えば企業行動を変えることができる。そして、人々が「企業の尊

重責任」を援用し続けることは、時を越えて弱い「責任」を「義務」に転化する展望

を開くだろう1150。それは国際慣習法の二要件にも影響を与えうると考える。 

そして、ビジネスと人権に関する条約が実効性ある規範として誕生するためにも、

企業に国際人権法上の義務があるとの国際慣習法を形成するためにも、「下からのグロ

ーバリゼーション」の声が決定的な役割を果たすであろう。 

ヒギンズが述べる通り、人々は、国際法の「意思決定プロセス」の参加者

(participants)である1151。ひとたび非対称な構造を変える国際基準ができれば、市民社会

が国内においてそれを活用し、人権を回復する有効な手段となるだろう1152。 

大沼は、「国際法とは、諸国の人々の思想、活動の所産として生み出され、解釈・修

正・実施され、破られ、新たな規則が模索され、そこから新たな規則や原則が生み出

され、これまで「あった」ように見えたものに取って代わるという、不断の動態的な

過程のなかにこそある」1153と述べた。経済のグローバル化によって最も影響を受け、

人権侵害からの回復を求める人々の声こそが、公正な国際法を発展させるプロセスを

構成するとともに原動力であり、国際慣習法を創る力だといえる。 

今後のビジネスと人権に関する国際法制度は、ライツホルダーを中心に、実効的な

規制と救済のための具体的な制度設計を進める必要がある。上記①②の方向に国際法

を発展させることを基礎として、さらに具体的に、事業の計画段階で影響を受ける当

事者との協議や情報公開を義務付け、損害発生時には企業側に厳格責任を課し、立証

責任を転換し、企業の賠償を確保する措置を講じると同時に、国連レベルで企業の人

 
1150 Zerk, supra note 9; Weissbrodt and Kruger, supra note 245,339p; Boyle and Chinkin, supra note 47, p.211. Zerk

は以下のとおり指摘する。“existing soft law instruments have the potential to help create new, customary 

obligation” (p. 309). 
1151  Higgins, supra note 66, pp. 49-50. 
1152 本研究では国境を越える人権侵害を「本国」「受入国」の非対称性を前提に、ビジネスと人権に関する

より公正な秩序を研究してきたが、「受入国」内における司法制度の強化や指導原則ないし来るべき新し

い国際規範の実施は、もう一つの重要な課題である。今後の課題としていきたい。 
1153 大沼『前掲書』（注 475）18頁。  
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権侵害の責任を問う（第 2 章「規範（案）」参照）システムを構築する等、もっと被害

実態に即し、ライツホルダー中心の制度構築を進める必要がある。 

法、権利、正義は、それを蹂躙され、回復を求める人々、法、権利、正義を真に必

要とする者のためのものであり、国際法は被害者及び当事者の権利中心の視点から、

再考され、書き直される必要がある。国際法の役割は、被害者や当事者を締め出すこ

とではなく、弁解やユートピアを夢想することでもなく1154、これらの人々の声に耳を

傾け、その視座に立って国際法の未来を構築することであると考える。 

                                   （了） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1154 Martti Koskenniemi, From Apology to Utopia－ The structure of International Legal Argument, pp.16-21, 

Cambridge University Press,2006); Rajagopal, supra note 1109, p. 4. 



259 

 

            既発表の論文等の業績 

 

【著書】  

『脱セクシュアル・ハラスメント宣言  法制度と社会環境を変えるために』 

（共著）（2021 年、かもがわ出版） 

『ファストファッションはなぜ安い』（2016 年、コモンズ） 

【論文等】 

「国際人権基準と女性の権利」『法学館憲法研究所 Law Journal』 第 25 号（2022 年） 

「ビジネスと人権」『世界』2021 年 9 月 （2021年）118-128 頁 

「刑法改正の課題」『ジェンダーと法』18号（2021 年）68-83 頁 

「発題５ 実務（法律専門家/NPO・NGO)の観点から」『世界人権宣言の今日的意義』 

(国際書院、2019 年）71-79 頁 

「国連ビジネスと人権指導原則と日本の課題」『季刊労働者の権利』331号（2019 年） 

「ステークホルダー対応の最前線」（第 11 回）ガラパゴス的対応からの脱却 

     －日本企業は国際人権 NGOの主張といかに向き合うべきか（共著） 

 『NBL 』1139号（2019 年）80-89 頁 

「多国籍企業の責任を問う―アメリカの人権訴訟の現在―私が見たアメリカ、私が見

た世界⑧」『法と民主主義』415 号（2007 年）56－59 頁 

「国際人権法ワールドレポート(4）―企業と国際人権法－アメリカの国際人権訴訟 

 の現在」『法学セミナー』622 号 （2006 年） 

・「国連機構改革と NGO の課題―私が見たアメリカ、私が見た世界②」『法と民主主

義』407 号（2006 年）67－71 頁 

 

「ビジネスと人権をめぐる人権条約機関による発展的解釈－国家の域外的保護義務を

めぐって(一）」（2023 年、法研論集 185 号刊行予定） 

 

 

  



260 

 

 

                                                          参考にした文献等一覧 

日本語文献 

 

■ 書籍 

吾郷眞一『労働 CSR 入門』（講談社・2007年） 

阿部浩己ほか『テキストブック国際人権法〔第 2版〕』 （日本評論社・2002 年） 

阿部浩己『国際法の暴力を越えて』（岩波書店、2010 年） 

阿部浩己『国際法の人権化』7 頁（信山社、2014年） 

阿部浩己『国際人権を生きる』(信山社、2014 年） 

明日香壽川『グリーンニューディール』（岩波書店、2021 年） 

浅野有紀、原田大樹、藤谷武史、横溝大編『グローバル化と公法。司法関係の再編』（弘

文堂・2015 年） 

芦部信喜(高橋和之補訂）『憲法〔第 7版〕』（岩波書店、2019 年） 

安藤貴世『国際テロリズムに対する法的規制の構造－テロリズム防止関連諸条約における

裁判管轄権の検討』166 頁（国際書院、2020 年） 

伊豫谷登志翁『グローバリゼーション-移動から現代を読みとく』（筑摩書房、2021 年） 

岩澤雄二「国際法」（東京大学出版会、2020年） 

臼井洋一郎編「変わりゆく EU 永遠平和のプロジェクト」(明石書店、2020年） 

海野みづえ「新興国ビジネスと人権リスク―国連原則と事例から考える企業の社会的責任

（ＣＳＲ）（現代人文社、2014年） 

大沼保昭「はじめて学ぶ人のための国際法」（東信堂、2012年） 

大沼保昭『人権、国家、文明〔第 2 版〕』（筑摩書房、1999年） 

酒井啓亘ほか『国際法』（有斐閣、2011 年） 

坂元茂樹『条約法の理論と実際』（東信堂、2004年） 

坂元茂樹『人権条約の解釈と適用』(信山社、2017 年） 

佐藤幸治『日本国憲法論〔第 2 版〕』（成文堂、2020 年） 

白土圭一『資源大陸アフリカ―暴力が結ぶ貧困と繁栄』（東洋経済新報社、2009 年） 

申惠丰 『国際人権法〔第 2版〕』（信山社・2016年） 

庄司克宏・マドゥーロ『トランスナショナル・ガバナンス』（岩波書店、2021 年） 

須網隆夫『ヨーロッパ経済法』（新世社、1997年） 

杉原高嶺『基本国際法〔第 3版〕』(有斐閣、2020年） 

瀬田真『海洋ガバナンスの国際法―普遍的管轄権を手掛かりとして』（三省堂、2016年） 

田中英夫編『英米法辞典』（東大出版会、1991 年） 

田畑茂二郎『国際化時代の人権問題』（岩波書店、1988年） 

富岡仁 『船舶汚染規制の国際法』（信山社、2018 年） 

中山信弘ほか編『国際社会とソフトロー』(有斐閣、2008 年） 

中西優美子『EU 法』（新世社、2012 年） 

中村民雄・須網隆夫編『EU 放棄本判例集〔第 3版〕』(2019 年） 

西井正弘・鶴田順編『国際環境法講義』(有信堂、2020年） 

西谷眞規子編『国際規範はどう実現されるか』(ミネルヴァ書房、2017 年） 

日本弁護士連合会国際人権問題委員会『詳説ビジネスと人権』（現代人文社、2022 年） 

幡新大実『イギリス債権法』(東信堂、2010年） 

林司・島田征夫・古賀衛『国際海洋法〔第 2 版〕』（有信堂、2016 年） 

萬歳寛之『国際違法行為責任の研究-国家責任論の基本問題』(成文堂、2015年） 

広部和也・田中忠編『国際法と国内法―国際公益の展開』（勁草書房、1991 年） 

夫馬堅治『ESG 思考 激変資本主義 1990-2020、経営者も投資家もここまで変わった』（講談



261 

 

社、2020年） 

藤田久一『国際人道法(再増補版）』（有信堂、2003年） 

松井芳郎『国際環境法の基本原則』（ 東信堂、2010 年） 

松田浩道『国際法と憲法秩序―国際規範の実施権限』（東京大学出版会、2020 年） 

村瀬信也『国際立法－国際法の法源論』（東信堂・2002年） 

村瀬信也・奥脇直也編集代表『国家管轄権国際法と国内法』（勁草書房、1998 年） 

水口剛 『責任ある投資」資金の流れで未来を変える』（岩波書店、2013年） 

山本草二『国際法における危険責任主義』（東京大学出版会、1982 年） 

山本草二「国際刑事法」（三省堂、1991年） 

山元一、横山美夏、高山加奈子編「グローバル化と法の変容」（日本評論社、2018 年） 

横田洋三・宮野洋一編『グローバルガバナンスと国連の未来』（中央大学出版部、2008

年） 

横田洋三編『国際人権入門〔第 2版〕』(法律文化社、2012年） 

横田洋三ほか監修『世界人権宣言の今日的意義』(国際書院、2019 年） 

（外国語書籍の邦訳） 

ジョルジュ・アガンベン著（高桑和巳訳）『ホモ・サケル―主権権力と剥き出しの生』（以

文社、2003 年） 

ナオミ・クライン著（松島聖子訳）『ブランドなんかいらない―搾取で巨大化する大企業

の非情』 （大月書店、2009 年） 

スティ―ブン・D・クラズナー著・河野勝監訳『国際レジーム』（勁草書房、2020 年） 

サスキア・サッセン著 著(伊豫谷登士翁訳）『グローバリゼーションの時代——国家主権の

ゆくえ』（平凡社、1999年） 

サスキア・サッセン著(伊藤茂訳）『グローバル資本主義と〈放逐〉の論理――不可視化さ

れゆく人々と空間』 （明石書店、2017年）  

マンフレッド・B・スティーガー著(櫻井公人他訳） 『新版 グローバリゼーション』 

（岩波書店、2010年） 

ジョセフ・ E・スティグリッツ著(鈴木主税訳）『世界を不幸にしたグローバリゼーション

の正体』(徳間書店、2002 年） 

スーザン・ストレンジ著（櫻井公人訳）『国家の退場－グローバル経済の新しい主役た

ち』（岩波書店、1998年） 

G.C.スピヴァク著（上村忠男訳）『サバルタンは語ることができるか』 （みすず書房、

1998年） 

リチャード・フォーク著（川崎孝子訳）『21 世紀の国際法秩序ポストウエストファリアへ

の展望』(東信堂、2011 年）。 

リチャード・フォーク著（前田幸男他訳）『パワーシフト 新しい世界秩序に向かって』 

（岩波書店、2020） 

アニュ・ブラッドフォード著（庄司克宏監訳）『ブリュッセル効果 EU の覇権戦略 いかに

して世界を支配しているのか』（白水社、2022年） 

アントニオ・ネグリ マイケル・ハート（幾島幸子訳）『マルチチュード－〈帝国〉時代

の戦争と民主主義』（上）（下）（日本放送出版協会、2005 年） 

ジョン・ジェラルド・ラギー（東澤靖訳）『正しいビジネス』（岩波書店、2014 年） 

セルジュ・ラトゥーシュ著(中野佳裕訳）『脱成長』65-66 頁(白水社、2020年） 

■論文 

阿部克則「条約解釈における「後の合意」と「後の慣行」に関する ILC 結論草案 : 第 1 読

終了時点における評価」『法律時報』 89 巻 10号（2017年） 40-45 頁 

阿部浩己「『人間の価値』の実現－国際人権法の意味するもの」岩波講座 現代の法２

『国際社会と法』 （岩波書店、1997 年） 155-177頁 



262 

 

阿部浩己「国家責任のポリティクス－国際法の視座」『法社会学』56 号（2002 年）66-83頁 

阿部浩己「グローバリゼーションと国際人権法」法律時報 77巻１号 （2005 年） 5-11頁 

阿部博友「企業による人権侵害への関与と法的責任~アメリカ外国人不法行為請求権法の

再検討~」『国際商事法務』50巻 6 号(2022 年） 686－689 頁 

吾郷眞一「ビジネスと人権：ソフトローの役割」『法律時報』91巻 10 号（2019 年）  57-

62 頁 

青木 崇「新たな企業の社会的責任と経営者の課題」『経営学論集』第 84 集 （2014 年） 29-

45 頁 

青木望美「排他的経済水域における海洋保護区設定の課題と展望─西アフリカの準地域漁

業委員会の要請による国際海洋法裁判所の勧告的意見を素材に─」『法政論叢』1 号 （2018

年） 67-90頁 

青野恵美子・高須裕彦「ウォール街占拠運動－新しい社会運動の可能性（下）」〔『労働法

律旬報』1774号（2012 年）48-56 頁 

浅野有紀・原田大樹・藤谷武史・横溝大「序論グローバル化と法学の課題」浅野有紀ほか

編『グローバル化と公法・司法関係の再編』(光文堂、2015年) 1-13頁 

藤谷武史「グローバル化と公法・司法の再編」336-346頁 、『同書』1 頁 

安藤仁介 「領域外の私人行為に関する国家責任」『神戸法学雑誌』30巻 2 号 （1980 年） 

313-349 頁 

井原 宏 「フォーラム・ノン・コンヴィニエンス法理における実質的正義」『明治学院大

学法学研究』 （2009年） 1-26頁 

位田隆一「株主の国籍国による外交的保護―バルセロナ・トラクション会社事件」『国際

法判例百選』 （有斐閣、2001年） 130-131頁 

石橋可奈美「領域使用の管理責任」『国際法判例百選〔第２版〕』（2011年） 164-165 頁  

石橋可奈美「国際環境保護の実現と人権法アプローチ －手続的権利の成熟と環境紛争処理

におけるその活用」『東京外国語大学論集』87 号（2013年） 33-62 頁 

石橋可奈美「環境保護と投資 －「投資」が有する人権法アプローチとしての機能」『東京

外国語大学論集』89 号 （2014年） 57-98 頁 

一般財団法人 企業活力研究所「持続可能な社会における『ビジネスと人権』のあり方 に

関する調査研究報告書」（2022年） 

稲角光恵「人権侵害及び国際犯罪に関わる国際法上の企業の責任」『法政論集』245号

（2012 年）561-583 頁 

稲角光恵「国際法上の犯罪に対する国家責任と個人責任と企業 責任」『金沢法学』57巻 1

号 （2014 年） 1-25 頁 

岩沢雄司「自由権規約委員会の規約解釈の法的意義」世界法年報 29 号 （2010 年） 50-85

頁 

臼井一陽一郎「EＵによるリベラル国際秩序？」臼井編『変わりゆく EU 永遠平和のプロジ

ェクト』 （明石書店、2020 年） 7-27頁 

臼杵知史「領域使用の管理責任－トレイル溶鉱所事件」『国際法判例百選』 （有斐閣、

2001年） 66-67 頁 

臼杵知史「地球環境保護条約における履行確保の制度―オゾン層保護議定書の「不遵守手

続」を中心に―」『世界法年報』19号 （1999 年） 72-97頁 

梅田徹「『保護・尊重・救済フレームワーク』に関する一考察」『国際法外交雑誌』110巻 1

号 （2011 年） 1-29 頁 

梅田 徹「国連における『ビジネスと人権問題』をめぐる議論の展開－条約化構想と『指

導原則』の両立可能性を中心に」宮崎繁樹先生追悼『国際法のフロンティア』 （日本評論

社、2019年） 49-75 頁 

内記香子・三浦聡「グローバルな経済秩序と持続可能な開発目標」『法律時報』91巻 10 号 

（2019 年） 46-51頁 

http://www.fair-labor.soc.hit-u.ac.jp/rh-junpo/120825.pdf
http://www.fair-labor.soc.hit-u.ac.jp/rh-junpo/120825.pdf


263 

 

江島晶子「グローバル化社会と『国際人権』－グローバル人権法に向けて」『法律時報』

87巻 13 号 （2015年） 348-353頁 

江島晶子「ヨーロッパ人権裁判所の解釈の特徴」戸波江二他編集『ヨーロッパ人権裁判所

の判例 I』(信山社・2019 年） 

江島晶子「ビジネスと人権－国家・国際機関・非国家主体による循環型システム」『ジュ

リスト』1566号 （2022 年） 21-28 頁 

江藤 淳一「軍縮条約における「管轄又は管理」の用法」『東洋法学』44巻 1号 （2000 年） 

115-159頁 

小川裕子「規範の法的地位と実効性－国際法学の論理を手がかりに─」『東海大学政治経済

学部紀要』47号 （2015 年） 1-12 頁 

小倉康久「核兵器製造企業への投資規制」柳原正治・森川幸一・兼原敦子・濱田太郎編間

宮勇先生追悼『国際法秩序とグローバル経済』(信山社、2021 年） 97-114 頁 

小畑郁「世界公共圏の構築としての『国際法の重層化』－ 後期ウォルフガング・フリード

マンの法プロジェクト」世界法年報 20 号 （2000年） 151-176 頁 

小畑郁「人権条約とはどういう法か」国際法外交雑誌 119 号 2 巻 37-59 頁(2020年） 

小畑郁「国家の合意による個人への権利付与－ダンチヒ裁判所への管轄権事件」『国際法

判例百選〔第 3 版〕』(有斐閣、2021 年） 92-93頁 

大窪敦子「グローバルガバナンス・ギャップと国際秩序形成に関する一考察－国連「(人権

の保護、尊重、救済のフレームワーク）と国家管轄権の域外適用に対する視座を中心に」

芹田健太郎古希記念『普遍的国際社会への法の挑戦』 （信山社、2013年） 769-797 頁 

大西祥世 「ビジネスと人権」法学教室 497 号 （2022年） 34-38 頁 

大沼保昭「『保護する責任』と『保護される権利』－法主体論から国際法体系のあり方を

考える」世界法年報 31 巻(2012年） 7-41頁 

岡野祐子「Brussels I Recast における管轄合意規定」『国際公共政策研究』21巻 1号（2016

年）41-49頁 

奥迫元「国際関係論とグローバル・ガバナンス論」山本武彦編『国際関係論のニューフロ

ンティア』 （成文堂・2010 年） 112-133頁 

奥脇直也「国家管轄権概念の形成と変容」村瀬信也・奥脇直也編集代表『国家管轄権国際

法と国内法』（勁草書房、1998年）3-33頁 

奥脇直也「国際公益」概念の理論的検討－国際交通法の類比の妥当と限界－広部和也・田

中忠編『国際法と国内法－国際公益の展開』（勁草書房、1991 年）224-229頁 

奥脇直也「協力義務の遵守について－協力の国際法－の新たな展開」村瀬信也先生古希記

念『国際法学の諸相』 （信山社、2015年） 5-46 頁 

王志安「国際法における国家管轄権原理－その重層的構造についての断想」『駒澤法学』5

巻 3号 （2006 年）  1-39頁 

加藤格「二国間投資協定に基づくシェブロン対エクアドル共和国仲裁、及びエクアドルに

おける対シェブロン裁判等に関する一考察」『国際商事法務』47巻 9 号(2019年）1121-1124

頁 

加藤信行『外交保護の性格 マヴロマテイス・パレスタイン特許事件』『国際法判例百

選』128-129 頁（有斐閣・2001年） 

加藤信行「ILC 越境損害防止条約草案とその特徴点」『国際法外交雑誌 』104 巻 3号（2005

年） 263-277 頁 

兼原敦子「国際違法行為責任における過失の機能」『国際法外交雑誌』96巻 6 号（1997

年） 867-912 頁 

兼原敦子「領域主権の機能－パルマス島事件判決」『国際法判例百選〔第１版〕』（2001

年）  52-53 頁 

兼原敦子「国際義務の履行を『確保する』義務による国際規律の実現」『立教法学』70 巻 

（2006 年） 235-293 頁 



264 

 

兼原敦子「非国家実体の国際有害行為に対する国家責任法の対応」小寺彰先生追悼『国際

法のダイナミズム』265-292 頁（有斐閣、2019年） 

神作裕之 「企業の社会的責任：そのソフト・ロー化? EU の現状」『ソフトロー研究』2号

91-112 頁（2005 年） 

川添令「国際法上のソフトロ－研究の学説史的分析」『COE ディスカッション・ペーパー

シリーズ』（2004年） 

河西直也「現代国際法における合意基盤の二層性 : 国連システムにおける規範形成と秩序

形成」『立教法学』 33巻(1989年） 98-138頁 

河野真理子「国際社会の共通利益の実現のための規範と国際裁判手続」『世界法年報』

2009 年 28 巻  109-128 頁 

川村暁雄「グローバル市場と人権―問題の所在と解決の潜在力」『法律時報』77巻 1 号

（2005 年）19-24頁 

北村泰三「領事保護権の法的性質－ラグラン事件」『国際法判例百選〔第 3版〕』 （有斐

閣・2021年） 94-95 頁 

絹川健一「英国現代奴隷法の政府方針と改正案に見るサプライチェーンの透明化をめぐる

国際的潮流」『法の支配』204号 （2022 年） 54-64頁   

木下 由香子「ビジネスと人権に関する EU 政策からの考察  －日本 の行動計画策定にあた

って」『アジ研ワールド・トレンド』 263 号 （2017年）8-11頁 

木下由香子「EU におけるデュー・ディリジェンスの義務化に関する政策動向」『季刊労働

法』276号 25-37頁(2022年）25-37頁 

久保田修平「気候変動時代における企業法務と ESG 投資、SDGs －機構変動訴訟の動向を

踏まえて」『環境法研究』46 号（2021年）33－51頁 

古賀智久「外国人不法行為法を巡る議論：アメリカ連邦最高裁ソーサ事件判決を契機とし

て」法政論叢４３巻１号（2006 年）158-174 頁 

小島清「国連での『多国籍企業行動規範』作り : 新国際経済秩序の「宣言」にとどまる

か」『世界経済評論』21 巻 8号（1977 年） 4-17 頁 

小寺彰「現代国際法学と『ソフトロー』－特色と課題」中山信弘ほか編『国際社会とソフ

トロー』 （有斐閣、2008 年） 9-22頁 

小沼史彦「外国人不法行為法と域外適用否定の推定則」『早稲田大学比較法学』47巻 3号

（2014 年） 336-345 頁 

児矢野マリ「越境損害防止」村瀬信也、鶴岡公二編、山田中正大使傘寿記念『変革期の国

際法委員会─山田中正大使傘寿記念』（信山社、2011年）239-272 頁 

児矢野マリ「国際環境法における手続的義務の意義 : 国家主権に対する『緩やかなコント

ロール』の基礎として」『新世代法政策学研究』20巻（2013年） 201-226頁 

児矢野マリ「環境保護のための事前通報・協議義務」『国際法判例百選〔第 3 版〕』（有斐

閣、2021年）  164-165 頁 

児矢野マリ「国際環境法における手続的義務」西井正弘・鶴田順編『国際環境法講義〔第

２版〕』 （有信堂、2020 年） 48-63頁 

佐古田彰「【資料】国際海洋法裁判所「深海底活動責任事件」2011年 2月 1日勧告的意見 

㈠」商学研究 66巻 1号（2015年）367-406頁 

佐古田彰【資料】国際海洋法裁判所「深海底活動責任事件」2011年 2月 1日勧告的意見 

（二・完）『商学研究』66 巻 2・3 号（2015年）303-328頁 

佐古田彰【資料】国際海洋法裁判所「西アフリカ地域漁業委員会事件」2015 年 4月 2日勧

告的意見(一）『商学討究』66巻 2・3 号 （2015年） 329-366頁 

佐古田彰【資料】国際海洋法裁判所「西アフリカ地域漁業委員会事件」2015 年 4月 2日勧

告的意見（二・完）商学討究第 66 巻第 4号 283-305 頁（2016年） 

佐藤暁子「人権デュー・ディリジェンスの欧州での展開～人権リスクに対する実効性ある

取り組みへの模索」『法の支配』204号 （2022 年） 79-92 頁  



265 

 

佐藤幸治「憲法秩序と『国際人権』に対する覚書」国際人権 16 号 （2005年） 2-7 頁 

佐藤哲夫「国際組織による国々の義務履行に関する国際的コントロール―国際人権法から

国際環境法へ」一橋論叢 114巻 1 号（1995年）99⁻115 頁 

佐藤哲夫「グローバル化する国際社会における国際法秩序と非国家アクター－国際法協会

での取り組み経験を主な素材として」岩沢雄司、岡野正敬編集代表 小和田恆国際司法裁

判所裁判官退官記念『国際関係と法の支配』 （信山社、2021 年） 779-815頁  

齊藤功高「領域外の私人活動と国家責任」『明治大学大学院紀要 法学篇』20 巻 （1983

年） 91-104 頁 

齋藤宏一「人権デュー・ディリジェンスの実践ビジネスと人権の国際動向を踏まえて

〈上〉」『商事法務』2297 号（2022年） 

齋藤宏一「人権デュー・ディリジェンスの実践ビジネスと人権の国際動向を踏まえて〈下 

１〉」『商事法務』2299 号（2022 年） 

齋藤 民徒「国際法と国際規範 :『ソフト・ロー』をめぐる学際研究の現状と課題」『社會科

學研究』54巻 5号（2003年） 41-80頁 

齋藤 民徒「ソフトロー論の系譜 国際法学の立場から」『法律時報』77巻 7号（2005年） 

106-113 頁 

齊藤正彰「条約の国内適用論の読解」『北大法学論集』 71巻 6号 （2021 年） 1-56 頁 

齋藤百合子「ビジネスと人権に関する国連指導原則」の意義と課題 －「侵害された人権の

救済」の再検討」『明治学院大学国際学研究』 54 号 （2019年） 135-151 頁 

酒井啓亘「批判法学の国際法ディスクール－ 現代国際法の『近代性』への挑戦とその意

義」『世界法年報』22号 （2003 年） 107-135 頁 

清水真希子「EU コーポレート・サステナビリティ・デューディリジェンス指令案の争

点」『法律時報』95 巻 1 号（2023 年）45-50頁 

柴田明穂「危険活動から生じる越境被害の際の損失配分に関する諸原則」山田中正大使傘

寿記念『変革期の国際法委員会』273-295 頁（信山社・2011 年） 

坂元茂樹「条約制度多元化への対応 : 条約の立法技術と解釈技術を中心に」『国際法外交雑

誌』119巻 2 巻（2020年）167-202頁  

島村健「SDGsと気候訴訟」『ジュリスト』1566号(2022年）49-55頁 

下田屋毅「第 8 回ビジネスと人権フォーラム報告・国家の人権保護の義務（前半）」（2020

年） 

申惠丰「人権保障のための積極的義務としての手続的義務一人権侵害に対する実効的な調

査義務をめぐる法理の展開」『国際法外交雑誌』112 巻 4号(2014 年）26-52頁 

申惠丰「人権条約の域外適用」森肇志・岩月直樹編『サブテクスト国際法』 （日本評論

社、2020年） 160-172頁 

須網隆夫「EC における国際条約の直接効果―『条約の自動執行性』と『EC法の直接効

果』」早稲田法学 76 巻 3号（2001年）53-110頁 

須網隆夫「企業の社会的責任（CSR）と環境保護―EU 環境政策を素材にして」『日本国際

経済法学会年報』18 号（2009年）36-58 頁 

須網隆夫「危機の中の EU 法」『日本 EU 学会年報』38号 （2018 年） 59-89頁 

須網隆夫「裁判官対話とは何か―概念の概括的検討」『法律時報』89 巻 2 号 （2017年） 

57-62頁 

須網隆夫「グローバル法秩序の形成と抵触法－抵触法アプローチの可能性」『早稲田法

学』95巻 3号 （2020 年） 55-93頁 

須網隆夫「EU 法秩序の位置」、間宮勇先生追悼『国際秩序とグローバル経済』(信山社、

2021年） 523-550頁 

菅原絵美「『企業の人権保障義務』とその実現 : 国際的人権保障におけるモニタリングとパ

ートナーシップによるアプローチ（1）」『国際公共政策研究』12巻 2 号 177-190 頁（2008



266 

 

年） 

菅原絵美「『企業の人権保障義務』とその実現 : 国際的人権保障におけるモニタリングとパ

ートナーシップによるアプローチ（2）」『国際公共政策』13巻 2号 （2009年） 113-126

頁 

菅原絵美「『企業の人権保障義務』とその実現 : 国際的人権保障におけるモニタリングとパ

ートナーシップによるアプローチ（3・完）」『国際公共政策』14巻 2号（2010 年）63-76

頁 

菅原絵美 「ビジネスと人権に関する国家の域外的保護義務の展開-日本の国別行動計画の

策定における優先課題」神奈川法学第 51巻第 3 号 （2019 年） 229-247 頁 

菅原絵美  「ビジネスと人権に関する志度原則の国内的実施―マルチステークホルダー・

アプローチを通じた実効的実施と課題」『法律時報』94巻 4 号(2022 年） 46-51 頁 

菅原絵美「国連ビジネスと人権に関する指導原則の登場と展開」『法の支配』204号 

（2022 年） 32-42頁   

杉木志帆「欧州人権条約の領域外適用― バンコビッチ事件受理可能性決定の再検討 」『世

界人権問題研究センター研究紀要 』20 号 （2015年） 27-106 頁 

杉木 志帆「欧州人権条約の適用範囲を定める「管轄」概念 : その定義と「管轄の連関」構

築要因」『世界人権問題研究センター研究紀要』23号 （2018 年） 43-174頁 

瀬田真「船舶起因汚染に対する寄港国管轄権の適用基準 －近年の米国と EU の実行を素材

として─」『比較法学』48巻 1号 （2014 年） 83-120頁 

芹田健太郎「グローバリゼーションの国際法秩序形成に及ぼす影響」『世界法年報』24 号 

（2005 年） 140-166 頁 

田畑茂二郎 「私人行為に依る国家の国際責任（一）」『京大法学論叢』39巻 5号 （1938

年） 745-776 頁 

田畑茂二郎 「私人行為に依る国家の国際責任（二・完）」『京大法学論叢』39 巻 6 号 

（1938 年） 940-979 頁 

高杉直「国際不法行為訴訟によるグローバル・ガヴァナンス」『国際法外交雑誌』115巻 1

号 （2016 年） 1-19 頁 

高橋 大祐「サプライチェーンを通じた人権人権デュー・ディリジェンスの実務と法律家の

役割」『法の支配』204 号 （2022 年） 65-77 頁  

高橋 大祐・ Raquel Nahmad Vazquez「ビジネスと人権に関する訴訟・判決等の状況」一般

財団法人 企業活力研究所「持続可能な社会における『ビジネスと人権』のあり方に関する

調査研究報告書」 （2022 年） 別添 67-85 頁 

高橋和之「国際人権の論理と国内人権の論理」『ジュリスト』1244 号頁（2003 年） 69-82 

高橋和之「発題２ 今日及び将来の国際社会、国内社会において世界人権宣言が持つ意義

と役割」『世界人権宣言の今日的意義』(国際書院、2019年） 33-39 頁 

高村ゆかり「国際法における予防原則の動態と機能」『国際法外交雑誌』104 巻 3号 （2005

年） 1-28頁 

滝澤美佐子「発題１ 国際人権法の今日的意味」 横田洋三ほか監修『世界人権宣言の今日

的意義』 （国際書院、2019 年） 17-26頁 

竹内真理「国家管轄権の適用基準 ローチュス号事件」『国際法判例百選 〔第 2 版〕』 （有

斐閣、2011年） 42⁻43頁  

寺谷浩司「国際人権の基礎－国際人権はいかにして可能か」『ジュリスト』1244 号 （2003

年） 51-59頁 

戸田修司「アフリカ人権憲章における個人の義務－国際人権法上の義務的側面」間宮勇先

生追悼『国際秩序とグローバル経済』（信山社、2021 年）191-213 頁 

遠井朗子「越境環境損害に関する国際的な責任制度の現状と課題 : カルタヘナ議定書『責

任と救済に関する名古屋-クアラルンプール補足議定書』の評価を中心として」『新世代法

政策学研究』14 巻 （2012 年） 271-306 頁 



267 

 

鳥居千代香「南北問題とジェンダー インド・エジプト・他のアラブ・イスラーム諸国の結

婚を通しての一考察」『帝京大学短期大学紀要』 25 号 11 頁 （2005年） 115-184 頁 

鳥谷部壌「環境損害における米州人権条約の領域外適用『環境と人権』に関する米州人権

裁判所勧告的意見 No.OC-23/17 を素材として」『摂南大学地域総合研究所報』5 号（2020

年）127-148 頁 

中尾元紀「人権条約の領域外適用: 積極的義務と国家の義務履行能力の関係に着目して

(一）」『阪大法学』69 巻 6号 （2020 年）255-285頁 

中尾元紀「人権条約の領域外適用: 積極的義務と国家の義務履行能力の関係に着目して

（二・完）」阪大法学 70 巻 1号（2020 年） 97-125頁 

中田達也「国際海底機構の開発規則策定状況と日本の課題」『海の論考 OPRI 

Perspectives』第 12 号 （2020年） 1-20頁 

中川淳司「トランスナショナル・ロー」国際法学会（編）『国際関係法辞典』(1995 年）

592頁 

中川淳司「グローバル化と国際経済法の変容」『世界法年報』37号（2018 年）3-37 頁 

中村哲朗「油濁損害の賠償制度と最近の動向」『油濁基金だより』82号 （2007 年） 10-17

頁 

西立野 園子「NGO の役割 の拡大と国際法上 の地位」『世界法年報』21 号 （2002 年） 110-

134頁 

西谷斉「国際法の形式主義に関する一考察 －国際共同体利益の出現による形式主義の動揺

と再生」『近畿大学法学』67巻 3・4号（2020年） 185-232 頁 

濱田太郎「EU の共通通商政策と FTA 政策の変貌－環境・人権保護やグッド・ガバナンス

等を目的とした新たな通商政策の萌芽？」『商経学叢』 64 巻 3 号 （2018年） 363-390 頁 

華井和代「コンゴ民主共和国における紛争鉱物問題の現状と課題」『国際問題』682号 

（2019 年） 17-28頁 

原田 久義「【オーストラリア】2018 年現代奴隷法 」『外国の立法:立法情報・翻訳・解説』

278巻 2 号（2019 年）24-25 頁 

濱本正太郎「国内法秩序における国際法の適用」酒井啓亘ほか『国際法』（有斐閣、2011

年） 

樋口恵佳「国際法上の「相当の注意(due diligence）」概念－ その形成・発展とその問題性」

東北大学(2016年） 

樋口一彦「国際法における Non-State Actors : 反徒の位置づけを中心に」琉大法学 103 巻

（2021 年）141-164 頁 

東澤靖「ビジネスと人権：国連指導原則は何を目指しているのか。」『明治学院大学法科大

学院ローレビュー』22 号 （2015 年） 23-40頁  

広部和也「国際『公領域』の拡張」岩波講座 現代の法２『国際社会と法』(岩波書店、

1997年） 61-83 頁 

広部和也「国家管轄権の配分と競合」『国家管轄権－国際法と国内法』 （勁草書房、1998

年） 146-155 頁 

深草亜悠美「脱炭素から脱化石燃料へ」『世界』2021年 9月号 （2021年） 110-117 頁 

藤谷武史「グローバル化と公法・司法の再編」浅野有紀ほか編『グローバル化と公法・司

法関係の再編』(光文堂、2015年)  333-363頁 

古谷修一「国際法上の個人責任の拡大とその意義－ 国家責任法との関係を中心として」

『世界法年報』21 号 （2002 ） 82-109 頁 

古谷修一「自由権規約委員会における規約解釈の動態－総括所見、見解、一般的意見の相

互作用」『国際人権』32 号（2021年）88‐92 頁 

堀口健夫「環境影響評価」『国際法判例百選〔第 3版〕』 （有斐閣、2021年） 166-167頁 

真山全「核兵器使用・威嚇の合法性の判断」『国際法判例百選〔第 2版〕』 （有斐閣、2011

年） 230-231 頁 



268 

 

松井芳郎「動態的プロセスとしての国際慣習法」浅田正彦ほか編『現代国際法の潮流 I 』 

（2020 年） 104-124 頁 

松井芳郎「誰がどのように国際法を創るのか？」世界法年報 39 号 （2020年） 1-33頁 

松下冽「新自由主義型グローバル化と岐路に立つ民主主義－新自由主義の暴力的表層と深

層（立命館国際研究）（上） 立命館国際研究 31巻 3号 （2019 年） 521-549 頁及び同(下） 

32巻 1号 （2019 年） 115-144頁 

丸山政己 国際組織の「事後の実行」再考 ―ILC 結論草案を手がかりに－一橋法学第 17巻

3 号（2018年）95-114 頁 

宮川 成雄 「外国人不法行為法の裁判管轄権 Sosa. V. Alvarez－Machain, 124 S. Ct. 2739

（2004）」『比較法学』39巻 1号（2005 年）272-277頁 

三浦聡 「持続可能な開発のトランスナショナル・ガバナンス : 権威の多元化と新たなガ

バナンス・モード」『国際法外交雑誌』116巻 2 号 （2017 年） 44-74頁 

水島朋則「米国の外国人不法行為法の域外適用について－キオベル事件連邦最高裁判決を

素材として」村瀬信也先生古稀記念『国際法学の諸相』 （信山社、2015 年） 227⁻243 頁 

道井緑一郎「原子力損害賠償条約と日本の対応」『世界法年報』（2013 年）160-194 頁 

村瀬信也「現代国際法における法源論の動揺－国際立法論の前提的考察として」『国際立

法－国際法の法源論』（東信堂、2002 年） 5-41頁 

村瀬信也「日本の国際法学における法源論の位相」（東信堂、2002 年）注(40）42-68 頁 

村瀬信也「国際立法学の存在証明」（東信堂、2002 年） 187-212 頁 

村瀬信也「国際環境レジームの法的側面」『国際立法 国際法の法源論』（東信堂、2002

年） 343-364 頁 

村瀬信也「地球環境保護に関する国際立法過程の諸問題」村瀬信也著『国際立法－国際法

の法源論』（東信堂、2002 年） 379-392 頁 

村瀬信也 「国際環境法における国家の管理責任―多国籍企業の活動とその管理をめぐっ

て」『国際立法 国際法の法源論』（東信堂、2002年）406-432 頁 

目加田説子「トランスナショナル・シビルソサエティの時代－地雷廃絶運動を手がかり

に」『軍縮問題資料』245 号 （2001 年） 16-21 頁 

最上敏樹「普遍的管轄権論序説－錯綜と革新の構図」坂元茂樹編『藤田久一先生古稀記念 

国際立法の最前線』（有信堂、2009年）3-28頁 

森田章夫「国家管轄権作用分類の再検討－二分類論の機能的特徴と基盤－」間宮勇先生追

悼『国際法秩序とグローバル経済』 （信山社、2021 年） 137-159 頁 

薬師寺公夫「越境損害と国家の国際適法行為責任」『国際法外交雑誌』93巻 3・４合併号 

（1994 年） 363-417 頁   

薬師寺公夫「トランスナショナル・ローの現代的意義－非国家主体と国際法の課題」『世

界法年報』21号 （2001 年） 3-37 頁  

薬師寺公夫「国家責任法典化作業における私人行為と 国家の注意義務 －伝統的アプロー

チの軌跡」『立命館法学』286号（2002 年）700-728頁 

薬師寺公夫「ジェノサイド条約適用事件 ICJ本案判決-行為の帰属と国の防止義務再論」坂

元茂樹編『国際立法の最前線』（有信堂、2009年） 327-377頁 

薬師寺公夫「国際人権法から見た憲法規範の『限界』と可能性」『法律時報』84巻 5 号 

（2012 年） 17-24頁 

薬師寺公夫「グローバル化と国際人権－国連の人権保障制度における国際機関と国家」

『国際問題』642号（2015 年）37-51 頁 

薬師寺公夫「深海底活動に起因する環境汚染損害に対する契約者と保証国の義務と賠償責

任－国際海洋法裁判所海底紛争裁判部の勧告的意見を手がかりに」松井芳郎ほか編『21世

紀の国際法と海洋法の課題』 （東信堂、2016年） 338-375 頁 

薬師寺公夫「国際司法裁判所による人権保護」国際問題 680 号 30-39 頁(2019 年） 

薬師寺公夫「公海航行の自由原則と船舶に対する旗国以外の国の刑事裁判権－ノースター



269 

 

号事件 ITLOS 判決を契機として」岩沢雄司、岡野正敬（編集代表）小和田恆国際司法裁判

所裁判官退任記念『国際関係と法の支配』（信山社、2021 年）513- 563 頁 

薬師寺公夫「国家管轄権の国家管轄権の適用基準 ローチュス号事件」『国際法判例百選 

〔第 3 版〕』 （有斐閣、2021年） 40-41 頁 

柳井俊二「海洋法の漸進的発達に対する国際海洋法裁判所の貢献」小和田恆国際司法裁判

所裁判官退任記念『国際関係と法の支配』 （信山社、2021年） 295-333頁 

山崎公士「拷問禁止の慣習法化」『国際法判例百選』 （有斐閣、2001 年） 6-7 頁 

山下泰子「女性差別撤廃条約と日本」『文京学院大学外国語学部文京学院短期大学紀要』

第 9号（2009 年）13-33 頁 

山田 高敬「公共空間におけるプライベート・ガバナンスの可能性 : 多様化する国際秩序形

成 （国際政治の構造変動）」『国際問題』586 号 （2009年） 49-61 頁  

山田高敬「多中心的グローバル・ガバナンスにおけるオーケストレーションと政策革新─

企業と人権をめぐる実験」『年報政治学』68巻 1 号（2017 年）109-133 頁 

山田高敬「『企業と人権』をめぐる多中心的なガバナンスの試み-ステークホルダ－間の知

識共有と人権デュー・ディリジェンス規範の形成」西谷眞規子編『国際規範はどう実現さ

れるか－複合化するグローバル・ガバナンスの動態』 （ミネルヴァ書房・2017 年） 23-58

頁 

山田敦「反グローバル化の広がりと繋がりー世界社会フォーラムの事例日本国際政治学会

編『国際政治』153 号（2008年） 

山田哲史「国内法の国際法適合的解釈と権力分立－ 米国における Charming Betsy Canon の

紹介を中心に－岡山大学法学会雑誌第 65巻第 3・4 号（2016年）400-492 頁 

山田美和 「『ビジネスと人権に関する国連指導原則』に基づく国家行動計画の意義と課

題」『法の支配』204号（2022 年）93-105頁 

山本草二「国際行政法の存立基盤」『国際法外交雑誌』67巻 5号（1968 年）1-66頁  

山本草二「国家管轄権の機能とその限界」『別冊法学教室』（1986 年）116-124 頁 

山本草二「国際法上の義務の優越－国内法の援用の禁止－アラバマ号事件『国際法判例百

選』（2001 年）16-17 頁 

山元一「『国憲的思惟』vs『トランスナショナル人権法源論』」『法律時報』87 巻 4号 

（2015 年） 74-79頁 

湯浅成大「グローバリズムとアメリカ民主主義－グローバル化時代の国家、社会、市場」

年報アメリカ研究 34号 （2000 年） 53-69頁 

湯山智之「国際法上の国家責任における過失と相当の注意（一）」『香川法学』 22巻 2号 

（2002 年） 127-178 頁、同（二）『香川法学』23巻 1-2合併号 （2003 年） 49-117 頁、同

（三）香川法学 24 巻 3-4合併号（2015年）275-339 頁、同（四・完）『香川法学』26巻 1-2

合併号 （2006 年） 31-144 頁 

湯山智之 「国際司法裁判所・ジェノサイド条約適用事件 （ボスニア・ヘルツェゴビナ対

セルビア・モンテネグロ） （判決 2007 年 2月 26日） （１） 」『立命館法学』335 号 

（2011年） 436-510頁、同（２）『立命館法学』338 号 （2011 年） 2180-2241 頁、同（３

完）『立命館法学』 342 号 （2012年） 1300-1364 頁 

湯山智之「非国家主体の国際法上の地位に関する覚書（一）」『立命館法学』383 号（2019

年）  398-429頁 

横田洋三「人権に関する多国籍企業及び他の企業の責任に関する規範（案）の紹介」『法

律時報』77巻 1号（2005年）25-26頁 

吉田靖之「判例研究ノースター号事件国際海洋法裁判所 M/V Norstar事件(パナマ対イタリ

ア）」『高岡法学』39 号(2020 年）97－134頁 

來田真依子 「ノースター号事件 ITLOS 本案判決における旗国の排他的管轄権原則－IUU 

漁業に対する非旗国の規律管轄権行使の動向を手がかりに」『京女法学』21 号（2022年）

1-28頁 



270 

 

李義之「仮保全措置－ジェノサイド条約適用事件(ガンビア対ミャンマー） 『国際法判例

百選〔第 3 版〕』 （有斐閣、2021年） 208-209頁 

和仁健太郎「アル・スケイニ対英国事件（欧州人権裁判所（大法廷）判決 2011 年 7月 7

日」『阪大法学』 62 巻 5号 （2013 年） 363-394頁 

渡邉純子「人権・環境デューデリジェンスに関する EU 新法案の概要と日本企業への影

響」『ビジネス法務』2022 年 8月号（2022 年）90-94 頁 

ジュリスト「特集 SDGsと企業・社会」1566号 14-98 頁（2022年 1 月号） 

季刊労働法編集部「特集 労働法と『ビジネスと人権』」季刊労働法 276 号(2022 年） 

法律のひろば 74巻 12 号「特集 ビジネスと人権～『ビジネスと人権』に関する行動計

画に基づく取組～」4-50 頁 （2021 年） 

法の支配 204号「特集 ビジネスと人権」（2022年）2－114 頁  

法務省人権擁護局・公益財団法人人権教育啓発推進センター「今企業に求められる 企業の

人権尊重責任」（2022年） 

「人権に関する多国籍企業及び他の企業の責任に関する規範についての注釈」（日本弁護

士連合会仮訳）法律時報 77 巻１号（2005年）28-38 頁 

（ウェブサイト） 

労働における基本的原則及び権利に関する ILO宣言（1998年採択、2022年改訂）
https://www.ilo.org/tokyo/information/publications/WCMS_246572/lang--ja/index.htm 

多国籍企業及び社会政策に関する原則の三者宣言）第 5 版日本語訳(2017 年） 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-

tokyo/documents/publication/wcms_577671.pdf  

ILO 駐日事務所「国際労働基 準 ILO 条約・勧告の手引き 2022-2023年版」
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-

tokyo/documents/publication/wcms_617034.pdf 

OECD 多国籍企業行動指針 2011 年版日本語仮訳 

 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/csr/pdfs/takoku_ho.pdf  

外務省仮訳「G7エルマウサミット首脳宣言」
(https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/ec/page4_001244.html 

公益財団法人国際民商事法センター 「人権尊重についての企業の責任-解釈の手引き」 

http://www.icclc.or.jp/human_rights/index.html#! 

サステナビリティ日本フォーラムとアジア・太平洋人権情報センター（ヒューライツ大

阪）翻訳、国連広報センター校閲 「ビジネスと人権に関する指導原則『保護、尊重及び

救済』枠組実施のために A/HRC/17/31 

https://www.unic.or.jp/texts_audiovisual/resolutions_reports/hr_council/ga_regular_session/3404/ 

内閣府 女子差別撤廃委員会による一般勧告（内閣府仮訳
https://www.gender.go.jp/international/int_kaigi/int_teppai/pdf/kankoku1-25.pdf 

日本弁護士連合会 国際人権ライブラリー  

https://www.nichibenren.or.jp/activity/international/library.html 

Responsible Business Alliance, Code of Conduct「バージョン 6.0」（2018 年）（日本語版） 

https://www.responsiblebusiness.org/media/docs/RBACodeofConduct7.0_Japanese.pdf 

日本経済新聞「英蘭シェルの社名変更、22年 1 月下旬に」(2021年） 
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGR17EQA0X11C21A2000000/ 

日本貿易振興機構（ジェトロ）ベルリン事務所 海外調査部「ドイツ サプライチェーンに

おける企業の デューディリジェンス義務に関する法律 （参考和訳）」（2022年） 

https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/01/17af75c69077073f/20220009.pdf 

ヒューマンライツ・ナウ バングラデシュ 「ラナプラザ」後も続く低価格競争のなか、縫

製工場の搾取的労働が今も続いている（2014 年）  https://hrn.or.jp/news/3036/ 

 

 
 

https://www.ilo.org/tokyo/information/publications/WCMS_246572/lang--ja/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-tokyo/documents/publication/wcms_577671.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-tokyo/documents/publication/wcms_577671.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-tokyo/documents/publication/wcms_617034.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-tokyo/documents/publication/wcms_617034.pdf
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/csr/pdfs/takoku_ho.pdf
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/ec/page4_001244.html
http://www.icclc.or.jp/human_rights/index.html#!
https://www.unic.or.jp/texts_audiovisual/resolutions_reports/hr_council/ga_regular_session/3404/
https://www.gender.go.jp/international/int_kaigi/int_teppai/pdf/kankoku1-25.pdf
https://www.nichibenren.or.jp/activity/international/library.html
https://www.responsiblebusiness.org/media/docs/RBACodeofConduct7.0_Japanese.pdf
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGR17EQA0X11C21A2000000/
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/01/17af75c69077073f/20220009.pdf
https://hrn.or.jp/news/3036/


271 

 

ヒューマンライツ・ナウほか「中国国内ユニクロ下請け工場における 労働環境調査報告

書」（2015 年）http://hrn.or.jp/activity2/%E3%83%A6%E3%83%8B%E3%82%AF 

%E3%83%AD%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%83%

B3%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8%20%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%2

0150113.pdf  

ヒューマンライツ・ナウ「非財務情報（ESG） 開示をめぐる国際的動向と提言」(2018

年）http://hrn.or.jp/wpHN/wp-content/uploads/2018/05/b355a0535028 

1611040192d4861fc01b.pdf 

ヒューマンライツ・ナウ「ビジネスと人権に関する国別行動計画 およびその他法的メカニ

ズムの比較考察」(2019年） 

http://hrn.or.jp/wpHN/wp-content/uploads/2019/07/JNAP_HRN-.pdf 

          （ウェブサイト情報はすべて、2023年 1 月 31日最終アクセス） 

  

http://hrn.or.jp/activity2/%E3%83%A6%E3%83%8B%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%83%B3%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8%20%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%20150113.pdf
http://hrn.or.jp/activity2/%E3%83%A6%E3%83%8B%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%83%B3%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8%20%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%20150113.pdf
http://hrn.or.jp/activity2/%E3%83%A6%E3%83%8B%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%83%B3%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8%20%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%20150113.pdf
http://hrn.or.jp/activity2/%E3%83%A6%E3%83%8B%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%83%B3%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8%20%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%20150113.pdf
http://hrn.or.jp/wpHN/wp-content/uploads/2018/05/b355a05350281611040192d4861fc01b.pdf
http://hrn.or.jp/wpHN/wp-content/uploads/2018/05/b355a05350281611040192d4861fc01b.pdf
http://hrn.or.jp/wpHN/wp-content/uploads/2019/07/JNAP_HRN-.pdf


272 

 

英語・外国語文献 

■ Book 

Philip Alston(ed.), Non-state actors and human rights (Oxford University Press, 2005). 

Patricia Birnie, Alan Boyle and Catherine Redgwell, International law and the Environment, (3rded,  

Oxford University Press, 2009). 

Alan Boyle& Christine Chinkin, The Making of International Law (Oxford University Press, 2006). 

Anu Bradford, The Brussels Effect: How the European Union Rules the World (Oxford University  

Press, 2020). 

Nadia Bernaz, Business and Human Rights, History, law and policy-Bringing the accountability gap  

(Routledge, 2017). 

Antonio Cassesse, International Law (Oxford University Press, 2001). 

Andrew Clapham, Human Rights Obligations of Non-State Actors (Oxford University Press,  

2006). 

Andrew Clapham & Paola Gaeta(eds.), The Oxford Handbook of International Law in Armed  

Conflict (Oxford University Press, 2014). 

James Crawford, Chance, Order, Change: The Course of International Law, General Course on  
Public International Law, The Pocket Books of the Hague Academy of International Law,  

Volume 21(2014). 

Surya Deva and David Bilchitz, (eds.), Human Rights Obligations of Business: Beyond the  
Corporate Responsibility to Respect? (Cambridge University Press, 2013). 

Richard Falk, Human Rights Horizons: The Pursuit of Justice in a Globalizing World (Routledge,  

2000). 

Wolfgang Friedmann, The Changing Structure of International Law, (Stevens& Sons,1964) 

David Held, Democracy and the Global Order: From the Modern State to Cosmopolitan  
Governance (Stanford: Stanford University Press, 1995)  

Rosalyn Higgins, Problems and Process: International Law and How we use It (Clarendon Press,  

1994). 

Robert Jennings QC (ed.), Oppenheim’s International Law, 16 (9th ed. Longman, 1992). 

Philip C. Jessup, Transnational Law (Yale University Press,1956) 

Jan Klabbers, International Law, (3d ed. Cambridge University Press, 2020) 

John Knox＆Ramin Pejan, The Human Right to a Healthy Environment (Cambridge University 

 Press, 2021). 

Heike Krieger, Anne Peters& Leonhard Kreuzer(eds.), Due Diligence in the International Legal  

Order (Oxford University Press, 2020). 

Marti Koskenniemi, From Apology to Utopia－ The structure of International Legal  

Argument,(Cambridge University Press, 2006)  

Susan Marks, The Riddle of All Constitutions: International Law, Democracy, and the Critique of 

 Ideology (Oxford Oxford University Press, 2000) 

Richard Meeran(ed.), Human Rights Litigation against Multinationals in Practice（Oxford  

University Press, 2021) 

Theodor Meron, The Humanization of International Law, (Martinus Nijhoff Publishers, 2006). 

Marko Milanovic, Extraterritorial Application of Human Rights Treaties: Law, Practice and Policy 

 (Oxford University Press, 2011). 

Manfred Nowak, UN Covenant on Civil and Political Rights, CCPR Commentary, (2nd rev. ed, N. P.  

Engel, 2005). 

Manfred Nowak, Human Rights or Global Capitalism, The Limits of Privatization (University of  

Pennsylvania Press, 2017). 

Yasuaki Onuma, A Transcivilizational Perspective on International Law: Questioning Prevalent  

Cognitive Frameworks in the Emerging Multi-Polar and Multi-Civilizational World of the  
Twenty-First Century (The Pocket Books of The Hague Academy of International Law  

(Martinus Nijhoff, 2010) 
Anne Peters, Beyond Human Rights: The Legal Status of the Individual in International Law,  



273 

 

(Cambridge University Press, 2016) 

Balakrishnan Rajagopal, International Law from Below: Development, Social Movements and Third  

World Resistance (Cambridge University Press,2003) 

Virginie Rouas, Achieving Access to Justice in a Business and Human Rights Context, An  
Assessment of Litigation and Regulatory Responses in European Civil-Law Countries,  

(University of London Press, 2022) 

Philippe Sands, Principles of International Environmental Law,13(3rded, Cambridge University  

Press, 2012) 

Olivier De Schutter, International Human Rights Law: Cases, Materials, Commentary, (3d ed.  

Cambridge University Press,2019) 

Olivier De Schutter (ed.), Transnational Corporations and Human Rights, (Hart Publishing, 2006) 

William A. Schabas, The Customary International Law of Human Rights,(Oxford University Press, 

 2021) 

Sigrun I. Skogly, Beyond National Borders: States’ Human Rights Obligation in International  
Cooperation, (Intersentia, 2006) 

Christian Tams, Enforcing Obligations Erga Omnes in International Law (Cambridge University 

 Press,2005) 

Neil Walker, Intimation of Global Law (Cambridge University Press, 2014) 

Jennifer A. Zerk, Multinationals and Corporate Social Responsibility, Limitations and opportunities 
in International Law, (Cambridge University Press, 2006) 

 

■ Article  

Kenneth W. Abbott and Duncan Snidal, “Hard and Soft Law in International Governance”,  

International Organization, Vol.54 (2000), pp. 421-456 

Kenneth W. Abbott and Duncan Snidal, “Strengthening International Regulation Through  

Transnational New Governance”, Vanderbilt Journal of Transnational Law, Vol. 42 (2009),  

pp. 501-578 

Motoko Aizawa and Salil Tripathi, “Beyond Rana Plaza: Next Steps for the Global Garment Industry 

 and Bangladeshi Manufacturers”, Business and Human Rights Journal, Vol.1 (2016), pp. 145- 

152. 

Philip Alston, “The 'Not-a-Cat' Syndrome: Can the international human rights regime accommodate  

non-state actors?”, in Philip Alston(ed.), Non-State Actors and Human Rights, (2005), pp. 3-36. 

Jose E. Alvarez, “Are Corporations Subjects of International Law”, Santa Clara Journal of  

International law, Vol. 9 (2011), pp. 1-36 

XU, Alison, “Four Farmersʼ Expedition: A Review of the Shell Case”, 早稲田大学高等研究所 

紀要第 14 号(2022), pp.55-61 

Denis G. Arnold, “Corporations and Human Rights Obligations”, Business and Human Rights  

Journal, Vol.1 (2016), pp. 255-276 

Daniel Augenstein and David Kinley, “When human rights ‘responsibilities’ become ‘duties’: the  

extra-territorial obligations of states that bind corporations” in Deva & Bilchitz, (eds.), Human  

Rights Obligations of Business: Beyond the corporate responsibility to respect? (2013), pp.271- 

294 

Axel Marx, et al., “Access to legal remedies for victims of corporate human rights abuses in third  

countries”, requested by European Parliament’s Sub-Committee on Human Rights (2019) 

Daniel Augenstein, et al., “The UNGPs in the European Union: The Open Coordination of Business 

 and Human Rights?”, Business and Human Rights Journal, Vol.3 (2017), pp. 1-22. 

Daniel Augenstein and Lukasz Dziedzic, “State Obligations to Regulate and Adjudicate Corporate  

Activities under the European Convention on Human Rights”, EUI Working Paper LAW(2017),  

pp.1-37 

Sanyu Awori et al., “A Feminist Approach to the Binding Instrument on Transnational Corporations  

and other Business Enterprise”, Business and Human Rights Journal, Vol.3(2018), pp. 285–290. 

Larry Catá Backer,” Multinational Corporations, Transnational Law: The United Nation's Norms on  



274 

 

the Responsibilities of Transnational Corporations as Harbinger of Corporate Responsibility in 

 International Law”, Columbia Human Rights Law Review, Vol.37 (2005), pp.101-192. 

Upendra Baxi, “Human Rights Responsibility of Multinational Corporations, Political Ecology of 

 Injustice: Learning from Bhopal Thirty Plus”, Business and Human Rights Journal Vol.1  

(2016), pp. 21-40. 

Samantha Besson, The Extraterritoriality of the European Convention on Human Rights: Why  

Human Rights Depend on Jurisdiction and What Jurisdiction Amounts to, Leiden Journal of  

International Law Vol. 25 (2012), pp.857-884. 

Nadia Bernaz, Enhancing Corporate Accountability for Human Rights Violations: Is  

Extraterritoriality the Magic Potion?”, Journal of Business Ethics, Vol.117 no.3 (2013), pp.493- 

511. 

Nadia Bernaz, State Obligations with Regard to the Extraterritorial Activities of Companies  

Domiciled on Their Territories, Carla M. Buckley, et al. (eds.), Towards Convergence in  

International Human Rights Law: Approaches of Regional and International Systems, (2016),  

pp. 435-453. 

Nadia Bernaz and Irene Pietropaoli, “The Role of Non-Governmental Organizations in the Business 

 and Human Rights Treaty Negotiations”, Journal of Human Rights Practice, Vol.9(2017),  

pp.287–311. 

Nadia Bernaz and Irene Pietropaoli, “Developing a Business and Human Rights Treaty: Lessons  

from the Deep Seabed Mining Regime under the United Nations Convention on the Law of the  

Sea”, Business and Human Rights Journal, Vol.5 (2020), pp. 1-21. 

Nadia Bernaz, “Conceptualizing Corporate Accountability in International Law: Models for a  

Business and Human Rights Treaty”, Human Rights Review, Vol. 22, (2021), pp. 45–64. 

David Bilchitz, “The Necessity for a Business and Human Rights Treaty”, Business and Human 
 Rights Journal, Vol.1 (2016), pp. 203-228.  

David Birchall, “Any Act, Any Harm, To Anyone: The Transformative Potential of “Human Rights 

 Impacts” Under the UN Guiding Principles on Business and Human Rights”, University of  
Oxford Human Rights Hub Journal, Vol.2019 (2019), pp. 120-146. 

Jonathan Bonnitcha and Robert McCorquodale, “The Concept of ‘Due Diligence’ in the UN Guiding  

Principles on Business and Human Rights”, The European Journal of International Law, Vol. 28  

(2017), pp. 899-919. 

Alan Boyle, “Liability for Injurious Consequences of Acts Not Prohibited by International Law”, in  
James Crawford, Alain Pellet and Simon Olleson(eds.), The Law of International Responsibility,  

(Oxford University Press,2010), pp.95-104. 

Fernanda Frizzo Bragato et al., “The Colonial Limits of Transnational Corporations’ Accountability 

 for Human Rights Violations, Third World Approaches to International Law Review, Vol.2  

(2021), pp. 34-58. 

Claire Bright et al., “Options for Mandatory Human Rights Due Diligence in Belgium” (2020). 

Karin Buhmann, “Neglecting the Proactive Aspect of Human Rights Due Diligence? A Critical  

Appraisal of the EU’s Non-Financial Reporting Directive as a Pillar One Avenue for Promoting  

Pillar Two Action”, Business and Human Rights Journal, Vol.3 (2018), pp. 23-45. 

Jay Butler, “The Corporate Keepers of International Law”, American Journal of International Law, 

Vol. 114 (2020), pp. 189–220.  

Rachel Chambers; Anil Yilmaz-Vastardis, “The New EU Rules on Non-Financial Reporting:  

Potential Impacts on Access to Remedy”, Human Rights & International Legal Discourse,  
Vol.10 no. 1(2016), pp. 18-40 

Christine Chinkin, “The Challenge of Soft Law: Development and Change in International Law”,  

International and Comparative Law Quarterly, Vol 38 (1989), pp. 850-866. 

Christine Chinkin, “A Critique of Public/Private Dimension”, European Journal of International  

Law, Vol. 10 (1999), pp. 387-395. 

Christine Chinkin, “The Duty of Due Diligence”, document prepared for the Ad Hoc Committee on  

Preventing and Combatting Violence against Women and Domestic Violence in the Council of 

Europe, (2010). 
B.S. Chimni, “Third World Approaches to International Law: A Manifesto”, International  



275 

 

Community Law Review, Vol.8 (2006), pp.3-22. 

B.S. Chimni, “International Institution Today: An Global Imperial State in the Making”, European 

Journal of International Law, Vol.15 (2006), pp. 1-37. 

B. S. Chimni, “Customary International Law: A Third World Perspective,” American Journal of 
International Law, Vol. 112 (2018), pp. 1-46. 

Andrew Clapham, “The Question of Jurisdiction Under International Criminal Law Over Legal 

Persons: Lessons from the Rome Conference on an International Criminal Court, in Liability of 

Multinational Corporations under International Law”, Menno T. Kamminga and Saman Zia-

Zarifi(eds.), Liability of multinational corporations under international law, (Kluwer Law 

International, cop. 2000), pp. 130-195. 

Andrew Clapham, “Focusing on Armed Non-State Actors” in Andrew Clapham and Paola 

Gaeta(eds.), The Oxford Handbook of International Law in Armed Conflict, (Oxford University 

Press,2014), pp. 766-810. 

Madeleine Conway, “A New Duty of Care - Tort Liability from Voluntary Human Rights Due 

Diligence in Global Supply Chains”, Queen's Law Journal, Vol. 40, (2015), pp. 741-786. 

Fons Coomans, “The Extraterritorial Scope of the International Covenant of Economic, Social and 

Cultural Rights in the Work of the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural 

Rights”, Human Rights Law Review, Vol. 11 no.1 (2011), pp. 1-35. 

Wesley Cragg, “Business and human rights: a principle and value-based analysis”, George Brenkert 

and Tom Beauchamp (eds.), The Oxford Handbook of Business Ethics (Oxford University 

Press, 2009), pp.3-46. 

Sandra Cossart et al, “The French Law on Duty of Care: A Historic Step Towards Making 

Globalization Work for All”, Business and Human Rights Journal, Vol.2 (2017), pp. 317–323. 

Marilyn Croser et al., “Developments in the Field, Vedanta v Lungowe and Kiobel v Shell: The 

Implications for Parent Company Accountability”, Business and Human Rights Journal, Vol.5 

(2020), pp. 130-136. 

Cees Van Dam, “Tort Law and Human Rights: Brothers in Arms On the Role of Tort Law in the Area 

of Business and Human Rights”, Journal of European Tort Law Vol. 2, (2011), pp. 221-254. 

Mark P. Dallas et al., “Power in global value chains”, Review of International Political Economy, 

Vol.26 no. 4 (2019), pp. 666-694.  

Daria Davitti, “Refining the Protect, Respect and Remedy Framework for Business and Human 

Rights and Its Guiding Principles”, Human Rights Law Review Vol. 16 (2016), pp.55-75. 

Surya Deva, “Acting Extraterritorially to Tame Multinational Corporations for Human Rights 

Violations: Who Should Bell the Cat”, Melbourne Journal of International Law, Vol. 5, (2004), 

pp. 37-65.   

Surya Deva, “Treating human rights lightly: a critique of the consensus rhetoric and the language 

employed by the Guiding Principles” in Bilchitz & Deva, (eds.) Human Rights Obligations of 

Business: Beyond the Corporate Responsibility to Respect? (2013), pp. 78 -104. 

Surya Deva, “The UN Guiding Principles’ Orbit and Other Regulatory Regimes in the Business and 

Human Rights Universe: Managing the Interface”, Business and Human Rights Journal, Vol.6 

(2021), pp. 336–351. 

Neil Donald, “The Role of Due Diligence in International Law”, International and Comparative 

Law Quarterly, Vol.68 no. 4 (2019), pp. 1041-1054. 

William S. Dodge, “Developments in the Field～Corporate Liability Under the US Alien Tort 

Statute: A Comment on Jesner v Arab Bank”, Business and Human Rights Journal, Vol.4 

(2019), pp. 131⁻137. 

Liebeth F.H. Enneking, “Putting the Dutch Child Labour Due Diligence Act into Perspective. An 

Assessment of the CLDD Act's Legal and Policy Relevance in the Netherlands and Beyond”, 

Erasmus Law Review, Vol.2019 no.4(2019), pp.20-36.  

Marco Fasciglione, “The Enforcement of Corporate Human Rights Due Diligence: From the UN 

Guiding Principles on Business and Human Rights to the Legal Systems of EU Countries”, 

Human Rights & International Legal discourse, Vol.10, (2016), pp. 94-117. 

Richard Falk, “Nuclear Weapons Advisory Opinion and the New Jurisprudence of Global Civil 
Society”, Transnational Law & Contemporary Problems, Vol. 7 (1997), pp. 333-352. 



276 

 

Richard Falk, “Interpreting the Interaction of Global Markets and Human Rights” in Alison Brysk 

(ed.), Globalization and Human Rights University of California Press, 2002) pp. 61-76. 

Eirini-Erasmia Fasia, “No Provision Left Behind – Law of the Sea Convention’s Dispute Settlement 

System and Obligations Erga Omnes”, The Law and Practice of International Courts and 
Tribunals, Vol.20 no. 3 (2021), pp. 519-547. 

Chiara Giorgetti, “Mass Tort Claims In International Investment Proceedings: What Are The Lessons 

From The Ecuador-Chevron Dispute?”, Richmond School of Law, Law Faculty Publications, 

Vol 34 (2013), pp. 787-797. 

Isabelle R. Gunning, “Modernizing Customary International Law”, Virginia Journal of International 
Law, Vol. 31 (1991), pp. 211-247. 

Tara Van Ho, “Defining the Relationships: “Cause, Contribute, and Directly Linked to” in the UN 

Guiding Principles on Business and Human Rights”, Human Rights Quarterly, Vol. 43 (2021), 

pp.625-658. 

Judith Kimerling, “Lesson from the Chevron Ecuador Litigation: The Proposed Intervenors’ 

Perspective”, Stanford Journal of Complex Litigation, Vol.1 no.2 (2013), pp.241-294. 

Markus Krajewski et al, Briefing paper, Human Rights Due Diligence Legislation - Options for the 

EU, (2020), pp.1-33. 

Markus Krajewski et al., “Mandatory Human Rights Due Diligence in Germany and Norway: 

Stepping, or Striding, in the Same Direction?”  Business and Human Rights Journal, Vol. 6 

(2021), pp. 550-558. 

Nico Krisch, “International Law in Times of Hegemony: Unequal Power and the Shaping of the 

International Legal Order”, THE European Journal of International Law, Vol. 16 (2005), pp. 

369–408. 

Nico Krisch, “Order at the margins: The legal construction of interface conflicts over time”, Global 
Constitutionalism, Vol. 9 (2020), pp. 343-363.  

David Kinley and Junko Tadaki, “From Talk to Walk: The Emergence of Human Rights 

Responsibilities for Corporations at International Law”, Virginia Journal of International Law, 
Vol. 44, (2004) pp.931-1023. 

David Kinley and Rachel Chambers, “The UN Human Rights Norms for Corporations: The Private 

Implications of Public International Law”, Human Rights Law Review, Vol. 6 (2006), pp. 447-

497. 

Harold Hongju Koh, “Transnational Public Law Litigation”, Yale Law Journal Vol.100(1991), pp. 

2347-2402. 

Harold Hongju Koh, “Separating Myth From Reality About Corporate Responsibility Litigation”, 

Journal of International Economics, Vol.7 no.2 (2004), pp. 263-274. 

Sarah Joseph, Extraterritorial Human Rights Duties, in Blame it on the WTO A Human Rights 

Critique, (Oxford University Press, 2011), pp. 245-264. 

Tineke Lambooy et al., “An analysis and practical application of the Guiding Principles on providing 

remedies with special reference to case studies related to oil companies”, in Bilchitz & Deva 

(eds.) Human Rights Obligations of Business: Beyond the Corporate Responsibility to Respect? 
(2013), pp. 329-377. 

Ingrid Landau, “Human Rights Due Diligence and the Risk of Cosmetic Compliance”, Melbourne 

Journal of International Law, Vol.20 no.1 (2019), pp. 221-247. 

Andrea Felipe Lopez Latorre, “In Defence of Direct Obligations for Businesses Under International 

Human Rights Law”, Business and Human Rights Journal, Vol. 556 (2020), pp. 56-83. 

Daniel Leader, “Huma Rights Litigation against Multinationals in Practice-Lesson from the United 

Kingdom”, Meeran(ed.), Human Rights Litigation against Multinationals in Practice, (2021), 

pp. 58-84. 

Desiree LeClercq, “Nestlé United States, Inc. v. Doe. 141 S. Ct. 1931”.  American Journal of 

International Law, Vol.115 no. 4(2021), pp. 694-700. 

Carlos Lopez, “The ‘Ruggie process’: from legal obligations to corporate social responsibility?” in 

Bilchitz & Deva (eds.) Human Rights Obligations of Business: Beyond the Corporate 

Responsibility to Respect? (2013), pp. 58-77. 
Carlos Lopez &Ben Shea, “Negotiating a Treaty on Business and Human Rights: A Review of the 



277 

 

First Intergovernmental Session”, Business and Human Rights Journal, Vol.1 no.1 (2016), pp. 

111-116. 

Rajiv Maher, “De-contextualized Corporate Human Rights Benchmarks: Whose Perspective Counts? 

See Disclaimer”, Business and Human Rights Journal, Vol. 5 (2020), pp 156-163. 
Chiara Macchi, “A Treaty on Business and Human Rights: Problem A Treaty on Business and 

Human Rights: Problem and Prospect” in Jernej Letnar Cernic & Nicolás Carrillo-Santarelli 

(eds.), Future of Business and Human Rights (Intersentia, 2018), pp. 63-85. 

Chiara Macch, “The Climate Change Dimension of Business and Human Rights: The Gradual 

Consolidation of a Concept of Climate Due Diligence”, Business and Human Rights Journal 
Vol.6 (2021), pp.93-119. 

Chiara Macchi & Josephine van Zeben J, “Business and human rights implications of climate change 

litigation: Milieudefensie et al. v Royal Dutch Shell”, RECIEL Vol. 30 no. 3 (2021), pp. 409-

415. 

Anne-Marie Slaughter, “The Real New World Order”, Foreign Affairs, Vol.76 (1997), pp. 183-197. 

Neglia, Maddalena, “The UNGPs - Five Years on: From Consensus to Divergence in Public 

Regulation on Business and Human Rights”, Netherlands Quarterly of Human Rights, Vol. 34 

no.4 (2016), pp. 289-317. 

Susan Marks, “International Judicial Activism and the Commodity-Form Theory of International 

Law,” The European Journal of International Law, Vol. 18 No. 1 (2007), pp.199−211. 

Carmen Marquez Carrasco & Karin Buhmann, “The Corporate Responsibility to Respect Human 

Rights, The Emerging European Union Regime”, Human rights & international legal 

discourse, Vol. 10 (2016), pp. 2-17. 

Robert McCorquodale& Penelope Simons, “Responsibility Beyond Borders: State Responsibility for 

Extraterritorial Violations by Corporations of International Human Rights Law”,70(4) Modern 

Law Review 598 (2007), pp.598-625. 

Robert McCorquodale et al., “Human Rights Due Diligence in Law and Practice: Good Practices and 

Challenges for Business Enterprises”, Business and Human Rights Journal, Vol.2 no.2 (2017), 

pp.195–224. 

Fiona McLeay, “Corporate Codes of Conduct and the Human Rights Accountability of Transnational 

Corporations: A Small Piece of a Larger Puzzle”, in De Schutter(ed.), Transnational 
Corporations and Human Rights (2006), pp. 219-240. 

Richard Meeran, “Multinational Human Rights Litigation in the UK: A Retrospective”, Business and 
Human Rights Journal, Vol.6 (2021), pp.255-269. 

Marko Milanovic, “Grand Chamber Judgment in Catan and Others”, EJIL Talk !, 21 (2012) 

Peter Muchlinski, “The Impact of the UN Guiding Principles on Business Attitudes to Observing 

Human Right”, Business and Human Rights Journal, Vol.6 (2021), pp.212–226. 

Sarah Miller, “Revisiting Extraterritorial Jurisdiction: A Territorial Justification for Extraterritorial 

Jurisdiction under the European Convention”, The European Journal of International Law, Vol. 

20 (2009), pp. 1223-1246. 

Justine Nolan, “The corporate responsibility to respect human rights: soft law or not law? ”in 

Bilchitz & Deva(eds.), Human Rights Obligations of Business: Beyond the Corporate 

Responsibility to Respect? (2013), pp.138-161. 

Claire Methven O’brien, The Home State Duty to Regulate the Human Rights Impacts of TNCs 

Abroad: A Rebuttal, Business and Human Rights Journal, Vol.3 (2018), pp. 47-73. 

Claire Methven O’brien, “Confronting the Constraints of the Medium: The Fifth Session of the UN 

Intergovernmental Working Group on a Business and Human Rights Treaty”, Business and 

Human Rights Journal, Vol.5 (2020), pp. 150-155. 

Nilüfer Oral, “The International Law Commission and the Progressive Development and 

Codification of Principles of International Environmental Law”, FIU Law Review, Vol. 13 no. 

6, (2019), pp. 1075-1100.  

Olga Martin-Ortega, “Human Rights Due Diligence for Corporations: From Voluntary Standards to 

Hard Law at Last”, Netherlands Quarterly of Human Rights, Vol.32 no. 1(2014), pp.44-74. 

Daria Palombo, “Rejecting Jurisdiction to Avoid Imperialism– That Simple?” Opinio Juris (2021). 
Christopher Patz, “Developing in the Field, The EU’s Draft Corporate Sustainability Due Diligence 

https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Jernej%20Letnar%20Cernic&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Nicol%C3%A1s%20Carrillo-Santarelli&eventCode=SE-AU


278 

 

Directive: A First Assessment”, Business and Human Rights Journal, Vol.7 no. 2 (2022), 

pp.291-297. 

Anne Peters, “Compensatory Constitutionalism: The Function and Potential of Fundamental 

International Norms and Structures”, Leiden Journal of International Law, Vol. 19 no.3 (2006), 

pp. 579-610. 

Gabriela Quijano& Carlos Lopez,” Rise of Mandatory Human Rights Due Diligence- a Beacon of 

Hope or a Double-edged Sword?”, Business and Human Rights Journal, Vol. 6 (2021),   

pp.241–254. 

Anita Ramasastry, “Corporate Complicity: From Nuremberg to Rangoon –A Examination of Forced 

Labor Cases and Their Impact on the Liability of Multinational Corporations”, Berkeley 

Journal of International Law, Vol. 20 (2002), pp. 91-159. 

Anita Ramasastry, “Closing the governance gap in the business and human rights arena: lessons 

from the anti-corruption movement” in Bilchitz & Deva (eds.) Human Rights Obligations of 

Business: Beyond the Corporate Responsibility to Respect? (2013), pp. 162- 190. 

Anita Ramasastry, “Corporate Social Responsibility Versus Business and Human Rights: Bridging 

the Gap Between Responsibility and Accountability”, Journal of Human Rights, Vol. 14 no.2 

(2015), pp. 237-259. 

Steven R. Ratner, “Corporations and Human Rights, A Theory of Legal Responsibility”, The Yale 

Law Journal, Vol. 111 (2001), pp. 443-545.  

Steven R. Ratner, Introduction to the symposium on soft law and hard law on business and human 

rights, 114 AJIL UNBOUND (2020), pp.163-167. 

August Reinisch, “The Changing International Legal Framework for Dealing with Non-State 

Actors”, in Philip Alston(ed.), Non-State Actors and Human Rights, (2005) pp. 37-89. 

Humberto Cantu Rivera, “National Action Plans on Business and Human Rights: Progress or 

Mirage?” Business and Human Rights Journal Vol.4 no.2(2019) pp. 213-237. 

Lucas Roorda and Daniel Leader, “Okpabi v Shell and Four Nigerian Farmers v Shell: Parent 

Company Liability Back in Court”, Business and Human Rights Journal, Vol.6 no.2, (2021), 

pp. 368–376. 

John Ruggie, “Quo Vadis? Unsolicited Advice to Business and Human Rights Treaty Sponsors, 

Commentary”, Institute for Human Rights and Business (2014). 

John Gerard Ruggie, “Global Governance and “New Governance Theory”: Lessons from Business 

and Human Rights”, Global Governance, Vol.20 (2014), pp. 5-17. 

John Gerard Ruggie and John F. Sherman, “The Concept of ‘Due Diligence’ in the UN Guiding 

Principles on Business and Human Rights: A Reply to Jonathan Bonnitcha and Robert 

McCorquodale”, European Journal of International Law, Vol. 28 (2017), pp. 921-928. 

Channa Samkalden, “Foreign Direct Liability of Multinational Corporations in the Dutch Legal 

Order”, in Richard Meeran(ed.), Human Rights Litigation against Multinationals in Practice, 

(2021), pp. 201-229. 

Philippe Sands, “Treaty, Custom and the Cross-fertilization of International Law”, Yale Human 

Rights &Development Law Journal, Vol.1(1999), pp.85-106. 

Elsa Savourey and Stéphane Brabant, “The French Law on the Duty of Vigilance: Theoretical and 

Practical Challenges Since its Adoption”, Business and Human Rights Journal, Vol.6 no.1 

(2021), pp. 141- 152. 

Oliver De Schutter, “The Accountability of Multinationals for Human Rights Violations in European 

Law” in Philip Alston(ed.), Non-State Actors and Human Rights, (2005) pp. 227-314. 

Olivier de Schutter, “Globalization and jurisdiction Lessons from the European Convention on 

Human Rights”, Baltic Yearbook of International Law, Vol. 6(2006), pp. 185-247.  

Olivier de Schutter, “Extraterritorial Jurisdiction as a tool for improving the human rights”, Report 

prepared as a background paper for the legal experts meeting with John Ruggie in Brussels, 

(2006) pp.1-52. 

Olivier De Schutter, “The challenge of Imposing Human Rights Norms on Corporate Actors” in De 

Schutter (ed.), Transnational Corporations and Human Rights (2006), pp. 1-40. 

Olivier De Schutter et al., “Commentary to the Maastricht Principles on Extraterritorial Obligations 
of States in the Area of Economic, Social and Cultural Rights”, Human Rights Quarterly, 



279 

 

Vol.34 no.4 (2012), pp.1084-1169. 

Olivier De Schutter et al., “Human Rights Due Diligence: The Role of States”, for International 

Corporate Accountability Roundtable (ICAR), European Coalition for Corporate Justice 

(ECCJ), Canadian Network on Corporate Accountability (CNCA), Human Rights Due 
Diligence Project, (2012), pp. 1-87.  

Olivier De Schutter, “Foreword: Beyond the guiding principles” in Bilchitz & Deva (eds.), Human 
Rights Obligations of Business: Beyond the Corporate Responsibility to Respect? (2013), 

Forward. 

Olivier De Schutter, “Towards a New Treaty on Business and Human Rights”, Business and Human 
Rights Journal, Vol.1 (2016), pp. 41-67. 

Olivier de Schutter, “The "Zero Draft" for a legally binding instrument to regulate, in international 

human rights law, the activities of transnational corporations and other business enterprises: A 

Comment”, (2018), pp. 1-10. 

Olivier De Schutter, “Towards Mandatory Due Diligence in Global Supply Chains”, at the request of 

the International Trade Union Confederation (ITUC) (2020), pp. 1-55. 

Sara L. Seck, “Home State Responsibility and Local Communities: The Case of Global Mining”, 

Yale Human Rights and Development Law Journal, Vol.11 (2008), pp.177-206. 

Sara L Seck, “Unilateral Home State Regulation: Imperialism or Tool for Subaltern Resistance?”, 

Osgoode Hall Law Journal Comparative Constitutionalism and Transnational Law, Vol. 46 

no.3 (2008), pp.565-603 

Sara L. Seck, “Transnational Labour Law and the Environment: Beyond the Bounded Autonomous 

Worker”, Canadian Journal of Law and Society, Vol. 33 no.2 (2018), pp. 137-157. 

Sara L Seck, “Conceptualizing the Home State Duty to Protect Human Rights”, in Karin Buhman, 

Mette Morsing & Lynn Roseberry (eds.), Corporate Social and Human Rights Responsibilities: 
Global Legal and Management Perspectives, (Palgrave Macmillan, 2011), pp. 25-51. 

Yuval Shany, “The Extraterritorial Application of International Human Rights Law”, Recueil des 

cours, 409(Brill/ Nijhoff, 2020). 

Bruno Simma and Philip Alston,” The sources of human rights law: custom, jus cogens and general 

principles”, Australian Year Book of International Law (1992), pp. 82-108. 

Bruno Simma, “International Human Rights and General International Law: A comparative 

analysis”, in Academy of European Law (ed.), The Protection of Human Rights in Europe,(The 

Hague/Boston/London, Kluwer Law International/Martinus Nijhoff Publishers / Florence, 

Academy of European Law, European University Institute, 1995, Collected Courses of the 

Academy of European Law, 1993, IV/2)  153-236 pp. 

B. Simma, “From bilateralism to community interest in international law”, (Volume 250) in: 

Collected Courses of the Hague Academy of International Law (Brill, 1994). 

Bruno Simma and Andreas L. Paulus, “The 'International Community: Facing the Challenge of 

Globalization”, European Journal of International Law, Vol. 9 (1998). pp. 266-277. 

Lise Smit et al., “Human rights due diligence in global supply chains: evidence of corporate 

practices to inform a legal standard”, The International Journal of Human Rights, Vol.25 no.6 

(2021), pp. 945-973. 

Vladislava Stoyanova, Common law tort of negligence as a tool for deconstructing positive 

obligations under the European convention on human rights, The International Journal of 
Human Rights Vol. 24 (2020), pp.632-655. 

Ralph G. Steinhardt, “Corporate Responsibility and the International Law of Human Rights: the 

New Lex Mercatoria”, in Alston(ed.), Non-State Actors and Human Rights (2005), pp. 177-226. 

Amy Sinclair and Justine Nolan, “Modern Slavery Laws in Australia: Steps in the Right Direction?” 

Business and Human Rights Journal, Vol. 5, no. 1 (2020), pp. 164-170. 

Louis B. Sohn, “The Stockholm Declaration on the Human Environment”, The Harvard 

International Law Journal Vol.14 (1973), pp. 423-515. 

Christian J. Tams and Antonios Tzanakopoulos,” Barcelona Traction at 40: The ICJ as an Agent of 

Legal Development”, Leiden Journal of International Law, Vol.23 no. 4 (2010), pp. 781-800. 

John Tasioulas, “Customary International Law and the Quest for Global Justice”, in Amanda 
Perreau-Saussine and James Bernard Murphy (eds.), The Nature of Customary Law: Legal, 



280 

 

Historical and Philosophical perspective, (2009), pp. 307-335. 

Ines Tofalo, “Overt and Hidden Accomplices: Transnational Corporations’ Range of Complicity     

for Human Rights Violations”, in De Schutter(ed.), Transnational Corporations and Human 

Rights, (2006), pp. 335-358. 

Christian Tomuschat, “Obligations Arising for States without or against Their Will” (Volume 241) 

in: Collected Courses of the Hague Academy of International Law (Brill, 1993). 

US Congressional Research Service, “The Alien Tort Statute: A Primer, (2022), pp. 1-25. 

Prosper Weil, “Towards Relative Normativity in International Law?”, The American Journal of 

International Law, Vol. 77 no.3 (1983), pp.413-442. 

David Weissbrodt and Muria Kruger, “The Norms on the Responsibilities of Transnational 

Corporations and Other Business Enterprises With Regard to Human Rights”, in Philip 

Alston(ed.), Non-State Actors and Human Rights (2005), pp. 315-350. 

David Weissbrodt, “Business and Human Rights, University of Cincinnati Law”, Vol. 74 no.1 

(2005), pp.55-74. 

David Weissbrodt, “Keynote Address: International Standard-Setting on the Human Rights 

Responsibilities of Business”, Berkeley Journal of International Law, Vol. 26(2008), pp.373-

391. 

Joe Wills, “The World Turned Upside Down: Neo-Liberalism, Socioeconomic Rights, and 

Hegemony”, Leiden Journal of International Law, Vol. 27 no. 1 (2014). pp.11-35. 

Andrew J. Wilson, “Beyond Unocal: Conceptual Problems In Using International Norms To Hold 

Transnational Corporations Liable Under The Alien Tort Claims Act” in De Schutter (ed.), 

Transnational Corporations and Human Rights, (2006), pp.43-72. 

Jennifer A. Zerk, “Extraterritorial Jurisdiction: Business and Human Rights Sphere from Six 

Regulatory Areas”, Working paper 59, Corporate Social Responsibility Initiative, The 
Corporate Social Responsibility Initiative at the Harvard Kennedy School of Government, 

(2010), pp. 1-222. 

 

■ UN Human Rights Treaty Bodies 

                                         

Human Rights Committee, (hereinafter, HR Committee) 

Lopez Burgos v. Uruguay, HR Committee, communication number 052/1979 

U.N.Doc. CCPR/C/OP/1 at 88, Views adopted on 29 Jul 1981 

Montero v. Uruguay, HR Committee, communication number 106/1981,  

U.N.Doc. CCPR/C/18/D/106/1981, Views adopted on 31 March 1983 

Yassin v Canada, HR Committee, communication number 2285/2013,  

U.N.Doc.  CCPR/C/120/D/2285/2013, Inadmissibility decision, adopted on 26 Jul 2017 

General Comment No. 24, HR Committee, U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.6 (1994) 

General Comment No. 31, HR Committee, U.N. Doc. CCPR/C/74/CPR.4/Rev.6(2004)  

General Comment No. 33, HR Committee, U.N. Doc. CCPR/C/GC/33, 5 November 2008 

General Comment No. 36, HR Committee, U.N. Doc.  CCPR/C/GC/36(2018)   

Concluding Observations on the Sixth Periodic Report of Germany, HR Committee,  

U.N. Doc. CCPR/C/DEU/CO/6, Germany (2012)  

Concluding Observations on the Sixth Periodic Report of Canada, HR Committee,  

U.N. Doc. CCPR/C/CAN/CO/6.Canada（2015） 

Concluding Observations on the Fourth Periodic Report of Canada, HR Committee,  

U.N. Doc. CCPR/C/KOR/CO/4. Republic of Korea (2015) 

 

 

Committee on Economic, Social and Cultural Rights(hereinafter, CESCR) 

Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Statement on the obligations of States parties 

regarding the corporate sector and economic, social and cultural rights, U.N. Doc. E/C.12/2011/1 

(2011) 

General Comment No.  9, CESCR, U.N. Doc. E/C.12/1998/24(1998) 



281 

 

General Comment No. 14, CESCR, U.N. Doc. E/C.12/2000/4 (2000) 

General Comment No. 15, CESCR, U.N. Doc. E/C.12/2002/11 (2002） 

General Comment No. 18, CESCR, U.N. Doc. E/C.12/GC/18 (2006) 

General Comment No. 23, CESCR, U.N. Doc.  E/C.12/GC/23 (2016) 

General Comment No. 24. CESCR, U.N. Doc. E/C.12/GC/24 (2017)  

Consideration of Reports submitted by States parties under Article 16 and 17 of the Covenant: 

Concluding observations of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Israel, CESCR, 

U.N. Doc. E/C.12/1/Add.27 (1998) 

Consideration of Reports submitted by States parties under Article 16 and 17 of the Covenant: 

Concluding observations of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Israel,  

CESCR, U.N. Doc. E/C.12/1/Add.90 (2003)  

Concluding Observations on the Fifth Periodic Report of Germany, CESCR,  

U.N. Doc. E/C.12/DEU/CO/5 (2011)  

Concluding Observations on the Fifth Periodic Report of Norway, CESCR,  

U.N. Doc. E/C.12/NOR/CO/5 (2013) 

Concluding Observations on the Sixth Periodic Report of United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland, CESCR, U.N. Doc. E/C.12/GBR/CO/6 (2016)  

Concluding Observations on the Sixth Periodic Report of Netherland, CESCR,  

U.N. Doc. E/C.12/NLD/CO/6 (2017)  

Concluding Observations on the Fourth Periodic Report of France, CESCR,  

U.N. Doc. E/C.12/FRA/CO/4 (2016) 

Concluding Observations on the Sixth Periodic Report of Denmark, CESCR,  

U.N. Doc. E/C.12/DNK/CO/6 (2019) 

Concluding Observations on the Fourth Periodic Report of Switzerland, CESCR,  

U.N. Doc. E/C.12/CHE/CO/4 (2019) 

Concluding Observations on the Fifth Periodic Report of Belgium, CESCR, 

 U.N. Doc. E/C.12/BEL/CO/5 (2020) 

Concluding Observations on the Sixth Periodic Report of Norway, CESCR,  

U.N. Doc. E/C.12/NOR/CO/6 (2020) 

Concluding Observations on the Seventh Periodic Report of Finland, CESCR,  

U.N. Doc. E/C.12/FIN/CO/7 (2021) 

 

Committee on the Elimination of Racial Discrimination (hereinafter, CERD) 

Concluding Observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination: Canada, 

U.N. Doc. CERD/C/CAN/CO/ CERD/C/CAN/CO/ 18 (2007） 

Concluding Observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination: Canada, 

U.N. Doc. CERD/C/CAN/CO/19-20(2012) 

Concluding Observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination: United 

States of America, U.N. Doc.CERD/C/USA/CO/6 (2008) 

Concluding observations on the combined seventh to ninth periodic reports of the United States of 

America, CERD, U.N. Doc. CERD/C/USA/7-9 (2014） 

 

Committee on the Elimination of Racial Discrimination (hereinafter, CEDAW) 

General Recommendation No.28, CEDAW, U.N. Doc. CEDAW/C/GC/28 (2010)   

General Recommendation No.35, CEDAW, U.N. Doc. CEDAW/C/GC/35 (2017) 

General Recommendation No.37, CEDAW, U.N. Doc. CEDAW/C/GC/37 (2018) 

General Recommendation No.38, CEDAW, U.N. Doc. CEDAW/C/GC/38 (2020) 

Concluding observations on the combined eighth and ninth periodic reports of Sweden, CEDAW, 

U.N. Doc. CEDAW/C/SWE/CO/8-9 (2016) 

Concluding observations on the combined eighth and ninth periodic reports of Canada, CEDAW, 

U.N. Doc. CEDAW C/CAN/CO/8-9 (2016) 

 

Committee on the Rights of the Child(hereinafter, CRC) 

CRC, Report on the thirty-first session, U.N. Doc. CRC/C/121 (2002) 



282 

 

General Comment No.5, CRC, U.N. Doc. CRC/GC/2003/5 (2003)  

General Comment No.16, CRC, U.N. Doc. CRC/C/GC/16（2013） 

Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention Concluding 

observations: Finland, CRC, U.N. Doc. CRC/C/FIN/CO/4 Finland (2011)  

Consideration of reports submitted by States parties under article 12, paragraph 1, of the Optional 

Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and 

child pornography Concluding observations: Sweden, CRC, U.N. Doc. CRC/C/OPSC/SWE/CO/1 

(2011） 

Concluding observations on the combined third and fourth periodic report of Canada, CRC, U.N. 

Doc. CRC/C/CAN/CO/3-4 (2012) 

Concluding observations on the combined second to fourth periodic reports of Switzerland, CRC, 

U.N. Doc. CRC/C/CHE/CO/2-4 Switzerland (2015) 

Concluding observations on the fifth periodic report of France, CRC, U.N. Doc. CRC/C/FRA/CO/5 

(2016)  

 

■ Regional Human Rights Court 

 

European Court of Human Rights（hereinafter, ECtHR） 

Tyrer v. The United Kingdom, ECtHR (Chamber), Application no. 5856/72, Judgement of 25 April 

1978,  

Loizidou v. Turkey (Preliminary Objections), ECtHR (Chamber), Application no. 15318/89, 

Judgment of 23 March 1995 

Loizidou v. Turkey, ECtHR (Grand Chamber), App. no. 15318/89, Judgment of 18 December 1996 

Bankovic v. Belgium and Others (Admissibility), Application no.52207/99, Decision of 12 

December 2001 

Ilascu & Others v. Moldova & Russia, ECtHR (Grand Chamber), Application no. 48787/99, 

Judgement of 8 July 2004  

Opuz v Turkey, ECtHR (Third Section), App. no. 33401/02, Judgment of 9 June 2009 

Al-Skeini and Others v. United Kingdom, ECtHR (Grand Chamber), Application no. 55721/07, 

Judgment of 7 July 2011 

Al-Jedda v. the United Kingdom, ECtHR (Grand Chamber), Application no.27021/08, Judgement of 

7 July 2011 

Catan and Others v. Moldova & Russia, ECtHR (Grand Chamber), Application no.43370/04, 

8252/05 and 18454/06, Judgement of 19 October 2012  

 

Inter-American Court of Human Rights(hereinafter, I/A Court H.R) 

I/A Court H.R., Case of Velásquez Rodríguez v. Honduras. Merits. Judgment of July 29, 1988. Series 

C No. 4. 

I/A Court H.R., The Effect of Reservations on the Entry into Force of the American Convention on 

Human Rights (Arts. 74 and 75). Advisory Opinion OC-2/82 of September 24, 1982. Series A No. 2. 

I/A Court H.R., The Environment and Human Rights (State obligations in relation to the 

environment in the context of the protection and guarantee of the rights to life and to personal 

integrity – interpretation and scope of Articles 4(1) and 5(1) of the American Convention on Human 

Rights). Advisory Opinion OC-23/17 of November 15, 2017. Series A No. 23. 

 

■ International Courts and Tribunals  

 

International Court of Justice(hereinafter, ICJ) 

Corfu Channel case, Judgment of April 9th, 1949: I.C. J. Reports 1949, P. 4. 

Reparations for injuries suffered in the service of the United Nations, Advisory Opinion of 11 April 

1949, I.C.J. Reports 1949 p. 174 

Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (1970.2.5) Judgment, I.C.J. Reports 1970, 
p. 3 



283 

 

Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West 

Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, I.C.J. Reports 

1971, p. 16. 

United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran, Judgment, 1. C. J. Reports 1980, p. 3. 

Interpretation of the Agreement of 25 March 1951 Between the WHO and Egypt, Advisory Opinion 

of 20 December 1980, I.C.J.  Reports 1980.p.73 

Continental Sheff (Tunisia/ Libyan Arab Jamahzriya), Application to Jntervene, Judgment, 1. C. J. 

Reports 1981, p. 3. 

Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of 

America). Merits, Judgment. I.C.J. Reports 1986, p. 14. 

Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, 1. C. J. Reports 1996, p. 226 

Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed Conflict (Request of The World Health 

Organization), Advisory Opinion, I. C. J. Reports 1996, p. 66 

GabCikovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgment, 1. C. J. Reports 1997, p. 7 

Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory 

Opinion, I. C. J. Reports 2004, p. 136.  

Vice President Weeramantry, Separate Opinion on GabCikovo-Nagymaros Project 

(Hungary/Slovakia), Judgment. 

Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 

Provisional Measures, Order of 8 April1993, I.C.J. Reports 1993, p. 3 

Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 

Preliminary Objections, Judgment, 1. C. J. Reports 1996, p. 595 

LaGrand (Germany v. United States of America), Judgement, I. C. J. Reports 2001, p. 466 

Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia 

and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment, I.C.J. Reports 2007, p. 43 

Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 14 

Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), Merits, 

Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 639. 

Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), Compensation, 

Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 324. 

Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica v. Nicaragua) and 

Construction of a Road in Costa Rica along the San Juan River (Nicaragua v. Costa Rica), Judgment, 

I.C.J. Reports 2015, p. 665 

Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (The 

Gambia v. Myanmar), provisional measure, order of 23 January 2020, ICJ Report 2020, p3. 

 

International Tribunal for the Law of the Sea(hereinafter, ITLOS) 

Responsibilities and obligations of States with respect to activities in the Area, Advisory Opinion, 1 

February 2011, ITLOS Reports 2011, p. 10 

Request for Advisory Opinion submitted by the Sub-Regional Fisheries Commission, Advisory 

Opinion, 2 April 2015, ITLOS Reports 2015, p. 4 

M/V “Norstar” (Panama v. Italy), Judgment, ITLOS Reports 2018–2019, p. 10 

 

Permanent Court of International Justice(hereinafter, PCIJ) 

Mavrommatis Palestine Concessions, Greece v United Kingdom, Objection to the Jurisdiction of the 

Court, Judgment of 30th August 1924, PCIJ Series A no 2. 

The Case of the S.S. Lotus (France v. Turkey) Judgement of 7 September 1927, PCIJ Series A, No. 

10 

 

Inter states Arbitration 

The Alabama Arbitration, Arbitral Award, in J,B. Moore. History and Digest of the international 

Arbitration to which the United States has been a Party, vol.1(1898), p.495 

Island of Palmas Case, Award (1928), RIAA. Vol. II. p 829 
Trail smelter Arbitration, Arbitral Tribunal Decision (1941),RIAA,vol.3.p1616 (1941.3.11)  



284 

 

Affaire du lac Lanoux (Espagne, France) Sentence Arbitral, 24 ILR101:RIAA, Vol.XII.p281 

(1957.11.16) 

 

International Military Tribunal at Nurnberg 

The Nurnberg Trial of The Nurnberg Trial of Hermann Wilhelm Goering and others, 6 F. R. D. 69, 

110, Judgement (1947) 

Trial of Friedrich Flick and Five Others, US Military Tribunal, Nuremberg, Judgement (1947) 

The I.G. Farben Trial, Trial of Carl Krauch and Twenty-two Others, US Military Tribunal, 

Nuremberg, Judgement (1948) 

Trial of Alfried Felix Alwyn Krupp von, Bohlen und Halbach and Eleven Others, US Military 

Tribunal, Nuremberg, Judgement (1948) 

【Special Court for Sierra Leone】 

Special Court for Sierra Leone; Appeals Chamber, Prosecutor v Sam Hinga Norman (Case No 

SCSL-2004-14-AR72I) Decision on Preliminary Motion Based on Lack of Jurisdiction (Child 

Recruitment), Decision of 31 May 2004. 

 

The Permanent Court of Arbitration 

PCA case No. 2009-23 Second Partial Award on Track II, 30 August 2018 

 

■ United Nations  

 

General Assembly 

Universal Declaration of Human Rights, proclaimed by the United Nations General Assembly 

Resolution 217AIII (10 December 1948)  

UN Declaration on the Elimination of Violence against Women, adopted by the United Nations 

General Assembly resolution, U.N. Doc. A/RES/48/104(20 December 1993) 

United Nations, Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for 

Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of 

International Humanitarian Law, Adopted and proclaimed by General Assembly resolution, U.N. 

Doc. A/RES/ 60/147 (December 16 2005) 

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, adopted by the United Nations 

General Assembly resolution, U.N. Doc. A/RES/61/295（13 September 2007） 

Sustainable Development Goals and targets, adopted by the United Nations General Assembly 

resolution titled “Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development”, U.N. 

Doc. A/RES/70/1(21 October 2015) 

UN General Assembly Resolution, The human right to a clean, healthy and sustainable environment, 

U.N. Doc. A/76/L.75(28 July 2022) 

 

Human Rights Council 

Human Rights Council Resolution 5/1 Institution-building of the United Nations Human Rights 

Council, U.N. Doc. A/HRC/RES/5/1(18 June 2007） 

Human Rights Council Resolution, Human rights and transnational corporations and other business 

enterprises, U.N. Doc. A/HRC/RES/17/4 (6 July 2011) 

Human Rights Council Resolution, Elaboration of an international legally binding instrument on 

transnational corporations and other business enterprises with respect to human rights, U.N. 

Doc. A/HRC/RES/26/9(14 July 2014) 

Human Rights Council Resolution, Human rights and transnational corporations and other business 

enterprises, U.N. Doc.  A/HRC/RES/26/22(15 July 2014) 

Human Rights Council Resolution, Business and human rights: mandate of the Working Group on 

the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises, U.N. 

Doc. A/HRC/RES/35/7(14 July 2017) 

Human Rights Council Resolution, Business and human rights: the Working Group on the issue of 

human rights and transnational corporations and other business enterprises, and improving 

accountability and access to remedy, U.N. Doc. A/HRC/RES/44/15(23 July 2020) 



285 

 

Human Rights Council Resolution, Human Rights Council Resolution, The human right to a clean, 

healthy and sustainable environment, U.N. Doc. A/HRC/RES/48/13(18 October 2021) 

 

Special Representative of the Secretary-General on the issue of human rights and 

transnational corporations and other enterprises business,(SRSG) 

 

Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations  

“Protect Respect and Remedy” Framework, in the “Report of the Special Representative of the 

Secretary-General on the issue of human rights and transnational corporations and other  

business enterprises, John Ruggie, U.N. Doc. A/HRC/17/31(21 March 2011) 

SRSG, Interim report, U.N. Doc. E/CN.4/2006/97(22 February 2006) 

SRSG Report, Mapping International Standards of Responsibility and Accountability for Corporate 

Acts Special Representative of the Secretary-General on the issue of human rights and 

transnational corporations and other enterprises business, report, U.N. Doc.  A/HRC/4/035(19 

February 2007) 

SRSG, Corporate responsibility under international law and issues in extraterritorial regulation: 

summary of legal workshops, U.N. Doc. A/HRC/4/35/Add.2(15 February 2007) 

SRSG, Report, Addendum, State responsibilities to regulate and adjudicate corporate activities 

under the United Nations core human rights treaties: an overview of treaty body commentaries, 
U.N. Doc. A/HRC/4/35/Add.1(13 February 2007) 

SRSG, Report, Protect, Respect and Remedy: a Framework for Business and Human Rights, U.N. 

Doc. A/HRC/8/5(7 April 2008) 

SRSG, Report, Clarifying the Concepts of “Sphere of influence” and “Complicity” U.N. Doc. 

A/HRC/8/16(15 May 2008) 

SRSG, Report, Business and human rights: Towards operationalizing the “protect, respect and 

remedy” framework, U.N. Doc. A/HRC/11/13(22 April 2009) 

SRSG, Report, Business and human rights: further steps toward the operationalization of the 
“protect, respect and remedy” framework, U.N. Doc. A/HRC/14/27(9 April 2010) 

SRSG, Improving accountability and access to remedy for victims of business-related human rights 

abuse, U.N. Doc. A/HRC/32/19(10 May 2016) 

 

UN Working group on the issue of human rights and transnational corporations and other 

business enterprises, hereinafter, Working Group 

Working group, “The report of the Working Group on the issue of human rights and transnational 

corporations and other business enterprises”, U.N. Doc. A/73/163(16 July 2018) 

Dante Pesce et.al, “UN Guiding Principles on Business and Human Rights 10th anniversary, UN 

human rights standards for business reach 10-year milestone: time to gear up for new decade of 

action”, 16 June 2021, available at <https://www.ohchr.org/en/press-relea 

ses/2021/06/un-guiding-principles-business-and-human-rights-10th-anniversary-16-june > 

Working Group, “UNGPs 10+ A Roadmap for the Next Decade of Business and Human Rights”, 

November 2021, available at <https://www.ohchr.org/sites/default/files/2021-

12/ungps10plusroadmap.pdf > 

Working Group “Consultation response to the proposal for a new Directive on Corporate 

Sustainability Due Diligence” (23 May 2022) 

Working Group, “Informal Note: Responsible business conduct in the arms sector: Ensuring 

business practice in line with the UN Guiding Principles on Business and Human Rights”(30 

August 2022) available at <https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-08/BHR-Arms-

sector-info-note.pdf> 

Working Group, Letter to Nintendo Co., Ltd., Reference: AL OTH 139/2021 (12 March 2021) ,  

available at <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCom 

municationFile?gId=26221> 

Hitachi, Re: Hitachi Group’s reply to the Joint Communication from Special Procedures, Reference: 

AL OTH 105/2021 (21 May 2021), available at <https://spcomm 
reports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadFile?gId=36282 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/06/un-guiding-principles-business-and-human-rights-10th-anniversary-16-june
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/06/un-guiding-principles-business-and-human-rights-10th-anniversary-16-june
https://www.ohchr.org/sites/default/files/2021-12/ungps10plusroadmap.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/2021-12/ungps10plusroadmap.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-08/BHR-Arms-sector-info-note.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-08/BHR-Arms-sector-info-note.pdf
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26221
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26221
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadFile?gId=36282
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadFile?gId=36282


286 

 

                                            
                                                

Report and statement of UN High Commissioner for Human Rights and independent experts 

James Anaya, Report of the Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples, Extractive 

industries and indigenous peoples, U.N. Doc. A/HRC/24/41, (1 July 2013) 

John H. Knox, Report of the Independent Expert on the issue of human rights obligations relating to 

the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment; Mapping report, U.N. Doc. 

A/HRC/25/53, (30 December 2013) 

Urmila Bhoola, “Report of the Special Rapporteur on contemporary forms of slavery, including its 

causes and consequences”, U.N. Doc. A/HRC/30/35, (30 July 2015) 

Maina Kiai, “Report of the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of 

association”, U.N. Doc.  A/HRC/29/25 (28 April 2015) 

Michel Forst, “Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders”, U.N. 

Doc.  A/72/170, (19 July 2017) 

The UN Working Group on the use of mercenaries as a means of violating human rights and 

impeding the exercise of the right of peoples to self-determination, “Mercenarism and private 

Military and Security Companies”, U.N. Doc. HRC/NONE/2018/40, (April 2018) 

John Knox, “Framework principles on human rights and the environment, Report of the Special 

Rapporteur on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, 

healthy and sustainable environment”, U.N. Doc. A/HRC/37/59,(24 January 2018） 

“Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions on armed non-

State actors”, U.N. Doc. A/HRC/38/44, (5 June 2018) 

David Kaye, Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion 

and expression, “Report on the adverse effect of the surveillance industry on freedom of 

expression” U.N. Doc. A/HRC/41/35, (28 May 2019) 

Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar, “Report, The economic interests of 

the Myanmar military”, U.N. Doc. A/HRC/42/CRP.3, (5 August 2019） 

United Nations High Commissioner for Human Rights, “Report of the United Nations High 

Commissioner for Human Rights”, U.N. Doc. A/HRC/43/71(28 February 2020) 

“Human rights beyond borders: UN experts call on world governments to be guided by the 

Maastricht Principles”(28 September 2013) ,available at< https://www.ohchr.org/en/press-

releases/2013/09/human-rights-beyond-borders-un-experts-call-world-governments-be-guided 

> 

Nils Melzer, et al., “Joint Statement by independent United Nations human rights experts on human 

rights responsibilities of armed non-State actors (25 February 2021), available at 

<https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/02/joint-statement-independent-united-nations-

human-rights-experts-human-rights> 

United Nations High Commissioner for Human Rights, “Concept Note, 11th United Nations Forum 

on Business and Human Rights, 28 - 30 November 2022, Rights holders at the centre: 

Strengthening accountability to advance business respect for people and planet in the next 

decade”, available at <https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-06/2022-Forum-

ConceptNote-final-EN.pdf> (June 2022). 

                                       

 

The open-ended intergovernmental working group on transnational corporations and other 

business enterprises with respect to human rights (OEIGWG) 

OEIGWG, Chairmanship, “Draft, Legally Binding Instrument to Regulate, in International Human 

Rights Law, The Activities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises”(16 

July 2018), available at <https://www.ohchr.org/sites/default 

/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session3/DraftLBI.pdf>  

OEIGWG Chairmanship, “Revised Draft, Legally Binding Instrument to Regulate, in International 

Human Rights Law, The Activities of Transnational Corporations and Other Business 

Enterprises” (16 July 2019) , available at <https://www.ohchr.org/sites/ 

default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/OEIGWG_RevisedDraft_LBI.p

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2013/09/human-rights-beyond-borders-un-experts-call-world-governments-be-guided
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2013/09/human-rights-beyond-borders-un-experts-call-world-governments-be-guided
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/02/joint-statement-independent-united-nations-human-rights-experts-human-rights
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/02/joint-statement-independent-united-nations-human-rights-experts-human-rights
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session3/DraftLBI.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session3/DraftLBI.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/OEIGWG_RevisedDraft_LBI.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/OEIGWG_RevisedDraft_LBI.pdf


287 

 

df>  

OEIGWG Chairmanship, “Revised Draft, Legally Binding Instrument to Regulate, in International 

Human Rights Law, The Activities of Transnational Corporations and Other Business 

Enterprises” (6 August 2020) , available at <https://www.ohchr.org/sites 

/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session6/OEIGWG_Chair-

Rapporteur_second_revised_draft_LBI_on_TNCs_and_OBEs_with_respect_to_Human_Rights

.pdf>  

OEIGWG Chairmanship, “Third Revised Draft, Legally Binding Instrument to Regulate, in 

International Human Rights Law, The Activities of Transnational Corporations and Other 

Business Enterprises”, (17 August 2021), available at <https://www.ohchr.org/sites/ 

default/files/LBI3rdDRAFT.pdf> 

OHCHR, Comparison of third and second revised drafts of a legally binding instrument to regulate, 

in international human rights law, the activities of transnational corporations and other business 

enterprise (2021) , available at 

<https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Se

ssion6/igwg-comparing-third-and-second-revised-drafts.pdf> 

Suggested Chair Proposals for Select Articles of the LBI (November 2022), available at 

<https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/igwg/session8/2022-

11-24/igwg-8th-suggested-chair-proposals-commentary.pdf> 

Emilio Rafael Izquierdo Miño, Annex to the Report on the seventh session of the open-ended 

intergovernmental working group on transnational corporations and other business enterprises 

with respect to human rights and its Annex, U.N. Doc. A/HRC/49/65, (29 December 

2021) ,available at <https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/ 

issues/business/2022-09-13/igwg-7th-annex-general-statements.pdf > 

Emilio Rafael Izquierdo Miño, Draft Report on the eighth session of the open-ended 

intergovernmental working group on transnational corporations and other business enterprises 

with respect to human rights (October 2022), available at <https://www.ohchr.  

org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/igwg/session8/2022-10-28/igwg-8th-draft-

report.pdf > 

 

International Law Commission(hereinafter, ILC) 

Yearbook of the International Law Commission 1982 vol II (Part Two)  

U.N. Doc A/CN.4/SER.A/1982/Add. l (Part 2) 

Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts with commentaries U.N. 

Doc. A/56/10 (2001) 

Draft articles on Prevention of Transboundary Harm from Hazardous Activities, with commentaries 

U.N. Doc. A/56/10 (2001) 

Martti Koskenniemi, Fragmentation of International Law, Difficulties arising from the 
diversification and expansion of international law, Report of the Study Group of the 

International Law Commission, U.N. Doc. A/CN.4/L.682 and Add 1 (2006) 

Draft principles on the allocation of loss in the case of transboundary harm arising out of hazardous 

activities, with commentaries 2006, annexed to General Assembly resolution 61 /36, Yearbook 

of the International Law Commission, 2006, vol. II, Part Two, (2006) 

Subsequent agreements and subsequent practice in relation to the interpretation of treaties, The 

Report of the International Law Commission, U.N. Doc. A/73/108 (2018)  

Identification of customary international law, Report of International Law Commission, U.N. Doc. 

A/73/10, pp.117- 156(2018) 

Mr. Charles Chernor Jalloh, Universal Jurisdiction, in the Report of the International Law 

Commission U.N. Doc. A/73/10, pp. 307-325 (2018) 

Peremptory norms of general international law (jus cogens) in the Report of the International Law 

Commission, U.N. Doc. A/74/10, pp.141-208(2019) 

 

Declarations adopted by the United Nation Conference UN Conferences 

Declaration of the United Nations Conference in the Human Environment,  

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/OEIGWG_RevisedDraft_LBI.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session6/OEIGWG_Chair-Rapporteur_second_revised_draft_LBI_on_TNCs_and_OBEs_with_respect_to_Human_Rights.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session6/OEIGWG_Chair-Rapporteur_second_revised_draft_LBI_on_TNCs_and_OBEs_with_respect_to_Human_Rights.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session6/OEIGWG_Chair-Rapporteur_second_revised_draft_LBI_on_TNCs_and_OBEs_with_respect_to_Human_Rights.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session6/OEIGWG_Chair-Rapporteur_second_revised_draft_LBI_on_TNCs_and_OBEs_with_respect_to_Human_Rights.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/LBI3rdDRAFT.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/LBI3rdDRAFT.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session6/igwg-comparing-third-and-second-revised-drafts.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session6/igwg-comparing-third-and-second-revised-drafts.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/igwg/session8/2022-11-24/igwg-8th-suggested-chair-proposals-commentary.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/igwg/session8/2022-11-24/igwg-8th-suggested-chair-proposals-commentary.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/business/2022-09-13/igwg-7th-annex-general-statements.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/business/2022-09-13/igwg-7th-annex-general-statements.pdf


288 

 

U.N. Doc. A/CONF.48/14/Rev.1(16 June 1972) 

Rio Declaration n Environment and Development, U.N. Doc. A/CONF.151/26/Rev.1(Vol.1), Annex 

I(12 August 1992) 

Vienna Declaration and Programme of Action, U.N. Doc.  A/CONF.157/23(25 June 1993) 

 

Other UN Bodes 

UN Sub−Commission on the Promotion and Protection of Human Rights, Draft Norms on the 

Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to 

Human Rights, U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2（26 August 2003） 

Commission on Human Rights, Decision 2004/116, Responsibilities of transnational corporations 

and related business enterprises with regard to human rights, U.N. Doc. E/CN.4/2004/116, 

pp.14-15(20 April 2004) 

Commission on Human Rights, Resolution 2005/69:  Human Rights and Transnational 

Corporations and Other Business Enterprises, U.N. Doc. E/CN.4/RES/2005/69(20 April 2005) 

Economic and Social Council, Decision, Responsibilities of transnational corporations and related 

business enterprises with regard to human rights, U.N. Doc. 2004/279 (22 July 2004) 

 

The Office of the High Commissioner for Human Rights(hereinafter, OHCHR) 

OHCHR, International Bill of Human Rights A brief history, and the two International Covenants, 
available at <https://www.ohchr.org/en/what-are-human-rights/international-bill-human-rights> 

OHCHR, What are communications?, available at <https://www.ohchr.org/en/special- 

procedures-human-rights-council/what-are-communications> 

OHCHR, “Communication report and search”, available at 

<https://spcommreports.ohchr.org/TmSearch/Results>  

OHCHR, An Interpretive Guide The Corporate Responsibility to Respect Human 

Rights(2012),available at <https://www.ohchr.org/Documents/publications 

/hr.puB.12.2_en.pdf>  

OHCHR, Frequently Asked Questions about the Guiding Principle on Business and Human Rights 

(2014), available at< https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/complaint-procedure/faq> 

OHCHR “Issues Paper” on legislative proposals for mandatory human rights due diligence by 

companies (2020), available at <https://www.ohchr.org/sites/default/files 

/Documents/Issues/Business/MandatoryHR_Due_Diligence_Issues_Paper.pdf> 

OHCHR, Feedback on the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council 

on Corporate Sustainability Due Diligence, 23 May 2022, available at 

<https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-05/eu-csddd-feedback-ohchr_0.pdf> 

                                                   

■ International Organisations 

 

International Labour Organisation (ILO) 

 

ILO, Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy 

(MNE Declaration), 329th Sess. (5th edn, March 2017). 

ILO Global Estimate of Forced Labour: Results and methodology (Geneva: ILO, 2012). 

ILO, ‘The Rana Plaza Accident and its aftermath’ available at < 

https://www.ilo.org/global/topics/geip/WCMS_ 

614394/lang--en/index.htm> . 

 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 

 

OECD, Recommendation of the Council on Guiding Principles concerning International Economic 

Aspects of Environmental Policies, OECD/LEGAL/0102 (26 May 1972). 
OECD, ‘Codes of Corporate Conduct: Expanded Review of their Contents’, OECD Working Papers 

on International Investment, 2001/06 (OECD Publishing, 2001). 

https://www.ohchr.org/en/what-are-human-rights/international-bill-human-rights
https://www.ohchr.org/en/special-procedures-human-rights-council/what-are-communications
https://www.ohchr.org/en/special-procedures-human-rights-council/what-are-communications
https://spcommreports.ohchr.org/TmSearch/Results
https://www.ohchr.org/Documents/publications/hr.puB.12.2_en.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/publications/hr.puB.12.2_en.pdf
https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/complaint-procedure/faq
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Business/MandatoryHR_Due_Diligence_Issues_Paper.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Business/MandatoryHR_Due_Diligence_Issues_Paper.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-05/eu-csddd-feedback-ohchr_0.pdf


289 

 

OECD, ‘Multinational Enterprises in Situations of Violent Conflict and Widespread Human Rights 

Abuses’, OECD Working Papers on International Investment, 2002/01 (OECD Publishing, 

2002). 

OECD Guidelines for Multinational Enterprises (OECD Publishing 2011). 

OECD, ‘Recommendation of the Council on Due Diligence Guidance for Responsible Supply 

Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas’ in OECD Due Diligence 
Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk 

Areas (Paris: OECD Publishing, 2011). 

OECD Due Diligence Guidance for Responsible supply Chains of Minerals from Conflict-Affected 

and High-Risk Areas (3rd edn, Paris: OECD Publishing, 2011). 

OECD/FAO, OECD‑FAO Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains (Paris: OECD 

Publishing, 2016). 

OECD Due Diligence Guidance for Meaningful Stakeholder Engagement in the Extractive Sector, 

(Paris: OECD Publishing, 2017). 

OECD, Responsible business conduct for institutional investors: Key considerations for due 

diligence under the OECD Guidelines for Multinational Enterprises (2017). 

OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct (2018). 

OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains in the Garment & Footwear Sector 

(Paris: OECD Publishing, 2018). 

OECD, Due Diligence for Responsible Corporate Lending and Securities Underwriting: Key 

considerations for banks implementing the OECD Guidelines for Multinational Enterprises 

(2019). 

OECD, DAC List of ODA Recipients, available at<https://www.oecd.org/dac/financing- 

sustainable-development/development-financestandards/DAC_List_ODA_Recipients 

2018to2020_flows_En.pdf> 

 

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 

 

UNCTAD, World Investment Report 2006 (Geneva: UN, 2006). 

 

United Nations Environment Programme (UNEP) 

 

UNEP, Environmental Assessment of Ogoniland (Nairobi: 2011). 

 

■ Regional Organisations 

 

European Union (EU) Law 

 

1968 Brussels Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial 

matters, 27 September 1968 [1972] OJ L299/32.  

Council Regulation (EC) 44/2001 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments 

in civil and commercial matters (Brussels I) [2001] OJ L12/16. 

Regulation (EU) No 995/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 

laying down the obligations of operators who place timber and timber products on the market. 

Document 32010R0995, OJ L 295, 12.11.2010, pp. 23–34) 

Regulation (EU) 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 on 

jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters 

(recast) (Recast Brussels Regulation) [2012] OJ L351/1. 

Directive 2014/95/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 amending 

Directive 2013/34/EU as regards disclosure of non-financial and diversity information by certain 

large undertakings and groups, Document 32014L0095, OJ L 330, 15.11.2014, p. 1–9. 
Regulation (EU) 2017/821 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 laying 

down supply chain due diligence obligations for Union importers of tin, tantalum and tungsten, their 

https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-financestandards/DAC_List_ODA_Recipients2018to2020_flows_En.pdf
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-financestandards/DAC_List_ODA_Recipients2018to2020_flows_En.pdf
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-financestandards/DAC_List_ODA_Recipients2018to2020_flows_En.pdf


290 

 

ores, and gold originating from conflict-affected and high-risk areas, Document 32017R0821, OJ L 

130, 19.5.2017, pp. 1–20） 

European Union Documents 

 

European Council, Presidency Conclusions, Lisbon EC Meeting 23 and 24 March 2000 (2000).  

European Council, Presidency Conclusions, Nice EC Meeting 7, 8 and 9 December 2000 (2000).  

European Commission Green Paper Promoting a European framework for corporate social 

responsibility, COM/2001/366 (2001). 

Commission of the European Communities, Communication from the Commission concerning 

Corporate Social Responsibility: A business contribution to Sustainable Development, COM/ 

2002/ 347(2002) 

European Commission, My business and Human Rights: A guide to human rights for small and 

medium-sized enterprises (2013). 

European Parliament Resolution of 13 March 2007 on corporate social responsibility: a new 

partnership (2006/2133(INI)) [2007] OJ C301E/45. 

European Commission, A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility, 
COM/2011/0681 (2011). 

European Parliament, Indigenous peoples, extractive industries and human rights, 

EXPO/B/DROI/2013/23 (2014). 

European Parliament resolution of 29 April 2015 on the second anniversary of the Rana Plaza 

building collapse and progress of the Bangladesh Sustainability Compact (2015/2589(RSP)) 

[2016] OJ C346/39. 

European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), Improving access to remedy in the area of 

business and human rights at the EU level: Opinion of the European Union Agency for 
Fundamental Rights (Vienna: FRA, 2017). 

Ionel Zamfir, Towards a binding international treaty on business and human rights (European 

Parliament Research Service, 2018). 

Responsible Business Conduct Working Group of the European Parliament, Shadow EU Action Plan 

on the Implementation of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights within the 
EU (2019).  

Lise Smit, et al., Study on due diligence requirements through the supply chain: Final Report 

(Brussels: European Commission, 2020). 

European Parliament resolution of 10 March 2021 with recommendations to the Commission on 

corporate due diligence and corporate accountability (2020/2129(INL)) [2021] OJ C474/11. 

Council of the EU, ‘Europe. New rules on corporate sustainability reporting: provisional political 

agreement between the Council and the European Parliament’, Press release, 21 June 2022, 

updated 30 June 2022 available at < https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-
releases/2022/06/21/new-rules-on-sustainability-disclosure-provisional-agreement-between-

council-and-european-parliament/>  

European Commission Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 

THE COUNCIL on Corporate Sustainability Due Diligence and amending Directive (EU) 

2019/1937, COM/2022/71 (2022). 

 

European Court of Justice/ Court of Justice 

Case 26/62 van Gen den Loos v. Netherlandse Administratie de Belastingen [1963] ECR1 

Case 6/64 Costa v. ENEL [1964] ECR 585 

 Owusu v. Jackson, Case-281/02［2005］ECLI identifier: ECLI:EU:C:2005:120para 37. 

 

■ National Law and Cases 

 

France 

Laws 

LOI n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des 

entreprises donneuses d'ordre [Corporate Duty of Vigilance Law (2017)], available at 



291 

 

<http://www.respect.international/french-corporate-duty-of-vigilance-law-english-translation/> 
(English Translation) accessed 30 January 2023. 

 

Germany 

Laws 

Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten vom 16. Juli 2021, 

Bundesgesetzblatt Jahrgang 2021, Nr. 46 [Corporate Due Diligence Act (16 July 2021)], 

available at 

 <https://www.csr-in-deutschland.de/SharedDocs/Downloads/EN/act-corporate-due-diligence-

obligations-supplychains.pdf;jsessionid=0D7303869305A4270E90084F0D1C2550.delivery2-

master?__blob=publicationFile> (English Translation) accessed 30 January 2023. 

The Netherlands 

Laws 

Recht Algemeen Burgerlijk procesrecht [Civil Procedure Law], available at 

<http://www.dutchcivillaw.com/civilprocedureleg.htm> (English Translation)  

Wet van 24 oktober 2019 houdende de invoering van een zorgplicht ter voorkoming van de levering 

van goederen en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen (Wet 

zorgplicht kinderarbeid), Staatsblad 2019, 401 [Child Labor Due Diligence Act (2019)]. 

Cases 

The Hague District Court, Akpan v Royal Dutch Shell PLC, C/ 09/ 337050/ HAZA09-1580 (30 

January 2013) 

The Hague Court of Appeal, ECLI:NL: GHDHA: 2015:3586((Judgement of 30 January, 18 

December,2015) 

The Hague Court of Appeal,ECLI:NL:GHDHA:2021:132(Oruma),ECLI:NL,GHDHA:2021:133 

(Goi) and ECLI:NL:GHDHA:2021:134 (Ikot Ada Udo),（Judgement of 29 January 2021） 

The Hague District Court, Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell plc, C/09/571932 / HA ZA 19-

379 (Judgement May 26,2021) 

 

United Kingdom 

Laws 

Modern Slavery Act 2015 (2015 c. 30). 

UK Parliament, Modern Slavery (Amendment) Bill [HL] 2021. 
Cases 

Donoghue v. Stevenson, [1932] AC 562(26 May 1932) 

Caparo Industries plc v Dickman, [1990] 2 AC 605 (8 February 1990) 

Connelly v. RTZ Corporation PLC [1997] UKHL 30(24 July 1997) 

Lubbe v. Cape. Plc [2000] UKHL 41 (20 July 2000) 

Chandler v Cape [2012]   EWCA Civ 525, 1 WLR 3111(25 April 2012)  

AAA v. Unilever plc [2018] EWCA Civ 1532((4 July 2018) 

Okpabi v. Royal Dutch Shell plc, [2017] EWHC 89 (TCC) (26 January 2017)  

Okpabi v. Royal Dutch Shell plc, [2018] EWCA Civ 191(14 February 2018) 

Okpabi v. Royal Dutch Shell plc, [2021] UKSC 3(12 February,2021)   

Vedanta Resources PLC and another v. Lungowe and others, [2019] UKSC 20(10 April 2019) 

 

United States 

Laws 

Alien's action for tort, 28 U.S.C. §1350 (1948). 

Dodd-Frank Wall Street Reform & Consumer Protection Act, 12 U.S.C. 5301, §1502 Conflict 

Minerals (2010). 

 

Cases 

Filártiga v. Peña-Irala, 2d Cir. 630 F.2d 876 (1980) 
In Re Union Carbide Corp. Gas Plant Disaster, S.D.N.Y, 634 F. Supp. 842 (1986) 



292 

 

Doe v. Unocal Corp, C. D. Cal. 963 F. Supp. 880 (1997) 

Doe v. Unocal Corp, 9th Cir. 395 F. 3d 932 (2002) 

Aguinda v. Texaco, Inc., 2d Cir. 303 F.3d 470, 473 (2002) 

Sosa. V. Alvarez－Machain, 124 S. Ct. 2739（2004） 

Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co., 2d Cir.  621 F. 3d 111 (2010) 

Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co., 569 U.S. 108 (2013) 

Brief of the Governments of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the 

Kingdom of the Netherlands as Amici Curiae in Support of the Respondents, Kiobel v. Royal 
Dutch Petroleum Co., 569 U.S. 108 (2013). 

Navi Pillay, Supplemental Amicus Brief on reargument in Support of Petitioners – Kiobel, et al. v. 

Royal Dutch Petroleum”, Reargument to the U.S Supreme Court, Kiobel v. Royal Dutch 
Petroleum Co., 569 U.S. 108 (2013). 

Juan E. Mendez, Supplemental Amicus Brief on reargument in Support of Petitioners – Kiobel, et al. 

v. Royal Dutch Petroleum, Reargument to the U.S Supreme Court, Kiobel v. Royal Dutch 
Petroleum Co., 569 U.S. 108 (2013). 

Jesner v Arab Bank, 138 S Ct 1386, 1399 (2018)  

Nestlé USA, Inc. v. Doe, 141 S. Ct. 1931, 1935 (2021) 

 

■ Academic and Organization Reports and Documents 

 

Chris Albin-Lackey, Without Rules: A Failed Approach to Corporate Accountability (Human Rights 

Watch, 2013), available at <https://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/ 

business.pdf> 

The Alliance for Corporate Transparency, 2019 Research Report: An analysis of the sustainability 

reports of 1000 companies pursuant to the EU Non-Financial Reporting Directive (2019). 

Amnesty International, ‘The Bhopal tragedy: 30 years of injustice for victims and survivors’, 

Statement, 17 February 2014, available at < https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads 

/2021/06/asa200032014en.pdf>   

Annyssa Bellal, Academy In-Brief No. 7: Human Rights Obligations of Armed non-State Actors: an 

Exploration of the Practice of the UN Human Rights Council (Geneva Academy, 2016). 

Jessica S. Burniske, Naz K. Modirzadeh and Dustin A. Lewis, Armed Non-State Actors and 
International Human Rights Law: An Analysis of the Practice of the U.N. Security Council 

and U.N. General Assembly (Harvard Law Sch. Program on Int’l Law & Armed Conflict, 

June 2017). 

Treaty Alliance Germany, Toward global Regulation on Human Rights and Business: Position paper 

of the Treaty Alliance Germany on the UN treaty process on transnational corporations and 

other business enterprises (Berlin: October 2017) available at 

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/ 

WGTransCorp/Session3/TreatyAllianceGermany-WrittenSubmission.pdf 

The Danish Institute for Human Rights, , Legislating for Impact: Analysis on the proposed EU 
Corporate Sustainable Due Diligence Directive ( March 2022). 

European Center for Constitutional and Human Rights et al, Press release, KiK evades its legal 

responsibility for factory fire(10 January 2019), available at < https://www.ecchr.eu 

/fileadmin/Pressemitteilungen_englisch/PR_KiK_Pakistan_Dortmund_judgment_20190110.pdf 

European Centre for Constitutional and Human Rights, ECCHR Commentary on the EU 

Corporate Sustainability Due Diligence Directive Proposal, available at 

<https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12548-Sustainable-

corporate-governance_en> 
European Coalition for Corporate Justice, A Human Rights Review of the EU Non-Financial 

Reporting Directive (Brussels: 2019) available at < http://corporatejustice.org/wp-content/ 

uploads/2021/04/eccj_ccc_nfrd_report_2019_final.pdf> 

European Coalition for Corporate Justice, ‘Civil Society Calls for Human Rights and Environmental 

Due Diligence Legislation’, News, 3 October 2019, available at <https://corporatejustice.org/ 

https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/06/asa200032014en.pdf
https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/06/asa200032014en.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session3/TreatyAllianceGermany-WrittenSubmission.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session3/TreatyAllianceGermany-WrittenSubmission.pdf
https://www.ecchr.eu/fileadmin/Pressemitteilungen_englisch/PR_KiK_Pakistan_Dortmund_judgment_20190110.pdf
https://www.ecchr.eu/fileadmin/Pressemitteilungen_englisch/PR_KiK_Pakistan_Dortmund_judgment_20190110.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12548-Sustainable-corporate-governance_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12548-Sustainable-corporate-governance_en
http://corporatejustice.org/wp-content/uploads/2021/04/eccj_ccc_nfrd_report_2019_final.pdf
http://corporatejustice.org/wp-content/uploads/2021/04/eccj_ccc_nfrd_report_2019_final.pdf


293 

 

news/civil-society-calls-for-human-rights-and-environmental-due-diligence-legislation/>  

European Network of National Human Rights Institutions (ENNHRI), Recommendations of the new 

EU Commission: developing and adopting an EU-level Action plan on Business and Human 

Rights(2019) , available at <http://ennhri.org/news-and-blog/ennhri-recommends-new-european-

commission-to-develop-and-adopt-eu-level-action-plan-on-business-and-human-rights/> 

European Network of National Human Rights Institutions (ENNHRI), Statement on the European 
Commission’s Proposal on Corporate Sustainability Due Diligence (March 2022) , available at 

< https://ennhri.org/wp-content/uploads/2022/03/Statement-on-the-European-Commissions-

proposal-on-Corporate-Sustainability-Due-Diligence.pdf>  

European Coalition for Corporate Justice, European Commission's proposal for a directive on 

Corporate Sustainability Due Diligence: A comprehensive analysis (Brussels: 2022) available at 

https://corporatejustice.org/publications/analysis-of-eu-draft-directive-on-due-diligence/ 

European Network of National Human Rights Institutions (ENNHRI) ‘Recommendations of the new 

EU Commission: developing and adopting an EU-level Action plan on Business and Human 

Rights’, Statement, 8 November 2019, available at < http://ennhri.org/news-and-blog/ennhri-

recommends-new-european-commission-to-develop-and-adopt-eu-level-action-plan-on-

business-and-human-rights/>  

Extractives Industries Transparency Initiative (EITI), The EITI Standard 2019 (Oslo: EITI 

International Secretariat, 15 October 2019) available at <https://www.securityhumanrightshub. 

org/node/408> 

Global Witness, Defenders of the Earth: Global killings and environmental defenders in 2016 

(London: 2016) available at <https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-

activists/defenders-earth/>  
International Law Association, Study Group on Due Diligence in International Law, First Report 

(ILA, 2014). 

International Law Association, Study Group on Due Diligence in International Law, Second Report 

(ILA, 2016). 

International Law Association Committee on Non-State Actors (NSAs), ‘Final Report’ in Report of 

the 79th Conference of the International Law Association (ILA, 2016). 

International Organisation of Employers and Konrad Adenauer Stiftung, Key developments in 
mandatory human rights due diligence and supply chain law: Considerations for employers 

(Geneva and New York: September 2021) available at < https://www.ioe-emp.org/index.  
php?eID=dumpFile&t=f&f=156042&token=ee1bad43bfa8dbf9756245780a572ff4877a86d5> 

International Organization for Standardization (2010), Guidance on social responsibility (ISO 

Standard Number 26000:2010) available at <https://www.iso.org/iso-26000-social-resp 

onsibility.html>  

International Alliance of Women, ‘Feminists 4 Binding Treaty’, Statement, available at 

<https://www.womenalliance.org/feminists-4-binding-treaty/> 

Menno T. Kamminga, ‘Final Report on the Impact of International Human Rights Law on General 

International Law’ in Report of the 73d Conference of the International Law Association (ILA, 

2008). 

Maastricht University and the International Commission of Jurists, Maastricht Principles on 

Extraterritorial Obligations of States in the Area of Economic, Social and Cultural Rights 

(2011). 

MSI Integrity and the Duke Human Rights Center at the Kenan Institute for Ethics, The New 
Regulators? Assessing the Landscape of Multi-Stakeholder Initiatives (June 2017), available at  

<https://msi-database.org/report> 

MSI Integrity, Not Fit-for-Purpose: The Grand Experiment of Multi-Stakeholder Initiatives in 
Corporate Accountability, Human Rights and Global Governance (July 2020) available at 

<https://www.msi-integrity.org/not-fit-for-purpose/>  

NYU Stern Center for Business and Human Rights, Research Brief: Assessing Legislation on 
Human Rights in Supply Chains: Varied Designs but Limited Compliance (2019). 

Royal Dutch Shell, Sustainability Report 2014 (2014), available at <https://reports.shell.com/ 
sustainabilityreport/2014/servicepages/downloads/files/entire_shell_sr14.pdf?cat=b>  

http://ennhri.org/news-and-blog/ennhri-recommends-new-european-commission-to-develop-and-adopt-eu-level-action-plan-on-business-and-human-rights/
http://ennhri.org/news-and-blog/ennhri-recommends-new-european-commission-to-develop-and-adopt-eu-level-action-plan-on-business-and-human-rights/
https://ennhri.org/wp-content/uploads/2022/03/Statement-on-the-European-Commissions-proposal-on-Corporate-Sustainability-Due-Diligence.pdf
https://ennhri.org/wp-content/uploads/2022/03/Statement-on-the-European-Commissions-proposal-on-Corporate-Sustainability-Due-Diligence.pdf
https://corporatejustice.org/publications/analysis-of-eu-draft-directive-on-due-diligence/
https://www.iso.org/iso-26000-social-responsibility.html
https://www.iso.org/iso-26000-social-responsibility.html


294 

 

Shift, Implications of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights for the Fair Labor 
Association (New York: July 2012) available at <https://shiftproject.org/wpcontent/ 

uploads/2012/07/Shift_FLAreport2012.pdf>  

Shift, The EU Commission’s Proposal for a Corporate Sustainability Due Diligence Directive: 
Shift’s Analysis (March 2022), available at https://shiftproject.org/resource/eu-csdd-proposal/ 

shifts-analysis/ 

UN Global Compact, A Business Reference Guide: UN Declaration on the Rights of Indigenous 

Peoples (New York: UN Global Compact Office, December 2013) available at  

< https://www.unglobalcompact.org/library/541>  

UN Global Compact Network UK, Black Lives Matter & Business(2021) 

UNICEF, Save the Children and Global Compact, Children’s rights and business principles (2012) 

available at <https://d306pr3pise04h.cloudfront.net/docs/issues_doc%2Fhuman_rights 

%2FCRBP%2FChildrens_Rights_and_Business_Principles.pdf>  

Vicky Xiuzhong Xu, Danielle Cave, James Leibold, Kelsey Munro and Nathan Ruser, ‘Uyghurs for 

sale’, Australian Strategic Policy Institute, 1 March 2020, available at <https://www.aspi.org.  
au/report/uyghurs-sale> 

 

■ Website Pages and Articles 

 

Agence France-Presse (AFP), ‘Norwegian pension fund sells off groups-linked to Israeli-

settlements’, 5 July 2021, available at <https://www.france24.com/en/live-news/20210705- 

norwegian-pension-fund-sells-off-groups-linked-to-israeli-settlements> 

Anti-Slavery International, Website, available at <https://www.antislavery.org/about-us/history/>  

Amazon Defense Coalition, ‘Chevron Suffers Major 8-0 Defeat in Ecuador’s Constitutional Court 

Over Landmark Pollution Judgment’, Statement, 11 July 2018, available at 

<http://s3.amazonaws.com/fcmd/documents/documents/000/004/827/original/ChevronTexaco_-

_Aguinda_July_2018_update_ADCPR.pdf?1532349655> 

Amnesty International, ‘The Hague: Esther Kiobel vows to continue her campaign for justice’, 

News, 23 March 2022, available at <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/03/the-

hague-esther-kiobel-vows-to-continue-her-campaign-for-justice/>  

Business and Human Rights Resource Centre, Website, available at <https://www.business-

humanrights.org/en/>  

Business and Human Rights Resource Centre, ‘Shell settles Saro-Wiwa lawsuit over 1995 execution 

of Nigerian activists for $15.5 million’, 8 June 2009, available at <https://www.business-

humanrights.org/en/shell-settles-saro-wiwa-lawsuit-over-1995-execution-of-nigerian-activists-

for-155-million>  

Business and Human Rights Resource Centre, ‘National & regional movements for mandatory 

human rights & environmental due diligence in Europe’, 22 May 2019, available at  

< https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/national-regional-movements-for 

-mandatory-human-rights-environmental-due-diligence-in-europe/> 

Business and Human Rights Resource Centre, ‘Norwegian CSO network For UM welcomes due 

diligence law as significant step forward but sees room for improvement’, 15 June 2021, 

available at <https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/norwegian-cso-network-

forum-welcomes-due-diligence-law-as-significant-step-forward-but-sees-room-for-

improvement/>  

Business and Human Rights Resource Center, ‘Netherlands: Six political parties submit bill on 

mandatory due diligence to parliament’, 2 November 2022, available at <https://www.business-

humanrights.org/en/latest-news/netherlands-momentum-builds-towards-mandatory-due-

diligence-regulation/>  

Center for Constitutional Rights, ‘Wiwa et al v. Royal Dutch Petroleum et al.: Historic Case’, Case 

File, Last Modified 4 January 2022, available at <https://ccrjustice.org/home/what-we-do/our-

cases/wiwa-et-al-v-royal-dutch-petroleum-et-al>  

Chevron, ‘International Tribunal Rules for Chevron in Ecuador Case’, Press Release, 7 September 

2018, available at <https://www.chevron.com/ecuador/press-releases/archive/international-

https://shiftproject.org/resource/eu-csdd-proposal/shifts-analysis/
https://shiftproject.org/resource/eu-csdd-proposal/shifts-analysis/
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/national-regional-movements-for-
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/national-regional-movements-for-


295 

 

tribunal-rules-for-chevron-in-ecuador-case>  

Chevron, ‘Ecuador Lawsuit: The Facts About Chevron and Texaco in Ecuador’, Webpage, available 

at <https://www.chevron.com/ecuador>  

Clean Cloth Campaign, ‘Rana Plaza’, Campaign Page, available at 

<https://cleanclothes.org/campaigns/past/rana-plaza>  

Earth Rights International, ‘Doe v. Unocal’, Case File, available at <https://earthrights.org/case/doe-

v-unocal/>  

The Equator Principles Association, The Equator Principles (EP4 ed., July 2020) available at 

   < https://equator-principles.com/app/uploads/The-Equator-Principles_EP4_July2020.pdf>  

The Equator Principle Association, Website, available at <https://equator-principles.com/>  

ESCR-Net, ‘John Doe I, et al., v. UNOCAL Corp., et al., 395 F.3d 932 (9 Cir. 2002)’, Case file, 

2009, available at <https://www.escr-net.org/caselaw/2009/john-doe-i-et-al-v-unocal-corp-et-al-

395-f3d-932-9-cir-2002>  

ESCR-Net, ‘Who we are’, Webpage, available at <https://www.escr-net.org/about/who-we-are>  

Ethical Trading Initiative (ETI), Website, available at <https://www.ethicaltrade.org/>  

European Coalition for Corporate Justice, ‘Event Summary: Towards a legally binding instrument on 

Business and Human Rights European Parliament, 2 September 2015’, available at  

<https://media.business-humanrights.org/media/documents/files/documents/Summary 

_of_EP_Event_on_UN_Treaty.pdf> 

Extractives Industries Transparency Initiative (EITI), ‘Our mission’, Webpage, available at 

<https://eiti.org/our-mission>. 

Fair Labor Association (FLA), Website, available at <https://www.fairlabor.org/>  

Fairtrade International, Website, available at <https://www.fairtrade.net/>  

Global Reporting Initiative, ‘The global standards for sustainability impacts’, Webpage, available at 

<https://www.globalreporting.org/standards/>  

International Finance Corporation (IFC), Performance Standards on Environmental and Social 

Sustainability (1 January 2012) available at <https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/24e6bfc3-

5de3-444d-be9b-226188c95454/PS_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES& 

CVID=jkV-X6h/>  

Investor Alliance for Human Rights, Website, available at <https://investorsforhumanrights.org/>  

Meta, Corporate Human Rights Policy (March 2021), available at <https://about.fb.com/wp-

content/uploads/2021/03/Facebooks-Corporate-Human-Rights-Policy.pdf 

Principles for Responsible Investment (PRI), Website, available at <https://www.unpri.org/>  

PRI, ‘What are the Principles for Responsible Investment?’, Webpage, available at 

<https://www.unpri.org/about-us/what-are-the-principles-for-responsible-investment>  

Shift, ‘European Commission Human Rights Sector Guides’, Webpage, available at 

<https://shiftproject.org/resource/european-commission-human-rights-sector-guides/>  

Social Accountability International, About SAI, available at< https://sa-intl.org/about/> 

SOMO, ‘Shell pressured Nigeria with ISDS process to obtain oil field OPL 245’, News, 2 February 

2021, available at <https://www.somo.nl/shell-put-nigeria-under-pressure-with-isds-process-to-

obtain-oil-field-opl-245/>  

Spotlight on Corruption, ‘Cleaning up the audit sector: why the government should consider banning 

Ernst & Young from public contracts’, Statement, 16 November 2020, available at 

<https://www.spotlightcorruption.org/cleaning-up-the-audit-sector-why-the-government-should-

consider-banning-ernst-young-ey-from-public-contracts-for-three-years/>  

Stop Hate for Profit, ‘Demand Facebook Stop Hate for Profit’, Web Form, available at 

<https://www.stophateforprofit.org/demand-change>  

UN Global Compact, Website, available at <https://www.unglobalcompact.org/> 

UN Global Compact, ‘The Ten Principles of the UN Global Compact’, Webpage, available at 

<https://www. unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles>  

Women’s International League for Peace and Freedom, Mobilising for a Gender-Sensitive Treaty on 
Business and Human Rights(2 November 2017), available at <https://www.wilpf.org/mobilising-

for-a-gender-sensitive-treaty-on-business-and-human-rights/> 
World Benchmarking Alliance, ‘Corporate human rights benchmark’, Webpage, available at 

https://equator-principles.com/app/uploads/The-Equator-Principles_EP4_July2020.pdf
https://about.fb.com/wp-content/uploads/2021/03/Facebooks-Corporate-Human-Rights-Policy.pdf
https://about.fb.com/wp-content/uploads/2021/03/Facebooks-Corporate-Human-Rights-Policy.pdf
https://sa-intl.org/about/
https://www.wilpf.org/mobilising-for-a-gender-sensitive-treaty-on-business-and-human-rights/
https://www.wilpf.org/mobilising-for-a-gender-sensitive-treaty-on-business-and-human-rights/


296 

 

<https://www.worldbenchmarkingalliance.org/corporate-human-rights-benchmark/>  

(All internet sources are lastly accessed on 30 January 2023). 

 


